
第一九三回 

閣第六号 

   所得税法等の一部を改正する等の法律案 

 （所得税法の一部改正） 

第一条 所得税法（昭和四十年法律第三十三号）の一部を次のように改正する。 

  第二条第一項第三十三号中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に、「ものを」

を「もの（第三十三号の四において「青色事業専従者等」という。）を」に改め、同項

第三十三号の二を同項第三十三号の三とし、同号の次に次の一号を加える。 

  三十三の四 源泉控除対象配偶者 居住者（合計所得金額が九百万円以下であるもの

に限る。）の配偶者でその居住者と生計を一にするもの（青色事業専従者等を除

く。）のうち、合計所得金額が八十五万円以下である者をいう。 

  第二条第一項第三十三号の次に次の一号を加える。 

  三十三の二 控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、合計所得金額が千万円以下で

ある居住者の配偶者をいう。 

  第七条第一項第二号中「国外源泉所得（」の下に「国外にある有価証券の譲渡により

生ずる所得として政令で定めるものを含む。」を加える。 

  第十六条第三項中「及びその居所地の所轄税務署長」を削り、同条第四項中「及びそ

の事業場等の所在地の所轄税務署長」を削り、同条第五項中「及び住所地（第二項の規

定により事業場等の所在地を納税地としている者で住所地を有していない者については、

居所地。以下この項において同じ。）の所轄税務署長」を削り、「その住所地」の下に

「（同項の規定により事業場等の所在地を納税地としている者で住所地を有していない

者については、居所地）」を加え、同条第六項中「に係る所得税」を「の所得税」に改

める。 

  第二十条中「及び異動後の納税地の所轄税務署長」を削る。 

  第二十四条第一項中「もの及び」を「もの並びに」に改め、「）によるもの」の下に

「及び株式分配（同法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配をいう。以下この

項及び次条において同じ。）」を、「分割型分割によるもの」の下に「及び株式分配」

を加え、「次条第一項第三号」を「次条第一項第四号」に改める。 

  第二十五条第一項第六号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四

号を同項第五号とし、同項第三号中「よるもの」の下に「及び株式分配」を加え、「及

び」を「並びに」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。 

  三 当該法人の株式分配（法人税法第二条第十二号の十五の三に規定する適格株式分

配を除く。） 

  第五十七条の四第一項中「第二条第十二号の六の四」を「第二条第十二号の六の三」

に、「同条第十二号の十六」を「同条第十二号の十七」に、「適格株式交換」を「適格

株式交換等」に、「資産が交付されなかつたもの」を「資産が交付されなかつた株式交



換」に改める。 

  第七十九条第二項及び第三項中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める。 

  第八十三条第一項中「三十八万円（その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である

場合には、四十八万円）」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金

額」に改め、同項に次の各号を加える。 

  一 その居住者の第二条第一項第三十号（定義）に規定する合計所得金額（以下この

項及び次条第一項において「合計所得金額」という。）が九百万円以下である場合 

三十八万円（その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、四十八万

円） 

  二 その居住者の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合 二十

六万円（その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、三十二万円） 

  三 その居住者の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合 十三万

円（その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、十六万円） 

  第八十三条の二第一項中「他の居住者の扶養親族とされる者並びに第五十七条第一項

（事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等）に規定する青色事業専従者に該

当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専

従者に該当するもの」を「第二条第一項第三十三号（定義）に規定する青色事業専従者

等」に改め、「第二条第一項第三十号（定義）に規定する」を削り、「（以下この項及

び次項において「合計所得金額」という。）が七十六万円未満」を「が百二十三万円以

下」に改め、「該当しないもの」の下に「（合計所得金額が千万円以下である当該居住

者の配偶者に限る。）」を加え、「その配偶者の区分」を「場合の区分」に改め、同項

各号を次のように改める。 

  一 その居住者の合計所得金額が九百万円以下である場合 その居住者の配偶者の次

に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額 

   イ 合計所得金額が八十五万円以下である配偶者 三十八万円 

   ロ 合計所得金額が八十五万円を超え百二十万円以下である配偶者 三十八万円か

らその配偶者の合計所得金額のうち八十三万一円を超える部分の金額（当該超え

る部分の金額が五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額でないときは、

五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額で当該超える部分の金額に満た

ないもののうち最も多い金額とする。）を控除した金額 

   ハ 合計所得金額が百二十万円を超える配偶者 三万円 

  二 その居住者の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合 その

居住者の配偶者の前号イからハまでに掲げる区分に応じそれぞれ同号イからハまで

に定める金額の三分の二に相当する金額（当該金額に一万円未満の端数がある場合

には、これを切り上げた金額） 

  三 その居住者の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合 その居



住者の配偶者の第一号イからハまでに掲げる区分に応じそれぞれ同号イからハまで

に定める金額の三分の一に相当する金額（当該金額に一万円未満の端数がある場合

には、これを切り上げた金額） 

  第八十三条の二第二項中「同項に規定する居住者の合計所得金額が千万円を超える場

合及び」を削る。 

  第八十五条第二項中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改め、同条第三項中

「第七十九条」の下に「又は第八十一条」を、「その他の控除対象配偶者」の下に「若

しくはその他の同一生計配偶者」を加え、同条第四項及び第六項中「控除対象配偶者」

を「同一生計配偶者」に改める。 

  第九十五条第十項中「書類の」を「書類（以下この項において「明細書」という。）

の」に、「同項」を「第一項」に、「は、当該」を「の計算の基礎となる控除対象外国

所得税の額その他の財務省令で定める金額は、税務署長において特別の事情があると認

める場合を除くほか、当該明細書に当該」に改め、同条第十一項中「は、当該各年分の

申告書等にこの項前段の規定により添付された書類に」を「の計算の基礎となる」に、

「として記載された金額を基礎として計算した」を「その他の財務省令で定める金額は、

税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該各年分の申告書等に

この項前段の規定により添付された書類に当該計算の基礎となる金額として記載され

た」に改める。 

  第百二十条第三項第一号中「、医療費控除」を削り、同条第六項を同条第八項とし、

同条第五項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二

項を加える。 

 ４ 第一項の規定による申告書に医療費控除に関する事項の記載をする居住者が当該申

告書を提出する場合には、次に掲げる書類を当該申告書に添付しなければならない。 

  一 当該申告書に記載した医療費控除を受ける金額の計算の基礎となる第七十三条第

二項（医療費控除）に規定する医療費（次項において「医療費」という。）の額そ

の他の財務省令で定める事項（以下この項において「控除適用医療費の額等」とい

う。）の記載がある明細書（次号に掲げる書類が当該申告書に添付された場合にお

ける当該書類に記載された控除適用医療費の額等に係るものを除く。） 

  二 高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項（定義）に規定する保険者又は同

法第四十八条（広域連合の設立）に規定する後期高齢者医療広域連合の当該居住者

が支払つた医療費の額を通知する書類として財務省令で定める書類で、控除適用医

療費の額等の記載があるもの 

 ５ 税務署長は、前項の申告書の提出があつた場合において、必要があると認めるとき

は、当該申告書を提出した者（以下この項において「医療費控除適用者」という。）

に対し、当該申告書に係る確定申告期限（当該申告書が国税通則法第六十一条第一項

第二号（延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例）に規定する還付請求申告書であ



る場合には、当該申告書の提出があつた日）の翌日から起算して五年を経過する日

（同日前六月以内に同法第二十三条第一項（更正の請求）の規定による更正の請求が

あつた場合には、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日）までの間、前項

第一号に掲げる書類に記載された医療費につきこれを領収した者のその領収を証する

書類の提示又は提出を求めることができる。この場合において、この項前段の規定に

よる求めがあつたときは、当該医療費控除適用者は、当該書類を提示し、又は提出し

なければならない。 

  第百二十二条第三項中「第五項」を「第七項」に改める。 

  第百二十三条第一項第二号及び第三号中「こえる」を「超える」に改め、同条第三項

中「第五項」を「第七項」に改める。 

  第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項中「第五項」を「第七項」に改める。 

  第百五十七条第四項中「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に、

「株式交換」を「同条第十二号の十六に規定する株式交換等」に改める。 

  第百六十五条の六第七項中「同条第一項」と、「」を「同条第一項」と、「、」に、

「同項に」を「、同項に」に、「次項」を「以下この項及び次項」に、「同項」」を「、

第一項」」に、「「同条第一項」を「「、同条第一項」に改める。 

  第百六十六条中「同条第四項」を「同条第六項」に改める。 

  第百八十五条第一項第一号中「控除対象配偶者」を「源泉控除対象配偶者」に改め、

同項第二号中「控除対象配偶者及び」を「源泉控除対象配偶者及び」に、「これらの控

除対象配偶者」を「当該源泉控除対象配偶者」に改める。 

  第百八十六条第一項第一号イ及びロ並びに第二項第一号中「控除対象配偶者」を「源

泉控除対象配偶者」に改める。 

  第百八十七条中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に、「（これらの」を

「（当該」に改める。 

  第百九十条第二号ハ中「（これらの」を「（当該」に、「されたこれらの」を「され

た」に改め、「控除対象配偶者及び」及び「控除対象配偶者又は」を削り、「応じ」を

「応じ、」に改め、「から第八十三条まで」を削り、「控除等）」を「控除）、第八十

二条（勤労学生控除）」に改め、「、配偶者控除の額」を削り、同号ニ中「配偶者特別

控除申告書」を「配偶者控除等申告書」に改め、「が千万円以下であるかどうか」を削

り、「当該申告書に記載された」の下に「控除対象配偶者又は」を加え、「当該配偶者

が」を「当該控除対象配偶者又は配偶者が第百九十四条第四項又は」に、「同項」を

「これらの規定」に改め、「提示がされた」の下に「控除対象配偶者又は」を加え、

「その配偶者が」を「その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当するかどうか、

その控除対象配偶者又は配偶者が」に、「その配偶者の」を「その控除対象配偶者又は

配偶者の」に改め、「応じ」の下に「、第八十三条（配偶者控除）又は」を、「計算し

た」の下に「配偶者控除の額又は」を加える。 



  第百九十四条第一項第三号中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改め、同項

第四号中「控除対象配偶者の」を「源泉控除対象配偶者の」に改め、「並びに控除対象

配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合には、その旨及びその該当する事実」を削

り、同項第六号及び第七号中「控除対象配偶者」を「源泉控除対象配偶者」に改め、同

条第五項中「、配偶者控除の額」を削る。 

  第百九十五条第一項中「配偶者控除の額」を「源泉控除対象配偶者について控除を受

ける配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額」に改め、同項第二号から第四号までの規

定及び同条第三項中「控除対象配偶者」を「源泉控除対象配偶者」に改める。 

  第百九十五条の二の見出しを「（給与所得者の配偶者控除等申告書）」に改め、同条

第一項中「同条第二号ニに掲げる」の下に「配偶者控除の額又は」を加え、同項第三号

中「第八十三条の二第一項」を「控除対象配偶者又は第八十三条の二第一項」に改め、

「氏名」の下に「、個人番号」を、「その者が」の下に「老人控除対象配偶者又は」を

加え、同条第二項中「申告書に」の下に「控除対象配偶者又は」を加え、同条第三項中

「配偶者特別控除申告書」を「配偶者控除等申告書」に改める。 

  第百九十八条第六項中「又は従たる給与についての扶養控除等申告書」を「、従たる

給与についての扶養控除等申告書又は給与所得者の配偶者控除等申告書」に、「控除対

象配偶者、」を「源泉控除対象配偶者、控除対象配偶者、第八十三条の二第一項（配偶

者特別控除）に規定する生計を一にする配偶者、」に、「控除対象配偶者等」を「源泉

控除対象配偶者等」に、「及び第百九十五条第一項」を「、第百九十五条第一項及び第

百九十五条の二第一項」に改める。 

  第二百三条の三第一号ニ中「に控除対象配偶者」を「に源泉控除対象配偶者」に、

「当該控除対象配偶者」を「当該源泉控除対象配偶者」に、「控除対象配偶者に」を

「源泉控除対象配偶者に」に改め、同号ヘ中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」

に、「これらの」を「当該」に改める。 

  第二百三条の五第一項第三号中「控除対象配偶者の」を「源泉控除対象配偶者の」に、

「控除対象配偶者が」を「源泉控除対象配偶者が」に改め、同項第五号中「控除対象配

偶者」を「同一生計配偶者」に改め、同項第六号中「控除対象配偶者」を「源泉控除対

象配偶者」に改め、同条第九項中「控除対象配偶者、」を「源泉控除対象配偶者、同一

生計配偶者、」に、「控除対象配偶者等」を「源泉控除対象配偶者等」に改める。 

  第二百二十八条の四第四項中「第百二十七条」を「第百二十八条」に改める。 

  別表第二の注(一)中「控除対象配偶者」を「源泉控除対象配偶者」に改め、同表の備

考(一)(4)中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に、「（これらの」を「（当

該」に改める。 

  別表第三の注(一)中「控除対象配偶者」を「源泉控除対象配偶者」に改め、同表の備

考(一)(4)中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に、「（これらの」を「（当

該」に改める。 



  別表第四の注(一)中「控除対象配偶者」を「源泉控除対象配偶者」に改め、同表の備

考(二)中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に、「（これらの」を「（当該」に

改める。 

 （法人税法の一部改正） 

第二条 法人税法（昭和四十年法律第三十四号）の一部を次のように改正する。 

  目次中「外国税額（第八十一条の五）」を「外国税額等（第八十一条の五・第八十一

条の五の二）」に改める。 

  第二条第十二号の二及び第十二号の三中「及び」を「又は」に改め、同条第十二号の

六中「次号及び第十二号の十五」を「以下この条」に改め、同号イ中「資本剰余金の額

の減少に伴うもの及び」を削り、同号ロ中「第二十四条第一項第三号から第六号まで」

を「第二十四条第一項第五号から第七号まで」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イの

次に次のように加える。 

   ロ 解散による残余財産の分配 

  第二条第十二号の六を同条第十二号の五の二とし、同条第十二号の六の二を同条第十

二号の五の三とし、同条第十二号の六の三を同条第十二号の六とし、同号の次に次の一

号を加える。 

  十二の六の二 株式交換等完全子法人 株式交換完全子法人及び株式交換等（株式交

換を除く。）に係る第十二号の十六に規定する対象法人をいう。 

  第二条第十二号の六の四を同条第十二号の六の三とし、同号の次に次の一号を加える。 

  十二の六の四 株式交換等完全親法人 株式交換完全親法人並びに株式交換等（株式

交換を除く。）に係る第十二号の十六イ及びロに規定する最大株主等である法人並

びに同号ハの一の株主等である法人をいう。 

  第二条第十二号の八中「及び合併」を「、合併」に、「資産を」を「資産及び合併の

直前において合併法人が被合併法人の発行済株式等の総数又は総額の三分の二以上に相

当する数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該合併法人以外の株主等に交

付される金銭その他の資産を」に改め、同号ロ(1)中「に従事することが見込まれてい

ること（当該合併後に当該合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれ

ている場合には、当該相当する数の者が、当該合併後に当該合併法人の業務に従事し、

当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれている

こと。）」を「（当該合併後に行われる適格合併により当該被合併法人の当該合併前に

行う主要な事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合に

は、当該適格合併に係る合併法人の業務を含む。）に従事することが見込まれているこ

と」に改め、同号ロ(2)を次のように改める。 

    (2) 当該合併に係る被合併法人の当該合併前に行う主要な事業が当該合併後に

当該合併に係る合併法人（当該合併後に行われる適格合併により当該主要な事

業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合には、



当該適格合併に係る合併法人を含む。）において引き続き行われることが見込

まれていること。 

  第二条第十二号の八ハ中「営む」を「行う」に改め、同条第十二号の九イ中「第十二

号の十六」を「第十二号の十七」に改め、同条第十二号の十一中「株主等」を「発行済

株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等」に改め、同号ロ(1)中

「営む」を「行う」に、「営まれる」を「行われる」に改め、「（当該分割後に当該分

割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該主

要な資産及び負債が、当該分割により当該分割承継法人に移転し、当該適格合併により

当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれていること。）」を削り、同号

ロ(2)中「に従事することが見込まれていること（当該分割後に当該分割承継法人を被

合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者が、

当該分割後に当該分割承継法人の業務に従事し、当該適格合併後に当該適格合併に係る

合併法人の業務に従事することが見込まれていること。）」を「（当該分割後に行われ

る適格合併により当該分割事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込ま

れている場合には、当該合併法人の業務を含む。）に従事することが見込まれているこ

と」に改め、同号ロ(3)を次のように改める。 

    (3) 当該分割に係る分割事業が当該分割後に当該分割承継法人（当該分割後に

行われる適格合併により当該分割事業が当該適格合併に係る合併法人に移転す

ることが見込まれている場合には、当該合併法人を含む。）において引き続き

行われることが見込まれていること。 

  第二条第十二号の十一ハ中「営む」を「行う」に改め、同号に次のように加える。 

   ニ その分割（一の法人のみが分割法人となる分割型分割に限る。）に係る分割法

人の当該分割前に行う事業を当該分割により新たに設立する分割承継法人におい

て独立して行うための分割として政令で定めるもの 

  第二条第十二号の十四ロ(1)中「営む」を「行う」に、「営まれる」を「行われる」

に改め、「（当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行う

ことが見込まれている場合には、当該主要な資産及び負債が、当該現物出資により当該

被現物出資法人に移転し、当該適格合併により当該適格合併に係る合併法人に移転する

ことが見込まれていること。）」を削り、同号ロ(2)中「に従事することが見込まれて

いること（当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うこ

とが見込まれている場合には、当該相当する数の者が、当該現物出資後に当該被現物出

資法人の業務に従事し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人の業務に従事す

ることが見込まれていること。）」を「（当該現物出資後に行われる適格合併により当

該現物出資事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合に

は、当該合併法人の業務を含む。）に従事することが見込まれていること」に改め、同

号ロ(3)を次のように改める。 



    (3) 当該現物出資に係る現物出資事業が当該現物出資後に当該被現物出資法人

（当該現物出資後に行われる適格合併により当該現物出資事業が当該適格合併

に係る合併法人に移転することが見込まれている場合には、当該合併法人を含

む。）において引き続き行われることが見込まれていること。 

  第二条第十二号の十四ハ中「営む」を「行う」に改め、同条第十二号の十五の次に次

の二号を加える。 

  十二の十五の二 株式分配 現物分配（剰余金の配当又は利益の配当に限る。）のう

ち、その現物分配の直前において現物分配法人により発行済株式等の全部を保有さ

れていた法人（次号において「完全子法人」という。）の当該発行済株式等の全部

が移転するもの（その現物分配により当該発行済株式等の移転を受ける者がその現

物分配の直前において当該現物分配法人との間に完全支配関係がある者のみである

場合における当該現物分配を除く。）をいう。 

  十二の十五の三 適格株式分配 完全子法人の株式のみが移転する株式分配のうち、

完全子法人と現物分配法人とが独立して事業を行うための株式分配として政令で定

めるもの（当該株式が現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める

当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数（出資にあつて

は、金額）の割合に応じて交付されるものに限る。）をいう。 

  第二条第十二号の十八を同条第十二号の十九とし、同条第十二号の十七ロ(1)及び(2)

を次のように改める。 

    (1) 当該株式移転に係る各株式移転完全子法人の当該株式移転の直前の従業者

のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該株式移転

完全子法人の業務（当該株式移転後に行われる適格合併又は当該株式移転完全

子法人を分割法人若しくは現物出資法人とする適格分割若しくは適格現物出資

（ロにおいて「適格合併等」という。）により当該株式移転完全子法人の当該

株式移転前に行う主要な事業が当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人

又は被現物出資法人（ロにおいて「合併法人等」という。）に移転することが

見込まれている場合には、当該合併法人等の業務を含む。）に引き続き従事す

ることが見込まれていること。 

    (2) 当該株式移転に係る各株式移転完全子法人の当該株式移転前に行う主要な

事業が当該株式移転完全子法人（当該株式移転後に行われる適格合併等により

当該主要な事業が当該適格合併等に係る合併法人等に移転することが見込まれ

ている場合には、当該合併法人等を含む。）において引き続き行われることが

見込まれていること。 

  第二条第十二号の十七ハ中「営む」を「行う」に改め、同号を同条第十二号の十八と

し、同条第十二号の十六中「適格株式交換」を「適格株式交換等」に、「株式交換で株

式交換完全子法人の株主に株式交換完全親法人」を「株式交換等で株式交換等完全子法



人の株主等に株式交換等完全親法人」に、「当該株主」を「当該株主等」に、「及び株

式交換」を「、株式交換等」に、「資産を」を「資産、株式交換の直前において株式交

換完全親法人が株式交換完全子法人の発行済株式（当該株式交換完全子法人が有する自

己の株式を除く。）の総数の三分の二以上に相当する数の株式を有する場合における当

該株式交換完全親法人以外の株主に交付される金銭その他の資産、前号イの取得の価格

の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産及び同号ハの取得の対価として

交付される金銭その他の資産を」に改め、同号ロ中「株式交換に係る株式交換完全子法

人と株式交換完全親法人」を「株式交換等に係る株式交換等完全子法人と株式交換等完

全親法人」に、「株式交換のうち」を「株式交換等のうち」に改め、同号ロ(1)及び(2)

を次のように改める。 

    (1) 当該株式交換等完全子法人の当該株式交換等の直前の従業者のうち、その

総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該株式交換等完全子法人

の業務（当該株式交換等後に行われる適格合併又は当該株式交換等完全子法人

を分割法人若しくは現物出資法人とする適格分割若しくは適格現物出資（ロに

おいて「適格合併等」という。）により当該株式交換等完全子法人の当該株式

交換等前に行う主要な事業が当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又

は被現物出資法人（ロにおいて「合併法人等」という。）に移転することが見

込まれている場合には、当該合併法人等の業務を含む。）に引き続き従事する

ことが見込まれていること。 

    (2) 当該株式交換等完全子法人の当該株式交換等前に行う主要な事業が当該株

式交換等完全子法人（当該株式交換等後に行われる適格合併等により当該主要

な事業が当該適格合併等に係る合併法人等に移転することが見込まれている場

合には、当該合併法人等を含む。）において引き続き行われることが見込まれ

ていること。 

  第二条第十二号の十六ハ中「営む」を「行う」に改め、同号を同条第十二号の十七と

し、同号の前に次の一号を加える。 

  十二の十六 株式交換等 株式交換及びイからハまでに掲げる行為により対象法人

（それぞれイからハまでに規定する法人をいう。）がそれぞれイ若しくはロに規定

する最大株主等である法人又はハの一の株主等である法人との間に完全支配関係を

有することとなることをいう。 

   イ 全部取得条項付種類株式（ある種類の株式について、これを発行した法人が株

主総会その他これに類するものの決議（イにおいて「取得決議」という。）によ

つてその全部の取得をする旨の定めがある場合の当該種類の株式をいう。）に係

る取得決議によりその取得の対価として当該法人の最大株主等（当該法人以外の

当該法人の株主等のうちその有する当該法人の株式の数が最も多い者をいう。）

以外の全ての株主等（当該法人及び当該最大株主等との間に完全支配関係がある



者を除く。）に一に満たない端数の株式以外の当該法人の株式が交付されないこ

ととなる場合の当該取得決議 

   ロ 株式の併合で、その併合をした法人の最大株主等（当該法人以外の当該法人の

株主等のうちその有する当該法人の株式の数が最も多い者をいう。）以外の全て

の株主等（当該法人及び当該最大株主等との間に完全支配関係がある者を除

く。）の有することとなる当該法人の株式の数が一に満たない端数となるもの 

   ハ 株式売渡請求（法人の一の株主等が当該法人の承認を得て当該法人の他の株主

等（当該法人及び当該一の株主等との間に完全支配関係がある者を除く。）の全

てに対して法令（外国の法令を含む。ハにおいて同じ。）の規定に基づいて行う

当該法人の株式の全部を売り渡すことの請求をいう。）に係る当該承認により法

令の規定に基づき当該法人の発行済株式等（当該一の株主等又は当該一の株主等

との間に完全支配関係がある者が有するものを除く。）の全部が当該一の株主等

に取得されることとなる場合の当該承認 

  第二条第四十号中「確定申告又は連結確定申告に係る更正等に」を「更正等に」に、

「（確定申告に係る更正等に」を「（更正等に」に改める。 

  第十条の三の見出しを削り、同条第一項中「特定普通法人」を「特定普通法人等」に、

「又は医療法人のうち、普通法人であるもの」を「、医療法人その他の普通法人又は協

同組合等のうち、公益法人等に該当することとなり得るもので政令で定める法人」に改

め、同項第二号中「第八十一条の三十一第三項」を「第八十一条の三十一第四項」に改

め、同条第二項中「特定普通法人」を「特定普通法人等」に改め、同条第四項第六号中

「同条第九項」の下に「又は第十一項」を加え、「及び第十一項」を「（同条第十一項

において準用する場合を含む。）及び第十二項」に改め、同条第五項中「特定普通法

人」を「特定普通法人等」に改める。 

  第二十条第一項中「及び異動後の納税地の所轄税務署長」を削り、同条第二項中「並

びに」を「及び」に改め、「及び異動後の本店等所在地の所轄税務署長」を削る。 

  第二十三条第一項第一号中「もの及び」を「もの並びに」に改め、「よるもの」の下

に「及び株式分配」を加え、同項第二号中「第二十四条第一項第三号」を「第二十四条

第一項第四号」に改め、同条第二項中「当該譲渡した」を「その譲渡した」に改め、同

条第三項中「第四号」を「第五号」に、「第六十一条の二第十六項」を「第六十一条の

二第十七項」に改める。 

  第二十三条の二第二項第二号中「（第四号」を「（第五号」に、「同項第四号」を

「同項第五号」に改める。 

  第二十四条第一項第六号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四

号中「第六十一条の二第十三項第一号」を「第六十一条の二第十四項第一号」に改め、

同号を同項第五号とし、同項第三号中「よるもの」の下に「及び株式分配」を加え、

「及び」を「並びに」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加



える。 

  三 株式分配（適格株式分配を除く。） 

  第二十六条第一項第三号中「（確定申告による所得税額等」を「（所得税額等」に改

め、「連結確定申告による」及び「確定申告又は連結確定申告に係る」を削る。 

  第二十七条及び第二十八条を次のように改める。 

  （中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入） 

 第二十七条 内国法人が第八十条第五項（欠損金の繰戻しによる還付）に規定する中間

期間において生じた同項に規定する災害損失欠損金額（以下この条において「災害損

失欠損金額」という。）について第八十条の規定の適用を受けた場合には、同項に規

定する仮決算の中間申告書の提出により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた

災害損失欠損金額に相当する金額は、当該中間期間の属する事業年度の所得の金額の

計算上、益金の額に算入する。 

 第二十八条 削除 

  第三十四条第一項中「及び第五十四条の二第一項（新株予約権を対価とする費用の帰

属事業年度の特例等）に規定する新株予約権によるもの並びにこれら以外のもので」を

「で業績連動給与に該当しないもの、」に、「並びに第三項」を「及び第三項」に改め、

同項第一号中「である給与（次号」を「である給与（次号イ」に、「定める給与（次

号」を「定める給与（同号」に改め、同項第二号を次のように改める。 

  二 その役員の職務につき所定の時期に、確定した額の金銭又は確定した数の株式

（出資を含む。以下この項及び第五項において同じ。）若しくは新株予約権若しく

は確定した額の金銭債権に係る第五十四条第一項（譲渡制限付株式を対価とする費

用の帰属事業年度の特例）に規定する特定譲渡制限付株式若しくは第五十四条の二

第一項（新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等）に規定する特定新

株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与で、定期同額給与及び業績連

動給与のいずれにも該当しないもの（当該株式若しくは当該特定譲渡制限付株式に

係る第五十四条第一項に規定する承継譲渡制限付株式又は当該新株予約権若しくは

当該特定新株予約権に係る第五十四条の二第一項に規定する承継新株予約権による

給与を含むものとし、次に掲げる場合に該当する場合にはそれぞれ次に定める要件

を満たすものに限る。） 

   イ その給与が定期給与を支給しない役員に対して支給する給与（同族会社に該当

しない内国法人が支給する給与で金銭によるものに限る。）以外の給与（株式又

は新株予約権による給与で、将来の役務の提供に係るものとして政令で定めるも

のを除く。）である場合 政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にそ

の定めの内容に関する届出をしていること。 

   ロ 株式を交付する場合 当該株式が市場価格のある株式又は市場価格のある株式

と交換される株式（当該内国法人又は関係法人が発行したものに限る。次号にお



いて「適格株式」という。）であること。 

   ハ 新株予約権を交付する場合 当該新株予約権がその行使により市場価格のある

株式が交付される新株予約権（当該内国法人又は関係法人が発行したものに限る。

次号において「適格新株予約権」という。）であること。 

  第三十四条第一項第三号中「同族会社に該当しない内国法人」を「内国法人（同族会

社にあつては、同族会社以外の法人との間に当該法人による完全支配関係があるものに

限る。）」に、「利益連動給与で」を「業績連動給与（金銭以外の資産が交付されるも

のにあつては、適格株式又は適格新株予約権が交付されるものに限る。）で、」に、

「利益連動給与を」を「業績連動給与を」に改め、同号イ中「その支給額」を「交付さ

れる金銭の額若しくは株式若しくは新株予約権の数又は交付される新株予約権の数のう

ち無償で取得され、若しくは消滅する数」に、「当該事業年度」を「その給与に係る職

務を執行する期間の開始の日（イにおいて「職務執行期間開始日」という。）以後に終

了する事業年度」に、「限る。）を」を「限る。イにおいて同じ。）、職務執行期間開

始日の属する事業年度開始の日以後の所定の期間若しくは職務執行期間開始日以後の所

定の日における株式の市場価格の状況を示す指標（当該内国法人又は当該内国法人との

間に完全支配関係がある法人の株式の市場価格又はその平均値その他の株式の市場価格

に関する指標として政令で定めるものに限る。イにおいて同じ。）又は職務執行期間開

始日以後に終了する事業年度の売上高の状況を示す指標（売上高、売上高に有価証券報

告書に記載されるべき事項による調整を加えた指標その他の売上高に関する指標として

政令で定めるもののうち、利益の状況を示す指標又は株式の市場価格の状況を示す指標

と同時に用いられるもので、有価証券報告書に記載されるものに限る。）を」に改め、

同号イ(1)中「確定額を」を「金銭による給与にあつては確定した額を、株式又は新株

予約権による給与にあつては確定した数を、それぞれ」に、「利益連動給与」を「業績

連動給与」に改め、同号イ(2)中「その他これに準ずる適正な手続として政令で定め

る」を「その他の政令で定める適正な」に改め、同号イ(3)中「決定又は手続」を「政

令で定める適正な手続」に改め、同条第六項中「前二項」を「第四項から前項まで」に

改め、同項を同条第八項とし、同条第五項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加

える。 

 ７ 第一項第二号ロ及びハに規定する関係法人とは、同項の内国法人との間に支配関係

がある法人として政令で定める法人をいう。 

  第三十四条第四項の次に次の一項を加える。 

 ５ 第一項に規定する業績連動給与とは、利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状

況を示す指標その他の同項の内国法人又は当該内国法人との間に支配関係がある法人

の業績を示す指標を基礎として算定される額又は数の金銭又は株式若しくは新株予約

権による給与及び第五十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株式若しくは承継譲渡

制限付株式又は第五十四条の二第一項に規定する特定新株予約権若しくは承継新株予



約権による給与で無償で取得され、又は消滅する株式又は新株予約権の数が役務の提

供期間以外の事由により変動するものをいう。 

  第三十八条第一項第二号中「修正申告等による」を「申告納税方式による国税等の」

に、「により納付すべき還付加算金相当額）又は」を「）又は」に、「更正により納付

すべき還付加算金相当額」を「更正又は決定の手続」に改め、同項第三号中「確定申告

期限の延長の場合の利子税）（第七十五条の二第六項若しくは第八項（確定申告期限の

延長の特例の場合の利子税」を「確定申告書の提出期限の延長）（第七十五条の二第八

項若しくは第十項（確定申告書の提出期限の延長の特例」に、「連結確定申告期限の延

長の場合の利子税」を「連結確定申告書の提出期限の延長」に、「連結確定申告期限の

延長の特例の場合の利子税」を「連結確定申告書の提出期限の延長の特例」に改め、同

項第六号中「第七十五条の二第六項若しくは第八項」を「第七十五条の二第八項若しく

は第十項」に改める。 

  第三十九条第一項中「を納付し」を「を納付し、」に、「額を含む。以下この条」を

「額を含む。次項」に改め、同項第一号中「無限責任社員」を「合名会社等の社員」に、

「以下この条」を「次項」に改め、同項第二号中「無限責任社員」を「合名会社等の社

員」に、「納付し」を「納付し、」に改め、同条第二項中「第二十四条第一項第三号」

を「第二十四条第一項第四号（配当等の額とみなす金額）」に改め、「（配当等の額と

みなす金額）」を削り、「を納付し」を「を納付し、」に改め、同項第二号中「又は」

を「、又は」に改める。 

  第四十条及び第四十一条中「確定申告による」及び「確定申告又は連結確定申告に係

る」を削る。 

  第四十三条第十一項及び第四十八条第十一項中「第二条第十二号の六」を「第二条第

十二号の五の二」に改める。 

  第五十二条第十二項及び第五十三条第九項中「の場合のこの法律の適用」を削り、

「特定普通法人」を「特定普通法人等」に改める。 

  第五十四条第一項中「その対価として当該内国法人又は当該内国法人との間に当該内

国法人の発行済株式若しくは出資（当該内国法人が有する自己の株式（出資を含む。以

下この項において同じ。）を除く。）の全部を保有する関係として政令で定める関係が

ある法人の」を削り、「株式と」を「株式（出資を含む。）と」に、「内国法人を合併

法人とする合併により当該合併に係る被合併法人」を「合併又は分割型分割に際し当該

合併又は分割型分割に係る被合併法人又は分割法人」に、「交付される当該内国法人」

を「交付される当該合併又は分割型分割に係る合併法人又は分割承継法人」に、「を生

ずべき事由（次項において「給与等課税事由」という。）が生じた」を「（次項及び第

三項において「給与等課税額」という。）が生ずることが確定した」に改め、同条第二

項中「給与等課税事由」を「給与等課税額」に改め、同条第三項中「譲渡についての制

限が解除された」を「給与等課税額が生ずること又は生じないことが確定した」に改め



る。 

  第五十四条の二第一項中「、個人」を「個人」に、「その対価として新株予約権（当

該役務の提供の対価として当該個人に生ずる債権を当該新株予約権と引換えにする払込

みに代えて相殺すべきものに限る。）を発行した」を「譲渡制限付新株予約権（譲渡に

ついての制限その他の条件が付されている新株予約権として政令で定めるものをいう。

以下この項において同じ。）であつて次に掲げる要件に該当するもの（以下この条にお

いて「特定新株予約権」という。）が交付された」に改め、「当該合併等に係る合併法

人、分割承継法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人（次項において「合併

法人等」という。）である内国法人が」を削り、「新株予約権を」を「特定新株予約権

を」に、「自己の新株予約権（次項及び第三項」を「交付される当該合併等に係る合併

法人、分割承継法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人の譲渡制限付新株予

約権（第三項及び第四項」に、「を交付した」を「が交付された」に改め、同項に次の

各号を加える。 

  一 当該譲渡制限付新株予約権と引換えにする払込みに代えて当該役務の提供の対価

として当該個人に生ずる債権をもつて相殺されること。 

  二 前号に掲げるもののほか、当該譲渡制限付新株予約権が実質的に当該役務の提供

の対価と認められるものであること。 

  第五十四条の二第二項中「同項の新株予約権を発行した内国法人（承継新株予約権を

交付した合併法人等である内国法人を含む。以下第四項までにおいて「発行法人」とい

う。）」を「当該役務の提供を受ける内国法人」に、「発行法人の」を「内国法人の」

に改め、同条第三項中「第一項の新株予約権」を「特定新株予約権」に、「発行法人」

を「これらの新株予約権を発行した法人」に改め、同条第四項中「発行法人は、第一項

の新株予約権」を「第一項の個人から役務の提供を受ける内国法人は、特定新株予約

権」に、「発行の」を「交付の」に、「発行数」を「交付数」に、「当該新株予約権」

を「当該特定新株予約権又は承継新株予約権」に改める。 

  第五十七条第三項及び第四項中「営む」を「行う」に改め、同条第六項中「取消

し）」を「取消し等）」に改める。 

  第五十七条の二第一項中「が当該支配日」を「が当該特定支配事業年度開始の日」に、

「うち当該支配日」を「うち同日」に改め、同条第二項中「第二条第十二号の六」を

「第二条第十二号の五の二」に改める。 

  第六十条の三の見出しを削り、同条第一項中「同項に規定する特定支配日」及び「当

該特定支配日」の下に「の属する事業年度又は連結事業年度開始の日」を加える。 

  第六十一条の二第二項中「）により当該株式」を「以下この項及び第六項において

「金銭等不交付合併」という。）により当該株式」に、「合併又は」を「金銭等不交付

合併又は」に改め、同条第四項中「旧株」を「所有株式」に、「有していた」を「有す

る」に改め、「もの（」の下に「当該株式が分割法人の発行済株式等の総数又は総額の



うちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合

に応じて交付されたものに限る。」を加え、同条第六項中「適格合併に」を「適格合併

（金銭等不交付合併に限る。）に」に改め、同条第二十三項を同条第二十四項とし、同

条第十八項から第二十二項までを一項ずつ繰り下げ、同条第十七項中「第二十四条第一

項第三号」を「第二十四条第一項第四号」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十

六項中「及び第四項」を「、第四項」に改め、「金銭等不交付分割型分割」の下に「及

び第八項に規定する金銭等不交付株式分配」を加え、「同条第一項第三号」を「同条第

一項第二号に掲げる分割型分割、同項第三号に掲げる株式分配、同項第四号」に改め、

「（第四項」の下に「、第八項」を加え、「第十八項」を「第十九項」に改め、同項を

同条第十七項とし、同条第十五項を同条第十六項とし、同条第十項から第十四項までを

一項ずつ繰り下げ、同条第九項中「適格株式交換により第二条第十二号の十六」を「適

格株式交換等（金銭等不交付株式交換に限る。）により第二条第十二号の十七」に、

「当該適格株式交換」を「当該適格株式交換等」に改め、同項を同条第十項とし、同条

第八項中「）により当該株式」を「以下この項及び次項において「金銭等不交付株式交

換」という。）により当該株式」に、「適格株式交換」を「適格株式交換等」に、「資

産が交付されなかつたもの」を「資産が交付されなかつた株式交換」に、「の当該株式

交換」を「の当該金銭等不交付株式交換」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項

の次に次の一項を加える。 

 ８ 内国法人が所有株式（当該内国法人が有する株式をいう。以下この項において同

じ。）を発行した法人の行つた株式分配により第二条第十二号の十五の二に規定する

完全子法人（以下この項において「完全子法人」という。）の株式その他の資産の交

付を受けた場合には、当該所有株式のうち当該完全子法人の株式に対応する部分の譲

渡を行つたものとみなして、第一項の規定を適用する。この場合において、その株式

分配（完全子法人の株式以外の資産が交付されなかつたもの（当該株式が現物分配法

人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有す

る当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されたものに限る。以下

この項において「金銭等不交付株式分配」という。）を除く。）により完全子法人の

株式その他の資産の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、同項

第二号に掲げる金額は、その所有株式の当該株式分配の直前の帳簿価額を基礎として

政令で定めるところにより計算した金額（以下この項において「完全子法人株式対応

帳簿価額」という。）とし、その株式分配（金銭等不交付株式分配に限る。）により

完全子法人の株式の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、同項

各号に掲げる金額は、いずれもその所有株式の当該株式分配の直前の完全子法人株式

対応帳簿価額とする。 

  第六十一条の四第一項中「第六十一条の二第十九項（有価証券の空売りをした場合の

譲渡利益額又は譲渡損失額の計算」を「第六十一条の二第二十項（有価証券の譲渡益又



は譲渡損の益金又は損金算入」に、「同条第二十項」を「同条第二十一項」に改める。 

  第六十一条の六第一項中「期末換算差額の益金又は損金算入」を「期末換算差益又は

期末換算差損の益金又は損金算入等」に改め、同条第四項第二号中「第六十一条の二第

十九項（有価証券の空売りをした場合の譲渡利益額又は譲渡損失額の計算」を「第六十

一条の二第二十項（有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入」に、「同条第二

十項」を「同条第二十一項」に改める。 

  第六十一条の十一第一項中「効力」を「申請」に、「金額をいう。次条第一項」を

「金額をいう。同項」に改め、同項第四号中「株式交換完全親法人」を「株式交換等完

全親法人」に、「適格株式交換」を「適格株式交換等」に、「株式交換完全子法人」を

「株式交換等完全子法人」に改め、同項第五号中「適格株式交換」を「適格株式交換

等」に、「株式交換完全子法人」を「株式交換等完全子法人」に改める。 

  第六十一条の十二第一項中「みなし承認」を「承認の申請」に改め、同項第二号中

「適格株式交換」を「適格株式交換等」に改め、同項第三号中「適格株式交換」を「適

格株式交換等」に、「株式交換完全子法人」を「株式交換等完全子法人」に改める。 

  第六十二条第一項、第六十二条の二第二項及び第六十二条の三第一項中「及び負債の

移転」を「又は負債の移転」に改める。 

  第六十二条の五第三項中「が適格現物分配」の下に「又は適格株式分配」を、「被現

物分配法人」の下に「その他の株主等」を、「の当該適格現物分配」の下に「又は適格

株式分配」を加える。 

  第六十二条の六第一項中「分割承継法人の株式その他の資産」を「第二条第十二号の

九イ（定義）に規定する分割対価資産（次項において「分割対価資産」という。）」に

改め、「する分割」の下に「（二以上の法人を分割法人とする分割で法人を設立するも

のを除く。）」を加え、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項

とし、同条第一項の次に次の一項を加える。 

 ２ 二以上の法人を分割法人とする分割で法人を設立するものが行われた場合において、

分割法人のうちに、次の各号のうち二以上の号に掲げる法人があるとき、又は第三号

に掲げる法人があるときは、当該各号に掲げる法人を分割法人とする当該各号に定め

る分割がそれぞれ行われたものとみなす。 

  一 当該分割により交付を受けた分割対価資産の全部をその株主等に交付した法人 

分割型分割 

  二 当該分割により交付を受けた分割対価資産をその株主等に交付しなかつた法人 

分社型分割 

  三 当該分割により交付を受けた分割対価資産の一部のみをその株主等に交付した法

人 分割型分割及び分社型分割の双方 

  第六十二条の七第一項中「営む」を「行う」に改め、同条第二項第二号中「支配関係

発生日」の下に「の属する事業年度開始の日」を加え、同条第三項中「「支配関係発生



日」の下に「の属する事業年度開始の日」を加え、同条第四項中「の損金不算入」を削

る。 

  第六十二条の八第四項中「月数」の下に「（当該事業年度が当該資産調整勘定の金額

に係る非適格合併等の日の属する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了

の日までの期間の月数）」を加え、同条第七項中「月数」の下に「（当該事業年度が当

該差額負債調整勘定の金額に係る非適格合併等の日の属する事業年度である場合には、

同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数）」を加える。 

  第六十二条の九第一項中「株式交換完全子法人」を「株式交換等完全子法人」に、

「とする株式交換」を「とする株式交換等」に、「（適格株式交換」を「（適格株式交

換等」に、「当該株式交換又は」を「株式交換又は」に改める。 

  第六十七条第三項中「次に掲げる金額の合計額（」を「所得等の金額（第一号から第

六号までに掲げる金額の合計額から第七号に掲げる金額を減算した金額をいう。」に、

「「所得等の金額」という」を「同じ」に改め、同項第四号中「の益金不算入」を削り、

同項に次の一号を加える。 

  七 第二十七条（中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金

算入）の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額 

  第六十八条第一項中「以下この条」を「次項」に改め、同条第三項を同条第四項とし、

同条第二項の次に次の一項を加える。 

 ３ 第一項の事業年度において第七十二条第一項各号（仮決算をした場合の中間申告書

の記載事項等）に掲げる事項を記載した中間申告書の提出により第七十八条第一項

（所得税額等の還付）又は第百三十三条第一項（更正等による所得税額等の還付）の

規定による還付金がある場合（当該事業年度が第四条の五第一項又は第二項（第四号

又は第五号に係る部分に限る。）（連結納税の承認の取消し等）の規定により第四条

の二（連結納税義務者）の承認を取り消された内国法人のその取り消された日の前日

の属する事業年度である場合において、当該事業年度開始の日の属する第八十一条の

二十第一項（仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等）に規定する期間につ

き同項各号に掲げる事項を記載した連結中間申告書の提出により第八十一条の二十九

第一項（所得税額等の還付）又は第百三十三条第一項の規定による還付金（以下この

項において「連結還付金」という。）があるときを含む。）の第一項の所得税の額に

は、これらの還付金の額（連結還付金にあつては、当該連結還付金の額のうち当該内

国法人に帰せられる金額として政令で定める金額に限る。）を含まないものとする。 

  第六十九条第十五項中「書類の」を「書類（以下この項において「明細書」とい

う。）の」に、「、同項」を「、第一項」に、「は、当該」を「の計算の基礎となる控

除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、税務署長において特別の事情

があると認める場合を除くほか、当該明細書に当該」に改め、同条第十六項中「は、当

該各事業年度又は各連結事業年度の申告書等にこの項前段の規定により添付された書類



に」を「の計算の基礎となる」に、「として記載された金額又は」を「その他の財務省

令で定める金額又は」に、「として記載された金額を基礎として計算した」を「その他

の財務省令で定める金額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほ

か、当該各事業年度又は各連結事業年度の申告書等にこの項前段の規定により添付され

た書類に当該計算の基礎となる金額として記載された」に改める。 

  第七十一条第一項中「ものを除く。次条第一項」を「ものを除く。次条及び第七十二

条第一項（仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等）」に、「取消し」を「取消し

等」に、「事業年度を除く。次条第一項」を「事業年度を除く。第七十二条第一項」に

改め、同項第一号中「に係る法人税額」を削り、同条に次の一項を加える。 

 ５ 次の各号に掲げる場合に該当する場合で、かつ、当該各号に規定する申告書の提出

期限につき国税通則法第十条第二項（期間の計算及び期限の特例）の規定の適用があ

る場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該申告書の提出

期限の翌日から同項の規定により当該申告書の提出期限とみなされる日までの間に確

定申告書に記載すべき第七十四条第一項第二号に掲げる金額又は連結確定申告書に記

載すべき第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額が確定したときは、第一項に

規定する事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までにこれらの金額が確定し

たものとみなして、前各項の規定を適用する。 

  一 第一項第一号に規定する前事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書の提

出期限が第七十五条の二第一項（確定申告書の提出期限の延長の特例）の規定によ

り四月間延長されている場合 

  二 第一項第一号に規定する連結事業年度の第八十一条の二十二第一項の規定による

申告書の提出期限が第八十一条の二十四第一項（連結確定申告書の提出期限の延長

の特例）の規定により四月間延長されている場合 

  第七十一条の次に次の一条を加える。 

  （中間申告書の提出を要しない場合） 

 第七十一条の二 国税通則法第十一条（災害等による期限の延長）の規定による申告に

関する期限の延長により、内国法人である普通法人の中間申告書の提出期限と当該中

間申告書に係る事業年度の第七十四条第一項（確定申告）の規定による申告書の提出

期限とが同一の日となる場合は、前条第一項本文の規定にかかわらず、当該中間申告

書を提出することを要しない。 

  第七十二条第一項中「前条第一項各号」を「第七十一条第一項各号（中間申告）」に

改め、同項ただし書中「同項ただし書」の下に「若しくは前条」を、「要しない場合」

の下に「（当該期間において生じた第四項に規定する災害損失金額がある場合を除

く。）」を加え、「同条」を「第七十一条」に、「同項第一号」を「同条第一項第一

号」に改め、同項第二号中「及び」を「、第六十八条第三項（所得税額の控除）及び」

に改め、同条第三項中「の計算）」を「及びその計算）」に、「第六十八条第三項（所



得税額の控除）」を「第六十八条第四項」に改め、同条第四項中「前項」を「第三項」

に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。 

 ４ 災害（震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項において同

じ。）により、内国法人の当該災害のあつた日から同日以後六月を経過する日までの

間に終了する第一項に規定する期間において生じた災害損失金額（当該災害により棚

卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について生じた損失の額で政令で定める

ものをいう。第一号において同じ。）がある場合における同項に規定する中間申告書

には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 

  一 当該期間を一事業年度とみなして第六十九条第一項に規定する外国法人税の額で

同条の規定により控除されるべき金額及び第六十八条第一項に規定する所得税の額

で同項の規定により控除されるべき金額をこれらの順に控除するものとしてこれら

の規定を適用するものとした場合に同項の規定による控除をされるべき金額で第一

項第二号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがあるときは、その

控除しきれなかつた金額（当該金額が当該期間において生じた災害損失金額を超え

る場合には、その超える部分の金額を控除した金額） 

  二 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項 

  第七十五条第一項中「に規定する理由」を「の規定の適用を受けることができる理

由」に改め、同条第七項中「あわせて」を「併せて」に改める。 

  第七十五条の二第一項中「会計監査人の監査を受けなければならないことその他これ

に類する理由により決算が確定しないため、当該事業年度以後の各事業年度の当該申告

書をそれぞれ同項に規定する提出期限までに提出することができない」を「定款、寄附

行為、規則、規約その他これらに準ずるもの（以下この条において「定款等」とい

う。）の定めにより、又は当該内国法人に特別の事情があることにより、当該事業年度

以後の各事業年度終了の日の翌日から二月以内に当該各事業年度の決算についての定時

総会が招集されない」に改め、「基づき、当該」の下に「事業年度以後の」を加え、

「除く。）の」を「除く。以下この項及び次項において同じ。）の当該」に、「特別の

事情により各事業年度終了の日の翌日から三月以内に当該各事業年度の決算についての

定時総会が招集されないことその他やむを得ない事情があると認められる場合には、税

務署長が指定する月数の」を「次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に

定める」に改め、同項に次の各号を加える。 

  一 当該内国法人が会計監査人を置いている場合で、かつ、当該定款等の定めにより

当該事業年度以後の各事業年度終了の日の翌日から三月以内に当該各事業年度の決

算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合（次号に掲げる

場合を除く。） 当該定めの内容を勘案して四月を超えない範囲内において税務署

長が指定する月数の期間 

  二 当該特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日の翌日



から三月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあ

ることその他やむを得ない事情があると認められる場合 税務署長が指定する月数

の期間 

  第七十五条の二第八項中「第七十五条の二第六項」を「次条第八項」に改め、同項を

同条第十項とし、同条第七項を同条第九項とし、同条第六項中「、第二項」を「第三

項」に、「、第一項」を「第一項」に、「同条第五項中「二月」とあるのは「十五日」

を「同条第四項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と、同条第五項中「二月以内に

同項」とあるのは「十五日以内に次条第一項」に改め、「して」の下に「同項」を加え、

「（第七十五条の二第一項」を「（同条第一項各号」に、「、その」を「その」に、

「期間）」を「期間とし、同項各号の指定に係る月数の変更をしようとする旨の申請が

あつた場合にはその申請に係る変更後の月数の期間とする。）、同条第一項」に改め、

「「同項に規定する申告書に係る事業年度」とあるのは「その適用に係る各事業年度」

と、「当該事業年度」とあるのは「当該各事業年度」と、」を削り、「「第七十五条の

二第一項」を「「次条第一項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項を同条第七

項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項中「同項に規定する理由若しくは事

情」を「定款等の定めに変更が生じ、若しくは同項の特別の事情」に、「又は当該事

情」を「、同項各号に掲げる場合に該当しないこととなつたと認める場合又は同項の特

別の事情若しくは同項第二号のやむを得ない事情」に、「又は同項の指定」を「同項各

号の指定を取り消し、又は同項各号の指定」に、「当該取消し」を「これらの取消し」

に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「同項に」を

「第一項に」に、「当該申告書の提出期限までに決算が確定しない理由、同項」を「定

款等の定め又は同項の特別の事情の内容、同項各号」に改め、「月数」の下に「（同項

第二号のやむを得ない事情があることにより同号の指定を受けようとする場合には、当

該事情の内容を含む。）、同項各号の指定に係る月数の変更をしようとする場合にはそ

の変更後の月数」を加え、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。 

 ４ 前項の申請書には、第一項又は第二項の申請をする内国法人が定款等の定めにより

各事業年度終了の日の翌日から二月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会

が招集されない常況にあることを当該申請の理由とする場合にあつては、当該定款等

の写しを添付しなければならない。 

  第七十五条の二第一項の次に次の一項を加える。 

 ２ 前項の規定の適用を受けている内国法人が、同項各号に掲げる場合に該当すること

となつたと認められる場合、同項各号に掲げる場合に該当しないこととなつたと認め

られる場合又は定款等の定め若しくは同項の特別の事情若しくは同項第二号のやむを

得ない事情に変更が生じたと認められる場合には、納税地の所轄税務署長は、その内

国法人の申請に基づき、当該事業年度以後の各事業年度に係る同項に規定する申告書

の提出期限について、同項各号の指定をし、同項各号の指定を取り消し、又は同項各



号の指定に係る月数の変更をすることができる。 

  第七十八条第一項中「確定申告書」を「中間申告書（第七十二条第一項各号（仮決算

をした場合の中間申告書の記載事項等）に掲げる事項を記載したものに限る。）の提出

があつた場合又は確定申告書」に、「当該申告書に」を「これらの申告書に同条第四項

第一号又は」に、「所得税額等の控除不足額」を「確定申告」に、「当該申告書を」を

「これらの申告書を」に改め、同条第二項中「確定申告書」を「中間申告書又は確定申

告書」に、「当該申告書」を「当該確定申告書」に改め、同条第三項中「同項の」の下

に「中間申告書に係る事業年度又は同項の」を加え、「附さない」を「付さない」に改

める。 

  第八十条第一項中「当該申告書」を「当該確定申告書」に、「（この条」を「（第五

項において準用するこの項の規定により当該還付所得事業年度の所得に対する法人税の

額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするもの及びこの条」に改め、同条第三項中

「確定申告書をその」を「確定申告書（期限後申告書を除く。）をその」に、「当該申

告書」を「欠損事業年度の青色申告書である確定申告書」に改め、同条第四項中「当該

申告書」を「確定申告書」に、「「当該事実」を「「事実」に改め、同条第七項中「第

四項」の下に「及び第五項」を、「（第一項」の下に「（第五項において準用する場合

を含む。以下この項において同じ。）」を加え、「同項に規定する確定申告書」を「第

一項の確定申告書（期限後申告書を除く。）又は仮決算の中間申告書」に改め、同項を

同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「前項」を「前二項」に

改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。 

 ５ 第一項から第三項までの規定は、災害（震災、風水害、火災その他政令で定める災

害をいう。以下この項において同じ。）により、内国法人の当該災害のあつた日から

同日以後一年を経過する日までの間に終了する各事業年度又は当該災害のあつた日か

ら同日以後六月を経過する日までの間に終了する中間期間（第七十二条第一項（仮決

算をした場合の中間申告書の記載事項等）に規定する期間に係る同項各号に掲げる事

項を記載した中間申告書（以下この項及び第八項において「仮決算の中間申告書」と

いう。）を提出する場合における当該期間をいう。以下この項において同じ。）にお

いて生じた災害損失欠損金額（事業年度又は中間期間において生じた第七十四条第一

項第一号（確定申告）又は第七十二条第一項第一号に掲げる欠損金額のうち、災害に

より棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について生じた損失の額で政令で

定めるもの（仮決算の中間申告書の提出により既に還付を受けるべき金額の計算の基

礎となつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額）に達するまでの金額をい

う。）がある場合について準用する。この場合において、第一項中「当該確定申告

書」とあるのは「当該各事業年度に係る確定申告書又は当該中間期間（第五項に規定

する中間期間をいう。以下この項及び第三項において同じ。）に係る仮決算の中間申

告書（第五項に規定する仮決算の中間申告書をいう。以下この項及び第三項において



同じ。）」と、「欠損金額に係る事業年度」とあるのは「災害損失欠損金額（第五項

に規定する災害損失欠損金額をいう。以下この項及び第三項において同じ。）に係る

事業年度又は中間期間」と、「前一年」とあるのは「前一年（当該欠損事業年度に係

る確定申告書又は仮決算の中間申告書が青色申告書である場合には、前二年）」と、

「欠損金額（第五項において準用するこの項の規定により当該還付所得事業年度の所

得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするもの及び」とある

のは「災害損失欠損金額（」と、第三項中「連続して青色申告書である」とあるのは

「連続して」と、「青色申告書である確定申告書（期限後申告書を除く。）をその提

出期限までに提出した場合（税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合

には、欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出した場合

を含む。）」とあるのは「確定申告書を提出した場合（中間期間において生じた災害

損失欠損金額について同項の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る仮決

算の中間申告書を提出した場合）」と読み替えるものとする。 

  第八十一条の三の見出しを削り、同条第一項中「及び第二十六条第三項（還付金等の

益金不算入」を「、第二十六条第三項（還付金等の益金不算入）及び第二十七条（中間

申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入」に改める。 

  第八十一条の四の見出しを削り、同条第二項中「当該譲渡した」を「その譲渡した」

に改め、同条第三項中「第四号」を「第五号」に、「第六十一条の二第十六項」を「第

六十一条の二第十七項」に改める。 

  第二編第一章の二第一節第三款第三目の目名を次のように改める。 

       第三目 外国税額等 

  第二編第一章の二第一節第三款第三目中第八十一条の五の次に次の一条を加える。 

  （連結中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入） 

 第八十一条の五の二 連結親法人が第八十一条の三十一第五項（連結欠損金の繰戻しに

よる還付）に規定する中間期間において生じた同項に規定する災害損失欠損金額（以

下この項において「災害損失欠損金額」という。）について同条の規定の適用を受け

た場合には、同条第五項に規定する仮決算の連結中間申告書の提出により還付を受け

るべき金額の計算の基礎となつた災害損失欠損金額に相当する金額は、当該中間期間

の属する連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 

 ２ 前項の規定により益金の額に算入される金額のうち各連結法人に帰せられる金額に

ついては、政令で定める。 

  第八十一条の七第一項及び第八十一条の八第一項中「連結確定申告による」及び「確

定申告又は連結確定申告に係る」を削る。 

  第八十一条の十第一項中「が当該支配日」を「が当該特定支配連結事業年度開始の

日」に、「うち当該支配日」を「うち同日」に改め、同条第二項中「第二条第十二号の

六」を「第二条第十二号の五の二」に改める。 



  第八十一条の十三第二項中「次に掲げる金額の合計額（」を「連結所得等の金額（第

一号から第五号までに掲げる金額の合計額から第六号に掲げる金額を減算した金額をい

う。」に、「「連結所得等の金額」という」を「同じ」に改め、同項第二号中「第八十

一条の三第一項」の下に「（個別益金額又は個別損金額）」を加え、「受贈益の益金不

算入」を「受贈益」に改め、「（個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入）」を

削り、同項第三号中「連結事業年度における受取配当等の益金不算入」を「受取配当

等」に改め、同項に次の一号を加える。 

  六 第八十一条の五の二（連結中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠

損金額の益金算入）の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金

の額に算入された金額 

  第八十一条の十四第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同

条第一項の次に次の一項を加える。 

 ２ 前項の連結事業年度において第八十一条の二十第一項各号（仮決算をした場合の連

結中間申告書の記載事項等）に掲げる事項を記載した連結中間申告書の提出により第

八十一条の二十九第一項（所得税額等の還付）又は第百三十三条第一項（更正等によ

る所得税額等の還付）の規定による還付金がある場合の前項の所得税の額には、当該

還付金の額（当該連結中間申告書に係る第八十一条の二十第一項に規定する期間の末

日の翌日から同日の属する第十五条の二第一項（連結事業年度の意義）に規定する連

結親法人事業年度終了の日までの間に第四条の五第一項又は第二項（第四号又は第五

号に係る部分に限る。）（連結納税の承認の取消し等）の規定により第四条の二（連

結納税義務者）の承認を取り消された連結子法人があるときは、当該還付金の額のう

ち当該連結子法人に帰せられる金額として政令で定める金額を控除した金額）を含ま

ないものとする。 

  第八十一条の十五第五項中「（第八項」を「（同項」に改め、同項第二号中「。第七

項」を「。同項」に改め、同条第九項中「書類の」を「書類（以下この項において「明

細書」という。）の」に、「、同項」を「、第一項」に、「は、当該」を「の計算の基

礎となる個別控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、税務署長にお

いて特別の事情があると認める場合を除くほか、当該明細書に当該」に改め、同条第十

項中「は、当該各連結事業年度又は各事業年度の申告書等にこの項前段の規定により添

付された書類に」を「の計算の基礎となる」に、「として記載された金額又は」を「そ

の他の財務省令で定める金額又は」に、「として記載された金額を基礎として計算し

た」を「その他の財務省令で定める金額は、税務署長において特別の事情があると認め

る場合を除くほか、当該各連結事業年度又は各事業年度の申告書等にこの項前段の規定

により添付された書類に当該計算の基礎となる金額として記載された」に改める。 

  第八十一条の十八の見出しを削り、同条第一項第四号中「同条第三項」を「連結欠損

金の繰戻しによる還付）（同条第四項及び第五項」に改め、「（連結欠損金の繰戻しに



よる還付）」を削る。 

  第八十一条の十九第一項中「この条及び次条」を「第八十一条の二十（仮決算をした

場合の連結中間申告書の記載事項等）まで」に改め、同項第一号中「に係る法人税額」

を削り、同条第二項中「取消し」を「取消し等」に、「若しくは」を「、若しくは」に、

「とき又は」を「とき、又は」に改め、同条第四項中「とき又は」を「とき、又は」に

改め、同条に次の一項を加える。 

 ８ 次の各号に掲げる場合に該当する場合で、かつ、当該各号に規定する申告書の提出

期限につき国税通則法第十条第二項（期間の計算及び期限の特例）の規定の適用があ

る場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該申告書の提出

期限の翌日から同項の規定により当該申告書の提出期限とみなされる日までの間に確

定法人税額又は連結確定申告書に記載すべき第八十一条の二十二第一項第二号に掲げ

る金額が確定したときは、第一項の連結事業年度開始の日以後六月を経過した日の前

日までにこれらの金額が確定したものとみなして、前各項の規定を適用する。 

  一 第一項第一号イに規定する事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書の提

出期限が第七十五条の二第一項（確定申告書の提出期限の延長の特例）の規定によ

り四月間延長されている場合 

  二 第一項第一号に規定する前連結事業年度又は同号ロに規定する連結事業年度の第

八十一条の二十二第一項の規定による申告書の提出期限が第八十一条の二十四第一

項（連結確定申告書の提出期限の延長の特例）の規定により四月間延長されている

場合 

  第八十一条の十九の次に次の一条を加える。 

  （連結中間申告書の提出を要しない場合） 

 第八十一条の十九の二 国税通則法第十一条（災害等による期限の延長）の規定による

申告に関する期限の延長により、連結親法人の連結中間申告書の提出期限と当該連結

中間申告書に係る連結事業年度の第八十一条の二十二第一項（連結確定申告）の規定

による申告書の提出期限とが同一の日となる場合は、前条第一項本文の規定にかかわ

らず、当該連結中間申告書を提出することを要しない。 

  第八十一条の二十第一項中「前条第一項各号」を「第八十一条の十九第一項各号（連

結中間申告）」に改め、同項ただし書中「同項ただし書」の下に「若しくは前条」を、

「要しない場合」の下に「（当該期間において生じた第四項に規定する災害損失金額が

ある場合を除く。）」を加え、「同条」を「第八十一条の十九」に、「同項第一号」を

「同条第一項第一号」に改め、同項第二号中「及び」を「、第八十一条の十四第二項

（連結事業年度における所得税額の控除）及び」に改め、同条第三項中「課税標準の」

を「益金の額又は損金の額の」に改め、「の要件」を削り、「第八十一条の十四第二項

（連結事業年度における所得税額の控除）」を「第八十一条の十四第三項」に改め、同

条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次



の一項を加える。 

 ４ 災害（震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項において同

じ。）により、連結親法人の当該災害のあつた日から同日以後六月を経過する日まで

の間に終了する第一項に規定する期間において生じた災害損失金額（各連結法人の当

該災害により棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について生じた損失の額

で政令で定めるものの合計額をいう。第一号において同じ。）がある場合における同

項に規定する連結中間申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を

記載することができる。 

  一 当該期間を一連結事業年度とみなして第八十一条の十五第一項に規定する外国法

人税の額で同条の規定により控除されるべき金額及び第八十一条の十四第一項に規

定する所得税の額で同項の規定により控除されるべき金額をこれらの順に控除する

ものとしてこれらの規定を適用するものとした場合に同項の規定による控除をされ

るべき金額で第一項第二号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものが

あるときは、その控除しきれなかつた金額（当該金額が当該期間において生じた災

害損失金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額） 

  二 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項 

  第八十一条の二十三第一項中「に規定する理由」を「の規定の適用を受けることがで

きる理由」に改め、同条第二項中「前項」を「、前項」に改め、同項に後段として次の

ように加える。 

   この場合において、同条第二項中「理由」とあるのは、「理由又は連結所得の金額

若しくは連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない理由」と読み替

えるものとする。 

  第八十一条の二十四第一項中「会計監査人の監査を受けなければならないことその他

これに類する理由により決算が確定しないため、」を「定款、寄附行為、規則、規約そ

の他これらに準ずるもの（第一号において「定款等」という。）の定めにより、若しく

は連結法人に特別の事情があることにより、当該連結事業年度以後の各連結事業年度終

了の日の翌日から二月以内に当該各連結事業年度の決算についての定時総会が招集され

ない常況にあると認められる場合」に改め、「基づき、当該」の下に「連結事業年度以

後の」を加え、「の申告書」を「の当該申告書」に、「特別の事情により各連結事業年

度終了の日の翌日から四月以内に当該各連結事業年度の連結所得の金額又は連結欠損金

額及び法人税の額の計算を了することができないことその他やむを得ない事情があると

認められる場合には、税務署長が指定する月数の」を「次の各号に掲げる場合に該当す

る場合には、当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。 

  一 当該連結親法人が会計監査人を置いている場合で、かつ、当該定款等の定めによ

り当該連結事業年度以後の各連結事業年度終了の日の翌日から四月以内に当該各連

結事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合



（次号に掲げる場合を除く。） 当該定めの内容を勘案して四月を超えない範囲内

において税務署長が指定する月数の期間 

  二 当該特別の事情があることにより当該連結事業年度以後の各連結事業年度終了の

日の翌日から四月以内に当該各連結事業年度の決算についての定時総会が招集され

ない常況にあること、連結法人に特別の事情があることにより当該連結事業年度以

後の各連結事業年度終了の日の翌日から四月以内に当該各連結事業年度の連結所得

の金額又は連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない常況にある

ことその他やむを得ない事情があると認められる場合 税務署長が指定する月数の

期間 

  第八十一条の二十四第二項中「から第五項まで」を削り、「、前項」を「前項」に、

「を適用する場合について」を「の適用を受けている連結親法人について、同条第三項

及び第四項の規定は前項の申請及びこの項において準用する同条第二項の申請について、

同条第五項から第七項までの規定は前項の規定の適用を受けている連結親法人について、

それぞれ」に改め、「同条第二項中」の下に「「が、同項各号」とあるのは「が、第八

十一条の二十四第一項各号（連結確定申告書の提出期限の延長の特例）」と、「定款

等」とあるのは「同項に規定する定款等（以下この条において「定款等」という。）」

と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第八十一条の二十四第一項」と、」を加え、

「あるのは、」を「あるのは」に改め、「以内」と」の下に「、「又は同項の特別の事

情の内容」とあるのは「若しくは同項の特別の事情の内容又は連結所得の金額若しくは

連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない理由」と、同条第四項中

「内国法人」とあるのは「連結親法人」と、同条第五項中「若しくは同項の」とあるの

は「若しくは第八十一条の二十四第一項の」と、同条第七項中「同項に」とあるのは

「第八十一条の二十四第一項に」と」を加え、同条第三項中「、前項」を「前項」に、

「第七十五条の二第二項」を「第七十五条の二第三項」に、「、第一項」を「第一項」

に、「同条第五項中」を「同条第四項中「第一項」とあるのは「第八十一条の二十四第

一項（連結確定申告書の提出期限の延長の特例）」と、同条第五項中「第一項に」とあ

るのは「第八十一条の二十四第一項に」と、」に改め、「して」の下に「同項」を加え、

「第八十一条の二十四第一項（連結確定申告書の提出期限の延長の特例）」を「同条第

一項各号」に、「、その」を「その」に、「期間）」を「期間とし、同項各号の指定に

係る月数の変更をしようとする旨の申請があつた場合にはその申請に係る変更後の月数

の期間とする。）、同条第一項」に改め、「「同項に規定する申告書に係る事業年度の

所得」とあるのは「その適用に係る各連結事業年度の連結所得」と、「当該事業年度」

とあるのは「当該各連結事業年度」と、」を削り、同条第六項中「第七項まで」を「第

五項までの規定は前項の申請について、同条第六項及び第七項」に、「、前項」を「前

項」に、「を適用する場合について」を「の適用を受ける連結親法人について、それぞ

れ」に、「同条第二項中「申告書」を「同条第二項中「同項に規定する申告書」に、



「「申告書の提出期限の」を「「第八十一条の二十四第一項（連結確定申告書の提出期

限の延長の特例）に規定する申告書の提出期限の」に、「同条第五項中「申告書」を

「「理由」とあるのは「理由又は連結所得の金額若しくは連結欠損金額及び法人税の額

の計算を了することができない理由」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第八十

一条の二十四第五項」と、同条第五項中「第一項に規定する申告書」に改め、「二月以

内」の下に「に同項」を加え、「申告書の提出期限まで」と」を「第八十一条の二十四

第一項に規定する申告書の提出期限までに同条第五項」と、「第一項の」とあるのは

「同条第五項の」と、同条第六項中「同項に」とあるのは「第八十一条の二十四第一項

に」と、「を同項」とあるのは「を同条第五項」と」に改め、「内国法人は」、「連結

親法人は」及び「（連結確定申告書の提出期限の延長の特例）」を削る。 

  第八十一条の二十九第一項中「連結確定申告書」を「連結中間申告書（第八十一条の

二十第一項各号（仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等）に掲げる事項を記

載したものに限る。）の提出があつた場合又は連結確定申告書」に、「当該申告書に」

を「これらの申告書に同条第四項第一号又は」に、「所得税額等の控除不足額」を「連

結確定申告」に、「当該申告書を」を「これらの申告書を」に改め、同条第二項中「同

条第三項中」を「同条第二項中「前項の中間申告書又は確定申告書」とあるのは「第八

十一条の二十九第一項（所得税額等の還付）の連結中間申告書又は連結確定申告書」と、

「当該確定申告書」とあるのは「当該連結確定申告書」と、同条第三項中「中間申告書

に係る事業年度」とあるのは「連結中間申告書に係る連結事業年度」と、」に、「ある

のは、」を「あるのは」に改める。 

  第八十一条の三十一第一項中「第三項」を「第四項」に、「当該申告書」を「当該連

結確定申告書」に、「この項に」を「この項及び第三項に」に、「（以下この項及び次

項」を「（以下この条」に、「（この条」を「（第五項において準用するこの項の規定

により当該還付所得連結事業年度の連結所得に対する法人税の額につき還付を受ける金

額の計算の基礎とするもの及びこの条」に改め、同条第四項を削り、同条第三項中「前

二項」を「第一項及び第二項」に、「当該申告書」を「連結確定申告書」に、「あるの

は、「当該事実」を「あるのは「事実」に、「取消し」を「取消し等」に改め、「）

に」と」の下に「、「請求することができる。」とあるのは「請求することができる。

ただし、還付所得連結事業年度から欠損連結事業年度までの各連結事業年度について連

続して連結確定申告書を提出している場合に限る。」と」を加え、同項を同条第四項と

し、同条第二項の次に次の一項を加える。 

 ３ 第一項の規定は、同項の連結親法人が還付所得連結事業年度から欠損連結事業年度

の前連結事業年度までの各連結事業年度について連続して連結確定申告書を提出して

いる場合であつて、欠損連結事業年度の連結確定申告書（期限後申告書を除く。）を

その提出期限までに提出した場合（税務署長においてやむを得ない事情があると認め

る場合には、欠損連結事業年度の連結確定申告書をその提出期限後に提出した場合を



含む。）に限り、適用する。 

  第八十一条の三十一に次の二項を加える。 

 ５ 第一項から第三項までの規定は、災害（震災、風水害、火災その他政令で定める災

害をいう。以下この項において同じ。）により、連結親法人の当該災害のあつた日か

ら同日以後一年を経過する日までの間に終了する各連結事業年度又は当該災害のあつ

た日から同日以後六月を経過する日までの間に終了する中間期間（第八十一条の二十

第一項（仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等）に規定する期間に係る同

項各号に掲げる事項を記載した連結中間申告書（以下この項において「仮決算の連結

中間申告書」という。）を提出する場合における当該期間をいう。以下この項におい

て同じ。）において生じた災害損失欠損金額（連結事業年度又は中間期間において生

じた第八十一条の二十二第一項第一号（連結確定申告）又は第八十一条の二十第一項

第一号に掲げる連結欠損金額のうち、各連結法人の災害により棚卸資産、固定資産又

は政令で定める繰延資産について生じた損失の額で政令で定めるものの合計額（仮決

算の連結中間申告書の提出により既に還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金

額がある場合には、当該金額を控除した金額）に達するまでの金額をいう。）がある

場合について準用する。この場合において、第一項中「当該連結確定申告書」とある

のは「当該各連結事業年度に係る連結確定申告書又は当該中間期間（第五項に規定す

る中間期間をいう。以下この項及び第三項において同じ。）に係る仮決算の連結中間

申告書（第五項に規定する仮決算の連結中間申告書をいう。第三項において同

じ。）」と、「連結欠損金額に係る連結事業年度」とあるのは「災害損失欠損金額

（第五項に規定する災害損失欠損金額をいう。以下この項及び第三項において同

じ。）に係る連結事業年度又は中間期間」と、「前一年」とあるのは「前二年」と、

「連結欠損金額（第五項において準用するこの項の規定により当該還付所得連結事業

年度の連結所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするもの

及び」とあるのは「災害損失欠損金額（」と、第三項中「（期限後申告書を除く。）

をその提出期限までに提出した場合（税務署長においてやむを得ない事情があると認

める場合には、欠損連結事業年度の連結確定申告書をその提出期限後に提出した場合

を含む。）」とあるのは「を提出した場合（中間期間において生じた災害損失欠損金

額について同項の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る仮決算の連結中

間申告書を提出した場合）」と読み替えるものとする。 

 ６ 第八十条第六項から第八項まで（欠損金の繰戻しによる還付）の規定は、連結親法

人が第一項（前二項において準用する場合を含む。）の規定を適用する場合について

準用する。この場合において、同条第八項中「第一項の確定申告書（期限後申告書を

除く。）又は仮決算の中間申告書」とあるのは、「第八十一条の三十一第一項（連結

欠損金の繰戻しによる還付）の連結確定申告書（期限後申告書を除く。）又は同条第

五項に規定する仮決算の連結中間申告書」と読み替えるものとする。 



  第八十八条の次に次の一条を加える。 

  （退職年金等積立金に係る中間申告書の提出を要しない場合） 

 第八十八条の二 国税通則法第十一条（災害等による期限の延長）の規定による申告に

関する期限の延長により、内国法人の前条の規定による申告書の提出期限と当該申告

書に係る事業年度の次条の規定による申告書の提出期限とが同一の日となる場合は、

前条の規定にかかわらず、当該事業年度につき同条の規定による申告書を提出するこ

とを要しない。 

  第八十九条中「行なう」を「行う」に改め、同条第三号中「前条」を「第八十八条

（退職年金等積立金に係る中間申告）」に改める。 

  第百二十五条中「提出すべき法人」の下に「（当該法人以外の法人で当該事業年度に

ついて第七十二条第一項各号（仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等）に掲げる

事項を記載した中間申告書を提出できるものを含む。）」を加え、「同条第二項第五

号」を「第百二十二条第二項第五号」に改める。 

  第百三十二条の二中「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に、「株

式交換」を「株式交換等」に改める。 

  第百三十三条の見出しを「（更正等による所得税額等の還付）」に改め、同条第一項

中「確定申告書又は」を「中間申告書（第七十二条第一項各号（仮決算をした場合の中

間申告書の記載事項等）に掲げる事項を記載したものに限る。）若しくは確定申告書又

は連結中間申告書（第八十一条の二十第一項各号（仮決算をした場合の連結中間申告書

の記載事項等）に掲げる事項を記載したものに限る。）若しくは」に改め、「により」

の下に「第七十二条第四項第一号若しくは」を加え、「所得税額等の控除不足額）又

は」を「確定申告）又は第八十一条の二十第四項第一号若しくは」に、「連結確定申告

書に係る所得税額等の控除不足額」を「連結確定申告」に改め、同条第三項中「を同項

の」の下に「中間申告書に係る事業年度若しくは同項の」を、「又は同項の」の下に

「連結中間申告書に係る連結事業年度若しくは同項の」を加える。 

  第百四十二条第二項中「（受贈益の益金不算入）、第二十六条（還付金等の益金不算

入」を「から第二十七条まで（受贈益等」に、「第六十一条の二第十六項」を「第六十

一条の二第十七項」に改める。 

  第百四十二条の二第一項第三号中「確定申告に係る」を削り、同項第四号中「同条第

一項第一号」の下に「（同条第十一項において準用する場合を含む。以下この号におい

て同じ。）」を加え、「同号」を「第百四十四条の十三第一項第一号」に改め、同条の

次に次の一条を加える。 

  （中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入） 

 第百四十二条の二の二 恒久的施設を有する外国法人が第百四十四条の十三第十一項

（欠損金の繰戻しによる還付）に規定する中間期間において生じた同項に規定する災

害損失欠損金額（以下この条において「災害損失欠損金額」という。）について第百



四十四条の十三の規定の適用を受けた場合には、同項に規定する仮決算の中間申告書

の提出により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた災害損失欠損金額に相当す

る金額は、当該中間期間の属する事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の

計算上、益金の額に算入する。 

  第百四十二条の六中「確定申告に係る」を削る。 

  第百四十二条の十中「より第百四十二条」の下に「から第百四十二条の二の二まで」

を加え、「及び第百四十二条の二（還付金等の益金不算入）」を削る。 

  第百四十四条中「内国法人に係る」及び「非居住者又は外国法人の所得に係る」を削

り、「国内源泉所得」」の下に「と、同条第三項中「第七十二条第一項各号」とあるの

は「第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号」と、「第七十八条第一項」とあるの

は「第百四十四条の十一第一項」と、「第百三十三条第一項（」とあるのは「第百四十

七条の三第一項（」」を加える。 

  第百四十四条の二第十項中「「第一項」を「「第一項の規定は」に、「控除）」を

「控除）の規定は」に、「、同項」を「、第一項」に改める。 

  第百四十四条の三第一項中「次条第一項」を「第百四十四条の四第一項（仮決算をし

た場合の中間申告書の記載事項等）」に改め、同条第二項中「次条第二項」を「第百四

十四条の四第二項」に改め、同条第三項及び第四項中「字句は、」の下に「それぞれ」

を加え、「それぞれ」を削り、同条に次の一項を加える。 

 ５ 第一項第一号又は第二項第一号に規定する前事業年度の第百四十四条の六第一項又

は第二項の規定による申告書の提出期限が第百四十四条の八（確定申告書の提出期限

の延長の特例）において準用する第七十五条の二第一項（確定申告書の提出期限の延

長の特例）の規定により四月間延長されている場合で、かつ、当該申告書の提出期限

につき国税通則法第十条第二項（期間の計算及び期限の特例）の規定の適用がある場

合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該申告書の提出期限

の翌日から同項の規定により当該申告書の提出期限とみなされる日までの間に確定申

告書に記載すべき第百四十四条の六第一項第七号又は第二項第二号に掲げる金額が確

定したときは、第一項又は第二項に規定する事業年度開始の日以後六月を経過した日

の前日までに当該金額が確定したものとみなして、前各項の規定を適用する。 

  第百四十四条の三の次に次の一条を加える。 

  （中間申告書の提出を要しない場合） 

 第百四十四条の三の二 国税通則法第十一条（災害等による期限の延長）の規定による

申告に関する期限の延長により、外国法人である普通法人の中間申告書の提出期限と

当該中間申告書に係る事業年度の第百四十四条の六第一項又は第二項（確定申告）の

規定による申告書の提出期限とが同一の日となる場合は、前条第一項本文又は第二項

本文の規定にかかわらず、当該中間申告書を提出することを要しない。 

  第百四十四条の四第一項中「前条第一項各号」を「第百四十四条の三第一項各号（中



間申告）」に改め、同項ただし書中「同項ただし書」の下に「若しくは前条」を、「要

しない場合」の下に「（当該期間において生じた第五項第一号又は第二号に規定する災

害損失金額がある場合を除く。）」を加え、「同条」を「第百四十四条の三」に、「同

項第一号」を「同条第一項第一号」に改め、同項第三号中「計算）」の下に「（第百四

十四条（外国法人に係る所得税額の控除）（第六十八条第三項（所得税額の控除）の規

定を準用する部分に限る。）を除く。）」を加え、同項第四号中「前節」の下に「（第

百四十四条（第六十八条第三項の規定を準用する部分に限る。）を除く。）」を加え、

同項第五号中「（外国法人に係る所得税額の控除）」を削り、「（所得税額の控除」を

「（第三項を除く。」に改め、同項第六号中「第六十八条」の下に「（第三項を除

く。）」を加え、同条第二項中「前条第二項各号」を「第百四十四条の三第二項各号」

に改め、同項ただし書中「同項ただし書」の下に「若しくは前条」を、「要しない場

合」の下に「（当該期間において生じた第六項第一号に規定する災害損失金額がある場

合を除く。）」を加え、「同条」を「第百四十四条の三」に、「同項第一号」を「同条

第二項第一号」に改め、同項第二号中「前節」の下に「（第百四十四条（第六十八条第

三項の規定を準用する部分に限る。）を除く。）」を加え、同条第四項第一号中「第六

十八条第三項」を「第六十八条第四項」に改め、同項第二号中「課税標準の」を「課税

標準及びその」に改め、「の要件」を削り、同条第五項中「前二項」を「第三項及び第

四項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。 

 ５ 災害（震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項及び次項に

おいて同じ。）により、恒久的施設を有する外国法人の当該災害のあつた日から同日

以後六月を経過する日までの間に終了する第一項に規定する期間において生じた災害

損失金額（当該災害により棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について生

じた損失の額で政令で定めるものをいう。以下この項及び次項において同じ。）があ

る場合における第一項に規定する中間申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次

に掲げる事項を記載することができる。 

  一 当該期間を一事業年度とみなして第百四十四条の二第一項に規定する外国法人税

の額で同条の規定により控除されるべき金額及び第百四十四条において準用する第

六十八条第一項に規定する所得税の額で第百四十四条において準用する同項の規定

により控除されるべき金額をこれらの順に控除するものとしてこれらの規定を適用

するものとした場合に同条において準用する同項の規定による控除をされるべき金

額で第一項第三号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつた金額（同項第四

号に掲げる法人税の額がある場合には、当該法人税の額に相当する金額を超える部

分の金額に限る。）があるときは、その控除しきれなかつた金額（当該金額が当該

期間において生じた災害損失金額（第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に

係るものに限る。）を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額） 

  二 当該期間を一事業年度とみなして第百四十四条において準用する第六十八条第一



項に規定する所得税の額で第百四十四条において準用する同項の規定を適用するも

のとした場合に控除をされるべき金額で第一項第四号に掲げる法人税の額の計算上

控除しきれなかつた金額（同項第三号に掲げる法人税の額がある場合には、当該法

人税の額に相当する金額を超える部分の金額に限る。）があるときは、その控除し

きれなかつた金額（当該金額が当該期間において生じた災害損失金額（第百四十一

条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係るものに限る。）を超える場合には、その超

える部分の金額を控除した金額） 

  三 前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項 

 ６ 災害により、恒久的施設を有しない外国法人の当該災害のあつた日から同日以後六

月を経過する日までの間に終了する第二項に規定する期間において生じた災害損失金

額がある場合における同項に規定する中間申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、

次に掲げる事項を記載することができる。 

  一 当該期間を一事業年度とみなして第百四十四条において準用する第六十八条第一

項に規定する所得税の額で第百四十四条において準用する同項の規定を適用するも

のとした場合に控除をされるべき金額で第二項第二号に掲げる法人税の額の計算上

控除しきれなかつたものがあるときは、その控除しきれなかつた金額（当該金額が

当該期間において生じた災害損失金額（第百四十一条第二号に定める国内源泉所得

に係るものに限る。）を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額） 

  二 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項 

  第百四十四条の七中「規定する理由」を「おいて準用する第七十五条の二第一項（確

定申告書の提出期限の延長の特例）の規定の適用を受けることができる理由」に改める。 

  第百四十四条の八中「会計監査人の監査を受けなければならないことその他これに類

する理由により決算が確定しないため、」を「定款、寄附行為、規則、規約その他これ

らに準ずるものの定めにより、又は当該外国法人に特別の事情があることにより、当該

事業年度以後の各事業年度終了の日の翌日から二月以内に当該各事業年度の決算につい

ての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合における」に、「をそれぞれ

第百四十四条の六第一項又は第二項に規定する提出期限までに提出することができない

常況にあると認められる場合」を「の提出期限」に改める。 

  第百四十四条の十一第一項中「確定申告書」を「中間申告書（第百四十四条の四第一

項各号又は第二項各号（仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等）に掲げる事項を

記載したものに限る。）の提出があつた場合又は確定申告書」に、「当該申告書に」を

「これらの申告書に同条第五項第一号若しくは第二号若しくは第六項第一号に掲げる金

額又は」に、「）若しくは」を「）、」に、「）又は」を「）若しくは」に、「当該申

告書を」を「これらの申告書を」に改め、同条第二項中「提出した」の下に「同項の中

間申告書に係る事業年度又は同項の」を加える。 

  第百四十四条の十三第一項中「当該申告書」を「当該確定申告書」に改め、同項第一



号中「（この条」を「（第十一項において準用するこの項の規定により当該還付所得事

業年度の同号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき還付を受け

る金額の計算の基礎とするもの及びこの条」に改め、同項第二号中「（この条」を

「（第十一項において準用するこの項の規定により当該還付所得事業年度の同号ロに掲

げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎

とするもの及びこの条」に改め、同条第二項中「当該申告書」を「当該確定申告書」に、

「（この条」を「（第十一項において準用するこの項の規定により当該還付所得事業年

度の同号に定める国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額

の計算の基礎とするもの及びこの条」に改め、同条第六項から第八項までの規定中「確

定申告書をその」を「確定申告書（期限後申告書を除く。）をその」に、「当該申告

書」を「当該欠損事業年度の青色申告書である確定申告書」に改め、同条第九項及び第

十項中「当該申告書」を「当該確定申告書」に改め、同条第十二項中「第八十条第六

項」を「第八十条第七項」に、「同条第七項」を「同条第八項」に、「同条第六項」を

「同条第七項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項中「前二項」を「前三

項」に、「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項の次に次

の一項を加える。 

 11 第一項から第八項までの規定は、災害（震災、風水害、火災その他政令で定める災

害をいう。以下この項において同じ。）により、外国法人の当該災害のあつた日から

同日以後一年を経過する日までの間に終了する各事業年度又は当該災害のあつた日か

ら同日以後六月を経過する日までの間に終了する中間期間（第百四十四条の四第一項

（仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等）に規定する期間に係る同項各号に掲

げる事項又は同条第二項に規定する期間に係る同項各号に掲げる事項を記載した中間

申告書（以下この項において「仮決算の中間申告書」という。）を提出する場合にお

けるこれらの期間をいう。以下この項において同じ。）において生じた災害損失欠損

金額（事業年度又は中間期間において生じた第百四十四条の六第一項第一号若しくは

第二号若しくは第二項第一号（確定申告）に掲げる欠損金額又は第百四十四条の四第

一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号に掲げる欠損金額のうち、災害によ

り棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について生じた損失の額で政令で定

めるもの（仮決算の中間申告書の提出により既に還付を受けるべき金額の計算の基礎

となつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額）に達するまでの金額をい

う。）がある場合について準用する。この場合において、第一項中「当該確定申告

書」とあるのは「当該各事業年度に係る確定申告書又は当該中間期間（第十一項に規

定する中間期間をいう。以下第八項までにおいて同じ。）に係る仮決算の中間申告書

（第十一項に規定する仮決算の中間申告書をいう。以下第八項までにおいて同

じ。）」と、同項第一号中「欠損金額に係る事業年度」とあるのは「災害損失欠損金

額（第十一項に規定する災害損失欠損金額をいう。以下第八項までにおいて同じ。）



に係る事業年度又は中間期間」と、「前一年」とあるのは「前一年（当該欠損事業年

度に係る確定申告書又は仮決算の中間申告書が青色申告書である場合には、前二

年）」と、「欠損金額（第十一項において準用するこの項の規定により当該還付所得

事業年度の同号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき還付を

受ける金額の計算の基礎とするもの及び」とあるのは「災害損失欠損金額（」と、同

項第二号中「欠損金額に係る事業年度」とあるのは「災害損失欠損金額に係る事業年

度又は中間期間」と、「前一年」とあるのは「前一年（当該欠損事業年度に係る確定

申告書又は仮決算の中間申告書が青色申告書である場合には、前二年）」と、「欠損

金額（第十一項において準用するこの項の規定により当該還付所得事業年度の同号ロ

に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算

の基礎とするもの及び」とあるのは「災害損失欠損金額（」と、第二項中「当該確定

申告書」とあるのは「当該各事業年度に係る確定申告書又は当該中間期間に係る仮決

算の中間申告書」と、「欠損金額に係る事業年度」とあるのは「災害損失欠損金額に

係る事業年度又は中間期間」と、「前一年」とあるのは「前一年（当該欠損事業年度

に係る確定申告書又は仮決算の中間申告書が青色申告書である場合には、前二年）」

と、「欠損金額（第十一項において準用するこの項の規定により当該還付所得事業年

度の同号に定める国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき還付を受ける金

額の計算の基礎とするもの及び」とあるのは「災害損失欠損金額（」と、第六項及び

第七項中「連続して青色申告書である」とあるのは「連続して」と、「青色申告書で

ある確定申告書（期限後申告書を除く。）をその提出期限までに提出した場合（税務

署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該欠損事業年度の青色申

告書である確定申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。）」とあるのは「確

定申告書を提出した場合（中間期間において生じた災害損失欠損金額について第一項

（同号に係る部分に限る。）の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る仮

決算の中間申告書を提出した場合）」と、第八項中「連続して青色申告書である」と

あるのは「連続して」と、「青色申告書である確定申告書（期限後申告書を除く。）

をその提出期限までに提出した場合（税務署長においてやむを得ない事情があると認

める場合には、当該欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に

提出した場合を含む。）」とあるのは「確定申告書を提出した場合（中間期間におい

て生じた災害損失欠損金額について第二項の規定の適用を受ける場合には、当該中間

期間に係る仮決算の中間申告書を提出した場合）」と読み替えるものとする。 

  第百四十六条の見出しを削り、同条第二項中「字句は、」の下に「それぞれ」を加え、

「それぞれ」を削り、同項の表第百二十三条第二号の項中「第百二十三条第二号」の下

に「（青色申告の承認申請の却下）」を加え、同項の次に次のように加える。 

第百二十五条（青色

申告の承認があつた

第七十二条第一項各号 第百四十四条の四第一項各号又

は第二項各号 



ものとみなす場合） 

  第百四十六条第二項の表第百二十七条第一項第四号の項中「第百二十七条第一項第四

号」の下に「（青色申告の承認の取消し）」を加える。 

  第百四十七条の三の見出し中「確定申告に係る」を削り、同条第一項中「提出した」

の下に「中間申告書（第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号（仮決算をした場合

の中間申告書の記載事項等）に掲げる事項を記載したものに限る。）又は」を、「によ

り」の下に「第百四十四条の四第五項第一号若しくは第二号若しくは第六項第一号に掲

げる金額又は」を加え、「）若しくは」を「）、」に、「）又は」を「）若しくは」に

改め、同条第二項中「確定申告又は連結確定申告に係る」を削り、「提出した」の下に

「同項の中間申告書に係る事業年度又は同項の」を加える。 

  第百五十九条第一項中「に係る法人税額）に」を「）に」に、「退職年金等積立金確

定申告に係る法人税額」を「退職年金等積立金に係る確定申告」に、「外国法人に対す

る準用」を「申告及び納付」に、「第八十条第六項」を「第八十条第七項」に、「第八

十一条の三十一第四項（連結親法人に対する準用」を「第八十一条の三十一第六項（連

結欠損金の繰戻しによる還付」に、「第百四十四条の十三第十二項」を「第百四十四条

の十三第十三項」に改める。 

 （地方法人税法の一部改正） 

第三条 地方法人税法（平成二十六年法律第十一号）の一部を次のように改正する。 

  第二条第十号の二中「第二条第十二号の十八」を「第二条第十二号の十九」に改める。 

  第十二条第六項中「更正請求書に」の下に「控除対象外国法人税等の額（法人税法第

六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額、同法第八十一条の十五第一項に規

定する個別控除対象外国法人税の額又は同法第百四十四条の二第一項に規定する控除対

象外国法人税の額をいう。以下この項において同じ。）、」を加え、「その」を「当該

金額の」に、「は、当該金額」を「の計算の基礎となる控除対象外国法人税等の額は、

税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に控除対象外国

法人税等の額」に改める。 

  第十六条第二項中「若しくは」を「、若しくは」に、「とき又は」を「とき、又は」

に改め、同条第六項中「とき又は」を「とき、又は」に改め、同条第十項を同条第十一

項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。 

 ９ 第一項第一号に規定する前課税事業年度又は同号ロ(1)に規定する連結開始前課税

事業年度の第十九条第一項の規定による申告書の提出期限が同条第五項の規定により

これらの課税事業年度終了の日の翌日から六月を経過した日の前日とされている場合

で、かつ、当該申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある

場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該申告書の提出期

限の翌日から同項の規定により当該申告書の提出期限とみなされる日までの間に地方

法人税額が確定したときは、第一項の課税事業年度開始の日以後六月を経過した日の



前日までに当該地方法人税額が確定したものとみなして、前各項の規定を適用する。 

  第十七条第一項中「法人税法」を「前条第一項各号列記以外の部分に規定する法人で、

法人税法」に、「提出する法人」を「提出するもの（還付請求法人を含む。次条におい

て「仮決算中間申告法人」という。）」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第

二項中「前項第二号」を「第一項第二号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項

の次に次の一項を加える。 

 ２ 前項に規定する還付請求法人とは、法人税法第七十二条第一項、第八十一条の二十

第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項の規定による申告書を提出する法

人で、当該申告書に係るこれらの規定に規定する期間について、同法第八十条第五項

において準用する同条第一項、同法第八十一条の三十一第五項において準用する同条

第一項又は同法第百四十四条の十三第十一項において準用する同条第一項若しくは第

二項の規定による還付の請求をするものをいう。 

  第十八条中「前条第一項に規定する法人」を「仮決算中間申告法人」に、「同項各

号」を「前条第一項各号」に改める。 

  第十九条第五項第一号中「第七十五条の二第六項若しくは第八項」を「第七十五条の

二第八項若しくは第十項」に改め、同条第六項第三号中「第十六条第九項」を「第十六

条第十項」に改める。 

  第二十条第二項中「第十六条第九項」を「第十六条第十項」に改める。 

  第二十三条第一項中「第八十条第五項」を「第八十条第六項」に、「第八十一条の三

十一第四項」を「第八十一条の三十一第六項」に、「第百四十四条の十三第十一項」を

「第百四十四条の十三第十二項」に、「第八十条第六項」を「第八十条第七項」に、

「第百四十四条の十三第十二項」を「第百四十四条の十三第十三項」に改め、同項ただ

し書中「課税事業年度の」を「課税事業年度については、」に改め、同条第二項中「第

八十条第六項」を「第八十条第七項」に、「同条第七項（同法第八十一条の三十一第四

項」を「同条第八項（同法第八十一条の三十一第六項」に、「第百四十四条の十三第十

二項」を「第百四十四条の十三第十三項」に改める。 

  第二十七条第一項、第三十条、第三十五条及び第三十六条中「第十六条第九項」を

「第十六条第十項」に改める。 

 （相続税法の一部改正） 

第四条 相続税法（昭和二十五年法律第七十三号）の一部を次のように改正する。 

  第一条の三第一項第一号中「個人で」を「次に掲げる者であつて、」に改め、同号に

次のように加える。 

   イ 一時居住者でない個人 

   ロ 一時居住者である個人（当該相続又は遺贈に係る被相続人（遺贈をした者を含

む。以下同じ。）が一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除く。） 

  第一条の三第一項第二号イ及びロを次のように改める。 



   イ 日本国籍を有する個人であつて次に掲げるもの 

    (1) 当該相続又は遺贈に係る相続の開始前十年以内のいずれかの時においてこ

の法律の施行地に住所を有していたことがあるもの 

    (2) 当該相続又は遺贈に係る相続の開始前十年以内のいずれの時においてもこ

の法律の施行地に住所を有していたことがないもの（当該相続又は遺贈に係る

被相続人が一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除く。） 

   ロ 日本国籍を有しない個人（当該相続又は遺贈に係る被相続人が一時居住被相続

人又は非居住被相続人である場合を除く。） 

  第一条の三第一項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、

同項第三号中「前号」を「第二号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に

次の一号を加える。 

  三 相続又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取

得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの（第一号に掲げる者を除

く。） 

  第一条の三第二項中「おける前項第二号イ」を「おける前項第一号ロ又は第二号イ

(2)若しくはロ」に改め、同項各号中「前項第二号イ」を「前項第一号ロ又は第二号イ

(2)若しくはロ」に、「五年」を「十年」に改め、同条に次の一項を加える。 

 ３ 第一項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

  一 一時居住者 相続開始の時において在留資格（出入国管理及び難民認定法（昭和

二十六年政令第三百十九号）別表第一（在留資格）の上欄の在留資格をいう。次号

及び次条第三項において同じ。）を有する者であつて当該相続の開始前十五年以内

においてこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が十年以下であるものを

いう。 

  二 一時居住被相続人 相続開始の時において在留資格を有し、かつ、この法律の施

行地に住所を有していた当該相続に係る被相続人であつて当該相続の開始前十五年

以内においてこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が十年以下であるも

のをいう。 

  三 非居住被相続人 相続開始の時においてこの法律の施行地に住所を有していなか

つた当該相続に係る被相続人であつて、当該相続の開始前十年以内のいずれかの時

においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるもののうち当該相続の開

始前十五年以内においてこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が十年以

下であるもの（当該期間引き続き日本国籍を有していなかつたものに限る。）又は

当該相続の開始前十年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有し

ていたことがないものをいう。 

  第一条の四第一項第一号中「個人で」を「次に掲げる者であつて、」に改め、同号に

次のように加える。 



   イ 一時居住者でない個人 

   ロ 一時居住者である個人（当該贈与をした者が一時居住贈与者又は非居住贈与者

である場合を除く。） 

  第一条の四第一項第二号イ及びロを次のように改める。 

   イ 日本国籍を有する個人であつて次に掲げるもの 

    (1) 当該贈与前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有

していたことがあるもの 

    (2) 当該贈与前十年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有

していたことがないもの（当該贈与をした者が一時居住贈与者又は非居住贈与

者である場合を除く。） 

   ロ 日本国籍を有しない個人（当該贈与をした者が一時居住贈与者又は非居住贈与

者である場合を除く。） 

  第一条の四第一項第三号中「前号」を「第二号」に改め、同号を同項第四号とし、同

項第二号の次に次の一号を加える。 

  三 贈与によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時

においてこの法律の施行地に住所を有するもの（第一号に掲げる者を除く。） 

  第一条の四第二項中「おける前項第二号イ」を「おける前項第一号ロ又は第二号イ

(2)若しくはロ」に改め、同項各号中「前項第二号イ」を「前項第一号ロ又は第二号イ

(2)若しくはロ」に、「五年」を「十年」に改め、同条に次の一項を加える。 

 ３ 第一項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

  一 一時居住者 贈与の時において在留資格を有する者であつて当該贈与前十五年以

内においてこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が十年以下であるもの

をいう。 

  二 一時居住贈与者 贈与の時において在留資格を有し、かつ、この法律の施行地に

住所を有していた当該贈与をした者であつて当該贈与前十五年以内においてこの法

律の施行地に住所を有していた期間の合計が十年以下であるものをいう。 

  三 非居住贈与者 贈与の時においてこの法律の施行地に住所を有していなかつた当

該贈与をした者であつて、当該贈与前十年以内のいずれかの時においてこの法律の

施行地に住所を有していたことがあるもののうち当該贈与前十五年以内においてこ

の法律の施行地に住所を有していた期間の合計が十年以下であるもの（当該期間引

き続き日本国籍を有していなかつたものに限る。）又は当該贈与前十年以内のいず

れの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがないものをいう。 

  第二条第二項、第二条の二第二項、第十一条の二第二項及び第十三条第二項中「の規

定」を「又は第四号の規定」に改める。 

  第十九条の三第一項中「第一条の三第一項第三号」の下に「又は第四号」を加える。 

  第十九条の四第一項中「又は第三号」を「から第四号まで」に改める。 



  第二十一条の二第二項中「第一条の四第一項第三号」の下に「又は第四号」を加え、

同条第三項中「同項第三号」の下に「若しくは第四号」を加え、「財産の価額」を「財

産で政令で定めるものの価額」に改める。 

  第二十一条の四第一項中「又は第三号」を「から第四号まで」に改める。 

  第二十一条の十六第二項中「同項第四号」を「同項第五号」に改める。 

  第四十一条第二項第一号を削り、同項第二号を同項第一号とし、同号の次に次の一号

を加える。 

  二 次に掲げる有価証券（その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律（平成

十三年法律第七十五号）の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるもの

及び登録国債を含む。） 

   イ 国債証券及び地方債証券 

   ロ 社債券（特別の法律により法人の発行する債券を含み、短期社債等に係る有価

証券を除く。） 

   ハ 株券（特別の法律により法人の発行する出資証券を含む。） 

   ニ 投資信託及び投資法人に関する法律（昭和二十六年法律第百九十八号）第二条

第四項（定義）に規定する証券投資信託の受益証券 

   ホ 貸付信託法（昭和二十七年法律第百九十五号）第二条第一項（定義）に規定す

る貸付信託の受益証券 

   ヘ 金融商品取引所（金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号）第二条第十

六項（定義）に規定する金融商品取引所をいう。第五項において同じ。）に上場

されている有価証券で次に掲げるもの 

    (1) 新株予約権証券 

    (2) 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託（ニ

に規定する証券投資信託を除く。）の受益証券 

    (3) 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十五項に規定する投資証券

（トにおいて「投資証券」という。） 

    (4) 資産の流動化に関する法律（平成十年法律第百五号）第二条第十三項（定

義）に規定する特定目的信託の受益証券 

    (5) 信託法第百八十五条第三項（受益証券の発行に関する信託行為の定め）に

規定する受益証券発行信託の受益証券 

   ト 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人（その

規約に同条第十六項に規定する投資主の請求により投資口（同条第十四項に規定

する投資口をいう。）の払戻しをする旨が定められているものに限る。）の投資

証券で財務省令で定めるもの 

  第四十一条第二項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同条第三項中「前項

第三号」を「前項第二号ロ」に改め、同項第一号中「（平成十三年法律第七十五号）」



を削り、同項第五号中「（平成十年法律第百五号）」及び「（定義）」を削り、同条第

五項中「第二項第三号又は第四号」を「第二項第二号ロからホまでに掲げる財産（金融

商品取引所に上場されているものその他の換価の容易なものとして財務省令で定めるも

のを除く。以下この項において同じ。）又は第二項第三号」に、「同項第三号」を「同

項第二号ロからホまで」に、「及び第二号に掲げる財産、同項第四号」を「に掲げる財

産及び同項第二号に掲げる財産のうち換価の容易なものとして財務省令で定めるもの、

同項第三号」に、「から第三号まで」を「及び第二号」に、「財産で」を「財産で、」

に改める。 

  第五十九条第八項中「第百二十七条」を「第百二十八条」に改める。 

  第六十二条第一項中「若しくは第四号」を「、第三号若しくは第五号」に改め、「第

一条の四第一項第一号」の下に「若しくは第三号」を加え、同条第二項中「第三号」を

「第四号」に、「若しくは第四号」を「、第三号若しくは第五号」に改め、「第一条の

四第一項第一号」の下に「若しくは第三号」を加える。 

  第六十四条第四項中「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に、「株

式交換」を「同条第十二号の十六に規定する株式交換等」に改める。 

 （地価税法の一部改正） 

第五条 地価税法（平成三年法律第六十九号）の一部を次のように改正する。 

  第十五条中「及び異動後の納税地を所轄する税務署長」を削る。 

  第三十二条第四項中「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に、「株

式交換」を「同条第十二号の十六に規定する株式交換等」に改める。 

 （消費税法の一部改正） 

第六条 消費税法（昭和六十三年法律第百八号）の一部を次のように改正する。 

  第四条第四項ただし書中「第二条第十二号の十八」を「第二条第十二号の十九」に改

める。 

  第二十五条中「及び異動後の納税地を所轄する税務署長」を削る。 

  第四十二条の次に次の一条を加える。 

  （災害等による期限の延長により中間申告書の提出を要しない場合） 

 第四十二条の二 国税通則法第十一条（災害等による期限の延長）の規定による申告に

関する期限の延長により、中間申告書（前条第一項、第四項又は第六項の規定による

申告書をいう。以下この章において同じ。）の提出期限と当該中間申告書に係る課税

期間の第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限とが同一の日となる場合は、

前条第一項本文、第四項本文又は第六項本文の規定にかかわらず、当該中間申告書を

提出することを要しない。 

  第四十三条第一項中「（前条第一項、第四項又は第六項の規定による申告書をいう。

以下この章において同じ。）」を削り、「これらの規定」を「第四十二条第一項」に、

「三月中間申告対象期間又は」を「同条第四項に規定する三月中間申告対象期間又は同



条第六項に規定する」に、「前条第一項各号」を「第四十二条第一項各号」に改める。 

 （酒税法の一部改正） 

第七条 酒税法（昭和二十八年法律第六号）の一部を次のように改正する。 

  本則中「連続式蒸留しようちゆう」を「連続式蒸留焼酎」に、「単式蒸留しようちゆ

う」を「単式蒸留焼酎」に改める。 

  第三条第三号ハ中「十度」を「十一度」に改め、同条第八号中「、しようちゆう」を

「、焼酎」に、「のものその他政令で定める」を「であることその他の政令で定める要

件を満たす」に改め、同条第十号イ及びホ中「いも類」を「芋類」に改め、同条第十一

号中「のものその他政令で定める」を「であることその他の政令で定める要件を満た

す」に改め、同号イからハまでの規定中「しようちゆう」を「焼酎」に改め、同条第十

二号ロ中「当該政令で定める物品の重量の合計が麦芽の重量の百分の五十」を「麦芽の

重量がホップ及び水以外の原料の重量の合計の百分の五十以上のものであり、かつ、そ

の原料中政令で定める物品の重量の合計が麦芽の重量の百分の五」に改め、同号に次の

ように加える。 

   ハ イ又はロに掲げる酒類にホップ又は政令で定める物品を加えて発酵させたもの

（その原料中麦芽の重量がホップ及び水以外の原料の重量の合計の百分の五十以

上のものであり、かつ、その原料中政令で定める物品の重量の合計が麦芽の重量

の百分の五を超えないものに限る。） 

  第三条第十三号ニ中「。次号ハ」を「。同号ハ」に改め、同号に次のように加える。 

   ホ イからニまでに掲げる酒類に政令で定める植物を浸してその成分を浸出させた

もの 

  第三条第十八号を次のように改める。 

  十八 発泡酒 次に掲げる酒類（第七号から前号までに掲げる酒類を除く。）で発泡

性を有するもの（アルコール分が二十度未満のものに限る。）をいう。 

   イ 麦芽又は麦を原料の一部とした酒類（麦芽又は麦を原料の一部としたアルコー

ル含有物を蒸留したものを原料の一部としたものを除く。） 

   ロ イに掲げる酒類以外の酒類で、ホップ又は財務省令で定める苦味料を原料の一

部としたもの 

   ハ イ又はロに掲げる酒類以外の酒類で、香味、色沢その他の性状がビールに類似

するものとして政令で定めるもの 

  第三条第二十六号中「でんぷん質物」を「でん粉質物」に改め、同条第二十七号中

「第二十九条」の下に「（保税地域の種類）」を加える。 

  第十条第七号中「国税犯則取締法（明治三十三年法律第六十七号）」を「国税通則法

（昭和三十七年法律第六十六号）」に改め、「（科料に相当する金額に係る通告処分を

除く。）」を削り、同条第七号の二中「以下」の下に「この号において」を加え、同条

第十二号中「不充分」を「不十分」に改める。 



  第二十三条第一項第一号中「二十二万円」を「十五万五千円」に改め、同項第二号中

「十四万円」を「十万円」に改め、同項第四号中「二十二万円」を「二十万円」に、

「一万千円」を「一万円」に改め、同条第二項中「次の各号に掲げるもの」を「その他

の発泡性酒類」に、「、当該各号に定める金額」を「十万円」に改め、同項各号及び同

条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第

六項を同条第五項とする。 

  第三十条第一項中「これらの項」を「これらの規定」に、「及び無申告加算税」を「、

無申告加算税及び重加算税」に改め、同条第三項中「及び無申告加算税」を「、無申告

加算税及び重加算税」に改め、同条第五項中「もどし入れた」を「戻し入れた」に改め、

同条第六項中「第三項から第五項まで」を「前三項」に改め、同条第九項中「（昭和三

十七年法律第六十六号）」を削り、「掲げる期限」を「定める期限」に改める。 

  第四十三条第二項中「含む」の下に「。以下この項において同じ」を加え、同項に次

のただし書を加える。 

   ただし、酒類に炭酸ガスを混和した酒類が発泡酒に該当する場合は、この限りでな

い。 

  第四十三条第八項中「第二項」を「第二項本文」に改める。 

 （国税通則法の一部改正） 

第八条 国税通則法（昭和三十七年法律第六十六号）の一部を次のように改正する。 

  目次中「第十章 罰則（第百二十六条－第百二十九条）」を 

「 第十章 罰則（第百二十六条－第百三十条）  

 第十一章 犯則事件の調査及び処分  

  第一節 犯則事件の調査（第百三十一条－第百五十四条）  

  第二節 犯則事件の処分（第百五十五条－第百六十条） 」 

 に改める。 

  第五条第一項中「第二章（国税の納付義務の確定）」を「次章」に、「）及び」を

「）、」に改め、「期間制限）」の下に「、第七章の二（国税の調査）及び第十一章

（犯則事件の調査及び処分）」を加え、同条第二項中「あん分」を「按
あん

分」に改め、同

条第三項中「こえる」を「超える」に改める。 

  第十九条第四項第三号ハ中「非居住者に対する準用」を「申告、納付及び還付」に、

「第八十条第六項」を「第八十条第七項」に、「第八十一条の三十一第四項（連結欠損

金に対する準用」を「第八十一条の三十一第六項（連結欠損金の繰戻しによる還付」に、

「第百四十四条の十三第十二項」を「第百四十四条の十三第十三項」に改める。 

  第二十九条第一項中「以下」の下に「第七十二条（国税の徴収権の消滅時効）までに

おいて」を加える。 

  第三十四条の二の見出し中「納付書の送付等」を「通知等」に改め、同条第一項中

「行なおう」を「行おう」に、「納付書の当該金融機関への送付」を「事項の当該金融

機関に対する通知で財務省令で定めるもの」に改め、同条第二項中「依頼により送付さ



れた納付書」を「通知」に改める。 

  第三十四条の六第三項中「第九十七条の三第一項（審理関係人による物件の閲覧等）

において」を「以下」に改める。 

  第六十八条第五項を削る。 

  第七十一条第二項中「第二条第十二号の六（」を「第二条第十二号の五の二（」に、

「同条第十二号の六に」を「同条第十二号の五の二に」に、「同条第十二号の六の二」

を「同条第十二号の五の三」に改める。 

  第七十四条の二第一項中「、消費税に関する調査」の下に「（第百三十一条第一項

（質問、検査又は領置等）に規定する犯則事件の調査を除く。以下この章において同

じ。）」を加える。 

  第七十四条の四第一項中「あるときは、」の下に「酒類製造者等（」を、「第四号に

おいて同じ。）」の下に「をいう。第三項において同じ。）」を加え、同条第三項を次

のように改める。 

 ３ 当該職員は、酒類製造者等に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己

の事業に関し酒類製造者等と取引があると認められる者に対して質問し、これらの者

の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を

求めることができる。 

  第七十四条の四第四項中「、その団体員」を「その団体員」に改める。 

  第七十四条の五第一号イ中「第二条第一項第一号（定義及び製造たばこの区分）」を

「第三条（課税物件）」に改め、同号ロ中「質問し、」の下に「又は」を加え、同号ニ

を次のように改める。 

   ニ イ又はロに規定する者に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己

の事業に関しイ又はロに規定する者と取引があると認められる者に対して質問し、

これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示

若しくは提出を求めること。 

  第七十四条の五第二号ロ中「質問し、」の下に「又は」を加え、同号ニを次のように

改める。 

   ニ イ又はロに規定する者に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己

の事業に関しイ又はロに規定する者と取引があると認められる者に対して質問し、

これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示

若しくは提出を求めること。 

  第七十四条の五第三号イ中「若しくは石油ガス（同法第二条第一号（定義）に規定す

る石油ガスをいう。以下この号及び第七十四条の十二第四項において同じ。）を石油ガ

スの充填者（同法第四条第一項（納税義務者）に規定する石油ガスの充填者をいう。第

七十四条の十二第四項において同じ。）に供給する者」を削り、「に関する石油ガス」

の下に「（同法第二条第一号（定義）に規定する石油ガスをいう。以下この号及び第七



十四条の十二第四項において同じ。）」を加え、同号ロ中「。ニにおいて同じ」を削り、

同号ニを次のように改める。 

   ニ イ又はロに規定する者に石油ガスを譲渡する義務があると認められる者その他

自己の事業に関しイ又はロに規定する者と取引があると認められる者に対して質

問し、これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件

の提示若しくは提出を求めること。 

  第七十四条の五第四号ロ中「質問し、」の下に「又は」を加え、同号ニを次のように

改める。 

   ニ イ又はロに規定する者に原油等を譲渡する義務があると認められる者その他自

己の事業に関しイ又はロに規定する者と取引があると認められる者に対して質問

し、これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の

提示若しくは提出を求めること。 

  第七十四条の十二第四項中「充填者」の下に「（同法第四条第一項（納税義務者）に

規定する石油ガスの充てん者をいう。）」を加える。 

  第七十六条第一項第二号中「国税犯則取締法等に基づく処分」を「適用除外」に改め

る。 

  第百二十九条を第百三十条とし、第百二十八条を第百二十九条とする。 

  第百二十七条第二号中「、第七十四条の四（第三項を除く。）、第七十四条の五（第

一号ニ、第二号ニ、第三号ニ及び第四号ニを除く。）若しくは第七十四条の六」を「若

しくは第七十四条の四から第七十四条の六まで」に改め、同条を第百二十八条とする。 

  第百二十六条中「及び国税の」を「及び第百三十一条第一項（質問、検査又は領置

等）に規定する」に改め、同条を第百二十七条とし、第十章中同条の前に次の一条を加

える。 

 第百二十六条 納税者がすべき国税の課税標準の申告（その修正申告を含む。以下この

条において「申告」という。）をしないこと、虚偽の申告をすること又は国税の徴収

若しくは納付をしないことを煽
せん

動した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金

に処する。 

 ２ 納税者がすべき申告をさせないため、虚偽の申告をさせるため、又は国税の徴収若

しくは納付をさせないために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 

  本則に次の一章を加える。 

    第十一章 犯則事件の調査及び処分 

     第一節 犯則事件の調査 

  （質問、検査又は領置等） 

 第百三十一条 国税庁等の当該職員（以下第百五十二条（調書の作成）まで及び第百五

十五条（間接国税以外の国税に関する犯則事件等についての告発）において「当該職

員」という。）は、国税に関する犯則事件（第百三十五条（現行犯事件の臨検、捜索



又は差押え）及び第百五十三条第二項（調査の管轄及び引継ぎ）を除き、以下この節

において「犯則事件」という。）を調査するため必要があるときは、犯則嫌疑者若し

くは参考人（以下この項及び次条第一項において「犯則嫌疑者等」という。）に対し

て出頭を求め、犯則嫌疑者等に対して質問し、犯則嫌疑者等が所持し、若しくは置き

去つた物件を検査し、又は犯則嫌疑者等が任意に提出し、若しくは置き去つた物件を

領置することができる。 

 ２ 当該職員は、犯則事件の調査について、官公署又は公私の団体に照会して必要な事

項の報告を求めることができる。 

  （臨検、捜索又は差押え等） 

 第百三十二条 当該職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、その所属官署

の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状に

より、臨検、犯則嫌疑者等の身体、物件若しくは住居その他の場所の捜索、証拠物若

しくは没収すべき物件と思料するものの差押え又は記録命令付差押え（電磁的記録を

保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を

記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。

以下同じ。）をすることができる。ただし、参考人の身体、物件又は住居その他の場

所については、差し押さえるべき物件の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、

捜索をすることができる。 

 ２ 差し押さえるべき物件が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線

で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的

記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電

磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、そ

の電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は

当該他の記録媒体を差し押さえることができる。 

 ３ 前二項の場合において、急速を要するときは、当該職員は、臨検すべき物件若しく

は場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は電磁的記録

を記録させ、若しくは印刷させるべき者の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判

所の裁判官があらかじめ発する許可状により、前二項の処分をすることができる。 

 ４ 当該職員は、第一項又は前項の許可状（第百四十七条（鑑定等の嘱託）を除き、以

下「許可状」という。）を請求する場合においては、犯則事件が存在すると認められ

る資料を提供しなければならない。 

 ５ 前項の規定による請求があつた場合においては、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判

官は、犯則嫌疑者の氏名（法人については、名称）、罪名並びに臨検すべき物件若し

くは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は記録させ、

若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ、若しくは印刷させるべき者

並びに請求者の官職氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができず



これを返還しなければならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の記名

押印した許可状を当該職員に交付しなければならない。 

 ６ 第二項の場合においては、許可状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべ

き電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複

写すべきものの範囲を記載しなければならない。 

 ７ 当該職員は、許可状を他の当該職員に交付して、臨検、捜索、差押え又は記録命令

付差押えをさせることができる。 

  （通信事務を取り扱う者に対する差押え） 

 第百三十三条 当該職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、許可状の交付

を受けて、犯則嫌疑者から発し、又は犯則嫌疑者に対して発した郵便物、信書便物又

は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所

持するものを差し押さえることができる。 

 ２ 当該職員は、前項の規定に該当しない郵便物、信書便物又は電信についての書類で

法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものについては、

犯則事件に関係があると認めるに足りる状況があるものに限り、許可状の交付を受け

て、これを差し押さえることができる。 

 ３ 当該職員は、前二項の規定による処分をした場合においては、その旨を発信人又は

受信人に通知しなければならない。ただし、通知によつて犯則事件の調査が妨げられ

るおそれがある場合は、この限りでない。 

  （通信履歴の電磁的記録の保全要請） 

 第百三十四条 当該職員は、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、

電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務の

ために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための

設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、

通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えな

い期間を定めて、これを消去しないよう、書面で求めることができる。この場合にお

いて、当該電磁的記録について差押え又は記録命令付差押えをする必要がないと認め

るに至つたときは、当該求めを取り消さなければならない。 

 ２ 前項の規定により消去しないよう求める期間については、特に必要があるときは、

三十日を超えない範囲内で延長することができる。ただし、消去しないよう求める期

間は、通じて六十日を超えることができない。 

 ３ 第一項の規定による求めを行う場合において、必要があるときは、みだりに当該求

めに関する事項を漏らさないよう求めることができる。 

  （現行犯事件の臨検、捜索又は差押え） 

 第百三十五条 当該職員は、間接国税（消費税法第四十七条第二項（引取りに係る課税

貨物についての課税標準額及び税額の申告等）に規定する課税貨物に課される消費税



その他の政令で定める国税をいう。以下同じ。）に関する犯則事件について、現に犯

則を行い、又は現に犯則を行い終わつた者がある場合において、その証拠となると認

められるものを集取するため必要であつて、かつ、急速を要し、許可状の交付を受け

ることができないときは、その犯則の現場において第百三十二条第一項（臨検、捜索

又は差押え等）の臨検、捜索又は差押えをすることができる。 

 ２ 当該職員は、間接国税に関する犯則事件について、現に犯則に供した物件若しくは

犯則により得た物件を所持し、又は顕著な犯則の跡があつて犯則を行つてから間がな

いと明らかに認められる者がある場合において、その証拠となると認められるものを

集取するため必要であつて、かつ、急速を要し、許可状の交付を受けることができな

いときは、その者の所持する物件に対して第百三十二条第一項の臨検、捜索又は差押

えをすることができる。 

  （電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分） 

 第百三十六条 差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、当該

職員は、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。 

  一 差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写し、印

刷し、又は移転した上、当該他の記録媒体を差し押さえること。 

  二 差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記

録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえ

ること。 

  （臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分） 

 第百三十七条 当該職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするため必要

があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。 

 ２ 前項の処分は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件についても、すること

ができる。 

  （処分を受ける者に対する協力要請） 

 第百三十八条 臨検すべき物件又は差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体

であるときは、当該職員は、臨検又は捜索若しくは差押えを受ける者に対し、電子計

算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。 

  （許可状の提示） 

 第百三十九条 臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状は、これらの処分を

受ける者に提示しなければならない。 

  （身分の証明） 

 第百四十条 当該職員は、この節の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え

又は記録命令付差押えをするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求

があつたときは、これを提示しなければならない。 

  （警察官の援助） 



 第百四十一条 当該職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするに際し必

要があるときは、警察官の援助を求めることができる。 

  （所有者等の立会い） 

 第百四十二条 当該職員は、人の住居又は人の看守する邸宅若しくは建造物その他の場

所で臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、その所有者若しくは管

理者（これらの者の代表者、代理人その他これらの者に代わるべき者を含む。）又は

これらの者の使用人若しくは同居の親族で成年に達した者を立ち会わせなければなら

ない。 

 ２ 前項の場合において、同項に規定する者を立ち会わせることができないときは、そ

の隣人で成年に達した者又はその地の警察官若しくは地方公共団体の職員を立ち会わ

せなければならない。 

 ３ 第百三十五条（現行犯事件の臨検、捜索又は差押え）の規定により臨検、捜索又は

差押えをする場合において、急速を要するときは、前二項の規定によることを要しな

い。 

 ４ 女子の身体について捜索をするときは、成年の女子を立ち会わせなければならない。

ただし、急速を要する場合は、この限りでない。 

  （領置目録等の作成等） 

 第百四十三条 当該職員は、領置、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その目

録を作成し、領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件の所有者、所持者若し

くは保管者（第百三十六条（電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分）の規

定による処分を受けた者を含む。）又はこれらの者に代わるべき者にその謄本を交付

しなければならない。 

  （領置物件等の処置） 

 第百四十四条 運搬又は保管に不便な領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件は、

その所有者又は所持者その他当該職員が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証

を徴して保管させることができる。 

 ２ 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、領置物件又は差押物件が腐敗し、若しくは

変質したとき、又は腐敗若しくは変質のおそれがあるときは、政令で定めるところに

より、公告した後これを公売に付し、その代金を供託することができる。 

  （領置物件等の還付等） 

 第百四十五条 当該職員は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について留置

の必要がなくなつたときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならな

い。 

 ２ 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、前項の領置物件、差押物件又は記録命令付

差押物件について、その返還を受けるべき者の住所若しくは居所がわからないため、

又はその他の事由によりこれを還付することができない場合においては、その旨を公



告しなければならない。 

 ３ 前項の公告に係る領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について公告の日か

ら六月を経過しても還付の請求がないときは、これらの物件は、国庫に帰属する。 

  （移転した上差し押さえた記録媒体の交付等） 

 第百四十六条 当該職員は、第百三十六条（電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わ

る処分）の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体

について留置の必要がなくなつた場合において、差押えを受けた者と当該記録媒体の

所有者、所持者又は保管者とが異なるときは、当該差押えを受けた者に対し、当該記

録媒体を交付し、又は当該電磁的記録の複写を許さなければならない。 

 ２ 前条第二項の規定は、前項の規定による交付又は複写について準用する。 

 ３ 前項において準用する前条第二項の規定による公告の日から六月を経過しても前項

の交付又は複写の請求がないときは、その交付をし、又は複写をさせることを要しな

い。 

  （鑑定等の嘱託） 

 第百四十七条 当該職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、学識経験を有

する者に領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件についての鑑定を嘱託し、

又は通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。 

 ２ 前項の規定による鑑定の嘱託を受けた者（第四項及び第五項において「鑑定人」と

いう。）は、前項の当該職員の所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判

所の裁判官の許可を受けて、当該鑑定に係る物件を破壊することができる。 

 ３ 前項の許可の請求は、当該職員からこれをしなければならない。 

 ４ 前項の請求があつた場合において、裁判官は、当該請求を相当と認めるときは、犯

則嫌疑者の氏名（法人については、名称）、罪名、破壊すべき物件及び鑑定人の氏名

並びに請求者の官職氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができず

これを返還しなければならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の記名

押印した許可状を当該職員に交付しなければならない。 

 ５ 鑑定人は、第二項の処分を受ける者に前項の許可状を示さなければならない。 

  （臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限） 

 第百四十八条 臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えは、許可状に夜間でも執行す

ることができる旨の記載がなければ、日没から日出までの間には、してはならない。

ただし、第百三十五条（現行犯事件の臨検、捜索又は差押え）の規定により処分をす

る場合及び消費税法第二条第一項第十一号（定義）に規定する課税貨物に課される消

費税その他の政令で定める国税について旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入りす

ることができる場所でその公開した時間内にこれらの処分をする場合は、この限りで

ない。 

 ２ 日没前に開始した臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えは、必要があると認め



るときは、日没後まで継続することができる。 

  （処分中の出入りの禁止） 

 第百四十九条 当該職員は、この節の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押

え又は記録命令付差押えをする間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に

出入りすることを禁止することができる。 

  （執行を中止する場合の処分） 

 第百五十条 臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状の執行を中止する場合

において、必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置

くことができる。 

  （捜索証明書の交付） 

 第百五十一条 捜索をした場合において、証拠物又は没収すべき物件がないときは、捜

索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない。 

  （調書の作成） 

 第百五十二条 当該職員は、この節の規定により質問をしたときは、その調書を作成し、

質問を受けた者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤りがないかどうかを問い、質問を

受けた者が増減変更の申立てをしたときは、その陳述を調書に記載し、質問を受けた

者とともにこれに署名押印しなければならない。ただし、質問を受けた者が署名押印

せず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。 

 ２ 当該職員は、この節の規定により検査又は領置をしたときは、その調書を作成し、

これに署名押印しなければならない。 

 ３ 当該職員は、この節の規定により臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをした

ときは、その調書を作成し、立会人に示し、立会人とともにこれに署名押印しなけれ

ばならない。ただし、立会人が署名押印せず、又は署名押印することができないとき

は、その旨を付記すれば足りる。 

  （調査の管轄及び引継ぎ） 

 第百五十三条 犯則事件の調査は、国税庁の当該職員又は事件発見地を所轄する国税局

若しくは税務署の当該職員が行う。 

 ２ 国税庁の当該職員が集取した第百五十六条第一項（間接国税に関する犯則事件につ

いての報告等）に規定する間接国税に関する犯則事件の証拠で、重要な犯則事件に関

するものは所轄国税局の当該職員に、その他のものは所轄税務署の当該職員に、それ

ぞれ引き継がなければならない。 

 ３ 国税局の当該職員が集取した犯則事件の証拠は、所轄税務署の当該職員に引き継が

なければならない。ただし、重要な犯則事件の証拠については、この限りでない。 

 ４ 税務署の当該職員が集取した重要な犯則事件の証拠は、所轄国税局の当該職員に引

き継がなければならない。 

 ５ 同一の犯則事件が二以上の場所において発見されたときは、各発見地において集取



された証拠は、最初の発見地を所轄する税務署の当該職員に引き継がなければならな

い。ただし、その証拠が重要な犯則事件の証拠であるときは、最初の発見地を所轄す

る国税局の当該職員に引き継がなければならない。 

  （管轄区域外における職務の執行等） 

 第百五十四条 国税局又は税務署の当該職員は、犯則事件を調査するため必要があると

きは、その所属する国税局又は税務署の管轄区域外においてその職務を執行すること

ができる。 

 ２ 税務署長は、その管轄区域外において犯則事件の調査を必要とするときは、これを

その地の税務署長に嘱託することができる。 

 ３ 国税局長は、その管轄区域外において犯則事件の調査を必要とするときは、これを

その地の国税局長又は税務署長に嘱託することができる。 

     第二節 犯則事件の処分 

  （間接国税以外の国税に関する犯則事件等についての告発） 

 第百五十五条 当該職員は、次に掲げる犯則事件の調査により犯則があると思料すると

きは、検察官に告発しなければならない。 

  一 間接国税以外の国税に関する犯則事件 

  二 申告納税方式による間接国税に関する犯則事件（酒税法第五十五条第一項又は第

三項（罰則）の罪その他の政令で定める罪に係る事件に限る。） 

  （間接国税に関する犯則事件についての報告等） 

 第百五十六条 国税局又は税務署の当該職員は、間接国税に関する犯則事件（前条第二

号に掲げる犯則事件を除く。以下同じ。）の調査を終えたときは、その調査の結果を

所轄国税局長又は所轄税務署長に報告しなければならない。ただし、次の各号のいず

れかに該当する場合においては、直ちに検察官に告発しなければならない。 

  一 犯則嫌疑者の居所が明らかでないとき。 

  二 犯則嫌疑者が逃走するおそれがあるとき。 

  三 証拠となると認められるものを隠滅するおそれがあるとき。 

 ２ 国税庁の当該職員は、間接国税に関する犯則事件の調査を終えたときは、その調査

の結果を所轄国税局長又は所轄税務署長に通報しなければならない。ただし、前項各

号のいずれかに該当する場合においては、直ちに検察官に告発しなければならない。 

  （間接国税に関する犯則事件についての通告処分等） 

 第百五十七条 国税局長又は税務署長は、間接国税に関する犯則事件の調査により犯則

の心証を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、

追徴金に相当する金額並びに書類の送達並びに差押物件又は記録命令付差押物件の運

搬及び保管に要した費用を指定の場所に納付すべき旨を書面により通告しなければな

らない。この場合において、没収に該当する物件については、納付の申出のみをすべ

き旨を通告することができる。 



 ２ 前項の場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同項の規定

にかかわらず、国税局長又は税務署長は、直ちに検察官に告発しなければならない。 

  一 情状が懲役の刑に処すべきものであるとき。 

  二 犯則者が通告の旨を履行する資力がないとき。 

 ３ 第一項の規定による通告に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがある

ときは、国税局長又は税務署長は、犯則者が当該通告の旨を履行し、又は前項若しく

は次条の規定により告発するまでの間、職権で、当該通告を更正することができる。 

 ４ 第一項の規定により通告があつたときは、公訴の時効は、その進行を停止し、犯則

者が当該通告を受けた日の翌日から起算して二十日を経過した時からその進行を始め

る。 

 ５ 犯則者は、第一項の通告の旨（第三項の規定による更正があつた場合には、当該更

正後の通告の旨。次項及び次条第一項において同じ。）を履行した場合においては、

同一事件について公訴を提起されない。 

 ６ 犯則者は、第一項後段の通告の旨を履行した場合において、没収に該当する物件を

所持するときは、公売その他の必要な処分がされるまで、これを保管する義務を負う。

ただし、その保管に要する費用は、請求することができない。 

  （間接国税に関する犯則事件についての通告処分の不履行） 

 第百五十八条 犯則者が前条第一項の通告（同条第三項の規定による更正があつた場合

には、当該更正。以下この条において「通告等」という。）を受けた場合において、

当該通告等を受けた日の翌日から起算して二十日以内に当該通告の旨を履行しないと

きは、国税局長又は税務署長は、検察官に告発しなければならない。ただし、当該期

間を経過しても告発前に履行した場合は、この限りでない。 

 ２ 犯則者の居所が明らかでないため、若しくは犯則者が通告等に係る書類の受領を拒

んだため、又はその他の事由により通告等をすることができないときも、前項と同様

とする。 

  （検察官への引継ぎ） 

 第百五十九条 間接国税に関する犯則事件は、第百五十六条第一項ただし書（間接国税

に関する犯則事件についての報告等）の規定による国税局若しくは税務署の当該職員

の告発、同条第二項ただし書の規定による国税庁の当該職員の告発又は第百五十七条

第二項（間接国税に関する犯則事件についての通告処分等）若しくは前条の規定によ

る国税局長若しくは税務署長の告発を待つて論ずる。 

 ２ 第百五十五条（間接国税以外の国税に関する犯則事件等についての告発）の規定に

よる告発又は前項の告発は、書面をもつて行い、第百五十二条各項（調書の作成）に

規定する調書を添付し、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件があるときは、

これを領置目録、差押目録又は記録命令付差押目録とともに検察官に引き継がなけれ

ばならない。 



 ３ 前項の領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件が第百四十四条第一項（領置物

件等の処置）の規定による保管に係るものである場合においては、同項の保管証をも

つて引き継ぐとともに、その旨を同項の規定により当該物件を保管させた者に通知し

なければならない。 

 ４ 前二項の規定により領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件が引き継がれたと

きは、当該物件は、刑事訴訟法（昭和二十三年法律第百三十一号）の規定により検察

官によつて押収されたものとみなす。 

 ５ 第一項の告発は、取り消すことができない。 

  （犯則の心証を得ない場合の通知等） 

 第百六十条 国税局長又は税務署長は、間接国税に関する犯則事件を調査し、犯則の心

証を得ない場合においては、その旨を犯則嫌疑者に通知しなければならない。この場

合において、物件の領置、差押え又は記録命令付差押えがあるときは、その解除を命

じなければならない。 

 （国税徴収法の一部改正） 

第九条 国税徴収法（昭和三十四年法律第百四十七号）の一部を次のように改正する。 

  第二条第七号中「無限責任社員等」を「合名会社等の社員等」に改める。 

  第三十三条の見出し中「無限責任社員」を「合名会社等の社員」に改め、同条中「又

は合資会社」を「若しくは合資会社又は税理士法人、弁護士法人、外国法事務弁護士法

人、監査法人、特許業務法人、司法書士法人、行政書士法人、社会保険労務士法人若し

くは土地家屋調査士法人」に改め、「（合資会社」の下に「及び監査法人」を加える。 

  第九十七条中「。以下同じ」を削る。 

  第百四十四条中「立会」を「立会い」に、「市町村長の補助機関である」を「地方公

共団体の」に改める。 

  第百五十九条の見出しを「（保全差押え）」に改め、同条第一項中「免かれ」を「免

れ」に、「基き、国税犯則取締法（明治三十三年法律第六十七号）の規定による差押」

を「基づき、国税通則法第十一章（犯則事件の調査及び処分）の規定による差押え、記

録命令付差押え」に、「差し押える」を「差し押さえる」に改め、同条第四項中「その

差押」を「その差押え」に改め、同条第五項中「差押を、」を「差押えを、」に改め、

同項第一号及び第二号中「差押」を「差押え」に改め、同条第七項中「差押」を「差押

え」に改め、同条第八項中「差し押えた」を「差し押さえた」に、「差押」を「差押

え」に改め、同条第九項中「差し押えるべき」を「差し押さえるべき」に、「差押」を

「差押え」に改め、同条第十項中「差し押えた」を「差し押さえた」に、「差押」を

「差押え」に改め、同条第十一項中「その差押」を「その差押え」に、「責に」を「責

めに」に改める。 

 （国税犯則取締法の廃止） 

第十条 国税犯則取締法（明治三十三年法律第六十七号）は、廃止する。 



 （租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一

部改正） 

第十一条 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法

律（昭和四十四年法律第四十六号）の一部を次のように改正する。 

  第九条第一項中「いう」の下に「。第十条の三において同じ」を加え、「第十条の

二、」を削る。 

  第十条の二中「収税官吏」を「国税庁、国税局又は税務署の当該職員」に改め、「必

要な情報」の下に「（以下この条、次条第一項及び第十条の三の三において「必要犯則

情報」という。）」を加え、「当該情報」を「当該必要犯則情報」に、「に対する質問、

その者の事業に関する帳簿書類その他の物件の検査又はこれらの者が任意に提出した物

の領置をする」を「（以下この条及び次条第一項において「提供対象者」という。）に

対して出頭を求め、提供対象者に対して質問し、提供対象者が所持し、若しくは置き去

つた物件を検査し、又は提供対象者が任意に提出し、若しくは置き去つた物件を領置す

る」に改める。 

  第十条の三の見出し中「差押え」を「差押え等」に改め、同条第一項中「収税官吏」

を「国税庁、国税局又は税務署の当該職員」に、「同条に規定する情報」を「必要犯則

情報」に、「捜索又は差押え」を「提供対象者の身体、物件若しくは住居その他の場所

の捜索、第八条の二の規定により当該必要犯則情報の提供を行うために必要な物件と思

料するものの差押え又は記録命令付差押え（電磁的記録を保管する者その他電磁的記録

を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷

させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。第五項及び第十条の四において同

じ。）」に改め、同項に次のただし書を加える。 

   ただし、提供対象者が当該犯則事件の犯則嫌疑者以外の者である場合には、当該提

供対象者の身体、物件又は住居その他の場所については、差し押さえるべき物件の存

在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。 

  第十条の三第二項中「急速」を「、急速」に、「収税官吏」を「国税庁、国税局又は

税務署の当該職員」に改め、「臨検すべき」の下に「物件若しくは」を加え、「場所、

身体若しくは物件又は」を「身体、物件若しくは場所、」に、「物件の」を「物件又は

電磁的記録を記録させ、若しくは印刷させるべき者の」に改め、同条第三項中「収税官

吏」を「国税庁、国税局又は税務署の当該職員」に改め、「この条」の下に「及び次

条」を加え、同条第四項中「臨検すべき」を「相手国等の犯則事件の犯則嫌疑者の氏名

（法人（人格のない社団等を含む。第十三条第五項において同じ。）については、名

称）、罪名並びに臨検すべき物件若しくは」に、「場所、身体若しくは物件又は」を

「身体、物件若しくは場所、」に、「物件並びに」を「物件又は記録させ、若しくは印

刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ、若しくは印刷させるべき者並びに」に、

「官職及び氏名」を「官職氏名」に、「年月日並びに」を「年月日及び」に、「収税官



吏」を「国税庁、国税局又は税務署の当該職員」に改め、同項後段を削り、同条第五項

中「収税官吏」を「国税庁、国税局又は税務署の当該職員」に、「又は差押え」を「、

差押え又は記録命令付差押え」に改め、同条の次に次の二条を加える。 

  （相手国等から犯則事件に関する情報の提供要請があつた場合の通信事務を取り扱う

者に対する差押え） 

 第十条の三の二 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第十条の二の質問、検査又

は領置をすることができる場合で、かつ、前条第一項の書面がある場合において、必

要があると認めるときは、許可状の交付を受けて、相手国等の犯則事件の犯則嫌疑者

から発し、又は相手国等の犯則事件の犯則嫌疑者に対して発した郵便物、信書便物又

は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所

持するものを差し押さえることができる。 

 ２ 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定に該当しない郵便物、信書便

物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又

は所持するものについては、相手国等の犯則事件に関係があると認めるに足りる状況

があるものに限り、許可状の交付を受けて、これを差し押さえることができる。 

 ３ 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前二項の規定による処分をした場合にお

いては、その旨を発信人又は受信人に通知しなければならない。ただし、通知によつ

て相手国等の犯則事件の調査が妨げられるおそれがある場合は、この限りでない。 

  （相手国等から犯則事件に関する情報の提供要請があつた場合の鑑定等の嘱託） 

 第十条の三の三 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第八条の二の規定により必

要犯則情報の提供を行うため必要があると認めるときは、学識経験を有する者に領置

物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件についての鑑定を嘱託し、又は通訳若し

くは翻訳を嘱託することができる。 

  第十条の四の見出しを「（国税通則法の犯則事件の調査に関する規定の準用）」に改

め、同条中「又は前条」を「、第十条の三」に、「若しくは差押え」を「、差押え若し

くは記録命令付差押え、第十条の三の二の差押え又は前条の鑑定の嘱託」に、「国税犯

則取締法（明治三十三年法律第六十七号）」を「国税通則法第十一章第一節」に改める。 

  第十一条第四項の表国税徴収法の項中「免かれ」を「免れ」に、「基き、国税犯則取

締法（明治三十三年法律第六十七号）の規定による差押」を「基づき、国税通則法第十

一章（犯則事件の調査及び処分）の規定による差押え、記録命令付差押え」に改める。 

  第十三条第五項中「（人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。）」を削

る。 

 （租税特別措置法の一部改正） 

第十二条 租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）の一部を次のように改正する。 

  目次中「特定外国子会社等」を「外国関係会社」に、「特定外国法人」を「外国関係

法人」に、「第八十四条の六」を「第八十四条の七」に、「第八十六条の五」を「第八



十六条の六」に改める。 

  第二条第二項第九号中「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改め、

同項第十号中「第二条第十二号の六の二」を「第二条第十二号の五の三」に改め、同項

第十号の二中「株式交換完全子法人」を「株式交換等完全子法人」に、「第二条第十二

号の六の三」を「第二条第十二号の六の二」に改め、同項第十七号の二中「第二条第十

二号の十八」を「第二条第十二号の十九」に改める。 

  第九条の八中「居住者又は恒久的施設を有する非居住者が第三十七条の十四第五項第

一号」を「第三十七条の十四第一項」に、「営業所（同号」を「営業所（同項」に、

「開設した同号に規定する非課税口座に同項第二号に規定する非課税管理勘定を設けた

日から同日の属する年の一月一日以後五年を経過する日までの間に」を「第三十七条の

十四第五項第一号に規定する非課税口座（以下この条において「非課税口座」とい

う。）を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が」に改め、「当該非課

税管理勘定に係る」を削り、「の所得税法」を「（以下この条において「非課税口座内

上場株式等」という。）の所得税法」に、「のうち次」を「で次」に改め、同条各号を

次のように改める。 

  一 当該非課税口座に設けられた第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管

理勘定に係る非課税口座内上場株式等の次に掲げる配当等で、当該非課税管理勘定

を設けた日から同日の属する年の一月一日以後五年を経過する日までの間に支払を

受けるべきもの 

   イ 第三十七条の十一第二項第一号に掲げる株式等の配当等で、内国法人から支払

がされる当該配当等の支払に係る第八条の四第一項第一号に規定する基準日にお

いてその内国法人の発行済株式（同号に規定する発行済株式をいう。）又は出資

の総数又は総額の百分の三以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する者

が当該内国法人から支払を受けるもの以外のもの 

   ロ 公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が第八条の

四第一項第二号に規定する公募により行われたもの（特定株式投資信託を除

く。）の収益の分配 

   ハ 第八条の四第一項第三号に掲げる特定投資法人の投資口の配当等 

  二 当該非課税口座に設けられた第三十七条の十四第五項第五号に規定する累積投資

勘定に係る非課税口座内上場株式等の次に掲げる配当等で、当該累積投資勘定を設

けた日から同日の属する年の一月一日以後二十年を経過する日までの間に支払を受

けるべきもの 

   イ 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権のうち、第三十七条の十一第二項

第一号に掲げる株式等に該当するものの収益の分配 

   ロ 前号ロに掲げる収益の分配 

  第九条の九第一項中「のうち前条各号」を「で前条第一号イからハまで」に改める。 



  第十条第一項中「の百分の十（試験研究費割合が百分の十未満であるときは、当該試

験研究費割合に〇・二を乗じて計算した割合に百分の八を加算した割合（当該割合に小

数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合）とする。）に相当す

る」を「に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合（その年が事業を

開始した日の属する年（相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除

く。）であるとき、又は比較試験研究費の額が零であるときは、百分の八・五）を乗じ

て計算した」に改め、同項に次の各号を加える。 

  一 増減試験研究費割合が百分の五を超える場合 百分の九に、当該増減試験研究費

割合から百分の五を控除した割合に〇・三を乗じて計算した割合を加算した割合

（当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、

当該加算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。） 

  二 増減試験研究費割合が百分の五以下である場合 百分の九から、百分の五から当

該増減試験研究費割合を減算した割合に〇・一を乗じて計算した割合を減算した割

合（当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、

当該減算した割合が百分の六未満であるときは百分の六とする。） 

  第十条第十項中「から第四項まで」を「、第三項、第六項又は第七項」に、「及び」

を「並びに」に、「第十条」を「第十条第一項、第三項、第六項及び第七項」に改め、

同項を同条第十二項とし、同条第九項中「第四項に規定する」を「第一項又は第三項の

規定の適用を受けようとする」に、「同項」を「これらの規定」に、「第五項」を「第

七項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項中「から第四項まで」を「、第三

項、第六項及び第七項」に、「、修正申告書又は更正請求書に、」を「（これらの規定

により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、

当該修正申告書又は更正請求書を含む。）に」に、「は、当該」を「の計算の基礎とな

る試験研究費の額又は特別試験研究費の額は、」に、「基礎として計算した金額に限る

もの」を「限度」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項中「前項」を「前項第三

号」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項第一号中「又は」を「若しくは」に、

「費用で」を「費用又は対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究として政

令で定めるもののために要する費用で、」に改め、同項第二号を次のように改める。 

  二 増減試験研究費割合 増減試験研究費の額（第一項又は第三項の規定の適用を受

けようとする年（次号及び第十一項において「適用年」という。）の年分の事業所

得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額から比較試験研究費の額を

減算した金額をいう。）の当該比較試験研究費の額に対する割合をいう。 

  第十条第六項第三号から第五号までを削り、同項第六号中「第四項の規定の適用を受

けようとする年（平成二十一年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年

（相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。）を除く。以下こ

の項及び第九項において「」、「」という。）」及び「。次号において同じ。」を削り、



同号を同項第三号とし、同号の次に次の三号を加える。 

  四 調整前事業所得税額 事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額

をいう。 

  五 中小事業者 中小事業者に該当する個人として政令で定めるものをいう。 

  六 試験研究費割合 第一項、第三項又は前項の規定の適用を受けようとする年分の

事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額の平均売上金額に対

する割合をいう。 

  第十条第六項第七号を次のように改める。 

  七 特別試験研究費の額 試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他の者

と共同して行う試験研究、国の試験研究機関、大学又は中小企業者（第四十二条の

四第八項第六号に規定する中小企業者をいう。以下この号において同じ。）に委託

する試験研究、中小企業者からその有する知的財産権（知的財産基本法（平成十四

年法律第百二十二号）第二条第二項に規定する知的財産権及び外国におけるこれに

相当するものをいう。）の設定又は許諾を受けて行う試験研究、その用途に係る対

象者が少数である医薬品に関する試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試

験研究費の額として政令で定めるものをいう。 

  第十条第六項第八号中「売上金額（」の下に「所得税法第二条第一項第十六号に規定

する」を加え、同項を同条第八項とし、同条第五項を削り、同条第四項中「個人が、」

を「個人の」に、「平成二十九年」を「平成三十一年」に、「各年（」を「各年分（第

四項（第二号に係る部分に限る。）又は第五項の規定の適用を受ける年分及び」に、

「年を除く。）において、次の各号に掲げる場合に該当する」を「年分を除く。）にお

いて、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額が平均

売上金額の百分の十に相当する金額を超える」に、「当該各号に掲げる場合の区分に応

じ当該各号に定める金額」を「その超える部分の金額に超過税額控除割合（試験研究費

割合から百分の十を控除した割合に〇・二を乗じて計算した割合をいう。）を乗じて計

算した金額（以下この項において「超過税額控除限度額」という。）」に、「各号に定

める金額が」を「超過税額控除限度額が」に改め、同項各号を削り、同項を同条第七項

とし、同条第三項中「前二項」を「第一項又は第三項」に改め、同項を同条第六項とし、

同条第二項中「前項」を「第一項」に、「当該年分」を「その年分」に改め、同項を同

条第三項とし、同項の次に次の二項を加える。 

 ４ 前項の中小事業者で青色申告書を提出するものの平成三十年及び平成三十一年の各

年分（平成三十年以後に事業を開始した中小事業者のその開始した日の属する年分

（相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年分を除く。）を除く。）

において、増減試験研究費割合が百分の五を超える場合における同項の規定の適用に

ついては、次に定めるところによる。 

  一 前項中「の百分の十二に相当する」とあるのは、「に特例割合（百分の十二に、



増減試験研究費割合から百分の五を控除した割合に〇・三を乗じて計算した割合を

加算した割合（当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨て

た割合とし、当該加算した割合が百分の十七を超えるときは百分の十七とする。）

をいう。）を乗じて計算した」とする。 

  二 前項後段中「百分の二十五」とあるのは、「百分の三十五」とする。 

 ５ 第一項の青色申告書を提出する個人又は第三項の中小事業者で青色申告書を提出す

るものの平成三十年及び平成三十一年の各年分（前項（第二号に係る部分に限る。）

の規定の適用を受ける年分を除く。）において、試験研究費割合が百分の十を超える

場合における第一項又は第三項の規定の適用については、これらの規定中「の百分の

二十五に相当する」とあるのは「の百分の二十五に相当する金額に、当該調整前事業

所得税額に試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合

（当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当

該二を乗じて計算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。）を乗じて計

算した金額を加算した」と、「当該百分の二十五に相当する」とあるのは「当該加算

した」とする。 

  第十条第一項の次に次の一項を加える。 

 ２ 前項の青色申告書を提出する個人の平成三十年及び平成三十一年の各年分における

同項の規定の適用については、同項第一号中「百分の十」とあるのは、「百分の十

四」とする。 

  第十条の二第一項中「第二条第一項第十六号」を「第二条第一項第十五号」に、「電

気事業の用」を「発電事業者に該当する個人のうち、同項第三号に規定する小売電気事

業者、同項第九号に規定する一般送配電事業者、同項第十一号に規定する送電事業者若

しくは同項第十三号に規定する特定送配電事業者のいずれかに該当するもの又は大規模

な発電を行うものとして財務省令で定めるものが発電の用」に改め、同条第三項中「前

条第六項第四号」を「前条第八項第五号」に、「同条第六項第二号」を「同条第八項第

四号」に改め、同条第九項中「、修正申告書又は更正請求書」を「（同項の規定により

控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修

正申告書又は更正請求書を含む。）」に、「は、当該」を「の計算の基礎となるエネル

ギー環境負荷低減推進設備等の取得価額は、」に、「基礎として計算した金額に限るも

の」を「限度」に改め、同条第十項中「、修正申告書又は更正請求書」を「（同項の規

定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、

当該修正申告書又は更正請求書を含む。）」に改める。 

  第十条の三第一項中「第十条第六項第四号」を「第十条第八項第五号」に、「平成二

十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め、「及び第五項」を削り、

「以下この条において「供用年」を「第三項及び第九項において「供用年」に、「。第

五項」を「。第三項」に改め、同項第一号中「、器具及び備品」及び「事務処理の能率



化、」を削り、同条第三項及び第四項を削り、同条第五項中「及び第三項」を削り、

「（以下この項」の下に「及び第五項」を加え、「第十条第六項第二号」を「第十条第

八項第四号」に改め、「及び第七項」を削り、同項を同条第三項とし、同条第六項を削

り、同条第七項中「第五項又は」を削り、「控除される金額」の下に「又は第十条の五

の二第三項及び第十条の五の三第三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税

の額から控除される金額」を加え、「当該金額」を「これらの金額」に改め、同項を同

条第四項とし、同条第八項中「第五項又は第六項に規定する」を削り、「これら」を

「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第九項中「及び第三項」を削り、同項

を同条第六項とし、同条第十項中「から第四項まで」を「及び第二項」に改め、同項を

同条第七項とし、同条第十一項中「第五項及び第六項」を「第三項」に、「、修正申告

書又は更正請求書」を「（同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書

又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。）」に、

「これら」を「同項」に、「は、当該」を「の計算の基礎となる特定機械装置等の取得

価額は、」に、「基礎として計算した金額に限るもの」を「限度」に改め、同項を同条

第八項とし、同条第十二項中「第七項」を「第四項」に、「、修正申告書又は更正請求

書」を「（同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書

を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。）」に改め、同項を同条

第九項とし、同条第十三項中「第五項から第七項までの」を「第三項又は第四項の」に、

「及び」を「並びに」に、「第十条の三第五項から第七項まで」を「第十条の三第三項

及び第四項」に改め、同項を同条第十項とする。 

  第十条の四第三項中「税額控除限度額（その事業の用に供した当該特定建物等の取得

価額に当該認定を受けた日が次の各号に掲げる期間のいずれに含まれるかに応じ当該各

号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額をいう。以下この項において同じ」を

「その事業の用に供した当該特定建物等の取得価額の百分の四（当該認定地方活力向上

地域特定業務施設整備計画が同法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するもの

である場合には、百分の七）に相当する金額の合計額（以下この項において「税額控除

限度額」という」に、「第十条第六項第二号」を「第十条第八項第四号」に改め、同項

各号を削り、同条第六項中「、修正申告書又は更正請求書」を「（同項の規定により控

除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正

申告書又は更正請求書を含む。）」に、「は、当該」を「の計算の基礎となる特定建物

等の取得価額は、」に、「基礎として計算した金額に限るもの」を「限度」に改め、同

条第七項中「第十条の四第三項」を「第十条の四の二第三項」に改め、同条を第十条の

四の二とする。 

  第十条の三の次に次の一条を加える。 

  （地域経済牽
けん

引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償

却又は所得税額の特別控除） 



 第十条の四 青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発

展の基盤強化に関する法律（平成十九年法律第四十号）第二十四条に規定する承認地

域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形

成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律（平成二十九年法律第▼▼▼号）の

施行の日から平成三十一年三月三十一日までの期間（第三項において「指定期間」と

いう。）内に、当該個人の行う同条に規定する承認地域経済牽引事業（以下この項か

ら第三項までにおいて「承認地域経済牽引事業」という。）に係る地域経済牽引事業

の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第四条第二項第一号に規定する

促進区域（第三項において「促進区域」という。）内において当該承認地域経済牽引

事業に係る承認地域経済牽引事業計画（同法第十四条第二項に規定する承認地域経済

牽引事業計画をいう。以下この項及び第三項において同じ。）に従つて特定地域経済

牽引事業施設等（承認地域経済牽引事業計画に定められた施設又は設備で、政令で定

める規模のものをいう。以下この項及び第三項において同じ。）の新設又は増設をす

る場合において、当該新設若しくは増設に係る特定地域経済牽引事業施設等を構成す

る機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物（以下この条に

おいて「特定事業用機械等」という。）でその製作若しくは建設の後事業の用に供さ

れたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等を

製作し、若しくは建設して、これを当該承認地域経済牽引事業の用に供したとき（貸

付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。）は、その承認地域経済牽引事

業の用に供した日の属する年（事業を廃止した日の属する年を除く。第三項において

「供用年」という。）の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定

事業用機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項

の規定にかかわらず、当該特定事業用機械等について同項の規定により計算した償却

費の額と特別償却限度額（当該特定事業用機械等の取得価額（その特定事業用機械等

に係る一の特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建

物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が百億円を超える場合には、百

億円にその特定事業用機械等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計

算した金額。第三項において「基準取得価額」という。）の百分の四十（建物及びそ

の附属設備並びに構築物については、百分の二十）に相当する金額をいう。）との合

計額（次項において「合計償却限度額」という。）以下の金額で当該個人が必要経費

として計算した金額とする。ただし、当該特定事業用機械等の償却費として同条第一

項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。 

 ２ 前項の規定により当該特定事業用機械等の償却費として必要経費に算入した金額が

その合計償却限度額に満たない場合には、当該特定事業用機械等を承認地域経済牽引

事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定事業用機械等の償

却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわら



ず、当該特定事業用機械等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額

とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額

に相当する金額とすることができる。 

 ３ 青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤

強化に関する法律第二十四条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、指定

期間内に、当該個人の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において当該承認

地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画に従つて特定地域経済牽引事業施

設等の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る特定事業用機

械等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は

当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを

当該承認地域経済牽引事業の用に供したときは、当該特定事業用機械等につき第一項

の規定の適用を受ける場合を除き、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、

政令で定めるところにより、その承認地域経済牽引事業の用に供した当該特定事業用

機械等の基準取得価額の百分の四（建物及びその附属設備並びに構築物については、

百分の二）に相当する金額の合計額（以下この項において「税額控除限度額」とい

う。）を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、

当該個人の当該供用年の年分の第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額の

百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二

十に相当する金額を限度とする。 

 ４ 第一項の規定は、個人が所有権移転外リース取引により取得した特定事業用機械等

については、適用しない。 

 ５ 第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入さ

れる金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定事業用機械等の償却費

の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。 

 ６ 第三項の規定は、確定申告書（同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修

正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含

む。）に同項の規定による控除の対象となる特定事業用機械等の取得価額、控除を受

ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、

適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる

特定事業用機械等の取得価額は、確定申告書に添付された書類に記載された特定事業

用機械等の取得価額を限度とする。 

 ７ その年分の所得税について第三項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百

二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章（税額の

計算）」とあるのは、「第三章（税額の計算）及び租税特別措置法第十条の四第三項

（地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の所得税

額の特別控除）」とする。 



 ８ 第四項から前項までに定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に関

し必要な事項は、政令で定める。 

  第十条の五第一項中「第十条第六項第二号」を「第十条第八項第四号」に、「第十条

第六項第四号」を「第十条第八項第五号」に改め、同条第二項中「第一号に」を「前項

第一号及び第三号に」に、「二十万円（当該個人が第二号に掲げる要件を満たす場合に

は、五十万円）に当該個人の当該適用年の地方事業所基準雇用者数（当該地方事業所基

準雇用者数が当該適用年の基準雇用者数を超える場合には、当該基準雇用者数）を乗じ

て計算した金額」を「次に掲げる金額の合計額」に改め、同項各号を次のように改める。 

  一 三十万円（当該個人の基準雇用者割合が百分の十以上であること又は当該適用年

の前年の十二月三十一日における雇用者のうち当該適用年の十二月三十一日におい

て高年齢雇用者に該当しない者の数が零であることにつき、政令で定めるところに

より証明がされた場合には、六十万円）に、当該個人の当該適用年の地方事業所基

準雇用者数（当該地方事業所基準雇用者数が当該適用年の基準雇用者数を超える場

合には、当該基準雇用者数。次号において同じ。）のうち当該個人が受けた地域再

生法第十七条の二第三項の認定に係る特定業務施設において当該適用年に新たに雇

用された次に掲げる要件を満たす雇用者で当該適用年の十二月三十一日において当

該特定業務施設に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた

数（同号及び第三号において「特定新規雇用者数」という。）に達するまでの数を

乗じて計算した金額 

   イ 当該個人との間で労働契約法（平成十九年法律第百二十八号）第十七条第一項

に規定する有期労働契約以外の労働契約を締結していること。 

   ロ 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律（平成五年法律第七十六号）第

二条に規定する短時間労働者でないこと。 

  二 二十万円（前号に規定する政令で定めるところにより証明がされた場合には、五

十万円）に、当該個人が受けた地域再生法第十七条の二第三項の認定に係る特定業

務施設において当該適用年に新たに雇用された雇用者で当該適用年の十二月三十一

日において当該特定業務施設に勤務するものの総数（当該総数が当該個人の当該適

用年の地方事業所基準雇用者数を超える場合には、当該地方事業所基準雇用者数）

として政令で定めるところにより証明がされた数（以下この号及び次号において

「新規雇用者総数」という。）から特定新規雇用者数を控除した数のうち当該新規

雇用者総数の百分の四十に相当する数（当該数に一に満たない端数があるときは、

これを切り捨てた数。同号において同じ。）に達するまでの数と当該地方事業所基

準雇用者数から当該新規雇用者総数を控除した数とを合計した数を乗じて計算した

金額 

  三 十万円（第一号に規定する政令で定めるところにより証明がされた場合には、四

十万円）に、新規雇用者総数から特定新規雇用者数を控除した数のうち当該新規雇



用者総数の百分の四十に相当する数を超える部分の数を乗じて計算した金額 

  第十条の五第四項第一号中「第六号及び第十一号」を「第七号及び第十二号」に改め、

同項第四号中「第七号及び第十号」を「第八号及び第十一号」に改め、同項第十一号中

「個人が」を「個人の」に改め、「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従つ

て当該計画の認定をした認定都道府県知事が作成した認定地域再生計画に記載されてい

る同法第五条第四項第五号に規定する地方活力向上地域に移転して整備した」を削り、

同号を同項第十二号とし、同項第十号を同項第十一号とし、同項第七号から第九号まで

を一号ずつ繰り下げ、同項第六号中「個人が」を「個人の」に、「地域再生法第十七条

の二第六項に規定する認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画（以下この号及び第

十一号において「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」という。）に従つて当

該計画の認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事（同号において「認定都道

府県知事」という。）が作成した同法第八条第一項に規定する認定地域再生計画（同号

において「認定地域再生計画」という。）に記載されている同法第五条第四項第五号に

規定する地方活力向上地域（当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画が同法第

十七条の二第一項第二号に掲げる事業に関するものである場合には、同号に規定する地

方活力向上地域）において整備した同法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設

（第十一号において「特定業務施設」という。）」を「特定業務施設」に改め、同号を

同項第七号とし、同項第五号中「次号に規定する」を削り、同号イ中「（平成十九年法

律第百二十八号）」を削り、同号ロ中「（平成五年法律第七十六号）」を削り、同号を

同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。 

  五 特定業務施設 地域再生法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設で、同法

第十七条の二第六項に規定する認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に係る

計画の認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事が作成した同法第八条第

一項に規定する認定地域再生計画に記載されている同号に規定する地方活力向上地

域（当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画が同法第十七条の二第一項第

二号に掲げる事業に関するものである場合には、同号に規定する地方活力向上地

域）において当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従つて整備された

ものをいう。 

  第十条の五第五項中「前項第十号」を「前項第十一号」に改め、同条第七項中「、修

正申告書又は更正請求書」を「（これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修

正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含

む。）」に、「は、当該」を「の計算の基礎となる特定地域基準雇用者数、地方事業所

基準雇用者数又は地方事業所特別基準雇用者数は、」に、「基礎として計算した金額に

限るもの」を「限度」に改める。 

  第十条の五の二第一項中「第十条第六項第四号」を「第十条第八項第五号」に、「平

成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め、同条第三項中「第



十条第六項第二号」を「第十条第八項第四号」に改め、「の百分の二十に相当する金

額」の下に「（第十条の三第三項の規定により当該供用年の年分の総所得金額に係る所

得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額）」を加え、同

条第四項中「控除される金額」の下に「又は第十条の三第三項及び第四項並びに次条第

三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額」を加え、

「当該金額」を「これらの金額」に改め、同条第八項中「、修正申告書又は更正請求書

に、」を「（同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求

書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。）に」に、「は、当

該」を「の計算の基礎となる経営改善設備の取得価額は、」に、「基礎として計算した

金額に限るもの」を「限度」に改め、同条第九項中「、修正申告書又は更正請求書」を

「（同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出

する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。）」に改める。 

  第十条の五の三第一項中「同条第二項」を「同条第二項第一号」に改め、「相当する

金額（」の下に「第二号ロに定める要件を満たす個人にあつては、当該雇用者給与等支

給増加額のうち当該個人の雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した

金額に達するまでの金額に百分の二（当該個人が中小事業者である場合には、百分の十

二）を乗じて計算した金額を加算した金額。」を加え、「第十条第六項第二号」を「第

十条第八項第四号」に改め、「（同項第四号に規定する中小事業者をいう。次項第五号

ハ及びニにおいて同じ。）」を削り、同項第二号を次のように改める。 

  二 次に掲げる個人の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たすこと。 

   イ 中小事業者 平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること。 

   ロ イに掲げる個人以外の個人 平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控

除した金額の当該比較平均給与等支給額に対する割合が百分の二以上であること。 

  第十条の五の三第二項中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に次

の一号を加える。 

  七 中小事業者 第十条第八項第五号に規定する中小事業者をいう。 

  第十条の五の三第四項中「、修正申告書又は更正請求書」を「（同項の規定により控

除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正

申告書又は更正請求書を含む。）」に、「、控除」を「及びその額のうち雇用者給与等

支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額に達するまでの金額、控除」に、

「及び」を「並びに」に、「は、当該」を「の計算の基礎となる雇用者給与等支給増加

額は、」に、「基礎として計算した金額に限るもの」を「限度」に改め、同条第六項中

「第十条の五の三第一項」を「第十条の五の四第一項」に改め、同条を第十条の五の四

とする。 

  第十条の五の二の次に次の一条を加える。 

  （特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の



特別控除） 

 第十条の五の三 特定中小事業者（第十条の三第一項に規定する中小事業者のうち中小

企業等経営強化法第十三条第一項の認定（以下この項において「認定」という。）を

受けた同法第二条第二項に規定する中小企業者等に該当するものをいう。以下この条

において同じ。）が、平成二十九年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの期

間（第三項において「指定期間」という。）内に、生産等設備を構成する機械及び装

置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びに政令で定めるソフトウエアで、同法第

十三条第四項に規定する経営力向上設備等（経営の向上に著しく資するものとして財

務省令で定めるもので、その特定中小事業者のその認定に係る同条第一項に規定する

経営力向上計画（同法第十四条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その

変更後のもの）に記載されたものに限る。）に該当するもののうち政令で定める規模

のもの（以下この条において「特定経営力向上設備等」という。）でその製作若しく

は建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等

を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該特定中小事業者の営む事業の用

（第十条の三第一項に規定する指定事業の用又は前条第一項に規定する指定事業の用

に限る。以下この条において「指定事業の用」という。）に供した場合には、その指

定事業の用に供した日の属する年（事業を廃止した日の属する年を除く。第三項及び

第九項において「供用年」という。）の年分における当該特定中小事業者の事業所得

の金額の計算上、当該特定経営力向上設備等の償却費として必要経費に算入する金額

は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定経営力向上設備等につ

いて同項の規定により計算した償却費の額（以下この項において「普通償却額」とい

う。）と特別償却限度額（当該特定経営力向上設備等の取得価額から普通償却額を控

除した金額に相当する金額をいう。）との合計額（次項において「合計償却限度額」

という。）以下の金額で当該特定中小事業者が必要経費として計算した金額とする。

ただし、当該特定経営力向上設備等の償却費として同条第一項の規定により必要経費

に算入される金額を下ることはできない。 

 ２ 前項の規定により当該特定経営力向上設備等の償却費として必要経費に算入した金

額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定経営力向上設備等を指定事業

の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定経営力向上設備等の償

却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわら

ず、当該特定経営力向上設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する

金額とその満たない金額以下の金額で当該特定中小事業者が必要経費として計算した

金額との合計額に相当する金額とすることができる。 

 ３ 特定中小事業者が、指定期間内に、特定経営力向上設備等でその製作若しくは建設

の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作

し、若しくは建設して、これを国内にある当該特定中小事業者の営む指定事業の用に



供した場合において、当該特定経営力向上設備等につき第一項の規定の適用を受けな

いときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところに

より、その指定事業の用に供した当該特定経営力向上設備等の取得価額の百分の十に

相当する金額の合計額（以下この項及び第五項において「税額控除限度額」とい

う。）を控除する。この場合において、当該特定中小事業者の供用年における税額控

除限度額が、当該特定中小事業者の当該供用年の年分の調整前事業所得税額（第十条

第八項第四号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項において同じ。）の百分の

二十に相当する金額（第十条の三第三項及び前条第三項の規定により当該供用年の年

分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控

除した残額）を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する

金額を限度とする。 

 ４ 青色申告書を提出する個人が、その年（事業を廃止した日の属する年を除く。）に

おいて繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得

税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金

額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過

額が当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額（その年

においてその指定事業の用に供した特定経営力向上設備等につき前項の規定によりそ

の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額又は第十条の三第三項及び

第四項並びに前条第三項及び第四項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税

の額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額）を超えると

きは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。 

 ５ 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年（当該前年

分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。）における税額控除限度額

のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額をいう。 

 ６ 第一項の規定は、特定中小事業者が所有権移転外リース取引により取得した特定経

営力向上設備等については、適用しない。 

 ７ 第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入さ

れる金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定経営力向上設備等の償

却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。 

 ８ 第三項の規定は、確定申告書（同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修

正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含

む。）に同項の規定による控除の対象となる特定経営力向上設備等の取得価額、控除

を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限

り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎と

なる特定経営力向上設備等の取得価額は、確定申告書に添付された書類に記載された

特定経営力向上設備等の取得価額を限度とする。 



 ９ 第四項の規定は、供用年及びその翌年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控

除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書（同項の規定に

より控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、

当該修正申告書又は更正請求書を含む。）に同項の規定による控除の対象となる同項

に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する

明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。 

 10 その年分の所得税について第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合における所

得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三

章（税額の計算）」とあるのは、「第三章（税額の計算）並びに租税特別措置法第十

条の五の三第三項及び第四項（特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場

合の所得税額の特別控除）」とする。 

 11 第六項から前項までに定めるもののほか、第一項から第五項までの規定の適用に関

し必要な事項は、政令で定める。 

  第十条の六第一項中「第十条第六項第二号」を「第十条第八項第四号」に改め、同項

第二号中「第十条第二項」を「第十条第三項」に改め、同項第三号中「第十条第三項」

を「第十条第六項」に改め、同項第四号中「第十条第四項」を「第十条第七項」に、

「同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額（当該各号に掲げる場合の

いずれにも該当するときは、同条第五項の規定を適用して計算した金額）のうち同条第

四項」を「同項に規定する超過税額控除限度額のうち同項」に改め、同項第六号中「第

十条の三第五項から第七項まで」を「第十条の三第三項又は第四項」に、「同条第五

項」を「同条第三項」に改め、「、同条第六項に規定する税額控除限度額のうち同項の

規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額」を削り、「同条第七項」

を「同条第四項」に改め、同号の次に次の一号を加える。 

  六の二 第十条の四第三項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定

による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額 

  第十条の六第一項第七号中「第十条の四第三項」を「第十条の四の二第三項」に改め、

同項第十一号を同項第十二号とし、同項第十号を同項第十一号とし、同項第九号の次に

次の一号を加える。 

  十 第十条の五の三第三項又は第四項の規定 それぞれ同条第三項に規定する税額控

除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除を

しても控除しきれない金額を控除した金額 

  第十条の六第二項中「第十条の三第七項又は第十条の五の二第四項」を「第十条の三

第四項、第十条の五の二第四項又は第十条の五の三第四項」に改め、同条第三項中「第

十条の三第八項又は第十条の五の二第五項」を「第十条の三第五項、第十条の五の二第

五項又は第十条の五の三第五項」に改め、同条第四項中「、修正申告書又は更正請求



書」を「（同項の規定により適用する繰越税額控除に関する規定により控除を受ける金

額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更

正請求書を含む。）」に改める。 

  第十一条第一項中「（以下この条」を「（同表の他の号の規定の適用を受けるものを

除く。以下この条」に改め、同項の表の第一号の上欄中「第十条第六項第四号」を「中

小事業者（第十条第八項第五号」に改め、「中小事業者」の下に「をいう。第三号にお

いて同じ。）」を加え、同号の中欄中「及び次号の中欄に掲げる減価償却資産に該当す

るもの」を削り、同表の第二号の下欄中「本邦と外国」を「外航船舶（本邦と外国との

間」に、「もの（以下」を「船舶をいう。以下」に、「「外航船舶」という。）で」を

「同じ。）で日本船舶（」に改め、「日本船舶」の下に「をいう。）」を加え、同表に

次の一号を加える。 

三 自動車の運転に関する技能及び知識の

教授（主として道路交通法（昭和三十五

年法律第百五号）第八十四条第一項に規

定する免許を受けようとする者に対する

ものに限る。）に係る学習支援業を営む

中小事業者で、同法第九十九条第一項の

規定により指定自動車教習所として指定

された同法第九十八条第一項に規定する

自動車教習所を設置するもの 

当該自動車教習所にお

いて当該事業の用に供

される車両及び運搬具

のうち貨物を運搬する

構造の自動車として政

令で定めるもの 

百分の二十 

  第十一条の二の次に次の一条を加える。 

  （被災代替資産等の特別償却） 

 第十一条の三 個人が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措

置に関する法律（平成八年法律第八十五号）第二条第一項の規定により特定非常災害

として指定された非常災害（以下この項において「特定非常災害」という。）に係る

同条第一項の特定非常災害発生日（以下この項において「特定非常災害発生日」とい

う。）から当該特定非常災害発生日の翌日以後五年を経過する日までの間に、次の表

の各号の上欄に掲げる減価償却資産で当該特定非常災害に基因して当該個人の事業

（事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。）の

用に供することができなくなつた建物（その附属設備を含む。以下この項において同

じ。）、構築物若しくは機械及び装置に代わるものとして政令で定めるものに該当す

るものの取得等（取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。）を

して、これを当該個人の事業の用（機械及び装置にあつては、貸付けの用を除く。）

に供した場合（所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産を

その事業の用に供した場合を除く。）又は同欄に掲げる減価償却資産の取得等をして、

これを被災区域（当該特定非常災害に基因して事業又は居住の用に供することができ

なくなつた建物又は構築物の敷地及び当該建物又は構築物と一体的に事業の用に供さ

れる附属施設の用に供されていた土地の区域をいう。）及び当該被災区域である土地



に付随して一体的に使用される土地の区域内において当該個人の事業の用（機械及び

装置にあつては、貸付けの用を除く。）に供した場合（所有権移転外リース取引によ

り取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。）には、

その用に供した日の属する年における当該個人の不動産所得の金額又は事業所得の金

額の計算上、これらの減価償却資産（以下この条において「被災代替資産等」とい

う。）の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定

にかかわらず、当該被災代替資産等について同項の規定により計算した償却費の額と

特別償却限度額（当該被災代替資産等の取得価額に同表の各号の上欄に掲げる減価償

却資産の区分に応じ当該各号の中欄に掲げる割合（当該個人が第十条第八項第五号に

規定する中小事業者である場合には、当該各号の下欄に掲げる割合）を乗じて計算し

た金額をいう。）との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額と

する。ただし、当該被災代替資産等の償却費として同法第四十九条第一項の規定によ

り必要経費に算入される金額を下ることはできない。 

資   産 割   合 割   合 

一 建物又は構築物（増築

された建物又は構築物の

その増築部分を含む。）

で、その建設の後事業の

用に供されたことのない

もの 

百分の十五（当該特定非

常災害発生日の翌日から

起算して三年を経過した

日（以下この表において

「発災後三年経過日」と

いう。）以後に取得又は

建設をしたものについて

は、百分の十） 

百分の十八（発災後三年

経過日以後に取得又は建

設をしたものについて

は、百分の十二） 

二 機械及び装置でその製

作の後事業の用に供され

たことのないもの 

百分の三十（発災後三年

経過日以後に取得又は製

作をしたものについて

は、百分の二十） 

百分の三十六（発災後三

年経過日以後に取得又は

製作をしたものについて

は、百分の二十四） 

 ２ 第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける被災代替資産等の償却費の額

を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却

限度額」とあるのは、「第十一条の三第一項本文の規定により必要経費に算入するこ

とができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。 

 ３ 前二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額に

ついてのその算入に関する記載があり、かつ、被災代替資産等の償却費の額の計算に

関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。 

 ４ 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない

確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつ

たことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同

項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項又は第二項の規定を適用することがで

きる。 

  第十二条第三項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に、



「第十条第六項第四号」を「第十条第八項第五号」に改める。 

  第十二条の二第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一

日」に改める。 

  第十三条の二の次に次の一条を加える。 

  （事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却） 

 第十三条の三 青色申告書を提出する個人で農業競争力強化支援法（平成二十九年法律

第▼▼▼号）第十九条第一項に規定する認定事業再編事業者（同法の施行の日から平

成三十一年三月三十一日までの間に同法第十八条第一項の認定を受けた個人に限

る。）であるものが、当該認定に係る同法第十八条第一項に規定する事業再編計画

（同法第十九条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。

以下この項において「認定事業再編計画」という。）に係る同法第十八条第三項第二

号の実施期間内において、当該認定事業再編計画に記載された同条第五項に規定する

事業再編促進設備等を構成する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物

（以下この項及び次項において「事業再編促進機械等」という。）でその製作若しく

は建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は事業再編促進機械等を

製作し、若しくは建設して、これを当該個人の事業再編促進対象事業（同法第二条第

七項に規定する事業再編促進対象事業をいう。以下この項において同じ。）の用に供

した場合（所有権移転外リース取引により取得した当該事業再編促進機械等をその事

業再編促進対象事業の用に供した場合を除く。）には、その事業再編促進対象事業の

用に供した日（以下この項において「供用日」という。）以後五年以内の日の属する

各年分の事業所得の金額の計算上、当該事業再編促進機械等の償却費として必要経費

に算入する金額は、供用日以後五年以内（当該認定事業再編計画について同法第十九

条第二項又は第三項の規定による認定の取消しがあつた場合には、供用日からその認

定の取消しがあつた日までの期間）でその用に供している期間に限り、所得税法第四

十九条第一項の規定にかかわらず、当該事業再編促進機械等について同項の規定によ

り計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百四十（建物及びその附属設備

並びに構築物については、百分の百四十五）に相当する金額以下の金額で、当該個人

が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該事業再編促進機械等の償却費と

して同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。 

 ２ 第十三条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける事業再編促進機械等の償却費

の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」と

あるのは「第十三条の三第一項」と、「その合計償却限度額」とあるのは「同項本文

の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と、「同条第一項」

とあるのは「同法第四十九条第一項」と読み替えるものとする。 

 ３ 第十一条第三項の規定は、第一項の規定又は前項において準用する第十三条第二項

の規定を適用する場合について準用する。 



 ４ 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政

令で定める。 

  第十四条を削る。 

  第十四条の二第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一

日」に改め、「又は同項第二号に掲げる建築物及び構築物」を削り、「同項第三号に掲

げるもの」を「同項第二号に掲げる構築物」に改め、同条第二項中「、第二号に掲げる

建築物に係る建物及びその附属設備並びに同号に掲げる構築物」を削り、「第三号に掲

げるもの」を「第二号に掲げる構築物」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中

「（これと併せて設置される機械及び装置で財務省令で定めるものを含む。）」を削り、

同号を同項第二号とし、同条第三項中「第十四条の二第一項」を「第十四条第一項」に

改め、同条を第十四条とする。 

  第十九条第一号中「第十条の四」を「第十条の四の二」に改め、「第十条の五の二」

の下に「、第十条の五の三」を加える。 

  第二十四条の二第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一

日」に、「、当該」を「、その」に改め、同条第九項中「に同項」を「に、同項」に改

める。 

  第二十四条の三第一項中「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改

める。 

  第二十五条第一項中「平成二十九年」を「平成三十二年」に改める。 

  第二十八条の二第一項中「第十条第六項第四号」を「第十条第八項第五号」に改める。 

  第二十八条の四第六項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一

日」に改める。 

  第三十条の二第一項中「準用する場合及び」を「準用する場合、」に、「第十条第二

項」を「第八条の規定により読み替えて適用される場合及び同法第九条第二項又は第三

項」に、「第十条第三項」を「第九条第四項」に改め、同条第五項中「第十条第三項」

を「第九条第四項」に改める。 

  第三十一条の二第一項中「平成二十八年十二月三十一日」を「平成三十一年十二月三

十一日」に改め、同条第二項第二号の次に次の一号を加える。 

  二の二 土地開発公社に対する次に掲げる土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が

独立行政法人都市再生機構が施行するそれぞれ次に定める事業の用に供されるもの 

   イ 被災市街地復興特別措置法（平成七年法律第十四号）第五条第一項の規定によ

り都市計画に定められた被災市街地復興推進地域（以下第三十四条の二までにお

いて「被災市街地復興推進地域」という。）内にある土地等 同法による被災市

街地復興土地区画整理事業（以下第三十四条の二までにおいて「被災市街地復興

土地区画整理事業」という。） 

   ロ 被災市街地復興特別措置法第二十一条に規定する住宅被災市町村の区域内にあ



る土地等 都市再開発法（昭和四十四年法律第三十八号）による第二種市街地再

開発事業 

  第三十一条の二第二項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同項第四号中「（昭

和四十四年法律第三十八号）」を削り、「前三号」を「前各号」に改め、同項第十一号

中「第一号」の下に「の上欄」を加え、同項第十二号中「、第二号」を「から第二号の

二まで」に改め、同条第三項中「平成二十八年十二月三十一日」を「平成三十一年十二

月三十一日」に、「期間）」を「期間。第五項において「予定期間」という。）」に、

「第七項」を「第八項」に改め、同条第五項中「第三項に規定する期間内に第二項第十

二号」を「予定期間内に同項第十二号」に改め、同条第九項中「第七項の規定による修

正申告書及び」を「第八項の規定による修正申告書及び」に改め、同項第一号中「第七

項」を「第八項」に改め、同項第二号中「で第七項」を「で第八項」に、「第三十一条

の二第七項」を「第三十一条の二第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項

を同条第九項とし、同条第七項中「期間」を「予定期間」に改め、同項を同条第八項と

し、同条第六項の次に次の一項を加える。 

 ７ 第三項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、特定非常災害の被害

者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により

特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、第三項

に規定する予定期間内に第二項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該

当することが困難となつた場合で政令で定める場合において、当該予定期間の初日か

ら当該予定期間の末日後二年以内の日で政令で定める日までの間に当該譲渡の全部又

は一部が同項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなる

ことが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより証明がされ

たときは、第三項、第五項及び次項から第十項までの規定の適用については、第三項

に規定する予定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。 

  第三十三条第一項中「第三十二条又は所得税法」を「前条又は同法」に改め、同項第

三号中「第九十条（大都市地域住宅等供給促進法第八十二条第一項」を「第九十条（同

項」に改め、同項第三号の二中「同法第七十九条第三項の」を「同項の」に改め、同項

第三号の五中「減価補償金」の下に「（次号において「減価補償金」という。）」を、

「施行区域」の下に「（同法第二条第八項に規定する施行区域をいう。同号において同

じ。）」を加え、同号の次に次の二号を加える。 

  三の六 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が被災市街地復興推進地域にお

いて施行する被災市街地復興土地区画整理事業で減価補償金を交付すべきこととな

るものの施行区域内にある土地等について、これらの者が当該被災市街地復興土地

区画整理事業として行う公共施設の整備改善に関する事業の用に供するためにこれ

らの者（土地開発公社を含む。）に買い取られ、対価を取得する場合（前二号に掲

げる場合に該当する場合を除く。） 



  三の七 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が被災市街地復興特別措置法第

二十一条に規定する住宅被災市町村の区域において施行する都市再開発法による第

二種市街地再開発事業の施行区域（都市計画法第十二条第二項の規定により第二種

市街地再開発事業について都市計画に定められた施行区域をいう。）内にある土地

等について、当該第二種市街地再開発事業の用に供するためにこれらの者（土地開

発公社を含む。）に買い取られ、対価を取得する場合（第二号又は次条第一項第一

号に掲げる場合に該当する場合を除く。） 

  第三十三条第二項中「もつて収用等」を「もつて取得指定期間（収用等」に、「を取

得する」を「の取得をする」に、「期間）」を「期間）をいう。）」に、「補償金、対

価又は清算金の額」」を「の額（」」に、「補償金、対価又は清算金の額（収用等」を

「の額（次項に規定する収用等」に、「代替資産を取得した」を「同項に規定する代替

資産の取得をした」に、「金額）」を「金額。以下この項において同じ。）（」に改め、

同条第三項中「、第二号」の下に「又は第三号」を加え、「同号に規定する土地の上に

ある資産（同号」を「これらの号に規定する土地の上にある資産（これらの号」に、

「又は第二号」を「若しくは第二号」に、「又は対価」を「若しくは対価の額又は第三

号に規定する補償金」に改め、同項に次の一号を加える。 

  三 土地等が第三十三条の三第八項の規定に該当することとなつたことに伴い、その

土地の上にある資産が土地区画整理法第七十七条の規定により除却される場合にお

いて、当該資産の損失に対して、同法第七十八条第一項の規定による補償金を取得

するとき。 

  第三十三条第五項中「添附しない」を「添付しない」に改め、同項ただし書中「添

附」を「添付」に改め、同条に次の一項を加える。 

 ７ 個人が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する

法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するや

むを得ない事情により、代替資産の第二項に規定する取得指定期間内における取得を

することが困難となつた場合において、当該取得指定期間の初日から当該取得指定期

間の末日後二年以内の日で政令で定める日までの間に代替資産の取得をする見込みで

あり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたと

きは、同項及び第三十三条の五の規定の適用については、同項に規定する取得指定期

間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。 

  第三十三条の二第二項中「同項各号」を「当該各号」に、「を取得した」を「の取得

をした」に、「取得する」を「取得をする」に改め、同条に次の一項を加える。 

 ５ 前条第七項の規定は、第二項の規定を適用する場合について準用する。この場合に

おいて、同条第七項中「第二項」とあるのは、「次条第二項において準用する第二

項」と読み替えるものとする。 

  第三十三条の三第一項中「第十六条第一項」を「（平成十年法律第九十二号）第十六



条第一項」に改め、同条に次の五項を加える。 

 ８ 個人が、その有する土地等（所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産そ

の他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。）で被

災市街地復興推進地域内にあるものにつき被災市街地復興土地区画整理事業が施行さ

れた場合において、当該土地等に係る換地処分により、土地等及びその土地等の上に

建設された被災市街地復興特別措置法第十五条第一項に規定する住宅又は同条第二項

に規定する住宅等（以下この項、次項及び第三十三条の六第一項第四号において「代

替住宅等」という。）を取得したときは、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税

法第三十三条の規定の適用については、当該換地処分により譲渡した土地等（代替住

宅等とともに清算金を取得した場合又は被災市街地復興特別措置法第十七条第一項の

規定により保留地が定められた場合には、当該譲渡した土地等のうち当該清算金の額

又は当該保留地の対価の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分）の譲

渡がなかつたものとみなす。 

 ９ 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規

定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、被災市街地復興土地区画整理事業

の施行者から交付を受けた土地等に係る換地処分により代替住宅等を取得したことを

証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。 

 10 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない

確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつ

たことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同

項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第八項の規定を適用すること

ができる。 

 11 第八項の規定の適用を受ける同項に規定する換地処分による土地等の譲渡について

は、第一項の規定は、適用しない。 

 12 個人の有する土地又は土地の上に存する権利で被災市街地復興推進地域内にあるも

のにつき被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、当該個人が、

当該土地又は土地の上に存する権利に係る換地処分により土地等及びその土地等の上

に建設された被災市街地復興特別措置法第十五条第一項に規定する住宅又は同条第二

項に規定する住宅等を取得したときにおける第一項の規定の適用については、当該換

地処分による土地又は土地の上に存する権利の譲渡につき第八項の規定の適用を受け

る場合を除き、当該換地処分により取得した当該住宅又は当該住宅等は第一項に規定

する清算金に、当該住宅又は当該住宅等の価額は同項に規定する清算金の額にそれぞ

れ該当するものとみなす。 

  第三十三条の四第一項中「同項第二号」の下に「若しくは第三号」を加え、「（第三

十三条の二」を「（同条」に改め、同条第三項第二号中「とき。」を「とき」に改める。 

  第三十三条の五第一項第一号中「を取得した」を「の取得をした」に改め、同項第二



号中「代替資産を」を削り、「期間内に取得しなかつた」を「取得指定期間内に代替資

産の取得をしなかつた」に、「その期間」を「当該取得指定期間」に改め、同条第四項

中「期間」を「取得指定期間」に、「を取得した」を「の取得をした」に改める。 

  第三十三条の六第一項に次の一号を加える。 

  四 代替住宅等を取得するために要した経費の額がある場合 当該経費の額 

  第三十四条第二項第一号中「又は第三号の五」を「から第三号の六まで」に改め、同

条第五項中「添附」を「添付」に改める。 

  第三十四条の二第二項第二十号中「含む。）又は」を「含む。）、」に、「の規定」

を「又は被災市街地復興特別措置法第八条第三項の規定」に改め、同項第二十一号の次

に次の一号を加える。 

  二十一の二 土地等につき被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合におい

て、被災市街地復興特別措置法第十七条第一項の規定により保留地が定められたこ

とに伴い当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち当該保留地の対価の額

に対応する部分の譲渡があつたとき。 

  第三十四条の二第四項中「規定は、」を「規定は」に改め、同項を同条第五項とし、

同条第三項中「前項第一号」を「第二項第一号」に改め、同項を同条第四項とし、同条

第二項の次に次の一項を加える。 

 ３ 個人の有する土地等で被災市街地復興推進地域内にあるものが前項第二十一号の二

に掲げる場合に該当することとなつた場合には、同号の保留地が定められた場合は第

三十三条の三第一項に規定する保留地が定められた場合に該当するものとみなし、か

つ、同号の保留地の対価の額は同項に規定する保留地の対価の額に該当するものとみ

なして、同項の規定を適用する。 

  第三十四条の三第二項第四号中「農村地域工業等導入促進法（」を「農村地域への産

業の導入の促進等に関する法律（」に、「第五条第三項」を「第五条第二項」に、「又

は第二項の」を「に規定する」に、「工業等導入地区」を「同条第二項第一号に規定す

る産業導入地区」に、「農村地域工業等導入促進法第四条第二項第二号」を「農村地域

への産業の導入の促進等に関する法律第四条第二項第四号」に、「工場用地等」を「施

設用地」に改める。 

  第三十六条の二第二項中「翌年中」を「翌年一月一日から同年十二月三十一日（特定

非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項

の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情によ

り、同日までに買換資産の取得をすることが困難となつた場合において、同日後二年以

内に買換資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地

の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日の属する年の翌々年十二月三十一日。次条

第二項第二号において「取得期限」という。）までの間」に、「同項中「」を「前項中

「当該」に、「」とあるのは「譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日」を「までの



間」とあるのは「次項に規定する取得期限まで」に、「翌年十二月三十一日」とあるの

は「翌々年十二月三十一日」を「から当該譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日ま

での間」とあるのは「の属する年の翌年十二月三十一日まで」に改める。 

  第三十六条の三第二項第二号中「前条第二項に規定する譲渡の日の属する年の翌年十

二月三十一日」を「取得期限」に改める。 

  第三十七条第一項中「平成二十九年十二月三十一日」を「平成三十二年十二月三十一

日」に、「の第九号」を「の第七号」に、「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号

の五の二」に、「第三号及び第九号」を「第二号及び第七号」に、「第十号」を「第八

号」に、「。以下この条及び次条」を「。第三項及び第四項並びに次条第一項」に改め、

同項の表の第一号の上欄中「事務所若しくは」を削り、「第九号」を「第七号」に改め、

「（次号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。）」を削り、同号の下欄中「こ

の表」を「この号から第四号まで」に、「第三号まで」を「この号及び次号」に改め、

「地域内にあるものに限る」の下に「ものとし、都市再生特別措置法第八十一条第一項

の規定により同項に規定する立地適正化計画を作成した市町村の当該立地適正化計画に

記載された同条第二項第三号に規定する都市機能誘導区域以外の地域内にある当該立地

適正化計画に記載された同号に規定する誘導施設に係る土地等、建物及び構築物を除

く」を加え、同表の第二号を削り、同表の第三号を同表の第二号とし、同表の第四号の

下欄中「第六号」を「第五号」に改め、同号を同表の第三号とし、同表の第五号を同表

の第四号とし、同表の第六号を同表の第五号とし、同表の第七号を削り、同表の第八号

を同表の第六号とし、同表の第九号を同表の第七号とし、同表の第十号の上欄中「限

る」の下に「ものとし、漁業（水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。）の用に供さ

れるものを除く」を加え、同号を同表の第八号とし、同条第三項中「平成二十九年十二

月三十一日」を「平成三十二年十二月三十一日」に、「第九号」を「第七号」に改め、

同条第四項中「平成二十九年十二月三十一日」を「平成三十二年十二月三十一日」に、

「第九号」を「第七号」に、「翌年中（」を「翌年の一月一日から同年の十二月三十一

日までの期間（」に、「当該翌年中」を「同日まで」に、「当該翌年の十二月三十一

日」を「同日」に、「期間内。」を「期間。」に、「同じ。）」を「「取得指定期間」

という。）内」に改め、同条第十一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十二

年三月三十一日」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項を同条第十一項とし、

同条第九項中「の第九号」を「の第七号」に、「第九号買換資産」を「第七号買換資

産」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項の次に

次の一項を加える。 

 ８ 個人が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する

法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するや

むを得ない事情により、第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の第四項に規定する取

得指定期間内における取得をすることが困難となつた場合において、当該取得指定期



間の初日から当該取得指定期間の末日後二年以内の日で政令で定める日までの間に当

該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるとこ

ろにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同項及び次条の規定の適用に

ついては、同項に規定する取得指定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの

期間とする。 

  第三十七条の二第一項及び第二項中「に規定する譲渡の日の属する年分」を「の譲渡

をした日の属する年分」に改め、同項第一号中「第九号」を「第七号」に、「同条第九

項第一号」を「同条第十項第一号」に改め、同項第二号中「前条第四項に規定する譲渡

の日の属する年の翌年中」を「取得指定期間内」に、「同項に規定する取得」を「前条

第四項の取得」に、「に規定する事業」を「の事業」に改める。 

  第三十七条の三第二項中「第三十七条第九項の」を「第三十七条第十項の」に改め、

同項第一号中「第三十七条第九項第一号」を「第三十七条第十項第一号」に改め、同項

第二号中「第三十七条第九項第二号」を「第三十七条第十項第二号」に改める。 

  第三十七条の四中「平成二十九年十二月三十一日」を「平成三十二年十二月三十一

日」に、「第九号」を「第七号」に改める。 

  第三十七条の五第一項の表以外の部分中「（以下この項」の下に「、第三項」を加え、

「）若しくは」を「）、若しくは」に、「）又は」を「）、又は」に改め、同表の第二

号の上欄のイ中「イに」を「上欄のイに」に改め、同条第二項中「第八項まで」を「第

九項まで」に改め、同項の表第三十七条第四項の項中「平成二十九年十二月三十一日」

を「平成三十二年十二月三十一日」に、「第九号」を「第七号」に、「当該翌年中」を

「まで」に、「同じ。）に当該各号」を「内に当該各号」に、「同じ。）に当該買換資

産」を「内に買換資産」に改め、同表第三十七条第六項の項中「同条第二項」を「第四

項」に、「第三十七条第四項の規定」を「場合」に、「この条」を「この項及び次項並

びに第三十七条の三第三項」に改め、同表第三十七条第八項の項を次のように改める。 

第三十七条第八項 第一項の表 第三十七条の五第一項の表 

  第三十七条の五第二項の表第三十七条の二第二項の項を次のように改める。 

第三十七条の二第二

項 

準用する同条第一項 準用する第三十七条の五第一項 

 に同条第四項 に前条第四項 

 の規定により読み替えら

れた同条第一項 

において準用する第三十七条の

五第一項 

 とき、又はその買換資産

の地域が同条第四項の地

域と異なることとなつた

こと若しくはその買換資

産（同条第一項の表の第

七号に係るものに限

る。）の同条第十項第一

号に規定する地域若しく

とき 



は同項第二号に規定する

地域若しくはこれらの地

域以外の地域の区分が、

同条第四項の取得をし、

事業の用に供する見込み

であつた資産のこれらの

地域の区分と異なること

となつたことにより同条

第一項に規定する譲渡が

あつたものとされる部分

の金額に過不足額がある

とき 

 同項の事業の用 第三十七条の五第一項に規定す

る事業の用又は居住の用 

  第三十七条の五第四項中「前項」の下に「の規定」を加え、「の規定により読み替え

て」を「において」に、「及び第六項から第八項まで」を「、第六項、第七項及び第九

項」に改める。 

  第三十七条の十第一項中「第三項第四号」を「第三項第五号」に改め、同条第三項第

一号中「次号」の下に「及び第三号」を加え、同項第二号中「もの」の下に「で、当該

株式又は出資が法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人（信託の分割によりそ

の信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転

する法人課税信託に係る所得税法第六条の三に規定する受託法人を含む。以下この号に

おいて同じ。）の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等

の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されたもの」を加え、同

項第八号を同項第九号とし、同項第四号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、同項第三

号中「以外のもの及び」を「及び同条第十二号の十五の二に規定する株式分配以外のも

の並びに」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。 

  三 法人の株主等がその法人の行つた法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する

株式分配（当該法人の株主等に同号に規定する完全子法人の株式又は出資以外の資

産の交付がされなかつたもので、当該株式又は出資が同条第十二号の五の二に規定

する現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人

の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付され

たものを除く。）により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額 

  第三十七条の十二第二項及び第四項中「第六号」を「第七号」に改める。 

  第三十七条の十二の二第二項第五号中「第二条第十二号の六の四」を「第二条第十二

号の六の三」に改め、同条第九項中「同法第百二十三条第一項」を「同項」に改め、

「の合計額をこえる」及び「の合計額を超える」を削る。 

  第三十七条の十三第一項第四号中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三

月三十一日」に改める。 



  第三十七条の十四第一項中「居住者又は」を「金融商品取引業者等（第三十七条の十

一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条におい

て同じ。）の営業所（同号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条において同

じ。）に非課税口座を開設している居住者又は」に改め、「非課税口座に第五項第二号

に規定する非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の一月一日以後五年を経過す

る日までの間に、非課税口座内上場株式等（」を削り、「振替口座簿をいう。」の下に

「以下この項、」を加え、「され、又は」を「され、若しくは」に、「株式等（第三十

七条の十第二項に規定する株式等をいう。第四項及び第五項並びに次条において同

じ。）であつて次に掲げるものをいう。次項から第四項までにおいて同じ。）のうち当

該非課税管理勘定に係るものの当該非課税上場株式等管理契約に基づく」を「第一号に

掲げる同号に規定する上場株式等又は非課税累積投資契約に基づき当該非課税口座に係

る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該非課税口座に保管の委託がされ

ている第二号に掲げる第一号に規定する上場株式等（次項から第四項までにおいて「非

課税口座内上場株式等」と総称する。）のそれぞれ次の各号に定める」に改め、同項各

号を次のように改める。 

  一 当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る上場株式等（次に掲げる株式

等、受益権及び投資口をいう。以下この条（第三項を除く。）及び次条（第三項及

び第五項第六号を除く。）において同じ。） 当該非課税管理勘定を設けた日から

同日の属する年の一月一日以後五年を経過する日までの間に行う当該非課税上場株

式等管理契約に基づく譲渡 

   イ 第三十七条の十第二項に規定する株式等（第四項及び次条において「株式等」

という。）で第三十七条の十第二項第一号から第五号までに掲げるもの（同項第

四号に掲げる受益権にあつては、公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権及

び証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないものの受益

権に限る。）又は新株予約権付社債（資産の流動化に関する法律第百三十一条第

一項に規定する転換特定社債及び同法第百三十九条第一項に規定する新優先出資

引受権付特定社債を含む。）のうち、第三十七条の十一第二項第一号に掲げる株

式等に該当するもの 

   ロ 公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が第八条の

四第一項第二号に規定する公募により行われたもの（第三条の二に規定する特定

株式投資信託を除く。）の受益権 

   ハ 第八条の四第一項第三号に規定する特定投資法人の投資信託及び投資法人に関

する法律第二条第十四項に規定する投資口 

  二 当該非課税口座に設けられた累積投資勘定に係る上場株式等で次に掲げるもの 

当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の一月一日以後二十年を経過する

日までの間に行う当該非課税累積投資契約に基づく譲渡 



   イ 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権のうち、第三十七条の十一第二項

第一号に掲げる株式等に該当するもの 

   ロ 前号ロに掲げる上場株式等 

  第三十七条の十四第二項及び第三項中「非課税上場株式等管理契約」の下に「又は非

課税累積投資契約」を加え、同条第四項中「非課税口座からの」を「非課税管理勘定又

は累積投資勘定からの」に、「に基づく」を「又は非課税累積投資契約に基づく」に改

め、「の払出しがあつた」の下に「非課税管理勘定又は累積投資勘定が設けられてい

る」を加え、「の取得をした」を「を取得した」に改め、同項第一号中「次項第二号」

の下に「及び第四号」を、「移管」の下に「、非課税管理勘定から当該非課税管理勘定

が設けられている非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定への移管」を加え、同項

第三号中「非課税上場株式等管理契約」の下に「又は非課税累積投資契約」を加え、同

条第五項第一号中「金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者（同法第

二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。）、同法第二条第十

一項に規定する登録金融機関又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項に

規定する投資信託委託会社（以下この条及び次条において「」を削り、「」という。）

の営業所（国内にある営業所又は事務所をいう。以下この条及び次条において同

じ。）」を「の営業所」に改め、「（第一項各号に掲げる株式等をいう。以下この条及

び次条（同条第三項及び第五項第六号を除く。）において同じ。）」を削り、「非課税

管理勘定廃止通知書」を「勘定廃止通知書」に、「非課税上場株式等管理契約に基づき

平成二十六年一月一日から平成三十五年十二月三十一日までの間」を「次に掲げる契約

に基づきそれぞれ次に定める期間内」に、「に基づく」を「及び非課税累積投資契約に

基づく」に改め、同号に次のように加える。 

   イ 非課税上場株式等管理契約 平成二十六年一月一日から平成三十五年十二月三

十一日までの期間 

   ロ 非課税累積投資契約 平成三十年一月一日から平成四十九年十二月三十一日ま

での期間 

  第三十七条の十四第五項第二号中「及び前各項」を「（第一号に係る部分に限る。）

の規定並びに第一項（第一号に係る部分に限る。）及び前三項」に改め、「（当該契約

に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該

記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行う

ための勘定で、平成二十六年から平成三十五年までの各年に設けられるものをいう。以

下この条において同じ。）」及び「、当該非課税管理勘定は当該居住者又は恒久的施設

を有する非居住者から提出を受けた非課税適用確認書、非課税管理勘定廃止通知書又は

非課税口座廃止通知書に記載された勘定設定期間（次号に規定する勘定設定期間をいう。

以下この号において同じ。）においてのみ設けられること、当該非課税管理勘定は当該

勘定設定期間内の各年の一月一日（非課税適用確認書が年の中途において提出された場



合における当該提出された日の属する年にあつてはその提出の日とし、非課税管理勘定

廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が提出された場合にあつては第二十二項の規定に

より同項の所轄税務署長から同項第一号に定める事項の提供があつた日（その非課税管

理勘定を設定しようとする年の一月一日前に当該事項の提供があつた場合には、同日）

とする。）において設けられること」を削り、「上場株式等は」の下に「、ロの移管が

されるものを除き、」を加え、同号イ中「当該口座に係る他の年分の非課税管理勘定か

ら」を「(2)」に改め、「いう」の下に「。第四号イにおいて同じ」を、「百二十万

円」の下に「（ロに掲げる上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払

出し時の金額を控除した金額）」を加え、同号イ(1)中「含む」の下に「。第四号にお

いて同じ」を、「限る」の下に「。同号において同じ」を加え、同号イ(2)中「当該非

課税管理勘定」を「他年分非課税管理勘定（当該非課税管理勘定」に、「から」を「を

いう。ロにおいて同じ。）から」に改め、「上場株式等」の下に「（ロに掲げるものを

除く。）」を加え、同号ロ中「イ」を「イ及びロ」に改め、同号ロを同号ハとし、同号

イの次に次のように加える。 

   ロ 他年分非課税管理勘定から、当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属す

る年の一月一日から五年を経過した日に政令で定めるところにより移管がされる

上場株式等 

  第三十七条の十四第五項第五号中「非課税管理勘定」の下に「又は累積投資勘定」を

加え、同号を同項第八号とし、同項第四号中「非課税管理勘定廃止通知書」を「勘定廃

止通知書」に改め、「、非課税管理勘定」の下に「又は累積投資勘定」を加え、同号を

同項第七号とし、同項第三号中「非課税管理勘定」の下に「又は累積投資勘定」を加え、

「期間のいずれかの」を削り、「イに」を「イ(1)に」に改め、同号イ及びロを次のよ

うに改める。 

   イ 非課税管理勘定を設けることができる期間として、次に掲げる期間のいずれか

の期間 

    (1) 平成二十六年一月一日から平成二十九年十二月三十一日までの期間 

    (2) 平成三十年一月一日から平成三十五年十二月三十一日までの期間 

   ロ 累積投資勘定を設けることができる期間として、平成三十年一月一日から平成

四十九年十二月三十一日までの期間 

  第三十七条の十四第五項第三号を同項第六号とし、同項第二号の次に次の三号を加え

る。 

  三 非課税管理勘定 非課税上場株式等管理契約に基づき振替口座簿への記載若しく

は記録又は保管の委託がされる上場株式等につき当該記載若しくは記録又は保管の

委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、次に掲げ

る要件を満たすものをいう。 

   イ 当該勘定は、金融商品取引業者等の営業所の長が居住者又は恒久的施設を有す



る非居住者から提出を受けた非課税適用確認書、勘定廃止通知書又は非課税口座

廃止通知書に記載された非課税管理勘定の勘定設定期間（第六号に規定する勘定

設定期間をいう。ロ及び第五号において同じ。）内の各年（累積投資勘定が設け

られる年を除く。）においてのみ設けられること。 

   ロ 当該勘定は、当該勘定設定期間内の各年の一月一日（非課税適用確認書が年の

中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあつてはそ

の提出の日とし、勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が提出された場合に

あつては第二十二項の規定により同項の所轄税務署長から同項第一号に定める事

項の提供があつた日（その勘定を設定しようとする年の一月一日前に当該事項の

提供があつた場合には、同日）とする。）において設けられること。 

  四 非課税累積投資契約 第九条の八（第二号に係る部分に限る。）の規定並びに第

一項（第二号に係る部分に限る。）及び前三項の規定の適用を受けるために第一項

の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した累積投

資契約（当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、一定額の同号イ又はロに

掲げる上場株式等につき、定期的に継続して、当該金融商品取引業者等に買付けの

委託をし、当該金融商品取引業者等から取得し、又は当該金融商品取引業者等が行

う募集により取得することを約する契約で、あらかじめその買付けの委託又は取得

をする上場株式等の銘柄が定められているものをいう。）により取得した上場株式

等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約で、その契約書に

おいて、上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、当該記

載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた累積投資勘定において行う

こと、当該累積投資勘定においては当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の

同号イ及びロに掲げる上場株式等（当該上場株式等を定期的に継続して取得するこ

とにより個人の財産形成が促進されるものとして政令で定める要件を満たすものに

限る。）のうち次に掲げるもののみを受け入れること、当該金融商品取引業者等は、

政令で定めるところにより基準経過日（当該口座に初めて累積投資勘定を設けた日

から十年を経過した日及び同日の翌日以後五年を経過した日ごとの日をいう。）に

おける当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住所その他の政令で定める事

項を確認することとされていること、当該累積投資勘定において振替口座簿への記

載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当該金融商品取引

業者等への売委託による方法、当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政

令で定める方法によりすること、当該累積投資勘定が設けられた日の属する年の一

月一日から二十年を経過した日において当該累積投資勘定に係る上場株式等は当該

累積投資勘定が設けられた口座から他の保管口座に移管されることその他政令で定

める事項が定められているものをいう。 

   イ 当該口座に累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の十二月三十一日



までの期間（以下この号において「受入期間」という。）内に当該金融商品取引

業者等への買付けの委託により取得をした上場株式等、当該金融商品取引業者等

から取得をした上場株式等又は当該金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集

により取得をした上場株式等のうち、その取得後直ちに当該口座に受け入れられ

るもので当該受入期間内に受け入れた上場株式等の取得対価の額の合計額が四十

万円を超えないもの 

   ロ イに掲げるもののほか政令で定める上場株式等 

  五 累積投資勘定 非課税累積投資契約に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又

は保管の委託がされる上場株式等につき当該記載若しくは記録又は保管の委託に関

する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、次に掲げる要件を

満たすものをいう。 

   イ 当該勘定は、金融商品取引業者等の営業所の長が居住者又は恒久的施設を有す

る非居住者から提出を受けた非課税適用確認書、勘定廃止通知書又は非課税口座

廃止通知書に記載された累積投資勘定の勘定設定期間内の各年（非課税管理勘定

が設けられる年を除く。）においてのみ設けられること。 

   ロ 当該勘定は、当該勘定設定期間内の各年の一月一日（非課税適用確認書が年の

中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあつてはそ

の提出の日とし、勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が提出された場合に

あつては第二十二項の規定により同項の所轄税務署長から同項第一号に定める事

項の提供があつた日（その勘定を設定しようとする年の一月一日前に当該事項の

提供があつた場合には、同日）とする。）において設けられること。 

  第三十七条の十四第六項第一号中「前項第三号イ」を「前項第六号イ(1)」に改め、

同項第二号中「前項第三号ロ」を「前項第六号イ(2)又はロ」に改め、同条第十二項中

「非課税管理勘定」の下に「又は累積投資勘定」を、「同一の勘定設定期間」の下に

「又はその期間の全部若しくは一部が重複する勘定設定期間」を加え、同条第十四項及

び第十五項第一号中「非課税管理勘定」の下に「又は累積投資勘定」を加え、同項第二

号中「新たに非課税管理勘定」の下に「又は累積投資勘定」を加え、同号ただし書中

「非課税管理勘定廃止通知書」を「勘定廃止通知書」に改め、同条第十六項中「旨、非

課税管理勘定」の下に「又は累積投資勘定」を加え、「非課税管理勘定廃止通知書」を

「勘定廃止通知書」に改め、同条第十九項各号中「非課税管理勘定」の下に「又は累積

投資勘定」を加え、同条第二十項中「非課税管理勘定廃止通知書」を「勘定廃止通知

書」に改め、「に非課税管理勘定」、「する非課税管理勘定」及び「の非課税管理勘

定」の下に「又は累積投資勘定」を加え、同条第二十一項中「非課税管理勘定廃止通知

書」を「勘定廃止通知書」に改め、「記載された非課税管理勘定」の下に「若しくは累

積投資勘定」を加え、同条第二十二項第一号中「非課税管理勘定」の下に「又は累積投

資勘定」を加え、同項第二号中「非課税管理勘定」の下に「及び累積投資勘定」を加え、



「及び」を「並びに」に改め、同条第二十六項中「非課税管理勘定」の下に「又は累積

投資勘定」を加える。 

  第三十七条の十四の二第一項中「株式等であつて前条第一項各号に掲げるもの」を

「上場株式等」に改め、同条第四項中「未成年者口座からの」を「非課税管理勘定又は

継続管理勘定からの」に改め、「の払出しがあつた」の下に「非課税管理勘定又は継続

管理勘定が設けられている」を加え、「の取得をした」を「を取得した」に改め、同項

第一号中「移管」の下に「、非課税管理勘定から当該非課税管理勘定が設けられている

未成年者口座に係る他の年分の非課税管理勘定若しくは継続管理勘定への移管」を加え、

同条第五項第二号ロ(1)中「当該口座に係る他の年分の非課税管理勘定から」を

「(ⅱ)」に改め、「八十万円」の下に「（(2)に掲げる上場株式等がある場合には、当

該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額）」を加え、同号ロ(1)(ⅱ)

中「上場株式等」の下に「（(2)に掲げるものを除く。）」を加え、同号ロ(2)中

「(1)」を「(1)及び(2)」に改め、同号ロ(2)を同号ロ(3)とし、同号ロ(1)の次に次のよ

うに加える。 

    (2) 当該非課税管理勘定を設けた口座に係る他の年分の非課税管理勘定から、

当該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の一月一日から五年

を経過する日の翌日に政令で定めるところにより移管がされる上場株式等 

  第三十七条の十四の二第五項第二号ハ(1)中「上場株式等」の下に「（(2)に掲げるも

のを除く。）」を、「八十万円」の下に「（(2)に掲げる上場株式等がある場合には、

当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額）」を加え、同号ハ(2)中

「(1)」を「(1)及び(2)」に改め、同号ハ(2)を同号ハ(3)とし、同号ハ(1)の次に次のよ

うに加える。 

    (2) 当該継続管理勘定を設けた口座に係る他の年分の非課税管理勘定から、当

該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の一月一日から五年を

経過する日の翌日に政令で定めるところにより移管がされる上場株式等 

  第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(1)中「又はハ(1)」を「若しくは(2)又はハ(1)

若しくは(2)」に改め、同条第六項第二号中「掲げる」を「規定する他の保管口座又は

非課税管理勘定若しくは継続管理勘定への」に改める。 

  第三十七条の十四の三の見出し中「外国親法人株式」を「外国親法人株式等」に改め、

同条第一項中「第三項」を「第四項」に、「第四項」を「第五項」に、「。次項及び」

を「。次項、第三項及び」に、「該当する場合には、」を「該当する場合には」に、

「次項、第六項」を「以下この条」に改め、同条第二項中「第四項」を「第五項」に、

「該当する場合には、」を「該当する場合には」に改め、同条第八項中「第三項」を

「第四項」に、「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中

「第三項まで」を「第四項まで」に改め、「特定分割型分割」の下に「、特定株式分

配」を加え、「）又は」を「）、外国完全子法人株式又は」に、「（第三項」を「（第



四項」に改め、「、第二項」の下に「及び第三項」を加え、同項を同条第八項とし、同

条第六項中「又は第二項」及び「若しくは第二項」を「から第三項まで」に、「第三十

七条の十四の三第六項」を「第三十七条の十四の三第七項」に改め、同項を同条第七項

とし、同条第五項第三号中「もの」の下に「（当該外国分割承継親法人株式が同条第十

二号の二に規定する分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法

人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されたもの

に限る。）」を加え、同項第六号中「第二条第十二号の六の四」を「第二条第十二号の

六の三」に改め、同号を同項第八号とし、同項第五号中「第二条第十二号の六の三」を

「第二条第十二号の六」に改め、同号を同項第七号とし、同項第四号の次に次の二号を

加える。 

  五 特定株式分配 法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配で、同条

第十二号の五の二に規定する現物分配法人の株主等に外国完全子法人株式以外の資

産が交付されなかつたもの（当該外国完全子法人株式が当該現物分配法人の発行済

株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現

物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されたものに限る。）をいう。 

  六 外国完全子法人株式 法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する完全子法人

（外国法人に限る。）の株式をいう。 

  第三十七条の十四の三第五項を同条第六項とし、同条第四項中「恒久的施設管理親法

人株式」を「恒久的施設管理外国株式」に、「及び」を「、特定株式分配により交付を

受ける恒久的施設管理完全子法人株式及び」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三

項中「第二条第十二号の六の四」を「第二条第十二号の六の三」に改め、同項を同条第

四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。 

 ３ 恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国

法人の行つた特定株式分配により外国完全子法人株式（当該非居住者が恒久的施設管

理株式に対応して交付を受けるもの（第五項において「恒久的施設管理完全子法人株

式」という。）を除く。以下この項において同じ。）の交付を受ける場合には、その

交付を受ける外国完全子法人株式の価額に相当する金額（所得税法第二十五条第一項

の規定に該当する部分の金額を除く。）は、その有する株式が一般株式等に該当する

場合には一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額と、その有する株式が上場株式

等に該当する場合には上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、同法

及びこの章の規定を適用する。 

  第三十七条の十四の四第一項中「前条第五項第一号」を「前条第六項第一号」に、

「には、」を「には」に改め、同条第二項中「前条第五項第三号」を「前条第六項第三

号」に、「前条第五項第四号」を「前条第六項第四号」に、「には、」を「には」に改

め、同条第三項中「前条第五項第五号」を「前条第六項第七号」に、「第二条第十二号

の十六」を「第二条第十二号の十七」に、「適格株式交換に」を「適格株式交換等に」



に、「同条第十二号の六の四」を「同条第十二号の六の三」に、「同項第六号」を「同

項第八号」に改め、同条第四項第二号中「第二条第十二号の六の四」を「第二条第十二

号の六の三」に改める。 

  第三十九条第七項中「同条第一項」の下に「若しくは第八項」を加える。 

  第四十条の三の二第一項中「第四十二条の四第六項第四号」を「第四十二条の四第八

項第六号」に改める。 

  第四十条の三の四第一項中「非居住者に係る」を「租税条約の」に、「に対し」を

「又は国税庁長官に対し」に改める。 

  第二章第四節の三の節名及び同節第一款の款名中「特定外国子会社等」を「外国関係

会社」に改める。 

  第四十条の四の前の見出しを削り、同条第一項を次のように改める。 

   次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち、特定外国関係会社又は対象外国関係

会社に該当するものが、昭和五十三年四月一日以後に開始する各事業年度（第二条第

二項第十八号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第二項において同

じ。）において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその者が直

接及び間接に有する当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社の株式等（株式又は

出資をいう。以下この条において同じ。）の数又は金額につきその請求権（剰余金の

配当等（法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は

剰余金の分配をいう。以下この項及び次項において同じ。）を請求する権利をいう。

以下この条において同じ。）の内容を勘案した数又は金額並びにその者と当該特定外

国関係会社又は対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定め

るところにより計算した金額（次条において「課税対象金額」という。）に相当する

金額は、その者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日か

ら二月を経過する日の属する年分のその者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算

入する。 

  一 居住者の外国関係会社に係る次に掲げる割合のいずれかが百分の十以上である場

合における当該居住者 

   イ その有する外国関係会社の株式等の数又は金額（当該外国関係会社と居住者又

は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零）及び他の外国法人を通じ

て間接に有するものとして政令で定める当該外国関係会社の株式等の数又は金額

の合計数又は合計額が当該外国関係会社の発行済株式又は出資（自己が有する自

己の株式等を除く。次項、第六項及び第八項において「発行済株式等」とい

う。）の総数又は総額のうちに占める割合 

   ロ その有する外国関係会社の議決権（剰余金の配当等に関する決議に係るものに

限る。ロ及び次項第一号イ(2)において同じ。）の数（当該外国関係会社と居住

者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零）及び他の外国法人を



通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国関係会社の議決権の数の合

計数が当該外国関係会社の議決権の総数のうちに占める割合 

   ハ その有する外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金

の配当等の額（当該外国関係会社と居住者又は内国法人との間に実質支配関係が

ある場合には、零）及び他の外国法人を通じて間接に有する当該外国関係会社の

株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額として政令で定

めるものの合計額が当該外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることがで

きる剰余金の配当等の総額のうちに占める割合 

  二 外国関係会社との間に実質支配関係がある居住者 

  三 外国関係会社（居住者との間に実質支配関係があるものに限る。）の他の外国関

係会社に係る第一号イからハまでに掲げる割合のいずれかが百分の十以上である場

合における当該居住者（同号に掲げる居住者を除く。） 

  四 外国関係会社に係る第一号イからハまでに掲げる割合のいずれかが百分の十以上

である一の同族株主グループ（外国関係会社の株式等を直接又は間接に有する者及

び当該株式等を直接又は間接に有する者との間に実質支配関係がある者（当該株式

等を直接又は間接に有する者を除く。）のうち、一の居住者又は内国法人、当該一

の居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある者及び当該一の居住者又は内国

法人と政令で定める特殊の関係のある者（外国法人を除く。）をいう。）に属する

居住者（外国関係会社に係る同号イからハまでに掲げる割合のいずれかが零を超え

るものに限るものとし、同号及び前号に掲げる居住者を除く。） 

  第四十条の四第二項第一号を次のように改める。 

  一 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 

   イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者（居住者又は内国法人と政令で定

める特殊の関係のある非居住者をいう。）及びロに掲げる外国法人（イにおいて

「居住者等株主等」という。）の外国法人に係る次に掲げる割合のいずれかが百

分の五十を超える場合における当該外国法人 

    (1) 居住者等株主等の外国法人（ロに掲げる外国法人を除く。）に係る直接保

有株式等保有割合（居住者等株主等の有する当該外国法人の株式等の数又は金

額がその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合をいう。）及び居住

者等株主等の当該外国法人に係る間接保有株式等保有割合（居住者等株主等の

他の外国法人を通じて間接に有する当該外国法人の株式等の数又は金額がその

発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合として政令で定める割合をい

う。）を合計した割合 

    (2) 居住者等株主等の外国法人（ロに掲げる外国法人を除く。）に係る直接保

有議決権保有割合（居住者等株主等の有する当該外国法人の議決権の数がその

総数のうちに占める割合をいう。）及び居住者等株主等の当該外国法人に係る



間接保有議決権保有割合（居住者等株主等の他の外国法人を通じて間接に有す

る当該外国法人の議決権の数がその総数のうちに占める割合として政令で定め

る割合をいう。）を合計した割合 

    (3) 居住者等株主等の外国法人（ロに掲げる外国法人を除く。）に係る直接保

有請求権保有割合（居住者等株主等の有する当該外国法人の株式等の請求権に

基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合

をいう。）及び居住者等株主等の当該外国法人に係る間接保有請求権保有割合

（居住者等株主等の他の外国法人を通じて間接に有する当該外国法人の株式等

の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに

占める割合として政令で定める割合をいう。）を合計した割合 

   ロ 居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある外国法人 

  第四十条の四第二項第三号及び第四号を削り、同項第二号中「特定外国子会社等」を

「特定外国関係会社又は対象外国関係会社」に改め、同号を同項第四号とし、同項第一

号の次に次の二号を加える。 

  二 特定外国関係会社 次に掲げる外国関係会社をいう。 

   イ 次のいずれにも該当しない外国関係会社 

    (1) その主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固

定施設を有している外国関係会社 

    (2) その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域（以下この項、第六項及

び第八項において「本店所在地国」という。）においてその事業の管理、支配

及び運営を自ら行つている外国関係会社 

   ロ その総資産の額として政令で定める金額（ロにおいて「総資産額」という。）

に対する第六項第一号から第十号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割

合（第六号中「外国関係会社（特定外国関係会社に該当するものを除く。）」と

あるのを「外国関係会社」として同号及び第七号の規定を適用した場合に外国金

融子会社等に該当することとなる外国関係会社にあつては、総資産額に対する第

八項第一号に掲げる金額に相当する金額又は同項第二号から第四号までに掲げる

金額に相当する金額の合計額のうちいずれか多い金額の割合）が百分の三十を超

える外国関係会社（総資産額に対する有価証券（法人税法第二条第二十一号に規

定する有価証券をいう。第六項において同じ。）、貸付金その他政令で定める資

産の額の合計額として政令で定める金額の割合が百分の五十を超える外国関係会

社に限る。） 

   ハ 租税に関する情報の交換に関する国際的な取組への協力が著しく不十分な国又

は地域として財務大臣が指定する国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外

国関係会社 

  三 対象外国関係会社 次に掲げる要件のいずれかに該当しない外国関係会社（特定



外国関係会社に該当するものを除く。）をいう。 

   イ 株式等若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技

術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの（これらの権利に関する使用権を

含む。）若しくは著作権（出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含

む。）の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするもの（株式等

の保有を主たる事業とする外国関係会社のうち当該外国関係会社が他の法人の事

業活動の総合的な管理及び調整を通じてその収益性の向上に資する業務として政

令で定めるもの（ロにおいて「統括業務」という。）を行う場合における当該他

の法人として政令で定めるものの株式等の保有を行うものとして政令で定めるも

の（ロにおいて「事業持株会社」という。）並びに航空機の貸付けを主たる事業

とする外国関係会社のうちその役員（法人税法第二条第十五号に規定する役員を

いう。第七号及び第六項において同じ。）又は使用人がその本店所在地国におい

て航空機の貸付けを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従

事していることその他の政令で定める要件を満たすものを除く。）でないこと。 

   ロ その本店所在地国においてその主たる事業（事業持株会社にあつては、統括業

務。ハにおいて同じ。）を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の

固定施設を有していること並びにその本店所在地国においてその事業の管理、支

配及び運営を自ら行つていることのいずれにも該当すること。 

   ハ 各事業年度においてその行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当する

かに応じそれぞれ次に定める場合に該当すること。 

    (1) 卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業、航空運送業

又は物品賃貸業（航空機の貸付けを主たる事業とするものに限る。） その事

業を主として当該外国関係会社に係る前項各号に掲げる居住者、当該外国関係

会社に係る第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人、当該外国関係会社に

係る第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人その他これらの者に準ずる

者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定め

る場合 

    (2) (1)に掲げる事業以外の事業 その事業を主としてその本店所在地国（当該

本店所在地国に係る水域で政令で定めるものを含む。）において行つている場

合として政令で定める場合 

  第四十条の四第二項第五号及び第六号を次のように改める。 

  五 実質支配関係 居住者又は内国法人が外国法人の残余財産のおおむね全部を請求

する権利を有している場合における当該居住者又は内国法人と当該外国法人との間

の関係その他の政令で定める関係をいう。 

  六 部分対象外国関係会社 第三号イからハまでに掲げる要件の全てに該当する外国

関係会社（特定外国関係会社に該当するものを除く。）をいう。 



  第四十条の四第二項に次の一号を加える。 

  七 外国金融子会社等 その本店所在地国の法令に準拠して銀行業、金融商品取引業

（金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業と同種類の業

務に限る。）又は保険業を行う部分対象外国関係会社でその本店所在地国において

その役員又は使用人がこれらの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる

業務の全てに従事しているもの及びこれに準ずるものとして政令で定める部分対象

外国関係会社をいう。 

  第四十条の四第三項を次のように改める。 

 ３ 国税庁の当該職員又は居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員

は、居住者に係る外国関係会社が前項第二号イ(1)又は(2)に該当するかどうかを判定

するために必要があるときは、当該居住者に対し、期間を定めて、当該外国関係会社

が同号イ(1)又は(2)に該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出

を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出が

ないときは、同項（同号イに係る部分に限る。）の規定の適用については、当該外国

関係会社は同号イ(1)又は(2)に該当しないものと推定する。 

  第四十条の四第十一項を同条第十三項とし、同条第十項中「保有する」を「有する場

合（その者に係る第二項第一号ロに掲げる外国法人を通じて間接に有する場合を含

む。）及び当該外国信託との間に実質支配関係がある」に改め、「（第三項及び前三項

を除く。）」を削り、同項を同条第十二項とし、同条第七項から第九項までを削り、同

条第六項中「特定外国子会社等」を「次に掲げる外国関係会社」に改め、同項に次の各

号を加える。 

  一 当該各事業年度の租税負担割合が百分の二十未満である外国関係会社（特定外国

関係会社を除く。） 

  二 当該各事業年度の租税負担割合が百分の三十未満である特定外国関係会社 

  第四十条の四第六項を同条第十一項とし、同条第五項中「前項」を「第六項及び第八

項」に、「特定外国子会社等」を「部分対象外国関係会社」に改め、「係る部分適用対

象金額」の下に「（第七項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項において同

じ。）又は金融子会社等部分適用対象金額（前項に規定する金融子会社等部分適用対象

金額をいう。以下この項において同じ。）」を加え、同項第二号中「部分適用対象金

額」の下に「又は金融子会社等部分適用対象金額」を加え、同号を同項第三号とし、同

項第一号中「に係る収入金額として政令で定める金額が千万円」を「又は金融子会社等

部分適用対象金額が二千万円」に改め、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を

加える。 

  一 各事業年度の租税負担割合が百分の二十以上であること。 

  第四十条の四第五項を同条第十項とし、同条第四項中「係る特定外国子会社等」を

「係る部分対象外国関係会社（外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及



び次項において同じ。）」に、「前項の規定により第一項の規定を適用しない適用対象

金額を有する場合において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額（第一号から第五号

までに掲げる金額については、当該特定外国子会社等が行う事業（特定事業を除く。）

の性質上重要で欠くことのできない業務から生じたものを除く。以下この項において

「特定所得の金額」という。）を有するときは、当該各事業年度の特定所得の金額の合

計額（次項において「部分適用対象金額」という。）のうちその者の有する当該特定外

国子会社等の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権

の内容を勘案して」を「、当該各事業年度に係る次に掲げる金額（以下この項において

「特定所得の金額」という。）を有する場合には、当該各事業年度の特定所得の金額に

係る部分適用対象金額のうちその者が直接及び間接に有する当該部分対象外国関係会社

の株式等の数又は金額につきその請求権の内容を勘案した数又は金額並びにその者と当

該部分対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案して」に改め、「当該金額

が当該各事業年度に係る課税対象金額に相当する金額を超えるときは、当該相当する金

額。」を削り、同項第一号から第三号までを次のように改める。 

  一 剰余金の配当等（第一項に規定する剰余金の配当等をいい、法人税法第二十三条

第一項第二号に規定する金銭の分配を含む。以下この号及び第十一号イにおいて同

じ。）の額（当該部分対象外国関係会社の有する他の法人の株式等の数又は金額の

その発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が百分の二十五以上であるこ

とその他の政令で定める要件に該当する場合における当該他の法人から受ける剰余

金の配当等の額（当該他の法人の所得の金額の計算上損金の額に算入することとさ

れている剰余金の配当等の額として政令で定める剰余金の配当等の額を除く。）を

除く。以下この号において同じ。）の合計額から当該剰余金の配当等の額を得るた

めに直接要した費用の額の合計額及び当該剰余金の配当等の額に係る費用の額とし

て政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額 

  二 受取利子等（その支払を受ける利子（これに準ずるものとして政令で定めるもの

を含む。以下この号において同じ。）をいう。以下この号及び第十一号ロにおいて

同じ。）の額（その行う事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金

（所得税法第二条第一項第十号に規定する政令で定めるものに相当するものを含

む。）の利子の額、金銭の貸付けを主たる事業とする部分対象外国関係会社（金銭

の貸付けを業として行うことにつきその本店所在地国の法令の規定によりその本店

所在地国において免許又は登録その他これらに類する処分を受けているものに限

る。）でその本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの

事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているもの

が行う金銭の貸付けに係る利子の額その他政令で定める利子の額を除く。以下この

号において同じ。）の合計額から当該受取利子等の額を得るために直接要した費用

の額の合計額を控除した残額 



  三 有価証券の貸付けによる対価の額の合計額から当該対価の額を得るために直接要

した費用の額の合計額を控除した残額 

  第四十条の四第四項第四号中「株式等の譲渡（金融商品取引法第二条第十六項に規定

する金融商品取引所（これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含

む。）の開設する市場においてする譲渡その他政令で定めるものに限る。以下この号及

び次号において同じ。）」を「有価証券の譲渡」に、「特定外国子会社等」を「部分対

象外国関係会社」に、「百分の十に満たない」を「百分の二十五以上である」に、「額

に限る」を「額を除く」に、「当該株式等」を「当該有価証券」に、「控除した残額」

を「減算した金額」に改め、同項第五号から第七号までを次のように改める。 

  五 デリバティブ取引（法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引

をいう。以下この号及び第十一号ホにおいて同じ。）に係る利益の額又は損失の額

として財務省令で定めるところにより計算した金額（同法第六十一条の六第一項各

号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定め

るデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額、その本店所在地国の法令に準拠

して商品先物取引法（昭和二十五年法律第二百三十九号）第二条第二十二項各号に

掲げる行為に相当する行為を業として行う部分対象外国関係会社（その本店所在地

国においてその役員又は使用人がその行う当該行為に係る事業を的確に遂行するた

めに通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。）が行う財務省

令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額その他財務省令で定める

デリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額を除く。） 

  六 その行う取引又はその有する資産若しくは負債につき外国為替の売買相場の変動

に伴つて生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算し

た金額（その行う事業（政令で定める取引を行う事業を除く。）に係る業務の通常

の過程において生ずる利益の額又は損失の額を除く。） 

  七 前各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額（これらに類する利益の額又は

損失の額を含む。）を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為に

より生ずる利益の額又は損失の額（当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失

の額及び法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つ

た取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又は損失の額を除く。） 

  第四十条の四第四項に次の四号を加える。 

  八 固定資産（法人税法第二条第二十二号に規定する固定資産をいい、政令で定める

ものを除く。以下この号及び第十一号チにおいて同じ。）の貸付けによる対価の額

（主としてその本店所在地国において使用に供される固定資産（不動産及び不動産

の上に存する権利を除く。）の貸付けによる対価の額、その本店所在地国にある不

動産及び不動産の上に存する権利の貸付けによる対価の額並びにその本店所在地国

においてその役員又は使用人が固定資産の貸付けを的確に遂行するために通常必要



と認められる業務の全てに従事していることその他の政令で定める要件に該当する

部分対象外国関係会社が行う固定資産の貸付けによる対価の額を除く。以下この号

において同じ。）の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額（そ

の有する固定資産に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額

を含む。）の合計額を控除した残額 

  九 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれ

らに準ずるもの（これらの権利に関する使用権を含む。）又は著作権（出版権及び

著作隣接権その他これに準ずるものを含む。）（以下この項において「無形資産

等」という。）の使用料（自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等の使用料そ

の他の政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。）の合計額から当該使

用料を得るために直接要した費用の額（その有する無形資産等に係る償却費の額と

して政令で定めるところにより計算した金額を含む。）の合計額を控除した残額 

  十 無形資産等の譲渡に係る対価の額（自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等

の譲渡に係る対価の額その他の政令で定める対価の額を除く。以下この号において

同じ。）の合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原価の額の合計額及び当該対価

の額を得るために直接要した費用の額の合計額を減算した金額 

  十一 イからヌまでに掲げる金額がないものとした場合の当該部分対象外国関係会社

の各事業年度の所得の金額として政令で定める金額から当該各事業年度に係るルに

掲げる金額を控除した残額 

   イ 支払を受ける剰余金の配当等の額 

   ロ 受取利子等の額 

   ハ 有価証券の貸付けによる対価の額 

   ニ 有価証券の譲渡に係る対価の額の合計額から当該有価証券の譲渡に係る原価の

額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を減算した金額 

   ホ デリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところ

により計算した金額 

   ヘ その行う取引又はその有する資産若しくは負債につき外国為替の売買相場の変

動に伴つて生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計

算した金額 

   ト 第一号から第六号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額（これらに類

する利益の額又は損失の額を含む。）を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸

付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額（当該各号に掲げる金額に

係る利益の額又は損失の額を除く。） 

   チ 固定資産の貸付けによる対価の額 

   リ 支払を受ける無形資産等の使用料 

   ヌ 無形資産等の譲渡に係る対価の額の合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原



価の額の合計額を減算した金額 

   ル 総資産の額として政令で定める金額に人件費その他の政令で定める費用の額を

加算した金額に百分の五十を乗じて計算した金額 

  第四十条の四第四項を同条第六項とし、同項の次に次の三項を加える。 

 ７ 前項に規定する部分適用対象金額とは、部分対象外国関係会社の各事業年度の同項

第一号から第三号まで、第八号、第九号及び第十一号に掲げる金額の合計額と、当該

各事業年度の同項第四号から第七号まで及び第十号に掲げる金額の合計額（当該合計

額が零を下回る場合には、零）を基礎として当該各事業年度開始の日前七年以内に開

始した各事業年度において生じた同項第四号から第七号まで及び第十号に掲げる金額

の合計額が零を下回る部分の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額

とを合計した金額をいう。 

 ８ 第一項各号に掲げる居住者に係る部分対象外国関係会社（外国金融子会社等に該当

するものに限る。以下この項及び次項において同じ。）が、平成二十二年四月一日以

後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額（以下この

項において「特定所得の金額」という。）を有する場合には、当該各事業年度の特定

所得の金額に係る金融子会社等部分適用対象金額のうちその者が直接及び間接に有す

る当該部分対象外国関係会社の株式等の数又は金額につきその請求権の内容を勘案し

た数又は金額並びにその者と当該部分対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況

を勘案して政令で定めるところにより計算した金額（次条において「金融子会社等部

分課税対象金額」という。）に相当する金額は、その者の雑所得に係る収入金額とみ

なして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分のその者の

雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。 

  一 一の居住者によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている部

分対象外国関係会社で政令で定める要件を満たすもの（その純資産につき剰余金そ

の他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額（以下この号において「親

会社等資本持分相当額」という。）の総資産の額として政令で定める金額に対する

割合が百分の七十を超えるものに限る。）の親会社等資本持分相当額がその本店所

在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める金額

を超える場合におけるその超える部分に相当する資本に係る利益の額として政令で

定めるところにより計算した金額 

  二 部分対象外国関係会社について第六項第八号の規定に準じて計算した場合に算出

される同号に掲げる金額に相当する金額 

  三 部分対象外国関係会社について第六項第九号の規定に準じて計算した場合に算出

される同号に掲げる金額に相当する金額 

  四 部分対象外国関係会社について第六項第十号の規定に準じて計算した場合に算出

される同号に掲げる金額に相当する金額 



  五 部分対象外国関係会社について第六項第十一号の規定に準じて計算した場合に算

出される同号に掲げる金額に相当する金額 

 ９ 前項に規定する金融子会社等部分適用対象金額とは、部分対象外国関係会社の各事

業年度の次に掲げる金額のうちいずれか多い金額をいう。 

  一 前項第一号に掲げる金額 

  二 前項第二号、第三号及び第五号に掲げる金額の合計額と、同項第四号に掲げる金

額（当該金額が零を下回る場合には、零）を基礎として当該各事業年度開始の日前

七年以内に開始した各事業年度において生じた同号に掲げる金額が零を下回る部分

の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額とを合計した金額 

  第四十条の四第三項の次に次の二項を加える。 

 ４ 国税庁の当該職員又は居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員

は、居住者に係る外国関係会社が第二項第三号イからハまでに掲げる要件に該当する

かどうかを判定するために必要があるときは、当該居住者に対し、期間を定めて、当

該外国関係会社が同号イからハまでに掲げる要件に該当することを明らかにする書類

その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類そ

の他の資料の提示又は提出がないときは、同項（同号又は第六号に係る部分に限

る。）の規定の適用については、当該外国関係会社は同項第三号イからハまでに掲げ

る要件に該当しないものと推定する。 

 ５ 第一項の規定は、同項各号に掲げる居住者に係る次の各号に掲げる外国関係会社に

つき当該各号に定める場合に該当する事実があるときは、当該各号に掲げる外国関係

会社のその該当する事業年度に係る適用対象金額については、適用しない。 

  一 特定外国関係会社 特定外国関係会社の各事業年度の租税負担割合（外国関係会

社の各事業年度の所得に対して課される租税の額の当該所得の金額に対する割合と

して政令で定めるところにより計算した割合をいう。次号、第十項及び第十一項に

おいて同じ。）が百分の三十以上である場合 

  二 対象外国関係会社 対象外国関係会社の各事業年度の租税負担割合が百分の二十

以上である場合 

  第四十条の四に次の一項を加える。 

 14 財務大臣は、第二項第二号ハの規定により国又は地域を指定したときは、これを告

示する。 

  第四十条の五第一項第一号中「又は部分課税対象金額」を「、部分課税対象金額又は

金融子会社等部分課税対象金額」に、「又は第四項」を「、第六項又は第八項」に、

「に対応する部分の金額として政令で定める」を「及び当該居住者と当該外国法人との

間の実質支配関係（同条第二項第五号に規定する実質支配関係をいう。次号及び次項第

二号において同じ。）の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した」に改め、

同項第二号中「又は部分課税対象金額」を「、部分課税対象金額又は金融子会社等部分



課税対象金額」に、「又は第四項」を「、第六項又は第八項」に、「に対応する部分の

金額として政令で定める」を「及び当該居住者と当該外国法人との間の実質支配関係の

状況を勘案して政令で定めるところにより計算した」に改め、同条第二項第一号中「又

は第四項」を「、第六項又は第八項」に改め、同項第二号イ及びロ中「又は部分課税対

象金額」を「、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額」に、「又は第四

項」を「、第六項又は第八項」に、「に対応する部分の金額として政令で定める」を

「及び当該居住者と当該他の外国法人との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定

めるところにより計算した」に改める。 

  第二章第四節の三第二款の款名中「特定外国法人」を「外国関係法人」に改める。 

  第四十条の七の前の見出しを削り、同条第一項中「この項、次項及び第四項」を「こ

の条」に、「保有する」を「有する」に、「この項及び第九項」を「この条」に、「本

店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担

が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政

令で定める外国関係法人に該当するもの（以下この条において「特定外国法人」とい

う。）」を「特定外国関係法人又は対象外国関係法人に該当するもの」に、「特定外国

法人の」を「特定外国関係法人又は対象外国関係法人の」に、「第四項において同

じ。）、財産の分配その他の経済的な利益の給付を請求する権利をいう。第四項」を

「）を請求する権利をいう。第六項及び第八項」に改め、「第四項及び」を削り、同条

第二項第四号中「株式の数又は出資の」を「株式等の数又は」に改め、同号を同項第六

号とし、同項第三号中「特定外国法人」を「特定外国関係法人又は対象外国関係法人」

に改め、同号を同項第五号とし、同項第二号の次に次の二号を加える。 

  三 特定外国関係法人 次に掲げる外国関係法人をいう。 

   イ 次のいずれにも該当しない外国関係法人 

    (1) その主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固

定施設を有している外国関係法人 

    (2) その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域（以下この項、第六項及

び第八項において「本店所在地国」という。）においてその事業の管理、支配

及び運営を自ら行つている外国関係法人 

   ロ その総資産の額として政令で定める金額（ロにおいて「総資産額」という。）

に対する第六項第一号から第十号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割

合（第七号中「外国関係法人（特定外国関係法人に該当するものを除く。）」と

あるのを「外国関係法人」として同号及び第八号の規定を適用した場合に外国金

融関係法人に該当することとなる外国関係法人にあつては、総資産額に対する第

八項第一号に掲げる金額に相当する金額又は同項第二号から第四号までに掲げる

金額に相当する金額の合計額のうちいずれか多い金額の割合）が百分の三十を超

える外国関係法人（総資産額に対する有価証券（法人税法第二条第二十一号に規



定する有価証券をいう。第六項において同じ。）、貸付金その他政令で定める資

産の額の合計額として政令で定める金額の割合が百分の五十を超える外国関係法

人に限る。） 

   ハ 租税に関する情報の交換に関する国際的な取組への協力が著しく不十分な国又

は地域として財務大臣が指定する国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外

国関係法人 

  四 対象外国関係法人 次に掲げる要件のいずれかに該当しない外国関係法人（特定

外国関係法人に該当するものを除く。）をいう。 

   イ 株式等若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技

術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの（これらの権利に関する使用権を

含む。）若しくは著作権（出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含

む。）の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものでないこ

と。 

   ロ その本店所在地国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、

店舗、工場その他の固定施設を有していること並びにその本店所在地国において

その事業の管理、支配及び運営を自ら行つていることのいずれにも該当すること。 

   ハ 各事業年度においてその行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当する

かに応じそれぞれ次に定める場合に該当すること。 

    (1) 卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業又は航空運送

業 その事業を主として当該外国関係法人に係る特殊関係内国法人、特殊関係

株主等その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で

行つている場合として政令で定める場合 

    (2) (1)に掲げる事業以外の事業 その事業を主としてその本店所在地国（当該

本店所在地国に係る水域で第四十条の四第二項第三号ハ(2)に規定する政令で

定めるものを含む。）において行つている場合として政令で定める場合 

  第四十条の七第二項に次の二号を加える。 

  七 部分対象外国関係法人 第四号イからハまでに掲げる要件の全てに該当する外国

関係法人（特定外国関係法人に該当するものを除く。）をいう。 

  八 外国金融関係法人 その本店所在地国の法令に準拠して銀行業、金融商品取引業

（金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業と同種類の業

務に限る。）又は保険業を行う部分対象外国関係法人でその本店所在地国において

その役員（法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。第六項において同

じ。）又は使用人がこれらの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業

務の全てに従事しているもの及びこれに準ずるものとして政令で定める部分対象外

国関係法人をいう。 

  第四十条の七第三項を次のように改める。 



 ３ 国税庁の当該職員又は居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員

は、居住者に係る外国関係法人が前項第三号イ(1)又は(2)に該当するかどうかを判定

するために必要があるときは、当該居住者に対し、期間を定めて、当該外国関係法人

が同号イ(1)又は(2)に該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出

を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出が

ないときは、同項（同号イに係る部分に限る。）の規定の適用については、当該外国

関係法人は同号イ(1)又は(2)に該当しないものと推定する。 

  第四十条の七第十一項を同条第十四項とし、同条第十項中「保有する」を「有する」

に改め、「（第三項、第七項及び第八項を除く。）」を削り、同項を同条第十三項とし、

同条第九項中「及び第四項」を「、第六項、第八項及び前項」に改め、同項を同条第十

二項とし、同条第七項及び第八項を削り、同条第六項中「特定外国法人」を「次に掲げ

る外国関係法人」に改め、同項に次の各号を加える。 

  一 当該各事業年度の租税負担割合が百分の二十未満である外国関係法人（特定外国

関係法人を除く。） 

  二 当該各事業年度の租税負担割合が百分の三十未満である特定外国関係法人 

  第四十条の七第六項を同条第十一項とし、同条第五項中「前項」を「第六項及び第八

項」に、「特定外国法人」を「部分対象外国関係法人」に改め、「係る部分適用対象金

額」の下に「（第七項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項において同

じ。）又は金融関係法人部分適用対象金額（前項に規定する金融関係法人部分適用対象

金額をいう。以下この項において同じ。）」を加え、同項第二号中「部分適用対象金

額」の下に「又は金融関係法人部分適用対象金額」を加え、同号を同項第三号とし、同

項第一号中「に係る収入金額として政令で定める金額が千万円」を「又は金融関係法人

部分適用対象金額が二千万円」に改め、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を

加える。 

  一 各事業年度の租税負担割合が百分の二十以上であること。 

  第四十条の七第五項を同条第十項とし、同条第四項中「係る特定外国法人」を「係る

部分対象外国関係法人（外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項

において同じ。）」に、「前項の規定により第一項の規定を適用しない適用対象金額を

有する場合において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額（第一号から第五号までに

掲げる金額については、当該特定外国法人が行う事業（特定事業を除く。）の性質上重

要で欠くことのできない業務から生じたものを除く。以下この項において「特定所得の

金額」という。）を有するときは、当該各事業年度の特定所得の金額の合計額（次項に

おいて「部分適用対象金額」という。）」を「、当該各事業年度に係る次に掲げる金額

（以下この項において「特定所得の金額」という。）を有する場合には、当該各事業年

度の特定所得の金額に係る部分適用対象金額」に、「有する当該特定外国法人」を「有

する当該部分対象外国関係法人」に改め、「当該金額が当該各事業年度に係る課税対象



金額に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額。」を削り、同項第一号から第

三号までを次のように改める。 

  一 剰余金の配当等（第一項に規定する剰余金の配当等をいい、法人税法第二十三条

第一項第二号に規定する金銭の分配を含む。以下この号及び第十一号イにおいて同

じ。）の額（当該部分対象外国関係法人の有する他の法人の株式等の数又は金額の

その発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が百分の二十五以上であるこ

とその他の政令で定める要件に該当する場合における当該他の法人から受ける剰余

金の配当等の額（当該他の法人の所得の金額の計算上損金の額に算入することとさ

れている剰余金の配当等の額として政令で定める剰余金の配当等の額を除く。）を

除く。以下この号において同じ。）の合計額から当該剰余金の配当等の額を得るた

めに直接要した費用の額の合計額及び当該剰余金の配当等の額に係る費用の額とし

て政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額 

  二 受取利子等（その支払を受ける利子（これに準ずるものとして政令で定めるもの

を含む。以下この号において同じ。）をいう。以下この号及び第十一号ロにおいて

同じ。）の額（その行う事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金

（所得税法第二条第一項第十号に規定する政令で定めるものに相当するものを含

む。）の利子の額、金銭の貸付けを主たる事業とする部分対象外国関係法人（金銭

の貸付けを業として行うことにつきその本店所在地国の法令の規定によりその本店

所在地国において免許又は登録その他これらに類する処分を受けているものに限

る。）でその本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの

事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているもの

が行う金銭の貸付けに係る利子の額その他政令で定める利子の額を除く。以下この

号において同じ。）の合計額から当該受取利子等の額を得るために直接要した費用

の額の合計額を控除した残額 

  三 有価証券の貸付けによる対価の額の合計額から当該対価の額を得るために直接要

した費用の額の合計額を控除した残額 

  第四十条の七第四項第四号中「株式等の譲渡（第四十条の四第四項第四号に規定する

譲渡をいう。以下この号及び次号において同じ。）」を「有価証券の譲渡」に、「特定

外国法人」を「部分対象外国関係法人」に、「百分の十に満たない」を「百分の二十五

以上である」に、「に限る」を「を除く」に、「当該株式等」を「当該有価証券」に、

「控除した残額」を「減算した金額」に改め、同項第五号から第七号までを次のように

改める。 

  五 デリバティブ取引（法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引

をいう。以下この号及び第十一号ホにおいて同じ。）に係る利益の額又は損失の額

として財務省令で定めるところにより計算した金額（同法第六十一条の六第一項各

号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定め



るデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額、その本店所在地国の法令に準拠

して商品先物取引法第二条第二十二項各号に掲げる行為に相当する行為を業として

行う部分対象外国関係法人（その本店所在地国においてその役員又は使用人がその

行う当該行為に係る事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全て

に従事しているものに限る。）が行う財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利

益の額又は損失の額その他財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は

損失の額を除く。） 

  六 その行う取引又はその有する資産若しくは負債につき外国為替の売買相場の変動

に伴つて生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算し

た金額（その行う事業（政令で定める取引を行う事業を除く。）に係る業務の通常

の過程において生ずる利益の額又は損失の額を除く。） 

  七 前各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額（これらに類する利益の額又は

損失の額を含む。）を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為に

より生ずる利益の額又は損失の額（当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失

の額及び法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つ

た取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又は損失の額を除く。） 

  第四十条の七第四項に次の四号を加える。 

  八 固定資産（法人税法第二条第二十二号に規定する固定資産をいい、政令で定める

ものを除く。以下この号及び第十一号チにおいて同じ。）の貸付けによる対価の額

（主としてその本店所在地国において使用に供される固定資産（不動産及び不動産

の上に存する権利を除く。）の貸付けによる対価の額、その本店所在地国にある不

動産及び不動産の上に存する権利の貸付けによる対価の額並びにその本店所在地国

においてその役員又は使用人が固定資産の貸付けを的確に遂行するために通常必要

と認められる業務の全てに従事していることその他の政令で定める要件に該当する

部分対象外国関係法人が行う固定資産の貸付けによる対価の額を除く。以下この号

において同じ。）の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額（そ

の有する固定資産に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額

を含む。）の合計額を控除した残額 

  九 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれ

らに準ずるもの（これらの権利に関する使用権を含む。）又は著作権（出版権及び

著作隣接権その他これに準ずるものを含む。）（以下この項において「無形資産

等」という。）の使用料（自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等の使用料そ

の他の政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。）の合計額から当該使

用料を得るために直接要した費用の額（その有する無形資産等に係る償却費の額と

して政令で定めるところにより計算した金額を含む。）の合計額を控除した残額 

  十 無形資産等の譲渡に係る対価の額（自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等



の譲渡に係る対価の額その他の政令で定める対価の額を除く。以下この号において

同じ。）の合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原価の額の合計額及び当該対価

の額を得るために直接要した費用の額の合計額を減算した金額 

  十一 イからヌまでに掲げる金額がないものとした場合の当該部分対象外国関係法人

の各事業年度の所得の金額として政令で定める金額から当該各事業年度に係るルに

掲げる金額を控除した残額 

   イ 支払を受ける剰余金の配当等の額 

   ロ 受取利子等の額 

   ハ 有価証券の貸付けによる対価の額 

   ニ 有価証券の譲渡に係る対価の額の合計額から当該有価証券の譲渡に係る原価の

額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を減算した金額 

   ホ デリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところ

により計算した金額 

   ヘ その行う取引又はその有する資産若しくは負債につき外国為替の売買相場の変

動に伴つて生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計

算した金額 

   ト 第一号から第六号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額（これらに類

する利益の額又は損失の額を含む。）を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸

付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額（当該各号に掲げる金額に

係る利益の額又は損失の額を除く。） 

   チ 固定資産の貸付けによる対価の額 

   リ 支払を受ける無形資産等の使用料 

   ヌ 無形資産等の譲渡に係る対価の額の合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原

価の額の合計額を減算した金額 

   ル 総資産の額として政令で定める金額に人件費その他の政令で定める費用の額を

加算した金額に百分の五十を乗じて計算した金額 

  第四十条の七第四項を同条第六項とし、同項の次に次の三項を加える。 

 ７ 前項に規定する部分適用対象金額とは、部分対象外国関係法人の各事業年度の同項

第一号から第三号まで、第八号、第九号及び第十一号に掲げる金額の合計額と、当該

各事業年度の同項第四号から第七号まで及び第十号に掲げる金額の合計額（当該合計

額が零を下回る場合には、零）を基礎として当該各事業年度開始の日前七年以内に開

始した各事業年度において生じた同項第四号から第七号まで及び第十号に掲げる金額

の合計額が零を下回る部分の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額

とを合計した金額をいう。 

 ８ 特殊関係株主等である居住者に係る部分対象外国関係法人（外国金融関係法人に該

当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。）が、平成二十二年四月一日



以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額（以下こ

の項において「特定所得の金額」という。）を有する場合には、当該各事業年度の特

定所得の金額に係る金融関係法人部分適用対象金額のうち当該特殊関係株主等である

居住者の有する当該部分対象外国関係法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応す

るものとしてその株式等の請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算し

た金額（次条において「金融関係法人部分課税対象金額」という。）に相当する金額

は、当該特殊関係株主等である居住者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業

年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分の当該居住者の雑所得の金額

の計算上、総収入金額に算入する。 

  一 特殊関係株主等である一の居住者によつてその発行済株式等の全部を直接又は間

接に保有されている部分対象外国関係法人で政令で定める要件を満たすもの（その

純資産につき剰余金その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額（以

下この号において「親会社等資本持分相当額」という。）の総資産の額として政令

で定める金額に対する割合が百分の七十を超えるものに限る。）の親会社等資本持

分相当額がその本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案

して政令で定める金額を超える場合におけるその超える部分に相当する資本に係る

利益の額として政令で定めるところにより計算した金額 

  二 部分対象外国関係法人について第六項第八号の規定に準じて計算した場合に算出

される同号に掲げる金額に相当する金額 

  三 部分対象外国関係法人について第六項第九号の規定に準じて計算した場合に算出

される同号に掲げる金額に相当する金額 

  四 部分対象外国関係法人について第六項第十号の規定に準じて計算した場合に算出

される同号に掲げる金額に相当する金額 

  五 部分対象外国関係法人について第六項第十一号の規定に準じて計算した場合に算

出される同号に掲げる金額に相当する金額 

 ９ 前項に規定する金融関係法人部分適用対象金額とは、部分対象外国関係法人の各事

業年度の次に掲げる金額のうちいずれか多い金額をいう。 

  一 前項第一号に掲げる金額 

  二 前項第二号、第三号及び第五号に掲げる金額の合計額と、同項第四号に掲げる金

額（当該金額が零を下回る場合には、零）を基礎として当該各事業年度開始の日前

七年以内に開始した各事業年度において生じた同号に掲げる金額が零を下回る部分

の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額とを合計した金額 

  第四十条の七第三項の次に次の二項を加える。 

 ４ 国税庁の当該職員又は居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員

は、居住者に係る外国関係法人が第二項第四号イからハまでに掲げる要件に該当する

かどうかを判定するために必要があるときは、当該居住者に対し、期間を定めて、当



該外国関係法人が同号イからハまでに掲げる要件に該当することを明らかにする書類

その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類そ

の他の資料の提示又は提出がないときは、同項（同号又は第七号に係る部分に限

る。）の規定の適用については、当該外国関係法人は同項第四号イからハまでに掲げ

る要件に該当しないものと推定する。 

 ５ 第一項の規定は、特殊関係株主等である居住者に係る次の各号に掲げる外国関係法

人につき当該各号に定める場合に該当する事実があるときは、当該各号に掲げる外国

関係法人のその該当する事業年度に係る適用対象金額については、適用しない。 

  一 特定外国関係法人 特定外国関係法人の各事業年度の租税負担割合（外国関係法

人の各事業年度の所得に対して課される租税の額の当該所得の金額に対する割合と

して政令で定めるところにより計算した割合をいう。次号、第十項及び第十一項に

おいて同じ。）が百分の三十以上である場合 

  二 対象外国関係法人 対象外国関係法人の各事業年度の租税負担割合が百分の二十

以上である場合 

  第四十条の七に次の一項を加える。 

 15 財務大臣は、第二項第三号ハの規定により国又は地域を指定したときは、これを告

示する。 

  第四十条の八第一項各号中「又は部分課税対象金額」を「、部分課税対象金額又は金

融関係法人部分課税対象金額」に、「又は第四項」を「、第六項又は第八項」に改め、

同条第二項第一号中「又は第四項」を「、第六項又は第八項」に改め、同項第二号イ及

びロ中「又は部分課税対象金額」を「、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対

象金額」に、「又は第四項」を「、第六項又は第八項」に改める。 

  第四十一条第一項中「第二十四項」を「第二十五項」に改め、「第十四項」の下に「、

第二十四項」を加え、「又はこれらの家屋が災害により居住の用に供することができな

くなつた日の属する年」を削り、「これらの日」を「同日」に改め、同条第六項中「及

び第二十一項」を「、第二十一項及び第二十四項」に改め、同条第十項中「及び第十五

項から第十八項まで」を「、第十五項から第十八項まで及び第二十四項」に改め、同条

第十三項中「第五項」の下に「から第八項まで」を加え、同条第十八項中「又はこれら

の家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年」を削り、

「これらの日」を「同日」に改め、同条第二十一項中「をし、」を「（第二十四項にお

いて「住宅の新築取得等」という。）をし、」に改め、「又はこれらの家屋が災害によ

り居住の用に供することができなくなつた日の属する年」を削り、「これらの日」を

「同日」に改め、同条第二十九項を同条第三十項とし、同条第二十五項から第二十八項

までを一項ずつ繰り下げ、同条第二十四項中「第四十一条の十九の二第一項」の下に

「又は第四十一条の十九の三第六項若しくは第八項」を加え、「及び第二十一項」を「、

第二十一項及び前項」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第二十三項の次に次の



一項を加える。 

 24 従前家屋（住宅の新築取得等をして第一項の定めるところにより引き続きその個人

の居住の用に供していた家屋をいう。以下この項において同じ。）が災害により居住

の用に供することができなくなつた場合において、第一項に規定する居住年以後十年

間（同項に規定する十年間をいう。）の各年のうち、その居住の用に供することがで

きなくなつた日の属する年以後の各年（次に掲げる年以後の各年を除く。）は、同項

に規定する適用年とみなして、同項の規定を適用することができる。 

  一 当該従前家屋若しくはその敷地の用に供されていた土地若しくは当該土地の上に

存する権利（以下この号及び次号において「従前土地等」という。）又は当該従前

土地等にその居住の用に供することができなくなつた日以後に建築した建物若しく

は構築物を同日以後に事業の用若しくは賃貸の用又は当該個人と生計を一にする次

に掲げる者に対する無償による貸付けの用に供した場合（災害に際し被災者生活再

建支援法（平成十年法律第六十六号）が適用された市町村（特別区を含む。）の区

域内に所在する従前家屋をその災害により居住の用に供することができなくなつた

者（第三号において「再建支援法適用者」という。）が当該従前土地等に同日以後

に新築をした家屋の当該新築に係る住宅借入金等若しくは当該従前家屋につき同日

以後に行う第十三項に規定する増改築等に係る住宅借入金等についてその年におい

て第一項の規定の適用を受ける場合又は当該従前土地等に同日以後に新築をした認

定住宅についてその年において第四十一条の十九の四第一項若しくは第三項の規定

の適用を受ける場合を除く。）における当該事業の用若しくは賃貸の用又は貸付け

の用に供した日の属する年 

   イ 当該個人の親族 

   ロ 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 

   ハ イ及びロに掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産によつて

生計を維持しているもの 

   ニ イからハまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族 

  二 当該従前家屋又は従前土地等の譲渡をした日の属する年分の所得税について第四

十一条の五又は第四十一条の五の二の規定の適用を受ける場合における当該譲渡の

日の属する年 

  三 当該個人（再建支援法適用者を除く。）が当該従前家屋に係る住宅借入金等以外

の住宅借入金等について当該従前家屋を居住の用に供することができなくなつた日

の属する年以後最初に第一項の規定の適用を受けた年又は認定住宅について同日の

属する年以後最初に第四十一条の十九の四第一項若しくは第三項の規定の適用を受

けた年 

  第四十一条の三の二第一項中「限る。以下この項において同じ」を「限る」に改め、

「又は当該住宅の増改築等をした家屋が災害により居住の用に供することができなくな



つた日の属する年」を削り、「これらの日」を「同日」に改め、同条第二項中「第五

項」の下に「から第八項まで」を加え、同項第一号中「又は第三号」を「から第四号ま

で」に改め、同項に次の一号を加える。 

  四 第二号に掲げる改修工事と併せて当該家屋につき行う構造の腐食、腐朽及び摩損

を防止し、又は維持保全を容易にするための改修工事で政令で定めるもの（当該改

修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付

けに係る改修工事を含む。以下この号、次項、第六項第三号及び第七項において

「特定耐久性向上改修工事等」という。）で当該特定耐久性向上改修工事等に要し

た費用の額（当該特定耐久性向上改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける

場合には、当該特定耐久性向上改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額

を控除した金額。第六項第三号において同じ。）が五十万円を超えるもの 

  第四十一条の三の二第三項中「額及び」を「額、」に、「の合計額」を「及び特定耐

久性向上改修工事等に要した費用の額の合計額」に改め、同条第六項中「第五項」の下

に「から第八項まで」を加え、同項第一号中「次号」の下に「又は第三号」を加え、同

項に次の一号を加える。 

  三 第二項第二号に掲げる改修工事と併せて当該家屋につき行う特定耐久性向上改修

工事等で当該特定耐久性向上改修工事等に要した費用の額が五十万円を超えるもの 

  第四十一条の三の二第七項中「額及び」を「額、」に、「の合計額」を「及び特定耐

久性向上改修工事等に要した費用の額の合計額」に改め、同条第九項中「第五項」の下

に「から第八項まで」を加え、同条第二十項中「及び第二十一項」を「、第二十一項及

び第二十四項」に改める。 

  第四十一条の五第七項第一号中「、次項及び第十三項」を「及び次項」に、「までの

間に、当該個人の居住の用に供する家屋で政令で定めるもの又は当該家屋の敷地の用に

供する土地若しくは当該土地の上に存する権利で、国内にあるもの（第十三項及び第十

四項において「買換資産」という。）の取得（建設を含むものとし、贈与によるものそ

の他政令で定めるものを除く。以下この項、第十三項及び第十四項において同じ。）」

を「（特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第

二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得な

い事情により、同日までに当該個人の居住の用に供する家屋で政令で定めるもの又は当

該家屋の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利で、国内にあるもの

（以下この項、第十三項及び第十四項において「買換資産」という。）の取得（建設を

含むものとし、贈与によるものその他政令で定めるものを除く。以下この項、第十三項

及び第十四項において同じ。）をすることが困難となつた場合において、同日後二年以

内に買換資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地

の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日の属する年の翌々年十二月三十一日。第十

三項において「取得期限」という。）までの間に、買換資産の取得」に改め、同条第十



三項中「特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日」を「取得期限」に、「買換資

産の取得をした日の属する年の翌年十二月三十一日から」を「同日から」に改める。 

  第四十一条の十四第一項第一号中「（昭和二十五年法律第二百三十九号）」を削る。 

  第四十一条の十五第五項中「同法第百二十三条第一項」を「同項」に改め、「をこえ

る」及び「を超える」を削る。 

  第四十一条の十七の二第三項中「第一項の規定により所得税法第七十三条の規定を適

用する場合に必要な技術的読替えその他同項」を「前項に定めるもののほか、第一項」

に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。 

 ３ 第一項の規定により所得税法第七十三条の規定を適用する場合における同法第百二

十条第四項及び第五項（これらの規定を同法第百二十二条第三項、第百二十三条第三

項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。）の

規定の適用については、同法第百二十条第四項中「次に掲げる書類を当該申告書に添

付しなければ」とあるのは「当該申告書に記載した医療費控除を受ける金額の計算の

基礎となる租税特別措置法第四十一条の十七の二第一項（特定一般用医薬品等購入費

を支払つた場合の医療費控除の特例）に規定する特定一般用医薬品等購入費（次項に

おいて「特定一般用医薬品等購入費」という。）の額その他の財務省令で定める事項

の記載がある明細書を当該申告書に添付し、かつ、当該居住者がその年中に同条第一

項に規定する取組を行つたことを明らかにする書類（当該居住者の氏名、当該居住者

が当該取組を行つた年その他の財務省令で定める事項の記載があるものに限る。）を

当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければ」と、同条第五項中

「前項第一号に掲げる書類」とあるのは「前項に規定する明細書」と、「医療費に」

とあるのは「特定一般用医薬品等購入費に」と、「証する書類」とあるのは「証する

書類（その領収をした金額のうち、特定一般用医薬品等購入費に該当するものの金額

が明らかにされているものに限る。）」とする。 

  第四十一条の十九の二第一項中「第三項まで」の下に「及び次条第六項」を加え、

「次条第一項」を「同条第一項」に、「及び第五項」を「、第五項及び第六項」に、

「この項に」を「この項並びに同条第六項及び第八項に」に、「標準的費用額」を「耐

震改修標準的費用額」に改める。 

  第四十一条の十九の三第三項中「金額。以下この項」の下に「、第七項及び第八項」

を加え、「標準的費用額」を「断熱改修標準的費用額」に改め、「ものに限る」の下に

「。以下この項、第七項及び第八項において「対象一般断熱改修工事等」という」を加

え、「一般断熱改修工事等に」を「対象一般断熱改修工事等に」に、「一般断熱改修工

事等の日」を「対象一般断熱改修工事等の日」に改め、同条第四項第一号中「第八項第

三号」を「第十一項第三号」に改め、同条第十六項中「第六項」を「第九項」に改め、

「第五項」の下に「から第八項まで」を加え、同項を同条第二十一項とし、同条第十五

項中「第五項」の下に「から第八項まで」を加え、同項を同条第二十項とし、同条第十



四項中「第五項」の下に「から第八項まで」を加え、同項を同条第十九項とし、同条第

十三項中「第五項」の下に「から第八項まで」を加え、同項を同条第十八項とし、同条

第十二項中「及び第五項」の下に「から第八項まで」を加え、「一般断熱改修工事等又

は」を「対象一般断熱改修工事等、」に、「が行われた」を「、第六項に規定する対象

住宅耐震改修と併せて行う同項に規定する対象耐久性向上改修工事等、第七項の対象一

般断熱改修工事等と併せて行う同項の対象耐久性向上改修工事等又は第八項の対象住宅

耐震改修及び対象一般断熱改修工事等と併せて行う同項の対象耐久性向上改修工事等が

行われた」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十一項を同条第十六項とし、同条

第十項を同条第十四項とし、同項の次に次の一項を加える。 

 15 第三項、第七項及び第八項の規定は、個人がその年の前年以前三年内の各年分の所

得税についてこれらの規定の適用を受けている場合には、適用しない。ただし、当該

各年分の所得税についてこれらの規定の適用を受けた居住用の家屋と異なる居住用の

家屋について第三項に規定する対象一般断熱改修工事等をした場合は、この限りでな

い。 

  第四十一条の十九の三第九項を同条第十二項とし、同項の次に次の一項を加える。 

 13 第六項に規定する耐久性向上改修工事等とは、個人が所有している家屋につき行う

構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための改修工事で政

令で定めるものをいう。 

  第四十一条の十九の三第八項を同条第十一項とし、同条第七項を同条第十項とし、同

条第六項中「前項」を「第五項から前項まで」に改め、同項を同条第九項とし、同条第

五項の次に次の三項を加える。 

 ６ 個人が、住宅耐震改修（耐震改修標準的費用額が五十万円を超えるものであること

その他の政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項及び第八項において「対

象住宅耐震改修」という。）と併せて当該個人の所有する居住用の家屋について耐久

性向上改修工事等（当該耐久性向上改修工事等の標準的な費用の額として政令で定め

る金額（当該耐久性向上改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には当

該金額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この項から第八項までにおいて

「耐久性向上改修標準的費用額」という。）が五十万円を超えるものであることその

他の政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項から第八項までにおいて「対

象耐久性向上改修工事等」という。）をして、当該居住用の家屋（当該対象住宅耐震

改修及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る部分に限る。以下この項において同

じ。）を平成二十九年四月一日から平成三十三年十二月三十一日までの間にその者の

居住の用に供した場合（当該居住用の家屋を当該対象耐久性向上改修工事等の日から

六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。次項及び第八項において同じ。）

には、第三項又は前条第一項の規定の適用を受ける場合を除き、当該個人のその居住

の用に供した日の属する年分の所得税の額から、耐震改修標準的費用額及び耐久性向



上改修標準的費用額の合計額（当該合計額が二百五十万円を超える場合には、二百五

十万円）の十パーセントに相当する金額（当該金額に百円未満の端数があるときは、

これを切り捨てる。）を控除する。 

 ７ 個人が、対象一般断熱改修工事等と併せて当該個人の所有する居住用の家屋につい

て対象耐久性向上改修工事等をして、当該居住用の家屋（当該対象一般断熱改修工事

等及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る部分に限る。）を平成二十九年四月一日

から平成三十三年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合には、第

三項若しくは前項又は前条第一項の規定の適用を受ける場合を除き、当該個人のその

居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、断熱改修標準的費用額及び耐久

性向上改修標準的費用額の合計額（当該合計額が二百五十万円（対象一般断熱改修工

事等として第十一項第三号に掲げる工事を行う場合にあつては、三百五十万円。以下

この項において同じ。）を超える場合には、二百五十万円）の十パーセントに相当す

る金額（当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）を控除する。 

 ８ 個人が、対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等と併せて当該個人の所有す

る居住用の家屋について対象耐久性向上改修工事等をして、当該居住用の家屋（当該

対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等並びに当該対象耐久性向上改修工事等

に係る部分に限る。）を平成二十九年四月一日から平成三十三年十二月三十一日まで

の間にその者の居住の用に供した場合には、第三項若しくは前二項又は前条第一項の

規定の適用を受ける場合を除き、当該個人のその居住の用に供した日の属する年分の

所得税の額から、耐震改修標準的費用額、断熱改修標準的費用額及び耐久性向上改修

標準的費用額の合計額（当該合計額が五百万円（対象一般断熱改修工事等として第十

一項第三号に掲げる工事を行う場合にあつては、六百万円。以下この項において同

じ。）を超える場合には、五百万円）の十パーセントに相当する金額（当該金額に百

円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）を控除する。 

  第四十一条の十九の五第十項の表第四十条の三の四第一項の項を削る。 

  第四十二条の二第一項中「が、」の下に「振替債等に係る債券現先取引等（」を加え、

「（政令で定める要件」を「をいう。第三項及び第六項において同じ。）で政令で定め

る要件」に改め、「に限る。）をいう。第十項において同じ。）」を削り、「第十項に

おいて同じ。）に」を「同項において同じ。）で政令で定める要件を満たすものをいう。

以下この項において同じ。）で外国金融機関等と特定金融機関等との間で行われるもの

（当該取引が外国金融機関等のうち第六項第一号ロに掲げるものとの間で行われるもの

である場合にあつては、当該取引が、当該外国金融機関等が金融商品取引法第二条第二

十八項に規定する金融商品債務引受業（以下この条において「金融商品債務引受業」と

いう。）と同種類の業務として他の外国金融機関等（同号ロに掲げる外国法人を除く。

以下この項において同じ。）と特定金融機関等（第六項第二号ロに掲げる法人を除

く。）との間で行われた振替債等に係る債券現先取引等に基づく債務を引受け、更改そ



の他の方法（以下この条において「引受け等」という。）により負担したことに係るも

のである場合に限るものとし、当該取引が特定金融機関等のうち第六項第二号ロに掲げ

るものとの間で行われるものである場合にあつては、当該取引が、当該特定金融機関等

が金融商品債務引受業として外国金融機関等と他の特定金融機関等（同号ロに掲げる法

人を除く。）との間で行われた振替債等に係る債券現先取引等に基づく債務を引受け等

により負担したことに係るものである場合に限るものとする。次項及び第十二項におい

て「振替債等に係る特定債券現先取引等」という。）に」に、「同条第一項第十号」を

「所得税法第百六十一条第一項第十号」に改め、「。以下この条において「特定利子」

という」を削り、同項第一号中「振替国債」の下に「（第三項において「振替国債」と

いう。）」を加え、同条第二項中「特定利子の支払を受ける」を「同項の」に、「第四

項第一号イ」を「第六項第一号イ」に、「次の」を「、次の」に、「には」を「及び前

項の外国金融機関等（第六項第一号ロに掲げる外国法人に限る。）が金融商品債務引受

業と同種類の業務として他の外国金融機関等（第六項第一号イに掲げる外国法人に限

る。）と特定金融機関等（第六項第二号ロに掲げる法人を除く。）との間の振替債等に

係る特定債券現先取引等（当該前項の外国金融機関等が支払を受ける同項に規定する支

払を受ける利子に係るものに限る。）に基づく債務を引受け等により負担した場合にお

ける当該他の外国金融機関等が、次の各号に掲げる外国法人のいずれかに該当する場合

には、同項の外国金融機関等が支払を受ける同項に規定する支払を受ける利子について

は」に改め、同項第一号中「特定利子」を「利子」に改め、「特定金融機関等」の下に

「（当該特定金融機関等（第六項第二号ロに掲げる法人に限る。）が金融商品債務引受

業として外国金融機関等（第六項第一号イに掲げる外国法人に限る。）と他の特定金融

機関等のうち第六項第二号ロに掲げる法人以外のものとの間の振替債等に係る特定債券

現先取引等（当該利子に係るものに限る。）に基づく債務を引受け等により負担した場

合には、当該他の特定金融機関等）」を、「の法人」の下に「（法人税法第二条第八号

に規定する人格のない社団等を含む。次項において「条約相手国等の法人」とい

う。）」を加え、同項第二号中「第四十条の四第一項又は第六十六条の六第一項」を

「第四十条の四第二項第一号又は第六十六条の六第二項第一号」に、「特定外国子会社

等」を「外国関係会社（第四十条の四第五項若しくは第十項（第一号に係る部分に限

る。）又は第六十六条の六第五項若しくは第十項（第一号に係る部分に限る。）の規定

の適用があるものを除く。）」に改め、同項第三号中「特定利子」を「利子」に、「第

四項及び第七項」を「第六項及び第九項」に改め、同条第十一項中「第三項」を「第五

項」に、「第五項」を「第七項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十項中「と

の間の債券現先取引又は証券貸借取引」を「又は特定外国法人が当該特定金融機関等か

ら支払を受ける特定利子に係る振替債等に係る特定債券現先取引等又は振替国債に係る

特定債券現先取引」に、「これらの債券現先取引又は証券貸借取引」を「これらの取

引」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項中「第七項の」を「第八項及び第九



項の」に、「前項の規定により同項に規定する申告書を提出する外国金融機関等が当該

申告書を提出する場合」を「前項各号に定める申告書の提出」に、「、第七項」を「、

第八項中「前項」とあるのは「第十項」と、「非課税適用申告書が同項」とあるのは

「同項各号に定める申告書が前項」と、第九項」に改め、「提出をする外国金融機関

等」を削り、「次項に規定する」を「次項各号に定める」に、「「当該申告書」を

「「当該各号に定める申告書」に、「名称」とあるのは「変更後の名称」を「本店又

は」とあるのは「本店若しくは」と、「所在地」とあるのは「所在地又は変更後の名称

及び本店若しくは主たる事務所の所在地」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八

項中「が、当該非課税適用申告書を提出した後、その名称又は本店若しくは主たる事務

所の所在地その他の財務省令で定める事項の変更をした場合」を「又は特定外国法人が、

次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合（外国金融機関等（第六項第一号ハ

又はニに掲げる外国法人に限る。以下この項において「外国中央銀行等」という。）に

あつては、第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合）」に、「変更をした日」

を「該当することとなつた日」に、「その変更をした後のその者の名称及び本店又は主

たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申告書」を「当該各号に

定める申告書（外国中央銀行等にあつては、第一号に定める申告書。以下この項におい

て同じ。）」に、「第五項」を「第七項」に、「当該申告書」を「当該各号に定める申

告書」に改め、「第一項」の下に「及び第三項」を加え、同項に次の各号を加える。 

  一 当該非課税適用申告書に記載した名称又は本店若しくは主たる事務所の所在地そ

の他の財務省令で定める事項の変更をした場合 その変更をした後の当該非課税適

用申告書を提出した者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務省令

で定める事項を記載した申告書 

  二 当該非課税適用申告書を提出した日、前号に定める申告書を提出した日又はこの

号に定める申告書を提出した日のいずれか遅い日の翌日から五年（特定外国法人に

あつては、二年）を経過した場合 当該非課税適用申告書を提出した者の名称及び

本店又は主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申告書 

  第四十二条の二第八項を同条第十項とし、同条第七項中「外国金融機関等」の下に

「又は特定外国法人」を加え、同項を同条第九項とし、同条第六項を同条第八項とし、

同条第五項中「第一項」の下に「又は第三項」を、「外国金融機関等」の下に「又は特

定外国法人」を加え、「同項」を「これら」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四

項第一号ハを同号ニとし、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。 

   ロ 外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う外国法人で当該業務を

行うことにつき当該国の法令により当該国において金融商品取引法第百五十六条

の二の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けている

もの（その行う当該業務として他の外国法人（イ、ハ又はニに掲げる外国法人に

限る。）と特定金融機関等（次号ロに掲げる法人を除く。）との間の債券現先取



引又は証券貸借取引に基づく債務を引受け等により負担する場合における当該外

国法人に限る。） 

  第四十二条の二第四項第二号イ中「金融機関及び」を「金融機関、」に、「金融商品

取引業者等で」を「金融商品取引業者等その他政令で定めるもので、」に改め、同号ロ

を同号ハとし、同号イの次に次のように加える。 

   ロ 金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関（その行う

金融商品債務引受業として外国金融機関等（前号ロに掲げる外国法人を除く。）

又は特定外国法人と他の法人（イ又はハに掲げる法人に限る。）との間の債券現

先取引又は証券貸借取引に基づく債務を引受け等により負担する場合における当

該金融商品取引清算機関に限る。） 

  第四十二条の二第四項を同条第六項とし、同条第三項中「第一項」の下に「及び第三

項」を加え、「特定利子」を「これらの規定に規定する支払を受ける利子（以下この条

において「特定利子」という。）」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に

次の二項を加える。 

 ３ 外国金融機関等以外の外国法人（条約相手国等の法人に限る。以下この条において

「特定外国法人」という。）が、平成二十九年四月一日から平成三十一年三月三十一

日までの間において開始した振替国債に係る債券現先取引（振替国債に係る債券現先

取引で政令で定める要件を満たすものをいう。以下この項において同じ。）で特定外

国法人と特定金融機関等との間で行われるもの（当該取引が特定金融機関等のうち第

六項第二号ロに掲げるものとの間で行われるものである場合にあつては、当該取引が、

当該特定金融機関等が金融商品債務引受業として特定外国法人と他の特定金融機関等

（同号ロに掲げる法人を除く。）との間で行われた振替国債に係る債券現先取引に基

づく債務を引受け等により負担したことに係るものである場合に限る。次項及び第十

二項において「振替国債に係る特定債券現先取引」という。）につき、特定金融機関

等から所得税法第百六十一条第一項第十号に掲げる利子の支払を受ける場合には、そ

の支払を受ける利子（政令で定めるものを除く。）については、所得税を課さない。 

 ４ 前項の規定は、同項に規定する支払を受ける利子の支払を受ける特定外国法人が、

当該利子を支払う特定金融機関等（当該特定金融機関等（第六項第二号ロに掲げる法人

に限る。）が金融商品債務引受業として特定外国法人と他の特定金融機関等のうち同号

ロに掲げる法人以外のものとの間の振替国債に係る特定債券現先取引（当該利子に係る

ものに限る。）に基づく債務を引受け等により負担した場合には、当該他の特定金融機

関等。以下この項において同じ。）の国外関連者（外国法人で、当該利子を支払う特定

金融機関等との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資（当該他方

の法人が有する自己の株式又は出資を除く。）の総数又は総額の百分の五十以上の数又

は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係

のあるものをいう。）に該当する場合には、適用しない。 



  第四十二条の三第一項及び第三項中「第三十一条の二第七項」を「第三十一条の二第

八項」に改める。 

  第四十二条の三の二第一項及び第二項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十

一年三月三十一日」に改める。 

  第四十二条の四第一項中「の百分の十（試験研究費割合が百分の十未満であるときは、

当該試験研究費割合に〇・二を乗じて計算した割合に百分の八を加算した割合（当該割

合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合）とする。）に相

当する」を「に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合（当該事業年

度が設立事業年度であるとき、又は比較試験研究費の額が零であるときは、百分の八・

五）を乗じて計算した」に改め、同項に次の各号を加える。 

  一 増減試験研究費割合が百分の五を超える場合 百分の九に、当該増減試験研究費

割合から百分の五を控除した割合に〇・三を乗じて計算した割合を加算した割合

（当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、

当該加算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。） 

  二 増減試験研究費割合が百分の五以下である場合 百分の九から、百分の五から当

該増減試験研究費割合を減算した割合に〇・一を乗じて計算した割合を減算した割

合（当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、

当該減算した割合が百分の六未満であるときは百分の六とする。） 

  第四十二条の四第十項中「から第四項までの規定の」を「、第三項、第六項又は第七

項の規定の」に、「又は租税特別措置法第四十二条の四第一項から第四項まで」を「又

は租税特別措置法第四十二条の四第一項、第三項、第六項若しくは第七項」に、「この

款及び租税特別措置法第四十二条の四第一項から第四項まで」を「この款並びに租税特

別措置法第四十二条の四第一項、第三項、第六項及び第七項」に、「同条第一項から第

四項まで」を「同条第一項、第三項、第六項及び第七項」に、「第七十二条第一項第二

号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の四第一項から第四項ま

で」を「第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四

十二条の四第一項、第三項、第六項及び第七項」に、「）及び租税特別措置法第四十二

条の四第一項から第四項まで」を「）並びに租税特別措置法第四十二条の四第一項、第

三項、第六項及び第七項」に、「と、」とあるのは「と」を「）」と、」とあるのは

「）」と」に、「（租税特別措置法第四十二条の四第一項から第四項まで」を「（租税

特別措置法第四十二条の四第一項、第三項、第六項又は第七項」に、「第百四十四条の

四第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の四第一項か

ら第四項まで」を「第百四十四条の四第一項第三号中「。）の規定」とあるのは「。）

並びに租税特別措置法第四十二条の四第一項、第三項、第六項及び第七項」に、「前

節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の四第一項から第四項まで」と、

同法第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四



十二条の四第一項から第四項まで」を「。）の規定」とあるのは「。）並びに租税特別

措置法第四十二条の四第一項、第三項、第六項及び第七項の規定」と、同法第百四十四

条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の四第

一項、第三項、第六項及び第七項」に、「及び租税特別措置法第四十二条の四第一項か

ら第四項まで」とする」を「並びに租税特別措置法第四十二条の四第一項、第三項、第

六項及び第七項」とする」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項中「第四項」

を「第一項又は第三項」に、「適用年度の開始」を「適用年度開始」に、「第五項」を

「第七項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項中「から第四項まで」を「、

第三項、第六項及び第七項」に、「、修正申告書又は更正請求書」を「（これらの規定

により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、

当該修正申告書又は更正請求書を含む。）」に、「は、当該」を「の計算の基礎となる

試験研究費の額又は特別試験研究費の額は、」に、「基礎として計算した金額に限るも

の」を「限度」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項を同条第九項とし、同条第

六項第一号中「又は」を「若しくは」に、「費用で」を「費用又は対価を得て提供する

新たな役務の開発に係る試験研究として政令で定めるもののために要する費用で、」に

改め、同項第二号イ中「第四十二条の六第三項から第五項まで」を「第四十二条の六第

二項及び第三項」に改め、「第四十二条の十一の二第二項」の下に「、第四十二条の十

一の三第二項」を加え、「並びに第四十二条の十二の四」を「、第四十二条の十二の四

第二項及び第三項並びに第四十二条の十二の五」に改め、同号ハ中「第八項」を「第九

項」に改め、同項第三号を次のように改める。 

  三 増減試験研究費割合 増減試験研究費の額（第一項又は第三項に規定する事業年

度（第五号及び第十一項において「適用年度」という。）の所得の金額の計算上損

金の額に算入される試験研究費の額から比較試験研究費の額を減算した金額をい

う。）の当該比較試験研究費の額に対する割合をいう。 

  第四十二条の四第六項第四号から第六号までを削り、同項第七号を同項第四号とし、

同項第八号中「第四項に規定する事業年度（以下この条において「適用年度」とい

う。）」を「適用年度」に改め、同号を同項第五号とし、同号の次に次の四号を加える。 

  六 中小企業者 中小企業者に該当する法人として政令で定めるものをいう。 

  六の二 適用除外事業者 当該事業年度開始の日前三年以内に終了した各事業年度

（以下この号において「基準年度」という。）の所得の金額の合計額を各基準年度

の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額（設立後三年を経過して

いないこと、既に基準年度の所得に対する法人税の額につき法人税法第八十条の規

定の適用があつたこと、基準年度において合併、分割又は現物出資が行われたこと

その他の政令で定める事由がある場合には、当該計算した金額につき当該事由の内

容に応じ調整を加えた金額として政令で定めるところにより計算した金額）が十五

億円を超える法人をいう。 



  七 農業協同組合等 農業協同組合、農業協同組合連合会、中小企業等協同組合、出

資組合である商工組合及び商工組合連合会、内航海運組合、内航海運組合連合会、

出資組合である生活衛生同業組合、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工

業協同組合、水産加工業協同組合連合会、森林組合並びに森林組合連合会をいう。 

  八 試験研究費割合 第一項、第三項又は前項に規定する事業年度の所得の金額の計

算上損金の額に算入される試験研究費の額の平均売上金額に対する割合をいう。 

  第四十二条の四第六項第九号を次のように改める。 

  九 特別試験研究費の額 試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他の者

と共同して行う試験研究、国の試験研究機関、大学又は中小企業者に委託する試験

研究、中小企業者からその有する知的財産権（知的財産基本法第二条第二項に規定

する知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。）の設定又は許諾を

受けて行う試験研究、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究

その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをい

う。 

  第四十二条の四第六項第十号中「又は第四項」を「、第三項又は前項」に改め、同項

を同条第八項とし、同条第五項を削り、同条第四項中「法人が、」を「法人の」に、

「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め、「各事業年度

（」の下に「第四項（第二号に係る部分に限る。）又は第五項の規定の適用を受ける事

業年度、」を加え、「次の各号に掲げる場合に該当する」を「当該事業年度の所得の金

額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額が平均売上金額の百分の十に相当する

金額を超える」に、「当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」を

「その超える部分の金額に超過税額控除割合（試験研究費割合から百分の十を控除した

割合に〇・二を乗じて計算した割合をいう。）を乗じて計算した金額（以下この項にお

いて「超過税額控除限度額」という。）」に、「各号に定める金額が」を「超過税額控

除限度額が」に改め、同項各号を削り、同項を同条第七項とし、同条第三項中「前二

項」を「第一項又は第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項中「中小企業

者又は」を「中小企業者（適用除外事業者に該当するものを除く。）又は」に、「前

項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の二項を加える。 

 ４ 前項に規定する中小企業者等の平成二十九年四月一日から平成三十一年三月三十一

日までの間に開始する各事業年度（設立事業年度を除く。）において、増減試験研究

費割合が百分の五を超える場合における同項の規定の適用については、次に定めると

ころによる。 

  一 前項中「の百分の十二に相当する」とあるのは、「に特例割合（百分の十二に、

増減試験研究費割合から百分の五を控除した割合に〇・三を乗じて計算した割合を

加算した割合（当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨て

た割合とし、当該加算した割合が百分の十七を超えるときは百分の十七とする。）



をいう。）を乗じて計算した」とする。 

  二 前項後段中「百分の二十五」とあるのは、「百分の三十五」とする。 

 ５ 第一項に規定する法人又は第三項に規定する中小企業者等の平成二十九年四月一日

から平成三十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度（前項（第二号に係る

部分に限る。）の規定の適用を受ける事業年度を除く。）において、試験研究費割合

が百分の十を超える場合における第一項又は第三項の規定の適用については、これら

の規定中「の百分の二十五に相当する」とあるのは「の百分の二十五に相当する金額

に、当該調整前法人税額に試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて

計算した割合（当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた

割合とし、当該二を乗じて計算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とす

る。）を乗じて計算した金額を加算した」と、「当該百分の二十五に相当する」とあ

るのは「当該加算した」とする。 

  第四十二条の四第一項の次に次の一項を加える。 

 ２ 前項に規定する法人の平成二十九年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの

間に開始する各事業年度における同項の規定の適用については、同項第一号中「百分

の十」とあるのは、「百分の十四」とする。 

  第四十二条の五第一項中「第二条第一項第十六号」を「第二条第一項第十五号」に、

「電気事業の用」を「発電事業者に該当する法人のうち、同項第三号に規定する小売電

気事業者、同項第九号に規定する一般送配電事業者、同項第十一号に規定する送電事業

者若しくは同項第十三号に規定する特定送配電事業者のいずれかに該当するもの又は大

規模な発電を行うものとして財務省令で定めるものが発電の用」に改め、同条第二項中

「前条第二項」を「前条第三項」に、「同条第六項第二号」を「同条第八項第二号」に

改め、同条第五項中「次条第七項」を「次条第五項」に、「及び第四十二条の十二の三

第五項」を「、第四十二条の十二の三第五項及び第四十二条の十二の四第五項」に改め、

同条第九項中「、修正申告書又は更正請求書」を「（同項の規定により控除を受ける金

額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更

正請求書を含む。）」に、「は、当該」を「の計算の基礎となるエネルギー環境負荷低

減推進設備等の取得価額は、」に、「基礎として計算した金額に限るもの」を「限度」

に改め、同条第十項中「、修正申告書又は更正請求書」を「（同項の規定により控除を

受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告

書又は更正請求書を含む。）」に改め、同条第十一項中「と、」とあるのは「と」を

「）」と、」とあるのは「）」と」に、「第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」

とあるのは「並びに」を「第百四十四条の四第一項第三号中「。）の規定」とあるのは

「。）並びに」に、「前節」とあるのは「前節並びに租税特別措置法第四十二条の五第

二項及び第三項」と、」を「。）の規定」とあるのは「。）並びに租税特別措置法第四

十二条の五第二項及び第三項の規定」と、」に改める。 



  第四十二条の六第一項中「第四十二条の四第二項」を「第四十二条の四第三項」に、

「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め、「及び第三

項」を削り、「以下この条において「供用年度」を「次項及び第九項において「供用年

度」に、「。第三項」を「。次項」に改め、同項第一号中「、器具及び備品」及び「事

務処理の能率化、」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「及び次項」を削り、

「前二項」を「前項」に、「第四十二条の四第六項第二号」を「第四十二条の四第八項

第二号」に、「第六項まで」を「第四項まで」に改め、「（以下この項」の下に「及び

第四項」を加え、同項を同条第二項とし、同条第四項を削り、同条第五項中「第三項又

は」を削り、「控除される金額」の下に「又は第四十二条の十二の三第二項及び第四十

二条の十二の四第二項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控

除される金額」を加え、「当該金額」を「これらの金額」に改め、同項を同条第三項と

し、同条第六項中「おける第三項又は第四項に規定する」を「おける」に、「第六十八

条の十一第三項又は第四項」を「第六十八条の十一第二項」に、「、第三項又は第四

項」を「、第二項」に、「同条第三項又は第四項」を「同条第二項」に、「同条第五

項」を「同条第三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第七項中「第六十八条の十

一第三項から第五項まで」を「第六十八条の十一第二項又は第三項」に、「及び第四十

二条の十二の三第五項」を「、第四十二条の十二の三第五項及び第四十二条の十二の四

第五項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第八項中「及び第二項」を削り、同項を

同条第六項とし、同条第九項中「及び第二項」を削り、同項を同条第七項とし、同条第

十項中「第三項及び第四項」を「第二項」に、「、修正申告書又は更正請求書」を

「（同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出

する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。）」に、「これら」を「同項」

に、「は、当該」を「の計算の基礎となる特定機械装置等の取得価額は、」に、「基礎

として計算した金額に限るもの」を「限度」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十

一項中「第五項の」を「第三項の」に、「第六項」を「第四項」に、「第六十八条の十

一第三項」を「第六十八条の十一第二項」に、「第六十八条の十一第五項」を「第六十

八条の十一第三項」に、「、修正申告書又は更正請求書」を「（同項の規定により控除

を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申

告書又は更正請求書を含む。）」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十二項中「第

三項から第五項までの規定の」を「第二項又は第三項の規定の」に、「又は租税特別措

置法第四十二条の六第三項から第五項まで」を「又は租税特別措置法第四十二条の六第

二項若しくは第三項」に、「この款及び租税特別措置法第四十二条の六第三項から第五

項まで」を「この款並びに租税特別措置法第四十二条の六第二項及び第三項」に、「同

条第三項から第五項まで」を「同条第二項及び第三項」に、「第七十二条第一項第二号

中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の六第三項から第五項まで」

を「第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二



条の六第二項及び第三項」に、「）及び租税特別措置法第四十二条の六第三項から第五

項まで」を「）並びに租税特別措置法第四十二条の六第二項及び第三項」に、「と、」

とあるのは「と」を「）」と、」とあるのは「）」と」に、「（租税特別措置法第四十

二条の六第三項から第五項まで」を「（租税特別措置法第四十二条の六第二項又は第三

項」に、「第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置

法第四十二条の六第三項から第五項まで」を「第百四十四条の四第一項第三号中「。）

の規定」とあるのは「。）並びに租税特別措置法第四十二条の六第二項及び第三項」に、

「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の六第三項から第五項まで」

と、同法第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法

第四十二条の六第三項から第五項まで」を「。）の規定」とあるのは「。）並びに租税

特別措置法第四十二条の六第二項及び第三項の規定」と、同法第百四十四条の六第一項

第三号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の六第二項及び第三

項」に、「及び租税特別措置法第四十二条の六第三項から第五項まで」とする」を「並

びに租税特別措置法第四十二条の六第二項及び第三項」とする」に改め、同項を同条第

十項とし、同条第十三項中「第七項の」を「第五項の」に、「第四十二条の六第七項」

を「第四十二条の六第五項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十四項中「第八

項から第十二項まで」を「第六項から第十項まで」に、「第七項」を「第五項」に改め、

同項を同条第十二項とする。 

  第四十二条の九第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一

日」に、「この条において「供用年度」を「この項及び第六項において「供用年度」に、

「第四十二条の四第六項第二号」を「第四十二条の四第八項第二号」に改め、同条第四

項中「第四十二条の六第七項及び第四十二条の十二の三第五項」を「第四十二条の六第

五項、第四十二条の十二の三第五項及び第四十二条の十二の四第五項」に改め、同条第

五項中「、修正申告書又は更正請求書」を「（同項の規定により控除を受ける金額を増

加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求

書を含む。）」に、「は、当該」を「の計算の基礎となる工業用機械等の取得価額

は、」に、「基礎として計算した金額に限るもの」を「限度」に改め、同条第六項中「、

修正申告書又は更正請求書」を「（同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修

正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含

む。）」に改め、同条第七項中「と、」とあるのは「と」を「）」と、」とあるのは

「）」と」に、「第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び」を

「第百四十四条の四第一項第三号中「。）の規定」とあるのは「。）及び」に、「前

節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の九」と、」を「。）の規定」と

あるのは「。）及び租税特別措置法第四十二条の九の規定」と、」に改める。 

  第四十二条の十第二項中「第四十二条の四第六項第二号」を「第四十二条の四第八項

第二号」に改め、同条第三項中「第四十二条の四第六項第六号」を「第四十二条の四第



八項第九号」に、「同条第六項第六号」を「同条第八項第九号」に改め、同条第六項中

「、修正申告書又は更正請求書」を「（同項の規定により控除を受ける金額を増加させ

る修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含

む。）」に、「は、当該」を「の計算の基礎となる特定機械装置等の取得価額は、」に、

「基礎として計算した金額に限るもの」を「限度」に改め、同条第七項中「と、」とあ

るのは「と」を「）」と、」とあるのは「）」と」に、「第百四十四条の四第一項第三

号中「の規定」とあるのは「及び」を「第百四十四条の四第一項第三号中「。）の規

定」とあるのは「。）及び」に、「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十

二条の十第二項」と、」を「。）の規定」とあるのは「。）及び租税特別措置法第四十

二条の十第二項の規定」と、」に改める。 

  第四十二条の十一第二項中「第四十二条の四第六項第二号」を「第四十二条の四第八

項第二号」に改め、同条第六項中「、修正申告書又は更正請求書」を「（同項の規定に

より控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当

該修正申告書又は更正請求書を含む。）」に、「は、当該」を「の計算の基礎となる特

定機械装置等の取得価額は、」に、「基礎として計算した金額に限るもの」を「限度」

に改め、同条第七項中「と、」とあるのは「と」を「）」と、」とあるのは「）」と」

に、「第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び」を「第百四十四

条の四第一項第三号中「。）の規定」とあるのは「。）及び」に、「前節」とあるのは

「前節及び租税特別措置法第四十二条の十一第二項」と、」を「。）の規定」とあるの

は「。）及び租税特別措置法第四十二条の十一第二項の規定」と、」に改める。 

  第四十二条の十一の二第二項中「第四十二条の四第六項第二号」を「第四十二条の四

第八項第二号」に、「税額控除限度額（その事業の用に供した当該特定建物等の取得価

額に当該認定を受けた日が次の各号に掲げる期間のいずれに含まれるかに応じ当該各号

に定める割合を乗じて計算した金額の合計額をいう。以下この項において同じ」を「そ

の事業の用に供した当該特定建物等の取得価額の百分の四（当該認定地方活力向上地域

特定業務施設整備計画が同法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものであ

る場合には、百分の七）に相当する金額の合計額（以下この項において「税額控除限度

額」という」に改め、同項各号を削り、同条第五項中「、修正申告書又は更正請求書」

を「（同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提

出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。）」に、「は、当該」を「の

計算の基礎となる特定建物等の取得価額は、」に、「基礎として計算した金額に限るも

の」を「限度」に改め、同条第六項中「第四十二条の十一の二第二項」を「第四十二条

の十一の三第二項」に、「と、」とあるのは「と」を「）」と、」とあるのは「）」

と」に、「第百四十四条の四第一項第三号及び」を「第百四十四条の四第一項第三号中

「。）の規定」とあるのは「。）及び租税特別措置法第四十二条の十一の三第二項（地

方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除）の規定」と、



同法」に改め、同条を第四十二条の十一の三とする。 

  第四十二条の十一の次に次の一条を加える。 

  （地域経済牽
けん

引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償

却又は法人税額の特別控除） 

 第四十二条の十一の二 青色申告書を提出する法人で地域経済牽引事業の促進による地

域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十四条に規定する承認地域経済牽引事業者

であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関

する法律の一部を改正する法律（平成二十九年法律第▼▼▼号）の施行の日から平成

三十一年三月三十一日までの期間（次項において「指定期間」という。）内に、当該

法人の行う同条に規定する承認地域経済牽引事業（以下この項及び次項において「承

認地域経済牽引事業」という。）に係る地域経済牽引事業の促進による地域の成長発

展の基盤強化に関する法律第四条第二項第一号に規定する促進区域（次項において

「促進区域」という。）内において当該承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽

引事業計画（同法第十四条第二項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。以下

この項及び次項において同じ。）に従つて特定地域経済牽引事業施設等（承認地域経

済牽引事業計画に定められた施設又は設備で、政令で定める規模のものをいう。以下

この項及び次項において同じ。）の新設又は増設をする場合において、当該新設若し

くは増設に係る特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、

建物及びその附属設備並びに構築物（以下この条において「特定事業用機械等」とい

う。）でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又

は当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等を製作し、若しくは建設して、これ

を当該承認地域経済牽引事業の用に供したとき（貸付けの用に供した場合を除く。次

項において同じ。）は、その承認地域経済牽引事業の用に供した日を含む事業年度

（解散（合併による解散を除く。）の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除

く。次項において「供用年度」という。）の当該特定事業用機械等の償却限度額は、

法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定事業用機械等の

普通償却限度額と特別償却限度額（当該特定事業用機械等の取得価額（その特定事業

用機械等に係る一の特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び

備品、建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が百億円を超える場合

には、百億円にその特定事業用機械等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を

乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。）の百分の四十（建物

及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十）に相当する金額をいう。）

との合計額とする。 

 ２ 青色申告書を提出する法人で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤

強化に関する法律第二十四条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、指定

期間内に、当該法人の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において当該承認



地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画に従つて特定地域経済牽引事業施

設等の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る特定事業用機

械等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は

当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを

当該承認地域経済牽引事業の用に供したときは、当該特定事業用機械等につき前項の

規定の適用を受ける場合を除き、供用年度の所得に対する調整前法人税額（第四十二

条の四第八項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。）

からその承認地域経済牽引事業の用に供した当該特定事業用機械等の基準取得価額の

百分の四（建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二）に相当する金

額の合計額（以下この項において「税額控除限度額」という。）を控除する。この場

合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年

度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その

控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。 

 ３ 第一項の規定は、法人が所有権移転外リース取引により取得した特定事業用機械等

については、適用しない。 

 ４ 第一項の規定は、確定申告書等に特定事業用機械等の償却限度額の計算に関する明

細書の添付がある場合に限り、適用する。 

 ５ 第二項の規定は、確定申告書等（同項の規定により控除を受ける金額を増加させる

修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含

む。）に同項の規定による控除の対象となる特定事業用機械等の取得価額、控除を受

ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、

適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる

特定事業用機械等の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された特定事

業用機械等の取得価額を限度とする。 

 ６ 第二項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章及び第三編第二章の

規定の適用については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで（税額控除）」

とあるのは「第七十条の二まで（税額控除）又は租税特別措置法第四十二条の十一の

二第二項（地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合

の法人税額の特別控除）」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款及

び租税特別措置法第四十二条の十一の二第二項（地域経済牽引事業の促進区域内にお

いて特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除）」と、「まず前条」と

あるのは「まず同項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第

二号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十一の二第二項（地

域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の

特別控除）の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節（税額の計算）」とあ

るのは「前節（税額の計算）及び租税特別措置法第四十二条の十一の二第二項（地域



経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特

別控除）」と、同法第百四十四条中「）」と、」とあるのは「）」と、「法人税の

額」とあるのは「法人税の額（租税特別措置法第四十二条の十一の二第二項（地域経

済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別

控除）の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額）」

と、」と、同法第百四十四条の二第一項中「対する法人税の額」とあるのは「対する

法人税の額（租税特別措置法第四十二条の十一の二第二項（地域経済牽引事業の促進

区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除）の規定によ

り控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において

同じ。）」と、同法第百四十四条の四第一項第三号中「。）の規定」とあるのは

「。）及び租税特別措置法第四十二条の十一の二第二項（地域経済牽引事業の促進区

域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除）の規定」と、

同項第四号及び同条第二項第二号中「。）の規定」とあるのは「。）及び租税特別措

置法第四十二条の十一の二第二項の規定」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中

「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十一の二第二項（地域経済

牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控

除）の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節及び

租税特別措置法第四十二条の十一の二第二項」とする。 

 ７ 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必

要な事項は、政令で定める。 

  第四十二条の十二第一項中「第四十二条の四第六項第二号」を「第四十二条の四第八

項第二号」に、「第四十二条の四第二項」を「第四十二条の四第三項」に改め、同条第

二項中「第一号に」を「前項第一号及び第三号に」に、「二十万円（当該法人が第二号

に掲げる要件を満たす場合には、五十万円）に当該法人の当該適用年度の地方事業所基

準雇用者数（当該地方事業所基準雇用者数が当該適用年度の基準雇用者数を超える場合

には、当該基準雇用者数）を乗じて計算した金額」を「次に掲げる金額の合計額」に改

め、同項各号を次のように改める。 

  一 三十万円（当該法人の基準雇用者割合が百分の十以上であること又は当該適用年

度開始の日の前日における雇用者のうち当該適用年度終了の日において高年齢雇用

者に該当しない者の数が零であることにつき、政令で定めるところにより証明がさ

れた場合には、六十万円）に、当該法人の当該適用年度の地方事業所基準雇用者数

（当該地方事業所基準雇用者数が当該適用年度の基準雇用者数を超える場合には、

当該基準雇用者数。次号において同じ。）のうち当該法人が受けた地域再生法第十

七条の二第三項の認定に係る特定業務施設において当該適用年度に新たに雇用され

た次に掲げる要件を満たす雇用者で当該適用年度終了の日において当該特定業務施

設に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数（同号及び



第三号において「特定新規雇用者数」という。）に達するまでの数を乗じて計算し

た金額 

   イ 当該法人との間で労働契約法第十七条第一項に規定する有期労働契約以外の労

働契約を締結していること。 

   ロ 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二条に規定する短時間労働者

でないこと。 

  二 二十万円（前号に規定する政令で定めるところにより証明がされた場合には、五

十万円）に、当該法人が受けた地域再生法第十七条の二第三項の認定に係る特定業

務施設において当該適用年度に新たに雇用された雇用者で当該適用年度終了の日に

おいて当該特定業務施設に勤務するものの総数（当該総数が当該法人の当該適用年

度の地方事業所基準雇用者数を超える場合には、当該地方事業所基準雇用者数）と

して政令で定めるところにより証明がされた数（以下この号及び次号において「新

規雇用者総数」という。）から特定新規雇用者数を控除した数のうち当該新規雇用

者総数の百分の四十に相当する数（当該数に一に満たない端数があるときは、これ

を切り捨てた数。同号において同じ。）に達するまでの数と当該地方事業所基準雇

用者数から当該新規雇用者総数を控除した数とを合計した数を乗じて計算した金額 

  三 十万円（第一号に規定する政令で定めるところにより証明がされた場合には、四

十万円）に、新規雇用者総数から特定新規雇用者数を控除した数のうち当該新規雇

用者総数の百分の四十に相当する数を超える部分の数を乗じて計算した金額 

  第四十二条の十二第五項第一号中「第六号及び第十一号」を「第七号及び第十二号」

に改め、同項第四号中「第七号及び第十号」を「第八号及び第十一号」に改め、同項第

十一号中「法人が」を「法人の」に改め、「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計

画に従つて当該計画の認定をした認定都道府県知事が作成した認定地域再生計画に記載

されている同法第五条第四項第五号に規定する地方活力向上地域に移転して整備した」

を削り、同号を同項第十二号とし、同項第十号を同項第十一号とし、同項第七号から第

九号までを一号ずつ繰り下げ、同項第六号中「法人が」を「法人の」に、「地域再生法

第十七条の二第六項に規定する認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画（以下この

号及び第十一号において「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」という。）に

従つて当該計画の認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事（同号において

「認定都道府県知事」という。）が作成した同法第八条第一項に規定する認定地域再生

計画（同号において「認定地域再生計画」という。）に記載されている同法第五条第四

項第五号に規定する地方活力向上地域（当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計

画が同法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に関するものである場合には、同号に

規定する地方活力向上地域）において整備した同法第五条第四項第五号に規定する特定

業務施設（第十一号において「特定業務施設」という。）」を「特定業務施設」に改め、

同号を同項第七号とし、同項第五号中「次号に規定する」を削り、同号を同項第六号と



し、同項第四号の次に次の一号を加える。 

  五 特定業務施設 地域再生法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設で、同法

第十七条の二第六項に規定する認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に係る

計画の認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事が作成した同法第八条第

一項に規定する認定地域再生計画に記載されている同号に規定する地方活力向上地

域（当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画が同法第十七条の二第一項第

二号に掲げる事業に関するものである場合には、同号に規定する地方活力向上地

域）において当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従つて整備された

ものをいう。 

  第四十二条の十二第八項中「、修正申告書又は更正請求書」を「（これらの規定によ

り控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該

修正申告書又は更正請求書を含む。）」に、「は、当該」を「の計算の基礎となる特定

地域基準雇用者数、地方事業所基準雇用者数又は地方事業所特別基準雇用者数は、」に、

「基礎として計算した金額に限るもの」を「限度」に改め、同条第十項中「と、」とあ

るのは「と」を「）」と、」とあるのは「）」と」に、「第百四十四条の四第一項第三

号中「の規定」とあるのは「及び」を「第百四十四条の四第一項第三号中「。）の規

定」とあるのは「。）及び」に、「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十

二条の十二第一項から第三項まで」と、」を「。）の規定」とあるのは「。）及び租税

特別措置法第四十二条の十二第一項から第三項までの規定」と、」に改める。 

  第四十二条の十二の二第一項中「第四十二条の四第六項第二号」を「第四十二条の四

第八項第二号」に改め、同条第二項中「、修正申告書又は更正請求書」を「（同項の規

定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、

当該修正申告書又は更正請求書を含む。）」に、「は、当該」を「の計算の基礎となる

特定寄附金の額は、」に、「基礎として計算した金額に限るもの」を「限度」に改め、

同条第三項中「と、」とあるのは「と」を「）」と、」とあるのは「）」と」に、「第

百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び」を「第百四十四条の四第

一項第三号中「。）の規定」とあるのは「。）及び」に、「前節」とあるのは「前節及

び租税特別措置法第四十二条の十二の二第一項」と、」を「。）の規定」とあるのは

「。）及び租税特別措置法第四十二条の十二の二第一項の規定」と、」に改める。 

  第四十二条の十二の三第一項中「第四十二条の四第二項」を「第四十二条の四第八項

第六号」に、「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め、

同条第二項中「第四十二条の四第六項第二号」を「第四十二条の四第八項第二号」に改

め、「の百分の二十に相当する金額」の下に「（第四十二条の六第二項の規定により当

該供用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金

額を控除した残額）」を加え、同条第三項中「控除される金額」の下に「又は第四十二

条の六第二項及び第三項並びに次条第二項の規定により当該事業年度の所得に対する調



整前法人税額から控除される金額」を加え、「当該金額」を「これらの金額」に改め、

同条第五項中「第四十二条の六第七項及び第四十二条の九第四項」を「第四十二条の六

第五項、第四十二条の九第四項及び次条第五項」に改め、同条第八項中「、修正申告書

又は更正請求書」を「（同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又

は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。）」に、

「は、当該」を「の計算の基礎となる経営改善設備の取得価額は、」に、「基礎として

計算した金額に限るもの」を「限度」に改め、同条第九項中「、修正申告書又は更正請

求書」を「（同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求

書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。）」に改め、同条第十

項中「と、」とあるのは「と」を「）」と、」とあるのは「）」と」に、「第百四十四

条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「並びに」を「第百四十四条の四第一項第

三号中「。）の規定」とあるのは「。）並びに」に、「前節」とあるのは「前節並びに

租税特別措置法第四十二条の十二の三第二項及び第三項」と、」を「。）の規定」とあ

るのは「。）並びに租税特別措置法第四十二条の十二の三第二項及び第三項の規定」

と、」に改める。 

  第四十二条の十二の四第一項中「第四十二条の四第六項第二号」を「第四十二条の四

第八項第二号」に、「同条第二項」を「同条第二項第一号」に改め、「相当する金額

（」の下に「第二号ロに定める要件を満たす法人にあつては、当該雇用者給与等支給増

加額のうち当該法人の雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額

に達するまでの金額に百分の二（当該法人が中小企業者等である場合には、百分の十

二）を乗じて計算した金額を加算した金額。」を加え、「（第四十二条の四第二項に規

定する中小企業者又は農業協同組合等をいう。次項第五号ハ及びニにおいて同じ。）」

を削り、同項第二号を次のように改める。 

  二 次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たすこと。 

   イ 中小企業者等 平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること。 

   ロ イに掲げる法人以外の法人 平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控

除した金額の当該比較平均給与等支給額に対する割合が百分の二以上であること。 

  第四十二条の十二の四第二項第八号を同項第九号とし、同項第七号を同項第八号とし、

同項第六号の次に次の一号を加える。 

  七 中小企業者等 第四十二条の四第三項に規定する中小企業者又は農業協同組合等

をいう。 

  第四十二条の十二の四第四項中「、修正申告書又は更正請求書」を「（同項の規定に

より控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当

該修正申告書又は更正請求書を含む。）」に、「、控除」を「及びその額のうち雇用者

給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額に達するまでの金額、控除」

に、「及び」を「並びに」に、「は、当該」を「の計算の基礎となる雇用者給与等支給



増加額は、」に、「基礎として計算した金額に限るもの」を「限度」に改め、同条第六

項中「第四十二条の十二の四第一項（」を「第四十二条の十二の五第一項（」に、

「と、」とあるのは「と」を「）」と、」とあるのは「）」と」に、「第百四十四条の

四第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び」を「第百四十四条の四第一項第三号中

「。）の規定」とあるのは「。）及び」に、「前節」とあるのは「前節及び租税特別措

置法第四十二条の十二の四第一項」と、」を「。）の規定」とあるのは「。）及び租税

特別措置法第四十二条の十二の五第一項の規定」と、」に、「第四十二条の十二の四第

一項」とする」を「第四十二条の十二の五第一項」とする」に改め、同条を第四十二条

の十二の五とする。 

  第四十二条の十二の三の次に次の一条を加える。 

  （中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特

別控除） 

 第四十二条の十二の四 中小企業者等（第四十二条の六第一項に規定する中小企業者等

又は前条第一項に規定する政令で定める法人で青色申告書を提出するもののうち、中

小企業等経営強化法第十三条第一項の認定（以下この項において「認定」という。）

を受けた同法第二条第二項に規定する中小企業者等に該当するものをいう。以下この

条において同じ。）が、平成二十九年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの

期間（次項において「指定期間」という。）内に、生産等設備を構成する機械及び装

置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びに政令で定めるソフトウエアで、同法第

十三条第四項に規定する経営力向上設備等（経営の向上に著しく資するものとして財

務省令で定めるもので、その中小企業者等のその認定に係る同条第一項に規定する経

営力向上計画（同法第十四条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変

更後のもの）に記載されたものに限る。）に該当するもののうち政令で定める規模の

もの（以下この条において「特定経営力向上設備等」という。）でその製作若しくは

建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を

製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小企業者等の営む事業の用（第

四十二条の六第一項に規定する指定事業の用又は前条第一項に規定する指定事業の用

に限る。以下この条において「指定事業の用」という。）に供した場合には、その指

定事業の用に供した日を含む事業年度（解散（合併による解散を除く。）の日を含む

事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び第九項において「供用年度」とい

う。）の当該特定経営力向上設備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は

第二項の規定にかかわらず、当該特定経営力向上設備等の普通償却限度額と特別償却

限度額（当該特定経営力向上設備等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に

相当する金額をいう。）との合計額とする。 

 ２ 中小企業者等が、指定期間内に、特定経営力向上設備等でその製作若しくは建設の

後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、



若しくは建設して、これを国内にある当該中小企業者等の営む指定事業の用に供した

場合において、当該特定経営力向上設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、

供用年度の所得に対する調整前法人税額（第四十二条の四第八項第二号に規定する調

整前法人税額をいう。以下第四項までにおいて同じ。）からその指定事業の用に供し

た当該特定経営力向上設備等の取得価額の百分の七（中小企業者等のうち政令で定め

る法人以外の法人がその指定事業の用に供した当該特定経営力向上設備等については、

百分の十）に相当する金額の合計額（以下この項及び第四項において「税額控除限度

額」という。）を控除する。この場合において、当該中小企業者等の供用年度におけ

る税額控除限度額が、当該中小企業者等の当該供用年度の所得に対する調整前法人税

額の百分の二十に相当する金額（第四十二条の六第二項及び前条第二項の規定により

当該供用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当

該金額を控除した残額）を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十

に相当する金額を限度とする。 

 ３ 青色申告書を提出する法人が、各事業年度（解散（合併による解散を除く。）の日

を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。）において繰越税額控除限度超過額

を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額

控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業

年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整

前法人税額の百分の二十に相当する金額（当該事業年度においてその指定事業の用に

供した特定経営力向上設備等につき前項の規定により当該事業年度の所得に対する調

整前法人税額から控除される金額又は第四十二条の六第二項及び第三項並びに前条第

二項及び第三項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除さ

れる金額がある場合には、これらの金額を控除した残額）を超えるときは、その控除

を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。 

 ４ 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前

一年以内に開始した各事業年度（その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、

当該連結事業年度（以下この項において「一年以内連結事業年度」という。）とし、

当該事業年度まで連続して青色申告書の提出（一年以内連結事業年度にあつては、当

該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連

結確定申告書の提出）をしている場合の各事業年度又は一年以内連結事業年度に限

る。）における税額控除限度額（当該法人の一年以内連結事業年度における第六十八

条の十五の五第二項に規定する税額控除限度額（当該法人に係るものに限る。以下こ

の項において「連結税額控除限度額」という。）を含む。）のうち、第二項の規定

（連結税額控除限度額については、同条第二項の規定）による控除をしてもなお控除

しきれない金額（既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から

控除された金額（既に同条第三項の規定により一年以内連結事業年度において法人税



の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控

除済金額」という。）がある場合には、当該控除済金額を控除した残額）の合計額を

いう。 

 ５ 連結子法人が、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取

り消された場合（当該承認の取消しのあつた日（以下この項において「取消日」とい

う。）が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。）において、当該連結子法

人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第六十八条の十五の五第二

項又は第三項の規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日

の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項及び第二

項の規定、第四十二条の五第五項、第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項及

び前条第五項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定に

より計算した法人税の額に、第六十八条の十五の五第二項又は第三項の規定により当

該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結

子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。 

 ６ 第一項の規定は、中小企業者等が所有権移転外リース取引により取得した特定経営

力向上設備等については、適用しない。 

 ７ 第一項の規定は、確定申告書等に特定経営力向上設備等の償却限度額の計算に関す

る明細書の添付がある場合に限り、適用する。 

 ８ 第二項の規定は、確定申告書等（同項の規定により控除を受ける金額を増加させる

修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含

む。）に同項の規定による控除の対象となる特定経営力向上設備等の取得価額、控除

を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限

り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎と

なる特定経営力向上設備等の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載され

た特定経営力向上設備等の取得価額を限度とする。 

 ９ 第三項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定す

る確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合

（第四項に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付

がある場合及び第六十八条の十五の五第二項に規定する供用年度以後の各連結事業年

度（当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用

年度以後の各事業年度）の同法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書（当該供

用年度以後の各事業年度にあつては、同条第三十一号に規定する確定申告書）に第六

十八条の十五の五第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場

合）で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等（同項

の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場

合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。）に同項の規定による控除の対象と



なる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算

に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。 

 10 第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章及び第三

編第二章の規定の適用については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで（税

額控除）」とあるのは「第七十条の二まで（税額控除）又は租税特別措置法第四十二

条の十二の四第二項若しくは第三項（中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得し

た場合の法人税額の特別控除）」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「こ

の款並びに租税特別措置法第四十二条の十二の四第二項及び第三項（中小企業者等が

特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除）」と、「まず前条」と

あるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第

七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の

十二の四第二項及び第三項（中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の

法人税額の特別控除）の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節（税額の計

算）」とあるのは「前節（税額の計算）並びに租税特別措置法第四十二条の十二の四

第二項及び第三項（中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額

の特別控除）」と、同法第百四十四条中「）」と、」とあるのは「）」と、「法人税

の額」とあるのは「法人税の額（租税特別措置法第四十二条の十二の四第二項又は第

三項（中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除）

の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額）」と、」と、

同法第百四十四条の二第一項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額

（租税特別措置法第四十二条の十二の四第二項又は第三項（中小企業者等が特定経営

力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除）の規定により控除する金額があ

る場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。）」と、同法

第百四十四条の四第一項第三号中「。）の規定」とあるのは「。）並びに租税特別措

置法第四十二条の十二の四第二項及び第三項（中小企業者等が特定経営力向上設備等

を取得した場合の法人税額の特別控除）の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二

号中「。）の規定」とあるのは「。）並びに租税特別措置法第四十二条の十二の四第

二項及び第三項の規定」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とある

のは「並びに租税特別措置法第四十二条の十二の四第二項及び第三項（中小企業者等

が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除）の規定」と、同項第

四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節並びに租税特別措置法第四十

二条の十二の四第二項及び第三項」とする。 

 11 第五項の規定の適用がある場合における法人税法及び地方法人税法の規定の適用に

ついては、法人税法第六十七条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税

特別措置法第四十二条の十二の四第五項（連結納税の承認を取り消された場合の法人

税額）」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第三項中「前条第一項又は第二



項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十二の四第五項」とするほか、同法第

二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び地方法人税法の規

定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

 12 第六項から第十項までに定めるもののほか、第一項から第五項までの規定の適用に

関し必要な事項は、政令で定める。 

  第四十二条の十三第一項中「第四十二条の四第六項第二号」を「第四十二条の四第八

項第二号」に改め、同項第二号中「第四十二条の四第二項」を「第四十二条の四第三

項」に改め、同項第三号中「第四十二条の四第三項」を「第四十二条の四第六項」に改

め、同項第四号中「第四十二条の四第四項」を「第四十二条の四第七項」に、「同項各

号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額（当該各号に掲げる場合のいずれに

も該当するときは、同条第五項の規定を適用して計算した金額）のうち同条第四項」を

「同項に規定する超過税額控除限度額のうち同項」に改め、同項第六号中「第四十二条

の六第三項から第五項まで」を「第四十二条の六第二項又は第三項」に、「同条第三

項」を「同条第二項」に改め、「、同条第四項に規定する税額控除限度額のうち同項の

規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額」を削り、「同条第五項」

を「同条第三項」に改め、同項第九号の次に次の一号を加える。 

  九の二 第四十二条の十一の二第二項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち

同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額 

  第四十二条の十三第一項第十号中「第四十二条の十一の二第二項」を「第四十二条の

十一の三第二項」に改め、同項第十四号を同項第十六号とし、同項第十三号を同項第十

五号とし、同項第十二号を同項第十三号とし、同号の次に次の一号を加える。 

  十四 第四十二条の十二の四第二項又は第三項の規定 それぞれ同条第二項に規定す

る税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除

した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定によ

る控除をしても控除しきれない金額を控除した金額 

  第四十二条の十三第一項第十一号の二を同項第十二号とし、同条第二項中「第四十二

条の六第五項」を「第四十二条の六第三項」に、「又は第四十二条の十二の三第三項」

を「、第四十二条の十二の三第三項又は第四十二条の十二の四第三項」に改め、同条第

三項中「第四十二条の六第六項」を「第四十二条の六第四項」に、「又は第四十二条の

十二の三第四項」を「、第四十二条の十二の三第四項又は第四十二条の十二の四第四

項」に改め、同条第五項中「、修正申告書又は更正請求書」を「（同項の規定により適

用する繰越税額控除に関する規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は

更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。）」に改める。 

  第四十三条第一項中「（以下」を「（同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。

以下」に改め、同項の表の第一号の上欄中「第四十二条の四第二項」を「第四十二条の

四第三項」に改め、「中小企業者」の下に「（適用除外事業者に該当するものを除



く。）」を、「農業協同組合等」の下に「（第三号において「中小企業者等」とい

う。）」を加え、同号の中欄中「及び次号の中欄に掲げる減価償却資産に該当するも

の」を削り、同表の第二号の中欄中「（当該法人が次に掲げる法人である場合には、当

該法人の区分に応じそれぞれ次に定める外航船舶（本邦と外国又は外国と外国との間を

往来する船舶をいう。以下この号において同じ。）を除く。）」を削り、同欄のイ及び

ロを削り、同号の下欄中「うち外航船舶」の下に「（本邦と外国との間又は外国と外国

との間を往来する船舶をいう。以下この号において同じ。）」を、「日本船舶」の下に

「（船舶法第一条に規定する日本船舶をいう。）」を加え、同表に次の一号を加える。 

三 自動車の運転に関する技能及び知識の

教授（主として道路交通法第八十四条第

一項に規定する免許を受けようとする者

に対するものに限る。）に係る学習支援

業を営む中小企業者等で、同法第九十九

条第一項の規定により指定自動車教習所

として指定された同法第九十八条第一項

に規定する自動車教習所を設置するもの 

当該自動車教習所にお

いて当該事業の用に供

される車両及び運搬具

のうち貨物を運搬する

構造の自動車として政

令で定めるもの 

百分の二十 

  第四十三条の二の次に次の一条を加える。 

  （被災代替資産等の特別償却） 

 第四十三条の三 法人が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別

措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害

（以下この項において「特定非常災害」という。）に係る同条第一項の特定非常災害

発生日（以下この項において「特定非常災害発生日」という。）から当該特定非常災

害発生日の翌日以後五年を経過する日までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる減価

償却資産で当該特定非常災害に基因して当該法人の事業の用に供することができなく

なつた建物（その附属設備を含む。以下この項において同じ。）、構築物若しくは機

械及び装置に代わるものとして政令で定めるものに該当するものの取得等（取得又は

製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。）をして、これを当該法人の事

業の用（機械及び装置にあつては、貸付けの用を除く。）に供した場合（所有権移転

外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合

を除く。）又は同欄に掲げる減価償却資産の取得等をして、これを被災区域（当該特

定非常災害に基因して事業又は居住の用に供することができなくなつた建物又は構築

物の敷地及び当該建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供さ

れていた土地の区域をいう。）及び当該被災区域である土地に付随して一体的に使用

される土地の区域内において当該法人の事業の用（機械及び装置にあつては、貸付け

の用を除く。）に供した場合（所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる

減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。）には、その用に供した日を含む

事業年度のこれらの減価償却資産（以下この項及び第三項において「被災代替資産

等」という。）の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかか



わらず、当該被災代替資産等の普通償却限度額と特別償却限度額（当該被災代替資産

等の取得価額に同表の各号の上欄に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号の中欄

に掲げる割合（当該法人が中小企業者等である場合には、当該各号の下欄に掲げる割

合）を乗じて計算した金額をいう。）との合計額とする。 

資   産 割   合 割   合 

一 建物又は構築物（増築

された建物又は構築物の

その増築部分を含む。）

で、その建設の後事業の

用に供されたことのない

もの 

百分の十五（当該特定非

常災害発生日の翌日から

起算して三年を経過した

日（以下この表において

「発災後三年経過日」と

いう。）以後に取得又は

建設をしたものについて

は、百分の十） 

百分の十八（発災後三年

経過日以後に取得又は建

設をしたものについて

は、百分の十二） 

二 機械及び装置でその製

作の後事業の用に供され

たことのないもの 

百分の三十（発災後三年

経過日以後に取得又は製

作をしたものについて

は、百分の二十） 

百分の三十六（発災後三

年経過日以後に取得又は

製作をしたものについて

は、百分の二十四） 

 ２ 前項に規定する中小企業者等とは、第四十二条の四第三項に規定する中小企業者

（適用除外事業者に該当するものを除く。）又は農業協同組合等をいう。 

 ３ 第一項の規定は、確定申告書等に被災代替資産等の償却限度額の計算に関する明細

書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出

があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事

情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。 

  第四十四条第一項及び第四十四条の三第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平

成三十一年三月三十一日」に改める。 

  第四十五条第二項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」

に、「第四十二条の四第二項」を「第四十二条の四第八項第六号」に、「（次項」を

「（同項」に改める。 

  第四十五条の二第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一

日」に改める。 

  第四十七条の見出しを「（事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の

割増償却）」に改め、同条第一項を次のように改める。 

   青色申告書を提出する法人で農業競争力強化支援法第十九条第一項に規定する認定

事業再編事業者（同法の施行の日から平成三十一年三月三十一日までの間に同法第十

八条第一項の認定を受けた法人又は当該認定に係る事業再編計画（同項に規定する事

業再編計画をいう。以下この項において同じ。）に従つて設立された法人に限る。）

であるものが、当該認定に係る事業再編計画（同法第十九条第一項の規定による変更

の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定事業再編計

画」という。）に係る同法第十八条第三項第二号の実施期間内において、当該認定事



業再編計画に記載された同条第五項に規定する事業再編促進設備等を構成する機械及

び装置、建物及びその附属設備並びに構築物（以下この項及び次項において「事業再

編促進機械等」という。）でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのな

いものを取得し、又は事業再編促進機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該

法人の事業再編促進対象事業（同法第二条第七項に規定する事業再編促進対象事業を

いう。次項において同じ。）の用に供した場合（所有権移転外リース取引により取得

した当該事業再編促進機械等をその用に供した場合を除く。）には、その用に供した

日（以下この項において「供用日」という。）以後五年以内の日を含む各事業年度の

当該事業再編促進機械等の償却限度額は、供用日以後五年以内（当該認定事業再編計

画について同法第十九条第二項又は第三項の規定による認定の取消しがあつた場合に

は、供用日からその認定の取消しがあつた日までの期間。次項において「供用期間」

という。）でその用に供している期間に限り、法人税法第三十一条第一項又は第二項

の規定（第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。）にか

かわらず、当該事業再編促進機械等の普通償却限度額（第五十二条の二の規定の適用

を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額）と特別償却

限度額（当該普通償却限度額の百分の四十（建物及びその附属設備並びに構築物につ

いては、百分の四十五）に相当する金額をいう。）との合計額（第五十二条の二の規

定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に

規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額）とする。 

  第四十七条第二項中「サービス付き高齢者向け賃貸住宅」を「事業再編促進機械等」

に、「賃貸の用」を「事業再編促進対象事業の用」に、「新築し」を「製作し、若しく

は建設し」に改め、同条第三項を次のように改める。 

 ３ 第四十三条第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。 

  第四十七条の二第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一

日」に改め、「又は同項第二号に掲げる建築物及び構築物」を削り、「同項第三号に掲

げるもの」を「同項第二号に掲げる構築物」に改め、同条第三項中「、第二号に掲げる

建築物に係る建物及びその附属設備並びに同号に掲げる構築物」を削り、「第三号に掲

げるもの」を「第二号に掲げる構築物」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中

「（これと併せて設置される機械及び装置で財務省令で定めるものを含む。）」を削り、

同号を同項第二号とする。 

  第五十二条の二第一項中「若しくは第二項」を削り、「第四十二条の十一の二第一

項」の下に「、第四十二条の十一の三第一項」を、「第四十二条の十二の三第一項」の

下に「、第四十二条の十二の四第一項」を加え、同条第二項に後段として次のように加

える。 

   この場合において、特別償却対象資産が第四十三条の三の規定の適用を受けた減価

償却資産（一年以内連結事業年度において第六十八条の十八の規定の適用を受けたも



のを含む。）であるときは、青色申告書以外の同法第二条第三十一号に規定する確定

申告書は、青色申告書とみなす。 

  第五十二条の二第五項中「青色申告書を提出している事業年度に限るものとし、」を

削る。 

  第五十二条の三第二項中「限る」の下に「。以下この項及び第十二項において「積立

適用後年度」という」を加え、「当該事業年度」を「当該積立適用後年度」に改め、同

条第三項中「青色申告書を提出している事業年度に限るものとし、」を削り、「連結事

業年度とする。」を「連結事業年度」に改め、同条第六項中「第二条第十二号の六」を

「第二条第十二号の五の二」に改め、同条第十二項中「第一項の規定の適用を受けた事

業年度（同条第一項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた連結事業年度）

終了の日の翌日以後一年以内に終了する各事業年度（当該各事業年度まで連続して青色

申告書の提出（当該各事業年度までに開始した連結事業年度にあつては、当該法人又は

当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書

の提出）をしている場合に限る。）」を「積立適用後年度」に、「当該事業年度」を

「当該積立適用後年度」に、「満たない金額（第六十八条の四十一第一項」を「満たな

い金額（同条第一項」に改め、同条第十六項中「に規定する合併法人」を「の合併法

人」に改め、同条第十九項中「に規定する分割承継法人」を「の分割承継法人」に改め、

同条第二十二項中「に規定する被現物出資法人」を「の被現物出資法人」に改め、同条

第二十五項中「に規定する被現物分配法人」を「の被現物分配法人」に改め、同条第二

十六項中「前項」を「第二十五項」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第二十五

項の次に次の一項を加える。 

 26 特別償却対象資産がその事業の用に供した事業年度において第四十三条の三の規定

の適用を受けることができる減価償却資産（当該事業年度が連結事業年度に該当する

場合には、その用に供した連結事業年度において第六十八条の十八の規定の適用を受

けることができる減価償却資産）である場合において、第一項の規定の適用を受けた

とき（第六十八条の四十一第一項の規定の適用を受けた場合を含む。）は、当該特別

償却対象資産に係る第二項及び第十二項の規定の適用については、青色申告書以外の

法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書は、青色申告書とみなす。 

  第五十三条第一項第二号中「第四十二条の十一の二」を「第四十二条の十一の三」に

改め、「第四十二条の十二の三」の下に「、第四十二条の十二の四」を加える。 

  第五十五条第四項第五号中「第六十一条の二第十七項」を「第六十一条の二第十八

項」に改め、同条第十三項中「に規定する合併法人」を「の合併法人」に改め、同条第

十七項中「に規定する分割承継法人」を「の分割承継法人」に改め、同条第二十一項中

「に規定する被現物出資法人」を「の被現物出資法人」に改め、同条第二十五項中「に

規定する被現物分配法人」を「の被現物分配法人」に改める。 

  第五十五条の二第一項中「、産業競争力強化法」の下に「（平成二十五年法律第九十



八号）」を加え、「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、

「認定（以下この項」の下に「及び第四項」を加え、「百分の八十」を「百分の五十

（平成二十九年三月三十一日以前に受けた計画の認定に係る認定特定新事業開拓投資事

業計画に従つて取得をした投資事業有限責任組合の組合財産となる新事業開拓事業者の

株式については、百分の八十）」に改め、同条第四項中「百分の八十」を「百分の五十

（平成二十九年三月三十一日以前に受けた計画の認定に係る認定特定新事業開拓投資事

業計画に従つて取得をした投資事業有限責任組合の組合財産となる新事業開拓事業者の

株式については、百分の八十）」に改める。 

  第五十五条の三及び第五十五条の四を次のように改める。 

 第五十五条の三及び第五十五条の四 削除 

  第五十七条の四の次に次の一条を加える。 

  （特定原子力施設炉心等除去準備金） 

 第五十七条の四の二 青色申告書を提出する法人で原子力損害賠償・廃炉等支援機構法

（平成二十三年法律第九十四号）第五十五条の三第一項に規定する廃炉等実施認定事

業者（第三項第一号において「廃炉等実施認定事業者」という。）であるものが、原

子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律（平成二十九年法律第▼▼▼

号）の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度

（解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。）において、核原料物質、

核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第四十三条の三の五第二項第五号に規定す

る発電用原子炉施設又は原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第三十八条第一項第二号

に規定する実用再処理施設のうち、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関す

る法律第六十四条の二第一項の規定により特定原子力施設として指定されたもの（以

下この項及び次項において「特定原子力施設」という。）に係る著しく損傷した炉心

等の除去に要する費用（次項において「炉心等除去費用」という。）の支出に充てる

ため、当該特定原子力施設ごとに、当該特定原子力施設につき当該事業年度において

原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第五十五条の三第一項及び第二項の規定により原

子力損害賠償・廃炉等支援機構に廃炉等積立金として積み立てた金額に相当する金額

以下の金額を損金経理の方法により特定原子力施設炉心等除去準備金として積み立て

たときは、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に

算入する。 

 ２ 前項の特定原子力施設炉心等除去準備金（連結事業年度において積み立てた第六十

八条の五十四の二第一項の特定原子力施設炉心等除去準備金を含む。）を積み立てて

いる法人が、当該特定原子力施設炉心等除去準備金に係る特定原子力施設につき炉心

等除去費用の額を支出した場合には、その支出した日における当該特定原子力施設に

係る特定原子力施設炉心等除去準備金の金額（その日において当該特定原子力施設に

係る同条第一項の特定原子力施設炉心等除去準備金の金額（以下この項において「連



結特定原子力施設炉心等除去準備金の金額」という。）がある場合には当該連結特定

原子力施設炉心等除去準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項又は次項の

規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額（同条第二

項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。）がある場合には当該

金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。）のうちその支出した金額に

相当する金額は、その支出した日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に

算入する。 

 ３ 第一項の特定原子力施設炉心等除去準備金（連結事業年度において積み立てた第六

十八条の五十四の二第一項の特定原子力施設炉心等除去準備金を含む。）を積み立て

ている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定

める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金

額の計算上、益金の額に算入する。 

  一 廃炉等実施認定事業者でなくなつた場合 当該廃炉等実施認定事業者でなくなつ

た日における特定原子力施設炉心等除去準備金の金額 

  二 解散した場合 その解散の日における特定原子力施設炉心等除去準備金の金額 

  三 前項、前二号、次項及び第五項の場合以外の場合において特定原子力施設炉心等

除去準備金を取り崩した場合 その取り崩した日における特定原子力施設炉心等除

去準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額 

 ４ 第一項の特定原子力施設炉心等除去準備金（連結事業年度において積み立てた第六

十八条の五十四の二第一項の特定原子力施設炉心等除去準備金を含む。）を積み立て

ている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をや

める旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつ

た日又はその届出書の提出をした日（その届出書の提出をした日が青色申告書による

申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日）における特定原子力施設炉

心等除去準備金の金額は、その日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に

算入する。この場合においては、前二項の規定は、適用しない。 

 ５ 第一項の特定原子力施設炉心等除去準備金（連結事業年度において積み立てた第六

十八条の五十四の二第一項の特定原子力施設炉心等除去準備金を含む。）を積み立て

ている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年

度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該

事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき（青色申告書の

提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をし

たことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でない

こととなつた場合を含む。）は、当該事業年度終了の日における特定原子力施設炉心

等除去準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

この場合においては、前三項の規定は、適用しない。 



 ６ 第五十五条の二第三項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。 

 ７ 前項に定めるもののほか、第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、

政令で定める。 

  第五十七条の九第一項中「中小法人」を「中小法人等」に、「該当するものが同条第

二項」を「該当するもの（同号イに掲げる法人に該当するもの（次項において「中小法

人」という。）にあつては、第四十二条の四第八項第六号の二に規定する適用除外事業

者（次項において「適用除外事業者」という。）に該当するものを除く。）が法人税法

第五十二条第二項」に改め、同条第二項中「中小法人」を「中小法人等」に改め、「該

当するもの」の下に「（中小法人にあつては、適用除外事業者に該当するものを除

く。）」を加え、同条第三項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三

十一日」に、「百分の百十二」を「百分の百十」に改める。 

  第五十九条の二第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一

日」に改め、「に海上運送法」の下に「（昭和二十四年法律第百八十七号）」を加え、

同項第一号中「第三十九条の五第五項」を「第三十九条の五第七項」に改め、同条第七

項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項

を加える。 

 ７ 第一項の規定の適用を受ける法人が有する外航船舶（本邦と外国との間又は外国と

外国との間を往来する船舶をいう。以下この項において同じ。）のうち日本船舶（船

舶法第一条に規定する日本船舶をいう。以下この項において同じ。）に該当するもの

及び当該法人の子会社（海上運送法第三十九条の五第一項に規定する子会社をい

う。）に該当する法人が有する外航船舶のうち日本船舶に該当しないものについては、

第一項の規定の適用を受ける法人の同項の規定の適用を受ける事業年度（当該子会社

に該当する法人にあつては、当該事業年度内の日を含む事業年度）においては、第四

十三条、第五十七条の八（第一項及び第十項に係る部分に限る。）、第六十五条の七

（第一項及び第九項に係る部分に限る。）及び第六十五条の八（第一項、第二項、第

七項及び第八項に係る部分に限る。）の規定その他政令で定める規定は、適用しない。 

  第六十条の見出しを削り、同条第一項の表及び第二項中「平成二十九年三月三十一

日」を「平成三十一年三月三十一日」に改める。 

  第六十一条の二第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一

日」に改める。 

  第六十一条の三第一項中「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改

める。 

  第六十二条の見出しを削り、同条第一項中「第四十二条の六第七項」を「第四十二条

の六第五項」に改め、「第四十二条の十二の三第五項」の下に「、第四十二条の十二の

四第五項」を加え、「第八項」を「第九項」に改める。 

  第六十二条の三第一項中「第四十二条の六第七項」を「第四十二条の六第五項」に改



め、「第四十二条の十二の三第五項」の下に「、第四十二条の十二の四第五項」を加え、

「第八項」を「第九項」に改め、同条第二項第一号ロ中「又は適格現物分配」を「、適

格現物分配又は法人税法第二条第十二号の十五の三に規定する適格株式分配」に改め、

同条第四項中「平成二十八年十二月三十一日」を「平成三十一年十二月三十一日」に、

「第八項」を「第九項」に、「第十項」を「第十一項」に改め、同項第二号の次に次の

一号を加える。 

  二の二 土地開発公社に対する次に掲げる土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が

独立行政法人都市再生機構が施行するそれぞれ次に定める事業の用に供されるもの 

   イ 被災市街地復興特別措置法第五条第一項の規定により都市計画に定められた被

災市街地復興推進地域内にある土地等 同法による被災市街地復興土地区画整理

事業 

   ロ 被災市街地復興特別措置法第二十一条に規定する住宅被災市町村の区域内にあ

る土地等 都市再開発法による第二種市街地再開発事業 

  第六十二条の三第四項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同項第四号中「前三

号」を「前各号」に改め、同項第十一号中「第一号」の下に「の上欄」を加え、同項第

十二号中「、第二号」を「から第二号の二まで」に改め、同条第五項中「平成二十八年

十二月三十一日」を「平成三十一年十二月三十一日」に改め、「及び第八項」を削り、

「前項中」を「同項中」に改め、同条第六項中「第九項」を「第十項」に改め、同条第

十三項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改め、同項

を同条第十四項とし、同条第十二項中「第八項」を「第九項」に改め、同項を同条第十

三項とし、同条第十一項中「第八項」を「第九項」に改め、同項を同条第十二項とし、

同条第十項中「に、当該」を「に当該」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項

を同条第十項とし、同条第八項中「一部が」の下に「第五項に規定する」を加え、「第

四十二条の六第七項」を「第四十二条の六第五項」に改め、「第四十二条の十二の三第

五項」の下に「、第四十二条の十二の四第五項」を加え、同項を同条第九項とし、同条

第七項の次に次の一項を加える。 

 ８ 第五項の規定（連結事業年度における土地等の譲渡にあつては、第六十八条の六十

八第五項の規定）の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、特定非常災害の被

害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定によ

り特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、第五

項に規定する予定期間内に第四項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に

該当することが困難となつた場合で政令で定める場合において、当該予定期間の初日

から当該予定期間の末日後二年以内の日で政令で定める日までの間に当該譲渡の全部

又は一部が同項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとな

ることが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより証明がさ

れたときは、第五項、前項及び次項の規定の適用については、これらの規定に規定す



る予定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。 

  第六十三条第一項中「第四十二条の六第七項」を「第四十二条の六第五項」に改め、

「第四十二条の十二の三第五項」の下に「、第四十二条の十二の四第五項」を加え、

「第八項」を「第九項」に改め、同条第四項中「前条第九項」を「前条第十項」に、

「同条第九項」を「同条第十項」に改め、同条第七項中「平成二十九年三月三十一日」

を「平成三十二年三月三十一日」に改める。 

  第六十四条第一項第三号中「第九十条（大都市地域住宅等供給促進法第八十二条第一

項」を「第九十条（同項」に改め、同項第三号の二中「同法第七十九条第三項の」を

「同項の」に改め、同項第三号の五中「減価補償金」の下に「（次号において「減価補

償金」という。）」を、「施行区域」の下に「（同法第二条第八項に規定する施行区域

をいう。同号において同じ。）」を加え、同号の次に次の二号を加える。 

  三の六 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が被災市街地復興特別措置法第

五条第一項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域において施

行する同法による被災市街地復興土地区画整理事業（以下この号において「被災市

街地復興土地区画整理事業」という。）で減価補償金を交付すべきこととなるもの

の施行区域内にある土地等について、これらの者が当該被災市街地復興土地区画整

理事業として行う公共施設の整備改善に関する事業の用に供するためにこれらの者

（土地開発公社を含む。）に買い取られ、対価を取得する場合（前二号に掲げる場

合に該当する場合を除く。） 

  三の七 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が被災市街地復興特別措置法第

二十一条に規定する住宅被災市町村の区域において施行する都市再開発法による第

二種市街地再開発事業の施行区域（都市計画法第十二条第二項の規定により第二種

市街地再開発事業について都市計画に定められた施行区域をいう。）内にある土地

等について、当該第二種市街地再開発事業の用に供するためにこれらの者（土地開

発公社を含む。）に買い取られ、対価を取得する場合（第二号又は第六十五条第一

項第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。） 

  第六十四条の二第一項中「を取得した」を「の取得をした」に改め、同条第七項中

「以下この条」を「次項及び第十二項」に改め、同条第十一項中「株式交換完全子法

人」を「株式交換等完全子法人」に改め、同条第十七項を同条第十八項とし、同条第十

六項の次に次の一項を加える。 

 17 法人が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する

法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するや

むを得ない事情により、代替資産の第七項に規定する指定期間内における取得をする

ことが困難となつた場合において、当該指定期間の初日から当該指定期間の末日後二

年以内の日で政令で定める日までの間に代替資産の取得をする見込みであり、かつ、

財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、前各項



の規定の適用については、これらの規定に規定する指定期間は、当該初日から当該政

令で定める日までの期間とする。 

  第六十五条第三項中「第七項」の下に「、第九項」を加え、「を取得した」を「の取

得をした」に、「取得する」を「取得をする」に改め、「の額に対する割合」を削り、

「補償金等の額（」を「第六十五条第一項に規定する補償金等の額（同項に規定する」

に改め、「控除した金額」の下に「。以下この項において同じ。」を加える。 

  第六十五条の三第一項第一号中「又は第三号の五」を「から第三号の六まで」に改め

る。 

  第六十五条の四第一項第二十号中「含む。）又は」を「含む。）、」に、「の規定」

を「又は被災市街地復興特別措置法第八条第三項の規定」に改め、同項第二十一号の次

に次の一号を加える。 

  二十一の二 土地等につき被災市街地復興特別措置法による被災市街地復興土地区画

整理事業が施行された場合において、同法第十七条第一項の規定により保留地が定

められたことに伴い当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち当該保留地

の対価の額に対応する部分の譲渡があつたとき。 

  第六十五条の四第五項中「前三項」を「第二項から前項まで」に改め、同項を同条第

六項とし、同条第四項中「規定は、」を「規定は」に改め、同項を同条第五項とし、同

条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項第一号」を「第一項第一号」に改め、

同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。 

 ２ 法人の有する土地等で被災市街地復興特別措置法第五条第一項の規定により都市計

画に定められた被災市街地復興推進地域内にあるものが前項第二十一号の二に掲げる

場合に該当することとなつた場合には、同号の保留地が定められた場合は第六十五条

第一項に規定する保留地が定められた場合に該当するものとみなし、かつ、同号の保

留地の対価の額は同項並びに同条第二項第一号及び第十項第一号に規定する保留地の

対価の額に該当するものとみなして、同条第一項、第五項及び第十項の規定を適用す

る。 

  第六十五条の七第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一

日」に、「第十号」を「第八号」に改め、同項の表の第一号の上欄中「事務所若しく

は」を削り、「第九号」を「第七号」に改め、「（次号の上欄に掲げる資産にも該当す

るものを除く。）」を削り、同号の下欄中「この表」を「第四号まで」に、「第三号ま

で」を「この号及び次号」に改め、「地域内にあるものに限る」の下に「ものとし、都

市再生特別措置法第八十一条第一項の規定により同項に規定する立地適正化計画を作成

した市町村の当該立地適正化計画に記載された同条第二項第三号に規定する都市機能誘

導区域以外の地域内にある当該立地適正化計画に記載された同号に規定する誘導施設に

係る土地等、建物及び構築物を除く」を加え、同表の第二号を削り、同表の第三号を同

表の第二号とし、同表の第四号の下欄中「第六号」を「第五号」に改め、同号を同表の



第三号とし、同表の第五号を同表の第四号とし、同表の第六号を同表の第五号とし、同

表の第七号を削り、同表の第八号を同表の第六号とし、同表の第九号を同表の第七号と

し、同表の第十号の上欄中「限る」の下に「ものとし、漁業（水産動植物の採捕又は養

殖の事業をいう。）の用に供されるものを除く」を加え、同号を同表の第八号とし、同

条第四項、第九項及び第十二項中「第十号」を「第八号」に改め、同条第十四項中「第

九号」を「第七号」に改め、同条第十六項第一号ロ中「第二条第十二号の六」を「第二

条第十二号の五の二」に改め、同項第二号中「第三号及び第九号」を「第二号及び第七

号」に、「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改める。 

  第六十五条の八第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一

日」に、「第十号」を「第八号」に改め、同条第二項第二号及び第四項第二号中「第十

号」を「第八号」に改め、同条第七項中「以下この条」を「次項及び第十二項」に、

「第十号」を「第八号」に改め、同条第八項中「第十号」を「第八号」に改め、同条第

十一項中「株式交換完全子法人」を「株式交換等完全子法人」に改め、同条第十四項及

び第十五項中「第十号」を「第八号」に改め、同条第十八項中「第九号」を「第七号」

に改め、同条第十九項中「前三項」を「第十六項から前項まで」に改め、同項を同条第

二十項とし、同条第十八項の次に次の一項を加える。 

 19 法人が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する

法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するや

むを得ない事情により、前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の第七項に規定す

る取得指定期間内における取得をすることが困難となつた場合において、当該取得指

定期間の初日から当該取得指定期間の末日後二年以内の日で政令で定める日までの間

に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定める

ところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、前各項の規定の適用につ

いては、これらの規定に規定する取得指定期間は、当該初日から当該政令で定める日

までの期間とする。 

  第六十五条の九中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に

改める。 

  第六十五条の十二第十二項中「株式交換完全子法人」を「株式交換等完全子法人」に

改め、同条第十三項第三号及び第四号中「とき。」を「とき」に改める。 

  第六十六条の三中「第七十五条の二第六項」を「第七十五条の二第八項」に改める。 

  第六十六条の四の二第一項中「内国法人」を「法人」に、「に対し当該租税条約に規

定する申立てをした場合（外国法人が租税条約の規定に基づき当該外国法人に係る」を

「又は当該租税条約の」に改め、「を含む。）」を削り、「これらの」を「当該」に改

める。 

  第六十六条の五の二第八項中「内国法人に係る第六十六条の六第一項」を「内国法人

に係る第六十六条の六第二項第一号」に、「特定外国子会社等」を「外国関係会社」に、



「特定外国法人」を「外国関係法人」に、「第六十六条の六第一項に規定する課税対象

金額若しくは同条第四項に規定する部分課税対象金額（当該課税対象金額に係る同条第

一項に規定する適用対象金額又は当該部分課税対象金額に係る同条第四項に規定する部

分適用対象金額」を「第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規

定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額

（当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額

に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額又は当該金融子会社等部分課税対象金額

に係る同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額」に、「第六十六条の九の

二第一項に規定する課税対象金額若しくは同条第四項に規定する部分課税対象金額（当

該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額又は当該部分課税対象金額に

係る同条第四項に規定する部分適用対象金額」を「第六十六条の九の二第一項に規定す

る課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定す

る金融関係法人部分課税対象金額（当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用

対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額又は当

該金融関係法人部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対

象金額」に改める。 

  第六十六条の五の三第二項中「当該法人に係る次条第一項」を「当該法人に係る次条

第二項第一号」に、「特定外国子会社等」を「外国関係会社」に、「特定外国法人」を

「外国関係法人」に、「次条第一項に規定する課税対象金額若しくは同条第四項に規定

する部分課税対象金額（当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額又

は当該部分課税対象金額に係る同条第四項に規定する部分適用対象金額」を「次条第一

項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八

項に規定する金融子会社等部分課税対象金額（当該課税対象金額に係る同条第一項に規

定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第六項に規定する部分適用対象

金額又は当該金融子会社等部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する金融子会社等

部分適用対象金額」に、「第六十六条の九の二第一項に規定する課税対象金額若しくは

同条第四項に規定する部分課税対象金額（当該課税対象金額に係る同条第一項に規定す

る適用対象金額又は当該部分課税対象金額に係る同条第四項に規定する部分適用対象金

額」を「第六十六条の九の二第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部

分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額（当該課

税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同

条第六項に規定する部分適用対象金額又は当該金融関係法人部分課税対象金額に係る同

条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額」に改める。 

  第三章第七節の四の節名及び同節第一款の款名中「特定外国子会社等」を「外国関係

会社」に改める。 

  第六十六条の六の前の見出しを削り、同条第一項を次のように改める。 



   次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のうち、特定外国関係会社又は対象外国関

係会社に該当するものが、昭和五十三年四月一日以後に開始する各事業年度において

適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間

接に有する当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社の株式等（株式又は出資をい

う。以下この条において同じ。）の数又は金額につきその請求権（剰余金の配当等

（法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金

の分配をいう。以下この項及び次項において同じ。）を請求する権利をいう。以下こ

の条において同じ。）の内容を勘案した数又は金額並びにその内国法人と当該特定外

国関係会社又は対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定め

るところにより計算した金額（次条及び第六十六条の八において「課税対象金額」と

いう。）に相当する金額は、その内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了

の日の翌日から二月を経過する日を含むその内国法人の各事業年度の所得の金額の計

算上、益金の額に算入する。 

  一 内国法人の外国関係会社に係る次に掲げる割合のいずれかが百分の十以上である

場合における当該内国法人 

   イ その有する外国関係会社の株式等の数又は金額（当該外国関係会社と居住者

（第二条第一項第一号の二に規定する居住者をいう。以下この項及び次項におい

て同じ。）又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零）及び他の外

国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国関係会社の株式等

の数又は金額の合計数又は合計額が当該外国関係会社の発行済株式又は出資（自

己が有する自己の株式等を除く。同項、第六項及び第八項において「発行済株式

等」という。）の総数又は総額のうちに占める割合 

   ロ その有する外国関係会社の議決権（剰余金の配当等に関する決議に係るものに

限る。ロ及び次項第一号イ(2)において同じ。）の数（当該外国関係会社と居住

者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零）及び他の外国法人を

通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国関係会社の議決権の数の合

計数が当該外国関係会社の議決権の総数のうちに占める割合 

   ハ その有する外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金

の配当等の額（当該外国関係会社と居住者又は内国法人との間に実質支配関係が

ある場合には、零）及び他の外国法人を通じて間接に有する当該外国関係会社の

株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額として政令で定

めるものの合計額が当該外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることがで

きる剰余金の配当等の総額のうちに占める割合 

  二 外国関係会社との間に実質支配関係がある内国法人 

  三 外国関係会社（内国法人との間に実質支配関係があるものに限る。）の他の外国

関係会社に係る第一号イからハまでに掲げる割合のいずれかが百分の十以上である



場合における当該内国法人（同号に掲げる内国法人を除く。） 

  四 外国関係会社に係る第一号イからハまでに掲げる割合のいずれかが百分の十以上

である一の同族株主グループ（外国関係会社の株式等を直接又は間接に有する者及

び当該株式等を直接又は間接に有する者との間に実質支配関係がある者（当該株式

等を直接又は間接に有する者を除く。）のうち、一の居住者又は内国法人、当該一

の居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある者及び当該一の居住者又は内国

法人と政令で定める特殊の関係のある者（外国法人を除く。）をいう。）に属する

内国法人（外国関係会社に係る同号イからハまでに掲げる割合のいずれかが零を超

えるものに限るものとし、同号及び前号に掲げる内国法人を除く。） 

  第六十六条の六第二項第一号を次のように改める。 

  一 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 

   イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者（居住者又は内国法人と政令で定

める特殊の関係のある第二条第一項第一号の二に規定する非居住者をいう。）及

びロに掲げる外国法人（イにおいて「居住者等株主等」という。）の外国法人に

係る次に掲げる割合のいずれかが百分の五十を超える場合における当該外国法人 

    (1) 居住者等株主等の外国法人（ロに掲げる外国法人を除く。）に係る直接保

有株式等保有割合（居住者等株主等の有する当該外国法人の株式等の数又は金

額がその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合をいう。）及び居住

者等株主等の当該外国法人に係る間接保有株式等保有割合（居住者等株主等の

他の外国法人を通じて間接に有する当該外国法人の株式等の数又は金額がその

発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合として政令で定める割合をい

う。）を合計した割合 

    (2) 居住者等株主等の外国法人（ロに掲げる外国法人を除く。）に係る直接保

有議決権保有割合（居住者等株主等の有する当該外国法人の議決権の数がその

総数のうちに占める割合をいう。）及び居住者等株主等の当該外国法人に係る

間接保有議決権保有割合（居住者等株主等の他の外国法人を通じて間接に有す

る当該外国法人の議決権の数がその総数のうちに占める割合として政令で定め

る割合をいう。）を合計した割合 

    (3) 居住者等株主等の外国法人（ロに掲げる外国法人を除く。）に係る直接保

有請求権保有割合（居住者等株主等の有する当該外国法人の株式等の請求権に

基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合

をいう。）及び居住者等株主等の当該外国法人に係る間接保有請求権保有割合

（居住者等株主等の他の外国法人を通じて間接に有する当該外国法人の株式等

の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに

占める割合として政令で定める割合をいう。）を合計した割合 

   ロ 居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある外国法人 



  第六十六条の六第二項第三号及び第四号を削り、同項第二号中「特定外国子会社等」

を「特定外国関係会社又は対象外国関係会社」に改め、同号を同項第四号とし、同項第

一号の次に次の二号を加える。 

  二 特定外国関係会社 次に掲げる外国関係会社をいう。 

   イ 次のいずれにも該当しない外国関係会社 

    (1) その主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固

定施設を有している外国関係会社（これらを有している外国関係会社と同様の

状況にあるものとして政令で定める外国関係会社を含む。） 

    (2) その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域（以下この項、第六項及

び第八項において「本店所在地国」という。）においてその事業の管理、支配

及び運営を自ら行つている外国関係会社（これらを自ら行つている外国関係会

社と同様の状況にあるものとして政令で定める外国関係会社を含む。） 

   ロ その総資産の額として政令で定める金額（ロにおいて「総資産額」という。）

に対する第六項第一号から第十号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割

合（第六号中「外国関係会社（特定外国関係会社に該当するものを除く。）」と

あるのを「外国関係会社」として同号及び第七号の規定を適用した場合に外国金

融子会社等に該当することとなる外国関係会社にあつては、総資産額に対する第

八項第一号に掲げる金額に相当する金額又は同項第二号から第四号までに掲げる

金額に相当する金額の合計額のうちいずれか多い金額の割合）が百分の三十を超

える外国関係会社（総資産額に対する有価証券（法人税法第二条第二十一号に規

定する有価証券をいう。第六項において同じ。）、貸付金その他政令で定める資

産の額の合計額として政令で定める金額の割合が百分の五十を超える外国関係会

社に限る。） 

   ハ 租税に関する情報の交換に関する国際的な取組への協力が著しく不十分な国又

は地域として財務大臣が指定する国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外

国関係会社 

  三 対象外国関係会社 次に掲げる要件のいずれかに該当しない外国関係会社（特定

外国関係会社に該当するものを除く。）をいう。 

   イ 株式等若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技

術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの（これらの権利に関する使用権を

含む。）若しくは著作権（出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含

む。）の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするもの（株式等

の保有を主たる事業とする外国関係会社のうち当該外国関係会社が他の法人の事

業活動の総合的な管理及び調整を通じてその収益性の向上に資する業務として政

令で定めるもの（ロにおいて「統括業務」という。）を行う場合における当該他

の法人として政令で定めるものの株式等の保有を行うものとして政令で定めるも



の（ロにおいて「事業持株会社」という。）並びに航空機の貸付けを主たる事業

とする外国関係会社のうちその役員（法人税法第二条第十五号に規定する役員を

いう。第七号及び第六項において同じ。）又は使用人がその本店所在地国におい

て航空機の貸付けを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従

事していることその他の政令で定める要件を満たすものを除く。）でないこと。 

   ロ その本店所在地国においてその主たる事業（事業持株会社にあつては、統括業

務。ハにおいて同じ。）を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の

固定施設を有していること（これらを有していることと同様の状況にあるものと

して政令で定める状況にあることを含む。）並びにその本店所在地国においてそ

の事業の管理、支配及び運営を自ら行つていること（これらを自ら行つているこ

とと同様の状況にあるものとして政令で定める状況にあることを含む。）のいず

れにも該当すること。 

   ハ 各事業年度においてその行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当する

かに応じそれぞれ次に定める場合に該当すること。 

    (1) 卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業、航空運送業

又は物品賃貸業（航空機の貸付けを主たる事業とするものに限る。） その事

業を主として当該外国関係会社に係る第四十条の四第一項各号に掲げる居住者、

当該外国関係会社に係る前項各号に掲げる内国法人、当該外国関係会社に係る

第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人その他これらの者に準ずる者と

して政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場

合 

    (2) (1)に掲げる事業以外の事業 その事業を主としてその本店所在地国（当該

本店所在地国に係る水域で政令で定めるものを含む。）において行つている場

合として政令で定める場合 

  第六十六条の六第二項第五号及び第六号を次のように改める。 

  五 実質支配関係 居住者又は内国法人が外国法人の残余財産のおおむね全部を請求

する権利を有している場合における当該居住者又は内国法人と当該外国法人との間

の関係その他の政令で定める関係をいう。 

  六 部分対象外国関係会社 第三号イからハまでに掲げる要件の全てに該当する外国

関係会社（特定外国関係会社に該当するものを除く。）をいう。 

  第六十六条の六第二項に次の一号を加える。 

  七 外国金融子会社等 その本店所在地国の法令に準拠して銀行業、金融商品取引業

（金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業と同種類の業

務に限る。）又は保険業を行う部分対象外国関係会社でその本店所在地国において

その役員又は使用人がこれらの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる

業務の全てに従事しているもの及びこれに準ずるものとして政令で定める部分対象



外国関係会社をいう。 

  第六十六条の六第三項を次のように改める。 

 ３ 国税庁の当該職員又は内国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職

員は、内国法人に係る外国関係会社が前項第二号イ(1)又は(2)に該当するかどうかを

判定するために必要があるときは、当該内国法人に対し、期間を定めて、当該外国関

係会社が同号イ(1)又は(2)に該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又

は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は

提出がないときは、同項（同号イに係る部分に限る。）の規定の適用については、当

該外国関係会社は同号イ(1)又は(2)に該当しないものと推定する。 

  第六十六条の六第十一項を同条第十三項とし、同条第十項中「保有する」を「有する

場合（当該内国法人に係る第二項第一号ロに掲げる外国法人を通じて間接に有する場合

を含む。）及び当該外国信託との間に実質支配関係がある」に改め、「（第三項及び前

三項を除く。）」を削り、同項を同条第十二項とし、同条第七項から第九項までを削り、

同条第六項中「特定外国子会社等」を「次に掲げる外国関係会社」に改め、「確定申告

書（」及び「をいう。次項及び第八項において同じ。）」を削り、同項に次の各号を加

える。 

  一 当該各事業年度の租税負担割合が百分の二十未満である外国関係会社（特定外国

関係会社を除く。） 

  二 当該各事業年度の租税負担割合が百分の三十未満である特定外国関係会社 

  第六十六条の六第六項を同条第十一項とし、同条第五項中「前項」を「第六項及び第

八項」に、「特定外国子会社等」を「部分対象外国関係会社」に改め、「係る部分適用

対象金額」の下に「（第七項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項において

同じ。）又は金融子会社等部分適用対象金額（前項に規定する金融子会社等部分適用対

象金額をいう。以下この項において同じ。）」を加え、同項第二号中「部分適用対象金

額」の下に「又は金融子会社等部分適用対象金額」を加え、同号を同項第三号とし、同

項第一号中「に係る収入金額として政令で定める金額が千万円」を「又は金融子会社等

部分適用対象金額が二千万円」に改め、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を

加える。 

  一 各事業年度の租税負担割合が百分の二十以上であること。 

  第六十六条の六第五項を同条第十項とし、同条第四項中「係る特定外国子会社等」を

「係る部分対象外国関係会社（外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及

び次項において同じ。）」に、「前項の規定により第一項の規定を適用しない適用対象

金額を有する場合において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額（第一号から第五号

までに掲げる金額については、当該特定外国子会社等が行う事業（特定事業を除く。）

の性質上重要で欠くことのできない業務から生じたものを除く。以下この項において

「特定所得の金額」という。）を有するときは、当該各事業年度の特定所得の金額の合



計額（次項において「部分適用対象金額」という。）のうちその内国法人の有する当該

特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の

請求権の内容を勘案して」を「、当該各事業年度に係る次に掲げる金額（以下この項に

おいて「特定所得の金額」という。）を有する場合には、当該各事業年度の特定所得の

金額に係る部分適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該部分対象

外国関係会社の株式等の数又は金額につきその請求権の内容を勘案した数又は金額並び

にその内国法人と当該部分対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案して」

に改め、「当該金額が当該各事業年度に係る課税対象金額に相当する金額を超えるとき

は、当該相当する金額。」を削り、同項第一号から第三号までを次のように改める。 

  一 剰余金の配当等（第一項に規定する剰余金の配当等をいい、法人税法第二十三条

第一項第二号に規定する金銭の分配を含む。以下この号及び第十一号イにおいて同

じ。）の額（次に掲げる法人から受ける剰余金の配当等の額（当該法人の所得の金

額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額として政令で

定める剰余金の配当等の額を除く。）を除く。以下この号において同じ。）の合計

額から当該剰余金の配当等の額を得るために直接要した費用の額の合計額及び当該

剰余金の配当等の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額

を控除した残額 

   イ 当該部分対象外国関係会社の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行

済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が百分の二十五以上であることその

他の政令で定める要件に該当する場合における当該他の法人（ロに掲げる外国法

人を除く。） 

   ロ 当該部分対象外国関係会社の有する他の外国法人（原油、石油ガス、可燃性天

然ガス又は石炭（ロにおいて「化石燃料」という。）を採取する事業（自ら採取

した化石燃料に密接に関連する事業を含む。）を主たる事業とする外国法人のう

ち政令で定めるものに限る。）の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数

又は総額のうちに占める割合が百分の十以上であることその他の政令で定める要

件に該当する場合における当該他の外国法人 

  二 受取利子等（その支払を受ける利子（これに準ずるものとして政令で定めるもの

を含む。以下この号において同じ。）をいう。以下この号及び第十一号ロにおいて

同じ。）の額（その行う事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金

（所得税法第二条第一項第十号に規定する政令で定めるものに相当するものを含

む。）の利子の額、金銭の貸付けを主たる事業とする部分対象外国関係会社（金銭

の貸付けを業として行うことにつきその本店所在地国の法令の規定によりその本店

所在地国において免許又は登録その他これらに類する処分を受けているものに限

る。）でその本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの

事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているもの



が行う金銭の貸付けに係る利子の額その他政令で定める利子の額を除く。以下この

号において同じ。）の合計額から当該受取利子等の額を得るために直接要した費用

の額の合計額を控除した残額 

  三 有価証券の貸付けによる対価の額の合計額から当該対価の額を得るために直接要

した費用の額の合計額を控除した残額 

  第六十六条の六第四項第四号中「株式等の譲渡（金融商品取引法第二条第十六項に規

定する金融商品取引所（これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含

む。）の開設する市場においてする譲渡その他政令で定めるものに限る。以下この号及

び次号において同じ。）」を「有価証券の譲渡」に、「特定外国子会社等」を「部分対

象外国関係会社」に、「百分の十に満たない」を「百分の二十五以上である」に、「額

に限る」を「額を除く」に、「当該株式等」を「当該有価証券」に、「控除した残額」

を「減算した金額」に改め、同項第五号から第七号までを次のように改める。 

  五 デリバティブ取引（法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引

をいう。以下この号及び第十一号ホにおいて同じ。）に係る利益の額又は損失の額

として財務省令で定めるところにより計算した金額（同法第六十一条の六第一項各

号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定め

るデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額、その本店所在地国の法令に準拠

して商品先物取引法第二条第二十二項各号に掲げる行為に相当する行為を業として

行う部分対象外国関係会社（その本店所在地国においてその役員又は使用人がその

行う当該行為に係る事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全て

に従事しているものに限る。）が行う財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利

益の額又は損失の額その他財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は

損失の額を除く。） 

  六 その行う取引又はその有する資産若しくは負債につき外国為替の売買相場の変動

に伴つて生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算し

た金額（その行う事業（政令で定める取引を行う事業を除く。）に係る業務の通常

の過程において生ずる利益の額又は損失の額を除く。） 

  七 前各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額（これらに類する利益の額又は

損失の額を含む。）を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為に

より生ずる利益の額又は損失の額（当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失

の額及び法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つ

た取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又は損失の額を除く。） 

  第六十六条の六第四項に次の四号を加える。 

  八 固定資産（政令で定めるものを除く。以下この号及び第十一号チにおいて同

じ。）の貸付けによる対価の額（主としてその本店所在地国において使用に供され

る固定資産（不動産及び不動産の上に存する権利を除く。）の貸付けによる対価の



額、その本店所在地国にある不動産及び不動産の上に存する権利の貸付けによる対

価の額並びにその本店所在地国においてその役員又は使用人が固定資産の貸付けを

的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していることその他

の政令で定める要件に該当する部分対象外国関係会社が行う固定資産の貸付けによ

る対価の額を除く。以下この号において同じ。）の合計額から当該対価の額を得る

ために直接要した費用の額（その有する固定資産に係る償却費の額として政令で定

めるところにより計算した金額を含む。）の合計額を控除した残額 

  九 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれ

らに準ずるもの（これらの権利に関する使用権を含む。）又は著作権（出版権及び

著作隣接権その他これに準ずるものを含む。）（以下この項において「無形資産

等」という。）の使用料（自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等の使用料そ

の他の政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。）の合計額から当該使

用料を得るために直接要した費用の額（その有する無形資産等に係る償却費の額と

して政令で定めるところにより計算した金額を含む。）の合計額を控除した残額 

  十 無形資産等の譲渡に係る対価の額（自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等

の譲渡に係る対価の額その他の政令で定める対価の額を除く。以下この号において

同じ。）の合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原価の額の合計額及び当該対価

の額を得るために直接要した費用の額の合計額を減算した金額 

  十一 イからヌまでに掲げる金額がないものとした場合の当該部分対象外国関係会社

の各事業年度の所得の金額として政令で定める金額から当該各事業年度に係るルに

掲げる金額を控除した残額 

   イ 支払を受ける剰余金の配当等の額 

   ロ 受取利子等の額 

   ハ 有価証券の貸付けによる対価の額 

   ニ 有価証券の譲渡に係る対価の額の合計額から当該有価証券の譲渡に係る原価の

額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を減算した金額 

   ホ デリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところ

により計算した金額 

   ヘ その行う取引又はその有する資産若しくは負債につき外国為替の売買相場の変

動に伴つて生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計

算した金額 

   ト 第一号から第六号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額（これらに類

する利益の額又は損失の額を含む。）を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸

付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額（当該各号に掲げる金額に

係る利益の額又は損失の額を除く。） 

   チ 固定資産の貸付けによる対価の額 



   リ 支払を受ける無形資産等の使用料 

   ヌ 無形資産等の譲渡に係る対価の額の合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原

価の額の合計額を減算した金額 

   ル 総資産の額として政令で定める金額に人件費その他の政令で定める費用の額を

加算した金額に百分の五十を乗じて計算した金額 

  第六十六条の六第四項を同条第六項とし、同項の次に次の三項を加える。 

 ７ 前項に規定する部分適用対象金額とは、部分対象外国関係会社の各事業年度の同項

第一号から第三号まで、第八号、第九号及び第十一号に掲げる金額の合計額と、当該

各事業年度の同項第四号から第七号まで及び第十号に掲げる金額の合計額（当該合計

額が零を下回る場合には、零）を基礎として当該各事業年度開始の日前七年以内に開

始した各事業年度において生じた同項第四号から第七号まで及び第十号に掲げる金額

の合計額が零を下回る部分の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額

とを合計した金額をいう。 

 ８ 第一項各号に掲げる内国法人に係る部分対象外国関係会社（外国金融子会社等に該

当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。）が、平成二十二年四月一日

以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額（以下こ

の項において「特定所得の金額」という。）を有する場合には、当該各事業年度の特

定所得の金額に係る金融子会社等部分適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間

接に有する当該部分対象外国関係会社の株式等の数又は金額につきその請求権の内容

を勘案した数又は金額並びにその内国法人と当該部分対象外国関係会社との間の実質

支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額（次条及び第六十

六条の八において「金融子会社等部分課税対象金額」という。）に相当する金額は、

その内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過す

る日を含むその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 

  一 一の内国法人によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている

部分対象外国関係会社で政令で定める要件を満たすもの（その純資産につき剰余金

その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額（以下この号において

「親会社等資本持分相当額」という。）の総資産の額として政令で定める金額に対

する割合が百分の七十を超えるものに限る。）の親会社等資本持分相当額がその本

店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める

金額を超える場合におけるその超える部分に相当する資本に係る利益の額として政

令で定めるところにより計算した金額 

  二 部分対象外国関係会社について第六項第八号の規定に準じて計算した場合に算出

される同号に掲げる金額に相当する金額 

  三 部分対象外国関係会社について第六項第九号の規定に準じて計算した場合に算出

される同号に掲げる金額に相当する金額 



  四 部分対象外国関係会社について第六項第十号の規定に準じて計算した場合に算出

される同号に掲げる金額に相当する金額 

  五 部分対象外国関係会社について第六項第十一号の規定に準じて計算した場合に算

出される同号に掲げる金額に相当する金額 

 ９ 前項に規定する金融子会社等部分適用対象金額とは、部分対象外国関係会社の各事

業年度の次に掲げる金額のうちいずれか多い金額をいう。 

  一 前項第一号に掲げる金額 

  二 前項第二号、第三号及び第五号に掲げる金額の合計額と、同項第四号に掲げる金

額（当該金額が零を下回る場合には、零）を基礎として当該各事業年度開始の日前

七年以内に開始した各事業年度において生じた同号に掲げる金額が零を下回る部分

の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額とを合計した金額 

  第六十六条の六第三項の次に次の二項を加える。 

 ４ 国税庁の当該職員又は内国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職

員は、内国法人に係る外国関係会社が第二項第三号イからハまでに掲げる要件に該当

するかどうかを判定するために必要があるときは、当該内国法人に対し、期間を定め

て、当該外国関係会社が同号イからハまでに掲げる要件に該当することを明らかにす

る書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該

書類その他の資料の提示又は提出がないときは、同項（同号又は第六号に係る部分に

限る。）の規定の適用については、当該外国関係会社は同項第三号イからハまでに掲

げる要件に該当しないものと推定する。 

 ５ 第一項の規定は、同項各号に掲げる内国法人に係る次の各号に掲げる外国関係会社

につき当該各号に定める場合に該当する事実があるときは、当該各号に掲げる外国関

係会社のその該当する事業年度に係る適用対象金額については、適用しない。 

  一 特定外国関係会社 特定外国関係会社の各事業年度の租税負担割合（外国関係会

社の各事業年度の所得に対して課される租税の額の当該所得の金額に対する割合と

して政令で定めるところにより計算した割合をいう。次号、第十項及び第十一項に

おいて同じ。）が百分の三十以上である場合 

  二 対象外国関係会社 対象外国関係会社の各事業年度の租税負担割合が百分の二十

以上である場合 

  第六十六条の六に次の一項を加える。 

 14 財務大臣は、第二項第二号ハの規定により国又は地域を指定したときは、これを告

示する。 

  第六十六条の七第一項中「同条第四項」を「同条第六項若しくは第八項」に、「係る

特定外国子会社等」を「係る外国関係会社（同条第二項第一号に規定する外国関係会社

をいう。以下この項、第三項、第四項及び第六項において同じ。）」に、「、当該特定

外国子会社等」及び「又は当該特定外国子会社等」を「、当該外国関係会社」に、「は、



政令」を「又は当該外国関係会社の金融子会社等部分課税対象金額に対応するもの（当

該金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額を限度とする。）として政令で定める

ところにより計算した金額は、政令」に、「における特定外国子会社等の課税対象金額

等に係る外国税額の控除」及び「における特定外国子会社等の個別課税対象金額等に係

る外国税額の控除」を「の外国関係会社に係る所得の課税の特例」に、「規定する特定

外国子会社等」を「規定する外国関係会社」に改め、同条第二項中「第六十八条の九十

第一項」を「第六十八条の九十第二項第一号」に、「特定外国子会社等」を「外国関係

会社」に、「同項に」を「同条第一項に」に、「場合又は」を「場合、」に、「同条第

四項」を「同条第六項」に、「場合に」を「場合又は当該外国関係会社の同条第八項に

規定する個別金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を

受けた場合に」に、「又は当該個別部分課税対象金額」を「、当該個別部分課税対象金

額又は当該個別金融子会社等部分課税対象金額」に、「又は部分課税対象金額」を「、

部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額」に、「同条第一項」を「同号」

に、「の額は前項」を「の額は同項」に改め、同条第三項中「が、同項」を「（前項の

内国法人を含む。以下この項において同じ。）が、同条第一項」に、「特定外国子会社

等」を「外国関係会社」に、「又は同条第四項」を「、同条第六項」に、「場合に」を

「場合又は同条第八項の規定の適用に係る外国関係会社の金融子会社等部分課税対象金

額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合に」に改め、同条に次の四項を

加える。 

 ４ 前条第一項各号に掲げる内国法人が、同項又は同条第六項若しくは第八項の規定の

適用を受ける場合には、当該内国法人に係る外国関係会社に対して課される所得税の

額（附帯税（国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。以下この項において

同じ。）の額を除く。）及び法人税の額（附帯税の額を除く。）（次項において「所

得税等の額」という。）のうち、当該外国関係会社の課税対象金額に対応するものと

して政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額、当該外国関係会社の部

分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当

する金額又は当該外国関係会社の金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとし

て政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額（第六項において「控除対

象所得税額等相当額」という。）は、当該内国法人の政令で定める事業年度の所得に

対する法人税の額（この項及び法人税法第六十八条から第七十条の二までの規定を適

用しないで計算した場合の法人税の額とし、附帯税の額を除く。）から控除する。 

 ５ 前項の規定は、確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に同項の規定による控除

の対象となる所得税等の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記

載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定によ

り控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額

として記載された金額を限度とする。 



 ６ 前条第一項各号に掲げる内国法人が、同項の規定の適用に係る外国関係会社の課税

対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合、同条第六項の規定の

適用に係る外国関係会社の部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用

を受ける場合又は同条第八項の規定の適用に係る外国関係会社の金融子会社等部分課

税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合において、第四項の

規定の適用を受けるときは、当該内国法人に係る外国関係会社に係る控除対象所得税

額等相当額は、当該内国法人の政令で定める事業年度の所得の金額の計算上、益金の

額に算入する。 

 ７ 第四項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の規定の適用につい

ては、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで（税額控除）」とあるのは「第七

十条の二まで（税額控除）又は租税特別措置法第六十六条の七第四項（内国法人の外

国関係会社に係る所得の課税の特例）」と、同法第七十条の二中「この款」とあるの

は「この款及び租税特別措置法第六十六条の七第四項（内国法人の外国関係会社に係

る所得の課税の特例）」と、「まず前条」とあるのは「まず同項の規定による控除を

し、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び租税

特別措置法第六十六条の七第四項（内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特

例）の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節（税額の計算）」とあるのは

「前節（税額の計算）及び租税特別措置法第六十六条の七第四項（内国法人の外国関

係会社に係る所得の課税の特例）」とする。 

  第六十六条の八第四項第一号中「又は部分課税対象金額」を「、部分課税対象金額又

は金融子会社等部分課税対象金額」に、「又は第四項」を「、第六項又は第八項」に、

「に対応する部分の金額として政令で定める」を「及び当該内国法人と当該外国法人と

の間の実質支配関係（同条第二項第五号に規定する実質支配関係をいう。次号及び第十

一項第二号において同じ。）の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した」に

改め、同項第二号中「又は部分課税対象金額」を「、部分課税対象金額又は金融子会社

等部分課税対象金額」に、「又は第四項」を「、第六項又は第八項」に、「に対応する

部分の金額として政令で定める」を「及び当該内国法人と当該外国法人との間の実質支

配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した」に改め、同条第六項第二

号中「（次項」を「（同項」に、「。次項」を「。同項」に改め、同条第十一項第一号

中「若しくは第四項」を「、第六項若しくは第八項」に改め、同項第二号イ及びロ中

「又は部分課税対象金額」を「、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金

額」に、「又は第四項」を「、第六項又は第八項」に、「に対応する部分の金額として

政令で定める」を「及び当該内国法人と当該他の外国法人との間の実質支配関係の状況

を勘案して政令で定めるところにより計算した」に改め、同条第十六項及び第十七項中

「特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入等」を「内国法人の外国関

係会社に係る所得の課税の特例」に改める。 



  第三章第七節の四第二款の款名中「特定外国法人」を「外国関係法人」に改める。 

  第六十六条の九の二の前の見出しを削り、同条第一項中「この項、次項及び第四項」

を「この条」に、「保有する」を「有する」に、「この項及び第九項」を「この条」に、

「本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の

負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとし

て政令で定める外国関係法人に該当するもの（以下この条及び次条において「特定外国

法人」という。）」を「特定外国関係法人又は対象外国関係法人に該当するもの」に、

「特定外国法人の」を「特定外国関係法人又は対象外国関係法人の」に、「第四項にお

いて同じ。）、財産の分配その他の経済的な利益の給付を請求する権利をいう。第四

項」を「）を請求する権利をいう。第六項及び第八項」に、「（以下この款」を「（次

条及び第六十六条の九の四」に改め、同条第二項第四号中「株式の数又は出資の」を

「株式等の数又は」に改め、同号を同項第六号とし、同項第三号中「特定外国法人」を

「特定外国関係法人又は対象外国関係法人」に改め、同号を同項第五号とし、同項第二

号の次に次の二号を加える。 

  三 特定外国関係法人 次に掲げる外国関係法人をいう。 

   イ 次のいずれにも該当しない外国関係法人 

    (1) その主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固

定施設を有している外国関係法人 

    (2) その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域（以下この項、第六項及

び第八項において「本店所在地国」という。）においてその事業の管理、支配

及び運営を自ら行つている外国関係法人 

   ロ その総資産の額として政令で定める金額（ロにおいて「総資産額」という。）

に対する第六項第一号から第十号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割

合（第七号中「外国関係法人（特定外国関係法人に該当するものを除く。）」と

あるのを「外国関係法人」として同号及び第八号の規定を適用した場合に外国金

融関係法人に該当することとなる外国関係法人にあつては、総資産額に対する第

八項第一号に掲げる金額に相当する金額又は同項第二号から第四号までに掲げる

金額に相当する金額の合計額のうちいずれか多い金額の割合）が百分の三十を超

える外国関係法人（総資産額に対する有価証券（法人税法第二条第二十一号に規

定する有価証券をいう。第六項において同じ。）、貸付金その他政令で定める資

産の額の合計額として政令で定める金額の割合が百分の五十を超える外国関係法

人に限る。） 

   ハ 租税に関する情報の交換に関する国際的な取組への協力が著しく不十分な国又

は地域として財務大臣が指定する国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外

国関係法人 

  四 対象外国関係法人 次に掲げる要件のいずれかに該当しない外国関係法人（特定



外国関係法人に該当するものを除く。）をいう。 

   イ 株式等若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技

術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの（これらの権利に関する使用権を

含む。）若しくは著作権（出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含

む。）の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものでないこ

と。 

   ロ その本店所在地国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、

店舗、工場その他の固定施設を有していること並びにその本店所在地国において

その事業の管理、支配及び運営を自ら行つていることのいずれにも該当すること。 

   ハ 各事業年度においてその行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当する

かに応じそれぞれ次に定める場合に該当すること。 

    (1) 卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業又は航空運送

業 その事業を主として当該外国関係法人に係る特殊関係内国法人、特殊関係

株主等その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で

行つている場合として政令で定める場合 

    (2) (1)に掲げる事業以外の事業 その事業を主としてその本店所在地国（当該

本店所在地国に係る水域で第六十六条の六第二項第三号ハ(2)に規定する政令

で定めるものを含む。）において行つている場合として政令で定める場合 

  第六十六条の九の二第二項に次の二号を加える。 

  七 部分対象外国関係法人 第四号イからハまでに掲げる要件の全てに該当する外国

関係法人（特定外国関係法人に該当するものを除く。）をいう。 

  八 外国金融関係法人 その本店所在地国の法令に準拠して銀行業、金融商品取引業

（金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業と同種類の業

務に限る。）又は保険業を行う部分対象外国関係法人でその本店所在地国において

その役員（法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。第六項において同

じ。）又は使用人がこれらの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業

務の全てに従事しているもの及びこれに準ずるものとして政令で定める部分対象外

国関係法人をいう。 

  第六十六条の九の二第三項を次のように改める。 

 ３ 国税庁の当該職員又は内国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職

員は、内国法人に係る外国関係法人が前項第三号イ(1)又は(2)に該当するかどうかを

判定するために必要があるときは、当該内国法人に対し、期間を定めて、当該外国関

係法人が同号イ(1)又は(2)に該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又

は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は

提出がないときは、同項（同号イに係る部分に限る。）の規定の適用については、当

該外国関係法人は同号イ(1)又は(2)に該当しないものと推定する。 



  第六十六条の九の二第十一項を同条第十四項とし、同条第十項中「保有する」を「有

する」に改め、「（第三項、第七項及び第八項を除く。）」を削り、同項を同条第十三

項とし、同条第九項中「及び第四項」を「、第六項、第八項及び前項」に改め、同項を

同条第十二項とし、同条第七項及び第八項を削り、同条第六項中「特定外国法人」を

「次に掲げる外国関係法人」に改め、「確定申告書（」及び「をいう。次項及び第八項

において同じ。）」を削り、同項に次の各号を加える。 

  一 当該各事業年度の租税負担割合が百分の二十未満である外国関係法人（特定外国

関係法人を除く。） 

  二 当該各事業年度の租税負担割合が百分の三十未満である特定外国関係法人 

  第六十六条の九の二第六項を同条第十一項とし、同条第五項中「前項」を「第六項及

び第八項」に、「特定外国法人」を「部分対象外国関係法人」に改め、「係る部分適用

対象金額」の下に「（第七項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項において

同じ。）又は金融関係法人部分適用対象金額（前項に規定する金融関係法人部分適用対

象金額をいう。以下この項において同じ。）」を加え、同項第二号中「部分適用対象金

額」の下に「又は金融関係法人部分適用対象金額」を加え、同号を同項第三号とし、同

項第一号中「に係る収入金額として政令で定める金額が千万円」を「又は金融関係法人

部分適用対象金額が二千万円」に改め、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を

加える。 

  一 各事業年度の租税負担割合が百分の二十以上であること。 

  第六十六条の九の二第五項を同条第十項とし、同条第四項中「係る特定外国法人」を

「係る部分対象外国関係法人（外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及

び次項において同じ。）」に、「前項の規定により第一項の規定を適用しない適用対象

金額を有する場合において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額（第一号から第五号

までに掲げる金額については、当該特定外国法人が行う事業（特定事業を除く。）の性

質上重要で欠くことのできない業務から生じたものを除く。以下この項において「特定

所得の金額」という。）を有するときは、当該各事業年度の特定所得の金額の合計額

（次項において「部分適用対象金額」という。）」を「、当該各事業年度に係る次に掲

げる金額（以下この項において「特定所得の金額」という。）を有する場合には、当該

各事業年度の特定所得の金額に係る部分適用対象金額」に、「有する当該特定外国法

人」を「有する当該部分対象外国関係法人」に改め、「当該金額が当該各事業年度に係

る課税対象金額に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額。」を削り、同項第

一号から第三号までを次のように改める。 

  一 剰余金の配当等（第一項に規定する剰余金の配当等をいい、法人税法第二十三条

第一項第二号に規定する金銭の分配を含む。以下この号及び第十一号イにおいて同

じ。）の額（当該部分対象外国関係法人の有する他の法人の株式等の数又は金額の

その発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が百分の二十五以上であるこ



とその他の政令で定める要件に該当する場合における当該他の法人から受ける剰余

金の配当等の額（当該他の法人の所得の金額の計算上損金の額に算入することとさ

れている剰余金の配当等の額として政令で定める剰余金の配当等の額を除く。）を

除く。以下この号において同じ。）の合計額から当該剰余金の配当等の額を得るた

めに直接要した費用の額の合計額及び当該剰余金の配当等の額に係る費用の額とし

て政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額 

  二 受取利子等（その支払を受ける利子（これに準ずるものとして政令で定めるもの

を含む。以下この号において同じ。）をいう。以下この号及び第十一号ロにおいて

同じ。）の額（その行う事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金

（所得税法第二条第一項第十号に規定する政令で定めるものに相当するものを含

む。）の利子の額、金銭の貸付けを主たる事業とする部分対象外国関係法人（金銭

の貸付けを業として行うことにつきその本店所在地国の法令の規定によりその本店

所在地国において免許又は登録その他これらに類する処分を受けているものに限

る。）でその本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの

事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているもの

が行う金銭の貸付けに係る利子の額その他政令で定める利子の額を除く。以下この

号において同じ。）の合計額から当該受取利子等の額を得るために直接要した費用

の額の合計額を控除した残額 

  三 有価証券の貸付けによる対価の額の合計額から当該対価の額を得るために直接要

した費用の額の合計額を控除した残額 

  第六十六条の九の二第四項第四号中「株式等の譲渡（第六十六条の六第四項第四号に

規定する譲渡をいう。以下この号及び次号において同じ。）」を「有価証券の譲渡」に、

「特定外国法人」を「部分対象外国関係法人」に、「百分の十に満たない」を「百分の

二十五以上である」に、「に限る」を「を除く」に、「当該株式等」を「当該有価証

券」に、「控除した残額」を「減算した金額」に改め、同項第五号から第七号までを次

のように改める。 

  五 デリバティブ取引（法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引

をいう。以下この号及び第十一号ホにおいて同じ。）に係る利益の額又は損失の額

として財務省令で定めるところにより計算した金額（同法第六十一条の六第一項各

号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定め

るデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額、その本店所在地国の法令に準拠

して商品先物取引法第二条第二十二項各号に掲げる行為に相当する行為を業として

行う部分対象外国関係法人（その本店所在地国においてその役員又は使用人がその

行う当該行為に係る事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全て

に従事しているものに限る。）が行う財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利

益の額又は損失の額その他財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は



損失の額を除く。） 

  六 その行う取引又はその有する資産若しくは負債につき外国為替の売買相場の変動

に伴つて生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算し

た金額（その行う事業（政令で定める取引を行う事業を除く。）に係る業務の通常

の過程において生ずる利益の額又は損失の額を除く。） 

  七 前各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額（これらに類する利益の額又は

損失の額を含む。）を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為に

より生ずる利益の額又は損失の額（当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失

の額及び法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つ

た取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又は損失の額を除く。） 

  第六十六条の九の二第四項に次の四号を加える。 

  八 固定資産（政令で定めるものを除く。以下この号及び第十一号チにおいて同

じ。）の貸付けによる対価の額（主としてその本店所在地国において使用に供され

る固定資産（不動産及び不動産の上に存する権利を除く。）の貸付けによる対価の

額、その本店所在地国にある不動産及び不動産の上に存する権利の貸付けによる対

価の額並びにその本店所在地国においてその役員又は使用人が固定資産の貸付けを

的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していることその他

の政令で定める要件に該当する部分対象外国関係法人が行う固定資産の貸付けによ

る対価の額を除く。以下この号において同じ。）の合計額から当該対価の額を得る

ために直接要した費用の額（その有する固定資産に係る償却費の額として政令で定

めるところにより計算した金額を含む。）の合計額を控除した残額 

  九 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれ

らに準ずるもの（これらの権利に関する使用権を含む。）又は著作権（出版権及び

著作隣接権その他これに準ずるものを含む。）（以下この項において「無形資産

等」という。）の使用料（自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等の使用料そ

の他の政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。）の合計額から当該使

用料を得るために直接要した費用の額（その有する無形資産等に係る償却費の額と

して政令で定めるところにより計算した金額を含む。）の合計額を控除した残額 

  十 無形資産等の譲渡に係る対価の額（自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等

の譲渡に係る対価の額その他の政令で定める対価の額を除く。以下この号において

同じ。）の合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原価の額の合計額及び当該対価

の額を得るために直接要した費用の額の合計額を減算した金額 

  十一 イからヌまでに掲げる金額がないものとした場合の当該部分対象外国関係法人

の各事業年度の所得の金額として政令で定める金額から当該各事業年度に係るルに

掲げる金額を控除した残額 

   イ 支払を受ける剰余金の配当等の額 



   ロ 受取利子等の額 

   ハ 有価証券の貸付けによる対価の額 

   ニ 有価証券の譲渡に係る対価の額の合計額から当該有価証券の譲渡に係る原価の

額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を減算した金額 

   ホ デリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところ

により計算した金額 

   ヘ その行う取引又はその有する資産若しくは負債につき外国為替の売買相場の変

動に伴つて生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計

算した金額 

   ト 第一号から第六号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額（これらに類

する利益の額又は損失の額を含む。）を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸

付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額（当該各号に掲げる金額に

係る利益の額又は損失の額を除く。） 

   チ 固定資産の貸付けによる対価の額 

   リ 支払を受ける無形資産等の使用料 

   ヌ 無形資産等の譲渡に係る対価の額の合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原

価の額の合計額を減算した金額 

   ル 総資産の額として政令で定める金額に人件費その他の政令で定める費用の額を

加算した金額に百分の五十を乗じて計算した金額 

  第六十六条の九の二第四項を同条第六項とし、同項の次に次の三項を加える。 

 ７ 前項に規定する部分適用対象金額とは、部分対象外国関係法人の各事業年度の同項

第一号から第三号まで、第八号、第九号及び第十一号に掲げる金額の合計額と、当該

各事業年度の同項第四号から第七号まで及び第十号に掲げる金額の合計額（当該合計

額が零を下回る場合には、零）を基礎として当該各事業年度開始の日前七年以内に開

始した各事業年度において生じた同項第四号から第七号まで及び第十号に掲げる金額

の合計額が零を下回る部分の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額

とを合計した金額をいう。 

 ８ 特殊関係株主等である内国法人に係る部分対象外国関係法人（外国金融関係法人に

該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。）が、平成二十二年四月一

日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額（以下

この項において「特定所得の金額」という。）を有する場合には、当該各事業年度の

特定所得の金額に係る金融関係法人部分適用対象金額のうち当該特殊関係株主等であ

る内国法人の有する当該部分対象外国関係法人の直接及び間接保有の株式等の数に対

応するものとしてその株式等の請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計

算した金額（次条及び第六十六条の九の四において「金融関係法人部分課税対象金

額」という。）に相当する金額は、当該特殊関係株主等である内国法人の収益の額と



みなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む当該内国法人の

各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 

  一 特殊関係株主等である一の内国法人によつてその発行済株式等の全部を直接又は

間接に保有されている部分対象外国関係法人で政令で定める要件を満たすもの（そ

の純資産につき剰余金その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額

（以下この号において「親会社等資本持分相当額」という。）の総資産の額として

政令で定める金額に対する割合が百分の七十を超えるものに限る。）の親会社等資

本持分相当額がその本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額を

勘案して政令で定める金額を超える場合におけるその超える部分に相当する資本に

係る利益の額として政令で定めるところにより計算した金額 

  二 部分対象外国関係法人について第六項第八号の規定に準じて計算した場合に算出

される同号に掲げる金額に相当する金額 

  三 部分対象外国関係法人について第六項第九号の規定に準じて計算した場合に算出

される同号に掲げる金額に相当する金額 

  四 部分対象外国関係法人について第六項第十号の規定に準じて計算した場合に算出

される同号に掲げる金額に相当する金額 

  五 部分対象外国関係法人について第六項第十一号の規定に準じて計算した場合に算

出される同号に掲げる金額に相当する金額 

 ９ 前項に規定する金融関係法人部分適用対象金額とは、部分対象外国関係法人の各事

業年度の次に掲げる金額のうちいずれか多い金額をいう。 

  一 前項第一号に掲げる金額 

  二 前項第二号、第三号及び第五号に掲げる金額の合計額と、同項第四号に掲げる金

額（当該金額が零を下回る場合には、零）を基礎として当該各事業年度開始の日前

七年以内に開始した各事業年度において生じた同号に掲げる金額が零を下回る部分

の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額とを合計した金額 

  第六十六条の九の二第三項の次に次の二項を加える。 

 ４ 国税庁の当該職員又は内国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職

員は、内国法人に係る外国関係法人が第二項第四号イからハまでに掲げる要件に該当

するかどうかを判定するために必要があるときは、当該内国法人に対し、期間を定め

て、当該外国関係法人が同号イからハまでに掲げる要件に該当することを明らかにす

る書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該

書類その他の資料の提示又は提出がないときは、同項（同号又は第七号に係る部分に

限る。）の規定の適用については、当該外国関係法人は同項第四号イからハまでに掲

げる要件に該当しないものと推定する。 

 ５ 第一項の規定は、特殊関係株主等である内国法人に係る次の各号に掲げる外国関係

法人につき当該各号に定める場合に該当する事実があるときは、当該各号に掲げる外



国関係法人のその該当する事業年度に係る適用対象金額については、適用しない。 

  一 特定外国関係法人 特定外国関係法人の各事業年度の租税負担割合（外国関係法

人の各事業年度の所得に対して課される租税の額の当該所得の金額に対する割合と

して政令で定めるところにより計算した割合をいう。次号、第十項及び第十一項に

おいて同じ。）が百分の三十以上である場合 

  二 対象外国関係法人 対象外国関係法人の各事業年度の租税負担割合が百分の二十

以上である場合 

  第六十六条の九の二に次の一項を加える。 

 15 財務大臣は、第二項第三号ハの規定により国又は地域を指定したときは、これを告

示する。 

  第六十六条の九の三第一項中「又は第四項」を「、第六項又は第八項」に、「係る特

定外国法人」を「係る外国関係法人（同条第一項に規定する外国関係法人をいう。以下

この項、第三項、第四項及び第六項において同じ。）」に、「、当該特定外国法人」及

び「又は当該特定外国法人」を「、当該外国関係法人」に、「は、政令」を「又は当該

外国関係法人の金融関係法人部分課税対象金額に対応するもの（当該金融関係法人部分

課税対象金額に相当する金額を限度とする。）として政令で定めるところにより計算し

た金額は、政令」に、「特定外国法人の課税対象金額等に係る外国税額の控除」を「特

殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例」に、「特定

外国法人の個別課税対象金額等に係る外国税額の控除」を「特殊関係株主等である連結

法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例」に、「規定する特定外国法人」を

「規定する外国関係法人」に改め、同条第二項中「特定外国法人」を「外国関係法人」

に、「場合又は」を「場合、」に、「同条第四項」を「同条第六項」に、「場合に」を

「場合又は当該外国関係法人の同条第八項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金

額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合に」に、「又は当該個別部分課

税対象金額」を「、当該個別部分課税対象金額又は当該個別金融関係法人部分課税対象

金額」に、「又は部分課税対象金額」を「、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課

税対象金額」に改め、同条第三項中「特定外国法人」を「外国関係法人」に、「又は同

条第四項」を「、同条第六項」に、「場合に」を「場合又は同条第八項の規定の適用に

係る外国関係法人の金融関係法人部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の

適用を受ける場合に」に改め、同条に次の四項を加える。 

 ４ 特殊関係株主等である内国法人が、前条第一項、第六項又は第八項の規定の適用を

受ける場合には、当該内国法人に係る外国関係法人に対して課される所得税の額（附

帯税（国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。以下この項において同

じ。）の額を除く。）及び法人税の額（附帯税の額を除く。）（次項において「所得

税等の額」という。）のうち、当該外国関係法人の課税対象金額に対応するものとし

て政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額、当該外国関係法人の部分



課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当す

る金額又は当該外国関係法人の金融関係法人部分課税対象金額に対応するものとして

政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額（第六項において「控除対象

所得税額等相当額」という。）は、当該内国法人の政令で定める事業年度の所得に対

する法人税の額（この項及び法人税法第六十八条から第七十条の二までの規定を適用

しないで計算した場合の法人税の額とし、附帯税の額を除く。）から控除する。 

 ５ 前項の規定は、確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に同項の規定による控除

の対象となる所得税等の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記

載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定によ

り控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額

として記載された金額を限度とする。 

 ６ 特殊関係株主等である内国法人が、前条第一項の規定の適用に係る外国関係法人の

課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合、同条第六項の規

定の適用に係る外国関係法人の部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の

適用を受ける場合又は同条第八項の規定の適用に係る外国関係法人の金融関係法人部

分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合において、第四

項の規定の適用を受けるときは、当該内国法人に係る外国関係法人に係る控除対象所

得税額等相当額は、当該内国法人の政令で定める事業年度の所得の金額の計算上、益

金の額に算入する。 

 ７ 第四項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の規定の適用につい

ては、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで（税額控除）」とあるのは「第七

十条の二まで（税額控除）又は租税特別措置法第六十六条の九の三第四項（特殊関係

株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例）」と、同法第七

十条の二中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第六十六条の九の三第

四項（特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特

例）」と、「まず前条」とあるのは「まず同項の規定による控除をし、次に前条」と、

同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第六十六

条の九の三第四項（特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の

課税の特例）の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節（税額の計算）」と

あるのは「前節（税額の計算）及び租税特別措置法第六十六条の九の三第四項（特殊

関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例）」とする。 

  第六十六条の九の四第四項各号中「又は部分課税対象金額」を「、部分課税対象金額

又は金融関係法人部分課税対象金額」に、「又は第四項」を「、第六項又は第八項」に

改め、同条第十項第一号中「若しくは第四項」を「、第六項若しくは第八項」に改め、

同項第二号イ及びロ中「又は部分課税対象金額」を「、部分課税対象金額又は金融関係

法人部分課税対象金額」に、「又は第四項」を「、第六項又は第八項」に改め、同条第



十三項及び第十四項中「特定外国法人から受ける剰余金の配当等の益金不算入等」を

「特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例」に改め

る。 

  第六十六条の十三の見出しを「（中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる

還付の不適用）」に改め、同条第一項ただし書中「欠損金額」の下に「、同法第八十条

第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する災害損失欠損金額（次項において

「災害損失欠損金額」という。）並びに設備廃棄等欠損金額」を加え、同条第二項中

「前項」の下に「に定めるもののほか、第一項ただし書に規定する設備廃棄等欠損金額

がある場合における法人税法第八十条及び第百四十四条の十三の規定の適用その他同

項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。 

 ２ 前項ただし書に規定する設備廃棄等欠損金額とは、青色申告書を提出する法人（同

項各号に掲げる法人を除く。）で農業競争力強化支援法第十九条第一項に規定する認

定事業再編事業者（同法第二条第五項に規定する事業再編の実施と併せて施設の撤去

又は設備の廃棄を行う場合の当該施設又は設備（以下この項において「対象設備」と

いう。）が記載された同法第十八条第一項に規定する事業再編計画（以下この項にお

いて「特定事業再編計画」という。）について同条第一項の認定を受けたものに限

る。）であるものの同法の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間に終了する

事業年度（第四十七条並びに同条の規定に係る第五十二条の二第一項及び第四項並び

に第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項及び第十二項の規定の適用を受け

る事業年度を除く。以下この項において同じ。）において生じた欠損金額（法人税法

第八十条第五項において準用する同条第一項の規定又は同法第百四十四条の十三第十

一項において準用する同条第一項若しくは第二項の規定により還付を受ける金額の計

算の基礎とする災害損失欠損金額を除く。）のうち、当該法人が、その有する国内に

ある減価償却資産でその事業再編促進対象事業（農業競争力強化支援法第二条第七項

に規定する事業再編促進対象事業をいう。）の用に供されていたものにつき、当該事

業年度において当該認定に係る特定事業再編計画（同法第十九条第一項の規定による

変更の認定があつた場合には、その変更後のもの）に基づく設備廃棄等（当該特定事

業再編計画に記載された対象設備について同法第二条第五項に規定する事業再編の実

施と併せて行われる撤去又は廃棄をいう。）を行つた場合の当該設備廃棄等を行つた

ことにより生じた損失の額として政令で定める金額に達するまでの金額をいう。 

 ３ 第一項ただし書に規定する設備廃棄等欠損金額について法人税法第八十条第一項又

は第百四十四条の十三第一項若しくは第二項の規定を適用する場合には、当該設備廃

棄等欠損金額が生じたこれらの規定に規定する欠損事業年度の欠損金額のうち当該設

備廃棄等欠損金額を超える部分の金額は、ないものとする。 

  第六十七条の三第一項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一

日」に改める。 



  第六十七条の五第一項中「第四十二条の四第二項」を「第四十二条の四第三項」に改

める。 

  第六十七条の五の二第一項中「第四十二条の四第二項」を「第四十二条の四第八項第

六号」に改める。 

  第六十七条の八から第六十七条の十一までを次のように改める。 

  （協同組合等が有する普通出資に係る受取配当等の益金不算入の特例） 

 第六十七条の八 協同組合等（法人税法第二条第七号に規定する協同組合等をいう。以

下この項において同じ。）の各事業年度において、その有する連合会等（農林中央金

庫その他の協同組合等であつてその会員又は組合員が同法別表第三の下欄に掲げる根

拠法の規定により他の協同組合等及びこれに準ずる法人に限られているものをい

う。）に対する出資（協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資

に該当するものを除く。以下この項において「普通出資」という。）につき支払を受

ける配当等の額（法人税法第二十三条第一項に規定する配当等の額をいう。）がある

場合には、同条の規定の適用については、当該普通出資は、同条第五項から第七項ま

での規定にかかわらず、これらの規定に規定する完全子法人株式等、関連法人株式等

及び非支配目的株式等のいずれにも該当しないものとする。 

 ２ 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

 第六十七条の九から第六十七条の十一まで 削除 

  第六十七条の十四第一項中「第二十四条第一項第三号から第五号まで」を「第二十四

条第一項第四号から第六号まで」に改め、同条第三項中「、第三項、第八項及び第十項

並びに第六十六条の九の四第一項、第三項、第七項及び第九項の」を「及び第八項並び

に第六十六条の九の四第一項及び第七項の」に、「、第三項、第八項及び第十項並びに

第六十六条の九の四第一項、第三項、第七項及び第九項中「内国法人が」とあるのは

「内国法人（資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社を除く。

以下この項において同じ。）が」を「中「外国法人（法人税法第二十三条の二第一項に

規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。）」とあるのは

「外国法人」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第八項中「外国法人（法人

税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項に

おいて同じ。）」とあるのは「外国法人」と、第六十六条の九の四第一項中「外国法人

（法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下こ

の項において同じ。）」とあるのは「外国法人」と、「同法」とあるのは「法人税法」

と、同条第七項中「外国法人（法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に

該当するものを除く。以下この項において同じ。）」とあるのは「外国法人」に改める。 

  第六十七条の十五第一項中「及び第六号」を「、第三号及び第七号」に改め、同条第

三項中「、第三項、第八項及び第十項並びに第六十六条の九の四第一項、第三項、第七

項及び第九項の」を「及び第八項並びに第六十六条の九の四第一項及び第七項の」に、



「、第三項、第八項及び第十項並びに第六十六条の九の四第一項、第三項、第七項及び

第九項中「内国法人が」とあるのは「内国法人（投資信託及び投資法人に関する法律第

二条第十二項に規定する投資法人を除く。以下この項において同じ。）が」を「中「外

国法人（法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。

以下この項において同じ。）」とあるのは「外国法人」と、「同法」とあるのは「法人

税法」と、同条第八項中「外国法人（法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子

会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。）」とあるのは「外国法人」と、

第六十六条の九の四第一項中「外国法人（法人税法第二十三条の二第一項に規定する外

国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。）」とあるのは「外国法

人」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第七項中「外国法人（法人税法第二

十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同

じ。）」とあるのは「外国法人」に改める。 

  第六十七条の十七第一項中「第九項」を「第十一項」に改め、同条第二項中「第九項

及び第十一項」を「第十一項及び第十三項」に改め、同条第三項中「第九項」を「第十

一項」に改め、同条第五項中「同条第二号」を「同法第百四十一条第二号」に改め、同

条第六項中「第九項」を「第十一項」に改め、同条第七項中「第四十二条の二第一項」

を「第四十二条の二第六項第一号」に改め、「同条第一項第一号から第三号までに掲げ

る債券に係る同項に規定する債券現先取引又は同項各号に掲げる有価証券（以下この項

において「対象証券」という。）に係る」を削り、「証券貸借取引につき、同項」を

「振替債等に係る特定債券現先取引等につき、同条第六項第二号」に、「から支払」を

「（以下この項及び第九項において「特定金融機関等」という。）から支払」に、

「（同項」を「（同条第一項」に、「から生ずる」を「（第九項において「債券現先取

引」という。）から生ずる」に、「又は同項に」を「又は同条第一項に」に、「による

同項に規定する」を「による」に、「対象証券の」を「同項各号に掲げる有価証券の」

に改め、同条第八項中「前項」を「前項の規定」に、「」と、「特定利子の」を「の規

定」と、「及び前項」とあるのは「及び同条第七項」と、「当該前項」とあるのは「当

該同条第七項」と、「支払を受ける利子に係る」に改め、「同項に規定する」を削り、

「の」と、「当該特定利子」を「（以下この項において「貸借料等」という。）に係

る」と、「には、同項」とあるのは「には、同条第七項」と、「同項に規定する支払を

受ける利子について」とあるのは「貸借料等について」と、同項第一号及び第三号中

「利子」に、「当該貸借料等」を「貸借料等」に改め、同条第十一項を同条第十三項と

し、同条第十項中「及び」を「、第九項及び」に改め、「貸借料等」の下に「、第九項

に規定する差益」を加え、同項を同条第十二項とし、同条第九項を同条第十一項とし、

同条第八項の次に次の二項を加える。 

 ９ 第四十二条の二第三項に規定する特定外国法人（次項において「特定外国法人」と

いう。）が、平成二十九年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間において



開始した同条第三項に規定する振替国債に係る特定債券現先取引につき、特定金融機

関等から支払を受ける債券現先取引から生ずる差益として政令で定めるものについて

は、法人税を課さない。 

 10 第四十二条の二第四項の規定は、前項に規定する差益の支払を受ける特定外国法人

について準用する。この場合において、同条第四項中「前項」とあるのは「第六十七

条の十七第九項」と、「支払を受ける利子」とあるのは「差益」と、「当該利子」と

あるのは「当該差益」と読み替えるものとする。 

  第六十八条の二中「、法人税法」を「、同法」に、「営む」を「行う」に改める。 

  第六十八条の二の三第一項中「営む」を「行う」に、「、法人税法」を「、同法」に

改め、同条第二項中「営む」を「行う」に、「営まれる」を「行われる」に、「、法人

税法」を「、同法」に改め、同条第三項中「、株式交換完全子法人」の下に「（法人税

法第二条第十二号の六に規定する株式交換完全子法人をいう。以下この項において同

じ。）」を加え、「営む」を「行う」に、「の当該」を「（同条第十二号の六の三に規

定する株式交換完全親法人をいう。以下この項及び次条第三項において同じ。）の当

該」に、「おける法人税法」を「おける同法」に、「法人税法第二条第十二号の十六イ

からハまでの規定」を「同法第二条第十二号の十七イ」に、「、同法」を「、同号ロ中

「その株式交換等」とあるのは「その株式交換等（租税特別措置法第六十八条の二の三

第三項に規定する特定グループ内株式交換に該当するものを除く。）」と、同号ハ中

「その株式交換」とあるのは「その株式交換（租税特別措置法第六十八条の二の三第三

項に規定する特定グループ内株式交換に該当するものを除く。）」と、同法」に改め、

同項第二号中「第二条第十二号の十六」を「第二条第十二号の十七」に改め、同条第四

項中「、法人税法」を「、同法」に改める。 

  第六十八条の三第一項中「第十六項」を「第十七項」に改め、同条第二項中「旧株」

を「所有株式」に、「有していた」を「有する」に、「及び第十六項」を「及び第十七

項」に、「交付されなかつたもの（」」を「交付されたものに限る。」」に、「交付さ

れなかつたもの（租税特別措置法」を「交付されたものに限るものとし、租税特別措置

法」に、「同条第十六項」を「同条第十七項」に、「第四項」」を「第八項」」に、

「金銭等不交付分割型分割」を「金銭等不交付株式分配」に、「同条第一項第三号」を

「同条第一項第二号」に、「第二十四条第一項第三号」を「第二十四条第一項第二号」

に改め、同条第三項中「適格株式交換」を「法人税法第二条第十二号の十七に規定する

適格株式交換等」に、「法人税法第六十一条の二第八項」を「同法第六十一条の二第九

項」に改める。 

  第六十八条の三の二第三項中「、第三項、第八項及び第十項並びに第六十六条の九の

四第一項、第三項、第七項及び第九項の」を「及び第八項並びに第六十六条の九の四第

一項及び第七項の」に、「、第三項、第八項及び第十項並びに第六十六条の九の四第一

項、第三項、第七項及び第九項中「内国法人が」とあるのは「内国法人（第六十八条の



三の二第一項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人を除く。以下この

項において同じ。）が」を「中「外国法人（法人税法第二十三条の二第一項に規定する

外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。）」とあるのは「外国法

人」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第八項中「外国法人（法人税法第二

十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同

じ。）」とあるのは「外国法人」と、第六十六条の九の四第一項中「外国法人（法人税

法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項にお

いて同じ。）」とあるのは「外国法人」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条

第七項中「外国法人（法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当する

ものを除く。以下この項において同じ。）」とあるのは「外国法人」に改める。 

  第六十八条の三の三第三項中「、第三項、第八項及び第十項並びに第六十六条の九の

四第一項、第三項、第七項及び第九項の」を「及び第八項並びに第六十六条の九の四第

一項及び第七項の」に、「、第三項、第八項及び第十項並びに第六十六条の九の四第一

項、第三項、第七項及び第九項中「内国法人が」とあるのは「内国法人（第六十八条の

三の三第一項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人を除く。以下この

項において同じ。）が」を「中「外国法人（法人税法第二十三条の二第一項に規定する

外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。）」とあるのは「外国法

人」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第八項中「外国法人（法人税法第二

十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同

じ。）」とあるのは「外国法人」と、第六十六条の九の四第一項中「外国法人（法人税

法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項にお

いて同じ。）」とあるのは「外国法人」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条

第七項中「外国法人（法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当する

ものを除く。以下この項において同じ。）」とあるのは「外国法人」に改める。 

  第六十八条の三の四第一項中「特定普通法人」を「特定普通法人等」に、「又は医療

法人のうち、法人税法第二条第九号に規定する普通法人であるもの」を「、医療法人そ

の他の普通法人（法人税法第二条第九号に規定する普通法人をいう。）又は協同組合等

（同条第七号に規定する協同組合等をいう。）のうち、公益法人等（同条第六号に規定

する公益法人等をいう。以下この条において同じ。）に該当することとなり得るもので

政令で定める法人」に改め、「（同法第二条第六号に規定する公益法人等をいう。以下

この条において同じ。）」を削り、「から第五十五条の三まで」を「、第五十五条の

二」に、「、第五十七条の五」を「から第五十七条の五まで」に改め、同条第二項中

「特定普通法人」を「特定普通法人等」に、「第四十二条の四第四項（第一号に係る部

分に限る。）」を「第四十二条の四第一項、第三項及び第七項」に、「第四十二条の六

第五項」を「第四十二条の六第三項」に、「及び第四十二条の十二の四」を「、第四十

二条の十二の四第三項並びに第四十二条の十二の五」に改め、同条第三項中「、第五十



五条の三」を削り、同条第四項中「及び第四項」を「、第三項及び第七項」に、「第四

十二条の六第五項」を「第四十二条の六第三項」に、「並びに第四十二条の十二の四」

を「、第四十二条の十二の四第三項並びに第四十二条の十二の五」に改め、同条第五項

中「特定普通法人」を「特定普通法人等」に改める。 

  第六十八条の四中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に

改める。 

  第六十八条の八第一項及び第二項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年

三月三十一日」に改める。 

  第六十八条の九第一項中「の百分の十（試験研究費割合が百分の十未満であるときは、

当該試験研究費割合に〇・二を乗じて計算した割合に百分の八を加算した割合（当該割

合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合）とする。）に相

当する」を「に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合（当該連結親

法人及びその各連結子法人の比較試験研究費の額の合計額が零であるときは、百分の

八・五）を乗じて計算した」に改め、同項に次の各号を加える。 

  一 増減試験研究費割合が百分の五を超える場合 百分の九に、当該増減試験研究費

割合から百分の五を控除した割合に〇・三を乗じて計算した割合を加算した割合

（当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、

当該加算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。） 

  二 増減試験研究費割合が百分の五以下である場合 百分の九から、百分の五から当

該増減試験研究費割合を減算した割合に〇・一を乗じて計算した割合を減算した割

合（当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、

当該減算した割合が百分の六未満であるときは百分の六とする。） 

  第六十八条の九第十項中「から第四項までの規定の」を「、第三項、第六項又は第七

項の規定の」に、「又は租税特別措置法第六十八条の九第一項から第四項まで」を「又

は租税特別措置法第六十八条の九第一項、第三項、第六項若しくは第七項」に、「及び

租税特別措置法第六十八条の九第一項から第四項まで」を「並びに租税特別措置法第六

十八条の九第一項、第三項、第六項及び第七項」に、「同条第一項から第四項まで」を

「同条第一項、第三項、第六項及び第七項」に、「並びに租税特別措置法第六十八条の

九第一項から第四項まで」を「並びに租税特別措置法第六十八条の九第一項、第三項、

第六項及び第七項」に、「百分の四・四」を「百分の十・三」に改め、同項を同条第十

二項とし、同条第九項中「第四項」を「第一項又は第三項」に、「比較試験研究費の

額」を「適用年度に係る連結親法人事業年度開始の日の三年前の日から当該連結親法人

又はその連結子法人の当該適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各連結事業

年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額」に、「第五項」

を「第七項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項中「から第四項まで」を「、

第三項、第六項及び第七項」に、「、修正申告書又は更正請求書」を「（これらの規定



により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、

当該修正申告書又は更正請求書を含む。）」に、「は、当該」を「の計算の基礎となる

試験研究費の額又は特別試験研究費の額は、」に、「基礎として計算した金額に限るも

の」を「限度」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項を同条第九項とし、同条第

六項第一号中「又は」を「若しくは」に、「費用で」を「費用又は対価を得て提供する

新たな役務の開発に係る試験研究として政令で定めるもののために要する費用で、」に

改め、同項第二号イ中「第六十八条の十一第三項から第五項まで及び第七項」を「第六

十八条の十一第二項、第三項及び第五項」に改め、「第六十八条の十四の二第二項」の

下に「、第六十八条の十四の三第二項」を加え、「並びに第六十八条の十五の五」を「、

第六十八条の十五の五第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の十五の六」に改め、

同号ハ中「第八項」を「第九項」に改め、同項第三号を次のように改める。 

  三 増減試験研究費割合 増減試験研究費の額（第一項又は第三項に規定する連結親

法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額

に算入される試験研究費の額の合計額から比較試験研究費の合計額（当該連結親法

人及びその各連結子法人の比較試験研究費の額を合計した金額をいう。以下この号

において同じ。）を減算した金額をいう。）の当該比較試験研究費の合計額に対す

る割合をいう。 

  第六十八条の九第六項第四号から第六号までを削り、同項第七号中「第四項」を「第

一項若しくは第三項」に、「次号」を「第十一項」に、「、当該適用年度の」を「、当

該適用年度に係る」に、「から連結親法人」を「から当該連結親法人」に、「の適用年

度」を「の当該適用年度」に、「その各連結子法人」を「その連結子法人」に改め、

「（当該適用年度」の下に「開始の日」を加え、「を含む連結事業年度である場合には、

政令で定める金額」を「である場合のうち政令で定める場合には、零」に改め、同号を

同項第四号とし、同号の次に次の四号を加える。 

  五 中小連結法人 中小企業者に該当する連結法人として政令で定めるものをいう。 

  五の二 適用除外事業者 当該連結事業年度開始の日前三年以内に終了した各連結事

業年度（以下この号において「基準年度」という。）の連結所得の金額の合計額を

各基準年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額（既に基準年

度の連結所得に対する法人税の額につき法人税法第八十一条の三十一の規定の適用

があつたこと、基準年度において合併、分割又は現物出資が行われたこと、基準年

度において同法第四条の二の承認を受けたこと、基準年度において同法第四条の五

第一項又は第二項（第四号又は第五号に係る部分に限る。）の規定により同法第四

条の二の承認を取り消されたことその他の政令で定める事由がある場合には、当該

計算した金額につき当該事由の内容に応じ調整を加えた金額として政令で定めると

ころにより計算した金額）が十五億円を超える連結親法人及び当該連結親法人によ

る連結完全支配関係にある連結子法人をいう。 



  六 試験研究費割合 第一項、第三項又は前項に規定する連結親法人及びその各連結

子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研

究費の額の合計額の平均売上金額の合計額に対する割合をいう。 

  七 特別試験研究費の額 試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他の者

と共同して行う試験研究、国の試験研究機関、大学又は中小企業者に委託する試験

研究、中小企業者からその有する知的財産権（知的財産基本法第二条第二項に規定

する知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。）の設定又は許諾を

受けて行う試験研究、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究

その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをい

う。 

  第六十八条の九第六項第八号を削り、同項第九号中「若しくは第四項」を「、第三項

若しくは前項」に改め、同号を同項第八号とし、同項を同条第八項とし、同条第五項を

削り、同条第四項中「連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各

連結子法人が、」を「連結法人の」に改め、「（法人税法第十五条の二第一項に規定す

る連結親法人事業年度をいう。第六項において同じ。）」を削り、「平成二十九年三月

三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め、「限り、」の下に「第四項（第二

号に係る部分に限る。）又は第五項の規定の適用を受ける連結事業年度及び」を加え、

「次の各号に掲げる場合に該当する」を「当該連結親法人及び当該連結親法人による連

結完全支配関係にある各連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金

の額に算入される試験研究費の額の合計額が平均売上金額の合計額の百分の十に相当す

る金額を超える」に、「当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」を

「その超える部分の金額に超過税額控除割合（試験研究費割合から百分の十を控除した

割合に〇・二を乗じて計算した割合をいう。）を乗じて計算した金額（以下この項にお

いて「超過税額控除限度額」という。）」に、「各号に定める金額が」を「超過税額控

除限度額が」に改め、同項各号を削り、同項を同条第七項とし、同条第三項中「前二

項」を「第一項又は第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項中「又は農業

協同組合等」を「で適用除外事業者に該当しないもの又は第四十二条の四第八項第七号

に規定する農業協同組合等」に、「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、

同項の次に次の二項を加える。 

 ４ 前項に規定する連結法人の連結親法人事業年度が平成二十九年四月一日から平成三

十一年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度において、増減試験研究費割

合が百分の五を超える場合における同項の規定の適用については、次に定めるところ

による。 

  一 前項中「の百分の十二に相当する」とあるのは、「に特例割合（百分の十二に、

増減試験研究費割合から百分の五を控除した割合に〇・三を乗じて計算した割合を

加算した割合（当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨て



た割合とし、当該加算した割合が百分の十七を超えるときは百分の十七とする。）

をいう。）を乗じて計算した」とする。 

  二 前項後段中「百分の二十五」とあるのは、「百分の三十五」とする。 

 ５ 第一項の連結法人又は第三項に規定する連結法人の連結親法人事業年度が平成二十

九年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度（前

項（第二号に係る部分に限る。）の規定の適用を受ける連結事業年度を除く。）にお

いて、試験研究費割合が百分の十を超える場合における第一項又は第三項の規定の適

用については、これらの規定中「の百分の二十五に相当する」とあるのは「の百分の

二十五に相当する金額に、当該調整前連結税額に試験研究費割合から百分の十を控除

した割合に二を乗じて計算した割合（当該割合に小数点以下三位未満の端数があると

きはこれを切り捨てた割合とし、当該二を乗じて計算した割合が百分の十を超えると

きは百分の十とする。）を乗じて計算した金額を加算した」と、「当該百分の二十五

に相当する」とあるのは「当該加算した」とする。 

  第六十八条の九第一項の次に次の一項を加える。 

 ２ 前項の連結法人の連結親法人事業年度（法人税法第十五条の二第一項に規定する連

結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。）が平成二十九年四月一日から

平成三十一年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度における前項の規定の

適用については、同項第一号中「百分の十」とあるのは、「百分の十四」とする。 

  第六十八条の十第一項中「減価償却資産を」の下に「連結親法人又はその連結子法人

で、」を加え、「第二条第一項第十六号」を「第二条第一項第十五号」に、「電気事業

の用」を「発電事業者に該当するもののうち、同項第三号に規定する小売電気事業者、

同項第九号に規定する一般送配電事業者、同項第十一号に規定する送電事業者若しくは

同項第十三号に規定する特定送配電事業者のいずれかに該当するもの又は大規模な発電

を行うものとして財務省令で定めるものが発電の用」に改め、同条第二項中「前条第六

項第四号」を「前条第八項第五号」に、「同項第五号」を「第四十二条の四第八項第七

号」に、「同条第六項第二号」を「前条第八項第二号」に改め、同条第四項中「あつて

は、第四十二条の五第二項」を「おける第四十二条の五第二項」に改め、同条第五項中

「次条第七項」を「次条第五項」に改め、「第六十八条の十五の四第五項」の下に「、

第六十八条の十五の五第五項」を加え、同条第十項中「、修正申告書又は更正請求書」

を「（同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提

出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。）」に、「は、当該」を「の

計算の基礎となるエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額は、」に、「基礎とし

て計算した金額に限るもの」を「限度」に改め、同条第十一項中「、修正申告書又は更

正請求書」を「（同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正

請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。）」に改める。 

  第六十八条の十一第一項中「第六十八条の九第六項第四号」を「第六十八条の九第八



項第五号」に、「同項第五号」を「第四十二条の四第八項第七号」に、「平成二十九年

三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め、「及び第三項」を削り、「以

下この条において「供用年度」を「次項及び第十項において「供用年度」に、「。第三

項」を「。次項」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「及び次項第二号」及び

「及び同号」を削り、「前二項」を「前項」に、「第六十八条の九第六項第二号」を

「第六十八条の九第八項第二号」に、「第六項まで」を「第四項まで」に、「以下この

項に」を「以下この項及び第四項に」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削

り、同条第五項中「第三項又は」を削り、「控除される金額がある場合には、当該」を

「控除される金額又は第六十八条の十五の四第二項及び第六十八条の十五の五第二項の

規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額が

ある場合には、これらの」に、「金額のうち」を「金額又は第六十八条の十五の四第二

項及び第六十八条の十五の五第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する

調整前連結税額から控除される金額のうち、」に改め、同項を同条第三項とし、同条第

六項中「おける第三項又は第四項に規定する」を「おける」に、「あつては、第四十二

条の六第三項又は第四項」を「おける第四十二条の六第二項」に、「、第三項又は第四

項」を「、第二項」に、「同条第三項又は第四項」を「同条第二項」に、「同条第五

項」を「同条第三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第七項中「第三項から第五

項まで」を「第二項又は第三項」に改め、「第六十八条の十五の四第五項」の下に「、

第六十八条の十五の五第五項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第八項中「及び第

二項」を削り、同項を同条第六項とし、同条第九項中「第五項」を「第三項」に改め、

同項を同条第七項とし、同条第十項中「及び第二項」を削り、同項を同条第八項とし、

同条第十一項中「第三項及び第四項」を「第二項」に、「、修正申告書又は更正請求

書」を「（同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書

を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。）」に、「これら」を

「同項」に、「は、当該」を「の計算の基礎となる特定機械装置等の取得価額は、」に、

「基礎として計算した金額に限るもの」を「限度」に改め、同項を同条第九項とし、同

条第十二項中「第五項の」を「第三項の」に、「第六項」を「第四項」に、「第四十二

条の六第三項」を「第四十二条の六第二項」に、「第四十二条の六第五項」を「第四十

二条の六第三項」に、「、修正申告書又は更正請求書」を「（同項の規定により控除を

受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告

書又は更正請求書を含む。）」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十三項中「第三

項から第五項までの規定の」を「第二項又は第三項の規定の」に、「又は租税特別措置

法第六十八条の十一第三項から第五項まで」を「又は租税特別措置法第六十八条の十一

第二項若しくは第三項」に、「及び租税特別措置法第六十八条の十一第三項から第五項

まで」を「並びに租税特別措置法第六十八条の十一第二項及び第三項」に、「同条第三

項から第五項まで」を「同条第二項及び第三項」に、「並びに租税特別措置法第六十八



条の十一第三項から第五項まで」を「並びに租税特別措置法第六十八条の十一第二項及

び第三項」に、「百分の四・四」を「百分の十・三」に改め、同項を同条第十一項とし、

同条第十四項中「第七項の」を「第五項の」に、「第六十八条の十一第七項」を「第六

十八条の十一第五項」に、「百分の四・四」を「百分の十・三」に改め、同項を同条第

十二項とし、同条第十五項中「第八項から第十二項まで」を「第六項から第十項まで」

に、「第七項」を「第五項」に改め、同項を同条第十三項とする。 

  第六十八条の十三第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十

一日」に、「（以下この条」を「（以下この項及び第七項」に、「第六十八条の九第六

項第二号」を「第六十八条の九第八項第二号」に改め、同条第三項中「あつては、第四

十二条の九第一項」を「おける第四十二条の九第一項」に改め、同条第四項中「第六十

八条の十一第七項、第六十八条の十五の四第五項」を「第六十八条の十一第五項、第六

十八条の十五の四第五項、第六十八条の十五の五第五項」に改め、同条第六項中「、修

正申告書又は更正請求書」を「（同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正

申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含

む。）」に、「は、当該」を「の計算の基礎となる工業用機械等の取得価額は、」に、

「基礎として計算した金額に限るもの」を「限度」に改め、同条第七項中「、修正申告

書又は更正請求書」を「（同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書

又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。）」に改

める。 

  第六十八条の十四第二項中「第六十八条の九第六項第二号」を「第六十八条の九第八

項第二号」に改め、同条第三項中「第六十八条の九第六項第六号」を「第六十八条の九

第八項第七号」に改め、同条第七項中「、修正申告書又は更正請求書」を「（同項の規

定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、

当該修正申告書又は更正請求書を含む。）」に、「は、当該」を「の計算の基礎となる

特定機械装置等の取得価額は、」に、「基礎として計算した金額に限るもの」を「限

度」に改める。 

  第六十八条の十四の二第二項中「第六十八条の九第六項第二号」を「第六十八条の九

第八項第二号」に改め、同条第六項中「、修正申告書又は更正請求書」を「（同項の規

定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、

当該修正申告書又は更正請求書を含む。）」に、「は、当該」を「の計算の基礎となる

特定機械装置等の取得価額は、」に、「基礎として計算した金額に限るもの」を「限

度」に改め、同条の次に次の一条を加える。 

  （地域経済牽
けん

引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償

却又は法人税額の特別控除） 

 第六十八条の十四の三 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある

連結子法人で、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法



律第二十四条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等に

よる地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律（平

成二十九年法律第▼▼▼号）の施行の日から平成三十一年三月三十一日までの期間

（次項において「指定期間」という。）内に、当該連結親法人又はその連結子法人の

行う同条に規定する承認地域経済牽引事業（以下この項及び次項において「承認地域

経済牽引事業」という。）に係る地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基

盤強化に関する法律第四条第二項第一号に規定する促進区域（次項において「促進区

域」という。）内において当該承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計

画（同法第十四条第二項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。以下この項及

び次項において同じ。）に従つて特定地域経済牽引事業施設等（承認地域経済牽引事

業計画に定められた施設又は設備で、政令で定める規模のものをいう。以下この項及

び次項において同じ。）の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設

に係る特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及

びその附属設備並びに構築物（以下この条において「特定事業用機械等」という。）

でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該

新設若しくは増設に係る特定事業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該

承認地域経済牽引事業の用に供したとき（貸付けの用に供した場合を除く。次項にお

いて同じ。）は、その承認地域経済牽引事業の用に供した日を含む連結事業年度（次

項において「供用年度」という。）の当該特定事業用機械等の償却限度額は、法人税

法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合にお

ける同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定事業用機械等の

普通償却限度額と特別償却限度額（当該特定事業用機械等の取得価額（その特定事業

用機械等に係る一の特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び

備品、建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が百億円を超える場合

には、百億円にその特定事業用機械等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を

乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。）の百分の四十（建物

及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十）に相当する金額をいう。）

との合計額とする。 

 ２ 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、地域

経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十四条に規定

する承認地域経済牽引事業者であるものが、指定期間内に、当該連結親法人又はその

連結子法人の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において当該承認地域経済

牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画に従つて特定地域経済牽引事業施設等の新

設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等でそ

の製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設

若しくは増設に係る特定事業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該承認



地域経済牽引事業の用に供したときは、当該特定事業用機械等につき前項の規定の適

用を受ける場合を除き、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額（第六十八条の

九第八項第二号に規定する調整前連結税額をいう。以下この項において同じ。）から、

当該連結親法人の税額控除限度額（その承認地域経済牽引事業の用に供した当該特定

事業用機械等の基準取得価額の百分の四（建物及びその附属設備並びに構築物につい

ては、百分の二）に相当する金額の合計額をいう。以下この項において同じ。）及び

当該各連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該連

結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該

連結親法人又はその連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額（当該供用年度の連

結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額

のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する

金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。）を超えるときは、

その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。 

 ３ 第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連

結子法人が所有権移転外リース取引により取得した特定事業用機械等については、適

用しない。 

 ４ 第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法

人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。 

  一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人 

  二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人 

  三 清算中の連結子法人 

 ５ 第一項の規定は、連結確定申告書等に特定事業用機械等の償却限度額の計算に関す

る明細書の添付がある場合に限り、適用する。 

 ６ 第二項の規定は、連結確定申告書等（同項の規定により控除を受ける金額を増加さ

せる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書

を含む。）に同項の規定による控除の対象となる特定事業用機械等の取得価額、控除

を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限

り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎と

なる特定事業用機械等の取得価額は、連結確定申告書等に添付された書類に記載され

た特定事業用機械等の取得価額を限度とする。 

 ７ 第二項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二及び地方法人税

法の規定の適用については、法人税法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七

まで（税額控除）」とあるのは「第八十一条の十七まで（税額控除）又は租税特別措

置法第六十八条の十四の三第二項（地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業

用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除）」と、同法第八十一条の十七中「こ

の款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第六十八条の十四の三第二項（地域経



済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別

控除）」と、「まず前条」とあるのは「まず同項の規定による控除をし、次に前条」

と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる

金額及び租税特別措置法第六十八条の十四の三第二項（地域経済牽引事業の促進区域

内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除）の規定により同

項に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるもの

として政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあ

るのは「及び租税特別措置法第六十八条の十四の三第二項（地域経済牽引事業の促進

区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除）の規定」と、

同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節（税額の計算）」とあるのは「前節

（税額の計算）及び租税特別措置法第六十八条の十四の三第二項（地域経済牽引事業

の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除）」と、

地方法人税法第十五条第一項中「第三号に掲げる金額」とあるのは「第三号に掲げる

金額並びに租税特別措置法第六十八条の十四の三第二項の規定により同項に規定する

調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられる

ものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額」と、「（同法」とある

のは「（法人税法」とする。 

 ８ 第三項から第六項までに定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し

必要な事項は、政令で定める。 

  第六十八条の十五第二項中「第六十八条の九第六項第二号」を「第六十八条の九第八

項第二号」に、「に当該認定を受けた日が次の各号に掲げる期間のいずれに含まれるか

に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」を「の百分の四（当該認定地方活力向

上地域特定業務施設整備計画が同法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するも

のである場合には、百分の七）に相当する」に改め、同項各号を削り、同条第六項中「、

修正申告書又は更正請求書」を「（同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修

正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含

む。）」に、「は、当該」を「の計算の基礎となる特定建物等の取得価額は、」に、

「基礎として計算した金額に限るもの」を「限度」に改める。 

  第六十八条の十五の二第一項中「第六十八条の九第六項第二号」を「第六十八条の九

第八項第二号」に、「第六十八条の九第二項に規定する中小連結親法人」を「第六十八

条の九第八項第五号に規定する中小連結法人又は第四十二条の四第八項第七号に規定す

る農業協同組合等のうち、連結親法人であるもの」に改め、同条第二項中「第一号に」

を「前項第一号及び第三号に」に、「二十万円（当該連結法人が第二号に掲げる要件を

満たす場合には、五十万円）に当該連結親法人及びその各連結子法人（地域再生法第十

七条の二第四項に規定する認定事業者（次項において「認定事業者」という。）である

ものに限る。）の当該適用年度の地方事業所基準雇用者数の合計（当該地方事業所基準



雇用者数の合計が当該適用年度の基準雇用者数の合計を超える場合には、当該基準雇用

者数の合計）を乗じて計算した金額」を「次に掲げる金額の合計額」に改め、同項各号

を次のように改める。 

  一 三十万円（当該連結法人の基準雇用者割合が百分の十以上であること又は当該連

結親法人及びその各連結子法人の当該適用年度に係る連結親法人事業年度開始の日

の前日における雇用者のうち当該連結親法人事業年度終了の日において高年齢雇用

者に該当しない者の数の合計が零であることにつき、政令で定めるところにより証

明がされた場合には、六十万円）に、当該連結親法人及びその各連結子法人（地域

再生法第十七条の二第四項に規定する認定事業者（次項において「認定事業者」と

いう。）であるものに限る。以下この項において同じ。）の当該適用年度の地方事

業所基準雇用者数の合計（当該地方事業所基準雇用者数の合計が当該適用年度の基

準雇用者数の合計を超える場合には、当該基準雇用者数の合計。次号及び第三号に

おいて同じ。）のうち、当該連結親法人及びその各連結子法人の個別特定新規雇用

者数（当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度の地方事業所基準雇用者

数（当該地方事業所基準雇用者数が当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用

年度の基準雇用者数を超える場合には、当該基準雇用者数。次号において「調整地

方事業所基準雇用者数」という。）のうち、当該連結親法人又はその連結子法人が

受けた同条第三項の認定に係る特定業務施設において当該適用年度に新たに雇用さ

れた次に掲げる要件を満たす雇用者で当該適用年度終了の日において当該特定業務

施設に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数（次号イ

及び第三号において「特定新規雇用者数」という。）に達するまでの数をいう。次

号及び第三号において同じ。）の合計に達するまでの数を乗じて計算した金額 

   イ 当該連結親法人又はその連結子法人との間で労働契約法第十七条第一項に規定

する有期労働契約以外の労働契約を締結していること。 

   ロ 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二条に規定する短時間労働者

でないこと。 

  二 二十万円（前号に規定する政令で定めるところにより証明がされた場合には、五

十万円）に、次に掲げる数の合計を乗じて計算した金額 

   イ 当該連結親法人及びその各連結子法人の個別非特定新規雇用者数（当該連結親

法人又はその連結子法人が受けた地域再生法第十七条の二第三項の認定に係る特

定業務施設において当該適用年度に新たに雇用された雇用者で当該適用年度終了

の日において当該特定業務施設に勤務するものの総数（当該総数が当該連結親法

人又はその連結子法人の当該適用年度の調整地方事業所基準雇用者数を超える場

合には、当該調整地方事業所基準雇用者数）として政令で定めるところにより証

明がされた数（以下この号及び次号において「新規雇用者総数」という。）から

当該連結親法人又はその連結子法人の特定新規雇用者数を控除した数のうち当該



新規雇用者総数の百分の四十に相当する数（当該数に一に満たない端数があると

きは、これを切り捨てた数。同号において同じ。）に達するまでの数をいう。ロ

及び同号において同じ。）の合計（当該合計が当該連結親法人及びその各連結子

法人の当該適用年度の地方事業所基準雇用者数の合計から当該連結親法人及びそ

の各連結子法人の個別特定新規雇用者数の合計を控除した数を超える場合には、

その超える部分の数を控除した数） 

   ロ 当該連結親法人及びその各連結子法人の個別非新規基準雇用者数（調整地方事

業所基準雇用者数から新規雇用者総数を控除した数をいう。）の合計（当該合計

が当該連結親法人及びその各連結子法人の当該適用年度の地方事業所基準雇用者

数の合計から当該連結親法人及びその各連結子法人の個別特定新規雇用者数の合

計、個別非特定新規雇用者数の合計及び次号に規定する個別非特定新規雇用者超

過数の合計を控除した数を超える場合には、その超える部分の数を控除した数） 

  三 十万円（第一号に規定する政令で定めるところにより証明がされた場合には、四

十万円）に、当該連結親法人及びその各連結子法人の個別非特定新規雇用者超過数

（当該連結親法人又はその連結子法人の新規雇用者総数から特定新規雇用者数を控

除し、これから当該新規雇用者総数の百分の四十に相当する数を控除した数をい

う。）の合計（当該合計が当該連結親法人及びその各連結子法人の当該適用年度の

地方事業所基準雇用者数の合計から当該連結親法人及びその各連結子法人の個別特

定新規雇用者数の合計及び個別非特定新規雇用者数の合計を控除した数を超える場

合には、その超える部分の数を控除した数）を乗じて計算した金額 

  第六十八条の十五の二第五項第一号中「第六号及び第十一号」を「第七号及び第十二

号」に改め、同項第四号中「第十号」を「第十一号」に改め、同項第十一号中「連結子

法人が」を「連結子法人の」に改め、「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に

従つて当該計画の認定をした認定都道府県知事が作成した認定地域再生計画に記載され

ている同法第五条第四項第五号に規定する地方活力向上地域に移転して整備した」を削

り、同号を同項第十二号とし、同項第十号を同項第十一号とし、同項第七号から第九号

までを一号ずつ繰り下げ、同項第六号中「連結子法人が」を「連結子法人の」に、「地

域再生法第十七条の二第六項に規定する認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画

（以下この号及び第十一号において「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」と

いう。）に従つて当該計画の認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事（同号

において「認定都道府県知事」という。）が作成した同法第八条第一項に規定する認定

地域再生計画（同号において「認定地域再生計画」という。）に記載されている同法第

五条第四項第五号に規定する地方活力向上地域（当該認定地方活力向上地域特定業務施

設整備計画が同法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に関するものである場合には、

同号に規定する地方活力向上地域）において整備した同法第五条第四項第五号に規定す

る特定業務施設（第十一号において「特定業務施設」という。）」を「特定業務施設」



に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号中「次号に規定する」を削り、同号を同項

第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。 

  五 特定業務施設 地域再生法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設で、同法

第十七条の二第六項に規定する認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に係る

計画の認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事が作成した同法第八条第

一項に規定する認定地域再生計画に記載されている同号に規定する地方活力向上地

域（当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画が同法第十七条の二第一項第

二号に掲げる事業に関するものである場合には、同号に規定する地方活力向上地

域）において当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従つて整備された

ものをいう。 

  第六十八条の十五の二第八項中「、修正申告書又は更正請求書」を「（これらの規定

により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、

当該修正申告書又は更正請求書を含む。）」に、「は、当該」を「の計算の基礎となる

特定地域基準雇用者数、地方事業所基準雇用者数又は地方事業所特別基準雇用者数

は、」に、「基礎として計算した金額に限るもの」を「限度」に改める。 

  第六十八条の十五の三第一項中「第六十八条の九第六項第二号」を「第六十八条の九

第八項第二号」に改め、同条第三項中「、修正申告書又は更正請求書」を「（同項の規

定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、

当該修正申告書又は更正請求書を含む。）」に、「は、当該」を「の計算の基礎となる

特定寄附金の額は、」に、「基礎として計算した金額に限るもの」を「限度」に改める。 

  第六十八条の十五の四第一項中「第六十八条の九第六項第四号」を「第六十八条の九

第八項第五号」に、「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に

改め、同条第二項中「第六十八条の九第六項第二号」を「第六十八条の九第八項第二

号」に改め、「調整前連結税額の百分の二十に相当する金額」の下に「（第六十八条の

十一第二項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除され

る金額がある場合には、当該金額を控除した残額）」を、「金額の百分の二十に相当す

る金額」の下に「（第六十八条の十一第二項の規定により当該供用年度の連結所得に対

する調整前連結税額から控除される金額のうち当該特定中小連結親法人又はその特定中

小連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額）」を加え、

同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該」を「控除される金額又は第六十

八条の十一第二項及び第三項並びに次条第二項の規定により当該連結事業年度の連結所

得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの」に、「同

項」を「前項」に、「金額のうち」を「金額又は第六十八条の十一第二項及び第三項並

びに次条第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から

控除される金額のうち、」に改め、同条第四項中「あつては、第四十二条の十二の三第

二項」を「おける第四十二条の十二の三第二項」に改め、同条第五項中「第六十八条の



十一第七項、第六十八条の十三第四項」を「第六十八条の十一第五項、第六十八条の十

三第四項、次条第五項」に改め、同条第九項中「、修正申告書又は更正請求書」を

「（同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出

する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。）」に、「は、当該」を「の計

算の基礎となる経営改善設備の取得価額は、」に、「基礎として計算した金額に限るも

の」を「限度」に改め、同条第十項中「、修正申告書又は更正請求書」を「（同項の規

定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、

当該修正申告書又は更正請求書を含む。）」に改め、同条第十一項中「百分の四・四」

を「百分の十・三」に改める。 

  第六十八条の十五の六を削る。 

  第六十八条の十五の五第一項中「連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配

関係にある各連結子法人」を「連結法人」に、「限り、当該」を「限り、その」に、「、

当該連結親法人及びその」を「、当該連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支

配関係にある」に、「第六十八条の九第六項第二号」を「第六十八条の九第八項第二

号」に、「同条第二項」を「同条第二項第一号」に、「同条第五項第十一号」を「同条

第五項第十二号」に改め、「相当する金額（」の下に「第二号ロに定める要件を満たす

場合にあつては、当該雇用者給与等支給増加額のうち当該連結親法人及びその各連結子

法人の雇用者給与等支給額の合計額から当該連結親法人及びその各連結子法人の比較雇

用者給与等支給額の合計額を控除した金額に達するまでの金額に百分の二（当該連結親

法人が中小連結親法人である場合には、百分の十二）を乗じて計算した金額を加算した

金額。」を加え、「（第六十八条の九第二項に規定する中小連結親法人をいう。次項第

五号ハ及びニにおいて同じ。）」を削り、同項第二号を次のように改める。 

  二 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たすこと。 

   イ 当該連結親法人が中小連結親法人である場合 平均給与等支給額が比較平均給

与等支給額を超えること。 

   ロ イに掲げる場合以外の場合 平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控

除した金額の当該比較平均給与等支給額に対する割合が百分の二以上であること。 

  第六十八条の十五の五第二項第八号を同項第九号とし、同項第七号を同項第八号とし、

同項第六号の次に次の一号を加える。 

  七 中小連結親法人 第六十八条の九第八項第五号に規定する中小連結法人又は第四

十二条の四第八項第七号に規定する農業協同組合等のうち、連結親法人であるもの

をいう。 

  第六十八条の十五の五第四項中「、修正申告書又は更正請求書」を「（同項の規定に

より控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当

該修正申告書又は更正請求書を含む。）」に、「、控除」を「及びその額のうち同項の

雇用者給与等支給額の合計額から同項の比較雇用者給与等支給額の合計額を控除した金



額に達するまでの金額、控除」に、「及び」を「並びに」に、「は、当該」を「の計算

の基礎となる雇用者給与等支給増加額は、」に、「基礎として計算した金額に限るも

の」を「限度」に改め、同条第六項中「第六十八条の十五の五第一項」を「第六十八条

の十五の六第一項」に改め、同条を第六十八条の十五の六とする。 

  第六十八条の十五の四の次に次の一条を加える。 

  （中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特

別控除） 

 第六十八条の十五の五 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある

連結子法人で、第六十八条の九第八項第五号に規定する中小連結法人（連結親法人で

ある第四十二条の四第八項第七号に規定する農業協同組合等を含む。）又は前条第一

項に規定する政令で定める連結法人に該当するもののうち、中小企業等経営強化法第

十三条第一項の認定（以下この項において「認定」という。）を受けた同法第二条第

二項に規定する中小企業者等に該当するもの（以下この条においてそれぞれ「中小連

結親法人」又は「中小連結子法人」という。）が、平成二十九年四月一日から平成三

十一年三月三十一日までの期間（次項において「指定期間」という。）内に、生産等

設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びに政令で定め

るソフトウエアで、同法第十三条第四項に規定する経営力向上設備等（経営の向上に

著しく資するものとして財務省令で定めるもので、その中小連結親法人又はその中小

連結子法人のその認定に係る同条第一項に規定する経営力向上計画（同法第十四条第

一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの）に記載されたもの

に限る。）に該当するもののうち政令で定める規模のもの（以下この条において「特

定経営力向上設備等」という。）でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたこ

とのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、こ

れを国内にある当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の営む事業の用（第四十

二条の六第一項に規定する指定事業の用又は第四十二条の十二の三第一項に規定する

指定事業の用に限る。以下この条において「指定事業の用」という。）に供した場合

には、その指定事業の用に供した日を含む連結事業年度（次項及び第十項において

「供用年度」という。）の当該特定経営力向上設備等の償却限度額は、法人税法第八

十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同

法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定経営力向上設備等の普

通償却限度額と特別償却限度額（当該特定経営力向上設備等の取得価額から普通償却

限度額を控除した金額に相当する金額をいう。）との合計額とする。 

 ２ 中小連結親法人又はその中小連結子法人が、指定期間内に、特定経営力向上設備等

でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定

経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小連結親法

人又はその中小連結子法人の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定経営



力向上設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対す

る調整前連結税額（第六十八条の九第八項第二号に規定する調整前連結税額をいう。

以下第四項までにおいて同じ。）から、当該中小連結親法人の税額控除限度額（次の

各号に掲げる当該特定経営力向上設備等の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額

をいう。以下この項において同じ。）及び当該各中小連結子法人の税額控除限度額の

合計額を控除する。この場合において、当該中小連結親法人又はその各中小連結子法

人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該中小連結親法人又はその中小

連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額（当該供用年度の連結所得に対する調整

前連結税額の百分の二十に相当する金額（第六十八条の十一第二項及び前条第二項の

規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額があ

る場合には、当該金額を控除した残額）及び当該調整前連結税額のうち当該中小連結

親法人又はその中小連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額（第六

十八条の十一第二項及び前条第二項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調

整前連結税額から控除される金額のうち当該中小連結親法人又はその中小連結子法人

に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額）を基礎として政令で定

めるところにより計算した金額をいう。）を超えるときは、その税額控除限度額は、

当該法人税額基準額を限度とする。 

  一 中小連結親法人のうち政令で定める連結法人以外の法人又は当該法人による連結

完全支配関係にある中小連結子法人（次号において「特定中小連結親法人等」とい

う。）がその指定事業の用に供した特定経営力向上設備等 その取得価額の百分の

十に相当する金額 

  二 中小連結親法人又はその中小連結子法人のうち、特定中小連結親法人等以外の連

結法人がその指定事業の用に供した特定経営力向上設備等 その取得価額の百分の

七に相当する金額 

 ３ 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連

結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の

連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及

び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。

この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度

における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事

業年度の法人税額基準額（当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百

分の二十に相当する金額（当該連結事業年度においてその指定事業の用に供した特定

経営力向上設備等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整

前連結税額から控除される金額又は第六十八条の十一第二項及び第三項並びに前条第

二項及び第三項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額か

ら控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額）及び当該調整前連



結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相

当する金額（当該連結事業年度においてその指定事業の用に供した特定経営力向上設

備等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額か

ら控除される金額又は第六十八条の十一第二項及び第三項並びに前条第二項及び第三

項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される

金額のうち、当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、

当該金額を控除した残額）を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をい

う。）を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度

とする。 

 ４ 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人

の当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度（当該連結事業年

度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当

該事業年度（以下この項において「一年以内事業年度」という。）とし、当該連結事

業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結

確定申告書の提出（一年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出）をしている場

合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限る。）における税額控除限度額（一年

以内事業年度における第四十二条の十二の四第二項に規定する税額控除限度額（以下

この項において「単体税額控除限度額」という。）を含む。）のうち、第二項の規定

（単体税額控除限度額については、同条第二項の規定）による控除をしてもなお控除

しきれない金額（既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額

から控除された金額（既に同条第三項の規定により一年以内事業年度において法人税

の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。）があ

る場合には、当該控除済金額を控除した残額）の合計額をいう。 

 ５ 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税

法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合（当該連

結子法人にあつては、当該承認の取消しのあつた日（以下この項において「取消日」

という。）が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。）において、当該承認

を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以

内に開始した各連結事業年度において第二項又は第三項の規定の適用があるときは、

連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する

法人税の額は、同法第八十一条の十二第一項から第三項までの規定、第六十八条の十

第五項、第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項、前条第五項、第六十八

条の百第一項及び第六十八条の百八第一項の規定その他法人税に関する法令の規定に

かかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第二項又は第三項の規定に

より当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当

該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に係る金額



に相当する金額を加算した金額とする。 

 ６ 第一項の規定は、中小連結親法人又はその中小連結子法人が所有権移転外リース取

引により取得した特定経営力向上設備等については、適用しない。 

 ７ 第一項から第三項までの規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結

子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。 

  一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人 

  二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人 

  三 清算中の連結子法人 

 ８ 第一項の規定は、連結確定申告書等に特定経営力向上設備等の償却限度額の計算に

関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。 

 ９ 第二項の規定は、連結確定申告書等（同項の規定により控除を受ける金額を増加さ

せる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書

を含む。）に同項の規定による控除の対象となる特定経営力向上設備等の取得価額、

控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合

に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基

礎となる特定経営力向上設備等の取得価額は、連結確定申告書等に添付された書類に

記載された特定経営力向上設備等の取得価額を限度とする。 

 10 第三項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規

定する連結確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があ

る場合（第四項に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法

人については、当該明細書の添付がある場合及び第四十二条の十二の四第二項に規定

する供用年度以後の各事業年度（その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、

当該連結事業年度）の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書（当該供用年度以

後の各連結事業年度にあつては、同条第三十二号に規定する連結確定申告書）に第四

十二条の十二の四第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場

合）で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書

等（同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提

出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。）に同項の規定による控除

の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金

額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。 

 11 第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二及び

地方法人税法の規定の適用については、法人税法第八十一条の十三第二項中「第八十

一条の十七まで（税額控除）」とあるのは「第八十一条の十七まで（税額控除）又は

租税特別措置法第六十八条の十五の五第二項若しくは第三項（中小連結法人が特定経

営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除）」と、同法第八十一条の十七

中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第六十八条の十五の五第二項



及び第三項（中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別

控除）」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控除

をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるの

は「までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十五の五第二項及び第三項

（中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除）の規

定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法

人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二

号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の十五の五第二項及び

第三項（中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控

除）の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節（税額の計算）」と

あるのは「前節（税額の計算）並びに租税特別措置法第六十八条の十五の五第二項及

び第三項（中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控

除）」と、地方法人税法第十五条第一項中「第三号に掲げる金額」とあるのは「第三

号に掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十五の五第二項及び第三項の規定

によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人

又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の十・三に相当す

る金額」と、「（同法」とあるのは「（法人税法」とする。 

 12 第五項の規定の適用がある場合における法人税法及び地方法人税法の規定の適用に

ついては、法人税法第八十一条の十三第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは

「租税特別措置法第六十八条の十五の五第五項（連結納税の承認を取り消された場合

の法人税額）」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「前条第一項又

は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十五の五第五項」と、同法第八

十一条の十八第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び

租税特別措置法第六十八条の十五の五第五項（連結納税の承認を取り消された場合の

法人税額）に規定する加算した金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で

定める金額の合計額」と、地方法人税法第十五条第一項中「第一号に掲げる金額」と

あるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十五の五第五項に規

定する加算した金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令

で定める金額の百分の十・三に相当する金額の合計額」と、「（同法」とあるのは

「（法人税法」とするほか、法人税法第二編第一章の二第三節の規定による申告又は

還付の特例その他同法及び地方法人税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定

める。 

 13 第六項から第十項までに定めるもののほか、第一項から第五項までの規定の適用に

関し必要な事項は、政令で定める。 

  第六十八条の十五の七第一項中「第六十八条の九第六項第二号」を「第六十八条の九

第八項第二号」に改め、同項第二号中「第六十八条の九第二項」を「第六十八条の九第



三項」に改め、同項第三号中「第六十八条の九第三項」を「第六十八条の九第六項」に

改め、同項第四号中「第六十八条の九第四項」を「第六十八条の九第七項」に、「同項

各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額（当該各号に掲げる場合のいずれ

にも該当するときは、同条第五項の規定を適用して計算した金額）のうち同条第四項」

を「同項に規定する超過税額控除限度額のうち同項」に改め、同項第六号中「第六十八

条の十一第三項から第五項まで」を「第六十八条の十一第二項又は第三項」に、「同条

第三項」を「同条第二項」に改め、「、同条第四項に規定する税額控除限度額のうち同

項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額」を削り、

「同条第五項」を「同条第三項」に改め、同項第九号の次に次の一号を加える。 

  九の二 第六十八条の十四の三第二項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち

同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額 

  第六十八条の十五の七第一項第十四号を同項第十六号とし、同項第十三号中「第六十

八条の十五の五第一項」を「前条第一項」に改め、同号を同項第十五号とし、同項第十

二号を同項第十三号とし、同号の次に次の一号を加える。 

  十四 第六十八条の十五の五第二項又は第三項の規定 それぞれ同条第二項に規定す

る税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除

した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の

規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額 

  第六十八条の十五の七第一項第十一号の二を同項第十二号とし、同条第二項中「第六

十八条の十一第五項」を「第六十八条の十一第三項」に、「又は第六十八条の十五の四

第三項」を「、第六十八条の十五の四第三項又は第六十八条の十五の五第三項」に改め、

同条第三項中「提出」の下に「（当該各連結事業年度までの間の連結事業年度に該当し

ない事業年度にあつては、青色申告書の提出）」を加え、「第六十八条の十一第六項」

を「第六十八条の十一第四項」に、「又は第六十八条の十五の四第四項」を「、第六十

八条の十五の四第四項又は第六十八条の十五の五第四項」に改め、同条第四項中「以下

この項及び」及び「超過事業年度後に最初に連結事業年度に該当することとなつた事業

年度から」を削り、「提出」の下に「（当該各連結事業年度までの間の連結事業年度に

該当しない事業年度にあつては、青色申告書の提出）」を加え、同条第五項中「、修正

申告書又は更正請求書」を「（同項の規定により適用する繰越税額控除に関する規定に

より控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当

該修正申告書又は更正請求書を含む。）」に改める。 

  第六十八条の十六第一項中「（以下」を「（同表の他の号の規定の適用を受けるもの

を除く。以下」に改め、同項の表の第一号の上欄中「公害」を「第六十八条の九第八項

第五号に規定する中小連結法人（同項第五号の二に規定する適用除外事業者に該当する

ものを除く。）又は連結親法人である第四十二条の四第八項第七号に規定する農業協同

組合等（第三号において「中小連結法人等」という。）で、公害」に、「第六十八条の



九第六項第四号に規定する中小連結法人（連結親法人である同項第五号に規定する農業

協同組合等を含む。）に該当する連結法人」を「もの」に改め、同号の中欄中「及び次

号の中欄に掲げる減価償却資産に該当するもの」を削り、同表の第二号の中欄中「（当

該連結法人が次に掲げる連結法人である場合には、当該連結法人の区分に応じそれぞれ

次に定める外航船舶（本邦と外国又は外国と外国との間を往来する船舶をいう。以下こ

の号において同じ。）を除く。）」を削り、同欄のイ及びロを削り、同号の下欄中「う

ち外航船舶」の下に「（本邦と外国との間又は外国と外国との間を往来する船舶をいう。

以下この号において同じ。）」を、「日本船舶」の下に「（船舶法第一条に規定する日

本船舶をいう。）」を加え、同表に次の一号を加える。 

三 自動車の運転に関する技能及び知識の

教授（主として道路交通法第八十四条第

一項に規定する免許を受けようとする者

に対するものに限る。）に係る学習支援

業を営む中小連結法人等で、同法第九十

九条第一項の規定により指定自動車教習

所として指定された同法第九十八条第一

項に規定する自動車教習所を設置するも

の 

当該自動車教習所にお

いて当該事業の用に供

される車両及び運搬具

のうち貨物を運搬する

構造の自動車として政

令で定めるもの 

百分の二十 

  第六十八条の十八を次のように改める。 

  （被災代替資産等の特別償却） 

 第六十八条の十八 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結

子法人が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する

法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害（以下この項

において「特定非常災害」という。）に係る同条第一項の特定非常災害発生日（以下

この項において「特定非常災害発生日」という。）から当該特定非常災害発生日の翌

日以後五年を経過する日までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる減価償却資産で当

該特定非常災害に基因して当該連結親法人若しくはその連結子法人の事業の用に供す

ることができなくなつた建物（その附属設備を含む。以下この項において同じ。）、

構築物若しくは機械及び装置に代わるものとして政令で定めるものに該当するものの

取得等（取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。）をして、こ

れを当該連結親法人若しくはその連結子法人の事業の用（機械及び装置にあつては、

貸付けの用を除く。）に供した場合（所有権移転外リース取引により取得した同欄に

掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。）又は同欄に掲げる減価償

却資産の取得等をして、これを被災区域（当該特定非常災害に基因して事業又は居住

の用に供することができなくなつた建物又は構築物の敷地及び当該建物又は構築物と

一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地の区域をいう。）及び

当該被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内において当該連

結親法人若しくはその連結子法人の事業の用（機械及び装置にあつては、貸付けの用



を除く。）に供した場合（所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価

償却資産をその事業の用に供した場合を除く。）には、その用に供した日を含む連結

事業年度のこれらの減価償却資産（以下この項及び第三項において「被災代替資産

等」という。）の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に

規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定

にかかわらず、当該被災代替資産等の普通償却限度額と特別償却限度額（当該被災代

替資産等の取得価額に同表の各号の上欄に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号

の中欄に掲げる割合（当該連結親法人又はその連結子法人が中小連結法人等である場

合には、当該各号の下欄に掲げる割合）を乗じて計算した金額をいう。）との合計額

とする。 

資   産 割   合 割   合 

一 建物又は構築物（増築

された建物又は構築物の

その増築部分を含む。）

で、その建設の後事業の

用に供されたことのない

もの 

百分の十五（当該特定非

常災害発生日の翌日から

起算して三年を経過した

日（以下この表において

「発災後三年経過日」と

いう。）以後に取得又は

建設をしたものについて

は、百分の十） 

百分の十八（発災後三年

経過日以後に取得又は建

設をしたものについて

は、百分の十二） 

二 機械及び装置でその製

作の後事業の用に供され

たことのないもの 

百分の三十（発災後三年

経過日以後に取得又は製

作をしたものについて

は、百分の二十） 

百分の三十六（発災後三

年経過日以後に取得又は

製作をしたものについて

は、百分の二十四） 

 ２ 前項に規定する中小連結法人等とは、第六十八条の九第八項第五号に規定する中小

連結法人（同項第五号の二に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。）又は

連結親法人である第四十二条の四第八項第七号に規定する農業協同組合等をいう。 

 ３ 第一項の規定は、連結確定申告書等に被災代替資産等の償却限度額の計算に関する

明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない連結確定申告書

等の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを

得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限

りでない。 

  第六十八条の十九第一項及び第六十八条の二十四第一項中「平成二十九年三月三十一

日」を「平成三十一年三月三十一日」に改める。 

  第六十八条の二十七第二項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三

十一日」に、「第六十八条の九第六項第四号」を「第六十八条の九第八項第五号」に、

「（次項」を「（同項」に改める。 

  第六十八条の二十九第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三

十一日」に改める。 

  第六十八条の三十四の見出しを「（事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進



機械等の割増償却）」に改め、同条第一項を次のように改める。 

   連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、農業

競争力強化支援法第十九条第一項に規定する認定事業再編事業者（同法の施行の日か

ら平成三十一年三月三十一日までの間に同法第十八条第一項の認定を受けた法人又は

当該認定に係る事業再編計画（同項に規定する事業再編計画をいう。以下この項にお

いて同じ。）に従つて設立された法人に限る。）であるものが、当該認定に係る事業

再編計画（同法第十九条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後

のもの。以下この項において「認定事業再編計画」という。）に係る同法第十八条第

三項第二号の実施期間内において、当該認定事業再編計画に記載された同条第五項に

規定する事業再編促進設備等を構成する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに

構築物（以下この項及び次項において「事業再編促進機械等」という。）でその製作

若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は事業再編促進機

械等を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業

再編促進対象事業（同法第二条第七項に規定する事業再編促進対象事業をいう。次項

において同じ。）の用に供した場合（所有権移転外リース取引により取得した当該事

業再編促進機械等をその用に供した場合を除く。）には、その用に供した日（以下こ

の項において「供用日」という。）以後五年以内の日を含む各連結事業年度の当該事

業再編促進機械等の償却限度額は、供用日以後五年以内（当該認定事業再編計画につ

いて同法第十九条第二項又は第三項の規定による認定の取消しがあつた場合には、供

用日からその認定の取消しがあつた日までの期間。次項において「供用期間」とい

う。）でその用に供している期間に限り、法人税法第八十一条の三第一項の規定によ

り同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二

項の規定（第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。）

にかかわらず、当該事業再編促進機械等の普通償却限度額（第六十八条の四十の規定

の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額）と特

別償却限度額（当該普通償却限度額の百分の四十（建物及びその附属設備並びに構築

物については、百分の四十五）に相当する金額をいう。）との合計額（第六十八条の

四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条

第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額）とする。 

  第六十八条の三十四第二項中「サービス付き高齢者向け賃貸住宅」を「事業再編促進

機械等」に、「賃貸の用」を「事業再編促進対象事業の用」に、「新築し」を「製作し、

若しくは建設し」に改め、同条第三項を次のように改める。 

 ３ 第六十八条の十六第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。 

  第六十八条の三十五第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三

十一日」に改め、「又は同項第二号に掲げる建築物及び構築物」を削り、「第四十七条

の二第三項第三号に掲げるもの」を「第四十七条の二第三項第二号に掲げる構築物」に



改め、同条第三項中「、第二号に掲げる建築物に係る建物及びその附属設備並びに同号

に掲げる構築物」を削り、「第四十七条の二第三項第三号に掲げるもの」を「第二号に

掲げる構築物」に改め、同項第二号を次のように改める。 

  二 第四十七条の二第三項第二号に掲げる構築物 

  第六十八条の四十第一項中「若しくは第二項」を削り、「第六十八条の十四の二第一

項」の下に「、第六十八条の十四の三第一項」を、「第六十八条の十五の四第一項」の

下に「、第六十八条の十五の五第一項」を加え、「、第六十八条の十七、第六十八条の

十九」を「から第六十八条の十九まで」に改め、同条第二項に後段として次のように加

える。 

   この場合において、特別償却対象資産が第六十八条の十八の規定の適用を受けた減

価償却資産（一年以内事業年度において第四十三条の三の規定の適用を受けたものを

含む。）であるときは、青色申告書以外の同法第二条第三十一号に規定する確定申告

書は、青色申告書とみなす。 

  第六十八条の四十第五項中「青色申告書を提出している事業年度に限る。」を削る。 

  第六十八条の四十一第二項中「限る」の下に「。以下この項及び第十二項において

「積立適用後年度」という」を加え、「当該連結事業年度」を「当該積立適用後年度」

に改め、同条第三項中「であつて青色申告書を提出している事業年度」を削り、同条第

六項中「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改め、同条第十二項中

「第一項の規定の適用を受けた連結事業年度（同条第一項の規定の適用を受けた場合に

は、その適用を受けた事業年度）終了の日の翌日以後一年以内に終了する各連結事業年

度（当該各連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号

に規定する連結確定申告書の提出（当該各連結事業年度までに開始した事業年度にあつ

ては、青色申告書の提出）をしている場合に限る。）」を「積立適用後年度」に、「当

該連結事業年度」を「当該積立適用後年度」に、「満たない金額（第五十二条の三第一

項」を「満たない金額（同条第一項」に改め、同条第十六項中「に規定する合併法人」

を「の合併法人」に改め、同条第十九項中「に規定する分割承継法人」を「の分割承継

法人」に改め、同条第二十二項中「に規定する被現物出資法人」を「の被現物出資法

人」に改め、同条第二十五項中「に規定する被現物分配法人」を「の被現物分配法人」

に改め、同条第二十六項中「前項」を「第二十五項」に改め、同項を同条第二十七項と

し、同条第二十五項の次に次の一項を加える。 

 26 特別償却対象資産がその事業の用に供した連結事業年度において第六十八条の十八

の規定の適用を受けることができる減価償却資産（その用に供した事業年度が連結事

業年度に該当しない場合には、当該事業年度において第四十三条の三の規定の適用を

受けることができる減価償却資産）である場合において、第一項の規定の適用を受け

たとき（第五十二条の三第一項の規定の適用を受けた場合を含む。）は、当該特別償

却対象資産に係る第二項及び第十二項の規定の適用については、青色申告書以外の法



人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書は、青色申告書とみなす。 

  第六十八条の四十二第一項第二号中「第六十八条の十五の四」の下に「、第六十八条

の十五の五」を加え、「、第六十八条の十七、第六十八条の十九」を「から第六十八条

の十九まで」に改める。 

  第六十八条の四十三第四項第五号中「第六十一条の二第十七項」を「第六十一条の二

第十八項」に改め、同条第十一項中「に規定する合併法人」を「の合併法人」に改め、

同条第十四項中「に規定する分割承継法人」を「の分割承継法人」に改め、同条第十七

項中「に規定する被現物出資法人」を「の被現物出資法人」に改め、同条第二十項中

「に規定する被現物分配法人」を「の被現物分配法人」に改める。 

  第六十八条の四十三の二第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十年三月

三十一日」に改め、「認定（以下この項」の下に「及び第五項」を加え、「百分の八

十」を「百分の五十（平成二十九年三月三十一日以前に受けた計画の認定に係る認定特

定新事業開拓投資事業計画に従つて取得をした投資事業有限責任組合の組合財産となる

新事業開拓事業者の株式については、百分の八十）」に改め、同条第五項中「百分の八

十」を「百分の五十（平成二十九年三月三十一日以前に受けた計画の認定に係る認定特

定新事業開拓投資事業計画に従つて取得をした投資事業有限責任組合の組合財産となる

新事業開拓事業者の株式については、百分の八十）」に改める。 

  第六十八条の四十三の三を削る。 

  第六十八条の四十四第五項中「第六十八条の四十三の二第四項」を「前条第四項」に

改める。 

  第六十八条の五十四の次に次の一条を加える。 

  （特定原子力施設炉心等除去準備金） 

 第六十八条の五十四の二 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にあ

る連結子法人で、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第五十五条の三第一項に規定す

る廃炉等実施認定事業者（第三項第一号において「廃炉等実施認定事業者」とい

う。）であるものが、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律（平

成二十九年法律第▼▼▼号）の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの期間内

の日を含む各連結事業年度において、第五十七条の四の二第一項に規定する特定原子

力施設（以下この項及び次項において「特定原子力施設」という。）に係る著しく損

傷した炉心等の除去に要する費用（次項において「炉心等除去費用」という。）の支

出に充てるため、当該特定原子力施設ごとに、当該特定原子力施設につき当該連結事

業年度において原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第五十五条の三第一項及び第二項

の規定により原子力損害賠償・廃炉等支援機構に廃炉等積立金として積み立てた金額

に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により特定原子力施設炉心等除去準備金

として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金

額の計算上、損金の額に算入する。 



 ２ 前項の特定原子力施設炉心等除去準備金（連結事業年度に該当しない事業年度にお

いて積み立てた第五十七条の四の二第一項の特定原子力施設炉心等除去準備金を含

む。）を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が、当該特定原子力施設炉心

等除去準備金に係る特定原子力施設につき炉心等除去費用の額を支出した場合には、

その支出した日における当該特定原子力施設に係る特定原子力施設炉心等除去準備金

の金額（その日において当該特定原子力施設に係る同条第一項の特定原子力施設炉心

等除去準備金の金額（以下この項において「単体特定原子力施設炉心等除去準備金の

金額」という。）がある場合には当該単体特定原子力施設炉心等除去準備金の金額を

含むものとし、その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又

は算入されるべきこととなつた金額（同条第二項又は第三項の規定により益金の額に

算入された金額を含む。）がある場合には当該金額を控除した金額とする。次項にお

いて同じ。）のうちその支出した金額に相当する金額は、その支出した日を含む連結

事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 

 ３ 第一項の特定原子力施設炉心等除去準備金（連結事業年度に該当しない事業年度に

おいて積み立てた第五十七条の四の二第一項の特定原子力施設炉心等除去準備金を含

む。）を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合に該

当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当す

ることとなつた日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入す

る。 

  一 廃炉等実施認定事業者でなくなつた場合 当該廃炉等実施認定事業者でなくなつ

た日における特定原子力施設炉心等除去準備金の金額 

  二 解散した場合（連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあつては、その破

産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。） その解散の

日における特定原子力施設炉心等除去準備金の金額 

  三 前項及び前二号の場合以外の場合において特定原子力施設炉心等除去準備金を取

り崩した場合 その取り崩した日における特定原子力施設炉心等除去準備金の金額

のうちその取り崩した金額に相当する金額 

 ４ 第一項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げ

る連結法人については、適用しない。 

  一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人 

  二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人 

  三 清算中の連結子法人 

 ５ 第六十八条の四十三の二第四項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準

用する。 

 ６ 前項に定めるもののほか、第一項から第三項までの規定により損金の額又は益金の

額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する



個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第四項までの規定の適用に関

し必要な事項は、政令で定める。 

  第六十八条の五十九第一項中「からハまで」を「若しくはロ」に、「中小連結親法

人」を「中小法人等」に改め、「該当するもの」の下に「（同号イに掲げる法人に該当

するもの（次項において「中小連結法人」という。）にあつては、第六十八条の九第八

項第五号の二に規定する適用除外事業者（次項において「適用除外事業者」という。）

に該当するものを除く。）」を加え、同条第二項中「中小連結親法人」を「中小法人

等」に改め、「該当するもの」の下に「（中小連結法人にあつては、適用除外事業者に

該当するものを除く。）」を加え、同条第三項中「平成二十九年三月三十一日」を「平

成三十一年三月三十一日」に、「百分の百十二」を「百分の百十」に改める。 

  第六十八条の六十二の二第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成三十二年三

月三十一日」に改め、同項第一号中「第三十九条の五第五項」を「第三十九条の五第七

項」に改め、同条第七項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第八項とし、同条

第六項の次に次の一項を加える。 

 ７ 第一項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が有する外航船舶（本

邦と外国との間又は外国と外国との間を往来する船舶をいう。以下この項において同

じ。）のうち日本船舶（船舶法第一条に規定する日本船舶をいう。以下この項におい

て同じ。）に該当するもの及び当該連結親法人又はその連結子法人の子会社（海上運

送法第三十九条の五第一項に規定する子会社をいう。）に該当する法人が有する外航

船舶のうち日本船舶に該当しないものについては、当該連結親法人又はその連結子法

人の第一項の規定の適用を受ける連結事業年度（当該子会社に該当する法人にあつて

は、当該連結事業年度内の日を含む事業年度）においては、第四十三条、第六十八条

の十六、第六十八条の五十八（第一項及び第九項に係る部分に限る。）、第六十八条

の七十八（第一項及び第九項に係る部分に限る。）及び第六十八条の七十九（第一項、

第三項、第八項及び第九項に係る部分に限る。）の規定その他政令で定める規定は、

適用しない。 

  第六十八条の六十三の見出しを削り、同条第一項の表及び第二項中「平成二十九年三

月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改める。 

  第六十八条の六十四第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十年三月三十

一日」に改める。 

  第六十八条の六十五第一項中「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」

に改める。 

  第六十八条の六十七の見出しを削り、同条第一項中「第六十八条の十一第七項」を

「第六十八条の十一第五項」に改め、「第六十八条の十五の四第五項」の下に「、第六

十八条の十五の五第五項」を加え、「第八項」を「第九項」に改め、同条第五項中「使

途秘匿金」を「連結法人に使途秘匿金」に改める。 



  第六十八条の六十八第一項中「第六十八条の十一第七項」を「第六十八条の十一第五

項」に改め、「第六十八条の十五の四第五項」の下に「、第六十八条の十五の五第五

項」を加え、「第八項」を「第九項」に改め、同条第四項中「平成二十八年十二月三十

一日」を「平成三十一年十二月三十一日」に、「第八項」を「第九項」に、「第十項」

を「第十一項」に改め、同条第五項中「平成二十八年十二月三十一日」を「平成三十一

年十二月三十一日」に改め、同条第六項中「第九項」を「第十項」に改め、同条第七項

中「予定期間（」及び「をいう。次項において同じ。）」を削り、同条第十三項中「平

成二十九年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改め、同項を同条第十四

項とし、同条第十二項中「第八項」を「第九項」に改め、同項を同条第十三項とし、同

条第十一項中「第八項」を「第九項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項を

同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項中「一部が」の下に「第

七項に規定する」を加え、「第六十八条の十一第七項」を「第六十八条の十一第五項」

に改め、「第六十八条の十五の四第五項」の下に「、第六十八条の十五の五第五項」を

加え、同項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。 

 ８ 第五項の規定（連結事業年度に該当しない事業年度における土地等の譲渡にあつて

は、第六十二条の三第五項の規定）の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条

第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない

事情により、前項に規定する予定期間内に第六十二条の三第四項第十二号から第十六

号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で政令で定める場合

において、当該予定期間の初日から当該予定期間の末日後二年以内の日で政令で定め

る日までの間に当該譲渡の全部又は一部が同項第十二号から第十六号までに掲げる土

地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき財務省令

で定めるところにより証明がされたときは、前項及び次項の規定の適用については、

これらの規定に規定する予定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間と

する。 

  第六十八条の六十九第一項中「第六十八条の十一第七項」を「第六十八条の十一第五

項」に改め、「第六十八条の十五の四第五項」の下に「、第六十八条の十五の五第五

項」を加え、「第八項」を「第九項」に改め、同条第四項中「前条第九項」を「前条第

十項」に、「同条第九項」を「同条第十項」に改め、同条第七項中「平成二十九年三月

三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める。 

  第六十八条の七十一第一項中「を取得した」を「の取得をした」に改め、同条第八項

中「以下この条」を「次項及び第十三項」に改め、同条第十二項中「株式交換完全子法

人」を「株式交換等完全子法人」に改め、同条第十八項を同条第十九項とし、同条第十

七項の次に次の一項を加える。 

 18 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、特定



非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一

項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情

により、代替資産の第八項に規定する指定期間内における取得をすることが困難とな

つた場合において、当該指定期間の初日から当該指定期間の末日後二年以内の日で政

令で定める日までの間に代替資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定め

るところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、前各

項の規定の適用については、これらの規定に規定する指定期間は、当該初日から当該

政令で定める日までの期間とする。 

  第六十八条の七十二第三項中「第六項」の下に「、第八項」を加え、「を取得した」

を「の取得をした」に、「取得する」を「取得をする」に改め、「の額に対する割合」

を削り、「補償金等の額（」を「第六十八条の七十二第一項に規定する補償金等の額

（同項に規定する」に改め、「控除した金額」の下に「。以下この項において同じ。」

を加える。 

  第六十八条の七十四第一項中「、第三号の四又は第三号の五」を「又は第三号の四か

ら第三号の六まで」に改める。 

  第六十八条の七十五第五項中「前三項」を「第二項から前項まで」に改め、同項を同

条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二

項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項

を加える。 

 ２ 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する

土地等で被災市街地復興特別措置法第五条第一項の規定により都市計画に定められた

被災市街地復興推進地域内にあるものが第六十五条の四第一項第二十一号の二に掲げ

る場合に該当することとなつた場合には、同号の保留地が定められた場合は第六十五

条第一項に規定する保留地が定められた場合に該当するものとみなし、かつ、同号の

保留地の対価の額は第六十八条の七十二第一項、第二項第一号及び第十項第一号に規

定する保留地の対価の額に該当するものとみなして、同条第一項、第五項及び第十項

の規定を適用する。 

  第六十八条の七十八第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十二年三月三

十一日」に、「同表の第十号」を「同表の第八号」に改め、同項の表の第一号の上欄中

「及び次号」及び「事務所若しくは」を削り、「第九号」を「第七号」に改め、「（次

号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。）」を削り、同号の下欄中「及び次

号」を削り、「地域内にあるものに限る」の下に「ものとし、都市再生特別措置法第八

十一条第一項の規定により同項に規定する立地適正化計画を作成した市町村の当該立地

適正化計画に記載された同条第二項第三号に規定する都市機能誘導区域以外の地域内に

ある当該立地適正化計画に記載された同号に規定する誘導施設に係る土地等、建物及び

構築物を除く」を加え、同表の第二号を削り、同表の第三号の上欄中「第三号」を「第



二号」に改め、同号を同表の第二号とし、同表の第四号の上欄中「第四号」を「第三

号」に改め、同号を同表の第三号とし、同表の第五号の上欄中「第五号」を「第四号」

に改め、同号を同表の第四号とし、同表の第六号の上欄中「第六号」を「第五号」に改

め、同号を同表の第五号とし、同表の第七号を削り、同表の第八号の上欄中「第八号」

を「第六号」に改め、同号を同表の第六号とし、同表の第九号を同表の第七号とし、同

表の第十号の上欄中「第十号」を「第八号」に改め、同号を同表の第八号とし、同条第

四項、第九項及び第十二項中「第十号」を「第八号」に改め、同条第十四項中「第九

号」を「第七号」に改め、同条第十六項第一号ロ中「第二条第十二号の六」を「第二条

第十二号の五の二」に改め、同項第二号中「第九号」を「第七号」に、「第二条第十二

号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改める。 

  第六十八条の七十九第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十二年三月三

十一日」に、「第十号」を「第八号」に改め、同条第三項第二号及び第五項第二号中

「第十号」を「第八号」に改め、同条第八項中「以下この条」を「次項及び第十三項」

に、「第十号」を「第八号」に改め、同条第九項中「第十号」を「第八号」に改め、同

条第十二項中「株式交換完全子法人」を「株式交換等完全子法人」に改め、同条第十五

項及び第十六項中「第十号」を「第八号」に改め、同条第十九項中「第九号」を「第七

号」に改め、同条第二十項中「前三項」を「第十七項から前項まで」に改め、同項を同

条第二十一項とし、同条第十九項の次に次の一項を加える。 

 20 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、特定

非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一

項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情

により、前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の第八項に規定する取得指定期間

内における取得をすることが困難となつた場合において、当該取得指定期間の初日か

ら当該取得指定期間の末日後二年以内の日で政令で定める日までの間に当該各号の下

欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより当

該連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、前各項の規定の適用に

ついては、これらの規定に規定する取得指定期間は、当該初日から当該政令で定める

日までの期間とする。 

  第六十八条の八十中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」

に改める。 

  第六十八条の八十三第十三項中「株式交換完全子法人」を「株式交換等完全子法人」

に改め、同条第十四項第三号及び第四号中「とき。」を「とき」に改める。 

  第六十八条の八十八の二第一項中「国税庁長官」の下に「又は当該租税条約の条約相

手国等の権限ある当局」を加える。 

  第六十八条の八十九の二第八項中「連結法人に係る第六十八条の九十第一項」を「連

結法人に係る第六十八条の九十第二項第一号」に、「特定外国子会社等」を「外国関係



会社」に、「特定外国法人」を「外国関係法人」に、「第六十八条の九十第一項に規定

する個別課税対象金額若しくは同条第四項に規定する個別部分課税対象金額（当該個別

課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額又は当該個別部分課税対象金額

に係る同条第四項に規定する部分適用対象金額」を「第六十八条の九十第一項に規定す

る個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額若しくは同条第八項

に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額（当該個別課税対象金額に係る同条第一

項に規定する適用対象金額、当該個別部分課税対象金額に係る同条第六項に規定する部

分適用対象金額又は当該個別金融子会社等部分課税対象金額に係る同条第八項に規定す

る金融子会社等部分適用対象金額」に、「第六十八条の九十三の二第一項に規定する個

別課税対象金額若しくは同条第四項に規定する個別部分課税対象金額（当該個別課税対

象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額又は当該個別部分課税対象金額に係る

同条第四項に規定する部分適用対象金額」を「第六十八条の九十三の二第一項に規定す

る個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額若しくは同条第八項

に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額（当該個別課税対象金額に係る同条第一

項に規定する適用対象金額、当該個別部分課税対象金額に係る同条第六項に規定する部

分適用対象金額又は当該個別金融関係法人部分課税対象金額に係る同条第八項に規定す

る金融関係法人部分適用対象金額」に改める。 

  第六十八条の八十九の三第二項中「連結法人に係る次条第一項」を「連結法人に係る

次条第二項第一号」に、「特定外国子会社等」を「外国関係会社」に、「特定外国法

人」を「外国関係法人」に、「次条第一項に規定する個別課税対象金額若しくは同条第

四項に規定する個別部分課税対象金額（当該個別課税対象金額に係る同条第一項に規定

する適用対象金額又は当該個別部分課税対象金額に係る同条第四項に規定する部分適用

対象金額」を「次条第一項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部

分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額（当

該個別課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該個別部分課税対象

金額に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額又は当該個別金融子会社等部分課税

対象金額に係る同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額」に、「第六十八

条の九十三の二第一項に規定する個別課税対象金額若しくは同条第四項に規定する個別

部分課税対象金額（当該個別課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額又

は当該個別部分課税対象金額に係る同条第四項に規定する部分適用対象金額」を「第六

十八条の九十三の二第一項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部

分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額（当

該個別課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該個別部分課税対象

金額に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額又は当該個別金融関係法人部分課税

対象金額に係る同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額」に改める。 

  第三章第二十四節の節名及び同節第一款の款名中「特定外国子会社等」を「外国関係



会社」に改める。 

  第六十八条の九十の前の見出しを削り、同条第一項を次のように改める。 

   次に掲げる連結法人に係る外国関係会社のうち、特定外国関係会社又は対象外国関

係会社に該当するものが、各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その

適用対象金額のうちその連結法人が直接及び間接に有する当該特定外国関係会社又は

対象外国関係会社の株式等（株式又は出資をいう。以下この条において同じ。）の数

又は金額につきその請求権（第六十六条の六第一項に規定する請求権をいう。以下こ

の項、第六項及び第八項において同じ。）の内容を勘案した数又は金額並びにその連

結法人と当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を

勘案して政令で定めるところにより計算した金額（次条及び第六十八条の九十二にお

いて「個別課税対象金額」という。）に相当する金額は、その連結法人の収益の額と

みなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含むその連結法人の

各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 

  一 連結法人の外国関係会社に係る次に掲げる割合のいずれかが百分の十以上である

場合における当該連結法人 

   イ その有する外国関係会社の株式等の数又は金額（当該外国関係会社と居住者

（第二条第一項第一号の二に規定する居住者をいう。以下この号において同

じ。）又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零）及び他の外国法

人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国関係会社の株式等の数

又は金額の合計数又は合計額が当該外国関係会社の発行済株式又は出資（自己が

有する自己の株式等を除く。第六項及び第八項において「発行済株式等」とい

う。）の総数又は総額のうちに占める割合 

   ロ その有する外国関係会社の議決権（剰余金の配当等（法人税法第二十三条第一

項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。ハにお

いて同じ。）に関する決議に係るものに限る。ロにおいて同じ。）の数（当該外

国関係会社と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零）及

び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国関係会社

の議決権の数の合計数が当該外国関係会社の議決権の総数のうちに占める割合 

   ハ その有する外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金

の配当等の額（当該外国関係会社と居住者又は内国法人との間に実質支配関係が

ある場合には、零）及び他の外国法人を通じて間接に有する当該外国関係会社の

株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額として政令で定

めるものの合計額が当該外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることがで

きる剰余金の配当等の総額のうちに占める割合 

  二 外国関係会社との間に実質支配関係がある連結法人 

  三 外国関係会社（連結法人との間に実質支配関係があるものに限る。）の他の外国



関係会社に係る第一号イからハまでに掲げる割合のいずれかが百分の十以上である

場合における当該連結法人（同号に掲げる連結法人を除く。） 

  四 外国関係会社に係る第一号イからハまでに掲げる割合のいずれかが百分の十以上

である一の同族株主グループ（第六十六条の六第一項第四号に規定する同族株主グ

ループをいう。）に属する連結法人（外国関係会社に係る第一号イからハまでに掲

げる割合のいずれかが零を超えるものに限るものとし、同号及び前号に掲げる連結

法人を除く。） 

  第六十八条の九十第二項第三号及び第四号を削り、同項第二号中「特定外国子会社

等」を「特定外国関係会社又は対象外国関係会社」に改め、同号を同項第四号とし、同

項第一号の次に次の二号を加える。 

  二 特定外国関係会社 次に掲げる外国関係会社をいう。 

   イ 次のいずれにも該当しない外国関係会社 

    (1) その主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固

定施設を有している外国関係会社（これらを有している外国関係会社と同様の

状況にあるものとして政令で定める外国関係会社を含む。） 

    (2) その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域（以下この項、第六項及

び第八項において「本店所在地国」という。）においてその事業の管理、支配

及び運営を自ら行つている外国関係会社（これらを自ら行つている外国関係会

社と同様の状況にあるものとして政令で定める外国関係会社を含む。） 

   ロ その総資産の額として政令で定める金額（ロにおいて「総資産額」という。）

に対する第六項第一号から第十号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割

合（第六号中「外国関係会社（特定外国関係会社に該当するものを除く。）」と

あるのを「外国関係会社」として同号及び第七号の規定を適用した場合に外国金

融子会社等に該当することとなる外国関係会社にあつては、総資産額に対する第

八項第一号に掲げる金額に相当する金額又は同項第二号から第四号までに掲げる

金額に相当する金額の合計額のうちいずれか多い金額の割合）が百分の三十を超

える外国関係会社（総資産額に対する有価証券（法人税法第二条第二十一号に規

定する有価証券をいう。第六項において同じ。）、貸付金その他政令で定める資

産の額の合計額として政令で定める金額の割合が百分の五十を超える外国関係会

社に限る。） 

   ハ 第六十六条の六第二項第二号ハに掲げる外国関係会社 

  三 対象外国関係会社 次に掲げる要件のいずれかに該当しない外国関係会社（特定

外国関係会社に該当するものを除く。）をいう。 

   イ 株式等若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技

術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの（これらの権利に関する使用権を

含む。）若しくは著作権（出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含



む。）の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするもの（株式等

の保有を主たる事業とする外国関係会社のうち当該外国関係会社が他の法人の事

業活動の総合的な管理及び調整を通じてその収益性の向上に資する業務として政

令で定めるもの（ロにおいて「統括業務」という。）を行う場合における当該他

の法人として政令で定めるものの株式等の保有を行うものとして政令で定めるも

の（ロにおいて「事業持株会社」という。）並びに航空機の貸付けを主たる事業

とする外国関係会社のうちその役員（法人税法第二条第十五号に規定する役員を

いう。第七号及び第六項において同じ。）又は使用人がその本店所在地国におい

て航空機の貸付けを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従

事していることその他の政令で定める要件を満たすものを除く。）でないこと。 

   ロ その本店所在地国においてその主たる事業（事業持株会社にあつては、統括業

務。ハにおいて同じ。）を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の

固定施設を有していること（これらを有していることと同様の状況にあるものと

して政令で定める状況にあることを含む。）並びにその本店所在地国においてそ

の事業の管理、支配及び運営を自ら行つていること（これらを自ら行つているこ

とと同様の状況にあるものとして政令で定める状況にあることを含む。）のいず

れにも該当すること。 

   ハ 各事業年度においてその行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当する

かに応じそれぞれ次に定める場合に該当すること。 

    (1) 卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業、航空運送業

又は物品賃貸業（航空機の貸付けを主たる事業とするものに限る。） その事

業を主として当該外国関係会社に係る第四十条の四第一項各号に掲げる居住者、

当該外国関係会社に係る第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人、当該外

国関係会社に係る前項各号に掲げる連結法人その他これらの者に準ずる者とし

て政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合 

    (2) (1)に掲げる事業以外の事業 その事業を主としてその本店所在地国（当該

本店所在地国に係る水域で第六十六条の六第二項第三号ハ(2)に規定する政令

で定めるものを含む。）において行つている場合として政令で定める場合 

  第六十八条の九十第二項第五号及び第六号を次のように改める。 

  五 実質支配関係 第六十六条の六第二項第五号に規定する実質支配関係をいう。 

  六 部分対象外国関係会社 第三号イからハまでに掲げる要件の全てに該当する外国

関係会社（特定外国関係会社に該当するものを除く。）をいう。 

  第六十八条の九十第二項に次の一号を加える。 

  七 外国金融子会社等 その本店所在地国の法令に準拠して銀行業、金融商品取引業

（金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業と同種類の業

務に限る。）又は保険業を行う部分対象外国関係会社でその本店所在地国において



その役員又は使用人がこれらの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる

業務の全てに従事しているもの及びこれに準ずるものとして政令で定める部分対象

外国関係会社をいう。 

  第六十八条の九十第三項を次のように改める。 

 ３ 国税庁の当該職員、連結親法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職

員又は連結子法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署若しくは所轄国

税局の当該職員は、連結法人に係る外国関係会社が前項第二号イ(1)又は(2)に該当す

るかどうかを判定するために必要があるときは、当該連結法人に対し、期間を定めて、

当該外国関係会社が同号イ(1)又は(2)に該当することを明らかにする書類その他の資

料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料

の提示又は提出がないときは、同項（同号イに係る部分に限る。）の規定の適用につ

いては、当該外国関係会社は同号イ(1)又は(2)に該当しないものと推定する。 

  第六十八条の九十第十一項を同条第十三項とし、同条第十項中「保有する」を「有す

る場合（当該連結法人に係る第六十六条の六第二項第一号ロに掲げる外国法人を通じて

間接に有する場合を含む。）及び当該外国信託との間に実質支配関係がある」に改め、

「（第三項及び前三項を除く。）」を削り、同項を同条第十二項とし、同条第七項から

第九項までを削り、同条第六項中「特定外国子会社等」を「次に掲げる外国関係会社」

に改め、「連結確定申告書（」及び「をいう。次項及び第八項において同じ。）」を削

り、同項に次の各号を加える。 

  一 当該各事業年度の租税負担割合が百分の二十未満である外国関係会社（特定外国

関係会社を除く。） 

  二 当該各事業年度の租税負担割合が百分の三十未満である特定外国関係会社 

  第六十八条の九十第六項を同条第十一項とし、同条第五項中「前項」を「第六項及び

第八項」に、「特定外国子会社等」を「部分対象外国関係会社」に改め、「係る部分適

用対象金額」の下に「（第七項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項におい

て同じ。）又は金融子会社等部分適用対象金額（前項に規定する金融子会社等部分適用

対象金額をいう。以下この項において同じ。）」を加え、同項第二号中「部分適用対象

金額」の下に「又は金融子会社等部分適用対象金額」を加え、同号を同項第三号とし、

同項第一号中「に係る収入金額として政令で定める金額が千万円」を「又は金融子会社

等部分適用対象金額が二千万円」に改め、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号

を加える。 

  一 各事業年度の租税負担割合が百分の二十以上であること。 

  第六十八条の九十第五項を同条第十項とし、同条第四項中「係る特定外国子会社等」

を「係る部分対象外国関係会社（外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項

及び次項において同じ。）」に、「前項の規定により第一項の規定を適用しない適用対

象金額を有する場合において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額（第一号から第五



号までに掲げる金額については、当該特定外国子会社等が行う事業（特定事業を除

く。）の性質上重要で欠くことのできない業務から生じたものを除く。以下この項にお

いて「特定所得の金額」という。）を有するときは、当該各事業年度の特定所得の金額

の合計額（次項において「部分適用対象金額」という。）のうちその連結法人の有する

当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式

等の請求権の内容を勘案して」を「、当該各事業年度に係る次に掲げる金額（以下この

項において「特定所得の金額」という。）を有する場合には、当該各事業年度の特定所

得の金額に係る部分適用対象金額のうちその連結法人が直接及び間接に有する当該部分

対象外国関係会社の株式等の数又は金額につきその請求権の内容を勘案した数又は金額

並びにその連結法人と当該部分対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案し

て」に改め、「当該金額が当該各事業年度に係る個別課税対象金額に相当する金額を超

えるときは、当該相当する金額。」を削り、同項第一号から第三号までを次のように改

める。 

  一 剰余金の配当等（第一項第一号ロに規定する剰余金の配当等をいい、法人税法第

二十三条第一項第二号に規定する金銭の分配を含む。以下この号及び第十一号イに

おいて同じ。）の額（次に掲げる法人から受ける剰余金の配当等の額（当該法人の

所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額とし

て政令で定める剰余金の配当等の額を除く。）を除く。以下この号において同

じ。）の合計額から当該剰余金の配当等の額を得るために直接要した費用の額の合

計額及び当該剰余金の配当等の額に係る費用の額として政令で定めるところにより

計算した金額を控除した残額 

   イ 当該部分対象外国関係会社の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行

済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が百分の二十五以上であることその

他の政令で定める要件に該当する場合における当該他の法人（ロに掲げる外国法

人を除く。） 

   ロ 当該部分対象外国関係会社の有する他の外国法人（原油、石油ガス、可燃性天

然ガス又は石炭（ロにおいて「化石燃料」という。）を採取する事業（自ら採取

した化石燃料に密接に関連する事業を含む。）を主たる事業とする外国法人のう

ち政令で定めるものに限る。）の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数

又は総額のうちに占める割合が百分の十以上であることその他の政令で定める要

件に該当する場合における当該他の外国法人 

  二 受取利子等（その支払を受ける利子（これに準ずるものとして政令で定めるもの

を含む。以下この号において同じ。）をいう。以下この号及び第十一号ロにおいて

同じ。）の額（その行う事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金

（所得税法第二条第一項第十号に規定する政令で定めるものに相当するものを含

む。）の利子の額、金銭の貸付けを主たる事業とする部分対象外国関係会社（金銭



の貸付けを業として行うことにつきその本店所在地国の法令の規定によりその本店

所在地国において免許又は登録その他これらに類する処分を受けているものに限

る。）でその本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの

事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているもの

が行う金銭の貸付けに係る利子の額その他政令で定める利子の額を除く。以下この

号において同じ。）の合計額から当該受取利子等の額を得るために直接要した費用

の額の合計額を控除した残額 

  三 有価証券の貸付けによる対価の額の合計額から当該対価の額を得るために直接要

した費用の額の合計額を控除した残額 

  第六十八条の九十第四項第四号中「株式等の譲渡（第六十六条の六第四項第四号に規

定する譲渡をいう。以下この号及び次号において同じ。）」を「有価証券の譲渡」に、

「特定外国子会社等」を「部分対象外国関係会社」に、「百分の十に満たない」を「百

分の二十五以上である」に、「額に限る」を「額を除く」に、「当該株式等」を「当該

有価証券」に、「控除した残額」を「減算した金額」に改め、同項第五号から第七号ま

でを次のように改める。 

  五 デリバティブ取引（法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引

をいう。以下この号及び第十一号ホにおいて同じ。）に係る利益の額又は損失の額

として財務省令で定めるところにより計算した金額（同法第六十一条の六第一項各

号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定め

るデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額、その本店所在地国の法令に準拠

して商品先物取引法第二条第二十二項各号に掲げる行為に相当する行為を業として

行う部分対象外国関係会社（その本店所在地国においてその役員又は使用人がその

行う当該行為に係る事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全て

に従事しているものに限る。）が行う財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利

益の額又は損失の額その他財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は

損失の額を除く。） 

  六 その行う取引又はその有する資産若しくは負債につき外国為替の売買相場の変動

に伴つて生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算し

た金額（その行う事業（政令で定める取引を行う事業を除く。）に係る業務の通常

の過程において生ずる利益の額又は損失の額を除く。） 

  七 前各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額（これらに類する利益の額又は

損失の額を含む。）を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為に

より生ずる利益の額又は損失の額（当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失

の額及び法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つ

た取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又は損失の額を除く。） 

  第六十八条の九十第四項に次の四号を加える。 



  八 固定資産（政令で定めるものを除く。以下この号及び第十一号チにおいて同

じ。）の貸付けによる対価の額（主としてその本店所在地国において使用に供され

る固定資産（不動産及び不動産の上に存する権利を除く。）の貸付けによる対価の

額、その本店所在地国にある不動産及び不動産の上に存する権利の貸付けによる対

価の額並びにその本店所在地国においてその役員又は使用人が固定資産の貸付けを

的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していることその他

の政令で定める要件に該当する部分対象外国関係会社が行う固定資産の貸付けによ

る対価の額を除く。以下この号において同じ。）の合計額から当該対価の額を得る

ために直接要した費用の額（その有する固定資産に係る償却費の額として政令で定

めるところにより計算した金額を含む。）の合計額を控除した残額 

  九 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれ

らに準ずるもの（これらの権利に関する使用権を含む。）又は著作権（出版権及び

著作隣接権その他これに準ずるものを含む。）（以下この項において「無形資産

等」という。）の使用料（自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等の使用料そ

の他の政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。）の合計額から当該使

用料を得るために直接要した費用の額（その有する無形資産等に係る償却費の額と

して政令で定めるところにより計算した金額を含む。）の合計額を控除した残額 

  十 無形資産等の譲渡に係る対価の額（自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等

の譲渡に係る対価の額その他の政令で定める対価の額を除く。以下この号において

同じ。）の合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原価の額の合計額及び当該対価

の額を得るために直接要した費用の額の合計額を減算した金額 

  十一 イからヌまでに掲げる金額がないものとした場合の当該部分対象外国関係会社

の各事業年度の所得の金額として政令で定める金額から当該各事業年度に係るルに

掲げる金額を控除した残額 

   イ 支払を受ける剰余金の配当等の額 

   ロ 受取利子等の額 

   ハ 有価証券の貸付けによる対価の額 

   ニ 有価証券の譲渡に係る対価の額の合計額から当該有価証券の譲渡に係る原価の

額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を減算した金額 

   ホ デリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところ

により計算した金額 

   ヘ その行う取引又はその有する資産若しくは負債につき外国為替の売買相場の変

動に伴つて生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計

算した金額 

   ト 第一号から第六号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額（これらに類

する利益の額又は損失の額を含む。）を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸



付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額（当該各号に掲げる金額に

係る利益の額又は損失の額を除く。） 

   チ 固定資産の貸付けによる対価の額 

   リ 支払を受ける無形資産等の使用料 

   ヌ 無形資産等の譲渡に係る対価の額の合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原

価の額の合計額を減算した金額 

   ル 総資産の額として政令で定める金額に人件費その他の政令で定める費用の額を

加算した金額に百分の五十を乗じて計算した金額 

  第六十八条の九十第四項を同条第六項とし、同項の次に次の三項を加える。 

 ７ 前項に規定する部分適用対象金額とは、部分対象外国関係会社の各事業年度の同項

第一号から第三号まで、第八号、第九号及び第十一号に掲げる金額の合計額と、当該

各事業年度の同項第四号から第七号まで及び第十号に掲げる金額の合計額（当該合計

額が零を下回る場合には、零）を基礎として当該各事業年度開始の日前七年以内に開

始した各事業年度において生じた同項第四号から第七号まで及び第十号に掲げる金額

の合計額が零を下回る部分の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額

とを合計した金額をいう。 

 ８ 第一項各号に掲げる連結法人に係る部分対象外国関係会社（外国金融子会社等に該

当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。）が、平成二十二年四月一日

以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額（以下こ

の項において「特定所得の金額」という。）を有する場合には、当該各事業年度の特

定所得の金額に係る金融子会社等部分適用対象金額のうちその連結法人が直接及び間

接に有する当該部分対象外国関係会社の株式等の数又は金額につきその請求権の内容

を勘案した数又は金額並びにその連結法人と当該部分対象外国関係会社との間の実質

支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額（次条及び第六十

八条の九十二において「個別金融子会社等部分課税対象金額」という。）に相当する

金額は、その連結法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月

を経過する日を含むその連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金

の額に算入する。 

  一 一の連結法人によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている

部分対象外国関係会社で政令で定める要件を満たすもの（その純資産につき剰余金

その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額（以下この号において

「親会社等資本持分相当額」という。）の総資産の額として政令で定める金額に対

する割合が百分の七十を超えるものに限る。）の親会社等資本持分相当額がその本

店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める

金額を超える場合におけるその超える部分に相当する資本に係る利益の額として政

令で定めるところにより計算した金額 



  二 部分対象外国関係会社について第六項第八号の規定に準じて計算した場合に算出

される同号に掲げる金額に相当する金額 

  三 部分対象外国関係会社について第六項第九号の規定に準じて計算した場合に算出

される同号に掲げる金額に相当する金額 

  四 部分対象外国関係会社について第六項第十号の規定に準じて計算した場合に算出

される同号に掲げる金額に相当する金額 

  五 部分対象外国関係会社について第六項第十一号の規定に準じて計算した場合に算

出される同号に掲げる金額に相当する金額 

 ９ 前項に規定する金融子会社等部分適用対象金額とは、部分対象外国関係会社の各事

業年度の次に掲げる金額のうちいずれか多い金額をいう。 

  一 前項第一号に掲げる金額 

  二 前項第二号、第三号及び第五号に掲げる金額の合計額と、同項第四号に掲げる金

額（当該金額が零を下回る場合には、零）を基礎として当該各事業年度開始の日前

七年以内に開始した各事業年度において生じた同号に掲げる金額が零を下回る部分

の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額とを合計した金額 

  第六十八条の九十第三項の次に次の二項を加える。 

 ４ 国税庁の当該職員、連結親法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職

員又は連結子法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署若しくは所轄国

税局の当該職員は、連結法人に係る外国関係会社が第二項第三号イからハまでに掲げ

る要件に該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該連結法人に対し、

期間を定めて、当該外国関係会社が同号イからハまでに掲げる要件に該当することを

明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合にお

いて、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、同項（同号又は第六号に

係る部分に限る。）の規定の適用については、当該外国関係会社は同項第三号イから

ハまでに掲げる要件に該当しないものと推定する。 

 ５ 第一項の規定は、同項各号に掲げる連結法人に係る次の各号に掲げる外国関係会社

につき当該各号に定める場合に該当する事実があるときは、当該各号に掲げる外国関

係会社のその該当する事業年度に係る適用対象金額については、適用しない。 

  一 特定外国関係会社 特定外国関係会社の各事業年度の租税負担割合（外国関係会

社の各事業年度の所得に対して課される租税の額の当該所得の金額に対する割合と

して政令で定めるところにより計算した割合をいう。次号、第十項及び第十一項に

おいて同じ。）が百分の三十以上である場合 

  二 対象外国関係会社 対象外国関係会社の各事業年度の租税負担割合が百分の二十

以上である場合 

  第六十八条の九十一第一項中「同条第四項」を「同条第六項若しくは第八項」に、

「係る特定外国子会社等」を「係る外国関係会社（同条第二項第一号に規定する外国関



係会社をいう。以下この項、第三項、第四項及び第六項において同じ。）」に、「、当

該特定外国子会社等」及び「又は当該特定外国子会社等」を「、当該外国関係会社」に、

「は、政令」を「又は当該外国関係会社の個別金融子会社等部分課税対象金額に対応す

るもの（当該個別金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額を限度とする。）とし

て政令で定めるところにより計算した金額は、政令」に、「における特定外国子会社等

の個別課税対象金額等に係る外国税額の控除」及び「における特定外国子会社等の課税

対象金額等に係る外国税額の控除」を「の外国関係会社に係る所得の課税の特例」に、

「規定する特定外国子会社等」を「規定する外国関係会社」に改め、同条第二項中「第

六十六条の六第一項」を「第六十六条の六第二項第一号」に、「特定外国子会社等」を

「外国関係会社」に、「同項に」を「同条第一項に」に、「場合又は」を「場合、」に、

「同条第四項」を「同条第六項」に、「場合に」を「場合又は当該外国関係会社の同条

第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適

用を受けた場合に」に、「又は当該部分課税対象金額」を「、当該部分課税対象金額又

は当該金融子会社等部分課税対象金額」に、「又は個別部分課税対象金額」を「、個別

部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額」に、「同条第一項」を「同

号」に、「の額は前項」を「の額は同項」に改め、同条第三項中「が、同項」を「（前

項の内国法人を含む。以下この項において同じ。）が、同条第一項」に、「特定外国子

会社等」を「外国関係会社」に、「又は同条第四項」を「、同条第六項」に、「場合

に」を「場合又は同条第八項の規定の適用に係る外国関係会社の個別金融子会社等部分

課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合に」に改め、同条に

次の四項を加える。 

 ４ 前条第一項各号に掲げる連結法人が、同項又は同条第六項若しくは第八項の規定の

適用を受ける場合には、当該連結法人に係る外国関係会社に対して課される所得税の

額（附帯税（国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。以下この項において

同じ。）の額を除く。）及び法人税の額（附帯税の額を除く。）（次項において「所

得税等の額」という。）のうち、当該外国関係会社の個別課税対象金額に対応するも

のとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額、当該外国関係会社

の個別部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金

額に相当する金額又は当該外国関係会社の個別金融子会社等部分課税対象金額に対応

するものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額（第六項にお

いて「個別控除対象所得税額等相当額」という。）は、当該連結法人の政令で定める

連結事業年度の連結所得に対する法人税の額（この項及び法人税法第八十一条の十四

から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、附

帯税の額を除く。）から控除する。 

 ５ 前項の規定は、連結確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に同項の規定による

控除の対象となる所得税等の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細



を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定

により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等

の額として記載された金額を限度とする。 

 ６ 前条第一項各号に掲げる連結法人が、同項の規定の適用に係る外国関係会社の個別

課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合、同条第六項の規

定の適用に係る外国関係会社の個別部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規

定の適用を受ける場合又は同条第八項の規定の適用に係る外国関係会社の個別金融子

会社等部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合におい

て、第四項の規定の適用を受けるときは、当該連結法人に係る外国関係会社に係る個

別控除対象所得税額等相当額は、当該連結法人の政令で定める連結事業年度の連結所

得の金額の計算上、益金の額に算入する。 

 ７ 第四項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二及び地方法人税

法の規定の適用については、法人税法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七

まで（税額控除）」とあるのは「第八十一条の十七まで（税額控除）又は租税特別措

置法第六十八条の九十一第四項（連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特

例）」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置

法第六十八条の九十一第四項（連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例）」

と、「まず前条」とあるのは「まず同項の規定による控除をし、次に前条」と、同法

第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額及び

租税特別措置法第六十八条の九十一第四項（連結法人の外国関係会社に係る所得の課

税の特例）の規定により控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政

令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは

「及び租税特別措置法第六十八条の九十一第四項（連結法人の外国関係会社に係る所

得の課税の特例）の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節（税額

の計算）」とあるのは「前節（税額の計算）及び租税特別措置法第六十八条の九十一

第四項（連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例）」と、地方法人税法第十

五条第一項中「第三号に掲げる金額」とあるのは「第三号に掲げる金額並びに租税特

別措置法第六十八条の九十一第四項の規定により控除される金額のうち連結親法人又

は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の十・三に相当する

金額」と、「（同法」とあるのは「（法人税法」とする。 

  第六十八条の九十二第四項第一号中「又は個別部分課税対象金額」を「、個別部分課

税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額」に、「又は第四項」を「、第六項

又は第八項」に、「に対応する部分の金額として政令で定める」を「及び当該連結法人

と当該外国法人との間の実質支配関係（第六十八条の九十第二項第五号に規定する実質

支配関係をいう。次号及び第十一項第二号において同じ。）の状況を勘案して政令で定

めるところにより計算した」に改め、同項第二号中「又は個別部分課税対象金額」を「、



個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額」に、「又は第四項」を

「、第六項又は第八項」に、「に対応する部分の金額として政令で定める」を「及び当

該連結法人と当該外国法人との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところ

により計算した」に改め、同条第六項第二号中「（次項」を「（同項」に、「。次項」

を「。同項」に改め、同条第十一項第一号中「若しくは第四項」を「、第六項若しくは

第八項」に改め、同項第二号イ及びロ中「又は個別部分課税対象金額」を「、個別部分

課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額」に、「又は第四項」を「、第六

項又は第八項」に、「に対応する部分の金額として政令で定める」を「及び当該連結法

人と当該他の外国法人との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところによ

り計算した」に改め、同条第十六項中「損金算入」を「限る。」に、「特定外国子会社

等から受ける剰余金の配当等の益金不算入等」を「連結法人の外国関係会社に係る所得

の課税の特例」に改め、同条第十七項中「特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等

の益金不算入等」を「連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例」に改める。 

  第三章第二十四節第二款の款名中「特定外国法人」を「外国関係法人」に改める。 

  第六十八条の九十三の二の前の見出しを削り、同条第一項中「除く。以下この項及び

第四項」を「除く。以下この項、第六項及び第八項」に、「いう。以下この項及び第四

項」を「いう。以下この条」に、「保有する」を「有する」に、「この項及び第九項」

を「この条」に、「本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対

して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著

しく低いものとして政令で定める外国関係法人に該当するもの（以下この条及び次条に

おいて「特定外国法人」という。）」を「特定外国関係法人又は対象外国関係法人に該

当するもの」に、「特定外国法人の」を「特定外国関係法人又は対象外国関係法人の」

に、「。第四項」を「。第六項及び第八項」に、「（以下この款」を「（次条及び第六

十八条の九十三の四」に改め、同条第二項第四号中「第六十六条の九の二第二項第四

号」を「第六十六条の九の二第二項第六号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第三

号中「特定外国法人」を「特定外国関係法人又は対象外国関係法人」に改め、同号を同

項第五号とし、同項第二号の次に次の二号を加える。 

  三 特定外国関係法人 次に掲げる外国関係法人をいう。 

   イ 次のいずれにも該当しない外国関係法人 

    (1) その主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固

定施設を有している外国関係法人 

    (2) その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域（以下この項、第六項及

び第八項において「本店所在地国」という。）においてその事業の管理、支配

及び運営を自ら行つている外国関係法人 

   ロ その総資産の額として政令で定める金額（ロにおいて「総資産額」という。）

に対する第六項第一号から第十号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割



合（第七号中「外国関係法人（特定外国関係法人に該当するものを除く。）」と

あるのを「外国関係法人」として同号及び第八号の規定を適用した場合に外国金

融関係法人に該当することとなる外国関係法人にあつては、総資産額に対する第

八項第一号に掲げる金額に相当する金額又は同項第二号から第四号までに掲げる

金額に相当する金額の合計額のうちいずれか多い金額の割合）が百分の三十を超

える外国関係法人（総資産額に対する有価証券（法人税法第二条第二十一号に規

定する有価証券をいう。第六項において同じ。）、貸付金その他政令で定める資

産の額の合計額として政令で定める金額の割合が百分の五十を超える外国関係法

人に限る。） 

   ハ 第六十六条の九の二第二項第三号ハに掲げる外国関係法人 

  四 対象外国関係法人 次に掲げる要件のいずれかに該当しない外国関係法人（特定

外国関係法人に該当するものを除く。）をいう。 

   イ 株式等若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技

術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの（これらの権利に関する使用権を

含む。）若しくは著作権（出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含

む。）の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものでないこ

と。 

   ロ その本店所在地国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、

店舗、工場その他の固定施設を有していること並びにその本店所在地国において

その事業の管理、支配及び運営を自ら行つていることのいずれにも該当すること。 

   ハ 各事業年度においてその行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当する

かに応じそれぞれ次に定める場合に該当すること。 

    (1) 卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業又は航空運送

業 その事業を主として当該外国関係法人に係る特殊関係内国法人、特殊関係

株主等その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で

行つている場合として政令で定める場合 

    (2) (1)に掲げる事業以外の事業 その事業を主としてその本店所在地国（当該

本店所在地国に係る水域で第六十六条の六第二項第三号ハ(2)に規定する政令

で定めるものを含む。）において行つている場合として政令で定める場合 

  第六十八条の九十三の二第二項に次の二号を加える。 

  七 部分対象外国関係法人 第四号イからハまでに掲げる要件の全てに該当する外国

関係法人（特定外国関係法人に該当するものを除く。）をいう。 

  八 外国金融関係法人 その本店所在地国の法令に準拠して銀行業、金融商品取引業

（金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業と同種類の業

務に限る。）又は保険業を行う部分対象外国関係法人でその本店所在地国において

その役員（法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。第六項において同



じ。）又は使用人がこれらの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業

務の全てに従事しているもの及びこれに準ずるものとして政令で定める部分対象外

国関係法人をいう。 

  第六十八条の九十三の二第三項を次のように改める。 

 ３ 国税庁の当該職員、連結親法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職

員又は連結子法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署若しくは所轄国

税局の当該職員は、連結法人に係る外国関係法人が前項第三号イ(1)又は(2)に該当す

るかどうかを判定するために必要があるときは、当該連結法人に対し、期間を定めて、

当該外国関係法人が同号イ(1)又は(2)に該当することを明らかにする書類その他の資

料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料

の提示又は提出がないときは、同項（同号イに係る部分に限る。）の規定の適用につ

いては、当該外国関係法人は同号イ(1)又は(2)に該当しないものと推定する。 

  第六十八条の九十三の二第十一項を同条第十四項とし、同条第十項中「保有する」を

「有する」に改め、「（第三項、第七項及び第八項を除く。）」を削り、同項を同条第

十三項とし、同条第九項中「及び第四項」を「、第六項、第八項及び前項」に改め、同

項を同条第十二項とし、同条第七項及び第八項を削り、同条第六項中「特定外国法人」

を「次に掲げる外国関係法人」に改め、「連結確定申告書（」及び「をいう。次項及び

第八項において同じ。）」を削り、同項に次の各号を加える。 

  一 当該各事業年度の租税負担割合が百分の二十未満である外国関係法人（特定外国

関係法人を除く。） 

  二 当該各事業年度の租税負担割合が百分の三十未満である特定外国関係法人 

  第六十八条の九十三の二第六項を同条第十一項とし、同条第五項中「前項」を「第六

項及び第八項」に、「特定外国法人」を「部分対象外国関係法人」に改め、「係る部分

適用対象金額」の下に「（第七項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項にお

いて同じ。）又は金融関係法人部分適用対象金額（前項に規定する金融関係法人部分適

用対象金額をいう。以下この項において同じ。）」を加え、同項第二号中「部分適用対

象金額」の下に「又は金融関係法人部分適用対象金額」を加え、同号を同項第三号とし、

同項第一号中「に係る収入金額として政令で定める金額が千万円」を「又は金融関係法

人部分適用対象金額が二千万円」に改め、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号

を加える。 

  一 各事業年度の租税負担割合が百分の二十以上であること。 

  第六十八条の九十三の二第五項を同条第十項とし、同条第四項中「係る特定外国法

人」を「係る部分対象外国関係法人（外国金融関係法人に該当するものを除く。以下こ

の項及び次項において同じ。）」に、「前項の規定により第一項の規定を適用しない適

用対象金額を有する場合において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額（第一号から

第五号までに掲げる金額については、当該特定外国法人が行う事業（特定事業を除



く。）の性質上重要で欠くことのできない業務から生じたものを除く。以下この項にお

いて「特定所得の金額」という。）を有するときは、当該各事業年度の特定所得の金額

の合計額（次項において「部分適用対象金額」という。）」を「、当該各事業年度に係

る次に掲げる金額（以下この項において「特定所得の金額」という。）を有する場合に

は、当該各事業年度の特定所得の金額に係る部分適用対象金額」に、「有する当該特定

外国法人」を「有する当該部分対象外国関係法人」に改め、「当該金額が当該各事業年

度に係る個別課税対象金額に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額。」を削

り、同項第一号から第三号までを次のように改める。 

  一 剰余金の配当等（第六十六条の九の二第一項に規定する剰余金の配当等をいい、

法人税法第二十三条第一項第二号に規定する金銭の分配を含む。以下この号及び第

十一号イにおいて同じ。）の額（当該部分対象外国関係法人の有する他の法人の株

式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が百分の

二十五以上であることその他の政令で定める要件に該当する場合における当該他の

法人から受ける剰余金の配当等の額（当該他の法人の所得の金額の計算上損金の額

に算入することとされている剰余金の配当等の額として政令で定める剰余金の配当

等の額を除く。）を除く。以下この号において同じ。）の合計額から当該剰余金の

配当等の額を得るために直接要した費用の額の合計額及び当該剰余金の配当等の額

に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額 

  二 受取利子等（その支払を受ける利子（これに準ずるものとして政令で定めるもの

を含む。以下この号において同じ。）をいう。以下この号及び第十一号ロにおいて

同じ。）の額（その行う事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金

（所得税法第二条第一項第十号に規定する政令で定めるものに相当するものを含

む。）の利子の額、金銭の貸付けを主たる事業とする部分対象外国関係法人（金銭

の貸付けを業として行うことにつきその本店所在地国の法令の規定によりその本店

所在地国において免許又は登録その他これらに類する処分を受けているものに限

る。）でその本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの

事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているもの

が行う金銭の貸付けに係る利子の額その他政令で定める利子の額を除く。以下この

号において同じ。）の合計額から当該受取利子等の額を得るために直接要した費用

の額の合計額を控除した残額 

  三 有価証券の貸付けによる対価の額の合計額から当該対価の額を得るために直接要

した費用の額の合計額を控除した残額 

  第六十八条の九十三の二第四項第四号中「株式等の譲渡（第六十六条の六第四項第四

号に規定する譲渡をいう。以下この号及び次号において同じ。）」を「有価証券の譲

渡」に、「特定外国法人」を「部分対象外国関係法人」に、「百分の十に満たない」を

「百分の二十五以上である」に、「に限る」を「を除く」に、「当該株式等」を「当該



有価証券」に、「控除した残額」を「減算した金額」に改め、同項第五号から第七号ま

でを次のように改める。 

  五 デリバティブ取引（法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引

をいう。以下この号及び第十一号ホにおいて同じ。）に係る利益の額又は損失の額

として財務省令で定めるところにより計算した金額（同法第六十一条の六第一項各

号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定め

るデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額、その本店所在地国の法令に準拠

して商品先物取引法第二条第二十二項各号に掲げる行為に相当する行為を業として

行う部分対象外国関係法人（その本店所在地国においてその役員又は使用人がその

行う当該行為に係る事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全て

に従事しているものに限る。）が行う財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利

益の額又は損失の額その他財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は

損失の額を除く。） 

  六 その行う取引又はその有する資産若しくは負債につき外国為替の売買相場の変動

に伴つて生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算し

た金額（その行う事業（政令で定める取引を行う事業を除く。）に係る業務の通常

の過程において生ずる利益の額又は損失の額を除く。） 

  七 前各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額（これらに類する利益の額又は

損失の額を含む。）を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為に

より生ずる利益の額又は損失の額（当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失

の額及び法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つ

た取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又は損失の額を除く。） 

  第六十八条の九十三の二第四項に次の四号を加える。 

  八 固定資産（政令で定めるものを除く。以下この号及び第十一号チにおいて同

じ。）の貸付けによる対価の額（主としてその本店所在地国において使用に供され

る固定資産（不動産及び不動産の上に存する権利を除く。）の貸付けによる対価の

額、その本店所在地国にある不動産及び不動産の上に存する権利の貸付けによる対

価の額並びにその本店所在地国においてその役員又は使用人が固定資産の貸付けを

的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していることその他

の政令で定める要件に該当する部分対象外国関係法人が行う固定資産の貸付けによ

る対価の額を除く。以下この号において同じ。）の合計額から当該対価の額を得る

ために直接要した費用の額（その有する固定資産に係る償却費の額として政令で定

めるところにより計算した金額を含む。）の合計額を控除した残額 

  九 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれ

らに準ずるもの（これらの権利に関する使用権を含む。）又は著作権（出版権及び

著作隣接権その他これに準ずるものを含む。）（以下この項において「無形資産



等」という。）の使用料（自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等の使用料そ

の他の政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。）の合計額から当該使

用料を得るために直接要した費用の額（その有する無形資産等に係る償却費の額と

して政令で定めるところにより計算した金額を含む。）の合計額を控除した残額 

  十 無形資産等の譲渡に係る対価の額（自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等

の譲渡に係る対価の額その他の政令で定める対価の額を除く。以下この号において

同じ。）の合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原価の額の合計額及び当該対価

の額を得るために直接要した費用の額の合計額を減算した金額 

  十一 イからヌまでに掲げる金額がないものとした場合の当該部分対象外国関係法人

の各事業年度の所得の金額として政令で定める金額から当該各事業年度に係るルに

掲げる金額を控除した残額 

   イ 支払を受ける剰余金の配当等の額 

   ロ 受取利子等の額 

   ハ 有価証券の貸付けによる対価の額 

   ニ 有価証券の譲渡に係る対価の額の合計額から当該有価証券の譲渡に係る原価の

額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を減算した金額 

   ホ デリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところ

により計算した金額 

   ヘ その行う取引又はその有する資産若しくは負債につき外国為替の売買相場の変

動に伴つて生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計

算した金額 

   ト 第一号から第六号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額（これらに類

する利益の額又は損失の額を含む。）を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸

付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額（当該各号に掲げる金額に

係る利益の額又は損失の額を除く。） 

   チ 固定資産の貸付けによる対価の額 

   リ 支払を受ける無形資産等の使用料 

   ヌ 無形資産等の譲渡に係る対価の額の合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原

価の額の合計額を減算した金額 

   ル 総資産の額として政令で定める金額に人件費その他の政令で定める費用の額を

加算した金額に百分の五十を乗じて計算した金額 

  第六十八条の九十三の二第四項を同条第六項とし、同項の次に次の三項を加える。 

 ７ 前項に規定する部分適用対象金額とは、部分対象外国関係法人の各事業年度の同項

第一号から第三号まで、第八号、第九号及び第十一号に掲げる金額の合計額と、当該

各事業年度の同項第四号から第七号まで及び第十号に掲げる金額の合計額（当該合計

額が零を下回る場合には、零）を基礎として当該各事業年度開始の日前七年以内に開



始した各事業年度において生じた同項第四号から第七号まで及び第十号に掲げる金額

の合計額が零を下回る部分の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額

とを合計した金額をいう。 

 ８ 特殊関係株主等である連結法人に係る部分対象外国関係法人（外国金融関係法人に

該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。）が、平成二十二年四月一

日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額（以下

この項において「特定所得の金額」という。）を有する場合には、当該各事業年度の

特定所得の金額に係る金融関係法人部分適用対象金額のうち当該特殊関係株主等であ

る連結法人の有する当該部分対象外国関係法人の直接及び間接保有の株式等の数に対

応するものとしてその株式等の請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計

算した金額（次条及び第六十八条の九十三の四において「個別金融関係法人部分課税

対象金額」という。）に相当する金額は、当該特殊関係株主等である連結法人の収益

の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む当該連結

法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 

  一 特殊関係株主等である一の連結法人によつてその発行済株式等の全部を直接又は

間接に保有されている部分対象外国関係法人で政令で定める要件を満たすもの（そ

の純資産につき剰余金その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額

（以下この号において「親会社等資本持分相当額」という。）の総資産の額として

政令で定める金額に対する割合が百分の七十を超えるものに限る。）の親会社等資

本持分相当額がその本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額を

勘案して政令で定める金額を超える場合におけるその超える部分に相当する資本に

係る利益の額として政令で定めるところにより計算した金額 

  二 部分対象外国関係法人について第六項第八号の規定に準じて計算した場合に算出

される同号に掲げる金額に相当する金額 

  三 部分対象外国関係法人について第六項第九号の規定に準じて計算した場合に算出

される同号に掲げる金額に相当する金額 

  四 部分対象外国関係法人について第六項第十号の規定に準じて計算した場合に算出

される同号に掲げる金額に相当する金額 

  五 部分対象外国関係法人について第六項第十一号の規定に準じて計算した場合に算

出される同号に掲げる金額に相当する金額 

 ９ 前項に規定する金融関係法人部分適用対象金額とは、部分対象外国関係法人の各事

業年度の次に掲げる金額のうちいずれか多い金額をいう。 

  一 前項第一号に掲げる金額 

  二 前項第二号、第三号及び第五号に掲げる金額の合計額と、同項第四号に掲げる金

額（当該金額が零を下回る場合には、零）を基礎として当該各事業年度開始の日前

七年以内に開始した各事業年度において生じた同号に掲げる金額が零を下回る部分



の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額とを合計した金額 

  第六十八条の九十三の二第三項の次に次の二項を加える。 

 ４ 国税庁の当該職員、連結親法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職

員又は連結子法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署若しくは所轄国

税局の当該職員は、連結法人に係る外国関係法人が第二項第四号イからハまでに掲げ

る要件に該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該連結法人に対し、

期間を定めて、当該外国関係法人が同号イからハまでに掲げる要件に該当することを

明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合にお

いて、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、同項（同号又は第七号に

係る部分に限る。）の規定の適用については、当該外国関係法人は同項第四号イから

ハまでに掲げる要件に該当しないものと推定する。 

 ５ 第一項の規定は、特殊関係株主等である連結法人に係る次の各号に掲げる外国関係

法人につき当該各号に定める場合に該当する事実があるときは、当該各号に掲げる外

国関係法人のその該当する事業年度に係る適用対象金額については、適用しない。 

  一 特定外国関係法人 特定外国関係法人の各事業年度の租税負担割合（外国関係法

人の各事業年度の所得に対して課される租税の額の当該所得の金額に対する割合と

して政令で定めるところにより計算した割合をいう。次号、第十項及び第十一項に

おいて同じ。）が百分の三十以上である場合 

  二 対象外国関係法人 対象外国関係法人の各事業年度の租税負担割合が百分の二十

以上である場合 

  第六十八条の九十三の三第一項中「又は第四項」を「、第六項又は第八項」に、「係

る特定外国法人」を「係る外国関係法人（同条第一項に規定する外国関係法人をいう。

以下この項、第三項、第四項及び第六項において同じ。）」に、「、当該特定外国法

人」及び「又は当該特定外国法人」を「、当該外国関係法人」に、「は、政令」を「又

は当該外国関係法人の個別金融関係法人部分課税対象金額に対応するもの（当該個別金

融関係法人部分課税対象金額に相当する金額を限度とする。）として政令で定めるとこ

ろにより計算した金額は、政令」に、「特定外国法人の個別課税対象金額等に係る外国

税額の控除」を「特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税

の特例」に、「特定外国法人の課税対象金額等に係る外国税額の控除」を「特殊関係株

主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例」に、「規定する特定

外国法人」を「規定する外国関係法人」に改め、同条第二項中「特定外国法人」を「外

国関係法人」に、「場合又は」を「場合、」に、「同条第四項」を「同条第六項」に、

「場合に」を「場合又は当該外国関係法人の同条第八項に規定する金融関係法人部分課

税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合に」に、「又は当該部

分課税対象金額」を「、当該部分課税対象金額又は当該金融関係法人部分課税対象金

額」に、「又は個別部分課税対象金額」を「、個別部分課税対象金額又は個別金融関係



法人部分課税対象金額」に改め、同条第三項中「連結法人が」を「連結法人（前項の内

国法人を含む。以下この項において同じ。）が」に、「特定外国法人」を「外国関係法

人」に、「又は同条第四項」を「、同条第六項」に、「場合に」を「場合又は同条第八

項の規定の適用に係る外国関係法人の個別金融関係法人部分課税対象金額に相当する金

額につき同項の規定の適用を受ける場合に」に改め、同条に次の四項を加える。 

 ４ 特殊関係株主等である連結法人が、前条第一項、第六項又は第八項の規定の適用を

受ける場合には、当該連結法人に係る外国関係法人に対して課される所得税の額（附

帯税（国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。以下この項において同

じ。）の額を除く。）及び法人税の額（附帯税の額を除く。）（次項において「所得

税等の額」という。）のうち、当該外国関係法人の個別課税対象金額に対応するもの

として政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額、当該外国関係法人の

個別部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額

に相当する金額又は当該外国関係法人の個別金融関係法人部分課税対象金額に対応す

るものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額（第六項におい

て「個別控除対象所得税額等相当額」という。）は、当該連結法人の政令で定める連

結事業年度の連結所得に対する法人税の額（この項及び法人税法第八十一条の十四か

ら第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、附帯

税の額を除く。）から控除する。 

 ５ 前項の規定は、連結確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に同項の規定による

控除の対象となる所得税等の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細

を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定

により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等

の額として記載された金額を限度とする。 

 ６ 特殊関係株主等である連結法人が、前条第一項の規定の適用に係る外国関係法人の

個別課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合、同条第六項

の規定の適用に係る外国関係法人の個別部分課税対象金額に相当する金額につき同項

の規定の適用を受ける場合又は同条第八項の規定の適用に係る外国関係法人の個別金

融関係法人部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合に

おいて、第四項の規定の適用を受けるときは、当該連結法人に係る外国関係法人に係

る個別控除対象所得税額等相当額は、当該連結法人の政令で定める連結事業年度の連

結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 

 ７ 第四項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二及び地方法人税

法の規定の適用については、法人税法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七

まで（税額控除）」とあるのは「第八十一条の十七まで（税額控除）又は租税特別措

置法第六十八条の九十三の三第四項（特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係

法人に係る所得の課税の特例）」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは



「この款及び租税特別措置法第六十八条の九十三の三第四項（特殊関係株主等である

連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例）」と、「まず前条」とあるの

は「まず同項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中

「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条

の九十三の三第四項（特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得

の課税の特例）の規定により控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとし

て政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるの

は「及び租税特別措置法第六十八条の九十三の三第四項（特殊関係株主等である連結

法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例）の規定」と、同法第八十一条の二

十二第一項第二号中「前節（税額の計算）」とあるのは「前節（税額の計算）及び租

税特別措置法第六十八条の九十三の三第四項（特殊関係株主等である連結法人に係る

外国関係法人に係る所得の課税の特例）」と、地方法人税法第十五条第一項中「第三

号に掲げる金額」とあるのは「第三号に掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条

の九十三の三第四項の規定により控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人

に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の十・三に相当する金額」と、

「（同法」とあるのは「（法人税法」とする。 

  第六十八条の九十三の四第四項各号中「又は個別部分課税対象金額」を「、個別部分

課税対象金額又は個別金融関係法人部分課税対象金額」に、「又は第四項」を「、第六

項又は第八項」に改め、同条第十項第一号中「若しくは第四項」を「、第六項若しくは

第八項」に改め、同項第二号イ及びロ中「又は個別部分課税対象金額」を「、個別部分

課税対象金額又は個別金融関係法人部分課税対象金額」に、「又は第四項」を「、第六

項又は第八項」に改め、同条第十三項中「損金算入」を「限る。」に、「特定外国法人

から受ける剰余金の配当等の益金不算入等」を「特殊関係株主等である連結法人に係る

外国関係法人に係る所得の課税の特例」に改め、同条第十四項中「特定外国法人から受

ける剰余金の配当等の益金不算入等」を「特殊関係株主等である連結法人に係る外国関

係法人に係る所得の課税の特例」に改める。 

  第六十八条の九十八の見出しを「（中小連結法人の欠損金等以外の欠損金の繰戻しに

よる還付の不適用）」に改め、同条第一項ただし書中「同条第三項」を「同条第四項」

に改め、「連結欠損金額」の下に「、同条第五項に規定する災害損失欠損金額（次項に

おいて「災害損失欠損金額」という。）及び設備廃棄等欠損金額」を加え、同条第二項

中「前項」の下に「に定めるもののほか、第一項ただし書に規定する設備廃棄等欠損金

額がある場合における法人税法第八十一条の九第六項に規定する連結欠損金個別帰属額

の計算及び同法第八十一条の三十一の規定の適用その他第一項」を加え、同項を同条第

四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。 

 ２ 前項ただし書に規定する設備廃棄等欠損金額とは、連結親法人（同項各号に掲げる

ものを除く。）又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、農



業競争力強化支援法第十九条第一項に規定する認定事業再編事業者（同法第二条第五

項に規定する事業再編の実施と併せて施設の撤去又は設備の廃棄を行う場合の当該施

設又は設備（以下この項において「対象設備」という。）が記載された同法第十八条

第一項に規定する事業再編計画（以下この項において「特定事業再編計画」とい

う。）について同条第一項の認定を受けたものに限る。）であるものの同法の施行の

日から平成三十年三月三十一日までの間に終了する連結事業年度において生じた連結

欠損金額のうち、当該連結親法人又はその連結子法人（第六十八条の三十四並びに同

条の規定に係る第六十八条の四十第一項及び第四項並びに第六十八条の四十一第一項

から第三項まで、第十一項及び第十二項の規定の適用を受ける連結事業年度における

当該適用に係る連結法人を除く。）が、その有する国内にある減価償却資産でその事

業再編促進対象事業（同法第二条第七項に規定する事業再編促進対象事業をいう。）

の用に供されていたものにつき、当該連結事業年度において当該認定に係る特定事業

再編計画（同法第十九条第一項の規定による変更の認定があつた場合には、その変更

後のもの）に基づく設備廃棄等（当該特定事業再編計画に記載された対象設備につい

て同法第二条第五項に規定する事業再編の実施と併せて行われる撤去又は廃棄をい

う。）を行つた場合の当該設備廃棄等を行つたことにより生じた損失の額として政令

で定める金額に達するまでの金額（当該金額が当該連結事業年度において生じた連結

欠損金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額（法人税法第八

十一条の三十一第五項において準用する同条第一項の規定により還付を受ける金額の

計算の基礎とする災害損失欠損金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せ

られる金額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。）を超える場合に

は、その超える部分の金額を控除した金額）をいう。 

 ３ 第一項ただし書に規定する設備廃棄等欠損金額について法人税法第八十一条の三十

一第一項の規定を適用する場合には、当該設備廃棄等欠損金額が生じた同項に規定す

る欠損連結事業年度の連結欠損金額のうち当該設備廃棄等欠損金額を超える部分の金

額は、ないものとする。 

  第六十八条の百一第一項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一

日」に改める。 

  第六十八条の百二の二第一項中「第六十八条の九第二項に規定する中小連結親法人又

は当該中小連結親法人」を「連結親法人（第六十八条の九第八項第五号に規定する中小

連結法人又は第四十二条の四第八項第七号に規定する農業協同組合等に限る。）又は当

該連結親法人」に改める。 

  第六十八条の百二の三第一項中「第六十八条の九第六項第四号」を「第六十八条の九

第八項第五号」に改める。 

  第六十八条の百五を次のように改める。 

  （協同組合等が有する普通出資に係る受取配当等の益金不算入の特例） 



 第六十八条の百五 連結親法人である協同組合等（法人税法第二条第七号に規定する協

同組合等をいう。以下この項において同じ。）の各連結事業年度において、その有す

る連合会等（農林中央金庫その他の協同組合等であつてその会員又は組合員が同法別

表第三の下欄に掲げる根拠法の規定により他の協同組合等及びこれに準ずる法人に限

られているものをいう。）に対する出資（協同組織金融機関の優先出資に関する法律

に規定する優先出資に該当するものを除く。以下この項において「普通出資」とい

う。）につき支払を受ける配当等の額（法人税法第八十一条の四第一項に規定する配

当等の額をいう。）がある場合には、同条の規定の適用については、当該普通出資は、

同条第五項から第七項までの規定にかかわらず、これらの規定に規定する完全子法人

株式等、関連法人株式等及び非支配目的株式等のいずれにも該当しないものとする。 

 ２ 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

  第六十八条の百九の二第一項中「第十六項」を「第十七項」に改め、同条第二項中

「旧株」を「所有株式」に、「有していた」を「有する」に、「交付されなかつたもの

（」」を「交付されたものに限る。」」に、「交付されなかつたもの（租税特別措置

法」を「交付されたものに限るものとし、租税特別措置法」に、「同条第十六項」を

「同条第十七項」に、「第四項」」を「第八項」」に、「金銭等不交付分割型分割」を

「金銭等不交付株式分配」に、「同条第一項第三号」を「同条第一項第二号」に、「第

二十四条第一項第三号」を「第二十四条第一項第二号」に改め、同条第三項中「適格株

式交換」を「法人税法第二条第十二号の十七に規定する適格株式交換等」に、「との

間」を「（同条第十二号の六の三に規定する株式交換完全親法人をいう。以下この項に

おいて同じ。）との間」に、「、法人税法」を「、同法」に、「第六十一条の二第八

項」を「第六十一条の二第九項」に改める。 

  第六十九条の五第二項第一号中「場合及び」を「場合並びに」に、「第十条第二項」

を「第八条」に、「森林法第十二条第三項」を「場合及び同法第九条第二項又は第三項

において読み替えて適用される森林法第十二条第三項」に、「第十条第三項」を「第九

条第四項」に改める。 

  第六十九条の五の次に次の三条を加える。 

  （特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例） 

 第六十九条の六 特定非常災害（特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るため

の特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非

常災害をいう。次条第一項において同じ。）に係る同法第二条第一項の特定非常災害

発生日（以下第六十九条の八までにおいて「特定非常災害発生日」という。）前に相

続又は遺贈（当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で相続税法第二

十一条の九第三項（第七十条の二の六第一項又は第七十条の三第一項において準用す

る場合を含む。以下この項において同じ。）の規定の適用を受けるものに係る贈与を

含む。以下この条及び第六十九条の八において同じ。）により財産を取得した者があ



り、かつ、当該相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条第一項の規定により提出すべ

き申告書の提出期限が当該特定非常災害発生日以後である場合において、その者が当

該相続若しくは遺贈により取得した財産又は贈与により取得した財産（当該特定非常

災害発生日の属する年（当該特定非常災害発生日が一月一日から同法第二十八条第一

項の規定により提出すべき申告書の提出期限までの間にある場合には、その前年。次

条第一項及び第六十九条の八第三項において同じ。）の一月一日から当該特定非常災

害発生日の前日までの間に取得したもので、同法第十九条又は第二十一条の九第三項

の規定の適用を受けるものに限る。）で当該特定非常災害発生日において所有してい

たもののうちに、当該特定非常災害により被災者生活再建支援法第三条第一項の規定

の適用を受ける地域（同項の規定の適用がない場合には、当該特定非常災害により相

当な損害を受けた地域として財務大臣が指定する地域。以下この項及び第四項におい

て「特定地域」という。）内にある土地若しくは土地の上に存する権利（以下この項、

次項及び次条第一項において「特定土地等」という。）又は特定地域内に保有する資

産の割合が高い法人として政令で定める法人の株式若しくは出資（金融商品取引法第

二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式その他これに類するも

のとして政令で定めるものを除く。以下この項、次項及び次条第一項において「特定

株式等」という。）があるときは、当該特定土地等又は当該特定株式等については、

相続税法第十一条の二に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額又は同法第十九

条若しくは第二十一条の十五の規定により当該相続税の課税価格に加算される贈与に

より取得した財産の価額は、同法第二十二条の規定にかかわらず、当該特定非常災害

の発生直後の価額として政令で定めるものの金額とすることができる。 

 ２ 前項の規定は、特定非常災害発生日前に民法第九百五十八条の三第一項の規定によ

り同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた者があり、かつ、当該相続財

産の全部又は一部の遺贈に係る相続税法第二十九条第一項又は第三十一条第二項の規

定により提出すべき申告書の提出期限が当該特定非常災害発生日以後である場合にお

いて、当該相続財産の全部又は一部で当該特定非常災害発生日においてその者が所有

していたもののうちに特定土地等又は特定株式等があるときについて準用する。 

 ３ 前二項の規定は、これらの規定に規定する申告書（これらの申告書に係る期限後申

告書及び修正申告書を含む。）又は国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求

書にこれらの規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合に限り、適用する。た

だし、当該記載がなかつたことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認

めるときは、この限りでない。 

 ４ 財務大臣は、第一項の規定により特定地域を指定したときは、これを告示する。 

  （特定土地等及び特定株式等に係る贈与税の課税価格の計算の特例） 

 第六十九条の七 個人が特定非常災害発生日の属する年の一月一日から当該特定非常災

害発生日の前日までの間に贈与により取得した財産で当該特定非常災害発生日におい



て所有していたもののうちに、特定土地等又は特定株式等がある場合には、当該特定

土地等又は当該特定株式等については、相続税法第二十一条の二又は第二十一条の十

に規定する贈与税の課税価格に算入すべき価額は、同法第二十二条の規定にかかわら

ず、当該特定非常災害発生日に係る特定非常災害の発生直後の価額として政令で定め

るものの金額とすることができる。 

 ２ 前条第三項の規定は、前項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。

この場合において、同条第三項中「これらの規定に規定する申告書（これらの申告

書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書（当該申告書」と、「これ

らの規定の」とあるのは「次条第一項の規定の」と読み替えるものとする。 

  （相続税及び贈与税の申告書の提出期限の特例） 

 第六十九条の八 同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者のう

ちに第六十九条の六第一項の規定の適用を受けることができる者がいる場合において、

当該相続若しくは遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人（包括受遺者を含

む。次項及び第四項において同じ。）が相続税法第二十七条第一項又は第二項の規定

により提出すべき申告書の提出期限が特定日（第六十九条の六第一項の特定非常災害

に係る国税通則法第十一条の規定により延長された申告に関する期限と特定非常災害

発生日の翌日から十月を経過する日とのいずれか遅い日をいう。以下この条において

同じ。）の前日以前であるときは、当該申告書の提出期限は、特定日とする。 

 ２ 同一の被相続人から遺贈により財産を取得した全ての者のうちに第六十九条の六第

二項の規定の適用を受けることができる者がいる場合において、当該遺贈により財産

を取得した者又はその者の相続人が相続税法第二十九条第一項の規定若しくは同条第

二項において準用する同法第二十七条第二項の規定又は同法第三十一条第二項の規定

により提出すべき申告書の提出期限が特定日の前日以前であるときは、当該申告書の

提出期限は、特定日とする。 

 ３ 特定非常災害発生日の属する年の一月一日から十二月三十一日までの間に贈与によ

り財産を取得した個人で前条第一項の規定の適用を受けることができるものが相続税

法第二十八条第一項の規定により提出すべき申告書の提出期限が特定日の前日以前で

ある場合には、当該申告書の提出期限は、特定日とする。 

 ４ 前項に規定する者の相続人が相続税法第二十八条第二項において準用する同法第二

十七条第二項の規定により提出すべき申告書の提出期限が特定日の前日以前であると

きは、当該申告書の提出期限は、特定日とする。 

  第七十条の二第一項中「の間」の下に「（第九項、第十一項及び第十二項において

「適用期間」という。）」を加え、同項第一号中「含む。）」を「含む。以下この号及

び第八項から第十二項までにおいて同じ。）」に改め、同項第三号中「含む」の下に「。

以下この号、第八項第三号、第十項第三号及び第十二項において同じ」を加え、同条第

六項第二号中「とする」を「と、同法第六十七条第二項中「同項」とあるのは「第三十



六条第一項」とする」に改め、同条第十項中「又は前三項」を「、第七項又は前二項」

に改め、「第一項」の下に「及び第八項から第十三項まで」を加え、同項を同条第十六

項とし、同条第九項を同条第十五項とし、同条第八項を同条第十四項とし、同条第七項

の次に次の六項を加える。 

 ８ 住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた特定受贈者が、次に掲げる場

合に該当するときは、第四項から第六項までの規定は、適用しない。 

  一 当該特定受贈者が第一項第一号に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築

後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして当該特定受贈者が贈与により住宅

取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なくこれらの住宅用

家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることによ

り同項の規定の適用を受けた場合において、これらの住宅用家屋が災害（震災、風

水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項から第十一項まで及び第七

十条の三第八項から第十一項までにおいて同じ。）により滅失（通常の修繕によつ

ては原状回復が困難な損壊を含む。以下この項、次項及び第十二項において同

じ。）をしたことによつてその居住の用に供することができなくなつたとき。 

  二 当該特定受贈者が第一項第二号に定めるところにより既存住宅用家屋を当該特定

受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後

遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることに

より同項の規定の適用を受けた場合において、当該既存住宅用家屋が災害により滅

失をしたことによつてその居住の用に供することができなくなつたとき。 

  三 当該特定受贈者が第一項第三号に定めるところにより増改築等をした住宅用の家

屋を当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年

三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込

まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該住宅用の家屋が災

害により滅失をしたことによつてその居住の用に供することができなくなつたとき。 

 ９ 適用期間内にその直系尊属からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を

住宅用の家屋（第七項に規定する要耐震改修住宅用家屋を含む。以下この項及び第十

一項において同じ。）の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋に

つき行う増築（改築その他の工事を含む。）の対価に充てて当該贈与により金銭の取

得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該新築若しくは取得又は増築をした

場合には、当該新築若しくは取得又は増築をした住宅用の家屋が災害によつて滅失を

したことにより同日までにその居住の用に供することができなくなつたときであつて

も、当該個人は、この条（第四項から第六項までを除く。）の規定の適用を受けるこ

とができる。 

 10 住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた特定受贈者が、贈与により住

宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後において、次に掲げる場



合に該当するときにおける第四項の規定の適用については、同項各号中「同年十二月

三十一日」とあるのは、「当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年

の翌々年十二月三十一日」とする。 

  一 当該特定受贈者が第一項第一号に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築

後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして当該特定受贈者が贈与により住宅

取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なくこれらの住宅用

家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることによ

り同項の規定の適用を受けた場合において、災害に基因するやむを得ない事情によ

りこれらの住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供

することができなかつたとき。 

  二 当該特定受贈者が第一項第二号に定めるところにより既存住宅用家屋を当該特定

受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後

遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることに

より同項の規定の適用を受けた場合において、災害に基因するやむを得ない事情に

より当該既存住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に

供することができなかつたとき。 

  三 当該特定受贈者が第一項第三号に定めるところにより増改築等をした住宅用の家

屋を当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年

三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込

まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に基因するやむを

得ない事情により当該住宅用の家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の

居住の用に供することができなかつたとき。 

 11 適用期間内にその直系尊属からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を

住宅用の家屋の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う

増築（改築その他の工事を含む。）の対価に充てて当該新築若しくは取得又は増築を

する場合には、災害に基因するやむを得ない事情により当該贈与により金銭の取得を

した日の属する年の翌年三月十五日までに当該新築若しくは取得又は増築ができなか

つたときであつても、当該個人は、この条の規定の適用を受けることができる。この

場合において、第一項各号、第四項及び第七項中「翌年三月十五日」とあるのは、

「翌々年三月十五日」とする。 

 12 第一項の規定の適用を受けた特定受贈者が新築若しくは取得をした住宅用家屋、取

得をした既存住宅用家屋又は増改築等をした住宅用の家屋が被災者生活再建支援法第

二条第二号に規定する政令で定める自然災害により滅失をした場合において、当該特

定受贈者が適用期間内にその直系尊属からの贈与により金銭の取得をし、当該金銭を

住宅用の家屋の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う

増築（改築その他の工事を含む。）の対価に充てて当該新築若しくは取得又は増築を



するときにおけるこの条の規定の適用については、同項中「（既にこの項の規定の適

用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合には、当該算入しなか

つた金額を控除した残額）まで」とあり、及び「（既にこの項の規定の適用を受けて

贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合（平成三十一年三月三十一日まで

に次項第六号に規定する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等に係る契約を締結し

てこの項の規定の適用を受けた場合を除く。）には、当該算入しなかつた金額を控除

した残額）まで」とあるのは、「まで」とする。 

 13 所得税法等の一部を改正する法律（平成二十七年法律第九号）附則第九十七条第二

項各号に掲げる者が、前項に規定する場合に該当する場合における同条第二項の規定

の適用については、同項中「適用しない」とあるのは、「適用しない。ただし、所得

税法等の一部を改正する等の法律（平成二十九年法律第▼▼▼号）第十二条の規定に

よる改正後の租税特別措置法第七十条の二第十二項に規定する場合に該当する場合は、

この限りでない」とする。 

  第七十条の二の二第二項第二号ロ(1)及びハ(1)中「を提出する」を「の提出又は提供

をする」に改め、同条第七項中「又は記録」を「（電磁的記録（電子的方式、磁気的方

式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、

電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第十七項において同じ。）を含

む。以下この項において同じ。）」に、「を記載した」を「の記載又は記録をした」に、

「提出しなければ」を「提出又は提供をしなければ」に改め、同項各号中「記載され

た」を「記載又は記録がされた」に改め、同条第八項及び第九項中「提出」の下に「又

は提供」を加え、「記載された」を「記載又は記録がされた」に改め、同条第十七項中

「（電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式

で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）」

を削る。 

  第七十条の二の三第七項中「又は記録」を削り、「提出した」を「提出又は提供をし

た」に、「書類に記載された」を「書類に記載又は記録がされた」に改める。 

  第七十条の三第一項中「の間」の下に「（第九項及び第十一項において「適用期間」

という。）」を加え、同項第一号中「含む。）」を「含む。以下この号及び第八項から

第十一項までにおいて同じ。）」に改め、同項第三号中「含む」の下に「。以下この号、

第八項第三号及び第十項第三号において同じ」を加え、同条第六項第二号中「とする」

を「と、同法第六十七条第二項中「同項」とあるのは「第三十六条第一項」とする」に

改め、同条第九項中「又は前二項」を「、第七項又は前項」に改め、「第一項」の下に

「及び第八項から第十一項まで」を加え、同項を同条第十三項とし、同条第八項を同条

第十二項とし、同条第七項の次に次の四項を加える。 

 ８ 住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた特定受贈者が、次に掲げる場

合に該当するときは、第四項から第六項までの規定は、適用しない。 



  一 当該特定受贈者が第一項第一号に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築

後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして当該特定受贈者が贈与により住宅

取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なくこれらの住宅用

家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることによ

り同項の規定の適用を受けた場合において、これらの住宅用家屋が災害により滅失

（通常の修繕によつては原状回復が困難な損壊を含む。以下この項及び次項におい

て同じ。）をしたことによつてその居住の用に供することができなくなつたとき。 

  二 当該特定受贈者が第一項第二号に定めるところにより既存住宅用家屋を当該特定

受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後

遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることに

より同項の規定の適用を受けた場合において、当該既存住宅用家屋が災害により滅

失をしたことによつてその居住の用に供することができなくなつたとき。 

  三 当該特定受贈者が第一項第三号に定めるところにより増改築等をした住宅用の家

屋を当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年

三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込

まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該住宅用の家屋が災

害により滅失をしたことによつてその居住の用に供することができなくなつたとき。 

 ９ 適用期間内にその年一月一日において六十歳未満の者からの贈与により金銭の取得

をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋（第七項に規定する要耐震改修住宅用家屋を

含む。以下この項及び第十一項において同じ。）の新築若しくは取得又はその者が所

有している住宅用の家屋につき行う増築（改築その他の工事を含む。）の対価に充て

て当該贈与により金銭の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該新築若

しくは取得又は増築をした場合には、当該新築若しくは取得又は増築をした住宅用の

家屋が災害によつて滅失をしたことにより同日までにその居住の用に供することがで

きなくなつたときであつても、当該個人は、この条（第四項から第六項までを除

く。）の規定の適用を受けることができる。 

 10 住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた特定受贈者が、贈与により住

宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後において、次に掲げる場

合に該当するときにおける第四項の規定の適用については、同項各号中「同年十二月

三十一日」とあるのは、「当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年

の翌々年十二月三十一日」とする。 

  一 当該特定受贈者が第一項第一号に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築

後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして当該特定受贈者が贈与により住宅

取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なくこれらの住宅用

家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることによ

り同項の規定の適用を受けた場合において、災害に基因するやむを得ない事情によ



りこれらの住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供

することができなかつたとき。 

  二 当該特定受贈者が第一項第二号に定めるところにより既存住宅用家屋を当該特定

受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後

遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることに

より同項の規定の適用を受けた場合において、災害に基因するやむを得ない事情に

より当該既存住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に

供することができなかつたとき。 

  三 当該特定受贈者が第一項第三号に定めるところにより増改築等をした住宅用の家

屋を当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年

三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込

まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に基因するやむを

得ない事情により当該住宅用の家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の

居住の用に供することができなかつたとき。 

 11 適用期間内にその年一月一日において六十歳未満の者からの贈与により金銭の取得

をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋の新築若しくは取得又はその者が所有してい

る住宅用の家屋につき行う増築（改築その他の工事を含む。）の対価に充てて当該新

築若しくは取得又は増築をする場合には、災害に基因するやむを得ない事情により当

該贈与により金銭の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該新築若しく

は取得又は増築ができなかつたときであつても、当該個人は、この条の規定の適用を

受けることができる。この場合において、第一項各号、第四項及び第七項中「翌年三

月十五日」とあるのは、「翌々年三月十五日」とする。 

  第七十条の六の四第二項第一号中「場合及び」を「場合並びに」に、「第十条第二

項」を「第八条」に、「森林法第十二条第三項」を「場合及び同法第九条第二項又は第

三項において読み替えて適用される森林法第十二条第三項」に改め、同項第三号イ中

「被相続人」の下に「又は当該被相続人からその有する山林の全部の経営の委託を受け

た者」を加え、同項第七号ロ及び同条第四項中「第十一項、第十二項又は第十四項」を

「第十三項、第十四項又は第十六項」に改め、同条第二十項を同条第二十二項とし、同

条第十九項を同条第二十一項とし、同条第十八項を同条第二十項とし、同条第十七項の

表の第二号中「第十一項」を「第十三項」に改め、同表の第三号中「第十二項又は第十

四項」を「第十四項又は第十六項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十六項中

「第九項」を「第十一項」に、「第十一項」を「第十三項」に改め、同項を同条第十八

項とし、同条第十五項中「第十一項」を「第十三項」に、「第十二項」を「第十四項」

に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十四項を同条第十六項とし、同条第十三項を

同条第十五項とし、同条第十二項第二号中「第九項」を「第十一項」に改め、同項を同

条第十四項とし、同条第十一項中「第九項」を「第十一項」に改め、同項を同条第十三



項とし、同条第十項中「第十三項第二号」を「第十五項第二号」に改め、同項を同条第

十二項とし、同条第九項中「第十一項、第十二項若しくは第十四項」を「第十三項、第

十四項若しくは第十六項」に、「第十一項及び第十六項」を「第十三項及び第十八項」

に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項を同条第十項とし、同条第七項を同条第

九項とし、同条第六項を同条第八項とし、同条第五項の次に次の二項を加える。 

 ６ 第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人が、障害、疾病その他の事由により同

項の特例山林について経営を行うことが困難な状態として政令で定める状態となつた

場合において、当該特例山林の全部の経営を当該林業経営相続人の推定相続人で政令

で定める者に委託（以下この項及び次項において「経営委託」という。）をしたとき

は、当該経営委託をした日から二月以内に、政令で定めるところにより当該経営委託

をした旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときに限り、第三項の規定の適

用については、当該経営委託をした特例山林（次項において「経営委託山林」とい

う。）に係る山林の経営は、廃止していないものとみなす。 

 ７ 前項の規定の適用を受ける林業経営相続人若しくは当該林業経営相続人から経営委

託を受けた者又は経営委託山林に対する第三項及び第四項の規定の適用については、

第三項中「又は同項の特例山林」とあるのは「若しくは当該林業経営相続人から第六

項に規定する経営委託を受けた者（以下この項及び次項において「経営受託者」とい

う。）又は第六項の経営委託山林」と、「、同項」とあるのは「、第一項」と、同項

第一号中「林業経営相続人による」とあるのは「経営受託者による」と、「特例山

林」とあるのは「経営委託山林」と、同項第二号中「林業経営相続人が」とあるのは

「経営受託者が」と、「特例山林」とあるのは「経営委託山林」と、「に第一項」と

あるのは「に第六項」と、「、当該林業経営相続人」とあるのは「、当該経営受託

者」と、「おける第一項」とあるのは「おける第六項」と、同項第三号中「特例山

林」とあるのは「経営委託山林」と、第四項中「第一項の規定の適用を受ける林業経

営相続人」とあるのは「第六項の規定の適用に係る経営受託者」と、「特例山林」と

あるのは「経営委託山林」と、「、同項」とあるのは「、第一項」とするほか、前項

の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

  第七十条の七第一項中「第十六項」を「第十五項」に、「第四項第二号」を「第三項

第二号」に改め、同条第二項第一号イ中「及び第四項第二号」を「、次項第二号及び第

三十項」に改め、同号ハ及びニ中「第四項第十六号」を「次項第十六号」に改め、同号

ホ中「第五号」を「第五号イ」に改め、同項第三号ハ中「第四項」を「次項」に改め、

同項第五号を次のように改める。 

  五 納税猶予分の贈与税額 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定め

る金額をいう。 

   イ ロに掲げる場合以外の場合 前項の規定の適用に係る特例受贈非上場株式等の

価額（当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社又は当該認定贈与承継



会社の特別関係会社であつて当該認定贈与承継会社との間に支配関係がある法人

（イにおいて「認定贈与承継会社等」という。）が会社法第二条第二号に規定す

る外国会社（当該認定贈与承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。）そ

の他政令で定める法人の株式等（投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十

四項に規定する投資口を含む。イにおいて同じ。）を有する場合には、当該認定

贈与承継会社等が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額。ロに

おいて同じ。）を前項の経営承継受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみ

なして、相続税法第二十一条の五及び第二十一条の七の規定（第七十条の二の四

及び第七十条の二の五の規定を含む。）を適用して計算した金額 

   ロ 前項の規定の適用に係る特例受贈非上場株式等が相続税法第二十一条の九第三

項（第七十条の二の六第一項又は第七十条の三第一項において準用する場合を含

む。）の規定の適用を受けるものである場合 当該特例受贈非上場株式等の価額

を前項の経営承継受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして、同法第

二十一条の十二及び第二十一条の十三の規定を適用して計算した金額 

  第七十条の七第二項第七号イ中「第四項第二号及び第十項」を「次項第二号、第九項

及び第三十項第二号イ」に改め、同号ロ中「第五項又は第六項」を「第四項又は第五

項」に、「第四項から第六項まで、第十二項、第十三項又は第十五項」を「次項から第

五項まで、第十一項、第十二項又は第十四項」に、「第十項」を「第九項」に改め、同

条第三項を削り、同条第三十三項を同条第三十七項とし、同条第三十二項を同条第三十

六項とし、同条第三十一項中「次条第三十一項及び第三十二項並びに第七十条の七の四

第十六項及び第十七項」を「次条第四十項及び第四十一項並びに第七十条の七の四第二

十項及び第二十一項」に、「第四項から第六項まで」を「第三項から第五項まで」に改

め、同項を同条第三十五項とし、同条第四項第二号中「第二項第六号」を「前項第六

号」に改め、同項第三号中「第十六項第三号」を「第十五項第三号」に改め、同項第七

号中「第六項」を「第五項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項の表の第二号

中「第十七項第三号」を「第十六項第三号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六

項中「第十二項、第十三項又は第十五項」を「第十一項、第十二項又は第十四項」に改

め、同項の表の第一号中「第四項第六号」を「第三項第六号」に改め、同項を同条第五

項とし、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項中「又は第十六項」を「又は第十五

項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とし、同条第十項中「第

四項から第六項まで、第十二項、第十三項又は第十五項」を「第三項から第五項まで、

第十一項、第十二項又は第十四項」に、「第十二項及び第二十七項」を「第十一項及び

第二十六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「第十四項第五号」を

「第十三項第五号」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項中「第十項」を「第

九項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十三項第二号中「第十項」を「第九

項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十四項第二号中「第七項本文」を「第六



項本文」に改め、同項第三号中「第七項ただし書」を「第六項ただし書」に改め、同項

第四号中「第十八項」を「第十七項」に、「第十七項」を「第十六項」に改め、同項第

六号中「第四項から第六項まで」を「第三項から第五項まで」に改め、同項第八号中

「第十七項」を「第十六項」に、「第十八項」を「第十七項」に改め、同項第十号中

「第四項（」を「第三項（」に、「第四項第二号」を「第三項第二号」に改め、同号を

同項第十二号とし、同項第九号中「第四項」を「第三項」に、「第五項、第六項」を

「第四項、第五項」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第八号の次に次の二号を加

える。 

  九 第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者がその有する特例受贈非上場株式等

（相続税法第二十一条の九第三項（第七十条の二の六第一項又は第七十条の三第一

項において準用する場合を含む。次号において同じ。）の規定の適用を受けるもの

に限る。）の全部又は一部について第十五項（第三号に係る部分に限る。）の規定

の適用に係る贈与をした場合において、当該経営承継受贈者に係る贈与者の相続が

開始したときにおける当該贈与をした当該特例受贈非上場株式等については、同法

第二十一条の十四から第二十一条の十六までの規定は、適用しない。 

  十 第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者の同項の規定の適用に係る贈与が第

十五項（第三号に係る部分に限る。）の規定の適用に係る贈与（相続税法第二十一

条の九第三項の規定の適用を受ける特例受贈非上場株式等に係る贈与に限る。以下

この号において「第二贈与」という。）であり、かつ、当該特例受贈非上場株式等

が第二贈与者（当該第二贈与をした者をいう。以下この号において同じ。）が第一

贈与者（第二贈与前に第二贈与者に当該特例受贈非上場株式等の贈与をした者をい

う。）からの贈与により取得をしたものである場合には、当該第二贈与者が死亡し

たときにおける当該経営承継受贈者が当該第二贈与により取得をした当該特例受贈

非上場株式等については、同法第二十一条の十四から第二十一条の十六までの規定

は、適用しない。 

  第七十条の七第十四項を同条第十三項とし、同条第十五項を同条第十四項とし、同条

第十六項中「第十二項」を「第十一項」に、「第十三項」を「第十二項」に、「第四項

各号」を「第三項各号」に、「第二十七項」を「第二十六項」に改め、同項を同条第十

五項とし、同条第十七項中「第十二項」を「第十一項」に、「第十三項又は第十五項」

を「第十二項又は第十四項」に、「第十九項」を「第十八項」に改め、同項第一号中

「場合を含む」の下に「。第三十二項第一号ロにおいて同じ」を加え、「第二十二項及

び第二十四項」を「第二十一項及び第二十三項」に改め、「）を含む」の下に「。同号

ロにおいて同じ」を加え、同項第二号イ中「第二十八項」を「第二十七項」に改め、同

項を同条第十六項とし、同条第十八項を同条第十七項とし、同条第十九項中「第十七

項」を「第十六項」に、「第二十八項」を「第二十七項」に改め、同項を同条第十八項

とし、同条第二十項中「第十七項第一号」を「第十六項第一号」に、「第二十八項」を



「第二十七項」に、「第十八項」を「第十七項」に改め、同項を同条第十九項とし、同

条第二十一項中「第十七項及び第十八項」を「第十六項及び第十七項」に改め、同項を

同条第二十項とし、同条第二十二項中「第二十四項」を「第二十三項」に、「第二十五

項」を「第二十四項」に、「第六項」を「第五項」に、「第十二項」を「第十一項」に、

「第十三項又は第十五項」を「第十二項又は第十四項」に改め、同項を同条第二十一項

とし、同条第二十三項を同条第二十二項とし、同条第二十四項中「第二十二項」を「第

二十一項」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第二十五項を同条第二十四項とし、

同条第二十六項中「第二十二項」を「第二十一項」に改め、同項を同条第二十五項とし、

同条第二十七項中「第十項」を「第九項」に、「第十六項」を「第十五項」に、「第十

二項」を「第十一項」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第二十八項の表の第一

号中「第四項」を「第三項」に改め、同表の第二号中「第五項」を「第四項」に改め、

同表の第三号中「第六項」を「第五項」に改め、同表の第四号中「第十二項」を「第十

一項」に改め、同表の第五号中「第十三項又は第十五項」を「第十二項又は第十四項」

に改め、同表の第六号中「第十七項第一号」を「第十六項第一号」に改め、同表の第七

号中「第十七項第二号」を「第十六項第二号」に改め、同表の第八号中「第十七項第三

号」を「第十六項第三号」に改め、同表の第九号中「第二十二項」を「第二十一項」に

改め、同項を同条第二十七項とし、同条第二十九項を同条第二十八項とし、同条第三十

項を同条第二十九項とし、同項の次に次の五項を加える。 

 30 第一項の特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合に

該当することとなつた場合における当該認定贈与承継会社に係る同項の規定の適用を

受ける経営承継受贈者に対する第三項及び第五項の規定の適用については、当該各号

に定めるところによる。 

  一 当該認定贈与承継会社の事業の用に供する資産が災害（震災、風水害、火災その

他政令で定める災害をいう。以下この号及び次号、次条第三十一項第一号及び第二

号並びに第三十五項第一号及び第二号並びに第七十条の七の四第十八項第一号及び

第二号において同じ。）によつて甚大な被害を受けた場合として政令で定める場合 

当該認定贈与承継会社が、経営贈与承継期間（当該災害が発生した日以後の期間に

限る。以下この項及び第三十二項において同じ。）内に第三項第二号若しくは第九

号に掲げる場合又は贈与特定期間（経営贈与承継期間の末日の翌日から当該災害が

発生した日の直前の経営贈与報告基準日の翌日以後十年を経過する日までの期間

（最初の経営贈与報告基準日が当該災害が発生した日後に到来する場合にあつては、

当該経営贈与報告基準日の翌日から同日以後十年を経過する日までの期間）をいう。

以下第四号までにおいて同じ。）内に第五項の表の第一号の上欄（第三項第九号に

係る部分に限る。）に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、当該認

定贈与承継会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。 

  二 当該認定贈与承継会社の事業所（常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、



工場その他これらに類するものに限る。イにおいて同じ。）が災害によつて被害を

受けたことにより当該認定贈与承継会社における雇用の確保が困難となつた場合と

して政令で定める場合（前号に掲げる場合に該当する場合を除く。） 次に定める

ところによる。 

   イ 各第一種贈与基準日におけるその事業所（イにおいて「被災事業所」とい

う。）の常時使用従業員の数の合計を経営贈与承継期間の末日において経営贈与

承継期間内にある第一種贈与基準日の数で除して計算した数が、当該被災事業所

の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数

となつたことにより当該認定贈与承継会社が第三項第二号に掲げる場合に該当す

ることとなつた場合（当該認定贈与承継会社の事業所のうちに被災事業所以外の

事業所がある場合にあつては、各第一種贈与基準日における当該事業所の常時使

用従業員の数の合計を経営贈与承継期間の末日において経営贈与承継期間内にあ

る第一種贈与基準日の数で除して計算した数が、当該事業所の常時使用従業員の

雇用が確保されているものとして政令で定める数以上である場合に限る。）であ

つても、当該認定贈与承継会社は、同号に掲げる場合に該当しないものとみなす。 

   ロ 当該認定贈与承継会社が、経営贈与承継期間内に第三項第九号に掲げる場合又

は贈与特定期間内に第五項の表の第一号の上欄（第三項第九号に係る部分に限

る。）に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、当該認定贈与承継

会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。 

  三 中小企業信用保険法（昭和二十五年法律第二百六十四号）第二条第五項第一号又

は第二号のいずれかに該当することにより当該認定贈与承継会社の売上金額が大幅

に減少した場合として政令で定める場合（前二号に掲げる場合に該当する場合を除

く。） 当該認定贈与承継会社が、経営贈与承継期間内に第三項第二号に掲げる場

合に該当することとなつた場合であつても、当該認定贈与承継会社は、売上金額に

応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときに限り、

経営贈与承継期間の末日においては、同号に掲げる場合に該当しないものとみなす。 

  四 中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号のいずれかに該当することに

より当該認定贈与承継会社の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場

合（前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。） 当該認定贈与承継会社が、経

営贈与承継期間内に第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は贈与特定期間内

に第五項の表の第一号の上欄（第三項第九号に係る部分に限る。）に掲げる場合に

該当することとなつた場合であつても、当該認定贈与承継会社は、売上金額に応じ

た常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときに限り、経

営贈与承継期間の末日（経営贈与承継期間内に第三項第九号に掲げる場合又は贈与

特定期間内に同表の第一号の上欄（同項第九号に係る部分に限る。）に掲げる場合

に該当することとなつた場合にあつては、経営贈与報告基準日（当該売上金額に係



る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」とい

う。）の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの期間（次のイ又は

ロに掲げる場合にあつては、それぞれイ又はロに定める期間））においては、これ

らの場合に該当しないものとみなす。 

   イ 当該基準日が最初の経営贈与報告基準日である場合 第一項の規定の適用に係

る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から当該基準日まで

の期間 

   ロ 経営贈与報告基準日が贈与特定期間内にある場合 経営贈与承継期間の末日か

ら一年を経過するごとの日（ロにおいて「特定基準日」という。）の直前の特定

基準日（当該一年を経過する日が最初の特定基準日である場合には、経営贈与承

継期間の末日）の翌日から次の特定基準日（当該売上金額に係る事業年度（当該

売上金額が中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号のいずれかに該当

する前の水準に最初に回復した事業年度として政令で定める事業年度前の事業年

度に限る。）の翌事業年度中にあるものに限る。）までの期間 

 31 前項の規定は、第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者（前項第一号若しくは

第二号の災害又は同項第三号の中小企業信用保険法第二条第五項第一号若しくは第二

号の事由若しくは前項第四号の同条第五項第三号若しくは第四号の事由（以下この項

において「災害等」という。）の発生前に第一項の規定の適用に係る贈与により同項

の非上場株式等の取得をしていた者に限る。次項において同じ。）が財務省令で定め

るところにより前項の規定の適用を受けたい旨を記載した届出書を当該災害等の発生

した日から十月を経過する日までに納税地の所轄税務署長に提出した場合（当該税務

署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該届出書を当該期限後に

提出した場合を含む。）に限り、適用する。 

 32 経営承継受贈者が有する特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が第三十項

各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該経営承継受贈者又は当

該認定贈与承継会社が経営贈与承継期間内に次の各号のいずれかに該当することとな

つたときは、当該経営承継受贈者又は当該認定贈与承継会社は、それぞれ第十六項第

一号又は第二号に掲げる場合に該当するものとみなして、この条の規定を適用する。 

  一 当該経営承継受贈者が当該認定贈与承継会社の非上場株式等の全部の譲渡等をし

たとき（次のイ又はロのいずれかに該当するときに限るものとし、当該認定贈与承

継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつたとき（当該他

の会社が当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、

かつ、当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付がないときに限る。）

を除く。）。 

   イ その譲渡等が当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外の者

のうちの一人の者として政令で定めるものに対して行うものであるとき。 



   ロ その譲渡等が、民事再生法の規定による再生計画又は会社更生法の規定による

更生計画の認可の決定があつた場合において、当該再生計画又は当該更生計画に

基づき当該非上場株式等を消却するために行うものであるとき。 

  二 当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について破産手続開始の決定

又は特別清算開始の命令があつたとき。 

 33 前項の規定の適用がある場合における第十六項の規定の適用については、同項第一

号及び第二号中「の末日の翌日以後に」とあるのは、「内に」とする。 

 34 第三十一項及び前項に定めるもののほか、第三十項及び第三十二項の規定の適用に

関し必要な事項は、政令で定める。 

  第七十条の七の二第二項第一号イ中「ホ及び次項第二号」を「以下この条」に改め、

同項第七号イ中「及び第十項」を「、第十項及び第三十一項第二号イ」に改め、同条第

八項中「同条第十六項」を「同条第十五項」に改め、同条第十七項第一号中「場合を含

む」の下に「。第三十三項第一号ロにおいて同じ」を、「）を含む」の下に「。同号ロ

において同じ」を加え、同条第三十三項を同条第四十二項とし、同条第三十二項を同条

第四十一項とし、同条第三十一項を同条第四十項とし、同条第三十項の次に次の九項を

加える。 

 31 第一項の特例非上場株式等に係る認定承継会社が次の各号に掲げる場合に該当する

こととなつた場合における当該認定承継会社に係る同項の規定の適用を受ける経営承

継相続人等に対する第三項及び第五項の規定の適用については、当該各号に定めると

ころによる。 

  一 当該認定承継会社の事業の用に供する資産が災害によつて甚大な被害を受けた場

合として政令で定める場合 当該認定承継会社が、経営承継期間（当該災害が発生

した日以後の期間に限る。以下この項及び第三十三項において同じ。）内に第三項

第二号若しくは第九号に掲げる場合又は特定期間（経営承継期間の末日の翌日から

当該災害が発生した日の直前の経営報告基準日の翌日以後十年を経過する日までの

期間（最初の経営報告基準日が当該災害が発生した日後に到来する場合にあつては、

当該経営報告基準日の翌日から同日以後十年を経過する日までの期間）をいう。以

下第四号までにおいて同じ。）内に第五項の表の第一号の上欄（第三項第九号に係

る部分に限る。）に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、当該認定

承継会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。 

  二 当該認定承継会社の事業所（常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場

その他これらに類するものに限る。イにおいて同じ。）が災害によつて被害を受け

たことにより当該認定承継会社における雇用の確保が困難となつた場合として政令

で定める場合（前号に掲げる場合に該当する場合を除く。） 次に定めるところに

よる。 

   イ 各第一種基準日におけるその事業所（イにおいて「被災事業所」という。）の



常時使用従業員の数の合計を経営承継期間の末日において経営承継期間内にある

第一種基準日の数で除して計算した数が、当該被災事業所の常時使用従業員の雇

用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となつたことにより当

該認定承継会社が第三項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合（当該

認定承継会社の事業所のうちに被災事業所以外の事業所がある場合にあつては、

各第一種基準日における当該事業所の常時使用従業員の数の合計を経営承継期間

の末日において経営承継期間内にある第一種基準日の数で除して計算した数が、

当該事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数

以上である場合に限る。）であつても、当該認定承継会社は、同号に掲げる場合

に該当しないものとみなす。 

   ロ 当該認定承継会社が、経営承継期間内に第三項第九号に掲げる場合又は特定期

間内に第五項の表の第一号の上欄（第三項第九号に係る部分に限る。）に掲げる

場合に該当することとなつた場合であつても、当該認定承継会社は、これらの場

合に該当しないものとみなす。 

  三 中小企業信用保険法第二条第五項第一号又は第二号のいずれかに該当することに

より当該認定承継会社の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合

（前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。） 当該認定承継会社が、経営承継

期間内に第三項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、当該

認定承継会社は、売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときと

して政令で定めるときに限り、経営承継期間の末日においては、同号に掲げる場合

に該当しないものとみなす。 

  四 中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号のいずれかに該当することに

より当該認定承継会社の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合

（前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。） 当該認定承継会社が、経営承継

期間内に第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は特定期間内に第五項の表の

第一号の上欄（第三項第九号に係る部分に限る。）に掲げる場合に該当することと

なつた場合であつても、当該認定承継会社は、売上金額に応じた常時使用従業員の

雇用が確保されているときとして政令で定めるときに限り、経営承継期間の末日

（経営承継期間内に第三項第九号に掲げる場合又は特定期間内に同表の第一号の上

欄（同項第九号に係る部分に限る。）に掲げる場合に該当することとなつた場合に

あつては、経営報告基準日（当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるも

のに限る。以下この号において「基準日」という。）の直前の経営報告基準日の翌

日から当該基準日までの期間（次のイ又はロに掲げる場合にあつては、それぞれイ

又はロに定める期間））においては、これらの場合に該当しないものとみなす。 

   イ 当該基準日が最初の経営報告基準日である場合 第一項の規定の適用に係る相

続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から当該基準日までの期間 



   ロ 経営報告基準日が特定期間内にある場合 経営承継期間の末日から一年を経過

するごとの日（ロにおいて「特定基準日」という。）の直前の特定基準日（当該

一年を経過する日が最初の特定基準日である場合には、経営承継期間の末日）の

翌日から次の特定基準日（当該売上金額に係る事業年度（当該売上金額が中小企

業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号のいずれかに該当する前の水準に最

初に回復した事業年度として政令で定める事業年度前の事業年度に限る。）の翌

事業年度中にあるものに限る。）までの期間 

 32 前項の規定は、第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等（前項第一号若しく

は第二号の災害又は同項第三号の中小企業信用保険法第二条第五項第一号若しくは第

二号の事由若しくは前項第四号の同条第五項第三号若しくは第四号の事由（第三十五

項及び第三十七項並びに第七十条の七の四第十八項において「災害等」という。）の

発生した日から一年を経過する日の前日までに第一項の規定の適用に係る相続又は遺

贈により同項の非上場株式等の取得をしていた者に限る。次項において同じ。）が財

務省令で定めるところにより前項の規定の適用を受けたい旨を記載した届出書を政令

で定める期限までに納税地の所轄税務署長に提出した場合（当該税務署長においてや

むを得ない事情があると認める場合には、当該届出書を当該期限後に提出した場合を

含む。）に限り、適用する。 

 33 経営承継相続人等が有する特例非上場株式等に係る認定承継会社が第三十一項各号

に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該経営承継相続人等又は当該

認定承継会社が経営承継期間内に次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、

当該経営承継相続人等又は当該認定承継会社は、それぞれ第十七項第一号又は第二号

に掲げる場合に該当するものとみなして、この条の規定を適用する。 

  一 当該経営承継相続人等が当該認定承継会社の非上場株式等の全部の譲渡等をした

とき（次のイ又はロのいずれかに該当するときに限るものとし、当該認定承継会社

が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつたとき（当該他の会社

が当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、か

つ、当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付がないときに限る。）を

除く。）。 

   イ その譲渡等が当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外の

者のうちの一人の者として政令で定めるものに対して行うものであるとき。 

   ロ その譲渡等が、民事再生法の規定による再生計画又は会社更生法の規定による

更生計画の認可の決定があつた場合において、当該再生計画又は当該更生計画に

基づき当該非上場株式等を消却するために行うものであるとき。 

  二 当該特例非上場株式等に係る認定承継会社について破産手続開始の決定又は特別

清算開始の命令があつたとき。 

 34 前項の規定の適用がある場合における第十七項の規定の適用については、同項第一



号及び第二号中「の末日の翌日以後に」とあるのは、「内に」とする。 

 35 災害等が発生した日から同日以後一年を経過する日までの間に相続又は遺贈により

会社の非上場株式等の取得をした個人が第一項の規定の適用を受けようとする場合

（当該会社が次に掲げる場合に該当する場合に限る。）における第二項第一号の規定

の適用については、同号中「要件の全て」とあるのは、「要件（ロに掲げるものを除

く。）の全て」とする。 

  一 当該会社の事業の用に供する資産が災害によつて甚大な被害を受けた場合として

政令で定める場合 

  二 当該会社の事業所（常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他こ

れらに類するものに限る。）が災害によつて被害を受けたことにより当該会社にお

ける雇用の確保が困難となつた場合として政令で定める場合（前号に掲げる場合に

該当する場合を除く。） 

  三 中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号のいずれかに該当することに

より当該会社の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合（前二号に

掲げる場合に該当する場合を除く。） 

 36 前項の個人が同項の規定の適用を受けようとする場合における第九項の規定の適用

については、同項中「又は当該」とあるのは、「又は第三十五項の規定の適用を受け

ようとする旨を記載した書類並びに当該」とする。 

 37 災害等が発生した日から同日以後一年を経過する日までの間に被相続人から第一項

の規定の適用に係る相続又は遺贈により認定承継会社の同項に規定する非上場株式等

の取得をした個人が同項の規定の適用を受けようとする場合（当該認定承継会社が第

三十一項第一号、第二号又は第四号に掲げる場合に該当する場合に限る。）における

第二項第三号の規定の適用については、同号中「要件の全て」とあるのは、「要件

（ホに掲げるものを除く。）の全て」とする。 

 38 前項の個人が同項の規定の適用を受けようとする場合における第九項の規定の適用

については、同項中「又は当該」とあるのは、「又は第三十七項の規定の適用を受け

ようとする旨を記載した書類並びに当該」とする。 

 39 第三十二項及び第三十四項に定めるもののほか、第三十一項、第三十三項及び第三

十五項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

  第七十条の七の三第一項中「同条第四項から第六項まで、第十二項、第十三項又は第

十五項」を「同条第三項から第五項まで、第十一項、第十二項又は第十四項」に、「限

り」を「限るものとし」に改め、同条第二項中「同条第十六項」を「同条第十五項」に、

「第七十条の七第十六項」を「第七十条の七第十五項」に改め、同条第三項中「及び第

五項」を「、第五項及び第十八項」に改める。 

  第七十条の七の四第二項第一号中「要件の」を「要件（同項の規定の適用を受ける経

営相続承継受贈者に係る贈与者が第五号の五年を経過する日の翌日以後に死亡した場合



には、ハに掲げるものを除く。）の」に改め、同号イ中「ヘ」を「ホ及び第十八項第二

号」に改め、同号ホを削り、同号ヘを同号ホとし、同号ト中「ヘ」を「ホ」に改め、同

号トを同号ヘとし、同項第三号ロ及びハ中「非上場株式等」を「株式等」に改め、同項

第五号中「同条第十六項」を「同条第十五項」に改め、同条第七項第三号中「ヘ」を

「ホ」に、「その他」を「（当該経営相続承継受贈者に係る贈与者が同項第五号の五年

を経過する日の翌日以後に死亡した場合には、同項第一号ハに掲げるものを除く。）そ

の他」に改め、同条第十八項を同条第二十二項とし、同条第十七項中「第七十条の七の

二第三十二項」を「第七十条の七の二第四十一項」に、「同条第三十一項」を「同条第

四十項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十六項中「第七十条の七の二第三

十一項」を「第七十条の七の二第四十項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十

五項の次に次の四項を加える。 

 16 第七十条の七の二第三十一項及び第三十二項の規定は、第一項の特例相続非上場株

式等に係る認定相続承継会社が同条第三十一項各号に掲げる場合に該当することとな

つた場合における当該認定相続承継会社に係る第一項の規定の適用を受ける経営相続

承継受贈者に対する第三項において準用する同条第三項及び第五項の規定の適用につ

いて準用する。 

 17 第七十条の七の二第三十三項及び第三十四項の規定は、経営相続承継受贈者が有す

る特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社が同条第三十一項各号に掲げる場合

に該当することとなつた場合において、当該経営相続承継受贈者又は当該認定相続承

継会社が経営相続承継期間内に同条第三十三項各号のいずれかに該当することとなつ

たときについて準用する。 

 18 災害等が発生した日から同日以後一年を経過する日までの間に前条第一項の規定に

より同項の贈与者から相続又は遺贈により第七十条の七第一項の規定の適用に係る特

例受贈非上場株式等の取得をしたものとみなされた個人が第一項の規定の適用を受け

ようとする場合（当該特例受贈非上場株式等に係る会社が次に掲げる場合に該当する

場合に限る。）における第二項第一号の規定の適用については、同号中「要件（」と

あるのは「要件（ロに掲げるものを除き、」と、「、ハ」とあるのは「、ロ及びハ」

とする。 

  一 当該会社の事業の用に供する資産が災害によつて甚大な被害を受けた場合として

政令で定める場合 

  二 当該会社の事業所（常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他こ

れらに類するものに限る。）が災害によつて被害を受けたことにより当該会社にお

ける雇用の確保が困難となつた場合として政令で定める場合（前号に掲げる場合に

該当する場合を除く。） 

  三 中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号のいずれかに該当することに

より当該会社の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合（前二号に



掲げる場合に該当する場合を除く。） 

 19 前項の個人が同項の規定の適用を受けようとする場合における第七項の規定の適用

については、同項第一号中「当該」とあるのは、「第十八項の規定の適用を受けよう

とする旨を記載した書類並びに当該」とする。 

  第七十条の七の五第一項中「第七十条の七の九」を「第七十条の七の八」に、「起算

して三年を経過する日」を「平成三十二年九月三十日」に改め、「（以下第七十条の七

の七まで」の下に「及び第七十条の七の十」を加え、同条第二項中「第七十条の七の

九」を「第七十条の七の十」に改め、同項第一号中「及び第七十条の七の八第二項」を

「、第七十条の七の八第二項及び第七十条の七の十」に改める。 

  第七十条の七の六第一項、第七十条の七の七第二項及び第七十条の七の八第一項中

「起算して三年を経過する日」を「平成三十二年九月三十日」に改める。 

  第七十条の七の九第一項中「平成二十六年改正医療法施行日から起算して三年を経過

する日」を「平成三十二年九月三十日」に改める。 

  第七十条の七の九の次に次の一条を加える。 

  （医療法人の持分の放棄があつた場合の贈与税の課税の特例） 

 第七十条の七の十 認定医療法人（医療法等の一部を改正する法律（平成二十九年法律

第▼▼▼号）附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から平成三十二年九月三十日

までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。）の持分を有する個人が当該

持分の全部又は一部の放棄（当該認定医療法人がその移行期限までに新医療法人（平

成十八年医療法等改正法附則第十条の二に規定する新医療法人をいう。次項において

同じ。）への移行をする場合における当該移行の基因となる放棄に限るものとし、当

該個人の遺言による放棄を除く。）をしたことにより当該認定医療法人が経済的利益

を受けた場合であつても、当該認定医療法人が受けた当該経済的利益については、相

続税法第六十六条第四項の規定は、適用しない。 

 ２ 前項の規定の適用を受けた認定医療法人（当該認定医療法人が合併により消滅した

場合には、その合併後存続する医療法人で財務省令で定めるもの。第七項及び第八項

において同じ。）が、前項の規定の適用に係る相続税法第二十八条の規定による申告

書の提出期限から当該認定医療法人が新医療法人への移行をした日から起算して六年

を経過する日までの間に、平成十八年医療法等改正法附則第十条の四第二項又は第三

項の規定により厚生労働大臣認定が取り消された場合には、前項の規定にかかわらず、

当該認定医療法人を個人とみなして、これに同項の経済的利益について贈与税を課す

る。この場合において、当該認定医療法人は、当該厚生労働大臣認定が取り消された

日の翌日から二月以内に、同項の規定の適用を受けた年分の贈与税についての修正申

告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納

付しなければならない。 

 ３ 前項の規定に該当することとなつた場合において、同項の規定による修正申告書の



提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該修正申告書に記載すべきであつた

贈与税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更

正を行う。 

 ４ 第二項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法及び相続税法第

三十六条の規定の適用については、次に定めるところによる。 

  一 当該修正申告書で第二項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国

税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを期限内申告書とみなす。 

  二 当該修正申告書で第二項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正に

ついては、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及

び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の十第二項に規定する

修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号中「期限内申告書」とあ

るのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」と、同条第二項中「期限内申告

書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の十第二項の規定

による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第四項第二号中

「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」と、同法

第六十七条第二項中「同項」とあるのは「第三十六条第一項」とする。 

  三 国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修

正申告書及び更正には、適用しない。 

  四 相続税法第三十六条第一項第一号及び第二号並びに第三項中「第二十八条第一項

又は第二項の規定による申告書の提出期限」とあり、並びに同条第四項中「申告書

の提出期限」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七の十第二項（医療法人の

持分の放棄があつた場合の贈与税の課税の特例）に規定する修正申告書の提出期

限」とする。 

 ５ 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする認定医療法人の相続税法第二

十八条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、当該認

定医療法人が同項の放棄により受けた経済的利益についての明細その他の財務省令で

定める書類の添付がある場合に限り、適用する。 

 ６ 税務署長は、前項の記載又は添付がない相続税法第二十八条の規定による申告書の

提出があつた場合において、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない

事情があると認めるときは、その記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の

提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。 

 ７ 厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長は、第一項の規定の適用を

受ける認定医療法人について、平成十八年医療法等改正法附則第十条の四第二項又は

第三項の規定により厚生労働大臣認定を取り消した場合には、遅滞なく、その旨その

他財務省令で定める事項を、書面により、国税庁長官又は当該認定医療法人の納税地

の所轄税務署長に通知しなければならない。 



 ８ 税務署長は、第一項の場合において厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚

生支局長の事務（同項の規定の適用を受ける認定医療法人に関する事務で、前項の規

定の適用に係るものに限る。）の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認める

ときは、厚生労働大臣又は当該地方厚生局長若しくは当該地方厚生支局長に対し、当

該認定医療法人が第一項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を通知

することができる。 

 ９ 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必

要な事項は、政令で定める。 

  第七十条の八第四項中「同条第十七項」を「同条第十九項」に改める。 

  第七十条の八の二第一項中「第五条第二項第四号の三」を「第五条第二項第六号」に

改める。 

  第七十条の十三第一項中「又は第七十条の三第四項」を「、第七十条の三第四項又は

第七十条の七の十第二項」に改める。 

  第七十二条第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」

に改める。 

  第七十二条の二、第七十三条及び第七十五条中「平成二十九年三月三十一日」を「平

成三十二年三月三十一日」に改める。 

  第七十七条中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に、

「千分の八」を「千分の十」に改める。 

  第七十八条中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め

る。 

  第八十条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。 

 ３ 次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、農業競争力強化

支援法第十九条第二項に規定する認定事業再編計画に係る同法第十八条第一項又は第

十九条第一項の認定に係るものであつて同法の施行の日から平成三十一年三月三十一

日までの間にされたこれらの認定に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許

税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの認定の日から一年以内に登記を

受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項

の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。 

  一 株式会社の設立又は資本金の額の増加（これらの認定により増加した資本金の額

のうち三千億円を超える部分並びに次号及び第三号に掲げるものを除く。） 千分

の三・五 

  二 合併による株式会社の設立又は資本金の額の増加 イ又はロに掲げる部分の区分

に応じイ又はロに定める割合 

   イ 資本金の額又は合併により増加した資本金の額のうち、合併により消滅した会

社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものに達するま



での資本金の額に対応する部分 千分の一 

   ロ イに掲げる部分以外の部分（これらの認定により増加した資本金の額のうち三

千億円を超える部分を除く。） 千分の三・五 

  三 分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加（これらの認定により増加した

資本金の額のうち三千億円を超える部分を除く。） 千分の五 

  四 法人の設立、資本金若しくは出資金の額の増加又は事業に必要な資産の譲受けの

場合における不動産の所有権の取得（次号及び第六号に掲げるものを除く。） 千

分の十六 

  五 合併による法人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の場合における不動

産の所有権の取得 千分の二 

  六 分割による法人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の場合における不動

産の所有権の取得 千分の四 

  第八十条の二中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改

める。 

  第八十二条を削り、第八十二条の二を第八十二条とする。 

  第八十三条及び第八十三条の二中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三

月三十一日」に改める。 

  第八十三条の三の見出し中「特例事業者」を「特例事業者等」に改め、同条第一項中

「第二条第七項」を「第二条第九項」に改め、「特例事業者」の下に「（同法第二十二

条の二第三項に規定する小規模特例事業者を除く。次項において同じ。）又は同法第二

条第十一項に規定する適格特例投資家限定事業者」を加え、「平成二十九年三月三十一

日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め、同項第一号中「以下この条」を「第三号

及び次項」に改め、同項第三号中「増築等」を「特定増築等」に改め、同条第二項中

「第二条第七項」を「第二条第九項」に改め、「特例事業者」の下に「又は同条第十一

項に規定する適格特例投資家限定事業者」を加え、「特定建築物に」を「建築物に」に、

「増築等」を「特定増築等」に改め、同条に次の二項を加える。 

 ３ 不動産特定共同事業法第二条第七項に規定する小規模不動産特定共同事業者又は同

法第二十二条の二第三項に規定する小規模特例事業者が、同法第二条第三項に規定す

る不動産特定共同事業契約（同項第一号又は第二号に掲げる契約のうち政令で定める

ものに限る。）に係る不動産取引の目的となる建築物で次に掲げるものの取得をした

場合には、当該建築物の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で

定めるところにより不動産特定共同事業法の一部を改正する法律（平成二十九年法律

第▼▼▼号）の施行の日から平成三十一年三月三十一日までの間に登記を受けるもの

に限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の十三とする。 

  一 建替えにより政令で定める用途に供する建築物（次号及び次項において「特例建

築物」という。）の新築又は改築をする場合における当該建替えが必要な建築物と



して政令で定めるもの 

  二 特例建築物とするために増築、修繕又は模様替で政令で定めるもの（次項におい

て「特例増築等」という。）をすることが必要な建築物として政令で定めるもの 

 ４ 不動産特定共同事業法第二条第七項に規定する小規模不動産特定共同事業者又は同

法第二十二条の二第三項に規定する小規模特例事業者が、前項に規定する不動産特定

共同事業契約に係る不動産取引の目的となる建築物（特例建築物又は同項第二号に掲

げる建築物に限る。）の新築、改築又は特例増築等をした場合には、当該建築物（特

例増築等の場合にあつては、当該特例増築等部分に限る。）の所有権の保存の登記に

係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより同項に規定する期間内に登

記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の三とする。 

  第五章中第八十四条の六を第八十四条の七とし、第八十四条の五を削り、第八十四条

の四を第八十四条の六とし、第八十四条の三の次に次の二条を加える。 

  （自然災害の被災者等が新築又は取得をした建物に係る所有権の保存登記等の免税） 

 第八十四条の四 自然災害（被災者生活再建支援法第二条第二号に規定する政令で定め

る自然災害をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。）の被災者であつて政

令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者（同項において「被災者

等」という。）が当該自然災害により滅失した建物又は当該自然災害により損壊した

ため取り壊した建物（同項において「滅失建物等」という。）に代わるものとして新

築又は取得をした建物で政令で定めるものの所有権の保存又は移転の登記については、

財務省令で定めるところにより当該自然災害の発生した日から同日以後五年を経過す

る日までの間に受けるものに限り、登録免許税を課さない。 

 ２ 前項の規定の適用を受ける建物の新築又は取得のための資金の貸付け（貸付けに係

る債務の保証を含む。以下この項及び次条第二項において同じ。）が行われる場合又

はその対価の支払が賦払の方法により行われる場合におけるその貸付けに係る債権

（当該保証に係る求償権を含む。以下この項及び同条第二項において同じ。）又はそ

の賦払金に係る債権を担保するために受ける当該建物を目的とする抵当権の設定の登

記については、当該建物の所有権の保存又は移転の登記と同時に受けるものに限り、

登録免許税を課さない。 

  （自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土地を取得した場合の所有権の移転登記

等の免税） 

 第八十四条の五 自然災害の被災者等が前条第一項の規定の適用を受ける建物（以下こ

の項において「被災代替建物」という。）の敷地の用に供される土地の所有権又は地

上権若しくは賃借権の取得をした場合において、当該土地（当該被災代替建物に係る

滅失建物等の床面積の状況その他の事情を勘案して政令で定める面積を超えない部分

に限る。）の所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記につ

いては、財務省令で定めるところにより当該自然災害の発生した日から同日以後五年



を経過する日までの間に受けるものに限り、登録免許税を課さない。 

 ２ 前項の規定の適用を受ける土地の所有権若しくは地上権若しくは賃借権の取得のた

めの資金の貸付けが行われる場合又はその対価の支払が賦払の方法により行われる場

合におけるその貸付けに係る債権又はその賦払金に係る債権を担保するために受ける

当該土地を目的とする抵当権の設定の登記については、当該土地の所有権の移転又は

地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記と同時に受けるものに限り、登録免

許税を課さない。 

  第八十五条第一項中「この節」を「第八十六条の二まで」に、「第八十七条の七」を

「第八十七条の五」に改める。 

  第八十六条の三中「第八十七条の五第一項」を「第八十七条の三第一項」に改める。 

  第八十六条の四第一項中「いう」の下に「。次条において同じ」を加える。 

  第六章第一節中第八十六条の五を第八十六条の六とし、第八十六条の四の次に次の一

条を加える。 

  （納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例） 

 第八十六条の五 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関

する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害（以下こ

の条において「特定非常災害」という。）の被災者である事業者（消費税法第二条第

一項第四号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。）（以下この条にお

いて「被災事業者」という。）で被災日（事業者が被災事業者となつた日をいう。以

下この条において同じ。）の属する課税期間以後の課税期間につき消費税法第九条第

四項の規定の適用を受けようとする者が、同項の規定による届出書を国税庁長官が当

該特定非常災害の状況及び当該特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定による

申告に関する期限の延長の状況を勘案して別に定める日（以下この条において「指定

日」という。）までにその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該届出書

を同項の規定の適用を受けようとする課税期間の初日の前日（当該課税期間が同項に

規定する事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間であつて、

かつ、当該届出書が当該課税期間の末日の翌日以後に提出された場合には、当該課税

期間の末日）に当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。 

 ２ 消費税法第九条第四項の規定による届出書を提出した事業者が被災事業者となつた

場合又は被災事業者が指定日までに当該届出書を提出した場合におけるこれらの事業

者の被災日の属する課税期間以後の課税期間（当該届出書の提出により消費税を納め

る義務が免除されないこととなる課税期間に限る。）に係る同条第五項の規定による

届出書の提出については、同条第六項及び第七項の規定は、適用しない。 

 ３ 被災事業者で被災日の属する課税期間以後の課税期間につき消費税法第九条第四項

の規定の適用を受けることをやめようとする者が、同条第五項の規定による届出書を

指定日までにその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該届出書を同条第



四項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の前日に当該税務署

長に提出したものとみなして、同条第八項の規定を適用する。 

 ４ 消費税法第十二条の二第一項に規定する新設法人又は同法第十二条の三第一項に規

定する特定新規設立法人が被災事業者となつた場合（当該新設法人又は当該特定新規

設立法人が特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定の適用を受けた者でない場

合にあつては、この項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項

を記載した届出書を消費税法第十二条の二第二項又は第十二条の三第三項に規定する

基準期間がない事業年度のうち最後の事業年度終了の日と指定日とのいずれか遅い日

までにその納税地を所轄する税務署長に提出した場合に限る。）における当該被災事

業者に係る被災日の属する課税期間以後の課税期間については、同法第十二条の二第

二項（同法第十二条の三第三項において準用する場合を含む。）の規定は、適用しな

い。 

 ５ 被災事業者が、被災日前に高額特定資産の仕入れ等を行つた場合（消費税法第十二

条の四第一項に規定する高額特定資産の仕入れ等を行つた場合をいう。以下この項及

び第七項において同じ。）に該当していた場合（当該被災事業者が特定非常災害に係

る国税通則法第十一条の規定の適用を受けた者でない場合にあつては、この項の規定

の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を当該該当

していた場合における高額特定資産の仕入れ等の日（消費税法第十二条の四第一項各

号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日をいう。以下この項において同じ。）の属

する課税期間の末日と指定日とのいずれか遅い日までにその納税地を所轄する税務署

長に提出した場合に限る。）又は被災日から指定日以後二年を経過する日の属する課

税期間の末日までの間に高額特定資産の仕入れ等を行つた場合に該当することとなつ

た場合（当該被災事業者が特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定の適用を受

けた者でない場合にあつては、この項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省

令で定める事項を記載した届出書を当該該当することとなつた場合における高額特定

資産の仕入れ等の日の属する課税期間の末日と指定日とのいずれか遅い日までにその

納税地を所轄する税務署長に提出した場合に限る。）における当該被災事業者の被災

日の属する課税期間以後の課税期間（当該高額特定資産の仕入れ等を行つた場合に該

当することにより消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る。）

については、消費税法第十二条の四第一項の規定は、適用しない。 

 ６ 消費税法第十二条の二第一項に規定する新設法人又は同法第十二条の三第一項に規

定する特定新規設立法人が被災事業者となつた場合における当該被災事業者の被災日

の属する課税期間以後の課税期間に係る同法第三十七条第一項の規定による届出書の

提出については、同条第三項（第二号に係る部分に限る。）の規定は、適用しない。 

 ７ 被災事業者が、被災日前に高額特定資産の仕入れ等を行つた場合に該当していた場

合又は被災日から指定日以後二年を経過する日の属する課税期間の末日までの間に高



額特定資産の仕入れ等を行つた場合に該当することとなつた場合における当該被災事

業者の被災日の属する課税期間以後の課税期間（当該高額特定資産の仕入れ等を行つ

た場合に該当することにより消費税法第三十七条第一項の規定の適用を受けることが

できないこととなる課税期間に限る。）に係る同項の規定による届出書の提出につい

ては、同条第三項（第三号に係る部分に限る。）の規定は、適用しない。 

 ８ 被災事業者で被災日の属する課税期間以後の課税期間につき消費税法第三十七条第

一項の規定の適用を受けようとする者が、同項の規定による届出書を指定日までにそ

の納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該届出書を同項の規定の適用を受

けようとする課税期間の初日の前日（当該課税期間が同項に規定する事業を開始した

日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間であつて、かつ、当該届出書が当

該課税期間の末日の翌日以後に提出された場合には、当該課税期間の末日）に当該税

務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。 

 ９ 消費税法第三十七条第一項の規定による届出書を提出した事業者が被災事業者とな

つた場合又は被災事業者が指定日までに当該届出書を提出した場合におけるこれらの

事業者の被災日の属する課税期間以後の課税期間（当該届出書の提出により同項の規

定の適用を受けることとなる課税期間に限る。）に係る同条第五項の規定による届出

書の提出については、同条第六項の規定は、適用しない。 

 10 被災事業者で被災日の属する課税期間以後の課税期間につき消費税法第三十七条第

一項の規定の適用を受けることをやめようとする者が、同条第五項の規定による届出

書を指定日までにその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該届出書を同

条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の前日に当該税

務署長に提出したものとみなして、同条第七項の規定を適用する。 

 11 第八項又は前項の届出書を提出した被災事業者がその提出前に消費税法第四十三条

第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出している場合におけるこれらの規定

の適用その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

  第八十七条第一項中「連続式蒸留しようちゆう」を「連続式蒸留焼酎」に、「単式蒸

留しようちゆう」を「単式蒸留焼酎」に改める。 

  第八十七条の二中「平成十八年五月一日以後に」を削り、同条第一号中「九度」を

「十一度」に、「八万円」を「十万円」に改め、同条第二号中「九度」を「十一度」に、

「八万円」を「十万円」に、「八度」を「十度」に改める。 

  第八十七条の三及び第八十七条の四を削る。 

  第八十七条の五第一項中「、平成二十九年三月三十一日までに」を削り、「の規定及

び第八十七条の二」を「及び前条」に改め、同条を第八十七条の三とする。 

  第八十七条の六第一項中「又は第二十九条」を「若しくは第二十九条の規定又は第八

十七条の六」に改め、同条を第八十七条の四とする。 

  第八十七条の七を第八十七条の五とし、同条の次に次の二条を加える。 



  （輸出酒類販売場から移出する酒類に係る酒税の免税） 

 第八十七条の六 輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が、外国為替及び外国貿易法第

六条第一項第六号に規定する非居住者（以下この条において「非居住者」という。）

に対し、政令で定める酒類で輸出するため政令で定める方法により購入されるものを

販売するため、当該酒類を当該輸出酒類販売場から移出する場合には、当該移出に係

る酒税を免除する。 

 ２ 前項の規定は、同項の移出をした輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が、当該酒

類が非居住者によつて同項に規定する方法により購入されたことを証する書類若しく

は電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することが

できない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるも

のをいう。以下この項において同じ。）を保存せず、又は当該移出をした日の属する

月分の酒税法第三十条の二第一項若しくは第二項の規定による申告書（これらの規定

に規定する期限内に提出するものに限る。）に当該酒類が非居住者によつて前項に規

定する方法により購入されたことについての明細を記載した書類として政令で定める

書類を添付しない場合には、適用しない。ただし、既に次項本文若しくは第五項本文

の規定の適用があつた場合又は災害その他やむを得ない事情により当該酒類が非居住

者によつて前項に規定する方法により購入されたことを証する書類若しくは電磁的記

録を保存することができなかつたこと若しくは当該政令で定める書類を添付すること

ができなかつたことを当該酒類製造者が証明した場合は、この限りでない。 

 ３ 輸出酒類販売場において第一項に規定する酒類を同項に規定する方法により購入し

た非居住者が、本邦から出国する日（その者が居住者（外国為替及び外国貿易法第六

条第一項第五号に規定する居住者をいう。以下この項において同じ。）となる場合に

は、当該居住者となる日）までに当該酒類を輸出しないときは、その出港地を所轄す

る税関長（その者が居住者となる場合には、そのなる時におけるその者の住所又は居

所の所在地を所轄する税務署長。以下この項において同じ。）は、その者が当該酒類

を災害その他やむを得ない事情により亡失したため輸出しないことにつき当該税関長

の承認を受けた場合を除き、その者から当該酒類の移出についての第一項の規定によ

る免除に係る酒税額に相当する酒税を直ちに徴収する。ただし、既に前項本文に規定

する場合に該当する事実が生じている場合又は第五項本文の規定の適用があつた場合

は、この限りでない。 

 ４ 第一項に規定する酒類で非居住者が輸出酒類販売場において同項に規定する方法に

より購入したものは、国内（この法律の施行地をいう。次項及び第六項において同

じ。）において譲渡又は譲受け（これらの委託を受け、若しくは媒介のため当該酒類

を所持し、又は譲渡のためその委託を受けた者若しくは媒介をする者に所持させるこ

とを含む。以下この条において「譲渡等」という。）をしてはならない。ただし、当

該酒類の譲渡等をすることにつきやむを得ない事情がある場合において、当該酒類の



所在場所を所轄する税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。 

 ５ 国内において前項に規定する酒類の譲渡等がされたときは、税務署長は、同項ただ

し書の承認を受けた者があるときはその者から、当該承認を受けないで当該譲渡等が

されたときは当該酒類を譲り渡した者（同項本文に規定する所持をさせた者を含むも

のとし、これらの者が判明しない場合には、当該酒類を譲り受けた者又は当該所持を

した者とする。）から当該酒類の移出についての第一項の規定による免除に係る酒税

額に相当する酒税を直ちに徴収する。ただし、既に第二項本文に規定する場合に該当

する事実が生じている場合又は第三項本文の規定の適用があつた場合は、この限りで

ない。 

 ６ 第三項本文の規定の適用がある酒類に係る酒税の納税地は、同項に規定する出港地

又は住所若しくは居所の所在地とし、前項本文の規定の適用がある酒類に係る酒税の

納税地は、国内において第四項に規定する酒類の譲渡等があつた時（同項ただし書の

承認があつた場合には、その承認があつた時）における当該譲渡等又は承認に係る酒

類の所在場所とする。 

 ７ 第一項から第四項までに規定する輸出酒類販売場とは、第一号に掲げる酒類製造者

の経営する第二号に掲げる酒類の製造場であつて、非居住者に対し第一項に規定する

酒類で同項に規定する方法により購入されるものを販売することができるものとして、

当該酒類の製造場の所在地を所轄する税務署長の許可を受けた販売場をいう。 

  一 酒類製造者（酒税法第二十八条第六項及び第二十八条の三第四項の規定により酒

類製造者とみなされた者並びに第九項又は第十項の規定により輸出酒類販売場の許

可を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者を除く。）のうち、輸出

酒類販売場を経営することについて特に不適当と認められる事情がない者 

  二 酒類の製造場（酒税法第二十八条第六項及び第二十八条の三第四項の規定により

酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所にあつては、政令で定める場所に

限る。以下この項及び次項において同じ。）のうち、輸出物品販売場（消費税法第

八条第六項に規定する輸出物品販売場をいう。第九項において同じ。）である酒類

の製造場 

 ８ 酒類製造者の経営する酒類の販売場（酒税法第九条第一項に規定する販売業免許を

受けた販売場をいう。以下この項において同じ。）が当該酒類製造者の酒類の製造場

に近接することその他の政令で定める要件を満たす場合には、当該酒類の販売場を酒

類の製造場とみなして、この条の規定を適用する。この場合において、酒類の製造場

とみなされた酒類の販売場が前項の許可を受けたときにおける同法（第二章を除

く。）その他酒税に関する法令の規定の適用については、当該許可を受けた酒類の販

売場と当該酒類の製造場は一の酒類の製造場とみなす。 

 ９ 税務署長は、輸出酒類販売場（第七項に規定する輸出酒類販売場をいう。以下この

項、次項及び第十三項において同じ。）につき消費税法第八条第七項の規定により輸



出物品販売場の許可が取り消された場合には、当該輸出酒類販売場に係る第七項の許

可を取り消すものとする。 

 10 税務署長は、輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が酒税に関する法令の規定に違

反した場合又は輸出酒類販売場として施設その他の状況が特に不適当と認められる場

合には、当該輸出酒類販売場に係る第七項の許可を取り消すことができる。 

 11 国税通則法第七十四条の四第一項（第四号から第六号までに係る部分に限る。）及

び第二項並びに第七十四条の七から第七十四条の十一まで並びに第七十四条の十三の

規定は第三項又は第五項の規定による酒税の納税義務がある者又は納税義務があると

認められる者について、同法第七十四条の四第三項、第七十四条の七、第七十四条の

八及び第七十四条の十三の規定は第一項の規定の適用を受けた酒類につき第三項又は

第五項の規定による酒税の納税義務がある者又は納税義務があると認められる者と取

引があると認められる者について、それぞれ準用する。この場合において、同法第七

十四条の四第一項中「酒類製造者等（酒類製造者（酒税法（昭和二十八年法律第六

号）第七条第一項（酒類の製造免許）に規定する酒類製造者をいう。以下この条にお

いて同じ。）、酒母（同法第三条第二十四号（その他の用語の定義）に規定する酒母

をいう。以下この条において同じ。）若しくはもろみ（同法第三条第二十五号に規定

するもろみをいう。以下この条において同じ。）の製造者、酒類（同法第二条第一項

（酒類の定義及び種類）に規定する酒類をいう。以下この条において同じ。）の販売

業者又は特例輸入者（同法第三十条の六第三項（納期限の延長）に規定する特例輸入

者をいう。第四号において同じ。）をいう。第三項において同じ。）」とあるのは

「租税特別措置法第八十七条の六第三項又は第五項の規定による酒税の納税義務があ

る者又は納税義務があると認められる者（以下この項及び第三項において「免税酒類

に係る納税義務者等」という。）」と、「これらの者」とあるのは「免税酒類に係る

納税義務者等」と、同項第四号中「酒類の販売業者又は特例輸入者が所持する酒類」

とあるのは「免税酒類に係る納税義務者等が所持する租税特別措置法第八十七条の六

第一項の規定の適用を受けた酒類」と、同項第五号中「酒類、酒母若しくはもろみの

製造、貯蔵若しくは販売又は酒類の保税地域からの引取り」とあるのは「租税特別措

置法第八十七条の六第四項に規定する酒類の同項に規定する譲渡等（次号において

「免税酒類の譲渡等」という。）」と、同項第六号中「酒類、酒母又はもろみの製造、

貯蔵又は販売上必要な建築物、機械、器具、容器又は原料」とあるのは「免税酒類の

譲渡等に係る容器」と、同条第二項中「前項第一号から第四号までに掲げる物件又は

その原料」とあるのは「前項第四号に掲げる酒類」と、「これらの物件又はその原

料」とあるのは「当該酒類」と、同条第三項中「酒類製造者等に原料を譲渡する義務

があると認められる者その他自己の事業に関し酒類製造者等」とあるのは「免税酒類

に係る納税義務者等」と、「これらの者」とあるのは「その者」と読み替えるものと

する。 



 12 前項の規定により国税通則法第七十四条の四第一項（第四号から第六号までに係る

部分に限る。以下この項において同じ。）及び第二項の規定が準用される第三項又は

第五項の規定による酒税の納税義務がある者又は納税義務があると認められる者は同

条第一項に規定する酒類製造者等とみなして同法第百二十八条（第二号及び第三号中

同法第七十四条の四第一項及び第二項に係る部分に限る。）及び第百三十条の規定を、

前項の規定により同法第七十四条の四第三項の規定が準用される第一項の規定の適用

を受けた酒類につき第三項又は第五項の規定による酒税の納税義務がある者又は納税

義務があると認められる者と取引があると認められる者は同条第三項に規定する者と

みなして同法第百二十八条（第二号及び第三号中同法第七十四条の四第三項に係る部

分に限る。）及び第百三十条の規定を、それぞれ適用する。 

 13 輸出酒類販売場の許可に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、

政令で定める。 

 14 第四項本文の規定に違反して同項ただし書の承認を受けないで同項に規定する酒類

の譲渡等をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

 15 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又

は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、

その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。 

 第八十七条の七 削除 

  第八十七条の八第四項中「（昭和三十二年法律第二十六号）」を削り、「酒類製造者

（」を「酒類製造者等（酒類製造者（」に改め、「第四号において同じ。）」の下に

「をいう。第三項において同じ。）」を加え、同条第五項中「、同法」を「、酒税法」

に、「第百二十七条」を「第百二十八条」に、「第百二十九条」を「第百三十条」に改

める。 

  第八十八条の二第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一

日」に改める。 

  第八十九条第四項第一号中「及び無申告加算税」を「、無申告加算税及び重加算税」

に改め、同条第十項及び第十一項中「（昭和三十二年法律第二十六号）」を削り、同条

第十五項の表揮発油税法第十七条第一項の項中「及び無申告加算税」を「、無申告加算

税及び重加算税」に改め、「以下」を削り、同表揮発油税法第十七条第二項の項及び災

害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第一項の項中「及び無申

告加算税」を「、無申告加算税及び重加算税」に改める。 

  第八十九条の二第七項中「（昭和三十二年法律第二十六号）」を削り、同条第十項中

「、特定石油化学製品」を「特定石油化学製品」に、「の規定は、運搬中の特定石油化

学製品及びこれを運搬する者について」を「、第七十四条の七、第七十四条の八及び第

七十四条の十三の規定は特定石油化学製品の製造者又は販売業者に原料を譲渡する義務

があると認められる者その他自己の事業に関し特定石油化学製品の製造者又は販売業者



と取引があると認められる者について、それぞれ」に、「あるのは「特定石油化学製

品」と、同号ロ」を「あり、並びに同号ロ」に改め、同条第十一項中「）は、」を「）

は」に、「、同法」を「同法」に、「第百二十七条（第二号及び第三号中同法第七十四

条の五第二号イに係る部分に限る。）及び第百二十九条の規定を」を「第百二十八条

（第二号中同法第七十四条の五第二号イからハまでに係る部分及び第三号中同条第二号

イに係る部分に限る。）及び第百三十条の規定を、同項の規定により同法第七十四条の

五第二号ニの規定が準用される同項の特定石油化学製品の製造者又は販売業者に原料を

譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し特定石油化学製品の製造者

又は販売業者と取引があると認められる者は同号ニに規定する者とみなして同法第百二

十八条（第二号及び第三号中同法第七十四条の五第二号ニに係る部分に限る。）及び第

百三十条の規定を、それぞれ」に改める。 

  第八十九条の三第四項中「第七十四条の五第二号」の下に「（ニを除く。）」を加え、

「規定は、」を「規定は」に改め、「ついて」の下に「、同法第七十四条の五第二号ニ、

第七十四条の七、第七十四条の八及び第七十四条の十三の規定は同項の規定の適用を受

けた揮発油を移入した者に揮発油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事

業に関し同項の規定の適用を受けた揮発油を移入した者と取引があると認められる者に

ついて」を加え、同条第五項中「国税通則法第七十四条の五第二号」の下に「（ニを除

く。）」を加え、「者は、」を「者は」に、「、同法」を「同法」に、「第百二十七条

（第二号及び第三号中同法第七十四条の五第二号イに係る部分に限る。）及び第百二十

九条の規定を」を「第百二十八条（第二号中同法第七十四条の五第二号イからハまでに

係る部分及び第三号中同条第二号イに係る部分に限る。）及び第百三十条の規定を、前

項の規定により同法第七十四条の五第二号ニの規定が準用される同項の揮発油を移入し

た者に揮発油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の揮発

油を移入した者と取引があると認められる者は同号ニに規定する者とみなして同法第百

二十八条（第二号及び第三号中同法第七十四条の五第二号ニに係る部分に限る。）及び

第百三十条の規定を、それぞれ」に改め、同条第七項中「行なわれる」を「行われる」

に改める。 

  第八十九条の四第二項中「第七十四条の五第二号」の下に「（ニを除く。）」を加え、

「規定は、」を「規定は」に改め、「ついて」の下に「、同法第七十四条の五第二号ニ、

第七十四条の七、第七十四条の八及び第七十四条の十三の規定は前項の規定の適用を受

けた揮発油を前条第一項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者に揮発油を

譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し前項の規定の適用を受けた

揮発油を同条第一項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者と取引があると

認められる者について」を加え、同条第三項中「国税通則法第七十四条の五第二号」の

下に「（ニを除く。）」を加え、「者は、」を「者は」に、「、同法」を「同法」に、

「第百二十七条（第二号及び第三号中同法第七十四条の五第二号イに係る部分に限



る。）及び第百二十九条の規定を」を「第百二十八条（第二号中同法第七十四条の五第

二号イからハまでに係る部分及び第三号中同条第二号イに係る部分に限る。）及び第百

三十条の規定を、前項の規定により同法第七十四条の五第二号ニの規定が準用される同

項の揮発油を同項の場所に移入した者に揮発油を譲渡する義務があると認められる者そ

の他自己の事業に関し同項の揮発油を同項の場所に移入した者と取引があると認められ

る者は同号ニに規定する者とみなして同法第百二十八条（第二号及び第三号中同法第七

十四条の五第二号ニに係る部分に限る。）及び第百三十条の規定を、それぞれ」に改め、

同条第四項中「規定は、」を「規定は」に、「準用する」を「、それぞれ準用する」に

改める。 

  第九十条第四項中「第七十四条の五第二号」の下に「（ニを除く。）」を加え、「規

定は、」を「規定は」に改め、「ついて」の下に「、同法第七十四条の五第二号ニ、第

七十四条の七、第七十四条の八及び第七十四条の十三の規定は同項の規定の適用を受け

たみなし揮発油を移入した者にみなし揮発油を譲渡する義務があると認められる者その

他自己の事業に関し同項の規定の適用を受けたみなし揮発油を移入した者と取引がある

と認められる者について」を加え、同条第五項中「国税通則法第七十四条の五第二号」

の下に「（ニを除く。）」を加え、「者は、」を「者は」に、「、同法」を「同法」に、

「第百二十七条（第二号及び第三号中同法第七十四条の五第二号イに係る部分に限

る。）及び第百二十九条の規定を」を「第百二十八条（第二号中同法第七十四条の五第

二号イからハまでに係る部分及び第三号中同条第二号イに係る部分に限る。）及び第百

三十条の規定を、前項の規定により同法第七十四条の五第二号ニの規定が準用される同

項のみなし揮発油を移入した者にみなし揮発油を譲渡する義務があると認められる者そ

の他自己の事業に関し同項のみなし揮発油を移入した者と取引があると認められる者は

同号ニに規定する者とみなして同法第百二十八条（第二号及び第三号中同法第七十四条

の五第二号ニに係る部分に限る。）及び第百三十条の規定を、それぞれ」に改める。 

  第九十条の二第二項中「第七十四条の五第二号」の下に「（ニを除く。）」を加え、

「規定は、」を「規定は」に改め、「ついて」の下に「、同法第七十四条の五第二号ニ、

第七十四条の七、第七十四条の八及び第七十四条の十三の規定は前項の規定の適用を受

けたみなし揮発油を前条第一項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者にみ

なし揮発油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し前項の規定の

適用を受けたみなし揮発油を同条第一項に規定する用途に供しようとする場所に移入し

た者と取引があると認められる者について」を加え、同条第三項中「国税通則法第七十

四条の五第二号」の下に「（ニを除く。）」を加え、「者は、」を「者は」に、「、同

法」を「同法」に、「第百二十七条（第二号及び第三号中同法第七十四条の五第二号イ

に係る部分に限る。）及び第百二十九条の規定を」を「第百二十八条（第二号中同法第

七十四条の五第二号イからハまでに係る部分及び第三号中同条第二号イに係る部分に限

る。）及び第百三十条の規定を、前項の規定により同法第七十四条の五第二号ニの規定



が準用される同項のみなし揮発油を同項の場所に移入した者にみなし揮発油を譲渡する

義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項のみなし揮発油を同項の場所に

移入した者と取引があると認められる者は同号ニに規定する者とみなして同法第百二十

八条（第二号及び第三号中同法第七十四条の五第二号ニに係る部分に限る。）及び第百

三十条の規定を、それぞれ」に改め、同条第四項中「規定は、」を「規定は」に、「準

用する」を「、それぞれ準用する」に改める。 

  第九十条の三の三第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十

一日」に、「その保税地域の所在地」を「納税地」に改め、同条第二項中「規定は、」

を「規定は」に改め、「ついて」の下に「、同法第七十四条の五第四号ニ、第七十四条

の七、第七十四条の八及び第七十四条の十三の規定は同項の規定の適用を受けた特定用

途石炭を同項各号に規定する用途に供する者又は同項の規定の適用を受けた特定用途石

炭の販売業者に特定用途石炭を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に

関し同項の規定の適用を受けた特定用途石炭を同項各号に規定する用途に供する者又は

同項の規定の適用を受けた特定用途石炭の販売業者と取引があると認められる者につい

て、それぞれ」を、「ロに規定する」の下に「原油等」とあるのは「特定用途石炭」と、

同号ニ中「イ又はロ」とあるのは「イ」と、「」を加え、同条第三項中「）は、」を

「）は」に、「、同法」を「同法」に、「第百二十七条（第二号及び第三号中同法第七

十四条の五第四号イに係る部分に限る。）及び第百二十九条の規定を」を「第百二十八

条（第二号中同法第七十四条の五第四号イ及びハに係る部分並びに第三号中同条第四号

イに係る部分に限る。）及び第百三十条の規定を、前項の規定により同法第七十四条の

五第四号ニの規定が準用される同項の特定用途石炭を同項の用途に供する者又は同項の

特定用途石炭の販売業者に特定用途石炭を譲渡する義務があると認められる者その他自

己の事業に関し同項の特定用途石炭を同項の用途に供する者又は同項の特定用途石炭の

販売業者と取引があると認められる者は同号ニに規定する者とみなして同法第百二十八

条（第二号及び第三号中同法第七十四条の五第四号ニに係る部分に限る。）及び第百三

十条の規定を、それぞれ」に改める。 

  第九十条の三の四の見出しを「（特定の石油製品等を特定の運送、農林漁業又は発電

の用に供した場合の石油石炭税の還付）」に改め、同条第一項中「平成二十九年三月三

十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改め、「調製品」の下に「、採取場から移

出された石油石炭税課税済みのガス状炭化水素」を、「の石油製品」の下に「、ガス状

炭化水素及び石炭」を加え、「特定用途石油製品」を「特定用途石油製品等」に、「第

九十条の三の二第一号に定める税率」を「第九十条の三の二の規定」に、「第九条第一

号に定める税率」を「第九条の規定」に改め、「金額」の下に「（政令で定めるガス状

炭化水素にあつては、政令で定めるところにより計算した金額）」を加え、「製造者又

は」を「製造者、当該特定用途石油製品等を採取場から移出した採取者又は」に改め、

同項の表に次のように加える。 



六 苛性ソーダの製造業を

営む者（当該苛性ソーダ

の製造業を営む者に電気

を供給する者であつて、

当該苛性ソーダの製造業

を営む者と政令で定める

特別の関係がある者を含

む。） 

重油、天然ガス（関税定

率法別表第二七一一・一

一号又は第二七一一・二

一号に掲げる天然ガスを

いう。）又は石炭 

発電（苛性ソーダの製造

に使用する電気に係るも

のに限る。）の用 

  第九十条の三の四第三項中「特定用途石油製品を」を「特定用途石油製品等を」に、

「特定用途石油製品の」を「特定用途石油製品等の」に、「特定用途石油製品（」を

「特定用途石油製品等（」に、「特定用途石油製品」という」を「特定用途石油製品

等」という」に、「規定する石油製品」を「規定する特定用途石油製品等」に、「ある

のは「特定用途石油製品」と、」を「あり、及び」に、「特定用途石油製品」と読み替

える」を「特定用途石油製品等」と読み替える」に改め、同条第四項中「特定用途石油

製品」を「特定用途石油製品等」に、「第百二十七条（第二号及び第三号中同法第七十

四条の五第四号イに係る部分に限る。）及び第百二十九条」を「第百二十八条（第二号

中同法第七十四条の五第四号イ及びハに係る部分並びに第三号中同条第四号イに係る部

分に限る。）及び第百三十条」に改める。 

  第九十条の四第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一

日」に改め、同条第二項中「規定は、」を「規定は」に改め、「ついて」の下に「、同

法第七十四条の五第四号ニ、第七十四条の七、第七十四条の八及び第七十四条の十三の

規定は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油若しくは

石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者又は同項の規定によ

り石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者に石油製品等を譲渡する義務があ

ると認められる者その他自己の事業に関し同項の規定により石油石炭税の免除を受けた

原油、揮発油、灯油、軽油若しくは石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る

用途に供する者又は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油の販売業

者と取引があると認められる者について、それぞれ」を、「石油製品等」と、」の下に

「同号ニ中「イ又はロ」とあるのは「イ」と、「原油等」とあるのは「石油製品等」

と、」を加え、同条第三項中「）は、」を「）は」に、「、同法」を「同法」に、「第

百二十七条（第二号及び第三号中同法第七十四条の五第四号イに係る部分に限る。）及

び第百二十九条の規定を」を「第百二十八条（第二号中同法第七十四条の五第四号イ及

びハに係る部分並びに第三号中同条第四号イに係る部分に限る。）及び第百三十条の規

定を、前項の規定により同法第七十四条の五第四号ニの規定が準用される同項の原油、

揮発油、灯油、軽油若しくは石油ガスその他のガス状炭化水素を同項の用途に供する者

又は同項の重油及び粗油の販売業者に石油製品等を譲渡する義務があると認められる者

その他自己の事業に関し同項の原油、揮発油、灯油、軽油若しくは石油ガスその他のガ

ス状炭化水素を同項の用途に供する者又は同項の重油及び粗油の販売業者と取引がある



と認められる者は同号ニに規定する者とみなして同法第百二十八条（第二号及び第三号

中同法第七十四条の五第四号ニに係る部分に限る。）及び第百三十条の規定を、それぞ

れ」に改め、同条第四項中「規定は、」を「規定は」に改め、「ついて」の下に「、同

法第七十四条の五第四号ニ、第七十四条の七、第七十四条の八及び第七十四条の十三の

規定は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油をその免除に係る用途

に供する者に重油及び粗油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関

し同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油をその免除に係る用途に供

する者と取引があると認められる者について、それぞれ」を、「重油等」と、」の下に

「同号ニ中「イ又はロ」とあるのは「イ」と、「原油等」とあるのは「重油等」と、」

を加え、同条第五項中「者は、」を「者は」に、「、同法第百二十七条（第二号及び第

三号中同法第七十四条の五第四号イに係る部分に限る。）及び第百二十九条の規定を」

を「同法第百二十八条（第二号中同法第七十四条の五第四号イ及びハに係る部分並びに

第三号中同条第四号イに係る部分に限る。）及び第百三十条の規定を、同項の規定によ

り同法第七十四条の五第四号ニの規定が準用される同項の重油及び粗油を同項の用途に

供する者に重油及び粗油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し

同項の重油及び粗油を同項の用途に供する者と取引があると認められる者は同号ニに規

定する者とみなして同法第百二十八条（第二号及び第三号中同法第七十四条の五第四号

ニに係る部分に限る。）及び第百三十条の規定を、それぞれ」に改める。 

  第九十条の四の二第二項中「規定は、」を「規定は」に改め、「ついて」の下に「、

同法第七十四条の五第四号ニ、第七十四条の七、第七十四条の八及び第七十四条の十三

の規定は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた特定石炭をその免除に係る用途に

供する者又は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた特定石炭の販売業者に特定石

炭を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の規定により石油

石炭税の免除を受けた特定石炭をその免除に係る用途に供する者又は同項の規定により

石油石炭税の免除を受けた特定石炭の販売業者と取引があると認められる者について、

それぞれ」を、「ロに規定する」の下に「原油等」とあるのは「特定石炭」と、同号ニ

中「イ又はロ」とあるのは「イ」と、「」を加え、同条第三項中「）は、」を「）は」

に、「、同法」を「同法」に、「第百二十七条（第二号及び第三号中同法第七十四条の

五第四号イに係る部分に限る。）及び第百二十九条の規定を」を「第百二十八条（第二

号中同法第七十四条の五第四号イ及びハに係る部分並びに第三号中同条第四号イに係る

部分に限る。）及び第百三十条の規定を、前項の規定により同法第七十四条の五第四号

ニの規定が準用される同項の特定石炭を同項の用途に供する者又は同項の特定石炭の販

売業者に特定石炭を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の

特定石炭を同項の用途に供する者又は同項の特定石炭の販売業者と取引があると認めら

れる者は同号ニに規定する者とみなして同法第百二十八条（第二号及び第三号中同法第

七十四条の五第四号ニに係る部分に限る。）及び第百三十条の規定を、それぞれ」に改



める。 

  第九十条の四の三第二項中「規定は、」を「規定は」に改め、「ついて」の下に「、

同法第七十四条の五第四号ニ、第七十四条の七、第七十四条の八及び第七十四条の十三

の規定は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた沖縄発電用特定石炭等をその免除

に係る用途に供する者又は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた沖縄発電用特定

石炭等の販売業者に沖縄発電用特定石炭等を譲渡する義務があると認められる者その他

自己の事業に関し同項の規定により石油石炭税の免除を受けた沖縄発電用特定石炭等を

その免除に係る用途に供する者又は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた沖縄発

電用特定石炭等の販売業者と取引があると認められる者について、それぞれ」を、「ロ

に規定する」の下に「原油等」とあるのは「沖縄発電用特定石炭等」と、同号ニ中「イ

又はロ」とあるのは「イ」と、「」を加え、同条第三項中「）は、」を「）は」に、「、

同法」を「同法」に、「第百二十七条（第二号及び第三号中同法第七十四条の五第四号

イに係る部分に限る。）及び第百二十九条の規定を」を「第百二十八条（第二号中同法

第七十四条の五第四号イ及びハに係る部分並びに第三号中同条第四号イに係る部分に限

る。）及び第百三十条の規定を、前項の規定により同法第七十四条の五第四号ニの規定

が準用される同項の沖縄発電用特定石炭等を同項の用途に供する者又は同項の沖縄発電

用特定石炭等の販売業者に沖縄発電用特定石炭等を譲渡する義務があると認められる者

その他自己の事業に関し同項の沖縄発電用特定石炭等を同項の用途に供する者又は同項

の沖縄発電用特定石炭等の販売業者と取引があると認められる者は同号ニに規定する者

とみなして同法第百二十八条（第二号及び第三号中同法第七十四条の五第四号ニに係る

部分に限る。）及び第百三十条の規定を、それぞれ」に改める。 

  第九十条の五第五項中「あるのは「特定石油製品等」と、」を「あり、及び」に改め、

同条第六項中「第百二十七条（第二号及び第三号中同法第七十四条の五第四号イに係る

部分に限る。）及び第百二十九条」を「第百二十八条（第二号中同法第七十四条の五第

四号イ及びハに係る部分並びに第三号中同条第四号イに係る部分に限る。）及び第百三

十条」に改める。 

  第九十条の六第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一

日」に改め、同条第三項中「第百二十七条（第二号及び第三号中同法第七十四条の五第

四号イに係る部分に限る。）及び第百二十九条」を「第百二十八条（第二号中同法第七

十四条の五第四号イ及びハに係る部分並びに第三号中同条第四号イに係る部分に限

る。）及び第百三十条」に改め、同条第四項中「あるのは「重油」と、」を「あり、及

び」に改め、同条第五項中「第百二十七条（第二号及び第三号中同法第七十四条の五第

四号イに係る部分に限る。）及び第百二十九条」を「第百二十八条（第二号中同法第七

十四条の五第四号イ及びハに係る部分並びに第三号中同条第四号イに係る部分に限

る。）及び第百三十条」に改める。 

  第九十条の六の二第六項中「第百二十七条（第二号及び第三号中同法第七十四条の五



第四号イに係る部分に限る。）及び第百二十九条」を「第百二十八条（第二号中同法第

七十四条の五第四号イ及びハに係る部分並びに第三号中同条第四号イに係る部分に限

る。）及び第百三十条」に改める。 

  第九十条の六の三第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十

一日」に改め、同条第四項中「規定は、」を「規定は」に改め、「石油精製業者につい

て」の下に「、同法第七十四条の五第四号ニ、第七十四条の七、第七十四条の八及び第

七十四条の十三の規定はその製造場について同項に規定する承認を受けた石油精製業者

に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関しその製造場につい

て同項に規定する承認を受けた石油精製業者と取引があると認められる者について、そ

れぞれ」を、「「非製品ガス」と、」の下に「同号ニ中「イ又はロ」とあるのは「イ」

と、「原油等」とあるのは「原料」と、」を加え、同条第五項中「）は、」を「）は」

に、「、同法」を「同法」に、「第百二十七条（第二号及び第三号中同法第七十四条の

五第四号イに係る部分に限る。）及び第百二十九条の規定を」を「第百二十八条（第二

号中同法第七十四条の五第四号イ及びハに係る部分並びに第三号中同条第四号イに係る

部分に限る。）及び第百三十条の規定を、前項の規定により同法第七十四条の五第四号

ニの規定が準用される同項の石油精製業者に原料を譲渡する義務があると認められる者

その他自己の事業に関し同項の石油精製業者と取引があると認められる者は同号ニに規

定する者とみなして同法第百二十八条（第二号及び第三号中同法第七十四条の五第四号

ニに係る部分に限る。）及び第百三十条の規定を、それぞれ」に改める。 

  第九十条の八、第九十条の八の二第一項から第四項まで及び第九十条の九第一項から

第六項までの規定中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に

改める。 

  第九十条の十一第一項中「並びに第九十条の十一の三第一項及び第二項」を「、第九

十条の十一の三第一項及び第二項並びに第九十条の十二の二第一項及び第二項」に改め

る。 

  第九十条の十二第一項中「平成二十七年五月一日から平成二十九年四月三十日まで」

を「平成二十九年五月一日から平成三十一年四月三十日まで」に改め、同項第二号を次

のように改める。 

  二 次に掲げる天然ガス自動車（専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる

自動車で財務省令で定めるものをいう。） 

   イ 車両総重量が三・五トン以下の自動車のうち、道路運送車両法第四十一条の規

定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた自動車

排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準（以下この条

において「排出ガス保安基準」という。）で財務省令で定めるものに適合するも

の 

   ロ 道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十一年十月一日（車両総重量が



三・五トンを超え十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日）以降

に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるも

の（以下この号において「平成二十一年天然ガス車基準」という。）に適合し、

かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の

値の十分の九を超えないもので財務省令で定めるもの 

  第九十条の十二第一項第四号イ(1)を次のように改める。 

    (1) 次のいずれかに該当すること。 

     (ⅰ) 道路運送車両法第四十一条の規定により平成三十年十月一日以降に適用

されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの

（以下この条において「平成三十年揮発油軽中量車基準」という。）に適合

し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒

素酸化物の値の二分の一を超えないこと。 

     (ⅱ) 道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用

されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの

（以下この条において「平成十七年揮発油軽中量車基準」という。）に適合

し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒

素酸化物の値の四分の一を超えないこと。 

  第九十条の十二第一項第四号イ(2)を削り、同号イ(3)中「エネルギー消費効率（以下

この条」の下に「及び次条第二項」を加え、「ロ(3)」を「ロ(2)」に、「百分の百二

十」を「百分の百四十（平成三十年四月三十日までの間は、百分の百三十）」に改め、

同号イ(3)を同号イ(2)とし、同号ロ(1)を次のように改める。 

    (1) 次のいずれかに該当すること。 

     (ⅰ) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が

平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えな

いこと。 

     (ⅱ) 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が

平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えな

いこと。 

  第九十条の十二第一項第四号ロ(2)を削り、同号ロ(3)を同号ロ(2)とし、同号ハ(1)を

次のように改める。 

    (1) 次のいずれかに該当すること。 

     (ⅰ) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が

平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えな

いこと。 

     (ⅱ) 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が

平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えな



いこと。 

  第九十条の十二第一項第四号ハ(2)を削り、同号ハ(3)を同号ハ(2)とし、同項第五号

イ中「規定により」の下に「平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定め

られた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの（以下この条において「平成三十年軽

油軽中量車基準」という。）又は同法第四十一条の規定により」を加え、同号ロ(1)を

次のように改める。 

    (1) 次のいずれかに該当すること。 

     (ⅰ) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。 

     (ⅱ) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状

物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子

状物質の値の十分の九を超えないこと。 

  第九十条の十二第一項第五号ロ(2)を削り、同号ロ(3)を同号ロ(2)とし、同号ハ中

「七・五トン」を「三・五トン」に改め、同号ハ(1)を次のように改める。 

    (1) 次のいずれかに該当すること。 

     (ⅰ) 道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十八年十月一日以降に適

用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるも

の（以下この条において「平成二十八年軽油重量車基準」という。）に適合

すること。 

     (ⅱ) 道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十一年十月一日（車両総

重量が十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日）以降に適用

されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの

（以下この条において「平成二十一年軽油重量車基準」という。）に適合し、

かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に

定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。 

  第九十条の十二第一項第五号ニを削り、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次

の一号を加える。 

  五 石油ガス自動車（液化石油ガスを内燃機関の燃料とする乗用自動車をいい、第三

号に掲げる検査自動車に該当するものを除く。以下この条において同じ。）のうち、

次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの 

   イ 次のいずれかに該当すること。 

    (1) 道路運送車両法第四十一条の規定により平成三十年十月一日以降に適用さ

れるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの（以

下この条において「平成三十年石油ガス軽中量車基準」という。）に適合し、

かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸

化物の値の二分の一を超えないこと。 

    (2) 道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用さ



れるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの（以

下この条において「平成十七年石油ガス軽中量車基準」という。）に適合し、

かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸

化物の値の四分の一を超えないこと。 

   ロ エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百四十

（平成三十年四月三十日までの間は、百分の百三十）を乗じて得た数値以上であ

ること。 

  第九十条の十二第二項中「平成二十七年五月一日から平成二十九年四月三十日まで」

を「平成二十九年五月一日から平成三十一年四月三十日まで」に改め、同項第一号イ

(1)を次のように改める。 

    (1) 次のいずれかに該当すること。 

     (ⅰ) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が

平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えな

いこと。 

     (ⅱ) 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が

平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えな

いこと。 

  第九十条の十二第二項第一号イ(2)を削り、同号イ(3)中「百分の百十」を「百分の百

二十」に改め、同号イ(3)を同号イ(2)とし、同号ロ(1)を次のように改める。 

    (1) 次のいずれかに該当すること。 

     (ⅰ) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が

平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えな

いこと。 

     (ⅱ) 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が

平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えな

いこと。 

  第九十条の十二第二項第一号ロ(2)を削り、同号ロ(3)を同号ロ(2)とし、同号ハ(1)を

次のように改める。 

    (1) 次のいずれかに該当すること。 

     (ⅰ) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が

平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えな

いこと。 

     (ⅱ) 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が

平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えな

いこと。 

  第九十条の十二第二項第一号ハ(2)を削り、同号ハ(3)を同号ハ(2)とし、同号ニ(1)を



次のように改める。 

    (1) 次のいずれかに該当すること。 

     (ⅰ) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が

平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えな

いこと。 

     (ⅱ) 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が

平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えな

いこと。 

  第九十条の十二第二項第一号ニ(2)を削り、同号ニ(3)を同号ニ(2)とし、同項第二号

イ(1)を次のように改める。 

    (1) 次のいずれかに該当すること。 

     (ⅰ) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。 

     (ⅱ) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状

物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子

状物質の値の十分の九を超えないこと。 

  第九十条の十二第二項第二号イ(2)を削り、同号イ(3)を同号イ(2)とし、同号ハ中

「七・五トン」を「三・五トン」に改め、同号ハ(1)を次のように改める。 

    (1) 次のいずれかに該当すること。 

     (ⅰ) 平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。 

     (ⅱ) 平成二十一年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物

質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物

質の値の十分の九を超えないこと。 

  第九十条の十二第二項第二号ニ及びホを削り、同号を同項第三号とし、同項第一号の

次に次の一号を加える。 

  二 石油ガス自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの 

   イ 次のいずれかに該当すること。 

    (1) 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が

平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えな

いこと。 

    (2) 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が

平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えな

いこと。 

   ロ エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十

を乗じて得た数値以上であること。 

  第九十条の十二第三項中「平成二十七年五月一日から平成二十九年四月三十日まで」

を「平成二十九年五月一日から平成三十一年四月三十日まで」に改め、同項第一号イ



(1)を次のように改める。 

    (1) 次のいずれかに該当すること。 

     (ⅰ) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が

平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えな

いこと。 

     (ⅱ) 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が

平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えな

いこと。 

  第九十条の十二第三項第一号イ(2)を削り、同号イ(3)中「平成三十二年度基準エネル

ギー消費効率」の下に「に百分の百十を乗じて得た数値」を加え、同号イ(3)を同号イ

(2)とし、同号ロ(1)を次のように改める。 

    (1) 次のいずれかに該当すること。 

     (ⅰ) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が

平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えな

いこと。 

     (ⅱ) 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が

平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えな

いこと。 

  第九十条の十二第三項第一号ロ(2)を削り、同号ロ(3)を同号ロ(2)とし、同号ハ(1)を

次のように改める。 

    (1) 次のいずれかに該当すること。 

     (ⅰ) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が

平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えな

いこと。 

     (ⅱ) 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が

平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えな

いこと。 

  第九十条の十二第三項第一号ハ(2)を削り、同号ハ(3)を同号ハ(2)とし、同号ニ(1)を

次のように改める。 

    (1) 次のいずれかに該当すること。 

     (ⅰ) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が

平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えな

いこと。 

     (ⅱ) 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が

平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えな

いこと。 



  第九十条の十二第三項第一号ニ(2)を削り、同号ニ(3)を同号ニ(2)とし、同項第二号

イ(1)を次のように改める。 

    (1) 次のいずれかに該当すること。 

     (ⅰ) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。 

     (ⅱ) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状

物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子

状物質の値の十分の九を超えないこと。 

  第九十条の十二第三項第二号イ(2)を削り、同号イ(3)を同号イ(2)とし、同号ハ中

「七・五トン」を「三・五トン」に改め、同号ハ(1)を次のように改める。 

    (1) 次のいずれかに該当すること。 

     (ⅰ) 平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。 

     (ⅱ) 平成二十一年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物

質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物

質の値の十分の九を超えないこと。 

  第九十条の十二第三項第二号ニ及びホを削り、同号を同項第三号とし、同項第一号の

次に次の一号を加える。 

  二 石油ガス自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの 

   イ 次のいずれかに該当すること。 

    (1) 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が

平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えな

いこと。 

    (2) 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が

平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えな

いこと。 

   ロ エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を

乗じて得た数値以上であること。 

  第九十条の十二第四項中「第九十条の十四」を「第九十条の十四第一項から第三項ま

で」に、「平成二十七年五月一日から平成二十九年四月三十日まで」を「平成二十九年

五月一日から平成三十一年四月三十日まで」に改め、同項第一号イ中「又は車両総重量

が二・五トン以下の乗合自動車若しくは貨物自動車」を削り、同号イ(1)を次のように

改める。 

    (1) 次のいずれかに該当すること。 

     (ⅰ) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が

平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えな

いこと。 

     (ⅱ) 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が



平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えな

いこと。 

  第九十条の十二第四項第一号イ(2)を削り、同号イ(3)中「平成二十七年度基準エネル

ギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上」を「平成三十二年度基準エネルギー

消費効率以上（平成三十年四月三十日までの間は、平成二十七年度基準エネルギー消費

効率に百分の百十を乗じて得た数値以上）」に改め、同号イ(3)を同号イ(2)とし、同号

ハ(1)を次のように改める。 

    (1) 次のいずれかに該当すること。 

     (ⅰ) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が

平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えな

いこと。 

     (ⅱ) 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が

平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えな

いこと。 

  第九十条の十二第四項第一号ハ(2)を削り、同号ハ(3)を同号ハ(2)とし、同号ハを同

号ニとし、同号ロ(1)を次のように改める。 

    (1) 次のいずれかに該当すること。 

     (ⅰ) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が

平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えな

いこと。 

     (ⅱ) 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が

平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えな

いこと。 

  第九十条の十二第四項第一号ロ(2)を削り、同号ロ(3)を同号ロ(2)とし、同号ロを同

号ハとし、同号イの次に次のように加える。 

   ロ 車両総重量が二・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれ

にも該当するもので財務省令で定めるもの 

    (1) 次のいずれかに該当すること。 

     (ⅰ) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が

平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えな

いこと。 

     (ⅱ) 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が

平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えな

いこと。 

    (2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百

五を乗じて得た数値以上であること。 



  第九十条の十二第四項第二号イ(1)を次のように改める。 

    (1) 次のいずれかに該当すること。 

     (ⅰ) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。 

     (ⅱ) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状

物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子

状物質の値の十分の九を超えないこと。 

  第九十条の十二第四項第二号イ(2)を削り、同号イ(3)を同号イ(2)とし、同号ハ中

「七・五トン」を「三・五トン」に改め、同号ハ(1)を次のように改める。 

    (1) 次のいずれかに該当すること。 

     (ⅰ) 平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。 

     (ⅱ) 平成二十一年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物

質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物

質の値の十分の九を超えないこと。 

  第九十条の十二第四項第二号ニ及びホを削り、同号を同項第三号とし、同項第一号の

次に次の一号を加える。 

  二 石油ガス自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの 

   イ 次のいずれかに該当すること。 

    (1) 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が

平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えな

いこと。 

    (2) 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が

平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えな

いこと。 

   ロ エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率以上であること。 

  第九十条の十二第五項中「検査自動車」の下に「（次の各号に掲げる検査自動車にあ

つては、当該各号に定めるものに限る。）」を加え、同項に次の各号を加える。 

  一 第一項第四号イ又は同項第五号に掲げる検査自動車で平成二十九年五月一日から

平成三十年四月三十日までの間に同項の規定の適用を受けたもの エネルギー消費

効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百四十を乗じて得た数値以

上である検査自動車 

  二 第一項第四号イ又は同項第五号に掲げる検査自動車で平成三十年五月一日から平

成三十一年四月三十日までの間に同項の規定の適用を受けたもの エネルギー消費

効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値以

上である検査自動車 

  第九十条の十二の次に次の一条を加える。 

  （自動車重量税の納付の事実の確認等の特例） 



 第九十条の十二の二 国土交通大臣等（自動車重量税法第十条に規定する国土交通大臣

等をいう。第三項において同じ。）は、同法第十一条の規定により検査自動車につき

課されるべき自動車重量税の額の納付の事実を確認する場合において、当該納付に係

る検査自動車が窒素酸化物排出量等基準につき免税対象車等に該当するかどうかの判

断をするときは、国土交通大臣の認定等に基づき当該判断をするものとする。 

 ２ この条において「窒素酸化物排出量等基準」とは、前条第一項から第四項までの各

号の規定により検査自動車が免税対象車等に該当するために当該検査自動車が適合し

なければならないものとされる窒素酸化物及び粒子状物質の排出量並びにエネルギー

消費効率についての基準（第九十条の十一に規定する政令の規定によりこれに相当す

る基準を規定する場合には、当該基準を含む。）をいい、「国土交通大臣の認定等」

とは、検査自動車と同一の自動車につき申請に基づき国土交通大臣が行つた認定又は

評価で、当該認定又は評価の事実に基づき検査自動車が窒素酸化物排出量等基準につ

き免税対象車等に該当するかどうかの判断をすることが適当であるものとして財務省

令で定めるものをいう。 

 ３ 国土交通大臣等は、自動車検査証の交付等を受けた者が自動車重量税法第八条、第

十条、第十条の二又は第十二条第二項から第四項までの規定により当該自動車検査証

の交付等に係る検査自動車につき納付すべき自動車重量税の額の全部又は一部を納付

していない事実をその法定納期限（国税通則法第二条第八号に規定する法定納期限を

いう。第五項において同じ。）後において知つた場合において、当該事実が生じた原

因が、前項の申請をした者が偽りその他不正の手段（当該申請をした者に当該申請に

必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。第五項にお

いて同じ。）により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が

当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、自動車重量税

法第十三条第一項の規定にかかわらず、当該申請をした者又はその一般承継人の同項

に規定する納税地の所轄税務署長に対し、同項の規定による通知をしなければならな

い。この場合においては、当該申請をした者又はその一般承継人を当該通知に係る自

動車検査証の交付等を受けた者とみなして、これに当該通知に係る自動車検査証の交

付等に係る自動車重量税を課する。 

 ４ 前項後段の規定により課する自動車重量税の額は、自動車重量税法第七条第一項そ

の他自動車重量税に関する法令の規定にかかわらず、前項の規定による通知に係る同

法第十三条第一項に規定する納付していない自動車重量税の額に、これに百分の十を

乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

 ５ 第二項の申請をした者が偽りその他不正の手段により国土交通大臣の認定等を受け

た場合における自動車重量税に係る国税通則法第七十二条第一項に規定する国税の徴

収権の時効は、その法定納期限から二年間は、進行しない。この場合においては、同

法第七十三条第三項ただし書の規定を準用する。 



 ６ 国税通則法第百十九条第一項の規定は、第四項の規定により計算した金額に百円未

満の端数があるときについて準用する。 

 ７ 前三項に定めるもののほか、第三項後段の規定の適用がある場合における自動車重

量税法の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他第一項から第三項までの規定の

適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

  第九十条の十四第一項第一号中「第三項第一号及び第二号」を「以下この条」に改め、

同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次

に次の一項を加える。 

 ４ 車両総重量が十二トンを超える乗合自動車等であつて、道路運送車両法第四十一条

の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線

からの逸脱に対する安全性の向上を図るための装置（以下この項において「車線逸脱

警報装置」という。）に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財

務省令で定めるものに適合する検査自動車（第九十条の十二第二項又は第三項の規定

の適用があるものを除く。）のうち、車線逸脱警報装置を装備したものとして財務省

令で定めるものについて平成二十九年四月一日から平成三十年四月三十日までの間に

初めて同法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を

受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量

税法第七条第一項の規定及び第九十条の十一第一項の規定にかかわらず、同項（第九

十条の十二第四項各号に掲げる検査自動車にあつては、同法第七条第一項）の規定に

より計算した金額に百分の七十五を乗じて計算した金額とする。 

  第九十条の十五第一項中「所有者」」を「使用済自動車の所有者」」に改め、同条第

三項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第二項中

「前項の規定により同項の」を「第一項又は第二項の規定による」に改め、「所有者」

の下に「又は被災自動車の所有者」を加え、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に

次の二項を加える。 

 ２ 自動車検査証の交付等を受けた自動車（使用済自動車の再資源化等に関する法律第

二条第一項に規定する自動車に限る。）のうち、自動車検査証の交付等を受けた際に

当該自動車検査証に記載された有効期間の満了する日前に自然災害（被災者生活再建

支援法第二条第二号に規定する政令で定める自然災害をいう。）を原因として滅失し、

又は解体したものとして政令で定めるもの（以下この条において「被災自動車」とい

う。）については、当該自動車検査証の交付等を受ける際に納付された自動車重量税

の額に相当する金額のうち政令で定めるところにより計算した金額を、当該被災自動

車の所有者に（当該被災自動車の所有者が当該被災自動車に係る自動車重量税の納税

者でない場合にあつては、当該被災自動車につき当該被災自動車の所有者が当該自動

車重量税を納付したものとみなして、当該被災自動車の所有者に）還付する。 

 ３ 前二項の規定は、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第九条



の規定の適用を受ける場合には、適用しない。 

  第九十一条第一項中「次項」及び「第三項」の下に「及び次条第一項」を加える。 

  第九十一条の二第一項中「次項」の下に「及び次条」を加え、同条を第九十一条の三

とし、同条の次に次の一条を加える。 

  （特別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税） 

 第九十一条の四 地方公共団体又は株式会社日本政策金融公庫その他政令で定める者

（以下この項において「公的貸付機関等」という。）が災害（激甚
じん

災害に対処するた

めの特別の財政援助等に関する法律（昭和三十七年法律第百五十号）第二条第一項の

規定により激甚災害として指定され、同条第二項の規定により当該激甚災害に対して

適用すべき措置として同法第十二条に規定する措置が指定されたものをいう。以下こ

の条において同じ。）により被害を受けた者に対して行う金銭の貸付け（当該公的貸

付機関等が行う他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う金銭の貸付け

として政令で定めるものに限る。）に係る消費貸借契約書のうち、当該災害の発生し

た日から同日以後五年を経過する日までの間に作成されるものについては、印紙税を

課さない。 

 ２ 銀行その他の資金の貸付けを業として行う金融機関として政令で定めるもの（以下

この項において「金融機関」という。）が災害の被災者であつて政令で定めるものに

対して行う金銭の貸付け（当該金融機関が行う他の金銭の貸付けの条件に比し特別に

有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものに限る。）に係る消費貸借契

約書のうち、当該災害の発生した日から同日以後五年を経過する日までの間に作成さ

れるものについては、政令で定めるところにより、印紙税を課さない。 

  第九十一条の次に次の一条を加える。 

  （自然災害の被災者が作成する代替建物の取得又は新築等に係る不動産譲渡契約書等

の印紙税の非課税） 

 第九十一条の二 自然災害（被災者生活再建支援法第二条第二号に規定する政令で定め

る自然災害をいう。以下この項において同じ。）の被災者であつて政令で定めるもの

又はその者の相続人その他の政令で定める者（次項において「被災者」という。）が、

次の各号のいずれかに該当する場合に作成する不動産譲渡契約書等（不動産譲渡契約

書又は建設工事請負契約書をいう。次項において同じ。）のうち、当該自然災害の発

生した日から同日以後五年を経過する日までの間に作成されるものについては、政令

で定めるところにより、印紙税を課さない。 

  一 自然災害により滅失した建物又は自然災害により損壊したため取り壊した建物

（第三号において「滅失等建物」という。）が所在した土地を譲渡する場合 

  二 自然災害により損壊した建物（第六号において「損壊建物」という。）を譲渡す

る場合 

  三 滅失等建物に代わるものとして政令で定める建物（以下この項において「代替建



物」という。）の敷地の用に供する土地を取得する場合 

  四 代替建物を取得する場合 

  五 代替建物を新築する場合 

  六 損壊建物を修繕する場合 

 ２ 前項の場合において、同項の規定の適用を受ける被災者（以下この項において「非

課税被災者」という。）と当該非課税被災者以外の者とが共同で作成した不動産譲渡

契約書等については、当該非課税被災者が保存するものは当該非課税被災者が作成し

たものとみなし、当該非課税被災者以外の者が保存するものは当該非課税被災者以外

の者が作成したものとみなす。 

  第九十三条第一項第二号中「第七十五条の二第六項及び第八項」を「第七十五条の二

第八項及び第十項」に改め、同条第五項中「第七十条の六の四第十七項、第七十条の七

第十四項第十号及び第二十八項」を「第七十条の六の四第十九項、第七十条の七第十三

項第十二号及び第二十七項」に、「同条第十五項」を「第七十条の七の四第十五項」に

改める。 

  第九十八条の表の都道府県の項中「第七十条の六の四第十八項、第七十条の七第三十

一項及び第七十条の七の二第三十一項（第七十条の七の四第十六項」を「第七十条の六

の四第二十項、第七十条の七第三十五項及び第七十条の七の二第四十項（第七十条の七

の四第二十項」に改め、同表の市町村の項中「第七十条の六の四第十八項」を「第七十

条の六の四第二十項」に改める。 

 （災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正） 

第十三条 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律（昭和二十二年法律

第百七十五号）の一部を次のように改正する。 

  第七条第一項中「政令の」を「政令で」に、「及び無申告加算税」を「、無申告加算

税及び重加算税」に、「補てんされた」を「補填された」に改め、同条第二項中「の規

定に係る」を「に係る」に、「においては、これを」を「には、」に改め、同条第四項

中「因り」を「より」に、「政令の」を「政令で」に改める。 

  第八条第一項中「政令の」を「政令で」に改め、同条を第九条とする。 

  第七条の次に次の一条を加える。 

 第八条 前条第一項本文に規定する場合において、その災害について国税通則法第十一

条の規定が適用される地域の指定（政令で定める地域の指定をいう。）があり、かつ、

国税庁長官が当該地域に所在する酒類（政令で定めるものを除く。以下この項におい

て「特定被災酒類」という。）に係る酒税の納税義務者に代わる酒類の製造者を指定

したときは、当該指定された酒類の製造者を特定被災酒類に係る酒税の納税義務者と

みなして、前条の規定を適用する。 

   前項に定めるもののほか、同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

 （輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正） 



第十四条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律（昭和三十年法律第三十七

号）の一部を次のように改正する。 

  第一条中「国税犯則取締法（明治三十三年法律第六十七号）」を「国税通則法（昭和

三十七年法律第六十六号）」に改める。 

  第六条第一項中「申告の」を「申告等の」に改め、同条第二項中「課税貨物について

の納税申告等」を「課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等」に、「酒類につ

いての納税申告等」を「酒類についての課税標準及び税額の申告等」に、「製造たばこ

についての納税申告等」を「製造たばこについての課税標準及び税額の申告等」に、

「揮発油についての納税申告等」を「揮発油についての課税標準及び税額の申告等」に、

「課税石油ガスについての納税申告等」を「課税石油ガスについての課税標準及び税額

の申告等」に、「原油等についての納税申告等」を「原油等についての課税標準及び税

額の申告等」に、「これら」を「、これら」に改め、同条第四項中「（昭和三十七年法

律第六十六号）」を削り、同条第五項中「過少申告加算税等」を「申告納税方式による

国税等」に改め、同条第六項中「輸入の許可前における納税申告の修正」を「修正申

告」に、「輸入の許可前にする減額更正」を「更正及び決定」に、「賦課決定通知」を

「賦課課税方式による関税の確定」に改める。 

  第十三条第一項第一号中「もの」の下に「（同条第十号に掲げる貨物にあつては、消

費税法第七条第一項（輸出免税等）又は第八条第一項（輸出物品販売場における輸出物

品の譲渡に係る免税）の規定により消費税の免除を受けたものを除く。）」を加える。 

  第十九条第三項中「消費税」を「内国消費税」に改める。 

  第二十二条第一項中「以下」の下に「この条及び第二十四条第四号において」を加え

る。 

  第二十六条第一項中「収税官吏」を「国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員」に、

「国税犯則取締法の規定（同法第十一条（事物管轄）及び第十二条第一項（土地管

轄）」を「国税通則法第十一章（犯則事件の調査及び処分）の規定（同法第百五十三条

（調査の管轄及び引継ぎ）及び第百五十四条第一項（管轄区域外における職務の執行

等）」に改め、同条第二項中「国税犯則取締法第十一条第五項（先着手した収税官吏へ

の引継）」を「国税通則法第百五十三条第五項」に、「収税官吏及び」を「当該職員及

び」に、「所轄税務署ノ収税官吏」とあるのは「所轄税務署ノ収税官吏（税関職員ガ最

初ニ発見シタルトキハ当該発見地又ハ犯則物件ノ輸入地若ハ納税地所轄税関ノ税関職

員）」と、「所轄国税局ノ収税官吏」とあるのは「所轄国税局ノ収税官吏（税関職員ガ

最初ニ発見シタルトキハ当該発見地又ハ犯則物件ノ輸入地若ハ納税地所轄税関ノ」を

「税務署の当該職員」とあるのは「税務署の当該職員（税関職員が最初に発見したとき

は、当該発見地又は犯則物件の輸入地若しくは納税地を所轄する税関の税関職員）」と、

「国税局の当該職員」とあるのは「国税局の当該職員（税関職員が最初に発見したとき

は、当該発見地又は犯則物件の輸入地若しくは納税地を所轄する税関の」に改める。 



 （東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正） 

第十五条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（平成二

十三年法律第二十九号）の一部を次のように改正する。 

  第二条第三項第二十四号中「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に

改め、同項第三十一号中「第二条第十二号の六の二」を「第二条第十二号の五の三」に

改め、同項第三十二号中「株式交換完全子法人」を「株式交換等完全子法人」に、「第

二条第十二号の六の三」を「第二条第十二号の六の二」に改める。 

  第十条中「第九項及び第十項」を「第十一項及び第十二項」に改める。 

  第十条の二第一項中「当該各号の第二欄に掲げる期間」を「東日本大震災復興特別区

域法の施行の日から平成三十三年三月三十一日までの期間（第三項において「指定期

間」という。）」に、「第三欄」を「第二欄」に、「第四欄」を「第三欄」に、「第五

欄」を「第四欄」に、「（第三項」を「（同項」に改め、同項の表を次のように改める。 

個  人 区  域 事  業 資  産 

一 東日本大震災復

興特別区域法第三

十七条第一項の規

定により認定地方

公共団体（同法第

四条第一項に規定

する復興推進計画

（以下この号にお

いて「復興推進計

画」という。）に

つき同条第九項

（福島復興再生特

別措置法（平成二

十四年法律第二十

五号）第七十四条

又は第七十五条の

規定により読み替

えて適用する場合

を含む。）の認定

（東日本大震災復

興特別区域法第六

条第一項の変更の

認定を含む。以下

この号において

「 認 定 」 と い

う。）を受けた地

方公共団体をい

う。以下この表及

び第五項第一号に

おいて同じ。）の

指定を受けた個人 

当該認定地方公共

団体の作成した当

該認定を受けた復

興推進計画（以下

この表において

「認定復興推進計

画」という。）に

定められた同法第

四条第二項第四号

イに規定する復興

産業集積区域 

産業集積事業（同

法第二条第三項第

二号イ（福島復興

再生特別措置法第

七十四条の規定に

より読み替えて適

用する場合を含

む。）に掲げる事

業をいう。）又は

建築物整備事業

（東日本大震災復

興特別区域法第二

条第三項第二号ロ

（福島復興再生特

別措置法第七十五

条の規定により読

み替えて適用する

場合を含む。）に

掲げる事業をい

う。以下この号に

おいて同じ。） 

機械及び装置、建

物及びその附属設

備並びに構築物

（建築物整備事業

にあっては、認定

復興推進計画の区

域における市街地

と産業の復興に資

するものとして政

令で定める要件を

満たす建物及びそ

の附属設備） 



二 東日本大震災復

興特別区域法第四

十一条第一項の規

定により認定地方

公共団体の指定を

受けた個人 

当該認定地方公共

団体の作成した認

定復興推進計画に

定められた同法第

四条第二項第四号

ロに規定する復興

居住区域 

賃貸住宅供給事業

（同法第二条第三

項第二号ハに掲げ

る事業をいう。） 

第十一条の二第一

項に規定する被災

者向け優良賃貸住

宅 

  第十条の二第三項中「当該各号の第二欄に掲げる期間」を「指定期間」に、「第三

欄」を「第二欄」に、「第四欄」を「第三欄」に、「第五欄」を「第四欄」に改め、同

条第五項第一号イ、ハ及びニ中「第三欄」を「第二欄」に、「第四欄」を「第三欄」に、

「第五欄」を「第四欄」に改め、同号ホを次のように改める。 

   ホ 第一項の表の第二号の第四欄に掲げる減価償却資産（同号の第一欄に掲げる個

人で東日本大震災復興特別区域法第四十一条第一項の規定により認定地方公共団

体（同表の第一号の第一欄に規定する認定を受けた福島県又は福島県の区域内の

市町村に限る。）の指定を受けたものが取得又は建設をして当該認定に係る同表

の第二号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供し

たものに限る。） その取得価額の百分の二十五に相当する金額 

  第十条の二第五項第一号に次のように加える。 

   ヘ 第一項の表の第二号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事

業の用に供した同号の第四欄に掲げる減価償却資産（ホに掲げるものを除く。） 

その取得価額の百分の二十五（平成三十二年四月一日から平成三十三年三月三十

一日までの間に取得又は建設をしたものについては、百分の十七）に相当する金

額 

  第十条の二第五項第二号に次のように加える。 

   ヘ 前号ヘに掲げる減価償却資産 百分の八（平成三十二年四月一日から平成三十

三年三月三十一日までの間に取得又は建設をしたものについては、百分の六） 

  第十条の二第六項及び第七項中「第五欄」を「第四欄」に改め、同条第八項中「、修

正申告書又は更正請求書」を「（同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正

申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含

む。）」に、「第五欄」を「第四欄」に、「は、当該」を「の計算の基礎となる当該減

価償却資産の取得価額は、」に、「基礎として計算した金額に限るもの」を「限度」に

改め、同条第九項中「、修正申告書又は更正請求書に同項」を「（同項の規定により控

除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正

申告書又は更正請求書を含む。）に同項」に改める。 

  第十条の二の三第一項中「又はホ」を「若しくはホ」に改め、「指示（」の下に「以

下この項及び」を加え、「から同日」を「又は同法第十七条の二第一項に規定する特定

復興再生拠点区域復興再生計画につき同条第六項の認定があった日のいずれか早い日か



ら当該避難等指示が解除された日」に、「の間」を「の期間（当該期間内に当該特定復

興再生拠点区域復興再生計画に記載された同条第一項に規定する特定復興再生拠点区域

の変更がある場合には、政令で定める期間）内」に改め、同条第三項中「から同日」を

「又は同法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画につき同

条第六項の認定があった日のいずれか早い日から当該避難等指示が解除された日」に、

「の間」を「の期間（当該期間内に当該特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載され

た同法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域の変更がある場合には、政

令で定める期間）内」に改める。 

  第十条の三第二項中「第十条の五の三」を「第十条の五の四」に改め、同条第三項中

「、修正申告書又は更正請求書」を「（同項の規定により控除を受ける金額を増加させ

る修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含

む。）」に、「は、当該」を「の計算の基礎となる給与等の額は、」に、「基礎として

計算した金額に限るもの」を「限度」に改める。 

  第十条の三の二第二項中「第十条の五の三」を「第十条の五の四」に改める。 

  第十条の三の三第一項中「又はホに掲げる指示が解除された日から同日」を「若しく

はホに掲げる指示が解除された日又は同法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生

拠点区域復興再生計画につき同条第六項の認定があった日のいずれか早い日から当該指

示が解除された日」に、「までの間」を「までの期間（当該期間内における当該特定復

興再生拠点区域復興再生計画に記載された同条第一項に規定する特定復興再生拠点区域

（以下この項において「特定復興再生拠点区域」という。）の変更により新たに特定復

興再生拠点区域に該当することとなる区域については、政令で定める対象期間）内」に

改め、「期間（」の下に「当該期間内に同法第十七条の三において準用する東日本大震

災復興特別区域法第九条第一項の規定による当該認定の取消しがあった場合その他の政

令で定める場合には、政令で定める期間。」を加え、「（同法」を「（福島復興再生特

別措置法」に改め、同条第二項中「第十条の五の三」を「第十条の五の四」に改める。 

  第十条の四第一項中「第三号を除き、」を削り、「調整前事業所得税額」」を「調整

前事業所得税額の」」に、「所得税額）」を「所得税額）の」に、「第十条の五の二第

四項」を「第十条の五の三第四項」に改める。 

  第十条の五第三項中「第十条第六項第五号」を「第十条第八項第七号」に改める。 

  第十一条第一項中「第十条第六項第四号」を「第十条第八項第五号」に改める。 

  第十一条の二第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一

日」に、「に、賃貸住宅のうち」を「に、」に、「地域をいう。以下この項において同

じ」を「地域をいい、東日本大震災復興特別区域法第七条第一項に規定する認定復興推

進計画に定められた同法第四条第二項第四号ロに規定する復興居住区域を除く」に改め、

「）内において」の下に「、賃貸住宅のうち」を加え、「当該特定激甚災害地域内にお

いて」を削り、「の百分の百五十（当該被災者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時に



おいて同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、

百分の百七十）に相当する金額」を「とその償却費の額に次の各号に掲げる被災者向け

優良賃貸住宅の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額との合計額」に

改め、同項に次の各号を加える。 

  一 被災者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時における所得税法の規定により定め

られている耐用年数（次号において「耐用年数」という。）が三十五年未満である

もの 百分の四十（平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間

に取得し、又は新築したものについては、百分の二十） 

  二 被災者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時における耐用年数が三十五年以上で

あるもの 百分の五十六（平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日ま

での間に取得し、又は新築したものについては、百分の二十八） 

  第十一条の三中「又は第十条の五から前条までの規定」を「若しくは第十条の五から

前条まで又は減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定」に

改め、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」の下に

「（次号において「震災特例法」という。）」を加え、「として」を「と、同条第二号

中「定める規定」とあるのは「定める規定又は震災特例法第十一条の三に規定する政令

で定める規定」として」に改める。 

  第十一条の三の二第一項中「規定する避難解除等区域復興再生推進事業」の下に

「（以下この条において「避難解除等区域復興再生推進事業」という。）」を加え、

「は、当該」を「は、その」に改め、同条第五項第二号中「事業」を「避難解除等区域

復興再生推進事業」に改め、同条第七項中「福島復興再生特別措置法第十八条第一項に

規定する」を削り、「同法」を「福島復興再生特別措置法」に改め、同条第十一項第二

号中「福島復興再生特別措置法第十八条第一項に規定する」を削る。 

  第十二条第一項中「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改め、同

条第六項中「から第八項まで及び」を「、第七項及び第九項並びに」に改め、同項の表

租税特別措置法第三十七条第八項の項中「第三十七条第八項」を「第三十七条第九項」

に改め、同表租税特別措置法第三十七条の二第二項の項を次のように改める。 

租税特別措置法第三

十七条の二第二項 

前条第四項において 東日本大震災の被災者等に係る

国税関係法律の臨時特例に関す

る法律第十二条第四項（同条第

五項の規定により適用する場合

を含む。）において 

 が前条第四項 が東日本大震災の被災者等に係

る国税関係法律の臨時特例に関

する法律第十二条第四項（同条

第五項の規定により適用する場

合を含む。） 

 とき、又はその買換資産 とき 



の地域が同条第四項の地

域と異なることとなつた

こと若しくはその買換資

産（同条第一項の表の第

七号に係るものに限

る。）の同条第十項第一

号に規定する地域若しく

は同項第二号に規定する

地域若しくはこれらの地

域以外の地域の区分が、

同条第四項の取得をし、

事業の用に供する見込み

であつた資産のこれらの

地域の区分と異なること

となつたことにより同条

第一項に規定する譲渡が

あつたものとされる部分

の金額に過不足額がある

とき 

 取得指定期間内 東日本大震災の被災者等に係る

国税関係法律の臨時特例に関す

る法律第十二条第四項に規定す

る期間内 

 前条第四項の取得 同項の取得 

  第十二条第九項中「から第八項まで及び」を「、第七項及び第九項並びに」に改める。 

  第十三条第一項中「又はこれらの家屋が災害により居住の用に供することができなく

なつた日の属する年」を削り、「これらの日」を「同日」に、「、同条第十項」を「、

「、第二十一項及び第二十四項」とあるのは「及び第二十一項」と、同条第十項」に、

「並びに」を「（第二十四項を除く。）並びに」に改め、同条第二項中「又は当該住宅

の増改築等をした家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する

年」を削り、「これらの日」を「同日」に改め、「同条第二十項中」の下に「「これら

の規定」とあるのは「これらの規定（第四十一条第二十四項を除く。）」と、」を加え、

「又はこれらの家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する

年」を削り、「同条第十五項」と、」の下に「「、第二十一項及び第二十四項」とある

のは「及び第二十一項」と、」を加える。 

  第十三条の二第一項中「第四十一条第二十四項」を「第四十一条第二十五項」に改め、

「又は当該住宅の新築取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をし

た家屋若しくは認定住宅が災害により居住の用に供することができなくなった日の属す

る年」を削り、「これらの日」を「同日」に改め、同条第八項中「同条第二十五項」を

「同条第二十六項」に改める。 

  第十七条の二第一項中「当該各号の第二欄に掲げる期間」を「東日本大震災復興特別

区域法の施行の日から平成三十三年三月三十一日までの期間（次項において「指定期



間」という。）」に、「第三欄」を「第二欄」に、「第四欄」を「第三欄」に、「第五

欄」を「第四欄」に、「次項」を「同項」に改め、同項の表を次のように改める。 

法  人 区  域 事  業 資  産 

一 東日本大震災復

興特別区域法第三

十七条第一項の規

定により認定地方

公共団体（同法第

四条第一項に規定

する復興推進計画

（以下この号にお

いて「復興推進計

画」という。）に

つき同条第九項

（福島復興再生特

別措置法第七十四

条又は第七十五条

の規定により読み

替えて適用する場

合を含む。）の認

定（東日本大震災

復興特別区域法第

六条第一項の変更

の認定を含む。以

下この号において

「 認 定 」 と い

う。）を受けた地

方公共団体をい

う。以下この表及

び第四項第一号に

おいて同じ。）の

指定を受けた法人 

当該認定地方公共

団体の作成した当

該認定を受けた復

興推進計画（以下

この表において

「認定復興推進計

画」という。）に

定められた同法第

四条第二項第四号

イに規定する復興

産業集積区域 

産業集積事業（同

法第二条第三項第

二号イ（福島復興

再生特別措置法第

七十四条の規定に

より読み替えて適

用する場合を含

む。）に掲げる事

業をいう。）又は

建築物整備事業

（東日本大震災復

興特別区域法第二

条第三項第二号ロ

（福島復興再生特

別措置法第七十五

条の規定により読

み替えて適用する

場合を含む。）に

掲げる事業をい

う。以下この号に

おいて同じ。） 

機械及び装置、建

物及びその附属設

備並びに構築物

（建築物整備事業

にあっては、認定

復興推進計画の区

域における市街地

と産業の復興に資

するものとして政

令で定める要件を

満たす建物及びそ

の附属設備） 

二 東日本大震災復

興特別区域法第四

十一条第一項の規

定により認定地方

公共団体の指定を

受けた法人 

当該認定地方公共

団体の作成した認

定復興推進計画に

定められた同法第

四条第二項第四号

ロに規定する復興

居住区域 

賃貸住宅供給事業

（同法第二条第三

項第二号ハに掲げ

る事業をいう。） 

第十八条の二第一

項に規定する被災

者向け優良賃貸住

宅 

  第十七条の二第二項中「当該各号の第二欄に掲げる期間」を「指定期間」に、「第三

欄」を「第二欄」に、「第四欄」を「第三欄」に、「第五欄」を「第四欄」に、「第四

十二条の六第七項」を「第四十二条の六第五項」に、「及び第四十二条の十二の三第五

項」を「、第四十二条の十二の三第五項及び第四十二条の十二の四第五項」に、「第四

十二条の四第六項第二号イ」を「第四十二条の四第八項第二号イ」に改め、同条第四項

第一号イ、ハ及びニ中「第三欄」を「第二欄」に、「第四欄」を「第三欄」に、「第五



欄」を「第四欄」に改め、同号ホを次のように改める。 

   ホ 第一項の表の第二号の第四欄に掲げる減価償却資産（同号の第一欄に掲げる法

人で東日本大震災復興特別区域法第四十一条第一項の規定により認定地方公共団

体（同表の第一号の第一欄に規定する認定を受けた福島県又は福島県の区域内の

市町村に限る。）の指定を受けたものが取得又は建設をして当該認定に係る同表

の第二号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供し

たものに限る。） その取得価額の百分の二十五に相当する金額 

  第十七条の二第四項第一号に次のように加える。 

   ヘ 第一項の表の第二号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事

業の用に供した同号の第四欄に掲げる減価償却資産（ホに掲げるものを除く。） 

その取得価額の百分の二十五（平成三十二年四月一日から平成三十三年三月三十

一日までの間に取得又は建設をしたものについては、百分の十七）に相当する金

額 

  第十七条の二第四項第二号に次のように加える。 

   ヘ 前号ヘに掲げる減価償却資産 百分の八（平成三十二年四月一日から平成三十

三年三月三十一日までの間に取得又は建設をしたものについては、百分の六） 

  第十七条の二第五項及び第六項中「第五欄」を「第四欄」に改め、同条第七項中「、

修正申告書又は更正請求書」を「（同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修

正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含

む。）」に、「第五欄」を「第四欄」に、「は、当該」を「の計算の基礎となる当該減

価償却資産の取得価額は、」に、「基礎として計算した金額に限るもの」を「限度」に

改め、同条第九項中「、修正申告書又は更正請求書に第三項」を「（第三項の規定によ

り控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該

修正申告書又は更正請求書を含む。）に同項」に改め、同条第十一項中「と、」とある

のは「と」を「）」と、」とあるのは「）」と」に、「第百四十四条の四第一項第三号

中「の規定」とあるのは「並びに」を「第百四十四条の四第一項第三号中「。）の規

定」とあるのは「。）並びに」に、「前節」とあるのは「前節並びに震災特例法第十七

条の二第二項及び第三項」と、」を「。）の規定」とあるのは「。）並びに震災特例法

第十七条の二第二項及び第三項の規定」と、」に改め、同条第十二項中「第四十二条の

六第三項から第五項まで」を「第四十二条の六第二項及び第三項」に改め、「第四十二

条の十一の二第二項」の下に「、第四十二条の十一の三第二項」を加え、「第四十二条

の十二の四」を「第四十二条の十二の四第二項及び第三項、第四十二条の十二の五」に、

「第四十二条の四第六項第二号」を「第四十二条の四第八項第二号」に改める。 

  第十七条の二の二第七項中「第五欄」を「第四欄」に改め、同条第八項中「と、」と

あるのは「と」を「）」と、」とあるのは「）」と」に、「第百四十四条の四第一項第

三号中「の規定」とあるのは「並びに」を「第百四十四条の四第一項第三号中「。）の



規定」とあるのは「。）並びに」に、「前節」とあるのは「前節並びに震災特例法第十

七条の二の二第二項及び第三項」と、」を「。）の規定」とあるのは「。）並びに震災

特例法第十七条の二の二第二項及び第三項の規定」と、」に改め、同条第九項中「第四

十二条の四第六項第二号」を「第四十二条の四第八項第二号」に改める。 

  第十七条の二の三第一項中「又はホ」を「若しくはホ」に改め、「指示（」の下に

「以下この項及び」を加え、「から同日」を「又は同法第十七条の二第一項に規定する

特定復興再生拠点区域復興再生計画につき同条第六項の認定があった日のいずれか早い

日から当該避難等指示が解除された日」に、「の間」を「の期間（当該期間内に当該特

定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された同条第一項に規定する特定復興再生拠点

区域の変更がある場合には、政令で定める期間）内」に改め、同条第二項中「から同

日」を「又は同法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画に

つき同条第六項の認定があった日のいずれか早い日から当該避難等指示が解除された

日」に、「の間」を「の期間（当該期間内に当該特定復興再生拠点区域復興再生計画に

記載された同法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域の変更がある場合

には、政令で定める期間）内」に改め、同条第七項中「第五欄」を「第四欄」に改め、

同条第八項中「と、」とあるのは「と」を「）」と、」とあるのは「）」と」に、「第

百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「並びに」を「第百四十四条の四

第一項第三号中「。）の規定」とあるのは「。）並びに」に、「前節」とあるのは「前

節並びに震災特例法第十七条の二の三第二項及び第三項」と、」を「。）の規定」とあ

るのは「。）並びに震災特例法第十七条の二の三第二項及び第三項の規定」と、」に改

め、同条第九項中「第四十二条の四第六項第二号」を「第四十二条の四第八項第二号」

に改める。 

  第十七条の三第二項第四号中「第四十二条の十二の四」を「第四十二条の十二の五」

に改め、同条第三項中「、修正申告書又は更正請求書」を「（同項の規定により控除を

受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告

書又は更正請求書を含む。）」に、「は、当該」を「の計算の基礎となる給与等の額

は、」に、「基礎として計算した金額に限るもの」を「限度」に改め、同条第五項中

「と、」とあるのは「と」を「）」と、」とあるのは「）」と」に、「第百四十四条の

四第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び」を「第百四十四条の四第一項第三号中

「。）の規定」とあるのは「。）及び」に、「前節」とあるのは「前節及び震災特例法

第十七条の三第一項」と、」を「。）の規定」とあるのは「。）及び震災特例法第十七

条の三第一項の規定」と、」に改め、同条第六項中「第四十二条の十二の四」を「第四

十二条の十二の五」に、「第四十二条の四第六項第二号」を「第四十二条の四第八項第

二号」に改める。 

  第十七条の三の二第二項第五号中「第四十二条の十二の四」を「第四十二条の十二の

五」に改め、同条第四項中「と、」とあるのは「と」を「）」と、」とあるのは「）」



と」に、「第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び」を「第百四

十四条の四第一項第三号中「。）の規定」とあるのは「。）及び」に、「前節」とある

のは「前節及び震災特例法第十七条の三の二第一項」と、」を「。）の規定」とあるの

は「。）及び震災特例法第十七条の三の二第一項の規定」と、」に改め、同条第五項中

「第四十二条の四第六項第二号」を「第四十二条の四第八項第二号」に改める。 

  第十七条の三の三第一項中「又はホに掲げる指示が解除された日から同日」を「若し

くはホに掲げる指示が解除された日又は同法第十七条の二第一項に規定する特定復興再

生拠点区域復興再生計画につき同条第六項の認定があった日のいずれか早い日から当該

指示が解除された日」に、「までの間」を「までの期間（当該期間内における当該特定

復興再生拠点区域復興再生計画に記載された同条第一項に規定する特定復興再生拠点区

域（以下この項において「特定復興再生拠点区域」という。）の変更により新たに特定

復興再生拠点区域に該当することとなる区域については、政令で定める対象期間）内」

に改め、「期間（」の下に「当該期間内に同法第十七条の三において準用する東日本大

震災復興特別区域法第九条第一項の規定による当該認定の取消しがあった場合その他の

政令で定める場合には、政令で定める期間。」を加え、「（同法」を「（福島復興再生

特別措置法」に改め、同条第二項第五号中「第四十二条の十二の四」を「第四十二条の

十二の五」に改め、同条第四項中「と、」とあるのは「と」を「）」と、」とあるのは

「）」と」に、「第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び」を

「第百四十四条の四第一項第三号中「。）の規定」とあるのは「。）及び」に、「前

節」とあるのは「前節及び震災特例法第十七条の三の三第一項」と、」を「。）の規

定」とあるのは「。）及び震災特例法第十七条の三の三第一項の規定」と、」に改め、

同条第五項中「第四十二条の四第六項第二号」を「第四十二条の四第八項第二号」に改

める。 

  第十七条の四第一項中「第四号及び」を削り、「第四十二条の十二の三第三項」を

「第四十二条の十二の四第三項」に改める。 

  第十七条の五第二項中「第四十二条の四第六項第六号」を「第四十二条の四第八項第

九号」に改める。 

  第十八条第一項中「第四十二条の四第二項」を「第四十二条の四第三項」に改める。 

  第十八条の二第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一

日」に、「に、賃貸住宅のうち」を「に、」に、「地域をいう。以下この項及び」を

「地域をいい、東日本大震災復興特別区域法第七条第一項に規定する認定復興推進計画

に定められた同法第四条第二項第四号ロに規定する復興居住区域を除く。」に改め、

「）内において」の下に「、賃貸住宅のうち」を加え、「当該特定激甚災害地域内にお

いて」を削り、「（次項」を「（同項」に、「の百分の五十（当該被災者向け優良賃貸

住宅のうちその新築の時において法人税法の規定により定められている耐用年数が三十

五年以上であるものについては、百分の七十）に相当する」を「に次の各号に掲げる被



災者向け優良賃貸住宅の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」に改め、

同項に次の各号を加える。 

  一 被災者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時における法人税法の規定により定め

られている耐用年数（次号において「耐用年数」という。）が三十五年未満である

もの 百分の四十（平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間

に取得し、又は新築したものについては、百分の二十） 

  二 被災者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時における耐用年数が三十五年以上で

あるもの 百分の五十六（平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日ま

での間に取得し、又は新築したものについては、百分の二十八） 

  第十八条の三第一項中「第四十二条の四第二項」を「第四十二条の四第八項第六号」

に改め、同条第四項中「移転することとなった場合を」を「移転した場合を」に改め、

同項第三号中「移転することとなった」を「移転した」に改め、同条第八項中「に規定

する合併法人」を「の合併法人」に改め、同条第十一項中「に規定する分割承継法人」

を「の分割承継法人」に改める。 

  第十八条の五第一項中「又は前条第一項の規定」を「若しくは前条第一項の規定又は

単体特例規定（減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定を

いう。次条第一項において同じ。）」に、「又は第二十六条の四第一項の規定」を「若

しくは第二十六条の四第一項の規定又は第二十六条の五第一項に規定する連結特例規

定」に改め、「第十八条の四第一項」」の下に「と、「定める規定」とあるのは「定め

る規定若しくは震災特例法第十八条の五第一項に規定する単体特例規定」」を、「若し

くは第二十六条の四第一項の規定」の下に「若しくは震災特例法第二十六条の五第一項

に規定する連結特例規定」を加え、「「青色申告書」とあるのは「法人税法第二条第三

十一号に規定する確定申告書」と、「法人税法第二条第三十二号」とあるのは「同条第

三十二号」と、」を削り、「同条第五項中「青色申告書」とあるのは「法人税法第二条

第三十一号に規定する確定申告書」と、「法人税法」とあるのは「同法」と、」を

「「第四十三条の三の規定」とあるのは「第四十三条の三の規定又は震災特例法第十七

条の二第一項、第十七条の二の二第一項、第十七条の二の三第一項、第十七条の五第一

項、第十八条第一項、第十八条の二第一項若しくは第十八条の四第一項の規定若しくは

震災特例法第十八条の五第一項に規定する単体特例規定」と、「第六十八条の十八の規

定」とあるのは「第六十八条の十八の規定又は震災特例法第二十五条の二第一項、第二

十五条の二の二第一項、第二十五条の二の三第一項、第二十五条の五第一項、第二十六

条第一項、第二十六条の二第一項若しくは第二十六条の四第一項の規定若しくは震災特

例法第二十六条の五第一項に規定する連結特例規定」と、「同法」とあるのは「法人税

法」と、同条第五項中」に改める。 

  第十八条の六第一項中「又は第十八条の四第一項の規定」を「若しくは第十八条の四

第一項の規定又は単体特例規定」に改める。 



  第十八条の七第一項中「又は第十八条の四の規定」を「若しくは第十八条の四の規定

又は減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定」に改め、

「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」の下に「（第

四号において「震災特例法」という。）」を加え、「として」を「と、同項第四号中

「定める規定」とあるのは「定める規定又は震災特例法第十八条の七第一項に規定する

政令で定める規定」として」に改める。 

  第十八条の八第一項中「規定する避難解除等区域復興再生推進事業」の下に「（以下

この条において「避難解除等区域復興再生推進事業」という。）」を加え、「第四項及

び第十一項第二号」を「以下この条」に改め、「第一号」の下に「及び第八項」を加え、

「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改め、同条第五項中「当該法人が被合併法

人となる適格合併が行われた」を「適格合併又は適格分割により当該福島再開投資等準

備金に係る避難解除等区域復興再生推進事業の全部を移転した」に、「第二号」を「第

二号イ」に改め、同項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、

同項第三号を同項第四号とし、同項第二号を削り、同項第一号を同項第三号とし、同号

の前に次の二号を加える。 

  一 当該福島再開投資等準備金に係る避難解除等区域復興再生推進事業を廃止した場

合 その廃止の日における当該避難解除等区域復興再生推進事業が記載された認定

避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額 

  二 合併、分割又は譲渡により避難解除等区域復興再生推進事業を移転した場合 次

に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額 

   イ 合併により合併法人に避難解除等区域復興再生推進事業を移転した場合 その

合併の直前における福島再開投資等準備金の金額 

   ロ イに掲げる場合以外の場合 避難解除等区域復興再生推進事業を移転した日に

おける当該避難解除等区域復興再生推進事業が記載された認定避難解除等区域復

興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額 

  第十八条の八第十二項を同条第十八項とし、同条第十一項第二号中「福島復興再生特

別措置法第十八条第一項に規定する」を削り、同項を同条第十七項とし、同条第十項中

「第八項又は第二十六条の八第九項に規定する」を「第十項又は第二十六条の八第十一

項の」に、「第八項又は同条第九項」を「第十項又は同条第十一項」に改め、同項を同

条第十二項とし、同項の次に次の四項を加える。 

 13 第一項又は第八項の福島再開投資等準備金（連結事業年度において積み立てた第二

十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。）を積み立てている法人が適格分

割により分割承継法人に当該福島再開投資等準備金に係る避難解除等区域復興再生推

進事業の全部を移転した場合（同条第十四項前段に規定する場合を除く。）には、そ

の適格分割直前における当該避難解除等区域復興再生推進事業が記載された認定避難

解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額は、当該分



割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを

受けた福島再開投資等準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日におい

て有する第一項の福島再開投資等準備金の金額（当該分割承継法人の当該適格分割の

日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の福島再開投資等

準備金の金額）とみなす。 

 14 前項の場合において、第一項の福島再開投資等準備金（連結事業年度において積み

立てた第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。）を積み立てている法

人のその適格分割の日を含む事業年度（同日が当該法人の事業年度開始の日である場

合の当該事業年度を除く。）については、当該適格分割の日の前日を当該事業年度終

了の日とみなして、第四項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事

業年度の月数」とあるのは、「その適格分割の日を含む事業年度開始の日からその適

格分割の日の前日までの期間の月数」とする。 

 15 第十三項又は第二十六条の八第十四項の場合において、これらの規定の分割承継法

人（その適格分割後において連結法人に該当するものを除く。）が福島復興再生特別

措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものでないときは、その適格分割

の日を含む事業年度終了の日における福島再開投資等準備金の金額は、当該事業年度

の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第十七項の規定

は、適用しない。 

 16 第十三項又は第二十六条の八第十四項の分割承継法人（その適格分割後において連

結法人に該当するものを除く。）のその適格分割の日を含む事業年度に係る第一項か

ら第四項までの規定の適用については、これらの規定に規定する前事業年度等から繰

り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備

金の金額は、第十三項又は同条第十四項の規定により当該分割承継法人が有するもの

とみなされた福島再開投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当

該分割承継法人が当該適格分割により設立された法人でないときは、当該分割承継法

人が有するものとみなされた福島再開投資等準備金の金額については、第四項中「当

該各事業年度の月数」とあるのは、「その適格分割の日から同日を含む事業年度終了

の日までの期間の月数」とする。 

  第十八条の八第九項中「第二十六条の八第九項」を「第二十六条の八第十一項」に、

「第十一項」を「第十七項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項中「同条第

九項前段」を「同条第十一項前段」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項の次に

次の二項を加える。 

 ８ 法人で福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものが、

認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間内の日を含む各事業年

度（清算中の各事業年度を除く。）において、適格分割により分割承継法人に当該認

定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された避難解除等区域復興再生推



進事業の全部を移転する場合において、当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実

施計画に係る施設新設等費用の支出に充てるため、当該適格分割の直前の時を当該事

業年度終了の時とした場合に第一項の規定により計算される同項に規定するいずれか

少ない金額以下の金額を福島再開投資等準備金として積み立てたときは、その積み立

てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 

 ９ 前項の規定は、同項に規定する法人が適格分割の日以後二月以内に同項の福島再開

投資等準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税

務署長に提出した場合に限り、適用する。 

  第十九条第一項中「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改める。 

  第二十条第十一項中「株式交換完全子法人」を「株式交換等完全子法人」に改める。 

  第二十五条の二第一項中「当該各号の第二欄に掲げる期間」を「東日本大震災復興特

別区域法の施行の日から平成三十三年三月三十一日までの期間（次項において「指定期

間」という。）」に、「第三欄」を「第二欄」に、「第四欄」を「第三欄」に、「第五

欄」を「第四欄」に、「次項」を「同項」に改め、同項の表を次のように改める。 

法  人 区  域 事  業 資  産 

一 東日本大震災復

興特別区域法第三

十七条第一項の規

定により認定地方

公共団体（同法第

四条第一項に規定

する復興推進計画

（以下この号にお

いて「復興推進計

画」という。）に

つき同条第九項

（福島復興再生特

別措置法第七十四

条又は第七十五条

の規定により読み

替えて適用する場

合を含む。）の認

定（東日本大震災

復興特別区域法第

六条第一項の変更

の認定を含む。以

下この号において

「 認 定 」 と い

う。）を受けた地

方公共団体をい

う。以下この表及

び第四項第一号に

おいて同じ。）の

当該認定地方公共

団体の作成した当

該認定を受けた復

興推進計画（以下

この表において

「認定復興推進計

画」という。）に

定められた同法第

四条第二項第四号

イに規定する復興

産業集積区域 

産業集積事業（同

法第二条第三項第

二号イ（福島復興

再生特別措置法第

七十四条の規定に

より読み替えて適

用する場合を含

む。）に掲げる事

業をいう。）又は

建築物整備事業

（東日本大震災復

興特別区域法第二

条第三項第二号ロ

（福島復興再生特

別措置法第七十五

条の規定により読

み替えて適用する

場合を含む。）に

掲げる事業をい

う。以下この号に

おいて同じ。） 

機械及び装置、建

物及びその附属設

備並びに構築物

（建築物整備事業

にあっては、認定

復興推進計画の区

域における市街地

と産業の復興に資

するものとして政

令で定める要件を

満たす建物及びそ

の附属設備） 



指定を受けた連結

法人 

二 東日本大震災復

興特別区域法第四

十一条第一項の規

定により認定地方

公共団体の指定を

受けた連結法人 

当該認定地方公共

団体の作成した認

定復興推進計画に

定められた同法第

四条第二項第四号

ロに規定する復興

居住区域 

賃貸住宅供給事業

（同法第二条第三

項第二号ハに掲げ

る事業をいう。） 

第十八条の二第一

項に規定する被災

者向け優良賃貸住

宅 

  第二十五条の二第二項中「当該各号の第二欄に掲げる期間」を「指定期間」に、「第

三欄」を「第二欄」に、「第四欄」を「第三欄」に、「第五欄」を「第四欄」に、「第

六十八条の九第六項第二号イ」を「第六十八条の九第八項第二号イ」に改め、同条第四

項第一号イ、ハ及びニ中「第三欄」を「第二欄」に、「第四欄」を「第三欄」に、「第

五欄」を「第四欄」に改め、同号ホを次のように改める。 

   ホ 第一項の表の第二号の第四欄に掲げる減価償却資産（同号の第一欄に掲げる連

結法人で東日本大震災復興特別区域法第四十一条第一項の規定により認定地方公

共団体（同表の第一号の第一欄に規定する認定を受けた福島県又は福島県の区域

内の市町村に限る。）の指定を受けたものが取得又は建設をして当該認定に係る

同表の第二号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に

供したものに限る。） その取得価額の百分の二十五に相当する金額 

  第二十五条の二第四項第一号に次のように加える。 

   ヘ 第一項の表の第二号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事

業の用に供した同号の第四欄に掲げる減価償却資産（ホに掲げるものを除く。） 

その取得価額の百分の二十五（平成三十二年四月一日から平成三十三年三月三十

一日までの間に取得又は建設をしたものについては、百分の十七）に相当する金

額 

  第二十五条の二第四項第二号に次のように加える。 

   ヘ 前号ヘに掲げる減価償却資産 百分の八（平成三十二年四月一日から平成三十

三年三月三十一日までの間に取得又は建設をしたものについては、百分の六） 

  第二十五条の二第五項及び第七項中「第五欄」を「第四欄」に改め、同条第八項中「、

修正申告書又は更正請求書」を「（同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修

正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含

む。）」に、「第五欄」を「第四欄」に、「は、当該」を「の計算の基礎となる当該減

価償却資産の取得価額は、」に、「基礎として計算した金額に限るもの」を「限度」に

改め、同条第十項中「、修正申告書又は更正請求書に第三項」を「（第三項の規定によ

り控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該

修正申告書又は更正請求書を含む。）に同項」に改め、同条第十三項中「第六十八条の

十一第三項から第五項まで」を「第六十八条の十一第二項及び第三項」に改め、「第六



十八条の十四の二第二項」の下に「、第六十八条の十四の三第二項」を加え、「第六十

八条の十五の五」を「第六十八条の十五の五第二項及び第三項、第六十八条の十五の

六」に、「第六十八条の九第六項第二号」を「第六十八条の九第八項第二号」に改める。 

  第二十五条の二の二第四項中「あっては、第十七条の二の二第二項」を「おける第十

七条の二の二第二項」に改め、同条第七項中「第五欄」を「第四欄」に改め、同条第九

項中「第六十八条の九第六項第二号」を「第六十八条の九第八項第二号」に改める。 

  第二十五条の二の三第一項中「又はホ」を「若しくはホ」に改め、「指示（」の下に

「以下この項及び」を加え、「から同日」を「又は同法第十七条の二第一項に規定する

特定復興再生拠点区域復興再生計画につき同条第六項の認定があった日のいずれか早い

日から当該避難等指示が解除された日」に、「の間」を「の期間（当該期間内に当該特

定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された同条第一項に規定する特定復興再生拠点

区域の変更がある場合には、政令で定める期間）内」に改め、同条第二項中「から同

日」を「又は同法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画に

つき同条第六項の認定があった日のいずれか早い日から当該避難等指示が解除された

日」に、「の間」を「の期間（当該期間内に当該特定復興再生拠点区域復興再生計画に

記載された同法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域の変更がある場合

には、政令で定める期間）内」に改め、同条第四項中「あっては、第十七条の二の三第

二項」を「おける第十七条の二の三第二項」に改め、同条第七項中「第五欄」を「第四

欄」に改め、同条第九項中「第六十八条の九第六項第二号」を「第六十八条の九第八項

第二号」に改める。 

  第二十五条の三第二項第四号中「第六十八条の十五の五」を「第六十八条の十五の

六」に改め、同条第三項中「、修正申告書又は更正請求書」を「（同項の規定により控

除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正

申告書又は更正請求書を含む。）」に、「は、当該」を「の計算の基礎となる給与等の

額は、」に、「基礎として計算した金額に限るもの」を「限度」に改め、同条第六項中

「第六十八条の十五の五」を「第六十八条の十五の六」に、「第六十八条の九第六項第

二号」を「第六十八条の九第八項第二号」に改める。 

  第二十五条の三の二第二項第五号中「第六十八条の十五の五」を「第六十八条の十五

の六」に改め、同条第五項中「第六十八条の九第六項第二号」を「第六十八条の九第八

項第二号」に改める。 

  第二十五条の三の三第一項中「又はホに掲げる指示が解除された日から同日」を「若

しくはホに掲げる指示が解除された日又は同法第十七条の二第一項に規定する特定復興

再生拠点区域復興再生計画につき同条第六項の認定があった日のいずれか早い日から当

該指示が解除された日」に、「までの間」を「までの期間（当該期間内における当該特

定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された同条第一項に規定する特定復興再生拠点

区域（以下この項において「特定復興再生拠点区域」という。）の変更により新たに特



定復興再生拠点区域に該当することとなる区域については、政令で定める対象期間）

内」に改め、「期間（」の下に「当該期間内に同法第十七条の三において準用する東日

本大震災復興特別区域法第九条第一項の規定による当該認定の取消しがあった場合その

他の政令で定める場合には、政令で定める期間。」を加え、「（同法」を「（福島復興

再生特別措置法」に改め、同条第二項第五号中「第六十八条の十五の五」を「第六十八

条の十五の六」に改め、同条第五項中「第六十八条の九第六項第二号」を「第六十八条

の九第八項第二号」に改める。 

  第二十五条の四第一項中「第四号及び」を削り、「第六十八条の十五の四第三項」を

「第六十八条の十五の五第三項」に改め、「同条第三項中」及び「同条第四項中」の下

に「「青色申告書」とあるのは「同条第三十一号に規定する確定申告書」と、」を加え

る。 

  第二十五条の五第二項中「第六十八条の九第六項第六号」を「第六十八条の九第八項

第七号」に改める。 

  第二十六条第一項中「第六十八条の九第六項第四号」を「第六十八条の九第八項第五

号」に、「同項第五号」を「同法第四十二条の四第八項第七号」に改める。 

  第二十六条の二第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一

日」に改め、「第十八条の二第一項に規定する」の下に「特定激甚災害地域（次項にお

いて「特定激甚災害地域」という。）内において、同条第一項に規定する」を加え、

「同条第一項に規定する特定激甚災害地域（次項において「特定激甚災害地域」とい

う。）内において」を削り、「の百分の五十（当該被災者向け優良賃貸住宅のうちその

新築の時において法人税法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上である

ものについては、百分の七十）に相当する」を「に次の各号に掲げる被災者向け優良賃

貸住宅の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」に改め、同項に次の各号

を加える。 

  一 被災者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時における法人税法の規定により定め

られている耐用年数（次号において「耐用年数」という。）が三十五年未満である

もの 百分の四十（平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間

に取得し、又は新築したものについては、百分の二十） 

  二 被災者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時における耐用年数が三十五年以上で

あるもの 百分の五十六（平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日ま

での間に取得し、又は新築したものについては、百分の二十八） 

  第二十六条の三第一項中「第六十八条の九第六項第四号」を「第六十八条の九第八項

第五号」に改め、同条第四項中「移転することとなった場合を」を「移転した場合を」

に改め、同項第三号中「移転することとなった」を「移転した」に改め、同条第九項中

「に規定する合併法人」を「の合併法人」に改め、同条第十二項中「に規定する分割承

継法人」を「の分割承継法人」に改め、同条第十三項中「ほか、」の下に「第一項、第



三項及び第四項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合におけ

る法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算そ

の他」を加える。 

  第二十六条の五第一項中「又は前条第一項の規定」を「若しくは前条第一項の規定又

は連結特例規定（減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定

をいう。次条第一項において同じ。）」に、「又は第十八条の四第一項の規定」を「若

しくは第十八条の四第一項の規定又は第十八条の五第一項に規定する単体特例規定」に

改め、「第二十六条の四第一項」」の下に「と、「定める規定」とあるのは「定める規

定若しくは震災特例法第二十六条の五第一項に規定する連結特例規定」」を、「若しく

は第十八条の四第一項の規定」の下に「若しくは震災特例法第十八条の五第一項に規定

する単体特例規定」を加え、「「青色申告書」とあるのは「同条第三十一号に規定する

確定申告書」と、」を削り、「同条第五項中「青色申告書」とあるのは「法人税法第二

条第三十一号に規定する確定申告書」と、「法人税法」とあるのは「同法」と、」を

「「第六十八条の十八の規定」とあるのは「第六十八条の十八の規定又は震災特例法第

二十五条の二第一項、第二十五条の二の二第一項、第二十五条の二の三第一項、第二十

五条の五第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項若しくは第二十六条の四第

一項の規定若しくは震災特例法第二十六条の五第一項に規定する連結特例規定」と、

「第四十三条の三の規定」とあるのは「第四十三条の三の規定又は震災特例法第十七条

の二第一項、第十七条の二の二第一項、第十七条の二の三第一項、第十七条の五第一項、

第十八条第一項、第十八条の二第一項若しくは第十八条の四第一項の規定若しくは震災

特例法第十八条の五第一項に規定する単体特例規定」と、「同法」とあるのは「法人税

法」と、同条第五項中」に改める。 

  第二十六条の六第一項中「又は第二十六条の四第一項の規定」を「若しくは第二十六

条の四第一項の規定又は連結特例規定」に改める。 

  第二十六条の七第一項中「又は第二十六条の四の規定」を「若しくは第二十六条の四

の規定又は減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定」に改

め、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」の下に

「（第四号において「震災特例法」という。）」を加え、「として」を「と、同項第四

号中「定める規定」とあるのは「定める規定又は震災特例法第二十六条の七第一項に規

定する政令で定める規定」として」に改める。 

  第二十六条の八第一項中「規定する避難解除等区域復興再生推進事業」の下に「（以

下この条において「避難解除等区域復興再生推進事業」という。）」を加え、「第四項

及び第十二項第二号」を「以下この条」に改め、「第一号」の下に「及び第九項」を加

え、「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改め、同条第五項中「当該連結親法人

又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併が行われた」を「適格合併又は適格分

割により当該福島再開投資等準備金に係る避難解除等区域復興再生推進事業の全部を移



転した」に、「第二号」を「第二号イ」に改め、同項第四号中「前三号」を「前各号」

に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号を削り、同

項第一号を同項第三号とし、同号の前に次の二号を加える。 

  一 当該福島再開投資等準備金に係る避難解除等区域復興再生推進事業を廃止した場

合 その廃止の日における当該避難解除等区域復興再生推進事業が記載された認定

避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額 

  二 合併（連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日が法人税法

第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日（第十一項において

「連結親法人事業年度開始の日」という。）である場合の当該合併に限る。イにお

いて同じ。）、分割又は譲渡により避難解除等区域復興再生推進事業を移転した場

合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額 

   イ 合併により合併法人に避難解除等区域復興再生推進事業を移転した場合 その

合併の直前における福島再開投資等準備金の金額 

   ロ イに掲げる場合以外の場合 避難解除等区域復興再生推進事業を移転した日に

おける当該避難解除等区域復興再生推進事業が記載された認定避難解除等区域復

興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額 

  第二十六条の八第十三項中「ほか、」の下に「第一項から第五項まで、第九項、第十

二項及び第十六項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合にお

ける法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算

その他」を加え、同項を同条第十九項とし、同条第十二項第二号中「福島復興再生特別

措置法第十八条第一項に規定する」を削り、同項を同条第十八項とし、同条第十一項中

「第九項又は第十八条の八第八項に規定する」を「第十一項又は第十八条の八第十項

の」に、「第九項又は同条第八項」を「第十一項又は同条第十項」に改め、同項を同条

第十三項とし、同項の次に次の四項を加える。 

 14 第一項又は第九項の福島再開投資等準備金（連結事業年度に該当しない事業年度に

おいて積み立てた第十八条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。）を積み立て

ている連結親法人又はその連結子法人が適格分割により分割承継法人に当該福島再開

投資等準備金に係る避難解除等区域復興再生推進事業の全部を移転した場合には、そ

の適格分割直前における当該避難解除等区域復興再生推進事業が記載された認定避難

解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額は、当該分

割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを

受けた福島再開投資等準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日におい

て有する第一項の福島再開投資等準備金の金額（当該分割承継法人の当該適格分割の

日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同条第一項の福島再開投資

等準備金の金額）とみなす。 

 15 前項の場合において、第一項の福島再開投資等準備金（連結事業年度に該当しない



事業年度において積み立てた第十八条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。）

を積み立てている連結親法人又はその連結子法人のその適格分割の日を含む連結事業

年度（同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合

の当該連結事業年度を除く。）については、当該適格分割の日の前日を当該連結事業

年度終了の日とみなして、第四項の規定を適用する。この場合において、同項中「当

該各連結事業年度の月数」とあるのは、「その適格分割の日を含む連結事業年度開始

の日からその適格分割の日の前日までの期間の月数」とする。 

 16 第十四項又は第十八条の八第十三項の場合において、これらの規定の分割承継法人

（その適格分割後において連結法人に該当するものに限る。）が福島復興再生特別措

置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものでないときは、その適格分割の

日を含む連結事業年度終了の日における福島再開投資等準備金の金額は、当該連結事

業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第十

八項の規定は、適用しない。 

 17 第十四項又は第十八条の八第十三項の分割承継法人（その適格分割後において連結

法人に該当するものに限る。）のその適格分割の日を含む連結事業年度に係る第一項

から第四項までの規定の適用については、これらの規定に規定する前連結事業年度等

から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資

等準備金の金額は、第十四項又は同条第十三項の規定により当該分割承継法人が有す

るものとみなされた福島再開投資等準備金の金額を含むものとする。この場合におい

て、当該分割承継法人が有するものとみなされた福島再開投資等準備金の金額につい

ては、第四項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「その適格分割の日から

同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。 

  第二十六条の八第十項中「第十八条の八第八項」を「第十八条の八第十項」に、「第

十二項」を「第十八項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項を同条第十一項

とし、同条第八項の次に次の二項を加える。 

 ９ 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、福島

復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものが、認定避難解

除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間内の日を含む各連結事業年度にお

いて、適格分割により分割承継法人に当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施

計画に記載された避難解除等区域復興再生推進事業の全部を移転する場合において、

当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る施設新設等費用の支出に充

てるため、当該適格分割の直前の時を当該連結事業年度終了の時とした場合に第一項

の規定により計算される同項に規定するいずれか少ない金額以下の金額を福島再開投

資等準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連

結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該連結子法人のうち清算中

のものについては、この限りでない。 



 10 前項の規定は、同項の連結親法人が適格分割の日以後二月以内に同項の福島再開投

資等準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の

納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。 

  第二十七条第一項中「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改める。 

  第二十八条第十二項中「株式交換完全子法人」を「株式交換等完全子法人」に改める。 

  第三十八条の二第一項中「平成三十三年十二月三十一日までの間」の下に「（以下こ

の条において「適用期間」という。）」を加え、同項第一号中「含む。）」を「含む。

以下この号及び第十項から第十三項までにおいて同じ。）」に改め、同項第三号中「含

む」の下に「。以下この号、第十項第三号及び第十二項第三号において同じ」を加え、

同条第二項第一号ニ(1)中「第四項」の下に「、第十項及び第十一項」を加え、同条第

三項中「同項の期間」を「適用期間」に改め、同条第四項中「第一項の期間内に同項」

を「適用期間内に第一項」に改め、同条第八項第二号中「とする」を「と、同法第六十

七条第二項中「同項」とあるのは「第三十六条第一項」とする」に改め、同条第十四項

を同条第十八項とし、同条第十三項を同条第十七項とし、同条第十二項中「又は前三

項」を「、第九項又は前二項」に改め、「第一項」の下に「及び第十項から第十三項ま

で」を加え、同項を同条第十六項とし、同条第十一項を同条第十五項とし、同条第十項

を同条第十四項とし、同条第九項の次に次の四項を加える。 

 10 住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた被災受贈者が、次に掲げる場

合に該当するときは、第六項から第八項までの規定は、適用しない。 

  一 当該被災受贈者が第一項第一号に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築

後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして当該被災受贈者が贈与により住宅

取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なくこれらの住宅用

家屋を当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることによ

り同項の規定の適用を受けた場合において、これらの住宅用家屋が災害（震災、風

水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項から第十三項までにおいて

同じ。）により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなっ

たとき。 

  二 当該被災受贈者が第一項第二号に定めるところにより既存住宅用家屋を当該被災

受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後

遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることに

より同項の規定の適用を受けた場合において、当該既存住宅用家屋が災害により滅

失をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき。 

  三 当該被災受贈者が第一項第三号に定めるところにより増改築等をした住宅用の家

屋を当該被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年

三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込

まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該住宅用の家屋が災



害により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき。 

 11 適用期間内にその直系尊属からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を

住宅用の家屋（第九項に規定する要耐震改修住宅用家屋を含む。以下この項及び第十

三項において同じ。）の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋に

つき行う増築（改築その他の工事を含む。）の対価に充てて当該贈与により金銭の取

得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該新築若しくは取得又は増築をした

場合には、当該新築若しくは取得又は増築をした住宅用の家屋が災害によって滅失を

したことにより同日までにその居住の用に供することができなくなったときであって

も、当該個人は、この条（第六項から第八項までを除く。）の規定の適用を受けるこ

とができる。 

 12 住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた被災受贈者が、贈与により住

宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後において、次に掲げる場

合に該当するときにおける第六項の規定の適用については、同項各号中「同年十二月

三十一日」とあるのは、「当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年

の翌々年十二月三十一日」とする。 

  一 当該被災受贈者が第一項第一号に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築

後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして当該被災受贈者が贈与により住宅

取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なくこれらの住宅用

家屋を当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることによ

り同項の規定の適用を受けた場合において、災害に起因するやむを得ない事情によ

りこれらの住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の居住の用に供

することができなかったとき。 

  二 当該被災受贈者が第一項第二号に定めるところにより既存住宅用家屋を当該被災

受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後

遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることに

より同項の規定の適用を受けた場合において、災害に起因するやむを得ない事情に

より当該既存住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の居住の用に

供することができなかったとき。 

  三 当該被災受贈者が第一項第三号に定めるところにより増改築等をした住宅用の家

屋を当該被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年

三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込

まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に起因するやむを

得ない事情により当該住宅用の家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の

居住の用に供することができなかったとき。 

 13 適用期間内にその直系尊属からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を

住宅用の家屋の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う



増築（改築その他の工事を含む。）の対価に充てて当該新築若しくは取得又は増築を

する場合には、災害に起因するやむを得ない事情により当該贈与により金銭の取得を

した日の属する年の翌年三月十五日までに当該新築若しくは取得又は増築ができなか

ったときであっても、当該個人は、この条の規定の適用を受けることができる。この

場合において、第一項各号、第六項及び第九項中「翌年三月十五日」とあるのは、

「翌々年三月十五日」とする。 

  第三十八条の三第一項中「第七十条の七第四項の」を「第七十条の七第三項の」に、

「同条第四項及び第六項」を「同条第三項及び第五項」に改め、同項第一号中「第七十

条の七第四項第二号」を「第七十条の七第三項第二号」に、「同条第六項」を「同条第

五項」に、「同条第四項第九号」を「同条第三項第九号」に改め、同項第二号イ中「同

条第四項第二号」を「同条第三項第二号」に改め、同号ロ中「第七十条の七第四項第九

号」を「第七十条の七第三項第九号」に、「同条第六項」を「同条第五項」に、「同条

第四項第九号」を「同条第三項第九号」に改め、同項第三号中「第七十条の七第四項第

二号若しくは第九号に掲げる場合又は贈与特定期間内に同条第六項の表の第一号の上欄

（同条第四項第九号」を「第七十条の七第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は

贈与特定期間内に同条第五項の表の第一号の上欄（同条第三項第九号」に、「同条第四

項第九号に掲げる場合又は贈与特定期間内に同条第六項の表の第一号の上欄（同条第四

項第九号」を「同条第三項第九号に掲げる場合又は贈与特定期間内に同表の第一号の上

欄（同項第九号」に改める。 

  第三十八条の四第一項中「第七十条の七第四項」を「第七十条の七第三項」に、「第

七十条の七第十七項第一号」を「第七十条の七第十六項第一号」に改め、同項第一号中

「限り」を「限るものとし」に改め、同条第二項中「第七十条の七第十七項」を「第七

十条の七第十六項」に改める。 

  第四十一条の二第一項中「読み替えて適用される同法第五条第一項の経営強化計画に

係る当該規定による主務大臣の決定若しくは」を「適用される」に改め、「同法附則第

九条第三項の規定により読み替えて適用される同法第十七条第一項の経営強化計画に係

る当該規定による主務大臣の決定若しくは」を削り、「平成二十九年三月三十一日」を

「平成三十一年三月三十一日」に改め、「これらの経営強化計画又は」及び「決定又

は」を削る。 

  第四十五条第一項ただし書及び第二項ただし書中「第八条」を「第九条」に改める。 

 （東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特

別措置法の一部改正） 

第十六条 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関

する特別措置法（平成二十三年法律第百十七号）の一部を次のように改正する。 

  第十四条第三項中「にこれら」を「に控除対象外国所得税等の額（所得税法第九十五

条第一項に規定する控除対象外国所得税の額又は同法第百六十五条の六第一項に規定す



る控除対象外国所得税の額をいう。以下この項において同じ。）、前二項」に、「そ

の」を「当該金額の」に、「は、当該金額」を「の計算の基礎となる控除対象外国所得

税等の額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に

控除対象外国所得税等の額」に改める。 

  第三十三条第一項の表租税特別措置法の項中 

「 第四十条の三の四

第五項第三号及び

第四号、第六項並

びに第七項 

所得税 所得税及び復興特別所得税  

 

 

」 

 を 

「 第四十条の三の四

第五項第三号及び

第四号、第六項並

びに第七項 

所得税 所得税及び復興特別所得税  

 第六十六条の七第

四項、第六十六条

の九の三第四項、

第六十八条の九十

一第四項及び第六

十八条の九十三の

三第四項 

）及び法人税 ）、復興特別所得税の額（附帯税の額

を除く。）及び法人税 

 

 

 

 

 

 

」 

 に改め、同条第九項第一号中「の規定の適用がある場合におけるこの章」を「」とい

う。）」に改める。 

 （所得税法等の一部を改正する法律の一部改正） 

第十七条 所得税法等の一部を改正する法律（平成二十八年法律第十五号）の一部を次の

ように改正する。 

  第十条中租税特別措置法第六十八条の九第十項の改正規定を削る。 

  第十条のうち租税特別措置法第六十八条の十一第二十一項の改正規定中「、「百分の

四・四」を「百分の十・三」に」を削る。 

  第十条中租税特別措置法第八十四条の二の改正規定の次に次のように加える。 

   第八十六条の五第十一項中「前項」を「第十項」に改め、同項を同条第十四項とし、

同条第十項の次に次の三項を加える。 

  11 被災事業者である適格請求書発行事業者（消費税法第二条第一項第七号の二に規

定する適格請求書発行事業者をいい、その課税期間に係る同法第九条第一項に規定

する基準期間における課税売上高が千万円以下である者に限る。以下この項及び次

項において同じ。）が、指定日までに同法第五十七条の二第十項第一号の規定によ

る届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、その提出があつた

日の翌日に、同条第一項の登録は、その効力を失う。この場合において、当該適格

請求書発行事業者のその提出があつた日の属する課税期間に係る同法第九条第一項



及び第十五条第六項の規定の適用については、同法第九条第一項中「である者（適

格請求書発行事業者を除く。）」とあるのは「である者」と、同法第十五条第六項

中「の初日において適格請求書発行事業者である場合又は当該課税期間における」

とあるのは「における」と、「若しくは」とあるのは「又は」とする。 

  12 前項の規定は、被災事業者である適格請求書発行事業者が、第三項の届出書を提

出した場合について準用する。この場合において、前項中「同法第五十七条の二第

十項第一号の規定による」とあるのは「第三項の」と、「の翌日」とあるのは「に、

同法第五十七条の二第十項第一号の規定による届出書がその納税地を所轄する税務

署長に提出されたものとみなし、同日の翌日」と、「のその」とあるのは「の第三

項の届出書の」と読み替えるものとする。 

  13 消費税法第五十七条の二第十一項の規定は、第十一項（前項において準用する場

合を含む。）の規定により同条第一項の登録がその効力を失つたときについて準用

する。この場合において、同条第十一項中「第六項の規定による登録の取消しを行

つたとき、又は前項」とあるのは「租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六

号）第八十六条の五第十一項（同条第十二項において準用する場合を含む。）（納

税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例）」と、「取り消さ

れた又はその」とあるのは「その」と読み替えるものとする。 

  附則第一条第七号の三ハ中「第六十八条の九第十項の改正規定、同法」及び「、同法

第六十八条の十一第二十一項の改正規定（「百分の四・四」を「百分の十・三」に改め

る部分に限る。）」を削り、「第百六条」を「第百七条第三項」に改め、同条第九号イ

中「及び第五十二条第一項」を「、第五十二条第一項及び第百二十八条の二」に改め、

同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える。 

   ハ 第十条中租税特別措置法第八十六条の五の改正規定及び附則第百二十八条の二

の規定 

  附則第百六条を次のように改める。 

 第百六条 削除 

  附則第百七条の見出しを「（連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得し

た場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置）」に改め、同条に次の

一項を加える。 

 ３ 新租税特別措置法第六十八条の十第十二項及び第十三項、第六十八条の十三第八項

及び第九項、第六十八条の十五第七項、第六十八条の十五の二第十項又は第六十八条

の十五の四第十二項（これらの規定により読み替えて適用する地方法人税法第十五条

第一項に係る部分に限る。）の規定は、連結法人の連結親法人事業年度（法人税法第

十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。）が平成三十一

年十月一日以後に開始する連結事業年度における新租税特別措置法第六十八条の十第

三項、第六十八条の十三第二項、第六十八条の十五第二項又は第六十八条の十五の二



第二項及び第三項に規定する調整前連結税額から控除される金額並びに新租税特別措

置法第六十八条の十第五項、第六十八条の十三第四項又は第六十八条の十五の四第五

項に規定する加算した金額について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前

に開始した連結事業年度における旧租税特別措置法第六十八条の十第二項及び第三項、

第六十八条の十三第一項及び第二項、第六十八条の十五の二第二項又は第六十八条の

十五の三第一項から第三項までに規定する調整前連結税額から控除される金額並びに

旧租税特別措置法第六十八条の十第五項、第六十八条の十三第四項又は第六十八条の

十五の四第五項に規定する加算した金額については、なお従前の例による。 

  附則第百二十八条の次に次の一条を加える。 

  （適格請求書発行事業者の登録の取消し等に関する特例に関する経過措置） 

 第百二十八条の二 新租税特別措置法第八十六条の五第十一項の規定は、同項の適格請

求書発行事業者が平成三十五年十月一日以後に三十五年改正規定による改正後の消費

税法第五十七条の二第十項第一号の規定による届出書を提出する場合について適用し、

新租税特別措置法第八十六条の五第十二項の規定は、同項の適格請求書発行事業者が

同日以後に同条第三項の届出書を提出する場合について適用する。 

   附 則 

 （施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。 

 一 第十二条中租税特別措置法第九十条の十二の改正規定（同条第一項第四号イ(3)中

「エネルギー消費効率（以下この条」の下に「及び次条第二項」を加える部分を除

く。）及び附則第九十三条第一項から第三項までの規定 平成二十九年五月一日 

 二 第十二条中租税特別措置法第七十条の二の二の改正規定及び同法第七十条の二の三

第七項の改正規定並びに附則第八十八条第六項の規定 平成二十九年六月一日 

 三 次に掲げる規定 平成二十九年十月一日 

  イ 第一条中所得税法第五十七条の四第一項の改正規定及び同法第百五十七条第四項

の改正規定並びに附則第八条の規定 

  ロ 第二条中法人税法第二条第十二号の六を同条第十二号の五の二とし、同条第十二

号の六の二を同条第十二号の五の三とし、同条第十二号の六の三を同条第十二号の

六とし、同号の次に一号を加える改正規定、同条第十二号の六の四を同条第十二号

の六の三とし、同号の次に一号を加える改正規定、同条第十二号の八の改正規定、

同条第十二号の九イの改正規定、同条第十二号の十一ロの改正規定、同号ハの改正

規定、同条第十二号の十四の改正規定、同条第十二号の十八を同条第十二号の十九

とする改正規定、同条第十二号の十七の改正規定、同号を同条第十二号の十八とす

る改正規定、同条第十二号の十六の改正規定、同号を同条第十二号の十七とし、同

号の前に一号を加える改正規定、同法第三十四条第一項の改正規定（「及び第五十



四条の二第一項（新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等）に規定す

る新株予約権によるもの並びにこれら以外のもので」を「で業績連動給与に該当し

ないもの、」に、「並びに第三項」を「及び第三項」に改める部分に限る。）、同

法第四十三条第十一項及び第四十八条第十一項の改正規定、同法第五十四条の改正

規定、同法第五十四条の二の改正規定、同法第五十七条第三項及び第四項の改正規

定、同法第五十七条の二第二項の改正規定、同法第六十一条の二第二項の改正規定、

同条第六項の改正規定、同条第九項の改正規定、同条第八項の改正規定、同法第六

十一条の十一第一項の改正規定、同法第六十一条の十二第一項の改正規定、同法第

六十二条の七第一項の改正規定、同法第六十二条の九第一項の改正規定、同法第七

十一条に一項を加える改正規定、同法第八十一条の十第二項の改正規定、同法第八

十一条の十九に一項を加える改正規定、同法第百三十二条の二の改正規定並びに同

法第百四十四条の三に一項を加える改正規定並びに附則第十一条第二項、第十四条

第二項、第十五条、第二十条、第二十四条、第二十七条及び第百七条の規定 

  ハ 第三条中地方法人税法第二条第十号の二の改正規定、同法第十六条の改正規定、

同法第十九条第六項第三号の改正規定、同法第二十条第二項の改正規定並びに同法

第二十七条第一項、第三十条、第三十五条及び第三十六条の改正規定並びに附則第

三十条の規定 

  ニ 第四条中相続税法第六十四条第四項の改正規定及び附則第三十一条第五項の規定 

  ホ 第五条中地価税法第三十二条第四項の改正規定 

  ヘ 第六条中消費税法第四条第四項ただし書の改正規定 

  ト 第八条中国税通則法第七十一条第二項の改正規定 

  チ 第十二条中租税特別措置法第二条第二項の改正規定、同法第九条の八の改正規定、

同法第九条の九第一項の改正規定、同法第二十四条の三第一項の改正規定、同法第

三十七条第一項の改正規定（「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の

二」に改める部分に限る。）、同法第三十七条の十二の二第二項第五号の改正規定、

同法第三十七条の十四の改正規定、同法第三十七条の十四の二の改正規定、同法第

三十七条の十四の三第五項第六号の改正規定、同項第五号の改正規定、同条第三項

の改正規定、同法第三十七条の十四の四第三項の改正規定（「前条第五項第五号」

を「前条第六項第七号」に改める部分及び「同項第六号」を「同項第八号」に改め

る部分を除く。）、同条第四項第二号の改正規定、同法第五十二条の三第六項の改

正規定、同法第六十一条の三第一項の改正規定、同法第六十四条の二第十一項の改

正規定、同法第六十五条の七第十六項第一号ロの改正規定、同項第二号の改正規定

（「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改める部分に限る。）、

同法第六十五条の八第十一項の改正規定、同法第六十五条の十二第十二項の改正規

定、同法第六十八条の二の改正規定、同法第六十八条の二の三の改正規定、同法第

六十八条の三第三項の改正規定（「適格株式交換」を「法人税法第二条第十二号の



十七に規定する適格株式交換等」に改める部分に限る。）、同法第六十八条の四十

一第六項の改正規定、同法第六十八条の六十五第一項の改正規定、同法第六十八条

の七十一第十二項の改正規定、同法第六十八条の七十八第十六項第一号ロの改正規

定、同項第二号の改正規定（「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の

二」に改める部分に限る。）、同法第六十八条の七十九第十二項の改正規定、同法

第六十八条の八十三第十三項の改正規定、同法第六十八条の百九の二第三項の改正

規定（「、法人税法」を「、同法」に、「第六十一条の二第八項」を「第六十一条

の二第九項」に改める部分を除く。）、同法第八十五条第一項の改正規定（「第八

十七条の七」を「第八十七条の五」に改める部分に限る。）、同法第八十六条の三

の改正規定、同法第八十七条の三及び第八十七条の四を削る改正規定、同法第八十

七条の五第一項の改正規定（「、平成二十九年三月三十一日までに」を削る部分を

除く。）、同条を同法第八十七条の三とする改正規定、同法第八十七条の六第一項

の改正規定、同条を同法第八十七条の四とする改正規定並びに同法第八十七条の七

を同法第八十七条の五とし、同条の次に二条を加える改正規定並びに附則第六十九

条第三項、第十二項及び第十四項、第八十四条第三項、第十二項及び第十四項、第

九十二条第一項及び第二項、第百三十八条並びに第百三十九条の規定 

  リ 第十五条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律

第二条第三項の改正規定、同法第十二条第一項の改正規定、同法第十九条第一項の

改正規定、同法第二十条第十一項の改正規定、同法第二十七条第一項の改正規定及

び同法第二十八条第十二項の改正規定並びに附則第百条及び第百三条の規定 

 四 次に掲げる規定 平成三十年一月一日 

  イ 第一条中所得税法第二条第一項の改正規定、同法第七十九条第二項及び第三項の

改正規定、同法第八十三条第一項の改正規定、同法第八十三条の二の改正規定、同

法第八十五条の改正規定、同法第百二十条の改正規定、同法第百二十二条第三項の

改正規定、同法第百二十三条第三項の改正規定、同法第百二十五条第四項及び第百

二十七条第四項の改正規定、同法第百六十六条の改正規定、同法第百八十五条第一

項の改正規定、同法第百八十六条第一項第一号イ及びロ並びに第二項第一号の改正

規定、同法第百八十七条の改正規定、同法第百九十条第二号の改正規定、同法第百

九十四条の改正規定、同法第百九十五条の改正規定、同法第百九十五条の二（見出

しを含む。）の改正規定、同法第百九十八条第六項の改正規定、同法第二百三条の

三第一号の改正規定、同法第二百三条の五の改正規定、同法別表第二の改正規定、

同法別表第三の改正規定並びに同法別表第四の改正規定並びに附則第六条、第七条、

第九条、第十条、第百二十二条及び第百二十三条の規定 

  ロ 第二条中法人税法第三十九条第一項の改正規定 

  ハ 第八条中国税通則法第三十四条の二（見出しを含む。）の改正規定及び附則第四

十条第一項の規定 



  ニ 第九条中国税徴収法第二条第七号の改正規定及び同法第三十三条（見出しを含

む。）の改正規定並びに附則第四十一条第一項の規定 

  ホ 第十二条中租税特別措置法第四十一条の十七の二の改正規定及び附則第五十八条

の規定 

 五 次に掲げる規定 平成三十年四月一日 

  イ 第一条中所得税法第二百二十八条の四第四項の改正規定 

  ロ 第四条中相続税法第五十九条第八項の改正規定 

  ハ 第七条中酒税法第三条第十二号の改正規定、同条第十三号の改正規定（同号ニに

係る部分を除く。）、同法第十条第七号の改正規定、同法第三十条第一項の改正規

定（「及び無申告加算税」を「、無申告加算税及び重加算税」に改める部分に限

る。）、同条第三項の改正規定及び同条第九項の改正規定（「（昭和三十七年法律

第六十六号）」を削る部分に限る。）並びに附則第三十五条（第三項を除く。）、

第百二十一条第一項及び第百三十七条の規定 

  ニ 第八条の規定（同条中国税通則法第十九条第四項第三号ハの改正規定、同法第三

十四条の二（見出しを含む。）の改正規定及び同法第七十一条第二項の改正規定を

除く。）並びに附則第四十条第二項及び第三項、第百五条、第百六条、第百八条か

ら第百十四条まで、第百十八条、第百二十四条、第百二十五条、第百二十九条から

第百三十三条まで、第百三十五条並びに第百三十六条の規定 

  ホ 第九条の規定（同条中国税徴収法第二条第七号の改正規定及び同法第三十三条

（見出しを含む。）の改正規定を除く。）及び附則第四十一条第二項の規定 

  ヘ 第十条の規定及び附則第四十二条の規定 

  ト 第十一条の規定 

  チ 第十二条中租税特別措置法の目次の改正規定（「特定外国子会社等」を「外国関

係会社」に、「特定外国法人」を「外国関係法人」に改める部分に限る。）、同法

第二章第四節の三の節名及び同節第一款の款名の改正規定、同法第四十条の四の改

正規定、同法第四十条の五の改正規定、同節第二款の款名の改正規定、同法第四十

条の七の改正規定、同法第四十条の八の改正規定、同法第四十一条の十四第一項第

一号の改正規定、同法第四十二条の二第二項第二号の改正規定、同法第六十六条の

五の二第八項の改正規定、同法第六十六条の五の三第二項の改正規定、同法第三章

第七節の四の節名及び同節第一款の款名の改正規定、同法第六十六条の六の改正規

定、同法第六十六条の七の改正規定、同法第六十六条の八の改正規定、同節第二款

の款名の改正規定、同法第六十六条の九の二の改正規定、同法第六十六条の九の三

の改正規定、同法第六十六条の九の四の改正規定、同法第六十七条の十四第三項の

改正規定、同法第六十七条の十五第三項の改正規定、同法第六十八条の三の二第三

項の改正規定、同法第六十八条の三の三第三項の改正規定、同法第六十八条の八十

九の二第八項の改正規定、同法第六十八条の八十九の三第二項の改正規定、同章第



二十四節の節名及び同節第一款の款名の改正規定、同法第六十八条の九十の改正規

定、同法第六十八条の九十一の改正規定、同法第六十八条の九十二の改正規定（同

条第十六項中「損金算入」を「限る。」に改める部分を除く。）、同節第二款の款

名の改正規定、同法第六十八条の九十三の二の改正規定、同法第六十八条の九十三

の三の改正規定、同法第六十八条の九十三の四の改正規定（同条第十三項中「損金

算入」を「限る。」に改める部分を除く。）、同法第八十七条の八第四項の改正規

定（「（昭和三十二年法律第二十六号）」を削る部分を除く。）、同条第五項の改

正規定（「、同法」を「、酒税法」に改める部分を除く。）、同法第八十九条の改

正規定、同法第八十九条の二の改正規定、同法第八十九条の三の改正規定、同法第

八十九条の四の改正規定、同法第九十条の改正規定、同法第九十条の二の改正規定、

同法第九十条の三の三の改正規定（同条第一項に係る部分を除く。）、同法第九十

条の三の四第四項の改正規定（「特定用途石油製品」を「特定用途石油製品等」に

改める部分を除く。）、同法第九十条の四の改正規定（同条第一項に係る部分を除

く。）、同法第九十条の四の二の改正規定、同法第九十条の四の三の改正規定、同

法第九十条の五の改正規定、同法第九十条の六の改正規定（同条第一項に係る部分

を除く。）、同法第九十条の六の二第六項の改正規定並びに同法第九十条の六の三

の改正規定（同条第一項に係る部分を除く。）並びに附則第五十四条、第七十条及

び第八十五条の規定 

  リ 第十三条中災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第一

項の改正規定（「及び無申告加算税」を「、無申告加算税及び重加算税」に改める

部分に限る。） 

  ヌ 第十四条の規定（同条中輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三

条第一項第一号の改正規定を除く。）及び附則第九十五条第二項の規定 

  ル 第十六条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の

確保に関する特別措置法第三十三条第一項の表租税特別措置法の項の改正規定 

 六 第十二条中租税特別措置法第四十二条の四第六項第八号を同項第五号とし、同号の

次に四号を加える改正規定（第六号の二に係る部分に限る。）、同条第二項の改正規

定（「中小企業者又は」を「中小企業者（適用除外事業者に該当するものを除く。）

又は」に改める部分に限る。）、同法第四十三条第一項の表の第一号の上欄の改正規

定（「中小企業者」の下に「（適用除外事業者に該当するものを除く。）」を加える

部分に限る。）、同法第五十七条の九第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同

法第六十八条の九第六項第七号を同項第四号とし、同号の次に四号を加える改正規定

（第五号の二に係る部分に限る。）、同法第六十八条の五十九第一項の改正規定及び

同条第二項の改正規定並びに附則第六十二条第一項及び第七十五条第三項の規定 平

成三十一年四月一日 

 七 第十二条中租税特別措置法第六十八条の九第十項の改正規定（「百分の四・四」を



「百分の十・三」に改める部分に限る。）、同法第六十八条の十一第十三項の改正規

定（「百分の四・四」を「百分の十・三」に改める部分に限る。）、同条第十四項の

改正規定（「百分の四・四」を「百分の十・三」に改める部分に限る。）及び同法第

六十八条の十五の四第十一項の改正規定並びに附則第七十五条第五項の規定 平成三

十一年十月一日 

 八 次に掲げる規定 平成三十二年十月一日 

  イ 第七条中酒税法第三条第三号ハの改正規定及び同法第二十三条の改正規定並びに

附則第三十三条、第三十四条及び第三十六条から第三十九条までの規定 

  ロ 第十二条中租税特別措置法第八十七条の二の改正規定及び附則第九十一条の規定 

 九 第七条中酒税法第三条第十八号の改正規定並びに同法第四十三条第二項及び第八項

の改正規定並びに附則第三十五条第三項及び第百二十一条第二項の規定 平成三十五

年十月一日 

 十 次に掲げる規定 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化

に関する法律の一部を改正する法律（平成二十九年法律第▼▼▼号）の施行の日 

  イ 第十二条中租税特別措置法第十条の四第七項の改正規定、同条を同法第十条の四

の二とする改正規定、同法第十条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十条の

六第一項第六号の次に一号を加える改正規定、同項第七号の改正規定、同法第十九

条第一号の改正規定（「第十条の四」を「第十条の四の二」に改める部分に限

る。）、同法第四十二条の四第六項第二号イの改正規定（「第四十二条の十一の二

第二項」の下に「、第四十二条の十一の三第二項」を加える部分に限る。）、同法

第四十二条の十一の二第六項の改正規定（「第四十二条の十一の二第二項」を「第

四十二条の十一の三第二項」に改める部分に限る。）、同条を同法第四十二条の十

一の三とする改正規定、同法第四十二条の十一の次に一条を加える改正規定、同法

第四十二条の十三第一項第九号の次に一号を加える改正規定、同項第十号の改正規

定、同法第五十二条の二第一項の改正規定（「第四十二条の十一の二第一項」の下

に「、第四十二条の十一の三第一項」を加える部分に限る。）、同法第五十三条第

一項第二号の改正規定（「第四十二条の十一の二」を「第四十二条の十一の三」に

改める部分に限る。）、同法第六十八条の九第六項第二号イの改正規定（「第六十

八条の十四の二第二項」の下に「、第六十八条の十四の三第二項」を加える部分に

限る。）、同法第六十八条の十四の二の次に一条を加える改正規定、同法第六十八

条の十五の七第一項第九号の次に一号を加える改正規定及び同法第六十八条の四十

第一項の改正規定（「第六十八条の十四の二第一項」の下に「、第六十八条の十四

の三第一項」を加える部分に限る。） 

  ロ 第十五条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律

第十七条の二第十二項の改正規定（「第四十二条の十一の二第二項」の下に「、第

四十二条の十一の三第二項」を加える部分に限る。）及び同法第二十五条の二第十



三項の改正規定（「第六十八条の十四の二第二項」の下に「、第六十八条の十四の

三第二項」を加える部分に限る。） 

 十一 第十二条中租税特別措置法第十三条の二の次に一条を加える改正規定、同法第四

十七条（見出しを含む。）の改正規定、同法第六十六条の十三の改正規定（同条第一

項ただし書に係る部分を除く。）、同法第六十八条の三十四（見出しを含む。）の改

正規定、同法第六十八条の九十八の改正規定（同条第一項ただし書に係る部分を除

く。）及び同法第八十条の改正規定並びに附則第六十七条第六項及び第七項並びに第

八十二条第七項及び第八項の規定 農業競争力強化支援法（平成二十九年法律第▼▼

▼号）の施行の日 

 十二 第十二条中租税特別措置法第三十四条の三第二項第四号の改正規定及び附則第五

十一条第十二項の規定 農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律（平成二十

九年法律第▼▼▼号）の施行の日 

 十三 第十二条中租税特別措置法第五十七条の四の次に一条を加える改正規定、同法第

六十八条の三の四第一項の改正規定（「、第五十七条の五」を「から第五十七条の五

まで」に改める部分に限る。）及び同法第六十八条の五十四の次に一条を加える改正

規定 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律（平成二十九年法律

第▼▼▼号）の施行の日 

 十四 第十二条中租税特別措置法第五十九条の二第一項の改正規定（「に海上運送法」

の下に「（昭和二十四年法律第百八十七号）」を加える部分を除く。）及び同法第六

十八条の六十二の二第一項の改正規定 海上運送法及び船員法の一部を改正する法律

（平成二十九年法律第▼▼▼号）の施行の日 

 十五 第十二条中租税特別措置法第七十条の七の五第一項の改正規定（「（以下第七十

条の七の七まで」の下に「及び第七十条の七の十」を加える部分に限る。）、同条第

二項の改正規定、同法第七十条の七の九の次に一条を加える改正規定及び同法第七十

条の十三第一項の改正規定並びに附則第八十八条第十九項の規定 医療法等の一部を

改正する法律（平成二十九年法律第▼▼▼号）附則第一条第二号に掲げる規定の施行

の日 

 十六 第十二条中租税特別措置法第八十三条の三（見出しを含む。）の改正規定（同条

第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改める部

分を除く。） 不動産特定共同事業法の一部を改正する法律（平成二十九年法律第▼

▼▼号）の施行の日 

 十七 第十二条中租税特別措置法第九十条の三の三第一項の改正規定（「その保税地域

の所在地」を「納税地」に改める部分に限る。） 関税定率法等の一部を改正する法

律（平成二十八年法律第十六号）附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日 

 十八 第十五条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律

第十条の二の三の改正規定、同法第十条の三の三第一項の改正規定、同法第十七条の



二の三第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同法第十七条の三の三第一項の改

正規定、同法第十八条の八の改正規定、同法第二十五条の二の三第一項の改正規定、

同条第二項の改正規定、同法第二十五条の三の三第一項の改正規定及び同法第二十六

条の八の改正規定並びに附則第九十九条、第百二条及び第百十六条（租税特別措置法

等の一部を改正する法律（平成二十四年法律第十六号）附則第六十一条第二項の改正

規定並びに同法附則第六十三条第二項及び第六十五条第二項の改正規定に限る。）の

規定 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律（平成二十九年法律第▼▼▼

号）の施行の日 

 （課税所得の範囲に関する経過措置） 

第二条 第一条の規定による改正後の所得税法（以下附則第十条まで及び第五十八条にお

いて「新所得税法」という。）第七条第一項（第二号に係る部分に限る。）の規定は、

この法律の施行の日（以下「施行日」という。）以後に行う有価証券の譲渡により生ず

る所得について適用し、施行日前に行った有価証券の譲渡により生ずる所得については、

なお従前の例による。 

 （納税地の特例に関する経過措置） 

第三条 新所得税法第十六条第三項から第五項までの規定は、施行日以後の同条第一項、

第二項又は第五項の規定による所得税の納税地の変更について適用し、施行日前の第一

条の規定による改正前の所得税法（以下附則第十条までにおいて「旧所得税法」とい

う。）第十六条第一項、第二項又は第五項の規定による所得税の納税地の変更について

は、なお従前の例による。 

 （納税地の異動の届出に関する経過措置） 

第四条 新所得税法第二十条の規定は、施行日以後の所得税の納税地の異動について適用

し、施行日前の所得税の納税地の異動については、なお従前の例による。 

 （配当所得に関する経過措置） 

第五条 新所得税法第二十四条第一項及び第二十五条第一項（第三号及び第四号に係る部

分に限る。）の規定は、施行日以後に行われる新所得税法第二十四条第一項に規定する

株式分配について適用する。 

 （配偶者控除、配偶者特別控除等に関する経過措置） 

第六条 新所得税法第八十三条、第八十三条の二及び第八十五条の規定は、平成三十年分

以後の所得税について適用し、平成二十九年分以前の所得税については、なお従前の例

による。 

 （確定申告書の添付書類に関する経過措置） 

第七条 新所得税法第百二十条第三項から第五項まで（これらの規定を新所得税法第百二

十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項にお

いて準用する場合を含む。次項において同じ。）の規定は、平成三十年一月一日以後に

平成二十九年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前



に確定申告書を提出した場合及び同日以後に平成二十八年分以前の所得税に係る確定申

告書を提出する場合については、なお従前の例による。 

２ 平成三十年一月一日以後に平成二十九年から平成三十一年までの各年分の所得税に係

る確定申告書を提出する場合には、新所得税法第百二十条第四項及び前項の規定にかか

わらず、当該申告書に記載した新所得税法第七十三条第一項の規定による医療費控除を

受ける金額の計算の基礎となる同条第二項に規定する医療費（以下この項において「医

療費」という。）を領収した者のその領収を証する書類の当該申告書への添付又は当該

申告書を提出する際の提示（以下この項において「添付等」という。）をもって、新所

得税法第百二十条第四項に規定する書類の当該申告書への添付に代えることができる。

この場合において、当該添付等をしたその領収を証する書類に係る医療費については、

同条第五項の規定は、適用しない。 

 （同族会社等の行為又は計算の否認等に関する経過措置） 

第八条 新所得税法第百五十七条第四項の規定は、平成二十九年十月一日以後に行われる

同項に規定する合併等について適用し、同日前に行われた旧所得税法第百五十七条第四

項に規定する合併等については、なお従前の例による。 

 （給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置） 

第九条 新所得税法第四編第二章第一節、第百九十条及び別表第二から別表第四までの規

定は、平成三十年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する

給与等（次項において「給与等」という。）について適用し、同日前に支払うべき旧所

得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。 

２ 新所得税法第百九十四条第一項及び第五項、第百九十五条第一項及び第三項、第百九

十五条の二並びに第百九十八条第六項の規定は、平成三十年一月一日以後に支払を受け

るべき給与等について提出する新所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の

扶養控除等申告書、新所得税法第百九十五条第五項に規定する従たる給与についての扶

養控除等申告書、新所得税法第百九十五条の二第三項に規定する給与所得者の配偶者控

除等申告書及び新所得税法第百九十八条第六項に規定する扶養控除等申告書について適

用する。 

 （公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置） 

第十条 新所得税法第二百三条の三の規定は、平成三十年一月一日以後に支払うべき新所

得税法第二百三条の二に規定する公的年金等（次項において「公的年金等」という。）

について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等

については、なお従前の例による。 

２ 新所得税法第二百三条の五第一項及び第九項の規定は、平成三十年一月一日以後に支

払を受けるべき公的年金等について提出する同条第十項に規定する公的年金等の受給者

の扶養親族等申告書について適用する。 

 （法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則） 



第十一条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定（附則第一条第三号ロ

に掲げる改正規定を除く。以下この項において同じ。）による改正後の法人税法（以下

「新法人税法」という。）の規定は、施行日以後に行われる分割又は新法人税法第二条

第十二号の六に規定する現物分配について適用し、施行日前に行われた分割又は第二条

の規定による改正前の法人税法（以下「旧法人税法」という。）第二条第十二号の六に

規定する現物分配については、なお従前の例による。 

２ この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定（附則第一条第三号ロに掲げ

る改正規定に限る。）による改正後の法人税法（以下「十月新法人税法」という。）の

規定は、平成二十九年十月一日以後に行われる合併、分割、現物出資、十月新法人税法

第二条第十二号の十六に規定する株式交換等又は株式移転について適用し、同日前に行

われた合併、分割、現物出資、株式交換又は株式移転については、なお従前の例による。 

 （課税所得の範囲の変更等の場合の法人税法の適用に関する経過措置） 

第十二条 新法人税法第十条の三第一項及び第二項の規定は、施行日後に公益法人等に該

当することとなる同条第一項に規定する特定普通法人等について適用し、施行日以前に

公益法人等に該当することとなった旧法人税法第十条の三第一項に規定する特定普通法

人については、なお従前の例による。 

 （納税地等の異動の届出に関する経過措置） 

第十三条 新法人税法第二十条第一項の規定は、法人（人格のない社団等を含む。以下同

じ。）の施行日以後の法人税の納税地の異動について適用し、法人の施行日前の法人税

の納税地の異動については、なお従前の例による。 

２ 新法人税法第二十条第二項の規定は、連結子法人の施行日以後の同項に規定する本店

等所在地の異動について適用し、連結子法人の施行日前の旧法人税法第二十条第二項に

規定する本店等所在地の異動については、なお従前の例による。 

 （役員給与の損金不算入に関する経過措置） 

第十四条 新法人税法第三十四条の規定は、法人が施行日以後にその支給に係る決議（当

該決議が行われない場合には、その支給）をする給与について適用し、法人が施行日前

にその支給に係る決議（当該決議が行われない場合には、その支給）をした給与につい

ては、なお従前の例による。 

２ 十月新法人税法第三十四条の規定は、法人が平成二十九年十月一日以後にその支給に

係る決議（当該決議が行われない場合には、その支給）をする給与について適用し、法

人が同日前にその支給に係る決議（当該決議が行われない場合には、その支給）をした

給与については、なお従前の例による。 

３ 施行日から平成二十九年九月三十日までの間にその支給に係る決議（当該決議が行わ

れない場合には、その支給）をする給与に係る新法人税法第三十四条の規定の適用につ

いては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に

掲げる字句とする。 



第一項第二号 若しくは新株予約権若しくは 若しくは 

 若しくは第五十四条の二第一項

（新株予約権を対価とする費用

の帰属事業年度の特例等）に規

定する特定新株予約権を交付す

る 

を交付する 

 当該株式若しくは 当該株式又は 

 第五十四条第一項に 同項に 

 又は当該新株予約権若しくは当

該特定新株予約権に係る第五十

四条の二第一項に規定する承継

新株予約権による 

による 

 株式又は新株予約権 株式 

 ロ 株式を交付する場合 当該

株式が市場価格のある株式又

は市場価格のある株式と交換

される株式（当該内国法人又

は関係法人が発行したものに

限る。次号において「適格株

式」という。）であること。 

ハ 新株予約権を交付する場合 

当該新株予約権がその行使に

より市場価格のある株式が交

付される新株予約権（当該内

国法人又は関係法人が発行し

たものに限る。次号において

「適格新株予約権」とい

う。）であること。 

ロ 株式（第五十四条第一項に

規定する特定譲渡制限付株式

及び承継譲渡制限付株式を除

く。）を交付する場合 当該

株式が市場価格のある株式又

は市場価格のある株式と交換

される株式（当該内国法人又

は関係法人が発行したものに

限る。次号において「適格株

式」という。）であること。 

第一項第三号 適格株式又は適格新株予約権 適格株式 

第一項第三号イ 若しくは株式若しくは新株予約

権の数又は交付される新株予約

権の数のうち無償で取得され、

若しくは消滅する数 

又は株式の数 

第一項第三号イ

(1) 

株式又は新株予約権 株式 

第五項 若しくは新株予約権による給与

及び第五十四条第一項に規定す

る特定譲渡制限付株式若しくは

承継譲渡制限付株式又は第五十

四条の二第一項に規定する特定

新株予約権若しくは承継新株予

約権による給与で無償で取得さ

れ、又は消滅する株式又は新株

予約権の数が役務の提供期間以

外の事由により変動するもの 

による給与 

第七項 第一項第二号ロ及びハ 第一項第二号ロ 

 （譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例等に関する経過措置） 



第十五条 十月新法人税法第五十四条及び第五十四条の二の規定は、法人が平成二十九年

十月一日以後にその交付に係る決議（当該決議が行われない場合には、その交付）をす

る十月新法人税法第五十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株式及び当該特定譲渡制

限付株式に係る同項に規定する承継譲渡制限付株式並びに十月新法人税法第五十四条の

二第一項に規定する特定新株予約権及び当該特定新株予約権に係る同項に規定する承継

新株予約権について適用し、法人が同日前にその交付に係る決議（当該決議が行われな

い場合には、その交付）をした第二条の規定（附則第一条第三号ロに掲げる改正規定に

限る。）による改正前の法人税法（以下この条において「十月旧法人税法」という。）

第五十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株式及び当該特定譲渡制限付株式に係る同

項に規定する承継譲渡制限付株式並びに十月旧法人税法第五十四条の二第一項に規定す

る新株予約権及び当該新株予約権に係る同項に規定する承継新株予約権については、な

お従前の例による。 

 （特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用に関する経過措

置） 

第十六条 新法人税法第五十七条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に他の者との間

に当該他の者による同項に規定する特定支配関係を有することとなる場合における同項

に規定する適用事業年度前の各事業年度において生じた同項に規定する欠損金額につい

て適用し、法人が施行日前に他の者との間に当該他の者による旧法人税法第五十七条の

二第一項に規定する特定支配関係を有することとなった場合における同項に規定する適

用事業年度前の各事業年度において生じた同項に規定する欠損金額については、なお従

前の例による。 

 （特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入に関す

る経過措置） 

第十七条 新法人税法第六十条の三第一項の規定は、法人の同項に規定する特定支配日が

施行日以後である場合における同項に規定する特定資産の同項に規定する譲渡等損失額

について適用し、法人の旧法人税法第六十条の三第一項に規定する特定支配日が施行日

前であった場合における同項に規定する特定資産の同項に規定する譲渡等損失額につい

ては、なお従前の例による。 

 （特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置） 

第十八条 新法人税法第六十二条の七の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定す

る支配関係法人との間に支配関係があることとなる場合における同条第二項第二号に規

定する特定保有資産の同条第一項に規定する特定資産譲渡等損失額について適用し、法

人が施行日前に旧法人税法第六十二条の七第一項に規定する支配関係法人との間に支配

関係があることとなった場合における同条第二項第二号に規定する特定保有資産の同条

第一項に規定する特定資産譲渡等損失額については、なお従前の例による。 

 （非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に関する経過措



置） 

第十九条 新法人税法第六十二条の八第四項及び第七項の規定は、施行日以後に行われる

同条第一項に規定する非適格合併等について適用し、施行日前に行われた旧法人税法第

六十二条の八第一項に規定する非適格合併等については、なお従前の例による。 

 （内国法人の中間申告に関する経過措置） 

第二十条 十月新法人税法第七十一条第五項の規定は、平成二十九年十月一日以後に納税

義務が成立する中間申告書に係る法人税について適用する。 

 （内国法人の確定申告書の提出期限の延長の特例に関する経過措置） 

第二十一条 施行日前にされた旧法人税法第七十五条の二第一項の申請であって、この法

律の施行の際、同項の提出期限の延長又は同条第六項において準用する旧法人税法第七

十五条第三項の却下の処分がされていないものについての処分については、なお従前の

例による。 

２ 施行日前にされた旧法人税法第七十五条の二第一項の指定（施行日以後に前項の規定

によりなお従前の例によりされた同条第一項の指定を含む。）は、新法人税法第七十五

条の二第一項第二号の指定とみなす。 

 （内国法人の欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置） 

第二十二条 施行日前一年以内に終了した事業年度の所得に対する法人税につき確定申告

書を施行日前に提出した内国法人の当該事業年度については、新法人税法第八十条第五

項中「当該確定申告書」とあるのは「当該確定申告書の提出と同時」と、「当該各事業

年度に係る確定申告書又は当該中間期間（第五項に規定する中間期間をいう。以下この

項及び第三項において同じ。）に係る仮決算の中間申告書（第五項に規定する仮決算の

中間申告書をいう。以下この項及び第三項において同じ。）」とあるのは「平成二十九

年四月三十日まで」と、「欠損金額に係る事業年度」とあるのは「災害損失欠損金額」

とあるのは「当該欠損金額」とあるのは「当該災害損失欠損金額」と、「及び第三項に

おいて同じ。）に係る事業年度又は中間期間」とあるのは「において同じ。）」と、

「確定申告書又は仮決算の中間申告書」とあるのは「確定申告書」と、「場合（中間期

間において生じた災害損失欠損金額について同項の規定の適用を受ける場合には、当該

中間期間に係る仮決算の中間申告書を提出した場合）」とあるのは「場合」として、同

条（同項に係る部分に限る。）の規定を適用する。 

 （特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用に関す

る経過措置） 

第二十三条 新法人税法第八十一条の十第一項の規定は、連結親法人が施行日以後に他の

者との間に当該他の者による同項に規定する特定支配関係を有することとなる場合にお

ける同項に規定する適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた同項に規定す

る連結欠損金額について適用し、連結親法人が施行日前に他の者との間に当該他の者に

よる旧法人税法第八十一条の十第一項に規定する特定支配関係を有することとなった場



合における同項に規定する適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた同項に

規定する連結欠損金額については、なお従前の例による。 

 （連結中間申告に関する経過措置） 

第二十四条 十月新法人税法第八十一条の十九第八項の規定は、平成二十九年十月一日以

後に納税義務が成立する連結中間申告書に係る法人税について適用する。 

 （連結確定申告書の提出期限の延長の特例に関する経過措置） 

第二十五条 施行日前にされた旧法人税法第八十一条の二十四第一項の申請であって、こ

の法律の施行の際、同項の提出期限の延長又は同条第三項において準用する旧法人税法

第七十五条第三項の却下の処分がされていないものについての処分については、なお従

前の例による。 

２ 施行日前にされた旧法人税法第八十一条の二十四第一項の指定（施行日以後に前項の

規定によりなお従前の例によりされた同条第一項の指定を含む。）は、新法人税法第八

十一条の二十四第一項第二号の指定とみなす。 

 （連結欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置） 

第二十六条 施行日前一年以内に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税につき

連結確定申告書を施行日前に提出した連結親法人の当該連結事業年度については、新法

人税法第八十一条の三十一第五項中「当該連結確定申告書」とあるのは「当該連結確定

申告書の提出と同時」と、「当該各連結事業年度に係る連結確定申告書又は当該中間期

間（第五項に規定する中間期間をいう。以下この項及び第三項において同じ。）に係る

仮決算の連結中間申告書（第五項に規定する仮決算の連結中間申告書をいう。第三項に

おいて同じ。）」とあるのは「平成二十九年四月三十日まで」と、「連結欠損金額に係

る連結事業年度」とあるのは「災害損失欠損金額」とあるのは「当該連結欠損金額」と

あるのは「当該災害損失欠損金額」と、「及び第三項において同じ。）に係る連結事業

年度又は中間期間」とあるのは「において同じ。）」と、「場合（中間期間において生

じた災害損失欠損金額について同項の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係

る仮決算の連結中間申告書を提出した場合）」とあるのは「場合」として、同条（同項

に係る部分に限る。）の規定を適用する。 

 （外国法人の中間申告に関する経過措置） 

第二十七条 十月新法人税法第百四十四条の三第五項の規定は、平成二十九年十月一日以

後に納税義務が成立する中間申告書に係る法人税について適用する。 

 （外国法人の確定申告書の提出期限の延長の特例に関する経過措置） 

第二十八条 施行日前にされた旧法人税法第百四十四条の八において準用する旧法人税法

第七十五条の二第一項の申請であって、この法律の施行の際、同項の提出期限の延長又

は同条第六項において準用する旧法人税法第七十五条第三項の却下の処分がされていな

いものについての処分については、なお従前の例による。 

２ 施行日前にされた旧法人税法第百四十四条の八において準用する旧法人税法第七十五



条の二第一項の指定（施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によりされた旧法人

税法第百四十四条の八において準用する旧法人税法第七十五条の二第一項の指定を含

む。）は、新法人税法第百四十四条の八において準用する新法人税法第七十五条の二第

一項第二号の指定とみなす。 

 （外国法人の欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置） 

第二十九条 施行日前一年以内に終了した事業年度の所得に対する法人税につき確定申告

書を施行日前に提出した外国法人の当該事業年度については、新法人税法第百四十四条

の十三第十一項中「当該確定申告書」とあるのは「当該各事業年度に係る確定申告書又

は当該中間期間（第十一項に規定する中間期間をいう。以下第八項までにおいて同

じ。）に係る仮決算の中間申告書（第十一項に規定する仮決算の中間申告書をいう。以

下第八項までにおいて同じ。）」とあるのは「当該確定申告書の提出と同時」とあるの

は「平成二十九年四月三十日まで」と、「欠損金額に係る事業年度」とあるのは「災害

損失欠損金額（第十一項」とあるのは「当該欠損金額に」とあるのは「当該災害損失欠

損金額（第十一項」と、「同じ。）に係る事業年度又は中間期間」と、「前一年」とあ

るのは「前一年（当該欠損事業年度に係る確定申告書又は仮決算の中間申告書」とある

のは「同じ。）に」と、「前一年」とあるのは「前一年（当該欠損事業年度に係る確定

申告書」と、「欠損金額に係る事業年度」とあるのは「災害損失欠損金額に係る事業年

度又は中間期間」と、「前一年」とあるのは「前一年（当該欠損事業年度に係る確定申

告書又は仮決算の中間申告書」とあるのは「当該欠損金額に」とあるのは「当該災害損

失欠損金額に」と、「前一年」とあるのは「前一年（当該欠損事業年度に係る確定申告

書」と、「当該確定申告書」とあるのは「当該各事業年度に係る確定申告書又は当該中

間期間に係る仮決算の中間申告書」と、「欠損金額に係る事業年度」とあるのは「災害

損失欠損金額に係る事業年度又は中間期間」と、「前一年」とあるのは「前一年（当該

欠損事業年度に係る確定申告書又は仮決算の中間申告書」とあるのは「当該確定申告書

の提出と同時」とあるのは「平成二十九年四月三十日まで」と、「当該欠損金額に」と

あるのは「当該災害損失欠損金額に」と、「前一年」とあるのは「前一年（当該欠損事

業年度に係る確定申告書」と、「及び第七項」とあるのは「から第八項までの規定」と、

「場合（中間期間において生じた災害損失欠損金額について第一項（同号に係る部分に

限る。）の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る仮決算の中間申告書を提

出した場合）」とあるのは「場合」と、「、第八項中「連続して青色申告書である」と

あるのは「連続して」と、「青色申告書である確定申告書（期限後申告書を除く。）を

その提出期限までに提出した場合（税務署長においてやむを得ない事情があると認める

場合には、当該欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出し

た場合を含む。）」とあるのは「確定申告書を提出した場合（中間期間において生じた

災害損失欠損金額について第二項の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る

仮決算の中間申告書を提出した場合）」と読み替える」とあるのは「読み替える」とし



て、同条（同項に係る部分に限る。）の規定を適用する。 

 （地方法人税法の一部改正に伴う経過措置） 

第三十条 第三条の規定による改正後の地方法人税法第十六条第九項の規定は、平成二十

九年十月一日以後に納税義務が成立する地方法人税中間申告書に係る地方法人税につい

て適用する。 

 （相続税法の一部改正に伴う経過措置） 

第三十一条 第四条の規定による改正後の相続税法（以下この条において「新相続税法」

という。）第一条の三及び第一条の四の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈（贈与

をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。）又は贈与（贈与をした者

の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。）により取得する財産に係る相続税

又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産

に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。 

２ 施行日から平成三十四年三月三十一日までの間に非居住外国人（施行日から相続若し

くは遺贈又は贈与の時まで引き続き新相続税法の施行地に住所を有しない者であって日

本国籍を有しないものをいう。）から相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した

場合において、当該財産を取得した者が当該財産を取得した時において新相続税法の施

行地に住所を有しない者であって日本国籍を有しないものであるときにおける新相続税

法第一条の三第一項第二号ロ又は第一条の四第一項第二号ロの規定の適用については、

新相続税法第一条の三第一項第二号ロ中「又は非居住被相続人」とあるのは「、非居住

被相続人又は非居住外国人（所得税法等の一部を改正する等の法律（平成二十九年法律

第▼▼▼号）附則第三十一条第二項に規定する非居住外国人をいう。次条第一項第二号

ロにおいて同じ。）」と、新相続税法第一条の四第一項第二号ロ中「又は非居住贈与

者」とあるのは「、非居住贈与者又は非居住外国人」とする。 

３ 新相続税法第四十一条第二項及び第五項の規定は、施行日以後に新相続税法第四十二

条第一項（新相続税法第四十五条第二項において準用する場合を含む。）又は第四十八

条の二第二項の規定により物納の許可を申請する場合について適用し、施行日前に第四

条の規定による改正前の相続税法（以下この条において「旧相続税法」という。）第四

十二条第一項（旧相続税法第四十五条第二項において準用する場合を含む。）又は第四

十八条の二第二項の規定により物納の許可を申請した場合については、なお従前の例に

よる。 

４ 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律

（平成十四年法律第六十五号）附則第三条に規定する登録社債等については、旧相続税

法第四十一条（旧相続税法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用す

る場合を含む。）の規定は、なおその効力を有する。 

５ 新相続税法第六十四条第四項の規定は、平成二十九年十月一日以後に行われる同項に

規定する合併等について適用し、同日前に行われた旧相続税法第六十四条第四項に規定



する合併等については、なお従前の例による。 

 （消費税法の一部改正に伴う経過措置） 

第三十二条 第六条の規定による改正後の消費税法第二十五条の規定は、施行日以後の同

条に規定する資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地の異動について適用し、

施行日前の第六条の規定による改正前の消費税法第二十五条に規定する資産の譲渡等及

び特定仕入れに係る消費税の納税地の異動については、なお従前の例による。 

 （酒税法の一部改正に伴う一般的経過措置） 

第三十三条 この附則に別段の定めがあるものを除き、平成三十二年十月一日前に課した、

又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。 

 （その他の発泡性酒類の範囲に関する経過措置） 

第三十四条 平成三十二年十月一日から平成三十八年九月三十日までの間に酒類の製造場

から移出され、又は保税地域（関税法（昭和二十九年法律第六十一号）第二十九条に規

定する保税地域をいう。以下同じ。）から引き取られるその他の発泡性酒類（第七条の

規定による改正後の酒税法（以下「新酒税法」という。）第三条第三号ハに規定するそ

の他の発泡性酒類をいう。）に係る同号の規定の適用については、同号ハ中「十一度」

とあるのは、「十度」とする。 

 （酒類の製造免許等に関する経過措置） 

第三十五条 第七条の規定による改正前の酒税法（以下「旧酒税法」という。）の規定に

より発泡酒とされていたもののうち、新酒税法の規定によりビールとして分類される酒

類につき旧酒税法の規定により製造免許又は販売業免許（以下この条において「製造免

許等」という。）を受けていた者は、平成三十年四月一日に、新酒税法の規定によりビ

ール（新酒税法第三条第十二号に規定するビールのうち、旧酒税法第三条第十八号に規

定する発泡酒に該当するものに限る。）の製造免許等を受けたものとみなす。 

２ 旧酒税法の規定により甘味果実酒又はスピリッツとされていたもののうち、新酒税法

の規定により果実酒又はブランデーとして分類される酒類につき旧酒税法の規定により

製造免許等を受けていた者は、平成三十年四月一日に、新酒税法の規定により果実酒

（新酒税法第三条第十三号ホに掲げるものに限る。）又はブランデー（同条第十六号に

規定するブランデーのうち、旧酒税法第三条第二十号に規定するスピリッツに該当する

ものに限る。）の製造免許等を受けたものとみなす。 

３ 旧酒税法の規定によりその他の醸造酒、スピリッツ、リキュール又は雑酒とされてい

たもののうち、新酒税法の規定により発泡酒として分類される酒類につき旧酒税法の規

定により製造免許等を受けていた者は、平成三十五年十月一日に、新酒税法の規定によ

り発泡酒（新酒税法第三条第十八号ロ及びハに掲げるものに限る。）の製造免許等を受

けたものとみなす。 

４ 新酒税法第十条（第七号に係る部分に限る。）の規定の適用については、第十条の規

定による廃止前の国税犯則取締法（以下「旧国税犯則取締法」という。）第十四条第一



項の規定による通告処分は、第八条の規定による改正後の国税通則法（以下「新国税通

則法」という。）第百五十七条第一項の規定による通告処分とみなす。 

５ 第一項から第三項までの場合において、旧酒税法の規定による製造免許等に期限又は

条件が付されていたときは、当該期限又は条件は、新酒税法の規定による製造免許等に

付されたものとみなす。 

 （発泡性酒類及び醸造酒類に係る税率の特例） 

第三十六条 平成三十二年十月一日から平成三十五年九月三十日までの間に酒類の製造場

から移出され、又は保税地域から引き取られる発泡性酒類（新酒税法第三条第三号に規

定する発泡性酒類をいう。以下附則第三十九条までにおいて同じ。）及び醸造酒類（新

酒税法第三条第四号に規定する醸造酒類をいう。以下附則第三十九条までにおいて同

じ。）に係る酒税の税率は、新酒税法第二十三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、

次の各号に掲げる酒類の種類に応じ、一キロリットルにつき、当該各号に定める金額と

する。 

 一 発泡性酒類 二十万円 

 二 醸造酒類 十二万円 

２ 前項の発泡性酒類のうち次の各号に掲げるものに係る酒税の税率は、新酒税法第二十

三条第一項及び第二項並びに前項の規定にかかわらず、一キロリットルにつき、当該各

号に定める金額とする。 

 一 発泡酒（原料中麦芽の重量が水以外の原料の重量の百分の五十未満二十五以上のも

のでアルコール分が十度未満のものに限る。） 十六万七千百二十五円 

 二 発泡酒（原料中麦芽の重量が水以外の原料の重量の百分の二十五未満のものでアル

コール分が十度未満のものに限る。） 十三万四千二百五十円 

 三 その他の発泡性酒類（附則第三十四条の規定により読み替えて適用される新酒税法

第三条第三号ハに規定するその他の発泡性酒類をいう。次号及び第五項第三号におい

て同じ。）（旧酒税法第二十三条第二項第三号イ及びロに掲げるものに該当するもの

に限る。） 十万八千円 

 四 その他の発泡性酒類（ホップ又は財務省令で定める苦味料を原料の一部としたもの

を除く。） 八万円 

３ 第一項の醸造酒類のうち次の各号に掲げるものに係る酒税の税率は、新酒税法第二十

三条第一項の規定及び第一項の規定にかかわらず、一キロリットルにつき、当該各号に

定める金額とする。 

 一 清酒 十一万円 

 二 果実酒 九万円 

４ 平成三十五年十月一日から平成三十八年九月三十日までの間に酒類の製造場から移出

され、又は保税地域から引き取られる発泡性酒類に係る酒税の税率は、新酒税法第二十

三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、一キロリットルにつき十八万千円とする。 



５ 前項の発泡性酒類のうち次の各号に掲げるものに係る酒税の税率は、新酒税法第二十

三条第一項及び第二項並びに前項の規定にかかわらず、一キロリットルにつき、当該各

号に定める金額とする。 

 一 発泡酒（新酒税法第三条第十八号イに掲げる酒類のうち原料中麦芽の重量が水以外

の原料の重量の百分の五十未満二十五以上のものでアルコール分が十度未満のものに

限る。） 十五万五千円 

 二 発泡酒（新酒税法第三条第十八号イに掲げる酒類のうち原料中麦芽の重量が水以外

の原料の重量の百分の二十五未満のものでアルコール分が十度未満のもの並びに同号

ロに掲げる酒類のうち旧酒税法第二十三条第二項第三号イ及びロに掲げるものに該当

するものに限る。） 十三万四千二百五十円 

 三 その他の発泡性酒類 八万円 

６ 第一項及び第二項の場合において、第十二条の規定による改正後の租税特別措置法

（以下「新租税特別措置法」という。）第八十七条の三第一項及び第八十七条の四第一

項の規定の適用については、新租税特別措置法第八十七条の三第一項中「の規定」とあ

るのは「並びに所得税法等の一部を改正する等の法律（平成二十九年法律第▼▼▼号。

次条第一項において「平成二十九年改正法」という。）附則第三十六条第一項及び第二

項の規定」と、新租税特別措置法第八十七条の四第一項中「の規定にかかわらず、同項

の規定」とあるのは「及び平成二十九年改正法附則第三十六条第一項の規定にかかわら

ず、これらの規定」とする。 

７ 第四項及び第五項の場合において、新租税特別措置法第八十七条の三第一項の規定の

適用については、同項中「の規定」とあるのは、「並びに所得税法等の一部を改正する

等の法律（平成二十九年法律第▼▼▼号）附則第三十六条第四項及び第五項の規定」と

する。 

 （未納税移出等に係る経過措置） 

第三十七条 平成三十二年十月一日前に酒類の製造場から移出された酒類（前条第一項か

ら第三項までに規定する税率により算出した場合の酒税額が旧酒税法第二十三条に規定

する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この項にお

いて同じ。）で、酒税法第二十八条第三項（同法第二十九条第三項において準用する場

合を含む。以下この条において同じ。）の届出又は承認に係るもの（当該届出又は承認

に係る同法第二十八条第三項各号に定める日が同月一日以降に到来するものに限る。）

について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合にお

ける当該酒類に係る酒税の税率は、前条第一項から第三項までに規定する税率とする。 

２ 平成三十五年十月一日前に酒類の製造場から移出された酒類（新酒税法第二十三条に

規定する税率（発泡性酒類にあっては、前条第四項及び第五項に規定する税率）により

算出した場合の酒税額が前条第一項から第三項までに規定する税率により算出した場合

の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この項において同じ。）で、酒税法第二



十八条第三項の届出又は承認に係るもの（当該届出又は承認に係る同項各号に定める日

が同月一日以降に到来するものに限る。）について、同項各号に定める日までに同項に

規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新酒税法

第二十三条に規定する税率（発泡性酒類にあっては、前条第四項及び第五項に規定する

税率）とする。 

３ 平成三十八年十月一日前に酒類の製造場から移出された酒類（新酒税法第二十三条に

規定する税率により算出した場合の酒税額が前条第四項及び第五項に規定する税率によ

り算出した場合の酒税額を超えることとなるもの又は新租税特別措置法第八十七条の二

に規定する税率により算出した場合の酒税額が附則第九十一条第二項の規定により読み

替えて適用される新租税特別措置法第八十七条の二に規定する税率により算出した場合

の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この項において同じ。）で、酒税法第二

十八条第三項の届出又は承認に係るもの（当該届出又は承認に係る同項各号に定める日

が同月一日以降に到来するものに限る。）について、同項各号に定める日までに同項に

規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新酒税法

第二十三条に規定する税率又は新租税特別措置法第八十七条の二に規定する税率とする。 

 （未納税引取り等に係る経過措置） 

第三十八条 次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて平成三十二年十

月一日前に保税地域から引き取られた酒類（附則第三十六条第一項から第三項までに規

定する税率により算出した場合の酒税額が旧酒税法第二十三条に規定する税率により算

出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この項において同じ。）につ

いて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における

当該酒類に係る酒税の税率は、附則第三十六条第一項から第三項までに規定する税率と

する。 

免 除 の 規 定 追 徴 の 規 定 

酒税法第二十八条の三第一項 同法第二十八条の三第六項 

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関

する法律第十一条第一項 

同法第十一条第五項 

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関

する法律第十二条第一項 

同法第十二条第四項 

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関

する法律第十三条第三項 

同法第十三条第五項において準用する関

税定率法（明治四十三年法律第五十四

号）第十五条第二項、第十六条第二項又

は第十七条第四項 

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協

力及び安全保障条約第六条に基づく施設

及び区域並びに日本国における合衆国軍

隊の地位に関する協定の実施に伴う関税

法等の臨時特例に関する法律（昭和二十

七年法律第百十二号）第七条（日本国に

おける国際連合の軍隊の地位に関する協

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協

力及び安全保障条約第六条に基づく施設

及び区域並びに日本国における合衆国軍

隊の地位に関する協定の実施に伴う関税

法等の臨時特例に関する法律第八条（日

本国における国際連合の軍隊の地位に関

する協定の実施に伴う所得税法等の臨時



定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に

関する法律（昭和二十九年法律第百四十

九号）第四条において準用する場合を含

む。） 

特例に関する法律第四条において準用す

る場合を含む。） 

２ 前項の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて平成三十五年十月一日

前に保税地域から引き取られた酒類（新酒税法第二十三条に規定する税率（発泡性酒類

にあっては、附則第三十六条第四項及び第五項に規定する税率）により算出した場合の

酒税額が附則第三十六条第一項から第三項までに規定する税率により算出した場合の酒

税額を超えることとなるものに限る。以下この項において同じ。）について、同日以後

に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該酒類に係る

酒税の税率は、新酒税法第二十三条に規定する税率（発泡性酒類にあっては、附則第三

十六条第四項及び第五項に規定する税率）とする。 

３ 第一項の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて平成三十八年十月一

日前に保税地域から引き取られた酒類（新酒税法第二十三条に規定する税率により算出

した場合の酒税額が附則第三十六条第四項及び第五項に規定する税率により算出した場

合の酒税額を超えることとなるもの又は新租税特別措置法第八十七条の二に規定する税

率により算出した場合の酒税額が附則第九十一条第二項の規定により読み替えて適用さ

れる新租税特別措置法第八十七条の二に規定する税率により算出した場合の酒税額を超

えることとなるものに限る。以下この項において同じ。）について、同日以後に同表の

下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該酒類に係る酒税の税

率は、新酒税法第二十三条に規定する税率又は新租税特別措置法第八十七条の二に規定

する税率とする。 

 （手持品課税等） 

第三十九条 平成三十二年十月一日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所で附則第三

十六条第一項から第三項までに規定する税率により算出した場合の酒税額が旧酒税法第

二十三条に規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなる酒類を販売の

ため所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その所持する酒類の数量

（二以上の場所で所持する場合には、その合計数量）が千八百リットル以上であるとき

は、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を同日にその者の酒類

の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。 

２ 前項の酒類を販売のため所持する酒類の製造者又は販売業者（同項の規定の適用を受

ける者を除く。以下この項において同じ。）が、平成三十二年十一月二日までに、政令

で定めるところによりその所持する酒類の貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に前項の規

定の適用を受ける旨の届出をした場合には、当該届出をした酒類の製造者又は販売業者

が同年十月一日に所持する当該酒類については、同項の規定を適用する。 

３ 第一項の場合においては、附則第三十六条第一項から第三項までに規定する税率によ

り算出した場合の酒税額と旧酒税法第二十三条に規定する税率により算出した場合の酒



税額との差額に相当する金額を第一項の酒税額とする。 

４ 第一項の規定の適用を受ける酒類の製造者又は販売業者が、平成三十二年十月一日に、

酒類の製造場又は保税地域以外の場所で旧酒税法第二十三条に規定する税率により算出

した場合の酒税額が新酒税法第二十三条に規定する税率（発泡性酒類及び醸造酒類にあ

っては、附則第三十六条第一項から第三項までに規定する税率）により算出した場合の

酒税額を超えることとなる酒類を販売のため所持する場合には、当該酒類については、

その者を当該酒類の製造者と、当該所持する場所を酒類の製造場と、その者が所持する

酒類を同日にその者の当該酒類の製造場に戻し入れたものと、それぞれみなして、その

者が提出する第六項の規定による申告書に記載した同項第二号に掲げる酒税額の合計額

から、当該戻し入れたものとみなされた当該酒類に係る酒税額に相当する金額を控除す

る。この場合において、当該酒類につきこの項の規定による控除を受けた場合における

新酒税法第三十条又は第十三条の規定による改正後の災害被害者に対する租税の減免、

徴収猶予等に関する法律（以下この条において「新災害減免法」という。）第七条の規

定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の

下欄に掲げる字句とする。 

新酒税法第三十条第

一項 

当該移出により納付され

た、又は納付されるべき

酒税額（延滞税、過少申

告加算税、無申告加算税

及び重加算税の額を除く

ものとし、当該酒税額に

つきこの項又は第三項の

規定による控除が行われ

ている場合には、その控

除前の金額とする。第五

項において同じ。） 

第二十三条に規定する税率（発泡

性酒類及び醸造酒類にあつては、

所得税法等の一部を改正する等の

法律（平成二十九年法律第▼▼▼

号。以下この条において「平成二

十九年改正法」という。）附則第

三十六条第一項から第三項までに

規定する税率）により課されるも

のとした場合の酒税額 

新酒税法第三十条第

三項 

当該他の製造場からの移

出により納付された、若

しくは納付されるべき又

は保税地域からの引取り

により納付された、若し

くは納付されるべき若し

くは徴収された、若しく

は徴収されるべき酒税額

（延滞税、過少申告加算

税、無申告加算税及び重

加算税の額を除くものと

し、当該酒税額につき第

一項又はこの項の規定に

よる控除が行われている

場合には、その控除前の

金額とする。） 

第二十三条に規定する税率（発泡

性酒類及び醸造酒類にあつては、

平成二十九年改正法附則第三十六

条第一項から第三項までに規定す

る税率）により課されるものとし

た場合の酒税額 

新酒税法第三十条第 当該移出により納付され 第二十三条に規定する税率（発泡



五項 た、又は納付されるべき

酒税額 

性酒類及び醸造酒類にあつては、

平成二十九年改正法附則第三十六

条第一項から第三項までに規定す

る税率）により課されるものとし

た場合の酒税額 

新災害減免法第七条

第一項 

課せられた酒税又はたば

こ税、揮発油税、地方揮

発油税、石油ガス税若し

くは石油石炭税（以下

「酒税等」と総称す

る。）の税額（延滞税、

過少申告加算税、無申告

加算税及び重加算税の額

を除く。） 

所得税法等の一部を改正する等の

法律（平成二十九年法律第▼▼▼

号。以下この項において「平成二

十九年改正法」という。）第七条

の規定による改正後の酒税法第二

十三条に規定する税率（同法第三

条第三号に規定する発泡性酒類及

び同条第四号に規定する醸造酒類

にあつては、平成二十九年改正法

附則第三十六条第一項から第三項

までに規定する税率）により課さ

れるものとした場合の酒税額 

 酒税等の 酒税の 

新災害減免法第七条

第三項及び第四項 

酒税等 酒税 

５ 前項の場合においては、旧酒税法第二十三条に規定する税率により算出した場合の酒

税額と新酒税法第二十三条に規定する税率（発泡性酒類及び醸造酒類にあっては、附則

第三十六条第一項から第三項までに規定する税率）により算出した場合の酒税額との差

額に相当する金額を前項の酒税額とする。 

６ 第一項の規定の適用を受ける酒類の製造者又は販売業者は、その所持する酒類で同項

の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項

を記載した申告書を、平成三十二年十一月二日までに、その貯蔵場所の所在地の所轄税

務署長に提出しなければならない。 

 一 その貯蔵場所において所持する第一項の規定の適用を受ける酒類の税率の適用区分

（品目を含む。第三号において同じ。）及び当該区分ごとの数量 

 二 前号の数量により算定した第一項の規定による酒税額及び当該酒税額の合計額 

 三 その貯蔵場所において所持する第四項の規定の適用を受ける酒類の税率の適用区分

及び当該区分ごとの数量 

 四 前号の数量により算定した第四項の規定による酒税額及び当該酒税額の合計額 

 五 第二号に掲げる酒税額の合計額から前号に掲げる酒税額の合計額を控除した残額に

相当する酒税額 

 六 第二号に掲げる酒税額の合計額から第四号に掲げる酒税額の合計額を控除してなお

不足額があるときは、当該不足額 

 七 その他政令で定める事項 

７ 平成三十二年十月一日に第一項に規定する酒類を販売のため所持していないことによ

り前項の規定による申告書の提出を要しない酒類の製造者又は販売業者が、同日に第四



項に規定する酒類を販売のため所持する場合において、その者が同年十一月二日までに、

政令で定めるところによりその所持する酒類の貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に同項

の規定の適用を受ける旨の届出をしたときは、当該酒類の製造者又は販売業者は、当該

届出をした税務署長に前項の規定による申告書を提出することができる。 

８ 第六項の規定による申告書を提出した者は、平成三十三年三月三十一日までに、当該

申告書に記載した同項第五号に掲げる酒税額に相当する酒税を、国に納付しなければな

らない。 

９ 第六項の規定による申告書の提出があった場合において、当該申告書に同項第六号に

掲げる不足額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該

不足額に相当する金額を還付する。 

10 前項の規定による還付金については、国税通則法第五十八条第一項の規定は、適用し

ない。 

11 第八項の規定は、第六項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係る酒税

につき、国税通則法に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申

告書に係る第八項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受

けたもののうち同法第三十五条第二項の規定による納付の期限が第八項の納期限前に到

来するものについて準用する。 

12 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する酒類製造者（酒税法第七条第一

項に規定する酒類製造者をいう。以下この項及び附則第九十二条において同じ。）が政

令で定めるところにより、当該酒類が第一項の規定による酒税を課された、又は課され

るべきものであることにつき、当該酒類の戻入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地

の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額に相当する金額は、新酒税法第三十

条の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額

（第二号に該当する場合にあっては、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出によ

り納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、

若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額）に相当

する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に

還付する。 

 一 酒類製造者がその製造場から移出した酒類で、第一項の規定による酒税を課された、

又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合（当該酒類製造者の他の酒

類の製造場に移入された場合を含む。） 

 二 前号に該当する場合を除き、酒類製造者が、他の酒類の製造場から移出され、又は

保税地域から引き取られた酒類で第一項の規定による酒税を課された、又は課される

べきものを酒類の製造場に移入し、当該酒類をその移入した製造場から更に移出し、

又は酒税法第四十七条第一項の規定により申告した製造方法に従い酒類の原料として

使用した場合 



13 酒税法第四十八条（第二号を除く。）の規定は、第六項の規定による申告書を提出し

なければならない者について準用する。 

14 平成三十五年十月一日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所で新酒税法第二十三

条に規定する税率（発泡性酒類にあっては、附則第三十六条第四項及び第五項に規定す

る税率）により算出した場合の酒税額が附則第三十六条第一項から第三項までに規定す

る税率により算出した場合の酒税額を超えることとなる酒類を販売のため所持する酒類

の製造者又は販売業者がある場合において、その所持する酒類の数量（二以上の場所で

所持する場合には、その合計数量）が千八百リットル以上であるときは、当該酒類につ

いては、その者が酒類の製造者として当該酒類を同日にその者の酒類の製造場から移出

したものとみなして、酒税を課する。 

15 前項の酒類を販売のため所持する酒類の製造者又は販売業者（同項の規定の適用を受

ける者を除く。以下この項において同じ。）が、平成三十五年十月三十一日までに、政

令で定めるところによりその所持する酒類の貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に前項の

規定の適用を受ける旨の届出をした場合には、当該届出をした酒類の製造者又は販売業

者が同月一日に所持する当該酒類については、同項の規定を適用する。 

16 第十四項の場合においては、新酒税法第二十三条に規定する税率（発泡性酒類にあっ

ては、附則第三十六条第四項及び第五項に規定する税率）により算出した場合の酒税額

と附則第三十六条第一項から第三項までに規定する税率により算出した場合の酒税額と

の差額に相当する金額を第十四項の酒税額とする。 

17 第十四項の規定の適用を受ける酒類の製造者又は販売業者が、平成三十五年十月一日

に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所で附則第三十六条第一項から第三項までに規

定する税率により算出した場合の酒税額が新酒税法第二十三条に規定する税率（発泡性

酒類にあっては、附則第三十六条第四項及び第五項に規定する税率）により算出した場

合の酒税額を超えることとなる酒類を販売のため所持する場合には、当該酒類について

は、その者を当該酒類の製造者と、当該所持する場所を酒類の製造場と、その者が所持

する酒類を同日にその者の当該酒類の製造場に戻し入れたものと、それぞれみなして、

その者が提出する第十九項において準用する第六項の規定による申告書に記載した同項

第二号に掲げる酒税額の合計額から、当該戻し入れたものとみなされた当該酒類に係る

酒税額に相当する金額を控除する。この場合において、当該酒類につきこの項の規定に

よる控除を受けた場合における新酒税法第三十条又は新災害減免法第七条の規定の適用

については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲

げる字句とする。 

新酒税法第三十条第

一項 

当該移出により納付され

た、又は納付されるべき

酒税額（延滞税、過少申

告加算税、無申告加算税

及び重加算税の額を除く

第二十三条に規定する税率（発泡

性酒類にあつては、所得税法等の

一部を改正する等の法律（平成二

十九年法律第▼▼▼号。以下この

条において「平成二十九年改正



ものとし、当該酒税額に

つきこの項又は第三項の

規定による控除が行われ

ている場合には、その控

除前の金額とする。第五

項において同じ。） 

法」という。）附則第三十六条第

四項及び第五項に規定する税率）

により課されるものとした場合の

酒税額 

新酒税法第三十条第

三項 

当該他の製造場からの移

出により納付された、若

しくは納付されるべき又

は保税地域からの引取り

により納付された、若し

くは納付されるべき若し

くは徴収された、若しく

は徴収されるべき酒税額

（延滞税、過少申告加算

税、無申告加算税及び重

加算税の額を除くものと

し、当該酒税額につき第

一項又はこの項の規定に

よる控除が行われている

場合には、その控除前の

金額とする。） 

第二十三条に規定する税率（発泡

性酒類にあつては、平成二十九年

改正法附則第三十六条第四項及び

第五項に規定する税率）により課

されるものとした場合の酒税額 

新酒税法第三十条第

五項 

当該移出により納付され

た、又は納付されるべき

酒税額 

第二十三条に規定する税率（発泡

性酒類にあつては、平成二十九年

改正法附則第三十六条第四項及び

第五項に規定する税率）により課

されるものとした場合の酒税額 

新災害減免法第七条

第一項 

課せられた酒税又はたば

こ税、揮発油税、地方揮

発油税、石油ガス税若し

くは石油石炭税（以下

「酒税等」と総称す

る。）の税額（延滞税、

過少申告加算税、無申告

加算税及び重加算税の額

を除く。） 

所得税法等の一部を改正する等の

法律（平成二十九年法律第▼▼▼

号。以下この項において「平成二

十九年改正法」という。）第七条

の規定による改正後の酒税法第二

十三条に規定する税率（同法第三

条第三号に規定する発泡性酒類に

あつては、平成二十九年改正法附

則第三十六条第四項及び第五項に

規定する税率）により課されるも

のとした場合の酒税額 

 酒税等の 酒税の 

新災害減免法第七条

第三項及び第四項 

酒税等 酒税 

18 前項の場合においては、附則第三十六条第一項から第三項までに規定する税率により

算出した場合の酒税額と新酒税法第二十三条に規定する税率（発泡性酒類にあっては、

附則第三十六条第四項及び第五項に規定する税率）により算出した場合の酒税額との差

額に相当する金額を前項の酒税額とする。 

19 第六項から第十三項までの規定は、第十四項の規定により酒税を課する場合又は第十



七項の規定により酒税を控除する場合について準用する。この場合において、第六項中

「第一項の規定の適用を受ける酒類の製造者」とあるのは「第十四項の規定の適用を受

ける酒類の製造者」と、「平成三十二年十一月二日」とあるのは「平成三十五年十月三

十一日」と、同項第一号及び第二号中「第一項」とあるのは「第十四項」と、同項第三

号及び第四号中「第四項」とあるのは「第十七項」と、第七項中「平成三十二年十月一

日」とあるのは「平成三十五年十月一日」と、「第一項」とあるのは「第十四項」と、

「第四項」とあるのは「第十七項」と、「同年十一月二日」とあるのは「同月三十一

日」と、第八項中「平成三十三年三月三十一日」とあるのは「平成三十六年四月一日」

と、第十二項中「が第一項」とあるのは「が第十四項」と、同項各号中「第一項の規定

による」とあるのは「第十四項の規定による」と読み替えるものとする。 

20 平成三十八年十月一日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所で新酒税法第二十三

条に規定する税率により算出した場合の酒税額が附則第三十六条第四項及び第五項に規

定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなる酒類又は新租税特別措置法

第八十七条の二に規定する税率により算出した場合の酒税額が附則第九十一条第二項の

規定により読み替えて適用される新租税特別措置法第八十七条の二に規定する税率によ

り算出した場合の酒税額を超えることとなる酒類を販売のため所持する酒類の製造者又

は販売業者がある場合において、その所持する酒類の数量（二以上の場所で所持する場

合には、その合計数量）が二千リットル以上であるときは、当該酒類については、その

者が酒類の製造者として当該酒類を同日にその者の酒類の製造場から移出したものとみ

なして、酒税を課する。 

21 前項の酒類を販売のため所持する酒類の製造者又は販売業者（同項の規定の適用を受

ける者を除く。以下この項において同じ。）が、平成三十八年十一月二日までに、政令

で定めるところによりその所持する酒類の貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に前項の規

定の適用を受ける旨の届出をした場合には、当該届出をした酒類の製造者又は販売業者

が同年十月一日に所持する当該酒類については、同項の規定を適用する。 

22 第二十項の場合においては、新酒税法第二十三条に規定する税率により算出した場合

の酒税額と附則第三十六条第四項及び第五項に規定する税率により算出した場合の酒税

額との差額に相当する金額又は新租税特別措置法第八十七条の二に規定する税率により

算出した場合の酒税額と附則第九十一条第二項の規定により読み替えて適用される新租

税特別措置法第八十七条の二に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相

当する金額を第二十項の酒税額とする。 

23 第二十項の規定の適用を受ける酒類の製造者又は販売業者が、平成三十八年十月一日

に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所で附則第三十六条第四項及び第五項に規定す

る税率により算出した場合の酒税額が新酒税法第二十三条に規定する税率により算出し

た場合の酒税額を超えることとなる酒類を販売のため所持する場合には、当該酒類につ

いては、その者を当該酒類の製造者と、当該所持する場所を酒類の製造場と、その者が



所持する酒類を同日にその者の当該酒類の製造場に戻し入れたものと、それぞれみなし

て、その者が提出する第二十五項において準用する第六項の規定による申告書に記載し

た同項第二号に掲げる酒税額の合計額から、当該戻し入れたものとみなされた当該酒類

に係る酒税額に相当する金額を控除する。この場合において、当該酒類につきこの項の

規定による控除を受けた場合における新酒税法第三十条又は新災害減免法第七条の規定

の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下

欄に掲げる字句とする。 

新酒税法第三十条第

一項 

当該移出により納付され

た、又は納付されるべき

酒税額（延滞税、過少申

告加算税、無申告加算税

及び重加算税の額を除く

ものとし、当該酒税額に

つきこの項又は第三項の

規定による控除が行われ

ている場合には、その控

除前の金額とする。第五

項において同じ。） 

第二十三条に規定する税率により

課されるものとした場合の酒税額 

新酒税法第三十条第

三項 

当該他の製造場からの移

出により納付された、若

しくは納付されるべき又

は保税地域からの引取り

により納付された、若し

くは納付されるべき若し

くは徴収された、若しく

は徴収されるべき酒税額

（延滞税、過少申告加算

税、無申告加算税及び重

加算税の額を除くものと

し、当該酒税額につき第

一項又はこの項の規定に

よる控除が行われている

場合には、その控除前の

金額とする。） 

第二十三条に規定する税率により

課されるものとした場合の酒税額 

新酒税法第三十条第

五項 

当該移出により納付され

た、又は納付されるべき

酒税額 

第二十三条に規定する税率により

課されるものとした場合の酒税額 

新災害減免法第七条

第一項 

課せられた酒税又はたば

こ税、揮発油税、地方揮

発油税、石油ガス税若し

くは石油石炭税（以下

「酒税等」と総称す

る。）の税額（延滞税、

過少申告加算税、無申告

加算税及び重加算税の額 

所得税法等の一部を改正する等の

法律（平成二十九年法律第▼▼▼

号）第七条の規定による改正後の

酒税法第二十三条に規定する税率

により課されるものとした場合の

酒税額 



 を除く。）  

 酒税等の 酒税の 

新災害減免法第七条

第三項及び第四項 

酒税等 酒税 

24 前項の場合においては、附則第三十六条第四項及び第五項に規定する税率により算出

した場合の酒税額と新酒税法第二十三条に規定する税率により算出した場合の酒税額と

の差額に相当する金額を前項の酒税額とする。 

25 第六項から第十三項までの規定は、第二十項の規定により酒税を課する場合又は第二

十三項の規定により酒税を控除する場合について準用する。この場合において、第六項

中「第一項の規定の適用を受ける酒類の製造者」とあるのは「第二十項の規定の適用を

受ける酒類の製造者」と、「平成三十二年十一月二日」とあるのは「平成三十八年十一

月二日」と、同項第一号及び第二号中「第一項」とあるのは「第二十項」と、同項第三

号及び第四号中「第四項」とあるのは「第二十三項」と、第七項中「平成三十二年十月

一日」とあるのは「平成三十八年十月一日」と、「第一項」とあるのは「第二十項」と、

「第四項」とあるのは「第二十三項」と、第八項中「平成三十三年三月三十一日」とあ

るのは「平成三十九年三月三十一日」と、第十二項中「が第一項」とあるのは「が第二

十項」と、同項各号中「第一項の規定による」とあるのは「第二十項の規定による」と

読み替えるものとする。 

26 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

27 第一項、第十四項若しくは第二十項の規定（以下この項において「手持品課税の規

定」という。）により課する酒税又は第四項、第十七項若しくは第二十三項の規定（以

下この項において「戻入控除の規定」という。）により控除する酒税に関する調査につ

いては、手持品課税の規定に規定する者（第二項、第十五項又は第二十一項の規定によ

る届出により手持品課税の規定の適用を受ける者を含む。）又は戻入控除の規定に規定

する者（第七項（第十九項又は第二十五項において準用する場合を含む。）の規定によ

る届出により戻入控除の規定の適用を受ける者を含む。）の手持品課税の規定又は戻入

控除の規定に規定する酒類を保管したと認められる者又は保管すると認められる者を国

税通則法第七十四条の四第三項に規定する者とみなして、同項並びに同法第七十四条の

七、第七十四条の八、第七十四条の十三、第百二十八条（第二号及び第三号中同法第七

十四条の四第三項に係る部分に限る。）及び第百三十条の規定を適用する。この場合に

おいて、同項中「酒類製造者等に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己

の事業に関し酒類製造者等と取引があると認められる者」とあるのは、「所得税法等の

一部を改正する等の法律（平成二十九年法律第▼▼▼号）附則第三十九条第二十七項

（手持品課税等）に規定する酒類を保管したと認められる者又は保管すると認められる

者」とする。 

28 偽りその他不正の行為によって第九項（第十九項又は第二十五項において準用する場

合を含む。）の規定による還付を受け、又は受けようとした者は、十年以下の懲役又は



百万円以下の罰金に処する。 

29 前項の犯罪に係る還付金に相当する金額の三倍が百万円を超える場合には、情状によ

り、同項の罰金は、百万円を超え当該還付金に相当する金額の三倍以下とすることがで

きる。 

30 第六項（第十九項又は第二十五項において準用する場合を含む。）の規定による申告

書をその提出期限までに提出しないことにより酒税を免れた者は、五年以下の懲役又は

五十万円以下の罰金に処する。 

31 前項の犯罪に係る酒類に対する酒税に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合に

は、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該酒税に相当する金額の三倍以下と

することができる。 

32 第六項（第十九項又は第二十五項において準用する場合を含む。）の規定による申告

書をその提出期限までに提出しなかった者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金

に処する。 

33 第二十八項、第三十項又は前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併

科することができる。 

34 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は

人の業務又は財産に関して第二十八項、第三十項又は第三十二項の違反行為をしたとき

は、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第二十八項から第三十二項まで

の罰金刑を科する。 

35 前項の規定により第二十八項又は第三十項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科

する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。 

 （国税通則法の一部改正に伴う経過措置） 

第四十条 新国税通則法第三十四条の二の規定は、平成三十年一月一日以後に納付する国

税について適用し、同日前に納付した国税については、なお従前の例による。 

２ 新国税通則法第六十八条の規定は、平成三十年四月一日以後に国税通則法第二条第七

号に規定する法定申告期限（国税に関する法律の規定により当該法定申告期限とみなさ

れる期限を含む。以下この項において「法定申告期限」という。）が到来する国税につ

いて適用し、同日前に法定申告期限が到来した国税については、なお従前の例による。 

３ 新国税通則法第十一章第二節の規定は、平成三十年四月一日以後にした行為に係る国

税（前項の規定によりなお従前の例によることとされる国税を除く。）に関する犯則事

件の処分について適用する。 

 （国税徴収法の一部改正に伴う経過措置） 

第四十一条 第九条の規定による改正後の国税徴収法（次項において「新国税徴収法」と

いう。）第三十三条の規定は、平成三十年一月一日以後に滞納となった国税について適

用し、同日前に滞納となっている国税については、なお従前の例による。 

２ 新国税徴収法第百五十九条第一項の規定の適用については、旧国税犯則取締法の規定



による差押え又は領置は、新国税通則法第十一章の規定による差押え又は領置とみなす。 

 （国税犯則取締法の廃止に伴う経過措置） 

第四十二条 平成三十年三月三十一日以前にした行為に係る国税に関する犯則事件及び同

年四月一日以後にした行為に係る国税（附則第四十条第二項の規定によりなお従前の例

によることとされる国税に限る。）に関する犯則事件の処分についての旧国税犯則取締

法第十二条ノ二から第十九条までの規定の適用については、なお従前の例による。 

 （租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則） 

第四十三条 別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第二章の規定は、平成二十

九年分以後の所得税について適用し、平成二十八年分以前の所得税については、なお従

前の例による。 

 （試験研究を行った場合の所得税額の特別控除等に関する経過措置） 

第四十四条 新租税特別措置法第十条（第十項を除く。）の規定は、平成三十年分以後の

所得税について適用し、平成二十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。 

２ 新租税特別措置法第十条第十項、第十条の二第九項及び第十項、第十条の三第八項及

び第九項、第十条の四の二第六項、第十条の五第七項、第十条の五の二第八項及び第九

項、第十条の五の四第四項並びに第十条の六第四項の規定は、個人が施行日以後に提出

する修正申告書若しくは更正請求書に係る所得税又は施行日以後にされる国税通則法第

二十四条若しくは第二十六条の規定による更正（施行日前に提出された更正請求書に係

るものを除く。）に係る年分の所得税について適用し、個人が施行日前に提出した修正

申告書若しくは更正請求書に係る所得税又は施行日前にされた更正（同法第二十四条又

は第二十六条の規定による更正をいう。以下同じ。）に係る年分の所得税については、

なお従前の例による。 

 （エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控

除に関する経過措置） 

第四十五条 新租税特別措置法第十条の二（第九項及び第十項を除く。）の規定は、個人

が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項第一号に掲げる減価償却資

産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした第十二条の規定

による改正前の租税特別措置法（以下「旧租税特別措置法」という。）第十条の二第一

項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 

 （中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過

措置） 

第四十六条 新租税特別措置法第十条の三（第一項第一号に係る部分に限る。）の規定は、

個人が施行日以後に取得又は製作をする同号に掲げる減価償却資産について適用し、個

人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十条の三第一項第一号に掲げる

減価償却資産については、なお従前の例による。 

２ 個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十条の三第三項に規定する



特定生産性向上設備等については、なお従前の例による。 

３ 個人の平成二十九年分の所得税について前項の規定によりなお従前の例によることと

される場合における旧租税特別措置法第十条の三第六項の規定により同年分の総所得金

額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、新租税特別措置法第十条の三

第四項、第十条の五の二第三項及び第四項並びに第十条の五の三第三項及び第四項の規

定の適用については、当該控除される金額は、新租税特別措置法第十条の三第三項の規

定により同年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額に含まれるものとす

る。 

 （特定の地域において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措

置） 

第四十七条 新租税特別措置法第十条の五（第七項を除く。）の規定は、平成三十年分以

後の所得税について適用し、平成二十九年分以前の所得税については、なお従前の例に

よる。 

 （雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置） 

第四十八条 新租税特別措置法第十条の五の四（第四項を除く。）の規定は、平成三十年

分以後の所得税について適用し、平成二十九年分以前の所得税については、なお従前の

例による。 

 （個人の減価償却に関する経過措置） 

第四十九条 新租税特別措置法第十一条第一項（同項の表の第三号に係る部分に限る。）

の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同号の中欄に掲げる減価償却資産に

ついて適用する。 

２ 平成二十八年分の所得税につき新租税特別措置法第十一条の三第一項の規定を適用し

たならば当該個人の同項に規定する被災代替資産等に該当することとなる減価償却資産

（新租税特別措置法第十九条各号に掲げる規定その他の政令で定める減価償却資産に関

する特例を定めている規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「特例被災

代替資産等」という。）については、当該個人が平成二十九年において当該特例被災代

替資産等を有する場合には、同年分の所得税において、当該特例被災代替資産等に係る

新租税特別措置法第十一条の三第一項に規定する特別償却限度額に相当する金額を同条

第二項において準用する新租税特別措置法第十一条第二項の必要経費に算入することが

できる償却費の限度額に満たない金額とみなして、新租税特別措置法第十一条の三第二

項から第四項までの規定を適用する。 

３ 個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第一項に規定するサ

ービス付き高齢者向け賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。 

４ 新租税特別措置法第十四条（第二項第二号に係る部分に限る。）の規定は、個人が施

行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定都市再生建築物等について適

用する。 



５ 個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条の二第二項第二号に

掲げる建築物及び構築物並びに同項第三号に掲げる構築物（当該構築物と併せて設置さ

れる同号に規定する財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。）につい

ては、同条（第二項第二号に掲げる建築物及び構築物並びに同項第三号に掲げる構築物

に係る部分に限る。）の規定は、なおその効力を有する。 

 （山林所得に係る森林計画特別控除に関する経過措置） 

第五十条 新租税特別措置法第三十条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に行う同項

に規定する伐採又は譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第

三十条の二第一項に規定する伐採又は譲渡については、なお従前の例による。 

 （個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置） 

第五十一条 新租税特別措置法第三十一条の二（第二項第二号の二イに係る部分に限

る。）の規定は、個人が平成二十九年一月一日以後に都市計画法（昭和四十三年法律第

百号）の規定に基づく決定（以下この条において「都市計画決定」という。）がされた

都市計画に定められた被災市街地復興特別措置法（平成七年法律第十四号）第五条第一

項の被災市街地復興推進地域（以下この条において「被災市街地復興推進地域」とい

う。）内にある新租税特別措置法第三十一条の二第二項第二号の二の土地等（次項にお

いて「土地等」という。）の同日以後に行う譲渡について適用する。 

２ 新租税特別措置法第三十一条の二（第二項第二号の二ロに係る部分に限る。）の規定

は、個人が平成二十九年一月一日以後に同号ロに規定する住宅被災市町村となった市町

村の区域内にある土地等の同日以後に行う譲渡について適用する。 

３ 新租税特別措置法第三十一条の二第七項の規定は、個人の同項に規定する予定期間の

末日が施行日以後である同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に

ついて適用する。 

４ 新租税特別措置法第三十三条（第一項第三号の六に係る部分に限る。）の規定は、個

人が平成二十九年一月一日以後に都市計画決定がされた都市計画に定められた被災市街

地復興推進地域において施行される同号の被災市街地復興土地区画整理事業の施行区域

内にある同号の土地等の同日以後に行う譲渡について適用する。 

５ 新租税特別措置法第三十三条（第一項第三号の七に係る部分に限る。）の規定は、個

人が平成二十九年一月一日以後に同号に規定する住宅被災市町村となった市町村の区域

において施行される同号に規定する第二種市街地再開発事業の施行区域内にある同号の

土地等の同日以後に行う譲渡について適用する。 

６ 新租税特別措置法第三十三条（第三項第三号に係る部分に限る。）及び同号に係る新

租税特別措置法第三十三条の四第一項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同号に規

定する資産が除却されることに伴い個人が取得する同号に規定する補償金について適用

する。 

７ 新租税特別措置法第三十三条第七項（新租税特別措置法第三十三条の二第五項におい



て準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定は、個人の新租税特別措置

法第三十三条第七項に規定する取得指定期間の末日が施行日以後である同条第一項に規

定する譲渡した資産に係る同項に規定する代替資産又は新租税特別措置法第三十三条の

二第一項に規定する譲渡した資産に係る同条第二項に規定する代替資産について適用す

る。 

８ 新租税特別措置法第三十三条の三第八項から第十一項まで及び第三十三条の六（第一

項第四号に係る部分に限る。）の規定は、個人が平成二十九年一月一日以後に都市計画

決定がされた都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内にある新租税特別措置法

第三十三条の三第八項に規定する土地等の同日以後に行う譲渡について適用する。 

９ 新租税特別措置法第三十三条の三第十二項の規定は、個人が平成二十九年一月一日以

後に都市計画決定がされた都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内にある土地

又は土地の上に存する権利の同日以後に行う譲渡について適用する。 

10 新租税特別措置法第三十四条の二（同条第二項第二十号の被災市街地復興特別措置法

の規定による買取りに係る部分に限る。）の規定は、個人が平成二十九年一月一日以後

に都市計画決定がされた都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内にある同号の

土地等の同日以後に行う譲渡について適用する。 

11 新租税特別措置法第三十四条の二（第二項第二十一号の二及び第三項に係る部分に限

る。）の規定は、個人が平成二十九年一月一日以後に都市計画決定がされた都市計画に

定められた被災市街地復興推進地域において同号の被災市街地復興土地区画整理事業が

施行される場合における同号の保留地の対価の額に対応する部分の同日以後に行う譲渡

について適用する。 

12 新租税特別措置法第三十四条の三（第二項第四号に係る部分に限る。）の規定は、個

人が附則第一条第十二号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の三第一項

に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三

十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。 

13 新租税特別措置法第三十六条の二第二項の規定は、個人の同項の譲渡をした日の属す

る年の翌年十二月三十一日が施行日以後である同項に規定する買換資産について適用し、

個人の旧租税特別措置法第三十六条の二第二項の譲渡をした日の属する年の翌年十二月

三十一日が施行日前である同項に規定する買換資産については、なお従前の例による。 

14 新租税特別措置法第三十七条から第三十七条の四まで（新租税特別措置法第三十七条

第一項の表の第一号及び第八号に係る部分に限る。）の規定は、個人が施行日以後に同

表の第一号又は第八号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後に

これらの号の下欄に掲げる資産の取得（建設及び製作を含む。以下この項において同

じ。）をする場合における当該譲渡について適用し、個人が施行日前に旧租税特別措置

法第三十七条第一項の表の第一号又は第十号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び

個人が施行日以後にこれらの資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前にこれらの号



の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、第十八項に規

定する場合を除き、なお従前の例による。 

15 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第二号又は第七号

の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。 

16 個人が施行日から平成二十九年十二月三十一日までの間に譲渡をする旧租税特別措置

法第三十七条第一項の表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産及び特定個人（平成二

十八年十二月一日から平成二十九年十二月三十一日までの間に農業経営基盤強化促進法

（昭和五十五年法律第六十五号）第十五条第一項の規定により同項に規定する同意市町

村の農業委員会に対して同法第四条第四項第一号に規定する利用権の設定等（所有権の

移転に限る。以下この項において「利用権の設定等」という。）を受けたい旨の申出又

は利用権の設定等についてあっせんを受けたい旨の申出をした個人をいう。）が平成三

十年一月一日から平成三十一年十二月三十一日までの間に譲渡をする同表の第二号又は

第七号の上欄に掲げる資産については、旧租税特別措置法第三十七条から第三十七条の

四まで（これらの号に係る部分に限る。）の規定は、なおその効力を有する。この場合

において、旧租税特別措置法第三十七条第一項、第三項及び第四項中「、同年三月三十

一日」とあるのは「同年三月三十一日とし、所得税法等の一部を改正する等の法律（平

成二十九年法律第▼▼▼号）附則第五十一条第十六項に規定する特定個人の同表の第二

号又は第七号の上欄に掲げる資産にあつては平成三十一年十二月三十一日とする。」と、

同条第十一項中「平成二十九年三月三十一日」とあるのは「平成二十九年十二月三十一

日（所得税法等の一部を改正する等の法律（平成二十九年法律第▼▼▼号）附則第五十

一条第十六項に規定する特定個人の第一項の表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産

にあつては、平成三十一年十二月三十一日）」と、旧租税特別措置法第三十七条の四中

「、同年三月三十一日」とあるのは「同年三月三十一日とし、所得税法等の一部を改正

する等の法律（平成二十九年法律第▼▼▼号）附則第五十一条第十六項に規定する特定

個人の同表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産にあつては平成三十一年十二月三十

一日とする。」とする。 

17 前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第三十一条の二、第三十一条

の三、第三十四条から第三十五条の二まで、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十

七条、第三十七条の四から第三十七条の六まで及び第三十七条の九の五の規定の適用に

ついては、新租税特別措置法第三十一条の二第四項中「又は第三十七条の九の五」とあ

るのは「若しくは第三十七条の九の五又は所得税法等の一部を改正する等の法律（平成

二十九年法律第▼▼▼号）附則第五十一条第十六項の規定によりなおその効力を有する

ものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法（以下「旧効力措置

法」という。）第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新租税特別措置法第三十一条

の三第一項中「第三十七条の九の五」とあるのは「第三十七条の九の五の規定若しくは

旧効力措置法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新租税特別措置法第三十四条第



一項、第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項中「又は第三十七条の九の五」

とあるのは「若しくは第三十七条の九の五又は旧効力措置法第三十七条若しくは第三十

七条の四」と、新租税特別措置法第三十五条第二項第一号中「第三十七条の九の五」と

あるのは「第三十七条の九の五の規定若しくは旧効力措置法第三十七条若しくは第三十

七条の四」と、新租税特別措置法第三十五条の二第一項中「又は第三十七条の九の四」

とあるのは「若しくは第三十七条の九の四又は旧効力措置法第三十七条若しくは第三十

七条の四」と、新租税特別措置法第三十六条の二第一項中「又は第三十七条の九の五」

とあるのは「若しくは第三十七条の九の五又は旧効力措置法第三十七条若しくは第三十

七条の四」と、新租税特別措置法第三十七条第一項の表の第一号の上欄中「超えるも

の」とあるのは「超えるもの（旧効力措置法第三十七条第一項の表の第二号の上欄に掲

げる資産にも該当するものを除く。）」と、新租税特別措置法第三十七条の五第一項中

「若しくは第三十七条」とあるのは「若しくは第三十七条若しくは旧効力措置法第三十

七条」と、新租税特別措置法第三十七条の六第一項第一号中「又は第三十七条の四」と

あるのは「若しくは第三十七条の四又は旧効力措置法第三十七条若しくは第三十七条の

四」と、「同法」とあるのは「農業振興地域の整備に関する法律」と、同項第二号中

「又は第三十七条の四」とあるのは「若しくは第三十七条の四又は旧効力措置法第三十

七条若しくは第三十七条の四」と、「同法」とあるのは「集落地域整備法」と、同項第

三号中「又は前条」とあるのは「若しくは前条又は旧効力措置法第三十七条若しくは第

三十七条の四」と、「ともに同法」とあるのは「ともに農住組合法」と、新租税特別措

置法第三十七条の九の五第一項中「第三十七条の七」とあるのは「第三十七条の七並び

に旧効力措置法第三十七条」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。 

18 個人が施行日から平成二十九年十二月三十一日までの間に譲渡をする旧租税特別措置

法第三十七条第一項の表の第十号の上欄に掲げる資産のうち漁業（水産動植物の採捕又

は養殖の事業をいう。）の用に供されるもの（以下この項において「特定資産」とい

う。）及び特定個人（その有する特定資産につき同日以前に漁船法（昭和二十五年法律

第百七十八号）第二十七条の規定により農林水産大臣に対して試験の依頼をした個人を

いう。）が平成三十年一月一日から平成三十二年九月三十日までの間に譲渡をする当該

特定資産については、旧租税特別措置法第三十七条から第三十七条の四まで（同表の第

十号に係る部分に限る。）の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧租

税特別措置法第三十七条第一項、第三項及び第四項並びに第三十七条の四中「、同年三

月三十一日」とあるのは、「同年三月三十一日とし、所得税法等の一部を改正する等の

法律（平成二十九年法律第▼▼▼号）附則第五十一条第十八項に規定する特定個人の同

項に規定する特定資産にあつては平成三十二年九月三十日とする。」とする。 

19 新租税特別措置法第三十七条第八項（新租税特別措置法第三十七条の五第二項におい

て準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定は、個人の新租税特別措置

法第三十七条第八項に規定する取得指定期間の末日が施行日以後である同条第一項に規



定する譲渡をした資産に係る同項に規定する買換資産又は新租税特別措置法第三十七条

の五第一項に規定する譲渡をした資産に係る同項に規定する買換資産について適用する。 

 （一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置） 

第五十二条 新租税特別措置法第三十七条の十第三項（第三号及び第四号に係る部分に限

る。）の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する株式分配について適用する。 

 （合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例に関する経過措置） 

第五十三条 新租税特別措置法第三十七条の十四の三第三項、第五項及び第八項の規定は、

施行日以後に行われる同条第三項に規定する特定株式分配について適用する。 

２ 施行日から平成二十九年九月三十日までの間における新租税特別措置法第三十七条の

十四の三第六項第五号の規定の適用については、同号中「同条第十二号の五の二」とあ

るのは、「同条第十二号の六」とする。 

 （居住者の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置） 

第五十四条 新租税特別措置法第四十条の四（第十一項を除く。）の規定は、同条第二項

第一号に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同

条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象

金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に

規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額

及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対

象金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会

社等の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象

金額に係る同項に規定する課税対象金額並びに同条第四項に規定する部分適用対象金額

及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額については、なお従

前の例による。 

２ 新租税特別措置法第四十条の四第十一項の規定は、同項各号に掲げる外国関係会社の

平成三十年四月一日以後に開始する事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類に

ついて適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第六項に規定する特定外国子会社等の同

日前に開始した事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類については、なお従前

の例による。 

３ 新租税特別措置法第四十条の七（第十一項を除く。）の規定は、同条第一項に規定す

る外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適

用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規

定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象

金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人

部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額について適用し、

旧租税特別措置法第四十条の七第一項に規定する特定外国法人の同日前に開始した事業

年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課



税対象金額並びに同条第四項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に

係る同項に規定する部分課税対象金額については、なお従前の例による。 

４ 新租税特別措置法第四十条の七第十一項の規定は、同項各号に掲げる外国関係法人の

平成三十年四月一日以後に開始する事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類に

ついて適用し、旧租税特別措置法第四十条の七第六項に規定する特定外国法人の同日前

に開始した事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類については、なお従前の例

による。 

 （住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置） 

第五十五条 災害により平成二十八年十二月三十一日以前に旧租税特別措置法第四十一条

第一項、第十八項又は第二十一項の家屋を居住の用に供することができなくなった個人

の当該家屋を居住の用に供することができなくなった日の属する年分の所得税について

は、なお従前の例による。 

２ 新租税特別措置法第四十一条第二十四項の規定は、災害により平成二十八年一月一日

以後に同項に規定する従前家屋を居住の用に供することができなくなった個人の平成二

十九年分以後の所得税について適用する。 

 （特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係

る特例に関する経過措置） 

第五十六条 災害により平成二十八年十二月三十一日以前に旧租税特別措置法第四十一条

の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等をした家屋（当該住宅の

増改築等に係る部分に限る。）を居住の用に供することができなくなった個人の当該家

屋を居住の用に供することができなくなった日の属する年分の所得税については、なお

従前の例による。 

２ 新租税特別措置法第四十一条の三の二（同条第二項第四号に規定する特定耐久性向上

改修工事等に係る部分に限る。）の規定は、個人が同条第一項又は第五項に規定する住

宅の増改築等をした家屋（当該住宅の増改築等に係る部分に限る。）を施行日以後に同

条第一項又は第五項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用

し、個人が旧租税特別措置法第四十一条の三の二第一項又は第五項に規定する住宅の増

改築等をした家屋（当該住宅の増改築等に係る部分に限る。）を施行日前に同条第一項

又は第五項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前

の例による。 

 （居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置） 

第五十七条 新租税特別措置法第四十一条の五の規定は、個人の同条第七項第一号の特定

譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日が施行日以後である同号に規定する買換資産

について適用し、個人の旧租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号の特定譲渡の日

の属する年の翌年十二月三十一日が施行日前である同号に規定する買換資産については、

なお従前の例による。 



 （特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例に関する経過措置） 

第五十八条 新租税特別措置法第四十一条の十七の二第三項の規定により読み替えられた

新所得税法第百二十条第四項及び第五項（これらの規定を新所得税法第百二十二条第三

項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用す

る場合を含む。次項において同じ。）の規定は、平成三十年一月一日以後に確定申告書

を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合については、なお

従前の例による。 

２ 平成三十年一月一日以後に平成二十九年から平成三十一年までの各年分の所得税に係

る確定申告書を提出する場合には、新租税特別措置法第四十一条の十七の二第三項の規

定により読み替えられた新所得税法第百二十条第四項及び前項の規定にかかわらず、当

該申告書に記載した新所得税法第七十三条第一項の規定による医療費控除を受ける金額

の計算の基礎となる新租税特別措置法第四十一条の十七の二第一項に規定する特定一般

用医薬品等購入費（以下この項において「特定一般用医薬品等購入費」という。）を領

収した者のその領収を証する書類（その領収をした金額のうち、特定一般用医薬品等購

入費に該当するものの金額が明らかにされているものに限る。以下この項において同

じ。）の当該申告書への添付又は当該申告書を提出する際の提示（以下この項において

「添付等」という。）をもって、同条第三項の規定により読み替えられた新所得税法第

百二十条第四項に規定する明細書の当該申告書への添付に代えることができる。この場

合において、当該添付等をしたその領収を証する書類に係る特定一般用医薬品等購入費

については、新租税特別措置法第四十一条の十七の二第三項の規定により読み替えられ

た新所得税法第百二十条第五項の規定は、適用しない。 

 （既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置） 

第五十九条 新租税特別措置法第四十一条の十九の三第十五項の規定は、個人が同条第三

項に規定する対象一般断熱改修工事等をして施行日以後に同項又は同条第七項若しくは

第八項の定めるところにより居住の用に供する場合について適用する。 

 （外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例に関する経過措置） 

第六十条 新租税特別措置法第四十二条の二第一項の規定は、同条第六項第一号に規定す

る外国金融機関等が、施行日以後に開始する同条第一項に規定する振替債等に係る特定

債券現先取引等につき支払を受ける同項に規定する支払を受ける利子について適用し、

旧租税特別措置法第四十二条の二第四項第一号に規定する外国金融機関等が、施行日前

に開始した同条第一項に規定する債券現先取引又は証券貸借取引につき支払を受ける同

項に規定する特定利子については、なお従前の例による。 

２ 施行日前に提出された旧租税特別措置法第四十二条の二第五項に規定する非課税適用

申告書（当該非課税適用申告書又は当該非課税適用申告書につき提出された同条第八項

に規定する申告書（以下この項において「異動申告書」という。）の提出後に同条第八

項に規定する変更をした場合において、その変更をした日以後施行日前までに異動申告



書の提出がされていないときにおける当該非課税適用申告書を除く。）は、施行日にお

いて提出された新租税特別措置法第四十二条の二第七項に規定する非課税適用申告書と

みなす。 

 （租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則） 

第六十一条 別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人の施

行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結

完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税につい

て適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結

親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分

の法人税については、なお従前の例による。 

 （試験研究を行った場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置） 

第六十二条 新租税特別措置法第四十二条の四第八項第六号の二の規定は、法人の平成三

十一年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。 

２ 新租税特別措置法第四十二条の四第十項、第四十二条の五第九項及び第十項、第四十

二条の六第八項及び第九項、第四十二条の九第五項及び第六項、第四十二条の十第六項、

第四十二条の十一第六項、第四十二条の十一の三第五項、第四十二条の十二第八項、第

四十二条の十二の二第二項、第四十二条の十二の三第八項及び第九項、第四十二条の十

二の五第四項並びに第四十二条の十三第五項の規定は、法人が施行日以後に提出する修

正申告書若しくは更正請求書に係る法人税又は施行日以後にされる更正（施行日前に提

出された更正請求書に係るものを除く。）に係る事業年度分の法人税について適用し、

法人が施行日前に提出した修正申告書若しくは更正請求書に係る法人税又は施行日前に

された更正に係る事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 

 （エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控

除に関する経過措置） 

第六十三条 新租税特別措置法第四十二条の五（第九項及び第十項を除く。）の規定は、

法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項第一号に掲げる減価償

却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別

措置法第四十二条の五第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例に

よる。 

 （中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経

過措置） 

第六十四条 新租税特別措置法第四十二条の六（第一項第一号に係る部分に限る。）の規

定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に掲げる減価償却資産について適用

し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十二条の六第一項第一

号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 

２ 法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十二条の六第二項に規定



する特定生産性向上設備等については、なお従前の例による。 

３ 法人の施行日以後に終了する事業年度において前項の規定によりなお従前の例による

こととされる場合における旧租税特別措置法第四十二条の六第四項の規定により同項に

規定する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、新租税特別措置法第四十

二条の六第三項、第四十二条の十二の三第二項及び第三項並びに第四十二条の十二の四

第二項及び第三項の規定の適用については、当該控除される金額は、新租税特別措置法

第四十二条の六第二項の規定により同項に規定する調整前法人税額から控除される金額

に含まれるものとする。 

４ 新租税特別措置法第四十二条の六第三項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業

年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税につい

ては、なお従前の例による。 

 （地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別

控除に関する経過措置） 

第六十五条 施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における第十二条の

規定（同号イに掲げる改正規定を除く。）による改正後の租税特別措置法第四十二条の

十一の二第六項の規定の適用については、同項中「第四十二条の十一の三第二項」とあ

るのは、「第四十二条の十一の二第二項」とする。 

 （特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除

に関する経過措置） 

第六十六条 新租税特別措置法第四十二条の十二の三第二項及び第三項の規定は、法人の

施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した

事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 

 （法人の減価償却に関する経過措置） 

第六十七条 新租税特別措置法第四十三条第一項（同項の表の第三号に係る部分に限

る。）の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同号の中欄に掲げる減価償却

資産について適用する。 

２ 新租税特別措置法第四十三条の三の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分

の法人税について適用する。 

３ 法人の施行日前一年以内に終了した事業年度（その終了した事業年度が連結事業年度

に該当する場合には、その終了した連結事業年度。次項において「一年以内事業年度

等」という。）につき新租税特別措置法第四十三条の三第一項の規定（当該連結事業年

度にあっては、新租税特別措置法第六十八条の十八第一項の規定）を適用したならば当

該法人のこれらの規定に規定する被災代替資産等に該当することとなる減価償却資産

（新租税特別措置法第五十三条第一項各号に掲げる規定その他の政令で定める減価償却

資産に関する特例を定めている規定の適用を受けるものを除く。以下この項において

「特例被災代替資産等」という。）については、次に定めるところによる。 



 一 当該法人の施行日を含む事業年度（以下この項及び次項において「経過事業年度」

という。）において当該特例被災代替資産等を有する場合には、当該経過事業年度に

おいて、当該特例被災代替資産等を新租税特別措置法第五十二条の二第一項に規定す

る特別償却に関する規定の適用を受けたものと、当該特例被災代替資産等に係る新租

税特別措置法第四十三条の三第一項に規定する特別償却限度額（新租税特別措置法第

六十八条の十八第一項に規定する被災代替資産等に該当することとなるものにあって

は、同項に規定する特別償却限度額。以下この項において同じ。）に相当する金額を

新租税特別措置法第五十二条の二第一項に規定する特別償却不足額と、それぞれみな

して、同条（第三項を除く。）の規定を適用する。 

 二 法人が、適格合併等（施行日以前に行われた適格合併、適格分割、適格現物出資又

は適格現物分配（残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては、施行日

前に残余財産が確定した当該適格現物分配に限る。）をいう。第四号及び次項におい

て同じ。）により特例被災代替資産等の移転を受けた場合において、当該特例被災代

替資産等をその経過事業年度において当該法人の事業の用（機械及び装置にあっては、

貸付けの用を除く。）に供するときは、当該法人について、当該特例被災代替資産等

を新租税特別措置法第五十二条の二第四項に規定する特別償却対象資産と、当該経過

事業年度（その移転を受けた日を含む事業年度を除く。）を同項に規定する移転を受

けた日を含む事業年度と、当該特例被災代替資産等に係る新租税特別措置法第四十三

条の三第一項に規定する特別償却限度額に相当する金額を新租税特別措置法第五十二

条の二第四項に規定する合併等特別償却不足額と、それぞれみなして、同条の規定を

適用する。 

 三 当該法人の経過事業年度において当該特例被災代替資産等を有する場合には、当該

経過事業年度において、当該特例被災代替資産等につき第一号の規定によりみなして

新租税特別措置法第五十二条の二の規定の適用を受ける場合を除き、当該経過事業年

度を新租税特別措置法第五十二条の三第二項又は第十二項に規定する積立適用後年度

と、当該特例被災代替資産等を同条第二項又は第十二項の特別償却対象資産と、当該

特例被災代替資産等に係る新租税特別措置法第四十三条の三第一項に規定する特別償

却限度額に相当する金額を新租税特別措置法第五十二条の三第二項又は第十二項に規

定する満たない金額と、それぞれみなして、同条（第九項を除く。）の規定を適用す

る。 

 四 法人が、適格合併等により特例被災代替資産等の移転を受けた場合において、当該

特例被災代替資産等をその経過事業年度において当該法人の事業の用（機械及び装置

にあっては、貸付けの用を除く。）に供するときは、当該法人について、当該特例被

災代替資産等につき第二号の規定によりみなして新租税特別措置法第五十二条の二の

規定の適用を受ける場合を除き、当該特例被災代替資産等を新租税特別措置法第五十

二条の三第三項に規定する特別償却対象資産と、当該経過事業年度（その移転を受け



た日を含む事業年度を除く。）を同項に規定する移転を受けた日を含む事業年度と、

当該特例被災代替資産等に係る新租税特別措置法第四十三条の三第一項に規定する特

別償却限度額に相当する金額を新租税特別措置法第五十二条の三第三項に規定する合

併等特別償却準備金積立不足額と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。 

４ 前項の規定は、同項第一号又は第三号にあっては、これらの号の法人の一年以内事業

年度等から経過事業年度の直前の事業年度（当該事業年度が連結事業年度に該当する場

合には、経過事業年度の直前の連結事業年度）までの各事業年度について連続して法人

税法第二条第三十一号に規定する確定申告書の提出（当該各事業年度が連結事業年度に

該当する場合には、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による同条第三十二号に規

定する連結確定申告書の提出）をしている場合（同項第一号の規定によりみなして新租

税特別措置法第五十二条の二第一項の規定を適用する場合には当該経過事業年度の確定

申告書等に同号に規定する特例被災代替資産等に係る償却費として損金の額に算入する

金額の限度額（以下「償却限度額」という。）の計算に関する明細書の添付がある場合

に、前項第三号の規定によりみなして新租税特別措置法第五十二条の三第二項の規定を

適用する場合には当該経過事業年度の確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた

金額の損金算入に関する申告の記載及びその積み立てた金額の計算に関する明細書の添

付がある場合に、それぞれ限るものとする。）に限り、前項第二号又は第四号にあって

は、これらの号に規定する特例被災代替資産等の移転をした法人の一年以内事業年度等

の開始の日からその適格合併等の日の前日（残余財産の全部の分配に該当する適格現物

分配にあっては、当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日）までの間に終了した各

事業年度（当該各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、連結事業年度）につい

て連続して法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書の提出（当該各事業年度が

連結事業年度に該当する場合には、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による同条

第三十二号に規定する連結確定申告書の提出）をしている場合で、かつ、同項第二号又

は第四号の法人の当該適格合併等の日を含む事業年度から経過事業年度までの各事業年

度（当該各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、連結事業年度）について連続

して同条第三十一号に規定する確定申告書の提出（当該各事業年度が連結事業年度に該

当する場合には、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による同条第三十二号に規定

する連結確定申告書の提出）をしている場合に限り、適用する。 

５ 施行日から平成三十一年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十三条

の三の規定の適用については、同条第二項中「中小企業者（適用除外事業者に該当する

ものを除く。）」とあるのは、「中小企業者」とする。 

６ 新租税特別措置法第四十七条の規定は、法人が附則第一条第十一号に定める日以後に

取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第四十七条第一項に規定する事業再

編促進機械等について適用する。 

７ 法人が平成二十九年三月三十一日以前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十



七条第一項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、同条の規定は、な

おその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十四第一項」

とあるのは、「所得税法等の一部を改正する等の法律（平成二十九年法律第▼▼▼号）

附則第八十二条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の

規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項」とする。 

８ 新租税特別措置法第四十七条の二（第三項第二号に係る部分に限る。）の規定は、法

人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定都市再生建築物等につ

いて適用する。 

９ 法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第三項第二号

に掲げる建築物及び構築物並びに同項第三号に掲げる構築物（当該構築物と併せて設置

される同号に規定する財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。）につ

いては、同条（第三項第二号に掲げる建築物及び構築物並びに同項第三号に掲げる構築

物に係る部分に限る。）の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第

二項中「第六十八条の三十五第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する等の

法律（平成二十九年法律第▼▼▼号）附則第八十二条第十項の規定によりなおその効力

を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の

三十五第一項」とする。 

 （特定事業再編投資損失準備金に関する経過措置） 

第六十八条 旧租税特別措置法第五十五条の三第一項に規定する計画の認定を施行日前に

受けた法人の施行日以後に開始する各事業年度の所得の金額の計算については、同条の

規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「第六十八条の四十

三の三第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律（平成二十九年法律

第▼▼▼号）附則第八十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十

二条の規定による改正前の租税特別措置法（以下この条において「旧効力措置法」とい

う。）第六十八条の四十三の三第一項」と、同条第四項から第六項まで及び第十項中

「第六十八条の四十三の三第一項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の四十三の三

第一項」とする。 

 （法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置） 

第六十九条 新租税特別措置法第六十四条（第一項第三号の六に係る部分に限る。）の規

定は、法人が平成二十九年一月一日以後に都市計画法の規定に基づく決定（第五項及び

第六項において「都市計画決定」という。）がされた都市計画に定められた被災市街地

復興特別措置法第五条第一項の被災市街地復興推進地域（第五項及び第六項において

「被災市街地復興推進地域」という。）において施行される同号の被災市街地復興土地

区画整理事業の施行区域内にある同号の土地等の同日以後に行う譲渡に係る法人税につ

いて適用する。 

２ 新租税特別措置法第六十四条（第一項第三号の七に係る部分に限る。）の規定は、法



人が平成二十九年一月一日以後に同号に規定する住宅被災市町村となった市町村の区域

において施行される同号に規定する第二種市街地再開発事業の施行区域内にある同号の

土地等の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用する。 

３ 新租税特別措置法第六十四条の二第十一項（新租税特別措置法第六十五条第三項にお

いて準用する場合を含む。）の規定は、平成二十九年十月一日以後に行われる十月新法

人税法第二条第十二号の十六に規定する株式交換等について適用し、同日前に行われた

株式交換については、なお従前の例による。 

４ 新租税特別措置法第六十四条の二第十七項（新租税特別措置法第六十五条第三項にお

いて準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定は、法人の新租税特別措

置法第六十四条の二第十七項に規定する指定期間の末日が施行日以後である同条第一項

に規定する収用等又は新租税特別措置法第六十五条第一項に規定する換地処分等に係る

新租税特別措置法第六十四条の二第七項に規定する特別勘定について適用する。 

５ 新租税特別措置法第六十五条の四（同条第一項第二十号の被災市街地復興特別措置法

の規定による買取りに係る部分に限る。）の規定は、法人が平成二十九年一月一日以後

に都市計画決定がされた都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内にある同号の

土地等の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用する。 

６ 新租税特別措置法第六十五条の四（第一項第二十一号の二及び第二項に係る部分に限

る。）の規定は、法人が平成二十九年一月一日以後に都市計画決定がされた都市計画に

定められた被災市街地復興推進地域において同号の被災市街地復興土地区画整理事業が

施行される場合における同号の保留地の対価の額に対応する部分の同日以後に行う譲渡

に係る法人税について適用する。 

７ 新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで（新租税特別措置法第六十

五条の七第一項の表の第一号及び第八号に係る部分に限る。）の規定は、法人が施行日

以後に同表の第一号又は第八号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後にこれら

の号の下欄に掲げる資産の取得（建設及び製作を含む。以下この項において同じ。）を

する場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第

二項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧租税特別措置法

第六十五条の七第一項の表の第一号又は第十号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合に

おける施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をす

るこれらの号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十五条

の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が施行日以後にこれらの

号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下

欄に掲げる資産については、第十一項に規定する場合を除き、なお従前の例による。 

８ 法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第二号又は第

七号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 

９ 平成二十八年十二月一日から施行日の前日までの間に農業経営基盤強化促進法第十五



条第一項の規定により同項に規定する同意市町村の農業委員会に対して同法第四条第四

項第一号に規定する利用権の設定等（所有権の移転に限る。以下この項において「利用

権の設定等」という。）を受けたい旨の申出又は利用権の設定等についてあっせんを受

けたい旨の申出をした法人が施行日から平成三十一年三月三十一日までの間に譲渡をす

る旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産

については、同条から旧租税特別措置法第六十五条の九まで（これらの号に係る部分に

限る。）の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧租税特別措置法第六

十五条の七第一項中「平成二十九年三月三十一日」とあるのは「平成三十一年三月三十

一日」と、同条第四項中「おいて第六十八条の七十八第一項」とあるのは「おいて所得

税法等の一部を改正する等の法律（平成二十九年法律第▼▼▼号）附則第八十四条第九

項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の

租税特別措置法（以下この条及び次条において「旧効力連結措置法」という。）第六十

八条の七十八第一項」と、「、第六十八条の七十八第一項」とあるのは「、旧効力連結

措置法第六十八条の七十八第一項」と、同条第十二項中「第六十八条の七十八第一項」

とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の七十八第一項」と、旧租税特別措置法第六

十五条の八第一項中「平成二十九年三月三十一日」とあるのは「平成三十一年三月三十

一日」と、同条第十四項及び第十五項中「第六十八条の七十九第八項」とあるのは「旧

効力連結措置法第六十八条の七十九第八項」と、「、第六十八条の七十八第一項」とあ

るのは「、旧効力連結措置法第六十八条の七十八第一項」と、旧租税特別措置法第六十

五条の九中「平成二十九年三月三十一日」とあるのは「平成三十一年三月三十一日」と

する。 

10 前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十五条の三から第六十五

条の五の二まで、第六十五条の七から第六十五条の十まで及び第六十六条の二の規定の

適用については、新租税特別措置法第六十五条の三第一項中「第六十五条の九まで」と

あるのは「第六十五条の九まで若しくは所得税法等の一部を改正する等の法律（平成二

十九年法律第▼▼▼号）附則第六十九条第九項の規定によりなおその効力を有するもの

とされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法（以下「旧効力措置法」と

いう。）第六十五条の七から第六十五条の九まで」と、新租税特別措置法第六十五条の

四第一項、第六十五条の五第一項及び第六十五条の五の二第一項中「第六十五条の九ま

で」とあるのは「第六十五条の九まで若しくは旧効力措置法第六十五条の七から第六十

五条の九まで」と、新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第一号の上欄中「超

えるもの」とあるのは「超えるもの（旧効力措置法第六十五条の七第一項の表の第二号

の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。）」と、新租税特別措置法第六十五条の

十第一項第一号中「又は前三条」とあるのは「若しくは前三条又は旧効力措置法第六十

五条の七から第六十五条の九まで」と、「同法」とあるのは「農業振興地域の整備に関

する法律」と、同項第二号中「又は前三条」とあるのは「若しくは前三条又は旧効力措



置法第六十五条の七から第六十五条の九まで」と、「同法」とあるのは「集落地域整備

法」と、同項第三号中「又は前三条」とあるのは「若しくは前三条又は旧効力措置法第

六十五条の七から第六十五条の九まで」と、「ともに同法」とあるのは「ともに農住組

合法」と、新租税特別措置法第六十六条の二第十四項第二号ハ中「又は第六十五条の十

二」とあるのは「若しくは第六十五条の十二又は旧効力措置法第六十五条の七若しくは

第六十五条の八」とする。 

11 その有する旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十号の上欄に掲げる資産

のうち漁業（水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。）の用に供されるものにつき施

行日前に漁船法第二十七条の規定により農林水産大臣に対して試験の依頼をした法人が、

施行日から平成三十一年十二月三十一日までの間に譲渡をする当該資産については、旧

租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで（同号に係る部分に限る。）の

規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧租税特別措置法第六十五条の七

第一項中「平成二十九年三月三十一日」とあるのは「平成三十一年十二月三十一日」と、

同条第四項中「おいて第六十八条の七十八第一項」とあるのは「おいて所得税法等の一

部を改正する等の法律（平成二十九年法律第▼▼▼号）附則第八十四条第十一項の規定

によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別

措置法（以下この条及び次条において「旧効力連結措置法」という。）第六十八条の七

十八第一項」と、「、第六十八条の七十八第一項」とあるのは「、旧効力連結措置法第

六十八条の七十八第一項」と、同条第十二項中「おいて第六十八条の七十八第一項」と

あるのは「おいて旧効力連結措置法第六十八条の七十八第一項」と、「又は同条第一

項」とあるのは「又は旧効力連結措置法第六十八条の七十八第一項」と、旧租税特別措

置法第六十五条の八第一項中「平成二十九年三月三十一日」とあるのは「平成三十一年

十二月三十一日」と、同条第十四項及び第十五項中「第六十八条の七十九第八項」とあ

るのは「旧効力連結措置法第六十八条の七十九第八項」と、「又は第六十八条の七十八

第一項」とあるのは「又は旧効力連結措置法第六十八条の七十八第一項」と、旧租税特

別措置法第六十五条の九中「平成二十九年三月三十一日」とあるのは「平成三十一年十

二月三十一日」とする。 

12 新租税特別措置法第六十五条の八第十一項の規定は、平成二十九年十月一日以後に行

われる十月新法人税法第二条第十二号の十六に規定する株式交換等について適用し、同

日前に行われた株式交換については、なお従前の例による。 

13 新租税特別措置法第六十五条の八第十九項の規定は、法人の同項に規定する取得指定

期間の末日が施行日以後である同条第一項に規定する譲渡をした資産に係る同条第七項

に規定する特別勘定について適用する。 

14 新租税特別措置法第六十五条の十二第十二項の規定は、平成二十九年十月一日以後に

行われる十月新法人税法第二条第十二号の十六に規定する株式交換等について適用し、

同日前に行われた株式交換については、なお従前の例による。 



 （内国法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置） 

第七十条 新租税特別措置法第六十六条の六（第十一項を除く。）の規定は、同条第二項

第一号に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同

条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象

金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に

規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額

及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対

象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子

会社等の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対

象金額に係る同項に規定する課税対象金額並びに同条第四項に規定する部分適用対象金

額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額については、なお

従前の例による。 

２ 新租税特別措置法第六十六条の六第十一項の規定は、同項各号に掲げる外国関係会社

の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類

について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第六項に規定する特定外国子会社等

の同日前に開始した事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類については、なお

従前の例による。 

３ 新租税特別措置法第六十六条の七第一項から第三項までの規定は、同条第一項に規定

する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する

課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額に係る同項に規定

する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の七第一項に規定す

る特定外国子会社等の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額又

は部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例に

よる。 

４ 新租税特別措置法第六十六条の七第四項から第七項までの規定は、同条第四項に規定

する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する

課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額に係る同項に規定

する所得税等の額について適用する。 

５ 新租税特別措置法第六十六条の九の二（第十一項を除く。）の規定は、同条第一項に

規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定

する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六

項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課

税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関

係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額について

適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する特定外国法人の同日前

に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同



項に規定する課税対象金額並びに同条第四項に規定する部分適用対象金額及び当該部分

適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額については、なお従前の例による。 

６ 新租税特別措置法第六十六条の九の二第十一項の規定は、同項各号に掲げる外国関係

法人の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度の同項に規定する財務省令で定める

書類について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の二第六項に規定する特定外国

法人の同日前に開始した事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類については、

なお従前の例による。 

７ 新租税特別措置法第六十六条の九の三第一項から第三項までの規定は、同条第一項に

規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定

する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額に係る同項に

規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の三第一項

に規定する特定外国法人の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象金

額又は部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の

例による。 

８ 新租税特別措置法第六十六条の九の三第四項から第七項までの規定は、同条第四項に

規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定

する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額に係る同項に

規定する所得税等の額について適用する。 

 （中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置） 

第七十一条 施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における新租税特

別措置法第六十六条の十三第一項の規定の適用については、同項ただし書中「、同法」

とあるのは「並びに同法」と、「災害損失欠損金額（次項において「災害損失欠損金

額」という。）並びに設備廃棄等欠損金額」とあるのは「災害損失欠損金額」とする。 

 （振替国債の償還差益等の非課税等に関する経過措置） 

第七十二条 新租税特別措置法第六十七条の十七第七項の規定は、同項に規定する外国金

融機関等が、施行日以後に開始する同項に規定する振替債等に係る特定債券現先取引等

につき支払を受ける同項に規定する貸借料等について適用し、旧租税特別措置法第六十

七条の十七第七項に規定する外国金融機関等が、施行日前に開始した同項に規定する債

券現先取引又は証券貸借取引につき支払を受ける同項に規定する貸借料等については、

なお従前の例による。 

 （特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置） 

第七十三条 施行日から平成二十九年九月三十日までの間における新租税特別措置法第六

十八条の三第三項の規定の適用については、同項中「、同法」とあるのは、「、法人税

法」とする。 

 （課税所得の範囲の変更等の場合の特例に関する経過措置） 

第七十四条 新租税特別措置法第六十八条の三の四第一項及び第二項の規定は、施行日後



に同条第一項に規定する公益法人等に該当することとなる同項に規定する特定普通法人

等について適用し、施行日以前に旧租税特別措置法第六十八条の三の四第一項に規定す

る公益法人等に該当することとなった同項に規定する特定普通法人については、なお従

前の例による。 

 （連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置） 

第七十五条 新租税特別措置法第六十八条の九（第八項第五号の二、第十項及び第十二項

（同項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第十五条第一項に係る部分に限

る。）に係る部分を除く。）の規定は、連結法人の連結親法人事業年度（法人税法第十

五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。）が施行日以後に開

始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行

日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 

２ 施行日から平成三十一年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十八条

の九第三項の規定の適用については、同項中「で適用除外事業者に該当しないもの又

は」とあるのは、「又は」とする。 

３ 新租税特別措置法第六十八条の九第八項第五号の二の規定は、連結法人の連結親法人

事業年度が平成三十一年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用

する。 

４ 新租税特別措置法第六十八条の九第十項、第六十八条の十第十項及び第十一項、第六

十八条の十一第九項及び第十項、第六十八条の十三第六項及び第七項、第六十八条の十

四第七項、第六十八条の十四の二第六項、第六十八条の十五第六項、第六十八条の十五

の二第八項、第六十八条の十五の三第三項、第六十八条の十五の四第九項及び第十項、

第六十八条の十五の六第四項並びに第六十八条の十五の七第五項の規定は、連結親法人

が施行日以後に提出する修正申告書若しくは更正請求書に係る法人税又は施行日以後に

される更正（施行日前に提出された更正請求書に係るものを除く。）に係る連結事業年

度分の法人税について適用し、連結親法人が施行日前に提出した修正申告書若しくは更

正請求書に係る法人税又は施行日前にされた更正に係る連結事業年度分の法人税につい

ては、なお従前の例による。 

５ 新租税特別措置法第六十八条の九第十二項、第六十八条の十一第十一項及び第十二項

又は第六十八条の十五の四第十一項（これらの規定により読み替えて適用する地方法人

税法第十五条第一項に係る部分に限る。）の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が

平成三十一年十月一日以後に開始する連結事業年度における新租税特別措置法第六十八

条の九第一項、第三項及び第六項、第六十八条の十一第三項又は第六十八条の十五の四

第三項に規定する調整前連結税額から控除される金額並びに新租税特別措置法第六十八

条の十一第五項に規定する加算した金額について適用し、連結法人の連結親法人事業年

度が同日前に開始した連結事業年度における旧租税特別措置法第六十八条の九第一項か

ら第四項まで、第六十八条の十一第三項から第五項まで又は第六十八条の十五の四第二



項及び第三項に規定する調整前連結税額から控除される金額並びに旧租税特別措置法第

六十八条の十一第七項に規定する加算した金額については、なお従前の例による。 

 （連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税

額の特別控除に関する経過措置） 

第七十六条 新租税特別措置法第六十八条の十（第十項及び第十一項を除く。）の規定は、

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後

に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第四十二条の五第一項第一号に掲

げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配

関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法

第四十二条の五第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 

 （中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経

過措置） 

第七十七条 新租税特別措置法第六十八条の十一（新租税特別措置法第四十二条の六第一

項第一号に係る部分に限る。）の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完

全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に掲げる減価償却

資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連

結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十二条の六第一項第一

号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 

２ 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前

に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の十一第二項に規定する特定生産性

向上設備等については、なお従前の例による。 

３ 連結親法人又はその連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度において前項の

規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第六十八条

の十一第四項の規定により同項に規定する調整前連結税額から控除される金額がある場

合には、新租税特別措置法第六十八条の十一第三項、第六十八条の十五の四第二項及び

第三項並びに第六十八条の十五の五第二項及び第三項の規定の適用については、当該控

除される金額は、新租税特別措置法第六十八条の十一第二項の規定により同項に規定す

る調整前連結税額から控除される金額に含まれるものとする。 

４ 新租税特別措置法第六十八条の十一第三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人

による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法

人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連

結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例によ

る。 

 （連結法人の特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関

する経過措置） 

第七十八条 新租税特別措置法第六十八条の十五の二（第八項を除く。）の規定は、連結



法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適

用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税に

ついては、なお従前の例による。 

 （特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除

に関する経過措置） 

第七十九条 新租税特別措置法第六十八条の十五の四第二項及び第三項の規定は、連結親

法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了

する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連

結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税につい

ては、なお従前の例による。 

 （中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別

控除に関する経過措置） 

第八十条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連

結親法人事業年度が平成三十一年十月一日前に開始した連結事業年度における新租税特

別措置法第六十八条の十五の五第十一項及び第十二項の規定の適用については、これら

の規定中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。 

 （連結法人の雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措

置） 

第八十一条 新租税特別措置法第六十八条の十五の六（第四項を除く。）の規定は、連結

法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適

用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税に

ついては、なお従前の例による。 

 （連結法人の減価償却に関する経過措置） 

第八十二条 施行日から平成三十一年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第

六十八条の十六の規定の適用については、同条第一項の表の第一号の上欄中「中小連結

法人（同項第五号の二に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。）」とあるの

は、「中小連結法人」とする。 

２ 新租税特別措置法第六十八条の十六第一項（同項の表の第三号に係る部分に限る。）

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が

施行日以後に取得又は製作をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。 

３ 新租税特別措置法第六十八条の十八の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による

連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税に

ついて適用する。 

４ 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前

一年以内に終了した連結事業年度（施行日前一年以内に終了した事業年度が連結事業年

度に該当しない場合には、当該事業年度。次項において「一年以内連結事業年度等」と



いう。）につき新租税特別措置法第六十八条の十八第一項の規定（当該事業年度にあっ

ては、新租税特別措置法第四十三条の三第一項の規定）を適用したならば当該連結親法

人又はその連結子法人のこれらの規定に規定する被災代替資産等に該当することとなる

減価償却資産（新租税特別措置法第六十八条の四十二第一項各号に掲げる規定その他の

政令で定める減価償却資産に関する特例を定めている規定の適用を受けるものを除く。

以下この項において「特例被災代替資産等」という。）については、次に定めるところ

による。 

 一 当該連結親法人又はその連結子法人の施行日を含む連結事業年度（以下この項及び

次項において「経過連結事業年度」という。）において当該特例被災代替資産等を有

する場合には、当該経過連結事業年度において、当該特例被災代替資産等を新租税特

別措置法第六十八条の四十第一項に規定する特別償却に関する規定の適用を受けたも

のと、当該特例被災代替資産等に係る新租税特別措置法第六十八条の十八第一項に規

定する特別償却限度額（新租税特別措置法第四十三条の三第一項に規定する被災代替

資産等に該当することとなるものにあっては、同項に規定する特別償却限度額。以下

この項において同じ。）に相当する金額を新租税特別措置法第六十八条の四十第一項

に規定する特別償却不足額と、それぞれみなして、同条（第三項を除く。）の規定を

適用する。 

 二 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格

合併等（施行日以前に行われた適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配

（残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては、施行日前に残余財産が

確定した当該適格現物分配に限る。）をいう。第四号及び次項において同じ。）によ

り特例被災代替資産等の移転を受けた場合において、当該特例被災代替資産等をその

経過連結事業年度において当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用（機械及び

装置にあっては、貸付けの用を除く。）に供するときは、当該連結親法人又はその連

結子法人について、当該特例被災代替資産等を新租税特別措置法第六十八条の四十第

四項に規定する特別償却対象資産と、当該経過連結事業年度（その移転を受けた日を

含む連結事業年度を除く。）を同項に規定する移転を受けた日を含む連結事業年度と、

当該特例被災代替資産等に係る新租税特別措置法第六十八条の十八第一項に規定する

特別償却限度額に相当する金額を新租税特別措置法第六十八条の四十第四項に規定す

る合併等特別償却不足額と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。 

 三 当該連結親法人又はその連結子法人の経過連結事業年度において当該特例被災代替

資産等を有する場合には、当該経過連結事業年度において、当該特例被災代替資産等

につき第一号の規定によりみなして新租税特別措置法第六十八条の四十の規定の適用

を受ける場合を除き、当該経過連結事業年度を新租税特別措置法第六十八条の四十一

第二項又は第十二項に規定する積立適用後年度と、当該特例被災代替資産等を同条第

二項又は第十二項の特別償却対象資産と、当該特例被災代替資産等に係る新租税特別



措置法第六十八条の十八第一項に規定する特別償却限度額に相当する金額を新租税特

別措置法第六十八条の四十一第二項又は第十二項に規定する満たない金額と、それぞ

れみなして、同条（第九項を除く。）の規定を適用する。 

 四 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格

合併等により特例被災代替資産等の移転を受けた場合において、当該特例被災代替資

産等をその経過連結事業年度において当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用

（機械及び装置にあっては、貸付けの用を除く。）に供するときは、当該連結親法人

又はその連結子法人について、当該特例被災代替資産等につき第二号の規定によりみ

なして新租税特別措置法第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合を除き、当該特

例被災代替資産等を新租税特別措置法第六十八条の四十一第三項に規定する特別償却

対象資産と、当該経過連結事業年度（その移転を受けた日を含む連結事業年度を除

く。）を同項に規定する移転を受けた日を含む連結事業年度と、当該特例被災代替資

産等に係る新租税特別措置法第六十八条の十八第一項に規定する特別償却限度額に相

当する金額を新租税特別措置法第六十八条の四十一第三項に規定する合併等特別償却

準備金積立不足額と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。 

５ 前項の規定は、同項第一号又は第三号にあっては、これらの号の連結親法人又はその

連結子法人の一年以内連結事業年度等から経過連結事業年度の直前の連結事業年度（経

過連結事業年度の直前の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年

度）までの各連結事業年度について連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三

十二号に規定する連結確定申告書の提出（経過連結事業年度までに開始した事業年度が

連結事業年度に該当しない場合には、同条第三十一号に規定する確定申告書の提出）を

している場合（同項第一号の規定によりみなして新租税特別措置法第六十八条の四十第

一項の規定を適用する場合には当該経過連結事業年度の連結確定申告書等に同号に規定

する特例被災代替資産等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に、前項

第三号の規定によりみなして新租税特別措置法第六十八条の四十一第二項の規定を適用

する場合には当該経過連結事業年度の連結確定申告書等に特別償却準備金として積み立

てた金額の損金算入に関する申告の記載及びその積み立てた金額の計算に関する明細書

の添付がある場合に、それぞれ限るものとする。）に限り、前項第二号又は第四号にあ

っては、これらの号に規定する特例被災代替資産等の移転をした法人の一年以内連結事

業年度等の開始の日からその適格合併等の日の前日（残余財産の全部の分配に該当する

適格現物分配にあっては、当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日。以下この項に

おいて同じ。）までの間に終了した各連結事業年度（当該前日までに終了した事業年度

が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度）について連続して当該法人又は

当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書

の提出（当該前日までに終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同条

第三十一号に規定する確定申告書の提出）をしている場合で、かつ、前項第二号又は第



四号の連結親法人又はその連結子法人の当該適格合併等の日を含む連結事業年度から経

過連結事業年度までの各連結事業年度（経過連結事業年度までに開始した事業年度が連

結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度）について連続して当該連結親法人に

よる同条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出（経過連結事業年度までに開始し

た事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同条第三十一号に規定する確定申告

書の提出）をしている場合に限り、適用する。 

６ 施行日から平成三十一年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十八条

の十八の規定の適用については、同条第二項中「中小連結法人（同項第五号の二に規定

する適用除外事業者に該当するものを除く。）」とあるのは、「中小連結法人」とする。 

７ 新租税特別措置法第六十八条の三十四の規定は、連結親法人又は当該連結親法人によ

る連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十一号に定める日以後に取得又は

製作若しくは建設をする新租税特別措置法第六十八条の三十四第一項に規定する事業再

編促進機械等について適用する。 

８ 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十

九年三月三十一日以前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十四第一

項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効

力を有する。この場合において、同条第二項中「第四十七条第一項」とあるのは、「所

得税法等の一部を改正する等の法律（平成二十九年法律第▼▼▼号）附則第六十七条第

七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前

の租税特別措置法第四十七条第一項」とする。 

９ 新租税特別措置法第六十八条の三十五（第三項第二号に係る部分に限る。）の規定は、

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後

に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定都市再生建築物等について適用する。 

10 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前

に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十五第三項第二号に掲げる建築

物及び構築物並びに旧租税特別措置法第四十七条の二第三項第三号に掲げる構築物（当

該構築物と併せて設置される同号に規定する財務省令で定めるものを含む。以下この項

において同じ。）については、旧租税特別措置法第六十八条の三十五（第三項第二号に

掲げる建築物及び構築物並びに旧租税特別措置法第四十七条の二第三項第三号に掲げる

構築物に係る部分に限る。）の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧

租税特別措置法第六十八条の三十五第一項中「第四十七条の二第三項第三号」とあるの

は「所得税法等の一部を改正する等の法律（平成二十九年法律第▼▼▼号）附則第六十

七条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による

改正前の租税特別措置法（次項及び第三項において「旧効力措置法」という。）第四十

七条の二第三項第三号」と、同条第二項中「第四十七条の二第一項」とあるのは「旧効

力措置法第四十七条の二第一項」と、同条第三項中「第四十七条の二第三項第三号」と



あるのは「旧効力措置法第四十七条の二第三項第三号」とする。 

 （連結法人の特定事業再編投資損失準備金に関する経過措置） 

第八十三条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、

旧租税特別措置法第六十八条の四十三の三第一項に規定する計画の認定を施行日前に受

けたものの施行日以後に開始する各連結事業年度の連結所得の金額の計算については、

同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第五十五条の三第

一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律（平成二十九年法律第▼▼▼

号）附則第六十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規

定による改正前の租税特別措置法（以下この条において「旧効力措置法」という。）第

五十五条の三第一項」と、同条第三項、第四項及び第九項中「第五十五条の三第一項」

とあるのは「旧効力措置法第五十五条の三第一項」とする。 

 （連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置） 

第八十四条 新租税特別措置法第六十八条の七十（新租税特別措置法第六十四条第一項第

三号の六に係る部分に限る。）の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完

全支配関係にある連結子法人が平成二十九年一月一日以後に都市計画法の規定に基づく

決定（第五項及び第六項において「都市計画決定」という。）がされた都市計画に定め

られた被災市街地復興特別措置法第五条第一項の被災市街地復興推進地域（第五項及び

第六項において「被災市街地復興推進地域」という。）において施行される同号の被災

市街地復興土地区画整理事業の施行区域内にある同号の土地等の同日以後に行う譲渡に

係る法人税について適用する。 

２ 新租税特別措置法第六十八条の七十（新租税特別措置法第六十四条第一項第三号の七

に係る部分に限る。）の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関

係にある連結子法人が平成二十九年一月一日以後に同号に規定する住宅被災市町村とな

った市町村の区域において施行される同号に規定する第二種市街地再開発事業の施行区

域内にある同号の土地等の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用する。 

３ 新租税特別措置法第六十八条の七十一第十二項（新租税特別措置法第六十八条の七十

二第三項において準用する場合を含む。）の規定は、平成二十九年十月一日以後に行わ

れる十月新法人税法第二条第十二号の十六に規定する株式交換等について適用し、同日

前に行われた株式交換については、なお従前の例による。 

４ 新租税特別措置法第六十八条の七十一第十八項（新租税特別措置法第六十八条の七十

二第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定は、連結親

法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の新租税特別措置法

第六十八条の七十一第十八項に規定する指定期間の末日が施行日以後である同条第一項

に規定する収用等又は新租税特別措置法第六十八条の七十二第一項に規定する換地処分

等に係る新租税特別措置法第六十八条の七十一第八項に規定する特別勘定について適用

する。 



５ 新租税特別措置法第六十八条の七十五（新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二

十号の被災市街地復興特別措置法の規定による買取りに係る部分に限る。）の規定は、

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十九

年一月一日以後に都市計画決定がされた都市計画に定められた被災市街地復興推進地域

内にある同号の土地等の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用する。 

６ 新租税特別措置法第六十八条の七十五（新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二

十一号の二に係る部分及び第二項に係る部分に限る。）の規定は、連結親法人又は当該

連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十九年一月一日以後に都

市計画決定がされた都市計画に定められた被災市街地復興推進地域において同号の被災

市街地復興土地区画整理事業が施行される場合における同号の保留地の対価の額に対応

する部分の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用する。 

７ 新租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで（新租税特別措置法

第六十八条の七十八第一項の表の第一号及び第八号に係る部分に限る。）の規定は、連

結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に

同表の第一号又は第八号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後にこれらの号の

下欄に掲げる資産の取得（建設及び製作を含む。以下この項において同じ。）をする場

合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第六十八条の七十九第一項又は第三

項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による

連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の七十八

第一項の表の第一号又は第十号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前

に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をするこれらの号の

下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十八条の七十九第一項

又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定並びに連結親法人又は当該連結親法人による連

結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡

をする場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産については、

第十一項に規定する場合を除き、なお従前の例による。 

８ 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前

に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第二号又は第七号の上欄に

掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 

９ 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、平成二

十八年十二月一日から施行日の前日までの間に農業経営基盤強化促進法第十五条第一項

の規定により同項に規定する同意市町村の農業委員会に対して同法第四条第四項第一号

に規定する利用権の設定等（所有権の移転に限る。以下この項において「利用権の設定

等」という。）を受けたい旨の申出又は利用権の設定等についてあっせんを受けたい旨

の申出をしたものが施行日から平成三十一年三月三十一日までの間に譲渡をする旧租税

特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産につ



いては、同条から旧租税特別措置法第六十八条の八十まで（これらの号に係る部分に限

る。）の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧租税特別措置法第六十

八条の七十八第一項中「平成二十九年三月三十一日」とあるのは「平成三十一年三月三

十一日」と、同条第四項中「おいて第六十五条の七第一項」とあるのは「おいて所得税

法等の一部を改正する等の法律（平成二十九年法律第▼▼▼号）附則第六十九条第九項

の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租

税特別措置法（以下この条及び次条において「旧効力単体措置法」という。）第六十五

条の七第一項」と、「、第六十五条の七第一項」とあるのは「、旧効力単体措置法第六

十五条の七第一項」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第十二項中「第六十

五条の七第一項」とあるのは「旧効力単体措置法第六十五条の七第一項」と、旧租税特

別措置法第六十八条の七十九第一項中「平成二十九年三月三十一日」とあるのは「平成

三十一年三月三十一日」と、同条第十五項及び第十六項中「第六十五条の八第七項」と

あるのは「旧効力単体措置法第六十五条の八第七項」と、「、第六十五条の七第一項」

とあるのは「、旧効力単体措置法第六十五条の七第一項」と、旧租税特別措置法第六十

八条の八十中「平成二十九年三月三十一日」とあるのは「平成三十一年三月三十一日」

とする。 

10 前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十八条の七十四から第六

十八条の七十六の二まで、第六十八条の七十八から第六十八条の八十一まで及び第六十

八条の八十五の規定の適用については、新租税特別措置法第六十八条の七十四第一項中

「第六十八条の八十まで」とあるのは「第六十八条の八十まで若しくは所得税法等の一

部を改正する等の法律（平成二十九年法律第▼▼▼号）附則第八十四条第九項の規定に

よりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措

置法（以下「旧効力措置法」という。）第六十八条の七十八から第六十八条の八十ま

で」と、新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項、第六十八条の七十六第一項及び

第六十八条の七十六の二第一項中「第六十八条の八十まで」とあるのは「第六十八条の

八十まで若しくは旧効力措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで」と、新

租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第一号の上欄中「もの」とあるのは

「もの（旧効力措置法第六十八条の七十八第一項の表の第二号の上欄に掲げる資産にも

該当するものを除く。）」と、新租税特別措置法第六十八条の八十一第一項第一号中

「又は前三条」とあるのは「若しくは前三条又は旧効力措置法第六十八条の七十八から

第六十八条の八十まで」と、「同法」とあるのは「農業振興地域の整備に関する法律」

と、同項第二号中「又は前三条」とあるのは「若しくは前三条又は旧効力措置法第六十

八条の七十八から第六十八条の八十まで」と、「同法」とあるのは「集落地域整備法」

と、同項第三号中「又は前三条」とあるのは「若しくは前三条又は旧効力措置法第六十

八条の七十八から第六十八条の八十まで」と、「ともに同法」とあるのは「ともに農住

組合法」と、新租税特別措置法第六十八条の八十五第十四項第二号ハ中「又は第六十八



条の八十三」とあるのは「若しくは第六十八条の八十三又は旧効力措置法第六十八条の

七十八若しくは第六十八条の七十九」とする。 

11 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、その有

する旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第十号の上欄に掲げる資産のう

ち漁業（水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。）の用に供されるものにつき施行日

前に漁船法第二十七条の規定により農林水産大臣に対して試験の依頼をしたものが、施

行日から平成三十一年十二月三十一日までの間に譲渡をする当該資産については、旧租

税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで（同号に係る部分に限

る。）の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧租税特別措置法第六十

八条の七十八第一項中「平成二十九年三月三十一日」とあるのは「平成三十一年十二月

三十一日」と、同欄中「第六十五条の七第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正

する等の法律（平成二十九年法律第▼▼▼号）附則第六十九条第十一項の規定によりな

おその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法

（以下この条及び次条において「旧効力単体措置法」という。）第六十五条の七第一

項」と、同条第四項中「第六十五条の七第一項の規定」とあるのは「旧効力単体措置法

第六十五条の七第一項の規定」と、「又は同条第一項」とあるのは「又は旧効力単体措

置法第六十五条の七第一項」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第十二項中

「おいて第六十五条の七第一項」とあるのは「おいて旧効力単体措置法第六十五条の七

第一項」と、「又は同条第一項」とあるのは「又は旧効力単体措置法第六十五条の七第

一項」と、旧租税特別措置法第六十八条の七十九第一項中「平成二十九年三月三十一

日」とあるのは「平成三十一年十二月三十一日」と、同条第十五項及び第十六項中「第

六十五条の八第七項」とあるのは「旧効力単体措置法第六十五条の八第七項」と、「又

は第六十五条の七第一項」とあるのは「又は旧効力単体措置法第六十五条の七第一項」

と、旧租税特別措置法第六十八条の八十中「平成二十九年三月三十一日」とあるのは

「平成三十一年十二月三十一日」とする。 

12 新租税特別措置法第六十八条の七十九第十二項の規定は、平成二十九年十月一日以後

に行われる十月新法人税法第二条第十二号の十六に規定する株式交換等について適用し、

同日前に行われた株式交換については、なお従前の例による。 

13 新租税特別措置法第六十八条の七十九第二十項の規定は、連結親法人又は当該連結親

法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項に規定する取得指定期間の末日が

施行日以後である同条第一項に規定する譲渡をした資産に係る同条第八項に規定する特

別勘定について適用する。 

14 新租税特別措置法第六十八条の八十三第十三項の規定は、平成二十九年十月一日以後

に行われる十月新法人税法第二条第十二号の十六に規定する株式交換等について適用し、

同日前に行われた株式交換については、なお従前の例による。 

 （連結法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置） 



第八十五条 新租税特別措置法第六十八条の九十（第十一項を除く。）の規定は、同条第

二項第一号に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係

る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別

課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係

る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分

適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融子

会社等部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に

規定する特定外国子会社等の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象

金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額並びに同条第四項に

規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課

税対象金額については、なお従前の例による。 

２ 新租税特別措置法第六十八条の九十第十一項の規定は、同項各号に掲げる外国関係会

社の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度の同項に規定する財務省令で定める書

類について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第六項に規定する特定外国子会

社等の同日前に開始した事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類については、

なお従前の例による。 

３ 新租税特別措置法第六十八条の九十一第一項から第三項までの規定は、同条第一項に

規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定

する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額

に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の

九十一第一項に規定する特定外国子会社等の同日前に開始した事業年度に係る同項に規

定する個別課税対象金額又は個別部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の

額については、なお従前の例による。 

４ 新租税特別措置法第六十八条の九十一第四項から第七項までの規定は、同条第四項に

規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定

する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額

に係る同項に規定する所得税等の額について適用する。 

５ 連結法人の連結親法人事業年度が平成三十一年十月一日前に開始した連結事業年度に

おける新租税特別措置法第六十八条の九十一第七項の規定の適用については、同項中

「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。 

６ 新租税特別措置法第六十八条の九十三の二（第十一項を除く。）の規定は、同条第一

項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に

規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、

同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定す

る個別部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及

び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融関係法人部分課税



対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する

特定外国法人の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該

適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額並びに同条第四項に規定する部分

適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額に

ついては、なお従前の例による。 

７ 新租税特別措置法第六十八条の九十三の二第十一項の規定は、同項各号に掲げる外国

関係法人の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度の同項に規定する財務省令で定

める書類について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第六項に規定する

特定外国法人の同日前に開始した事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類につ

いては、なお従前の例による。 

８ 新租税特別措置法第六十八条の九十三の三第一項から第三項までの規定は、同条第一

項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に

規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融関係法人部分課税対象

金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十八

条の九十三の三第一項に規定する特定外国法人の同日前に開始した事業年度に係る同項

に規定する個別課税対象金額又は個別部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人

税の額については、なお従前の例による。 

９ 新租税特別措置法第六十八条の九十三の三第四項から第七項までの規定は、同条第四

項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に

規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融関係法人部分課税対象

金額に係る同項に規定する所得税等の額について適用する。 

10 連結法人の連結親法人事業年度が平成三十一年十月一日前に開始した連結事業年度に

おける新租税特別措置法第六十八条の九十三の三第七項の規定の適用については、同項

中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。 

 （中小企業者等以外の連結親法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措

置） 

第八十六条 施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における新租税特

別措置法第六十八条の九十八第一項の規定の適用については、同項ただし書中「、同条

第五項」とあるのは「及び同条第五項」と、「災害損失欠損金額（次項において「災害

損失欠損金額」という。）及び設備廃棄等欠損金額」とあるのは「災害損失欠損金額」

とする。 

 （特定の合併等が行われた場合の連結法人である株主等の課税の特例に関する経過措

置） 

第八十七条 施行日から平成二十九年九月三十日までの間における新租税特別措置法第六

十八条の百九の二第三項の規定の適用については、同項中「、同法」とあるのは、「、

法人税法」とする。 



 （相続税及び贈与税の特例に関する経過措置） 

第八十八条 新租税特別措置法第六十九条の六から第六十九条の八までの規定は、平成二

十九年一月一日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は

贈与税について適用する。 

２ 新租税特別措置法第六十九条の六第一項に規定する特定非常災害発生日（平成二十八

年四月一日以後の日に限る。次項において「特定非常災害発生日」という。）前で、か

つ、平成二十九年一月一日前に相続又は遺贈（当該相続に係る被相続人からの贈与によ

り取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項（租税特別措置法第七十条の二の六第

一項又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。）の規定の適用を受けるも

のに係る贈与を含む。）により財産を取得した者があり、かつ、当該相続又は遺贈に係

る相続税法第二十七条第一項の規定により提出すべき申告書の提出期限が当該特定非常

災害発生日以後である場合において、その者が当該相続又は遺贈により取得した財産で

当該特定非常災害発生日において所有していたもののうちに、新租税特別措置法第六十

九条の六第一項に規定する特定土地等又は特定株式等があるときは、当該相続又は遺贈

により財産を取得した者は、新租税特別措置法第六十九条の六及び第六十九条の八の規

定の適用を受けることができる。 

３ 平成二十八年一月一日から同年十二月三十一日までの間に贈与により取得した財産で

特定非常災害発生日において所有していたもののうちに、新租税特別措置法第六十九条

の六第一項に規定する特定土地等又は特定株式等がある場合には、当該贈与により財産

を取得した者は、新租税特別措置法第六十九条の七及び第六十九条の八の規定の適用を

受けることができる。 

４ 新租税特別措置法第七十条の二第八項から第十三項までの規定は、同条第二項第一号

に規定する特定受贈者が平成二十九年一月一日以後に贈与により取得をする同項第五号

に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。 

５ 平成二十七年一月一日から平成二十八年十二月三十一日までの間に贈与により取得を

した旧租税特別措置法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与

税について同条第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者は、

同年四月一日以後に発生した災害（新租税特別措置法第七十条の二第八項第一号に規定

する災害に相当する災害をいう。第八項において同じ。）により、旧租税特別措置法第

七十条の二第一項の規定の適用に係る住宅用の家屋の滅失（通常の修繕によっては原状

回復が困難な損壊を含む。第八項及び附則第百四条第二項において同じ。）により当該

住宅用の家屋を居住の用に供することができなくなった場合、旧租税特別措置法第七十

条の二第一項各号に規定する期限までに当該住宅用の家屋の新築、取得若しくは同条第

二項第四号に規定する増改築等ができなかった場合、当該期限までに当該住宅用の家屋

を居住の用に供することができなかった場合又は同条第四項各号に規定する期限までに

当該住宅用の家屋を居住の用に供することができなかった場合には、新租税特別措置法



第七十条の二第八項から第十一項までの規定の適用を受けることができる。 

６ 新租税特別措置法第七十条の二の二第七項の規定は、平成二十九年六月一日以後に同

項に規定する領収書等の提出又は提供をする場合について適用する。 

７ 新租税特別措置法第七十条の三第八項から第十一項までの規定は、同条第三項第一号

に規定する特定受贈者が平成二十九年一月一日以後に贈与により取得をする同項第五号

に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。 

８ 平成二十七年一月一日から平成二十八年十二月三十一日までの間に贈与により取得を

した旧租税特別措置法第七十条の三第三項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与

税について同条第一項の規定の適用を受けた同条第三項第一号に規定する特定受贈者は、

同年四月一日以後に発生した災害により、同条第一項の規定の適用に係る住宅用の家屋

の滅失により当該住宅用の家屋を居住の用に供することができなくなった場合、同項各

号に規定する期限までに当該住宅用の家屋の新築、取得若しくは同条第三項第四号に規

定する増改築等ができなかった場合、当該期限までに当該住宅用の家屋を居住の用に供

することができなかった場合又は同条第四項各号に規定する期限までに当該住宅用の家

屋を居住の用に供することができなかった場合には、新租税特別措置法第七十条の三第

八項から第十一項までの規定の適用を受けることができる。 

９ 新租税特別措置法第七十条の六の四の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得

をする同条第二項第三号に規定する特例施業対象山林に係る相続税について適用し、施

行日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第七十条の六の四第二項第三

号に規定する特例施業対象山林に係る相続税については、なお従前の例による。 

10 新租税特別措置法第七十条の七の規定は、平成二十九年一月一日以後に贈与により取

得をする同条第二項第二号に規定する非上場株式等に係る贈与税について適用し、同日

前に贈与により取得をした旧租税特別措置法第七十条の七第二項第二号に規定する非上

場株式等に係る贈与税については、なお従前の例による。 

11 次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受

贈者とみなして、同条第三十項から第三十四項までの規定を適用する。この場合におい

て、当該経営承継受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

 一 所得税法等の一部を改正する法律（平成二十二年法律第六号）第十八条の規定によ

る改正前の租税特別措置法（以下この条において「平成二十二年旧法」という。）第

七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受

贈者 

 二 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等

の一部を改正する法律（平成二十三年法律第八十二号）第十七条の規定による改正前

の租税特別措置法（以下この条において「平成二十三年旧法」という。）第七十条の

七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者 

 三 所得税法等の一部を改正する法律（平成二十五年法律第五号）第八条の規定による



改正前の租税特別措置法（以下この条において「平成二十五年旧法」という。）第七

十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈

者 

 四 所得税法等の一部を改正する法律（平成二十七年法律第九号）第八条の規定による

改正前の租税特別措置法（以下この条において「平成二十七年旧法」という。）第七

十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈

者 

 五 旧租税特別措置法第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号

に規定する経営承継受贈者 

12 前項の規定により適用する新租税特別措置法第七十条の七第三十項から第三十四項ま

での規定は、次に掲げる会社が、平成二十八年四月一日以後に発生した同条第三十一項

に規定する災害等により同条第三十項各号に掲げる場合に該当することとなった場合に

ついて適用する。 

 一 前項第一号に掲げる経営承継受贈者が有する平成二十二年旧法第七十条の七第一項

の特例受贈非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定贈与承継会社 

 二 前項第二号に掲げる経営承継受贈者が有する平成二十三年旧法第七十条の七第一項

の特例受贈非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定贈与承継会社 

 三 前項第三号に掲げる経営承継受贈者が有する平成二十五年旧法第七十条の七第一項

の特例受贈非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定贈与承継会社 

 四 前項第四号に掲げる経営承継受贈者が有する平成二十七年旧法第七十条の七第一項

の特例受贈非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定贈与承継会社 

 五 前項第五号に掲げる経営承継受贈者が有する旧租税特別措置法第七十条の七第一項

の特例受贈非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定贈与承継会社 

13 新租税特別措置法第七十条の七の二の規定は、平成二十九年一月一日以後に相続又は

遺贈により取得をする同条第二項第二号に規定する非上場株式等に係る相続税について

適用し、同日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第七十条の七の二第

二項第二号に規定する非上場株式等に係る相続税については、なお従前の例による。 

14 次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承

継相続人等とみなして、同条第三十一項から第三十四項まで及び第三十九項の規定を適

用する。この場合において、当該経営承継相続人等に係るこれらの規定の適用に関し必

要な事項は、政令で定める。 

 一 平成二十二年旧法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第

三号に規定する経営承継相続人等 

 二 平成二十三年旧法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第

三号に規定する経営承継相続人等 

 三 平成二十五年旧法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第



三号に規定する経営承継相続人等 

 四 平成二十七年旧法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第

三号に規定する経営承継相続人等 

 五 旧租税特別措置法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第

三号に規定する経営承継相続人等 

15 前項の規定により適用する新租税特別措置法第七十条の七の二第三十一項から第三十

四項まで及び第三十九項の規定は、次に掲げる会社が、平成二十八年四月一日以後に発

生した同条第三十二項に規定する災害等により同条第三十一項各号に掲げる場合に該当

することとなった場合について適用する。 

 一 前項第一号に掲げる経営承継相続人等が有する平成二十二年旧法第七十条の七の二

第一項の特例非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定承継会社 

 二 前項第二号に掲げる経営承継相続人等が有する平成二十三年旧法第七十条の七の二

第一項の特例非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定承継会社 

 三 前項第三号に掲げる経営承継相続人等が有する平成二十五年旧法第七十条の七の二

第一項の特例非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定承継会社 

 四 前項第四号に掲げる経営承継相続人等が有する平成二十七年旧法第七十条の七の二

第一項の特例非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定承継会社 

 五 前項第五号に掲げる経営承継相続人等が有する旧租税特別措置法第七十条の七の二

第一項の特例非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定承継会社 

16 新租税特別措置法第七十条の七の四の規定は、平成二十九年一月一日以後に新租税特

別措置法第七十条の七の三の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされ

る同条第一項に規定する特例受贈非上場株式等に係る相続税について適用し、同日前に

旧租税特別措置法第七十条の七の三の規定により相続又は遺贈により取得をしたものと

みなされた同条第一項に規定する特例受贈非上場株式等に係る相続税については、なお

従前の例による。 

17 次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相

続承継受贈者とみなして、同条第十六項において準用する新租税特別措置法第七十条の

七の二第三十一項及び第三十二項並びに新租税特別措置法第七十条の七の四第十七項に

おいて準用する新租税特別措置法第七十条の七の二第三十三項及び第三十四項の規定を

適用する。この場合において、当該経営相続承継受贈者に係るこれらの規定の適用に関

し必要な事項は、政令で定める。 

 一 平成二十二年旧法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第

三号に規定する経営相続承継受贈者 

 二 平成二十三年旧法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第

三号に規定する経営相続承継受贈者 

 三 平成二十五年旧法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第



三号に規定する経営相続承継受贈者 

 四 平成二十七年旧法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第

三号に規定する経営相続承継受贈者 

 五 旧租税特別措置法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第

三号に規定する経営相続承継受贈者 

18 前項の規定により適用する新租税特別措置法第七十条の七の四第十六項において準用

する新租税特別措置法第七十条の七の二第三十一項及び第三十二項並びに新租税特別措

置法第七十条の七の四第十七項において準用する新租税特別措置法第七十条の七の二第

三十三項及び第三十四項の規定は、次に掲げる会社が、平成二十八年四月一日以後に発

生した新租税特別措置法第七十条の七の四第十六項において準用する新租税特別措置法

第七十条の七の二第三十二項に規定する災害等により新租税特別措置法第七十条の七の

四第十六項において準用する新租税特別措置法第七十条の七の二第三十一項各号に掲げ

る場合に該当することとなった場合について適用する。 

 一 前項第一号に掲げる経営相続承継受贈者が有する平成二十二年旧法第七十条の七の

四第一項の特例相続非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定相続承継会

社 

 二 前項第二号に掲げる経営相続承継受贈者が有する平成二十三年旧法第七十条の七の

四第一項の特例相続非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定相続承継会

社 

 三 前項第三号に掲げる経営相続承継受贈者が有する平成二十五年旧法第七十条の七の

四第一項の特例相続非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定相続承継会

社 

 四 前項第四号に掲げる経営相続承継受贈者が有する平成二十七年旧法第七十条の七の

四第一項の特例相続非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定相続承継会

社 

 五 前項第五号に掲げる経営相続承継受贈者が有する旧租税特別措置法第七十条の七の

四第一項の特例相続非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定相続承継会

社 

19 新租税特別措置法第七十条の七の十の規定は、附則第一条第十五号に定める日以後に

新租税特別措置法第七十条の七の十第一項に規定する認定医療法人が受ける同項の経済

的利益に係る贈与税について適用する。 

 （登録免許税の特例に関する経過措置） 

第八十九条 新租税特別措置法第七十七条の規定は、施行日以後に同条に規定する者が同

条に規定する土地を取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免

許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十七条に規定する者が同条に規

定する土地を取得した場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税に



ついては、なお従前の例による。 

２ 施行日前に旧租税特別措置法第八十二条に規定する公社管理道路運営権者が同条に規

定する公共施設等運営権の設定を受けた場合における当該公共施設等運営権の設定の登

録に係る登録免許税については、なお従前の例による。 

３ 新租税特別措置法第八十四条の四の規定は、平成二十八年四月一日以後に発生した同

条第一項に規定する自然災害（以下この条において「自然災害」という。）に係る同項

に規定する滅失建物等に代わる建物の新築又は取得をする場合における当該建物の所有

権の保存若しくは移転又は新租税特別措置法第八十四条の四第二項に規定する当該建物

を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用する。 

４ 新租税特別措置法第八十四条の四の規定は、同条第一項に規定する被災者等（第六項

において「被災者等」という。）が平成二十八年四月一日から施行日の前日までの間に

発生した自然災害に係る同条第一項に規定する滅失建物等に代わる建物の新築又は取得

をした場合において、当該期間内に受けた当該建物の所有権の保存若しくは移転又は同

条第二項に規定する当該建物を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税につい

て準用する。この場合において、同条第一項中「については、財務省令で定めるところ

により当該自然災害の発生した日から同日以後五年を経過する日までの間に受けるもの

に限り」とあるのは「のうち平成二十八年四月一日から所得税法等の一部を改正する等

の法律（平成二十九年法律第▼▼▼号）の施行の日の前日までの間に受けたものについ

ては」と、同条第二項中「受ける」とあるのは「受けた」と、「行われる」とあるのは

「行われた」と読み替えるものとする。 

５ 新租税特別措置法第八十四条の五の規定は、平成二十八年四月一日以後に発生した自

然災害に係る同条第一項に規定する被災代替建物の敷地の用に供される土地の取得をす

る場合における当該土地の所有権の移転若しくは地上権若しくは賃借権の設定若しくは

移転又は同条第二項に規定する当該土地を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免

許税について適用する。 

６ 新租税特別措置法第八十四条の五の規定は、被災者等が平成二十八年四月一日から施

行日の前日までの間に発生した自然災害に係る同条第一項に規定する被災代替建物の敷

地の用に供される土地の取得をした場合において、当該期間内に受けた当該土地の所有

権の移転若しくは地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転又は同条第二項に規定する

当該土地を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について準用する。この場

合において、同条第一項中「については、財務省令で定めるところにより当該自然災害

の発生した日から同日以後五年を経過する日までの間に受けるものに限り」とあるのは

「のうち平成二十八年四月一日から所得税法等の一部を改正する等の法律（平成二十九

年法律第▼▼▼号）の施行の日の前日までの間に受けたものについては」と、同条第二

項中「受ける」とあるのは「受けた」と、「行われる」とあるのは「行われた」と読み

替えるものとする。 



 （納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例に関する経過措置） 

第九十条 新租税特別措置法第八十六条の五の規定は、同条第一項に規定する指定日が施

行日以後に到来する場合における被災日（同項に規定する被災日をいう。以下この条に

おいて同じ。）の属する課税期間（消費税法第十九条第一項に規定する課税期間（同条

第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。）をいう。以下

この条において同じ。）から適用する。 

２ 前項の規定にかかわらず、施行日前に発生した特定非常災害（新租税特別措置法第八

十六条の五第一項に規定する特定非常災害をいう。以下この条において同じ。）に係る

国税通則法第十一条の規定の適用を受けた者のうち政令で定める者については、新租税

特別措置法第八十六条の五の規定は、当該特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規

定により延長された期限として政令で定める日が施行日以後に到来する場合における被

災日の属する課税期間から適用する。この場合における新租税特別措置法第八十六条の

五の規定の適用については、同条第一項中「国税庁長官が当該特定非常災害の状況及び

当該特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定による申告に関する期限の延長の状

況を勘案して別に定める日」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律（平成

二十九年法律第▼▼▼号）附則第九十条第二項に規定する政令で定める日」と、「を同

項」とあるのは「を消費税法第九条第四項」とする。 

３ 前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる規定は、施行日前一年以内に発生した

特定非常災害の被災者である事業者（消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者を

いう。以下この項において同じ。）のうち当該各号に定める事業者の施行日以後に終了

する課税期間（前二項の規定により新租税特別措置法第八十六条の五の規定の適用を受

ける課税期間を除く。）について適用する。 

 一 新租税特別措置法第八十六条の五第二項 被災日前に消費税法第九条第四項の規定

による届出書を提出した事業者であって、当該特定非常災害に係る国税通則法第十一

条の規定の適用を受けた事業者 

 二 新租税特別措置法第八十六条の五第四項 当該特定非常災害に係る国税通則法第十

一条の規定の適用を受けた事業者 

 三 新租税特別措置法第八十六条の五第五項 次に掲げる事業者 

  イ 被災日前に高額特定資産の仕入れ等を行った場合（消費税法第十二条の四第一項

に規定する高額特定資産の仕入れ等を行った場合をいう。ロ及び第五号において同

じ。）に該当していた事業者であって、当該特定非常災害に係る国税通則法第十一

条の規定の適用を受けた事業者 

  ロ 被災日から平成三十年十二月三十一日の属する課税期間の末日までの間に高額特

定資産の仕入れ等を行った場合に該当することとなった事業者であって、当該特定

非常災害に係る国税通則法第十一条の規定の適用を受けた事業者 

 四 新租税特別措置法第八十六条の五第六項 当該特定非常災害に係る国税通則法第十



一条の規定の適用を受けた事業者 

 五 新租税特別措置法第八十六条の五第七項 次に掲げる事業者 

  イ 被災日前に高額特定資産の仕入れ等を行った場合に該当していた事業者であって、

当該特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定の適用を受けた事業者 

  ロ 被災日から平成三十年十二月三十一日の属する課税期間の末日までの間に高額特

定資産の仕入れ等を行った場合に該当することとなった事業者であって、当該特定

非常災害に係る国税通則法第十一条の規定の適用を受けた事業者 

 六 新租税特別措置法第八十六条の五第九項 被災日前に消費税法第三十七条第一項の

規定による届出書を提出した事業者であって、当該特定非常災害に係る国税通則法第

十一条の規定の適用を受けた事業者 

 （低アルコール分の蒸留酒類等に係る酒税の税率の特例に関する経過措置） 

第九十一条 別段の定めがあるものを除き、平成三十二年十月一日前に課した、又は課す

べきであった旧租税特別措置法第八十七条の二に規定する蒸留酒類及びリキュールに係

る酒税については、なお従前の例による。 

２ 平成三十二年十月一日から平成三十八年九月三十日までの間に酒類の製造場から移出

され、又は保税地域から引き取られる新租税特別措置法第八十七条の二に規定する蒸留

酒類及びリキュールに係る同条の規定の適用については、同条第一号中「十一度」とあ

るのは「九度」と、「十万円」とあるのは「八万円」と、同条第二号中「十一度」とあ

るのは「九度」と、「十万円」とあるのは「八万円」と、「十度」とあるのは「八度」

とする。 

３ 前項の場合において、新租税特別措置法第八十七条の三第一項の規定の適用について

は、同項中「前条」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する等の法律（平成二十九

年法律第▼▼▼号）附則第九十一条第二項の規定により読み替えて適用される前条」と

する。 

 （輸出酒類販売場から移出する酒類に係る酒税の免税等に関する経過措置） 

第九十二条 新租税特別措置法第八十七条の六第一項の規定は、平成二十九年十月一日以

後に、同条第七項に規定する輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が、同条第一項に規

定する非居住者に対し、同項に規定する酒類で輸出するため同項に規定する方法により

購入されるものを販売するため、当該酒類を当該輸出酒類販売場から移出する酒類につ

いて適用する。 

２ 平成二十九年十月一日から平成三十年三月三十一日までの間における新租税特別措置

法第八十七条の六第十一項及び第十二項の規定の適用については、同条第十一項中「規

定は第三項」とあるのは「規定は、第三項」と、「、同法第七十四条の四第三項、第七

十四条の七、第七十四条の八及び第七十四条の十三の規定は第一項の規定の適用を受け

た酒類につき第三項又は第五項の規定による酒税の納税義務がある者又は納税義務があ

ると認められる者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する」とあるの



は「準用する」と、「酒類製造者等（酒類製造者」とあるのは「酒類製造者」と、「同

じ。）をいう。第三項において同じ」とあるのは「同じ」と、「、同条第三項中「酒類

製造者等に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し酒類製造

者等」とあるのは「免税酒類に係る納税義務者等」と、「これらの者」とあるのは「そ

の者」と読み替える」とあるのは「読み替える」と、同条第十二項中「同条第一項」と

あるのは「、同条第一項」と、「酒類製造者等とみなして同法第百二十八条」とあるの

は「酒類製造者等とみなして、同法第百二十七条」と、「第百三十条の規定を、前項の

規定により同法第七十四条の四第三項の規定が準用される第一項の規定の適用を受けた

酒類につき第三項又は第五項の規定による酒税の納税義務がある者又は納税義務がある

と認められる者と取引があると認められる者は同条第三項に規定する者とみなして同法

第百二十八条（第二号及び第三号中同法第七十四条の四第三項に係る部分に限る。）及

び第百三十条の規定を、それぞれ適用する」とあるのは「第百二十九条の規定を適用す

る」とする。 

３ 新租税特別措置法第八十七条の六第七項の許可を受けようとする酒類製造者は、平成

二十九年十月一日前においても、同項の規定の例により、輸出酒類販売場の許可を受け

ようとする酒類の製造場の所在地の所轄税務署長に対し、許可を受けるための申請をす

ることができる。ただし、同日までに当該許可を受けようとする酒類製造者は、同年六

月三十日までに、その申請をしなければならない。 

４ 税務署長は、前項の規定により新租税特別措置法第八十七条の六第七項の許可の申請

を受けた場合には、平成二十九年十月一日前においても、同項の規定の例により、その

許可をすることができる。この場合において、同項の規定の例により許可を受けたとき

は、同日において同項の規定により許可を受けたものとみなす。 

 （自動車重量税の特例に関する経過措置） 

第九十三条 平成二十九年五月一日前に旧租税特別措置法第九十条の十二第一項の規定の

適用を受けた検査自動車（租税特別措置法第九十条の十第一項に規定する検査自動車を

いう。第五項において同じ。）に係る旧租税特別措置法第九十条の十二第五項の規定の

適用については、なお従前の例による。 

２ 旧租税特別措置法第九十条の十二第四項第一号イに掲げる検査自動車（同条第一項第

三号に規定する電力併用自動車及び道路運送車両法（昭和二十六年法律第百八十五号）

第三条に規定する軽自動車を除く。次項において同じ。）で平成二十九年五月一日から

平成三十年四月三十日までの間において新租税特別措置法第九十条の十二の規定の適用

がないもの（次項において「平成二十九年本則税率適用車」という。）について当該期

間内に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車

検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税について

は、新租税特別措置法第九十条の十一の規定は、適用しない。 

３ 旧租税特別措置法第九十条の十二第四項第一号イに掲げる検査自動車で平成三十年五



月一日から平成三十一年四月三十日までの間において新租税特別措置法第九十条の十二

の規定の適用がないもの（平成二十九年本則税率適用車を除く。）について当該期間内

に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査

証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税については、

新租税特別措置法第九十条の十一の規定は、適用しない。 

４ 新租税特別措置法第九十条の十二の二の規定は、施行日以後に法定納期限（国税通則

法第二条第八号に規定する法定納期限をいう。次項及び第八項において同じ。）の到来

する自動車重量税について適用する。 

５ 国土交通大臣等（自動車重量税法（昭和四十六年法律第八十九号）第十条に規定する

国土交通大臣等をいう。次項において同じ。）は、自動車検査証の交付等（同法第二条

第一項第二号に規定する自動車検査証の交付等をいう。以下この項及び次項において同

じ。）を受けた者が同法第八条、第十条、第十条の二又は第十二条第二項から第四項ま

での規定により当該自動車検査証の交付等に係る検査自動車につき納付すべき自動車重

量税（施行日前に法定納期限の到来したものに限る。）の額の全部又は一部を納付して

いない事実をその法定納期限後において知った場合において、当該事実が生じた原因が

当該自動車検査証の交付等を受けた者以外の者（以下第七項までにおいて「第三者」と

いう。）にあるときは、同法第十三条第一項の規定による通知に先立ち、当該第三者

（当該第三者と政令で定める特別の関係がある者を含む。次項及び第七項において同

じ。）に対し、当該納付していない自動車重量税の納付を申し出る機会を与えることが

できる。 

６ 国土交通大臣等は、前項の規定による申出の機会を与えられた第三者が当該申出をし

たときは、自動車重量税法第十三条第一項の規定にかかわらず、当該第三者の同項に規

定する納税地の所轄税務署長に対し、同項の規定による通知をしなければならない。こ

の場合においては、当該第三者を当該通知に係る自動車検査証の交付等を受けた者とみ

なして、これに当該通知に係る自動車検査証の交付等に係る自動車重量税を課する。 

７ 第五項の規定による申出をした第三者は、当該申出を撤回することができない。 

８ 第六項の規定の適用がある場合における自動車重量税の額については、その法定納期

限の翌日から当該自動車重量税の額に係る国税通則法第三十六条第二項に規定する納税

告知書に記載された納期限までの期間は、同法第六十条第二項の規定による延滞税の計

算の基礎となる期間に算入しない。 

９ 前二項に定めるもののほか、第六項後段の規定の適用がある場合における自動車重量

税法の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他第五項及び第六項の規定の適用に関

し必要な事項は、政令で定める。 

10 新租税特別措置法第九十条の十五の規定は、平成二十八年四月一日以後に発生した同

条第二項に規定する自然災害に係る同項に規定する被災自動車について適用する。 

 （印紙税の特例に関する経過措置） 



第九十四条 新租税特別措置法第九十一条の二及び第九十一条の四の規定は、平成二十八

年四月一日以後に発生した新租税特別措置法第九十一条の二第一項に規定する自然災害

に係る同項に規定する不動産譲渡契約書等又は同日以後に発生した新租税特別措置法第

九十一条の四第一項に規定する災害に係る同項に規定する消費貸借契約書について適用

する。 

２ 新租税特別措置法第九十一条の二第一項又は第九十一条の四の規定により印紙税を課

さないこととされるこれらの規定に規定する不動産譲渡契約書等又は消費貸借契約書で

平成二十八年四月一日から施行日の前日までの間に作成したものにつき印紙税が納付さ

れている場合には、当該納付された印紙税については、当該納付された印紙税を印紙税

法（昭和四十二年法律第二十三号）第十四条第一項の過誤納金とみなして、同条の規定

を適用する。 

 （輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置） 

第九十五条 第十四条の規定による改正後の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する

法律（次項において「新輸徴法」という。）第十三条第一項第一号の規定は、施行日以

後に輸出される同号に掲げる課税物品（輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法

律第二条第二号に規定する課税物品をいう。以下この条において同じ。）に係る消費税

について適用し、施行日前に輸出された同項第一号に掲げる課税物品に係る消費税につ

いては、なお従前の例による。 

２ 新輸徴法第二十六条の規定は、平成三十年四月一日以後にした行為に係る課税物品の

輸入（輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二条第七号に規定する輸入を

いう。以下この項において同じ。）に係る内国消費税（輸入品に対する内国消費税の徴

収等に関する法律第二条第一号に規定する内国消費税をいう。以下この項において同

じ。）の犯則事件の処分について適用し、同日前にした行為に係る課税物品の輸入に係

る内国消費税の犯則事件の処分については、なお従前の例による。 

 （個人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却に関する経過措置） 

第九十六条 第十五条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律

の臨時特例に関する法律（以下附則第百四条までにおいて「新震災特例法」という。）

第十一条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する

被災者向け優良賃貸住宅について適用する。 

２ 個人が施行日前に取得又は新築をした第十五条の規定による改正前の東日本大震災の

被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（以下附則第百四条までにおいて

「旧震災特例法」という。）第十一条の二第一項に規定する被災者向け優良賃貸住宅に

ついては、同条の規定は、なおその効力を有する。 

 （住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措

置） 

第九十七条 災害により平成二十八年十二月三十一日以前に旧震災特例法第十三条の二第



一項に規定する居住用家屋、既存住宅、家屋又は認定住宅（以下この条において「居住

用家屋等」という。）を居住の用に供することができなくなった個人の当該居住用家屋

等を居住の用に供することができなくなった日の属する年分の所得税については、なお

従前の例による。 

 （法人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却に関する経過措置） 

第九十八条 新震災特例法第十八条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新

築をする同項に規定する被災者向け優良賃貸住宅について適用する。 

２ 法人が施行日前に取得又は新築をした旧震災特例法第十八条の二第一項に規定する被

災者向け優良賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合に

おいて、同条第二項中「第二十六条の二第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改

正する等の法律（平成二十九年法律第▼▼▼号）附則第百一条第二項の規定によりなお

その効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の東日本大震災の被災

者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十六条の二第一項」とする。 

 （福島再開投資等準備金に関する経過措置） 

第九十九条 新震災特例法第十八条の八の規定は、法人の附則第一条第十八号に定める日

以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度

分の法人税については、なお従前の例による。 

 （特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例に関する経過措置） 

第百条 新震災特例法第二十条第十一項の規定は、平成二十九年十月一日以後に行われる

十月新法人税法第二条第十二号の十六に規定する株式交換等について適用し、同日前に

行われた株式交換については、なお従前の例による。 

 （連結法人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却に関する経過措置） 

第百一条 新震災特例法第二十六条の二第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人

による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規

定する被災者向け優良賃貸住宅について適用する。 

２ 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前

に取得又は新築をした旧震災特例法第二十六条の二第一項に規定する被災者向け優良賃

貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中

「第十八条の二第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律（平成二十

九年法律第▼▼▼号）附則第九十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものと

される同法第十五条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律

の臨時特例に関する法律（次項において「旧効力震災特例法」という。）第十八条の二

第一項」と、同条第二項中「第十八条の二第一項」とあるのは「旧効力震災特例法第十

八条の二第一項」とする。 

 （連結法人の福島再開投資等準備金に関する経過措置） 

第百二条 新震災特例法第二十六条の八の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による



連結完全支配関係にある連結子法人の附則第一条第十八号に定める日以後に終了する連

結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全

支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、な

お従前の例による。 

 （連結法人の特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例に関する経過

措置） 

第百三条 新震災特例法第二十八条第十二項の規定は、平成二十九年十月一日以後に行わ

れる十月新法人税法第二条第十二号の十六に規定する株式交換等について適用し、同日

前に行われた株式交換については、なお従前の例による。 

 （東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の

非課税に関する経過措置） 

第百四条 新震災特例法第三十八条の二第十項から第十三項までの規定は、同条第二項第

一号に規定する被災受贈者が平成二十九年一月一日以後に贈与により取得をする同項第

五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。 

２ 平成二十七年一月一日から平成二十八年十二月三十一日までの間に贈与により取得を

した旧震災特例法第三十八条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税

について同条第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する被災受贈者は、

同年四月一日以後に発生した新震災特例法第三十八条の二第十項第一号に規定する災害

に相当する災害により、旧震災特例法第三十八条の二第一項の規定の適用に係る住宅用

の家屋の滅失により当該住宅用の家屋を居住の用に供することができなくなった場合、

同項各号に規定する期限までに当該住宅用の家屋の新築、取得若しくは同条第二項第四

号に規定する増改築等ができなかった場合、当該期限までに当該住宅用の家屋を居住の

用に供することができなかった場合又は同条第六項各号に規定する期限までに当該住宅

用の家屋を居住の用に供することができなかった場合には、新震災特例法第三十八条の

二第十項から第十三項までの規定の適用を受けることができる。 

 （地方揮発油税法の一部改正） 

第百五条 地方揮発油税法（昭和三十年法律第百四号）の一部を次のように改正する。 

  第十一条（見出しを含む。）中「又は無申告加算税」を「、無申告加算税又は重加算

税」に改める。 

 （揮発油税法等の一部改正） 

第百六条 次に掲げる法律の規定中「及び無申告加算税」を「、無申告加算税及び重加算

税」に改める。 

 一 揮発油税法（昭和三十二年法律第五十五号）第十七条第一項及び第二項 

 二 石油石炭税法（昭和五十三年法律第二十五号）第十二条第一項及び第二項 

 三 たばこ税法（昭和五十九年法律第七十二号）第十六条第一項及び第三項 

 （外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部



改正） 

第百七条 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律

（昭和三十七年法律第百四十四号）の一部を次のように改正する。 

  第二条第七号中「第二条第十二号の十八」を「第二条第十二号の十九」に改める。 

 （石油ガス税法の一部改正） 

第百八条 石油ガス税法（昭和四十年法律第百五十六号）の一部を次のように改正する。 

  第十五条第一項から第三項までの規定中「及び無申告加算税」を「、無申告加算税及

び重加算税」に、「行なわれている」を「行われている」に改め、同条第五項中「充て

んを」を「充填を」に、「行なわない」を「行わない」に改め、同条第六項中「添附し

なければ」を「添付しなければ」に改め、同条第七項中「充てんして」を「充填して」

に、「つき第三項」を「つき同項」に改め、同条第八項中「石油ガスの充てん業」を

「石油ガスの充填業」に、「充てんする」を「充填する」に改め、同条第九項ただし書

中「すべて」を「全て」に、「石油ガスの充てん業」を「石油ガスの充填業」に改め、

同条第十項中「規定は、」を「規定は」に、「石油ガスの充てん業」を「石油ガスの充

填業」に、「」及び」を「」とあり、及び」に、「すべて」を「全て」に、「、それぞ

れ読み替える」を「読み替える」に改め、同条第十一項中「石油ガスの充てん業」を

「石油ガスの充填業」に改め、同条第十二項中「すべて」を「全て」に改める。 

  第二十三条第一項中「石油ガスの充てん業」を「石油ガスの充填業」に改め、「ま

た」を削り、同条第三項及び第四項中「石油ガスの充てん業」を「石油ガスの充填業」

に改める。 

 （一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律

の一部改正） 

第百九条 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関す

る法律（平成十年法律第百三十七号）の一部を次のように改正する。 

  第十五条（見出しを含む。）中「又は無申告加算税」を「、無申告加算税又は重加算

税」に改める。 

  第二十二条第一号中「若しくはロ」を「、ロ若しくはニ」に、「同号イからハまで」

を「同号」に改め、同条第二号中「の規定」を「若しくはニの規定」に改める。 

 （租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律の一部改正） 

第百十条 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律（平成二十二年法律第八号）

の一部を次のように改正する。 

  第十二条第二項中「第百二十六条」を「第百二十七条」に改める。 

 （税理士法の一部改正） 

第百十一条 税理士法（昭和二十六年法律第二百三十七号）の一部を次のように改正する。 

  第四条第五号中「国税犯則取締法（明治三十三年法律第六十七号）」を「国税通則

法」に改め、「（科料に相当する金額に係る通告処分を除く。）」を削る。 



 （税理士法の一部改正に伴う経過措置） 

第百十二条 前条の規定による改正後の税理士法第四条（第五号に係る部分に限る。）の

規定の適用については、旧国税犯則取締法第十四条第一項の規定による通告処分は、新

国税通則法第百五十七条第一項の規定による通告処分とみなす。 

 （日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び

区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法

等の臨時特例に関する法律の一部改正） 

第百十三条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく

施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯

則取締法等の臨時特例に関する法律（昭和二十七年法律第百十三号）の一部を次のよう

に改正する。 

  題名を次のように改める。 

    日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設

及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税

通則法等の臨時特例に関する法律 

  第一条中「国税犯則取締法（明治三十三年法律第六十七号）」を「国税通則法（昭和

三十七年法律第六十六号）」に、「又は差押」を「、差押え又は記録命令付差押え」に

改める。 

  第三条の見出し中「国税犯則取締法」を「国税通則法」に改め、同条第一項中「基い

て」を「基づいて」に、「国税犯則取締法」を「国税通則法」に、「又は差押」を「、

差押え又は記録命令付差押え」に改め、同条第二項中「収税官吏」を「国税庁、国税局

若しくは税務署の当該職員」に、「外」を「ほか」に、「国税犯則取締法」を「国税通

則法」に、「又は差押」を「、差押え又は記録命令付差押え」に改め、同条第三項中

「噸税法（明治三十二年法律第八十八号）」を「とん税法（昭和三十二年法律第三十七

号）」に、「国税犯則取締法」を「国税通則法」に、「又は差押え」を「、差押え又は

記録命令付差押え」に改める。 

 （日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特

例に関する法律の一部改正） 

第百十四条 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等

の臨時特例に関する法律の一部を次のように改正する。 

  第一条中「国税犯則取締法（明治三十三年法律第六十七号）」を「国税通則法（昭和

三十七年法律第六十六号）」に改める。 

  第五条の見出しを「（国税通則法等の特例）」に改め、同条中「についての国税犯則

取締法」を「についての国税通則法」に、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力

及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位

に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律」を「日本国とア



メリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日

本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税通則法等の臨時特例に関

する法律」に改める。 

 （経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正す

る法律の一部改正） 

第百十五条 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部

を改正する法律（平成二十三年法律第百十四号）の一部を次のように改正する。 

  附則第五十条第二項中「所得税法等の一部を改正する法律（平成二十七年法律第九

号）第八条」を「所得税法等の一部を改正する等の法律（平成二十九年法律第▼▼▼

号）第十二条」に、「第十条第六項第四号」を「第十条第八項第五号」に改める。 

  附則第五十五条の表第五項の項中「所得税法等の一部を改正する法律（平成二十八年

法律第十五号）第十条」を「所得税法等の一部を改正する等の法律（平成二十九年法律

第▼▼▼号）第十二条」に、「「平成二十八年新租税特別措置法」」を「「平成二十九

年新租税特別措置法」」に、「平成二十八年新租税特別措置法第四十二条の六第七項」

を「平成二十九年新租税特別措置法第四十二条の六第五項」に、「平成二十八年新租税

特別措置法第四十二条の九第四項」を「平成二十九年新租税特別措置法第四十二条の九

第四項」に、「平成二十八年新租税特別措置法第四十二条の十二の三第五項、平成二十

八年新租税特別措置法第六十七条の二第一項及び平成二十八年新租税特別措置法」を

「平成二十九年新租税特別措置法第四十二条の十二の三第五項、平成二十九年新租税特

別措置法第四十二条の十二の四第五項、平成二十九年新租税特別措置法第六十七条の二

第一項及び平成二十九年新租税特別措置法」に改める。 

  附則第六十五条第二項中「所得税法等の一部を改正する法律（平成二十七年法律第九

号）第八条」を「所得税法等の一部を改正する等の法律（平成二十九年法律第▼▼▼

号）第十二条」に、「平成二十七年新租税特別措置法」を「平成二十九年新租税特別措

置法」に、「第四十二条の四第二項」を「第四十二条の四第八項第六号」に改める。 

  附則第七十二条の表第五項の項中「所得税法等の一部を改正する法律（平成二十八年

法律第十五号）第十条」を「所得税法等の一部を改正する等の法律（平成二十九年法律

第▼▼▼号）第十二条」に、「「平成二十八年新租税特別措置法」」を「「平成二十九

年新租税特別措置法」」に、「平成二十八年新租税特別措置法第六十八条の十一第七

項」を「平成二十九年新租税特別措置法第六十八条の十一第五項」に、「平成二十八年

新租税特別措置法第六十八条の十三第四項」を「平成二十九年新租税特別措置法第六十

八条の十三第四項」に、「平成二十八年新租税特別措置法第六十八条の十五の四第五項、

平成二十八年新租税特別措置法第六十八条の百第一項及び平成二十八年新租税特別措置

法」を「平成二十九年新租税特別措置法第六十八条の十五の四第五項、平成二十九年新

租税特別措置法第六十八条の十五の五第五項、平成二十九年新租税特別措置法第六十八

条の百第一項及び平成二十九年新租税特別措置法」に改める。 



  附則第八十二条第二項中「平成二十七年新租税特別措置法第六十八条の九第二項」を

「平成二十九年新租税特別措置法第六十八条の九第八項第五号」に改める。 

 （租税特別措置法等の一部を改正する法律の一部改正） 

第百十六条 租税特別措置法等の一部を改正する法律（平成二十四年法律第十六号）の一

部を次のように改正する。 

  附則第七条中「所得税法等の一部を改正する法律（平成二十七年法律第九号）第八

条」を「所得税法等の一部を改正する等の法律（平成二十九年法律第▼▼▼号）第十二

条」に、「第十条第六項第二号」を「第十条第八項第四号」に改める。 

  附則第二十二条第一項の表第二項の項中「所得税法等の一部を改正する法律（平成二

十八年法律第十五号）第十条」を「所得税法等の一部を改正する等の法律（平成二十九

年法律第▼▼▼号）第十二条」に、「第四十二条の四第六項第二号」を「第四十二条の

四第八項第二号」に改め、同表第五項の項中「第四十二条の六第七項」を「第四十二条

の六第五項」に改め、「第四十二条の十二の三第五項」の下に「、第四十二条の十二の

四第五項」を加える。 

  附則第三十三条第一項の表第二項の項中「所得税法等の一部を改正する法律（平成二

十八年法律第十五号）第十条」を「所得税法等の一部を改正する等の法律（平成二十九

年法律第▼▼▼号）第十二条」に、「第六十八条の九第六項第二号」を「第六十八条の

九第八項第二号」に改め、同表第五項の項中「第六十八条の十一第七項」を「第六十八

条の十一第五項」に改め、「第六十八条の十五の四第五項」の下に「、第六十八条の十

五の五第五項」を加える。 

  附則第六十一条第二項中「所得税法等の一部を改正する法律（平成二十五年法律第五

号）第九条」を「所得税法等の一部を改正する等の法律（平成二十九年法律第▼▼▼

号）第十五条」に、「平成二十五年新震災特例法」を「平成二十九年新震災特例法」に、

「同日」を「当該避難等指示が解除された日」に改める。 

  附則第六十三条第二項及び第六十五条第二項中「平成二十五年新震災特例法」を「平

成二十九年新震災特例法」に、「同日」を「当該避難等指示が解除された日」に改める。 

 （所得税法等の一部を改正する法律の一部改正） 

第百十七条 所得税法等の一部を改正する法律（平成二十五年法律第五号）の一部を次の

ように改正する。 

  附則第六十条第三項中「平成二十九年十二月三十一日」を「平成二十九年三月三十一

日」に、「平成二十九年一月一日から同年十二月三十一日まで」を「平成二十九年一月

一日から同年三月三十一日まで」に、「とする」を「とし、同年四月一日から同年十二

月三十一日までの間における所得税法等の一部を改正する等の法律（平成二十九年法律

第▼▼▼号）第十二条の規定による改正後の租税特別措置法第四十一条の十九の三第十

四項の規定の適用については、同項中「同項の規定の適用を受けている」とあるのは

「同項又は所得税法等の一部を改正する法律（平成二十五年法律第五号）第八条の規定



による改正前の租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項の規定の適用を受けてい

る」と、「同項の規定の適用を受けた」とあるのは「これらの規定の適用を受けた」と、

「同項に」とあるのは「第一項に」とする」に改める。 

第百十八条 所得税法等の一部を改正する法律（平成二十七年法律第九号）の一部を次の

ように改正する。 

  附則第五十二条第十九項中「これらの規定に規定する者から紙巻たばこ三級品を譲り

受けたと認められる者若しくは譲り受ける権利があると認められる者又は」を削り、

「若しくは保管する」を「又は保管する」に、「第七十四条の五第一号イ」を「第七十

四条の五第一号ニ」に、「（同号イ」を「（同号ニ」に、「第百二十七条」を「第百二

十八条」に、「第百二十九条」を「第百三十条」に、「同号イ中「製造たばこ（同法第

二条第一項第一号（定義及び製造たばこの区分）に規定する製造たばこをいう。以下こ

の号及び第七十四条の十二第二項（当該職員の団体に対する諮問）において同じ。）」

とあるのは、「紙巻たばこ三級品（所得税法等の一部を改正する法律（平成二十七年法

律第九号）附則第五十二条第一項（たばこ税に係る手持品課税）に規定する紙巻たばこ

三級品をいう。）」を「同号ニ中「イ又はロに規定する者に原料を譲渡する義務がある

と認められる者その他自己の事業に関しイ又はロに規定する者と取引があると認められ

る者」とあるのは、「イに規定する者の紙巻たばこ三級品（所得税法等の一部を改正す

る法律（平成二十七年法律第九号）附則第五十二条第一項（たばこ税に係る手持品課

税）に規定する紙巻たばこ三級品をいう。）を保管したと認められる者又は保管すると

認められる者」に改める。 

  附則第百五条第十五項中「これらの規定に規定する者から紙巻たばこ三級品を譲り受

けたと認められる者若しくは譲り受ける権利があると認められる者又は」を削り、「若

しくは保管する」を「又は保管する」に、「第七十四条の五第一号イ」を「第七十四条

の五第一号ニ」に、「（同号イ」を「（同号ニ」に、「第百二十七条」を「第百二十八

条」に、「第百二十九条」を「第百三十条」に、「同号イ中「製造たばこ（同法第二条

第一項第一号（定義及び製造たばこの区分）に規定する製造たばこをいう。以下この号

及び第七十四条の十二第二項（当該職員の団体に対する諮問）において同じ。）」とあ

るのは、「紙巻たばこ三級品（所得税法等の一部を改正する法律（平成二十七年法律第

九号）附則第百五条第一項（たばこ特別税に係る手持品課税）に規定する紙巻たばこ三

級品をいう。）」を「同号ニ中「イ又はロに規定する者に原料を譲渡する義務があると

認められる者その他自己の事業に関しイ又はロに規定する者と取引があると認められる

者」とあるのは、「イに規定する者の紙巻たばこ三級品（所得税法等の一部を改正する

法律（平成二十七年法律第九号）附則第百五条第一項（たばこ特別税に係る手持品課

税）に規定する紙巻たばこ三級品をいう。）を保管したと認められる者又は保管すると

認められる者」に改める。 

 （地方自治法の一部改正） 



第百十九条 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）の一部を次のように改正する。 

  別表第一租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）の項第一号中「第七十条の

六の四第十八項、第七十条の七第三十一項及び第七十条の七の二第三十一項（第七十条

の七の四第十六項」を「第七十条の六の四第二十項、第七十条の七第三十五項及び第七

十条の七の二第四十項（第七十条の七の四第二十項」に改め、同項第二号中「第七十条

の六の四第十八項」を「第七十条の六の四第二十項」に改める。 

 （酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正） 

第百二十条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律（昭和二十八年法律第七号）の一

部を次のように改正する。 

  第二条第一項ただし書中「連続式蒸留しようちゆう又は単式蒸留しようちゆう」を

「連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎」に改める。 

 （酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の適用に関する経過措置） 

第百二十一条 旧酒税法の規定により発泡酒、甘味果実酒又はスピリッツとされていたも

ののうち、新酒税法の規定によりビール、果実酒又はブランデーとして分類される酒類

については、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律（次項において「酒類業組合

法」という。）第八十六条の五の規定によって行うべき表示は、平成三十年九月三十日

までは、なお従前の例によることができる。 

２ 旧酒税法の規定によりその他の醸造酒、スピリッツ、リキュール又は雑酒とされてい

たもののうち、新酒税法の規定により発泡酒として分類される酒類については、酒類業

組合法第八十六条の五の規定によって行うべき表示は、平成三十六年三月三十一日まで

は、なお従前の例によることができる。 

 （国民年金法等の一部改正） 

第百二十二条 次に掲げる法律の規定中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改め

る。 

 一 国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）第三十六条の三第一項及び第三十六

条の四第一項 

 二 児童扶養手当法（昭和三十六年法律第二百三十八号）第九条第一項及び第十二条第

一項 

 三 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和三十九年法律第百三十四号）第六条

及び第九条第一項 

 四 児童手当法（昭和四十六年法律第七十三号）第五条第一項 

 五 国民年金法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百四号）附則第十九条第二

項第一号 

 六 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律（平成十六年法律第百六十

六号）第九条及び第十条第一項 

 七 年金生活者支援給付金の支給に関する法律（平成二十四年法律第百二号）第十五条



第一項 

 八 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律（平

成二十六年法律第六十四号）附則第十四条第一項第一号 

 （国民年金法等の一部改正に伴う経過措置） 

第百二十三条 前条（第一号に係る部分に限る。）の規定による改正後の国民年金法第三

十六条の三第一項の規定は、平成三十一年八月以後の月分の国民年金法第三十条の四の

規定による障害基礎年金の支給停止について適用し、同年七月以前の月分の当該障害基

礎年金の支給停止については、なお従前の例による。 

２ 前条（第二号に係る部分に限る。）の規定による改正後の児童扶養手当法第九条第一

項、前条（第三号に係る部分に限る。）の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支

給に関する法律第六条及び前条（第六号に係る部分に限る。）の規定による改正後の特

定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第九条の規定は、それぞれ平成三

十一年八月以後の月分の児童扶養手当法の規定による児童扶養手当、特別児童扶養手当

等の支給に関する法律の規定による特別児童扶養手当及び特定障害者に対する特別障害

給付金の支給に関する法律の規定による特別障害給付金（以下この項において「児童扶

養手当等」という。）の支給の制限について適用し、同年七月以前の月分の児童扶養手

当等の支給の制限については、なお従前の例による。 

３ 前条（第四号に係る部分に限る。）の規定による改正後の児童手当法第五条第一項の

規定は、平成三十一年六月以後の月分の同法の規定による児童手当の支給の制限につい

て適用し、同年五月以前の月分の当該児童手当の支給の制限については、なお従前の例

による。 

４ 前条（第五号に係る部分に限る。）の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正

する法律附則第十九条第二項（第一号に係る部分に限る。）の規定は、国民年金の保険

料を納付することを要しないものとすべき月が平成三十一年における同号の厚生労働省

令で定める月（以下この項において「基準月」という。）の翌月以後である場合におけ

る当該保険料の免除の特例について適用し、当該保険料を納付することを要しないもの

とすべき月が基準月以前である場合における当該保険料の免除の特例については、なお

従前の例による。 

５ 前条（第八号に係る部分に限る。）の規定による改正後の政府管掌年金事業等の運営

の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第十四条第一項（第一号に係る

部分に限る。）の規定は、国民年金の保険料を納付することを要しないものとすべき月

が平成三十一年における同号の厚生労働省令で定める月（以下この項において「基準

月」という。）の翌月以後である場合における当該保険料の免除の特例について適用し、

当該保険料を納付することを要しないものとすべき月が基準月以前である場合における

当該保険料の免除の特例については、なお従前の例による。 

 （通関業法の一部改正） 



第百二十四条 通関業法（昭和四十二年法律第百二十二号）の一部を次のように改正する。 

  第六条第四号中「国税犯則取締法（明治三十三年法律第六十七号）」を「国税通則法

（昭和三十七年法律第六十六号）」に改め、「（科料に相当する金額に係る通告処分を

除く。）」を削る。 

 （通関業法の一部改正に伴う経過措置） 

第百二十五条 前条の規定による改正後の通関業法第六条（第四号に係る部分に限る。）

の規定の適用については、旧国税犯則取締法第十四条第一項の規定による通告処分は、

新国税通則法第百五十七条第一項の規定による通告処分とみなす。 

 （清酒製造業等の安定に関する特別措置法の一部改正） 

第百二十六条 清酒製造業等の安定に関する特別措置法（昭和四十五年法律第七十七号）

の一部を次のように改正する。 

  第一条中「単式蒸留しようちゆう製造業」を「単式蒸留焼酎製造業」に、「単式蒸留

しようちゆう製造資金」を「単式蒸留焼酎製造資金」に改める。 

  第二条第二項中「単式蒸留しようちゆう製造業者」を「単式蒸留焼酎製造業者」に、

「単式蒸留しようちゆうの」を「単式蒸留焼酎の」に改め、同条第三項中「単式蒸留し

ようちゆう」を「単式蒸留焼酎」に改める。 

  第三条第二項中「単式蒸留しようちゆうに」を「単式蒸留焼酎に」に改め、同項第一

号中「単式蒸留しようちゆう製造業を」を「単式蒸留焼酎製造業を」に、「単式蒸留し

ようちゆう製造業者」を「単式蒸留焼酎製造業者」に改め、同項第二号中「単式蒸留し

ようちゆう製造業」を「単式蒸留焼酎製造業」に改める。 

  第六条の三（見出しを含む。）中「単式蒸留しようちゆう業対策基金」を「単式蒸留

焼酎業対策基金」に改める。 

  第七条の二第一項中「単式蒸留しようちゆう製造業者」を「単式蒸留焼酎製造業者」

に改め、同条第二項中「各単式蒸留しようちゆう製造業者」を「各単式蒸留焼酎製造業

者」に、「単式蒸留しようちゆう」」を「単式蒸留焼酎」」に、「「単式蒸留しようち

ゆう製造業者」を「「単式蒸留焼酎製造業者」に改める。 

  第八条第一項中「単式蒸留しようちゆう製造業者」を「単式蒸留焼酎製造業者」に改

める。 

 （沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正） 

第百二十七条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律（昭和四十六年法律第百二十九

号）の一部を次のように改正する。 

  第八十条第一項第一号中「次条まで」を「この条及び次条」に、「四十五年」を「四

十七年」に改める。 

  第八十一条に次の二項を加える。 

 ４ 第一項の規定の適用を受ける酒類を同項に規定する目的で継続的に船舶又は航空機

に積み込む者として政令で定める者に該当する者が、政令で定めるところにより当該



酒類の主たる積込み場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、当該承認

を受けた者が提出すべき酒税法第三十条の二第一項の規定による申告書については、

前項の規定は、適用しない。この場合において、第一項の規定により当該酒類の製造

場とみなされる場所は、その承認の際に指定を受けた場所とする。 

 ５ 前項に定めるもののほか、同項の承認を受けた者が同項の規定の適用を受けること

をやめようとする場合の手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定

める。 

 （沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置） 

第百二十八条 前条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十

一条第四項の規定は、同項に規定する承認を受けた日の属する月の翌月以後に、同条第

一項に規定する目的で船舶又は航空機に積み込む同条第四項に規定する酒類に係る酒税

の申告書について適用する。 

 （行政手続法及び行政不服審査法の一部改正） 

第百二十九条 次に掲げる法律の規定中「収税官吏」を「国税庁、国税局若しくは税務署

の当該職員」に改める。 

 一 行政手続法（平成五年法律第八十八号）第三条第一項第六号 

 二 行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）第七条第一項第七号 

 （金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正） 

第百三十条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律（平成八年法律第九十五号）の

一部を次のように改正する。 

  第百二十五条第一項第四号中「国税犯則取締法（明治三十三年法律第六十七号）第十

四条第一項」を「国税通則法（昭和三十七年法律第六十六号）第百五十七条第一項」に

改める。 

  第二百九十五条第一項第四号中「国税犯則取締法第十四条第一項」を「国税通則法第

百五十七条第一項」に改める。 

 （金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置） 

第百三十一条 前条の規定による改正後の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第

百二十五条第一項（第四号に係る部分に限る。）及び第二百九十五条第一項（第四号に

係る部分に限る。）の規定の適用については、旧国税犯則取締法第十四条第一項の規定

による通告は、新国税通則法第百五十七条第一項の規定による通告とみなす。 

 （アルコール事業法の一部改正） 

第百三十二条 アルコール事業法（平成十二年法律第三十六号）の一部を次のように改正

する。 

  第五条第一号中「国税犯則取締法（明治三十三年法律第六十七号）」を「国税通則法

（昭和三十七年法律第六十六号）」に改め、「（科料に相当する金額に係る通告処分を

除く。）」を削り、同条第三号中「国税犯則取締法」を「国税通則法」に改め、「（科



料に相当する金額に係る通告処分を除く。）」を削り、同条第四号中「禁錮
こ

」を「禁

錮」に改める。 

 （アルコール事業法の一部改正に伴う経過措置） 

第百三十三条 前条の規定による改正後のアルコール事業法第五条（第一号及び第三号に

係る部分に限る。）の規定の適用については、旧国税犯則取締法第十四条第一項の規定

による通告処分は、新国税通則法第百五十七条第一項の規定による通告処分とみなす。 

 （銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部改正） 

第百三十四条 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律（平成十三年法律第百三十一

号）の一部を次のように改正する。 

  第五十八条第三項中「の欠損金額」」を「については、この」」に、「の欠損金額並

びに」を「並びに」に改め、「規定する特例欠損金額」の下に「については、この」を

加える。 

 （会社更生法の一部改正） 

第百三十五条 会社更生法（平成十四年法律第百五十四号）の一部を次のように改正する。 

  第二百四条第一項第四号中「国税犯則取締法（明治三十三年法律第六十七号）第十四

条第一項」を「国税通則法（昭和三十七年法律第六十六号）第百五十七条第一項」に改

める。 

 （会社更生法の一部改正に伴う経過措置） 

第百三十六条 前条の規定による改正後の会社更生法第二百四条第一項（第四号に係る部

分に限る。）の規定の適用については、旧国税犯則取締法第十四条第一項の規定による

通告は、新国税通則法第百五十七条第一項の規定による通告とみなす。 

 （構造改革特別区域法の一部改正） 

第百三十七条 構造改革特別区域法（平成十四年法律第百八十九号）の一部を次のように

改正する。 

  第二十八条第一項第一号及び第二十八条の二第一項第一号中「ニ」の下に「及びホ

（同号ニに掲げる酒類に同号ホに規定する政令で定める植物を浸してその成分を浸出さ

せたものに係る部分に限る。）」を加える。 

 （関税定率法等の一部を改正する法律の一部改正） 

第百三十八条 関税定率法等の一部を改正する法律（平成二十八年法律第十六号）の一部

を次のように改正する。 

  附則第八条のうち租税特別措置法第八十七条の七第二項の改正規定中「第八十七条の

七第二項」を「第八十七条の五第二項」に改める。 

 （関税定率法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定） 

第百三十九条 関税定率法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行

の日が附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条の規定は、適

用しない。 



 （罰則に関する経過措置） 

第百四十条 この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条

において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によるこ

ととされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、

なお従前の例による。 

 （政令への委任） 

第百四十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、

政令で定める。 

 （検討） 

第百四十二条 酒税の税率の段階的な改正（酒税の税率の平成三十二年十月一日、平成三

十五年十月一日及び平成三十八年十月一日における酒類の種類及び品目に応じた引上げ

及び引下げをいう。）については、その都度、経済状況を踏まえ、酒税の負担の変動が

家計に与える影響等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基

づいて所要の措置を講ずるものとする。 



     理 由 

 我が国経済の成長力の底上げのため、就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観

点からの配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し並びに経済の好循環を促す観点からの試

験研究を行った場合の税額控除制度及び所得拡大促進税制の見直し並びに中小企業向け設

備投資促進税制の拡充等を行うとともに、酒類間の税負担の公平性を回復する等の観点か

らの酒税の税率構造及び酒類の定義の見直し、国際的な租税回避についてより効果的に対

応する等の観点からの外国子会社合算税制の見直し及び国外財産に対する相続税等の納税

義務の範囲の見直し並びに災害に関する特例の整備を行うほか、既存の特別措置の整理合

理化を図り、あわせて土地の売買等に係る登録免許税の特例等期限の到来する特別措置に

ついて実情に応じ適用期限を延長する等、所要の措置を一体として講ずる必要がある。こ

れが、この法律案を提出する理由である。 


